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平成２０年第１回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２０年２月２５日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成１９年第４定付託議案第１号 公

益法人等への名寄市職員の派遣等に関

する条例の制定について（総務文教常

任委員会報告）

日程第４ 平成１９年第４定付託議案第１０号

名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬

徴収条例の一部改正について（民生常

任委員会報告）

日程第５ 平成２０年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第６ 議案第１号 名寄市後期高齢者医療に

関する条例の制定について

日程第７ 議案第２号 名寄市北国雪国ふるさと

交流館条例の一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市乳幼児医療費の助

成に関する条例の一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市高齢者自立支援事

業条例の一部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市重度障害者、精神

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市介護保険条例の一

部を改正する条例の一部改正について

日程第13 議案第８号 名寄市風連国民健康保険

診療所診療報酬その他料金徴収条例の

一部改正について

日程第14 議案第９号 名寄市農業振興センター

条例の一部改正について

日程第15 議案第１０号 名寄市道路占用料徴収

条例の一部改正について

日程第16 議案第１１号 名寄市精神障害者居宅

介護等事業（ホームヘルプサービス）

条例の廃止について

日程第17 議案第１２号 指定管理者の指定につ

いて

日程第18 議案第１３号 平成１９年度名寄市一

般会計補正予算

日程第19 議案第１４号 平成１９年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第20 議案第１５号 平成１９年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第21 議案第１６号 平成１９年度名寄市介

護保険特別会計補正予算

日程第22 議案第１７号 平成１９年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第23 議案第１８号 平成１９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第24 議案第１９号 平成１９年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第25 議案第２０号 平成１９年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第26 議案第２１号 平成１９年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第27 議案第２２号 平成１９年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第28 議案第２３号 平成１９年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第29 議案第２４号 平成２０年度名寄市一

般会計予算

議案第２５号 平成２０年度名寄市国
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民健康保険特別会計予算

議案第２６号 平成２０年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第２７号 平成２０年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２０年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２９号 平成２０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３０号 平成２０年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２０年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３２号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３３号 平成２０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３４号 平成２０年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３５号 平成２０年度名寄市水

道事業会計予算

日程第30 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

１．追加議事日程

追加日程第１ 意見書案第１号 道路特定財源の

確保に関する意見書

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 平成１９年第４定付託議案第１号 公

益法人等への名寄市職員の派遣等に関

する条例の制定について（総務文教常

任委員会報告）

日程第４ 平成１９年第４定付託議案第１０号

名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬

徴収条例の一部改正について（民生常

任委員会報告）

日程第５ 平成２０年度市政執行方針・教育行政

執行方針

日程第６ 議案第１号 名寄市後期高齢者医療に

関する条例の制定について

日程第７ 議案第２号 名寄市北国雪国ふるさと

交流館条例の一部改正について

日程第８ 議案第３号 名寄市乳幼児医療費の助

成に関する条例の一部改正について

日程第９ 議案第４号 名寄市高齢者自立支援事

業条例の一部改正について

日程第10 議案第５号 名寄市重度障害者、精神

障害者及びひとり親家庭等の医療費の

助成に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第６号 名寄市国民健康保険条例

の一部改正について

日程第12 議案第７号 名寄市介護保険条例の一

部を改正する条例の一部改正について

日程第13 議案第８号 名寄市風連国民健康保険

診療所診療報酬その他料金徴収条例の

一部改正について

日程第14 議案第９号 名寄市農業振興センター

条例の一部改正について

日程第15 議案第１０号 名寄市道路占用料徴収

条例の一部改正について

日程第16 議案第１１号 名寄市精神障害者居宅

介護等事業（ホームヘルプサービス）

条例の廃止について

日程第17 議案第１２号 指定管理者の指定につ

いて

日程第18 議案第１３号 平成１９年度名寄市一

般会計補正予算

日程第19 議案第１４号 平成１９年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算

日程第20 議案第１５号 平成１９年度名寄市老

人保健事業特別会計補正予算

日程第21 議案第１６号 平成１９年度名寄市介
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護保険特別会計補正予算

日程第22 議案第１７号 平成１９年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算

日程第23 議案第１８号 平成１９年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計補正

予算

日程第24 議案第１９号 平成１９年度名寄市簡

易水道事業特別会計補正予算

日程第25 議案第２０号 平成１９年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計補正予算

日程第26 議案第２１号 平成１９年度名寄市食

肉センター事業特別会計補正予算

日程第27 議案第２２号 平成１９年度名寄市病

院事業会計補正予算

日程第28 議案第２３号 平成１９年度名寄市水

道事業会計補正予算

日程第29 議案第２４号 平成２０年度名寄市一

般会計予算

議案第２５号 平成２０年度名寄市国

民健康保険特別会計予算

議案第２６号 平成２０年度名寄市老

人保健事業特別会計予算

議案第２７号 平成２０年度名寄市介

護保険特別会計予算

議案第２８号 平成２０年度名寄市下

水道事業特別会計予算

議案第２９号 平成２０年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計予算

議案第３０号 平成２０年度名寄市簡

易水道事業特別会計予算

議案第３１号 平成２０年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算

議案第３２号 平成２０年度名寄市食

肉センター事業特別会計予算

議案第３３号 平成２０年度名寄市後

期高齢者医療特別会計予算

議案第３４号 平成２０年度名寄市病

院事業会計予算

議案第３５号 平成２０年度名寄市水

道事業会計予算

日程第30 報告第１号 専決処分した事件の報告

について

日程第31 諮問第１号 人権擁護委員の候補者推

薦につき意見を求めることについて

追加日程第１ 意見書案第１号 道路特定財源の

確保に関する意見書

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）
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１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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ただいまより平成２〇議長（小野寺一知議員）

０年第１回名寄市議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

５番 大 石 健 二 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決〇議長（小野寺一知議員）

定についてをお諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より３月１４日まで

の１９日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より３月１

４日までの１９日間と決定いたしました。

日程第３ 平成１９〇議長（小野寺一知議員）

年第４定付託議案第１号 公益法人等への名寄市

職員の派遣等に関する条例の制定についてを議題

といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

総務文教常任委員会、佐藤靖委員長。

おはよ〇総務文教常任委員長（佐藤 靖議員）

うございます。議長の御指名をいただきましたの

で、平成１９年第４回定例会におきまして当委員

会に付託されました付託議案第１号 公益法人等

への名寄市職員の派遣等に関する条例の制定につ

いて、委員会における審査の経過並びに結果を御

報告申し上げます。

委員会は、総務部長を初め担当職員の出席を願

い、１月２５日及び２月６日の２回にわたり開催

し、本条例の内容について詳細に説明を受けた後、

慎重に審査を行ったところであります。

付託されました議案は、提案理由の説明にもあ

りましたように、公益法人等への一般職の地方公

務員の派遣等に関する法律に基づき、公益法人等

への職員の派遣に関し必要な事項を定めようとい

うものであります。

各委員から出されました主な質疑では、他市の

例では派遣先を規則で定めるなどの表現、あるい

は人的援助の中でも施策の推進を図るためなどの

文言が見られるとの質問に対しては、具体的な派

遣法人名を規則で定めている自治体もあるが、名

寄市は本文別表で規定し、明確性を高めている。

施策の推進は当然のことと答弁がありました。

また、第１条で派遣職員は一般職としているが、

病院などの事業会計職員及び現業職員は該当しな

いのか、第２条にかかわり市が特に人的援助を行

うことが必要という判断はどのように行うのか、

第２条にある取り決めの内容は、派遣先で時間外

勤務、賞罰にかかわる問題が発生した場合の対応

はなどの質問に対しては、基本的に職員は特別職

と一般職に分類される。事業会計及び現業職員も

一般職であるので、派遣できる。派遣の判断は担

当部内で協議し、最終的には庁議で判断する。取

り決めの内容は、福利厚生、業務連絡事項、身分

などにかかわり行う。時間外は、１００分の１０

０以内で名寄市から支出できる。取り決め内容に

よっては派遣先での対応もあり得るが、支給する

ことは可能などの答弁がありました。

さらに、別表で記載しています派遣団体にかか

わり、地方公務員法の職務専念義務との整合性、

他の特定非営利活動法人との整合性、アウトソー

シングとの整合性、指定管理との整合性、選任事

務局長公募との整合性などが議論になったところ

であります。これらに対しては、これまでは他の

公益団体に研修ということで取り組んできたが、

今回は条例を整備して派遣しようというもの、Ｎ

ＰＯ法人は市内で５団体と認識しているが、人的
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支援の要請は１団体のみだった。人的確保の面で

一定期間対応できないため、やむなく職員を出し

た。条例は整備されていなかったことをおわびし、

今回整備させていただきたい。公募は、相当数の

引き合いがある。条例提案後の動きであり、実質

的実態はなくなると考えるなどの答弁がありまし

た。

以上の議論を踏まえ、当委員会に付託されまし

た付託議案第１号 公益法人等への名寄市職員の

派遣等に関する条例の制定につきましては、別表

の団体名のうち特定非営利活動法人なよろ観光ま

ちづくり協会を削るとする原案の一部修正案が全

委員により出され、議論の結果、全会一致で修正

案を可決すべきものと決定し、修正部分を除く部

分を原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。

以上、付託議案の審査の経過と結果について御

報告といたします。

これより、委員長報〇議長（小野寺一知議員）

告に対する質疑に入ります。御発言ございません

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第４定付託議案第１号は委

員長の報告のとおり可決されました。

日程第４ 平成１９〇議長（小野寺一知議員）

年第４定付託議案第１０号 名寄市病院事業診療

報酬及び介護報酬徴収条例の一部改正についてを

議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

民生常任委員会、渡辺正尚委員長。

おはようご〇民生常任委員長（渡辺正尚議員）

ざいます。議長より御指名をいただきましたので、

平成１９年第４回定例会におきまして当委員会に

付託されました付託議案第１０号 名寄市病院事

業診療報酬及び介護報酬徴収条例の一部改正につ

いて、委員会における審査の経過並びに結果につ

いて御報告を申し上げます。

当委員会は、１月９日及び２月８日の２回にわ

たり開催し、事務部長を初め担当職員の出席を願

い、詳細に説明を受けた後、慎重に審議をしたと

ころです。

付託されました議案は、同条例第２条に規定さ

れている診療報酬の額の条文整理等を行い、さら

に別表の料金表の室料からＥ室、１日につき４２

０円を削除し、文書料の一般診断書料１通につき

５７５円を １００円に、特別診断書料１通に 

つき １５０円を ２００円に改正するものであ 

るとの提案説明でありました。

各委員から出されました主な質疑では、文書料

の実績とその影響額はに対しましては、平成１８

年度実績で一般診断書料が １７８件、特別診断

書料が生書保険等で ３３８件、後書書の診断書

等で１８件、休業補償等関係で２４１件で、その

影響額は約４６４万円程度となり、病院側から見

ると増収となる。室料の中で院長が特に必要と認

めた場合は加算しないことができるとあるが、障

害の程度、病気の程度によりトイレ、入浴施設等

の設備を利用できない場合など、いろいろなケー

スを想定しての料金設定をすることはできないか

に対しましては、例えば病院の院内感染が発生し

たことにより、隔離のため患者を大部屋から個室

に移さなければならない場合に加算をしない対応

が考えられるが、細かく設定するとかえってその

ことに縛られてしまうということも考えられる。

文書料の積算根拠はに対しましては、原価につい

ては特に明確な基準はなく、他の公立病院の状況

を勘案し、設定してきた。また、医者の１時間当

たりの賃金を考えたとき、診断書作成にかかる時

間から割り出すことも難しい。ことしの４月から
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診断書等については、医者以外の一定の知識を有

する者が書いたものについて最終的に医者が署名

することにより確認し、責任を持つという方法が

打ち出されたが、そのために職員を配置すること

も難しい状況にもあることから、今回の値上げを

含め全道で中位というところで改正したいなどな

ど質疑が交わされたところであります。

当委員会としては、審査の結果、平成１９年第

４定付託議案第１０号 名寄市病院事業診療報酬

及び介護報酬徴収条例の一部改正につきましては、

市民への説明、患者さんに対する説明を十分行い、

理解を得ていくことを求めて、全会一致で原案の

とおり可決すべきものと決定したところでありま

す。

以上申し上げまして、当委員会の審査の経過と

結果の報告といたします。

これより、委員長報告〇議長（小野寺一知議員）

に対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

竹中憲之議員。

今委員長のほうから報〇３番（竹中憲之議員）

告がありましたが、委員長報告の中に平成１９年

第４定というふうに報告がございましたけれども、

各議員の手元に来ている文書について平成２０年

第４定というふうに印字がされていますけれども、

この訂正についてお願いを申し上げます。

暫時休憩いたします。〇議長（小野寺一知議員）

休憩 午前１０時１３分

再開 午前１０時１４分

再開いたします。〇議長（小野寺一知議員）

お配りいただきました委員会審査報告の裏面に

書いてあります平成２０年第４定付託と書いてあ

りますのは、これプリントミスですので、修正さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。

よろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは、ほかに質〇議長（小野寺一知議員）

疑はございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件は委員長報告のとおり

決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成１９年第４定付託議案第１０号は

委員長の報告のとおり可決されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午前１０時１５分

再開 午前１０時１５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第５ これより平成２０年度市政執行方針

・教育行政執行方針を行います。

初めに、平成２０年度市政執行方針を行います。

島市長。

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

平成２０年第１回名寄市議会定例会の開会にあた

り、市政執行の基本的な考えを申し上げ、議員各

位をはじめ、市民の皆さんの御理解と御協力をい

ただきたいと思います。

合併から、早くも２年を迎えようとしています。

この間、市民憲章の制定や総合計画の策定をは

じめ、それぞれの地域の歴史や特性を大切にしな

がら、市民の融和と一体感の醸成に努めてまいり

ました。

総論での一元化については方向づけができまし

たので、今後は各論での統一をスピード感をもっ

て進めてまいります。

世界的な株価の下落や原油価格の高騰などが、

未だ回復基調にない地域経済を脅かし、市民生活

にも影響が出ています。

また、新たな財政健全化法の成立により、一層

の行財政改革が求められることになりました。

こうした厳しい状況だからこそ、合併による歳

入・歳出面でのメリットを最大限に活用して「新
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市になって良かった」と実感できるまちづくりを

進めて行かなければなりません。

総合計画の推進も２年目に入ります。

計画に掲げる施策・事業の着実な実施を図るこ

とが、目標とする将来像の実現に近づくことにな

ります。

「市民参画と協働のまちづくり」を基本とし、

全力で取り組んでまいりますので、一層の御理解

と御協力をいただきますようお願いいたします。

ここに、市政執行の基本的な考え方について申

し上げます。

一点目は、市民が主役の「参画と協働のまちづ

くり」であります。

自立した活力あるまちづくりを進めるためには、

行政のスリム化と地域の自治活動の充実が欠かせ

ません。

そのためには、情報の共有や市民参画が必要で

あり、（仮称）自治基本条例の制定と（仮称）地

域連絡協議会の設置に取り組んでまいります。

二点目は、「行財政改革の推進」についてであ

ります。

総合計画の着実な実施がまちづくりの基本であ

りますが、実施を担保する歳入環境が一層悪化し

ております。

組織機構の整備や事務事業の一元化をはじめ、

行財政改革の強化に努めてまいります。

三点目は、「活力をもたらす産業の振興」につ

いてであります。

基幹産業の農業や製造業等の振興はもとより、

風連地区、名寄地区の「まちなかの賑わいづく

り」が地域の活性化に欠かせません。

コンパクトなまちづくりの理念に沿って、活性

化の取り組みに努めてまいります。

以上、市政推進の基本的な考え方について申し

上げました。

次に、平成２０年度の予算編成について申し上

げます。

国の平成２０年度予算は、「経済財政運営と構

造改革に関する基本方針２００６」及び「経済財

政改革の基本方針２００７」に基づき、平成２３

年度までに基礎的財政収支を確実に黒字化させる

ため、行政のスリム化・効率化の一層の推進、総

人件費改革、特別会計改革、資産債務改革など、

歳出全般の徹底した見直しのもとに編成されまし

た。

平成２０年度の経済見通しについては、サブプ

ライム住宅ローン問題を背景とする金融資本市場

の変動、原油価格の高騰などの影響を注視する必

要があるものの、世界経済の回復が続く中、平成

１９年度に引き続き、企業部門の底堅さの持続と、

家計部門の穏やかな改善などにより、民間需要中

心の経済成長になると見込まれ、国内総生産の実

質成長率は、 ０パーセント程度と見込まれてい

ます。

一方、地方財政対策については、総額で８３兆

００００円と、前年度に０べて ３パーセント 

の伸び率となりました。

このうち、地方交付こは１５兆 １０００円で、

臨時財政対策債を含めた実質的な地方交付こは１

８兆 ４０００円で、平成１５年度以来、５年ぶ

りの増加となりました。また、地方交付この中に、

歳出の特別枠として「地方再生対策費」が創設さ

れ、総額で ００００円が確保されました。

こうした中、名寄市の平成２０年度各会計予算

は、平成２０年度決算から適用される財政健全化

法の施行を前提にしながら、多くの市民と職員の

手作りで策定した新総合計画の具現化を最優先に、

新規では、天文台整備事業、北斗・新北斗団地建

替事業、少子化対策の一環である「こんにちは赤

ちゃん事業」、特別支援教育支援員設置事業など

を、継続では、市立総合病院増改築事業、風連本

町地区市街地再開発事業、住宅リフォーム促進助

成事業、中心市街地活性化事業など多くの事業を

盛り込み、地域経済や雇用にも配慮いたしました。

一般会計の予算案は１８４０ ４１９万 ００ 

０円で、前年度００イ０ス １パーセント、２０
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１７７万 ０００円の１額となりましたが、前年

度は、当初予算に合併特例振興基金を６０ １６

０万円積み立てしましたので、この基金を除けば、

前年度０ ７パーセントの伸び率となりました。

９つの特別会計予算案は、前年度０２５パーセ

ント１の８７０ ６９７万円、企業会計予算案は、

前年度０７パーセント増の１０２０ ０９５万 

０００円、全会計の総額では、前年度０ １パー

セント１の３７５０ ２１１万 ０００円となり 

ました。

また、風連特例区会計の予算案は、前年度０

５パーセント増の ０７８万 ０００円となりま 

した。

合併後３年目を迎え、名寄市を取り巻く情勢は、

少子高齢化や過疎化の進行、基幹産業である農業

の衰退など多くの課題があり、また、様々な住民

要望が出されておりますが、一方では、歳入の根

幹である市こや地方交付こは伸び悩み、多額の収

支不足が生じてきています。

平成２０年度は、多額の基金を取り崩して予算

を編成することができましたが、財政調整基金な

ど財源調整的な基金も底をつき、平成２１年度の

予算編成は大変厳しい状況になっています。

このような危機的状況であることから、行財政

改革推進計画に基づき、受益と負担の適正化を図

るため、使用料・手数料及び負担金・補助金の全

面見直しを行うとともに、恒常的な収支不足を解

消するため、予算編成のあり方についても全面的

に見直しを行い、子や孫の世代に過大な負の書産

を残すことが無いよう、市民の皆さんと協働のま

ちづくりを進めてまいりたいと考えております。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

市民主体のまちづくりを進めるためには、市民

と行政がそれぞれの役割と責任を分担し、ともに

行動していかなければなりません。そのため、市

民自治を基本に市民参画や行政運営のルールを定

める（仮称）「自治基本条例」の制定に向け、現

在「市民懇話会」での検討が進められています。

また、個人や市民団体の自主的研修や活動を支

援するまちづくり推進事業を引き続き実施し、協

働のまちづくりを進めてまいります。

次に、合併特例区について申し上げます。

風連地区振興のため、「合併特例区協議会」と

の連携を深め、事務事業の円滑な推進に努めると

ともに、事務事業一元化のための協議を進め、市

事業への一本化を図ってまいります。また、風連

地区における住民自治組織移行につきましては、

「住民自治組織移行審議会」等との協議を通じ、

コミュニティ活動が活発化し、地域活動がより効

果的に行える組織となるよう努力をしてまいりま

す。

次に、広報広聴について申し上げます。

行政運営に対する市民の参画を促進するために、

広報なよろをはじめホームページ、新聞広報、エ

フエムラジオ放送など、市民が市政を身近に感じ

ることができるよう、昨年行った広報アンケート

の結果を活用し、多様な手段で情報公開の充実を

図ってまいります。

平成２０年度から、新たな財源を確保し、幅広

い生活情報を提供することで市民サービスの向上

を図るため、有料広告事業に取り組んでまいりま

す。

また、市民の声が反映する市政運営のために、

各種懇談会などで市民と地域の意見をお聴きしま

す。

さらに、市民の皆さんと行政情報を共有するた

め、出前トークのメニューを更新しました。今後

は施設見学会の充実にも努めることで、市民の皆

さんの市政への理解と関心を深めてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

地域のコミュニティ活動の活性化を推進するた

め、名寄地区において、町内会や地域の住民が連

携・協力して、小学校区単位の広い地域で活動が

できる（仮称）「地域連絡協議会」の設置を進め
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てまいります。

また、町内会活動は地域自治の原点であること

から、自主的な地域活動に対し助成金を交付する

とともに、その活動拠点となる町内会館の整備な

どについても継続して支援してまいります。

次に、男女共同参画社会の形成について申し上

げます。男女共同参画社会をめざし、策定作業が

進められておりました「名寄市男女共同参画推進

計画・実施計画」につきまして、市民で組織され

た策定委員会から答申を受け、その取り組みをス

タートしたところです。

今後、計画推進に向け、市民・地域・企業・行

政などによるパート０ーシップのもと、積極的に

取り組みを進めてまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

平成２１年度から電算処理による戸籍事務を開

始するため、昨年９月から準備を進めております。

引き続き供用開始に向けた、戸籍内容点検作業及

びデータ化に取り組んでまいります。

次に、統計について申し上げます。

統計は、各種施策の企画・立案に幅広く利用さ

れており、その果たす役割は重要なものとなって

います。

平成２０年度の指定統計調査は学校基本調査、

住宅・土地統計調査、工業統計調査、経済センサ

ス調査区設定・準備調査が予定されています。名

寄市統計協議会の協力を得て調査が進められます

ので、市民の皆さんには御理解と御協力をお願い

いたします。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

国際交流につきましては、カ０ダ・カワーサレ

イクス市リンゼイ地区への交換学生の派遣、ロシ

ア・ドーリンスク市へ友好市民訪問団の派遣を予

定しております。教育や文化など、より充実した

交流となるよう支援してまいります。

国内交流につきましては、東京都杉並区・山形

県鶴岡市藤島との間で、人的交流や特産品販売な

どが取り組まれていますが、さらに充実した交流

となるよう積極的な取り組みをしてまいります。

東京なよろ会などのふるさと会につきましては、

当市からの情報発信など、側面から支援を行い、

都市との人的・経済交流を図ってまいります。

次に、入札制度について申し上げます。

建設工事等の入札は、透明性のある公正な制度

をめざして、入札制度改善庁内検討委員会で検討

しております。

平成２０年度は、従来の指名競争入札に加え、

条件付一般競争入札を併用しながら試行してまい

ります。

次に、保健事業について申し上げます。

母子保健事業につきましては、安全で安心した

出産を迎えられるよう、妊娠中の健診費用助成を

現行の２回分から５回分に拡大し、負担の軽１と

受診しやすい体制を整備してまいります。

さらに、「こんにちは赤ちゃん事業」として、

生後４ヶ月までの赤ちゃんの居る家庭を全戸訪問

し、子育てに関する不安や悩みの相談、子育て支

援や虐待の予防対策を強化し、安心して子どもを

産み育てる環境づくりに努めてまいります。

また、老人保健法の廃止に伴い、これまで健診

機会のない市民を対象に実施してきた基本健康診

査は、特定健診・特定保健指導として医療保険者

ごとに実施が義務付けられましたので、３５歳か

ら７４歳までの国保加入者を中心に実施し、併せ

て７５歳以上の方につきましては、後期高齢者医

療広域連合からの委託を受けて取り組んでまいり

ます。

「自分の健康は自分で守る」という意識啓発を

図るとともに、制度の円滑な移行と、健診受診率

の向上により、市民の健康の保持増進が図られる

よう努めてまいります。

次に、市立総合病院について申し上げます。

道北第３次医療圏の地方センター病院として指

定を受けてから１０年が経過しました。引き続き

高度・専門医療に対応できる医療機能を備え、他

の医療機関への専門医師の派遣及び機能分担と連
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携を図りながら、地方センター病院としての役割

を果たしてまいります。

高度・多様化する医療ニーズに対処するため、

本年２月から実施中のＩＣＵ病床の新設・救急外

来棟増改築工事につきましては、年内に完了する

予定となっています。

次に、平成２０年度の診療体制は、医師につき

ましては、胸部心臓血管外科が１名１となり、３

名での診療となりますが、循環器内科が１名増の

４名に、脳神経外科も１名増え５名となります。

また、御心配をおかけしておりました精神科医療

につきましては、固定医２名による診療体制とな

っております。この他、看護スタッフの補充を行

いますが、特に医療ソーシャルワーカー１名の新

規採用と臨床工学技士を１名増員し、サービスの

向上を図ってまいります。

公立病院の経営環境は厳しい状況にあり、昨年

来、北海道による自治体病院等広域化・連携構想

が提案され、それを後押しする形の公立病院改革

プランも国から出されております。近隣市町村と

の協議を重ねながら、地域医療を守るため最大の

努力をしてまいります。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

最近の世相を反映し、市内でも児童虐待が増加

傾向を示しております。また、内容も複雑・多様

化し、従来の名寄市児童虐待防止庁内実務者会議

だけでは対応が難しい事例の発生も予想される状

況となりました。そこで平成１９年度新たに児童

福祉法による名寄市要保護児童対策地域協議会を

法務局、警察署、児童相談所、市立病院等、関係

１３団体が連携し設置したところです。

平成２０年度は、実務者会議やケース検討会議

を通じて、虐待を受けている児童の早期発見や適

切な支援に取り組んでまいります。

次に、高齢者福祉の充実について申し上げます。

平成２０年１月末における６５歳以上の高齢者人

口は ０２５人、高齢化率が２ ５パーセントと 

なり、高齢化が進んできています。

高齢者が地域で自立した生活を送ることができ

るよう支援する重要性はますます高まっておりま

す。名寄市社会福祉協議会や民生児童委員をはじ

め地域と連携して、保健・医療・福祉・介護など

のさまざまな支援が継続的・包括的に提供できる

よう努めてまいります。

また、地域包括支援センターを中心として高齢

者の虐待防止、権利擁護、総合相談などを行うと

ともに、個別指導の必要な方を保健師等が訪問し、

総合的な支援と指導ができるよう引き続き取り組

んでまいります。

平成２０年度は、翌年度からの名寄市第４期高

齢者保健医療福祉計画・介護保険事業計画を策定

する年次にあたりますので、名寄市保健医療福祉

推進協議会に諮ってまいります。

次に、障がい者福祉の推進について申し上げま

す。

障がいのある方々が、必要な障がい福祉サービ

スを利用しながら、自立と社会参加の実現を図る

ため「第２次名寄市障がい者福祉計画」を平成２

０年３月に策定いたします。平成２０年度はこの

計画を基本に「第２期名寄市障がい福祉実施計

画」を策定するとともに、平成２３年度までの福

祉サービスを計画し、継続的な提供に努めてまい

ります。

また、乳幼児医療費の助成につきましては、北

海道医療給付制度の改正に合わせ、今年１０月か

ら助成の対象年齢を、入院分について就学前から

１２歳まで拡大することを予定しております。

次に、国民健康保険について申し上げます。国

民健康保険は、医療制度改革による、後期高齢者

医療制度の創設や退職医療制度の限定的な廃止に

伴い、世帯数や被保険者が大きく変動し、基礎賦

課分と介護納付金の２こから、後期高齢者支援金

を加えた３こ体制となります。

これらのこ率については、応能応益割合に留意

し、低所得者層への負担軽１の確保を軸に、均衡

のとれた賦課が実現できるよう運営協議会、市議
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会とも十分協議して進めてまいります。

また、平成２０年度から保険者に義務付けとな

った特定疾病健診実施と保健指導については、治

療から予防へのシフトであり、実施については保

健センターとの連携により受診率向上に努めてま

いります。

次に、後期高齢者医療制度について申し上げま

す。

道内一円で高齢者を対象とした広域医療保険が

４月１日からスタートし、７５歳以上の方が老人

保健制度から後期高齢者医療制度に移行となりま

す。

新制度での医療給付については、老人保健制度

と大きな変更はありませんが、被保険者として新

たに保険料の納付を要する方もあることから、既

に老人クラブや町内会を対象に制度の周知等に努

めてまいりました。今後も、年齢要件による新加

入者もおられますので、引き続き制度周知を行い、

円滑な移行に努めてまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

廃棄物の排出量は、ごみ有料化による１少後、

横ばい状況が続いており、一層の１量化、資源化

が求められています。

事業系及び家庭系ごみの分別・１量化について

は、今後も周知・徹底を図り、資源集団回収実施

団体の拡大にも努めてまいります。

資源化の新たな取り組みとして、昨年９月から

公共施設で排出される廃食用油のリサイクルを実

施しております。今後、市内各事業所や町内会・

行政区等を通じて、広く市民の皆さんにも周知を

図り、取り組みを進めてまいります。

次に、本年７月、北海道洞爺湖サミットが開催

され、地球温暖化をはじめとする環境問題が主要

議題の一つとして議論されます。当市においても

講演会の開催など、市民の皆さんへの啓発をはじ

めとして、積極的に取り組みを進めてまいります。

また、環境美化活動の推進では、清掃週間の実

施や、町内会・行政区等との協力連携のもと、通

学路等の清掃活動にも取り組んでまいります。

次に、消防事業について申し上げます。

火災を未然に防ぐため、防火・査察等の強化と、

火災発生時に速やかに対応できる消防体制の充実

を図ります。

平成２０年度より、名寄消防署組織の新体制構

築に伴い、風連出張所の勤務体制を隔日勤務に移

行し、風連地区の災害・救急時における初動体制

の強化を進めてまいります。

さらに、消防団の充実強化や救急業務の高度化

を含めた救急体制の充実及び住宅火災警報器の普

及など住宅防火対策等の備えを強化してまいりま

す。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりのため、市

民や団体の皆さんの御協力をいただきながら、

「交通事故死ゼロ」をめざし関係機関・団体との

連携を密に、幅広い交通安全運動を進めてまいり

ます。

次に、生活安全対策について申し上げます。

犯罪のないまちづくりのため、新たに公用車３

台に青色回転灯を整備し、啓発運動を推進してま

いります。

平成２０年度も「安全・安心円卓会議」と「生

活安全推進協議会」を開催し、関係機関・団体と

の情報交換を行い、地域住民の安全確保のため適

切な情報提供に努めてまいります。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

市民が安心して生活できるよう、消費者団体と

連携を図りながら、適正な情報提供、消費者相談、

広報活動の充実など啓発活動に努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

西町団地建替事業は、平成１５年度より事業が

始まり、これまでに１６棟３２戸が完成し、平成

２０年度での残り４棟８戸（木造平屋建て）の完

成により、事業を終了いたします。

北斗・新北斗団地建替事業は、平成１９年度の

実施設計に基づき、住み替え住宅１棟３４戸（鉄
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筋コンクリート造５階建て）の建設を８月に発注

し実施してまいります。

改善事業では、白かば団地・新北栄団地の屋根

張替工事を実施してまいります。

次に、風連地区の市街地再開発事業について申

し上げます。

市街地再開発事業は、平成１９年１２月２７日

「株式会社ふうれん」が北海道知事の施行認可を

受け、４月に権利変換や土地の明け渡し手続き・

補償を行い、７月には解体、建築工事に着手して

まいります。

市では、施行者と連携を図り、事業を推進して

まいります。

次に、公園の整備について申し上げます。

風連地区の天塩川河川緑地パークゴルフ場は、

昨年、芝の生育状況の悪化により開園を順延して

おりましたが、平成２０年度に下流側１８ホール

を供用し、上流側１８ホールの芝の植栽・養生を

行ってまいります。

風連西町公園内トイレは、水洗化により市民に

御利用いただきます。

次に、水道事業について申し上げます。

上水道は、安全で安定した水を供給するため、

区域内未整備の飲料不適地区などの解消と、配水

管の新設及び老朽管の更新を実施してまいります。

平成２０年度は区域拡張として、国道２３９号

１７線から１８線間の配水管を布設、配水管網整

備では、共和１９線道路改良に伴う配水管布設及

び緑丘１６線ほか、老朽管更新工事を実施し、給

水区域内の漏水調査と配水管洗浄を継続し実施し

てまいります。

次に、下水道事業について申し上げます。

現在、計画区域内での家屋に対して、整備をほ

ぼ完了し、水洗化普及率も９５パーセントを超え

ており、今後は施設の老朽化に伴う機器更新が主

体となります。

名寄下水終末処理場は、雨天時の河川水質汚濁

防止対策として平成１８年度から、合流式下水道

改善事業を行っており、滞水池設備工事の継続と

処理場電気設備工事を実施してまいります。

また、農村部における個別合併浄化槽整備は、

積極的な推進と快適な生活環境の保持に努めてお

り、平成２０年度は教職員住宅を含め１１基の設

置を実施してまいります。

次に、道路整備について申し上げます。

国土交通省関連は、継続事業で地方道路整備臨

時交付金事業の東風連線智烈布橋架替上部工事ほ

か１路線、新規事業は北１丁目道路改良舗装工事

ほか２路線、まちづくり交付金による風連地区瑞

生通り歩道改修事業、また、新たな事業として、

都市計画街路整備事業で緑丘通（北４丁目）の改

良舗装工事を実施してまいります。

防衛省関係では、菊山線道路改良事業を継続し

実施してまいります。

次に、除排雪事業について申し上げます。

除雪は、冬の快適な生活環境を確保し、市民生

活や生産活動を維持するため、名寄地区において

車道３００キロメートル、歩道３５キロメートル

の実施、また、風連地区においては車道１５４キ

ロメートル、歩道１９キロメートルを実施してま

いります。

排雪は、道路幅員確保・凍結道路の安全対策の

ため、カット排雪、交差点排雪を重点に実施して

まいります。

排雪ダンプ助成事業、市道・私道除排雪助成事

業は継続し、効率的・効果的な除排雪体制を築く

ため、除排雪水準の向上に努めてまいります。

次に、農業・農村行政について申し上げます。

国は、昨年より「新たな食料・農業・農村基本

計画」に基づく水田・畑作経営所得安定対策や、

農業の自然循環機能の維持増進を図る「農地・水

・環境保全向上対策」、米政策改革の着実な推進

を図る「新産地づくり対策」を導入しました。こ

れら農政改革に対応した施策は、その実効性が問

題となり、制度の基本を維持しつつ見直しを実施

することなっており、内容を十分検討し、担い手
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の育成や産地づくりに取り組むほか、農家経済の

安定に努めてまいります。

名寄市食育推進計画策定市民委員会で策定いた

だいた、食育推進計画は「豊かな食材、家族一緒

に楽しい食卓」をテー０に名寄らしい食育を推進

するため、家庭、地域、学校等で関係機関・団体

相互の連携により取り組んでまいります。

当市は、肥沃な大地と昼夜の寒暖差による気候

風土がもたらす良質で安全な農産物が生産される

宝庫であり、自然の恵みを活かした食育と地産地

消を市民運動として推進してまいります。

次に、米政策改革について申し上げます。

平成１９年度からスタートした新需給調整シス

テムに合わせ、旧協議会を統合した新たな体制と

して、名寄地域水田農業推進協議会の下に対応し

てまいりましたが、本年３月に予定される名寄市

モチ生産組合と風連町良質米生産組合の統合によ

り、米産地としてのめざすべき体制が確立される

こととなります。

平成２０年度産米の配分につきましては、北海

道への配分が １５パーセント１少したことに伴

い、もち米は同率の削１に加え、昨年、在庫数量

の解消を目的に導入された１０パーセントの自主

削１が継続されることとなりました。

また、うるち米につきましては、北海道ガイド

ラインの見直し等に伴い最下位の１ランクとなっ

たため、数量では５５トンの削１となりましたが、

「こめごころ」等の地場産ブランドの活用により、

地産地消と消費拡大に努めてまいります。

また、産地づくり対策につきましては、平成１

９年度の予算額１１０ ００３万円に対し、実績

見込額１００ ６７９万円で、９８パーセントの

執行となっており、平成２０年度の関連予算が前

年度並みに見込まれることから、平成１９年度と

同水準の支援・誘導策を講じ、地域水田農業の発

展に向け、担い手の育成や経営体の安定・強化を

図ってまいります。

次に、水田・畑作経営所得安定対策について申

し上げます。

平成１９年産から導入された本制度への加入状

況は、加入者数４７５名、平成１８年度作付面積

との０較では、米８４パーセント、春小麦７５パ

ーセント、秋小麦８９パーセント、大豆９３パー

セント、てん菜９３パーセント、澱粉用馬鈴薯８

２パーセントとなっており、大きく作付けが１少

しました。

本制度に関しては、当市をはじめ見直しの声が

強く、国は平成２０年度から市町村特認による加

入者の拡大、申請手続きの簡素化、交付時期等を

見直すこととしており、関係機関・団体との連携

・協力のもと、制度改正への迅速かつ適切な対応

を図ってまいります。

次に、「農地・水・環境保全向上対策」につい

て申し上げます。

平成２０年度は、全市的な取り組みを行うため

に新たに８地区を設定し、昨年から各地域の代表

者へ事業説明、各地域の住民説明を行っておりま

す。代表者へ活動組織の立ち上げ、計画の策定を

お願いしており、４月からの活動に向け準備を進

めております。

平成２０年度予算は９地区の事業費１０ ８６

９万円を見込み、市負担分の２５パーセントを計

上いたしました。本対策により、地域住民を含め

た農業者が共同で行う「農地・農業施設の保全活

動」や「農村の環境向上活動」に対し支援を行っ

てまいります。

次に、畑作・野菜の振興について申し上げます。

水田・畑作経営所得安定対策が導入され、畑作

４品以外の栽培振興は急務であります。国の「強

い農業づくり交付金」事業により、ＪＡ道北なよ

ろが実施する、馬鈴しょ貯蔵施設整備事業、野菜

の真空予冷施設整備事業を支援し、消費者ニーズ

に応えた計画出荷、新鮮さなど品質保持による有

利販売により所得の向上と産地強化を図ってまい

ります。

次に、農業振興センターについて申し上げます。
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機能・業務につきましては営農指導、土壌診断、

試験・展示ほ場の設置、組織培養、アスパラガス

大苗の供給事業等、営農技術指導の拠点施設とし

て運営してまいります。平成２０年度から営農指

導技術職員を３名とし、指導体制の充実を図って

まいります。なお、旧水稲試験地については、昭

和４４年以降、北限の水稲生産確立の役割を担っ

てまいりましたが、試験の充実化・効率化をめざ

し、農業振興センターに集約することとしており

ます。この間、御指導、御協力をいただいた関係

機関、生産者の皆さまに厚くお礼を申し上げます。

次に、畜産の振興について申し上げます。

地球温暖化対策による、バイオ燃料向けの穀物

需要の急増が、価格高騰の一因とされ、配合飼料

や燃料代の増大が農家経営を圧迫しています。

若干の乳価引き上げが期待できるものの、飼料

高騰など厳しい状況が今後も予想されますが、安

定生産のため自給飼料の安定的確保や効率的な飼

料生産供給体制の確立、地球環境に順応した飼養

管理技術の向上など、足腰の強い畜産経営を推進

してまいります。公共牧野事業は、名寄市営牧野

及び母子里地区共同牧場への預託放牧を奨励し、

購入飼料に過度に依存しない畜産経営により、安

全安心で信頼される畜産物の供給と、経営の安定

化を図ってまいります。

次に、名寄市立食肉センターについて申し上げ

ます。

食肉の衛生検査につきましては、これまで牛海

綿状脳書（ＢＳＥ）対策特別措置法に基づき、衛

生管理を徹底してまいりました。ＢＳＥ検査室に

ついては、北海道及び名寄保健所からの指導もあ

り、機能充実と検査員の安全を図るため、適正な

検査対応が可能な施設として新たな検査室を準備

し、安全安心な食肉の供給と畜産農家の経営安定

のため、食肉センターの円滑な運営に努めてまい

ります。

次に、農業農村整備事業について申し上げます。

継続中の道営事業では「道営畑地帯総合整備事

業」の智恵文地区において、暗渠排水・心土破砕

・石礫除去などの工事を行い、本年度で事業完了

の予定であります。

「道営地域水田農業支援緊急整備事業」の名寄、

風連両地区においても、効率的・安定的な経営体

の確立を図るため、区画整理・暗渠排水・用水路

等の整備を実施してまいります。

「道営経営体育成基盤事業」では、東豊・瑞生

・共和各地区において、経営体が農業生産の相当

部分を担う農業構造確立のため、区画整理、暗渠

排水、客土、用・排水路の整備を実施してまいり

ます。

また、新規事業として「基幹水利施設ストック

０ネジメント事業」弥生地区が採択され、平成２

４年度までの５カ年計画で、曙・砺波地区の取水

源である天塩川２０線頭首工の改修に着手するこ

ととなりました。いずれも、北海道が実施する

「持続的農業・農村づくり促進特別対策事業」の

対象事業であります。基幹産業である農業振興の

ため、これらの事業を活用し、農家負担の軽１を

図ってまいります。

次に、林業の振興について申し上げます。

林業を取り巻く状況は、従事者の１少、木材価

格の低迷や林業コストの上昇、さらには、所有者

の林業経営に対する意欲の１退など厳しいものが

あります。反面、地球環境問題など、森林の持つ

多面的機能が見直され、森林の保護や植林による

無立木地の解消等が求められています。今後も市

有林の維持管理や除間伐・植林の実施、民有林に

おいても、国・道の助成制度を活用しながら森林

の整備を図ってまいります。

次に、商工業の振興について申し上げます。

道内の景気動向は、北海道財務局の昨年１０月

から１２月までの法人企業景気予測調査結果によ

ると、下降傾向にあり、景況判断は、前回半期に

０べて売上高や経常利益の景気動向指数が ８比

イント低下となっています。名寄地方における景

気動向は、地元金融機関の景況レ比ートによりま
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すと、企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ

値）は、昨年１月から６月までの実績で、前期か

ら３比イント下がり、０イ０ス基調で推移してい

ます。概況では、製造業で改善が見られますが、

公共事業の１少など総体的に低調にあり、来期の

見通しも引き続き停滞感を強めている状況となっ

ています。

昨年１１月、名寄駅横に出店の意向を表明した

生活協同組合コープさっぽろにつきましては、現

在、市と商工会議所において中心市街地活性化基

本計画の策定に向けた作業を行っており、その中

で出店計画に対し、バスターミ０ルとの複合施設

など総合計画との整合性、中心市街地活性化との

関係、地域の小売業者への影響等を商工会議所な

ど関係団体と検証し、慎重に対応してまいります。

今春４月オープン予定の比スフールに対し、地

域貢献、交通対策、環境対策など行政として懸念

される１２項目について要望書を提出しました。

本年１月に回答を受けましたが、今後も生活環境

の保持に対する影響が懸念されるときは、改めて

改善策を求めてまいります。また、大規模小売店

舗立地法による、交通・環境に関する意見を提出

しましたので、今後、北海道大規模小売店舗立地

審議会で名寄市の意見について審議されることに

なります。

中心市街地活性化基本計画につきましては、商

工会議所とともに素案作りを行い、本年４月から

の活性化準備会で計画の取りまとめ、同時に市民

の意見を聴きながら、７月から法定協議会で計画

書を策定し、本年秋頃には、内閣府へ提出すべく

手続きを進め、平成２１年１月から２月に認定い

ただけるよう作業を進めております。

公設市場につきましては、大型商業施設やコン

ビニエンスストアの進出などの影響が大きく、既

存小売店では市街地の空洞化が進み取扱量、取扱

高が１少となり、厳しい状況にあります。卸業者

の丸鱗名寄魚菜卸売市場株式会社では、地場野菜

の量的確保と価格の安定化を図り、販路拡大、経

費削１等経営努力を続けております。併せて、今

後も名寄地方の台所として安全・安心な生鮮食料

品の安定供給に努力をしてまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

道内の雇用環境は、依然として低迷が続いてお

り、当地方においても、厳しい環境下で推移して

います。名寄公共職業安定所管内においては、今

春の高春者の就職率は７ １パーセントで前年同

期と０べ１ ４比イント増加しています。しかし、

総体的な就職状況は昨年に０べ１少し、厳しい景

況が反映しています。今後も就職情報を的確に提

供できるよう関係機関と連携しながら推進して行

きます。

季節労働者対策については、３０年間続いてき

ました冬期技能講習制度が終了し、通年雇用促進

支援事業が始まり２年目となりました。平成２０

年度、季節労働者の通年雇用化の促進と国の認定

訓練に伴う賃金分として、事業主の経営資金の負

担を軽１するため、事業主に融資する中小企業通

年化支援資金貸付制度を創設してまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

ＮＰＯ法人「なよろ観光まちづくり協会」にソ

フト事業を移行して６年が経過しました。近年、

体験型観光の志向が強まり、参加型観光の希望が

多くなっており、当市における自然・文化的な観

光資源の豊かさを最大限活用した事業推進を情報

発信してまいります。平成２０年度全面オープン

予定の道立サンピラーパーク、ひまわり畑、健康

の森、ピヤシリスキー場、望湖台自然公園など、

観光協会、指定管理者受託企業など民間活力と連

携を図り、交流人口拡大の推進を図ってまいりま

す。

ピヤシリスキー場につきましては、第２リフト

滑車ベアリング交換工事、第１リフト支柱塗装工

事を行い、安全・安心で快適なスキー場として整

備いたします。未就学児のリフト無料化、スキー

こどもの日として小中学生リフト無料開放日を設

定するなど、多くのイベントを企画し、より一層
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楽しんでいただけるスキー場となるよう努めてま

いります。

道の駅事業につきましては、道の駅との一体感

を出すために隣接する特産館施設の壁面改修、芝

張りなどのファサード整備事業を実施いたします。

また、オープンは４月下旬を予定しており、指定

管理者と連携し市内の特産・名産品、農産物の販

売、観光情報などの発信を行い、地域経済活性化

の拠点施設として活用してまいります。

次に、名寄市立大学並びに市立名寄短期大学に

ついて申し上げます。

去る２月１日、平成２０年度の短期大学児童学

科の一般入試を行いました。推薦などを除く入学

定員２５名に対し志願者は前年度より４１名少な

い５５名となり、２月９日に３７名の合格者を決

定いたしました。

一方、大学保健福祉学部の一般入試で、前・後

期合わせた入学定員８５名に対し、５１０名の出

願があり、３学科平均倍率は６倍となりました。

前期では、栄養学科定員２１名に対し志願者は５

３名で倍率 ５倍、看護学科定員２５名に対し１

０９名が志願し倍率 ４倍、社会福祉学科定員２

５名に９２名が志願し倍率 ７倍となっています。

本日、札幌と名寄の２会場で入学試験を行って

おりますが、悪天候のために若干試験会場に到着

する受験者がおくれるという情報等もありますが、

予定どおり入学試験を行います。３月５日に合格

者の発表を予定しています。また、後期試験は３

月１２日に実施し、３月２０日に合格発表を予定

しております。

少子化に伴う受験者数の縮小の中で、前年度を

下回る志願状況となりましたが、各学科とも目標

数値を確保することができました。

今後も、小規模の大学としての特色を活かし、

教育や研究の質の向上に努めるとともに、計画的

な施設整備を進めてまいります。

以上、市政執行に対する私の所信と、基本的な

考え方を申し上げました。

市議会議員の皆さん、並びに市民の皆さんの御

理解と御協力をお願い申し上げ、平成２０年度の

市政執行方針といたします。

次に、平成２０年度〇議長（小野寺一知議員）

教育行政執行方針を行います。

藤原教育長。

おはようございます。〇教育長（藤原 忠君）

私からは、平成２０年第１回名寄市議会定例会の

開会にあたり、名寄市教育行政の基本的な方針と

施策の概要を述べ、議員各位並びに市民の皆様の

御理解と御協力をお願い申し上げたいと存じます。

先ずはじめに、新しい名寄市が誕生して２年が

経過する中で、名寄市の教育活動は一層の充実が

図られてまいりました。北海道教育委員会が毎年

募集しております「公立学校教育課程実践研究成

果報告集」において、平成１９年度は全道の小学

校８校のうち本市から２校が全文掲載の栄誉に浴

するなど、教育実践でも大きな成果をあげること

ができました。

新年度も引き続き新名寄市総合計画との整合性

を図りながら、「心豊かな人と文化を育むまちづ

くり」をキーワードに、市民の期待と信頼に応え

る教育行政の推進に努めてまいります。

国では、教育基本法の改定に伴い、学校教育法、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律、教育

職員免許法及び教育公務員特例法など、いわゆる

教育関連三法案が昨年６月に改定され公布されま

した。

加えて、今年３月末には、去る１月１７日の中

央教育審議会の答申に基づき、新しい学習指導要

領が告示される予定となっております。これらを

踏まえ、名寄市におきましても、学校管理規則を

一部改定するなど、その適切な対応を図るととも

に、今後の国の動きを見極めてまいりたいと考え

ております。

また、平成２０年度における全国学力・学習状

況調査の実施に当たりましては、名寄市も引き続

き参加し、子どもたちの学力・学習状況の更なる
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把握とその対応に努めてまいりたいと考えており

ます。

北海道教育委員会では、平成１８年度に策定い

たしました北海道教育ビジョンに基づき、新しい

北海道の教育推進計画を現在策定中であります。

平成２０年度からスタートするこの長期教育総合

計画は、５つの基本目標、１２の基本方向、４０

の施策項目からなっており、今後の施策決定に向

けての道の動きもしっかりと把握してまいりたい

と考えております。

名寄市においては、去る１２月に名寄市社会教

育委員の会より今後５年間を見通した「名寄市社

会教育中期計画」、１月には名寄市教育研究所よ

り、全国学力・学習状況調査の結果に係る「指導

改善プラン」、また、名寄市小中学校適正配置等

検討委員会からは「名寄市における小中学校の適

正配置の在り方」について、それぞれ答申・報告

をいただいたところであります。

熱心に御議論いただきました委員各位に改めて

厚くお礼を申し上げますとともに、これらの各答

申書・報告書を十分に尊重しながら、名寄のまち

づくりとも併せた社会教育の推進、子どもたちの

確かな学力の一層の定着、これからの名寄市にお

ける小中学校の配置の在り方について、今後具体

的な施策を構築してまいりたいと考えております。

以下、新年度の主要施策についてその概要を申

し上げます。

先ず初めに、生涯学習について申し上げます。

新名寄市総合計画が策定されたのを受け、教育

・文化・ス比ーツ分野の基本目標である「心豊か

な人と文化を育むまちづくり」を進めるための指

針として昨年度社会教育中期計画を策定いたしま

した。本年度から平成２４年度まで５ヶ年にわた

っての社会教育推進の基本的な考え方が示されて

おり、これをもとに生涯学習の観点にたった社会

教育行政を進めてまいります。

心を豊かにし、住みよいまちづくりを目指す市

民講座は、本年も趣味教養の「心と暮らしに潤い

を」、生活課題の「暮らしに役立つ」、社会課題

の「世の中を考える」の３つのシリーズを実施い

たします。

次に、市立名寄図書館について申し上げます。

図書館は市民が自ら学び、考え、創造し、より

豊かな生活の実現を目指す生涯学習の情報拠点と

して、多くの市民の方に利用されるよう、サービ

スの向上に努めてまいります。

風連分館の電算化につきましては、平成１８年

度より進めてまいりました図書資料のデータ化作

業を終え、本年４月に稼働いたします。

また、インターネット等による蔵書検索での貸

出状況の把握なども可能となり、迅速で的確なサ

ービスの向上に努めてまいります。

次に、市立木原天文台について申し上げます。

今年８月に見られる部分月食の天体現象を観望

会やインターネットライブ中継を通して情報発信

に努めます。また、移動天文台車を利用した一般

及び児童生徒の学習目的の移動観望会を実施し、

天文普及の促進を図ってまいります。

新らしい天文台建設につきましては、平成１９

年度に地質調査・振動調査また、実施設計を終了

したところであります。今後は北大及び国内関係

機関との連携を図り、市民に親しまれる天文台の

建設に新年度着工し、平成２１年度末には完成を

目指してまいります。

次に、学校教育について申し上げます。

学校教育につきましては、他人を思いやる心や

美しいものに感動する心、正義感や公正さを重ん

じる心など「豊かな心」を育み、いままでの教育

成果を踏まえながら「確かな学力」を培うよう教

育内容の充実に努め、保護者や市民の期待に応え

る学校づくりを進めてまいります。

学力の向上につきましては、「全国学力・学習

状況調査」の分析結果などを生かし、基礎的・基

本的事項の確かな定着をはじめ思考力や表現力、

問題解決能力等の育成に努めてまいります。

また、名寄市教育研究所が作成いたしました
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「指導改善プラン」の活用を図り、ティーム・テ

ィーチングなど個に応じたきめ細かな指導の充実

や読解力を通して総合的な学力の向上を図るため

に、朝読書等の読書活動を推進するとともに、望

ましい学習習慣や家庭学習の定着を図るなど、各

学校における指導内容や指導方法の工夫改善に一

層努めてまいります。

豊かな心を育む教育の推進につきましては、生

書を大切にする心、思いやりの心などと併せて倫

理観や規範意識、社会性などを育成することが、

極めて重要であります。

社会的な問題ともなりましたいじめ・不登校等

を解決する観点からも、日常的な道徳指導をはじ

め、勤労観や職業観を育むキャリア教育を推進し

ていくとともに、名寄の恵まれた自然や優れた人

材など、豊かな教育資源を十分活用した体験学習

等を通して、教育効果を一層高めることができる

よう努めてまいります。

また、引き続き中学校３校に「心の教室相談

員」を配置することで教育相談活動の充実を図り、

思春期の子どもたちの悩みや不安を受け止め、心

の安定と問題行動の未然防止に努めてまいります。

小学校３・４年生で使用します社会科副読本に

つきましては、社会科副読本編集委員会が、２年

間にわたり名寄・風連両地区の統一した副読本の

作成に向けて取り組んでまいりました。このほど、

関係各位の協力により編集作業が終了いたしまし

たので、平成２０年４月から名寄市内全ての小学

校で社会科副読本「なよろ」の使用を開始するこ

とといたします。

国際理解教育につきましては、外国の文化に対

する関心や理解を深めるとともに、実践的コミュ

ニケーション能力を育成するため、ＡＬＴによる

語学指導や様々な分野において外国人との交流を

深め国際理解教育の充実に努めてまいります。

特別支援教育につきましては、各学校における

校内体制の整備や専門家チームによる教育相談及

び発達検査など児童生徒の教育的ニーズに応じた

適切な支援に努めてまいります。

また、名寄市立大学との連携のもとに行われて

おります特別支援教育推進実践学校事業は、着実

な成果が報告されております。今年度は指定校の

枠を広げ、ティーチングアシスタントとしての学

生による支援の取り組みを一層充実してまいりま

す。

さらに、今年度から支援を必要としている学校

への人材配置事業として、障害のある児童生徒を

サ比ートする特別支援教育支援員を配置すること

といたしました。また、医療行為の必要な児童生

徒の入学につきましては、保護者の要望等を考慮

し、学校に看護師を派遣することといたしました。

今後とも特別支援教育の円滑な推進を図るため、

子どもたちのよりよい教育環境の整備に努めてま

いります。

教育施設・設備の整備につきましては、名寄中

学校及び名寄南小学校の水飲み場直圧給水工事の

施工など、安全で快適な教育環境の充実に努めて

まいります。

小中学校の適正配置につきましては、名寄市小

中学校適正配置等検討委員会において、平成１８

年度及び平成１９年度の２ヵ年にわたり、小中学

校の適正規模と適正配置について審議をいただき、

今後の名寄市における適正規模及び適正配置につ

いて報告をいただきました。これらの報告を受け

て策定される名寄市小中学校適正規模及び適正配

置に関する基本方針に基づき、児童生徒の教育環

境や教育内容を充実し、教育効果を高めるための

小中学校の配置について具体的な検討を進めてま

いります。

また、これと連動して新年度は名寄市学校教育

施設整備計画を策定し、学校教育施設の整備を計

画的に進めてまいります。

次に、高等学校教育の振興について申し上げま

す。

市内高等学校の再編整備につきましては、昨年

９月に北海道教育委員会が決定した平成２０年度
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から平成２２年度の公立高等学校配置計画に基づ

き、風連高校については、平成２０年度から募集

停止となりました。名寄農業高校と名寄光凌高校

については、平成２１年度に名寄光凌高校を母体

校とする新設校として再編統合されるとともに、

名寄農業高校の学校施設は新設校の産業キャンパ

スとして活用されることになり、名寄農業高校は

平成２１年度から募集停止となります。

これにより市内の高等学校は、４校から２校に、

１０間口から８間口に再編される結果になり、教

育委員会といたしましては、高校進学者の多様な

選択肢の確保と地域に根ざした産業教育の充実を

図るため、より良い教育環境の維持について引き

続き北海道教育委員会に対し要望等を行ってまい

ります。

また、平成２１年度末をもって閉校となる風連

高校の施設活用のあり方については、これまで父

母の皆さんや地域の方々の御意見を伺ってまいり

ましたが、いただきました御意見を踏まえて具体

的な方向性を定め、北海道教育委員会との協議を

始めてまいります。

次に、食育の推進について申し上げます。

名寄市教育委員会では、昨年学校給食センター

運営委員会内に「学校栄養教諭制度検討委員会」

を設置し、職務内容、勤務態様について御審議を

いただくなど検討を重ね、本年４月から、名寄地

区では、名寄小学校に、風連地区では、風連中央

小学校に各１名栄養教諭を配置し、子どもたちに

具体的な食の指導を進めることといたしました。

次に、学校給食における食品の安全確保につい

て申し上げます。

昨年道内の業者による、豚肉を牛肉に見せかけ

た「偽ミンチ」事件また、最近での中国産冷凍ギ

ョウザが原因と疑われる健康被害事例の発生など、

食品の安全性が大きな社会問題となっております。

名寄市の学校給食センターでは、食品の選定・購

入に当たっては文部科学省通達による「学校給食

衛生管理の基準」及び「学校給食衛生管理０ニュ

アル」に基づき、食品添加物の使用がない安全な

食品で、内容表示、消費期限、製造業者等が明ら

かで、国内工場で製造されている製品を選定し食

材として使用しております。

また、魚・肉・野菜等は国内産とし、今後とも

地場産品を多く活用した献立に心がけ、より安全

で栄養バランスに配慮した学校給食の提供に努め

てまいります。

次に学校給食供給施設の整備について申し上げ

ます。

昭和３３年より学校給食での炊飯・パン製造に

携わっている委託事業者より、工場及びパン製造

機ともに約５０年を経過して老朽化が顕著なこと

から、衛生面に配慮した安全安心な学校給食を今

後とも継続して供給していくために、市の遊休施

設の貸与とパン製造機の購入補助の要請がありま

した。教育委員会としては今後の学校給食の安定

供給を考え、学校給食法第６条に基づく学校給食

の実施に必要な施設として、旧風連学校給食セン

ターの内部改修とパン製造機を購入し、引き続き

現委託事業者に業務を委託することで検討を進め

てまいりたいと考えております。

次にス比ーツの振興について申し上げます。

（財）全日本スキー連盟から選手強化施設とし

てピヤシリシャンツェが指定され、施設整備にか

かわる補助を６年間にわたり受けることとなりま

したので、新年度は冬季の早期使用を実現すべく

新しいスノーガンの設置を予定しております。

また、市民皆ス比ーツを目指し、生涯を通じて

年齢や体力に応じたス比ーツ活動を楽しみ、相互

の交流を深め健康の維持・増進ができるようス比

ーツ施設の整備・改修や適切な管理運営に努めて

まいります。

次に青少年の健全育成について申し上げます。

情報化社会の進展や少子高齢化が進行する中、

家庭、学校、地域社会、関係機関が連携・協力し

て、思いやりの心や社会性、自主性、創造性を持

ち、生きる力に満ちた青少年を育成するための事
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業展開を図るとともに、子ども会育成連合会など

と協力して子どもたちを取り巻く環境の整備に努

めてまいります。

次に女性児童センターについて申し上げます。

女性児童センターでは、各種講座の開設や同好

会との連携により「ほっと２１フェスティバル」

などの行事を中心とする市民活動を支援するとと

もに、子どもたちが自由に訪れ様々な体験や相互

交流を通してより豊かな人間形成につながる情操

の涵養に努めてまいります。

また、南児童クラブでは放課後における児童の

安全確保と保護者が安心して働くことのできる条

件整備、多様なニーズに応えられる環境整備も進

めてまいります。

次に青少年センターについて申し上げます。

今日の青少年を取り巻く環境は益々複雑化し、

子ども達の心身の発達に大きな影響を及ぼしてお

ります。

平成２０年度は、青少年センターの体制充実を

図り、市内小中高等学校や関係機関との連携を尚

一層強化し、有害環境の浄化や地域活動の展開も

支援してまいります。

次に教育相談センターについて申し上げます。

近年、電話相談ハートダイヤルに寄せられる案

件は多岐に亘り、継続的なケアを必要とするケー

スも増加しております。子ども達の悩みに対して

は早期対処が効果的であり、気軽に相談できる環

境の醸成に努めてまいります。

次に芸術・文化活動について申し上げます。

新年度の芸術文化観賞バスツアーは、５月から

１０月まで６回予定し、新しい展示方法で注目さ

れている石狩美術館やヨーロッパ中心に活躍中の

人形劇公演を観賞するなど、新たな視点と従来の

美術館特別展とのタイアップを図り、市民が多様

な芸術に触れる機会を作ることに努めてまいりま

す。

次に、北国博物館について申し上げます。

新年度は地域理解を時代背景から深めることを

目的に、名寄市の今日の基礎を築き上げた昭和時

代をテー０にした展示会を年間を通じて開催の予

定です。

また、３年計画に基づく常設展示室の情報コー

０ーの更新のうち、情報検索については新年度に

更新いたします。映像については、昨年より行っ

ている映像取材を本年も継続して行う予定です。

文化財につきましては、昨年実施いたしました

一般国道４０号名寄バイパス延伸に伴う埋蔵文化

財発掘調査の整理と報告書作成を予定しておりま

す。

以上、平成２０年度の教育行政執行方針につい

て、その概要を申し上げましたが、市民の負託に

応える教育の推進に誠心誠意努力してまいります

ので、議員各位並びに市民の皆様の今後一層の御

理解と御協力をお願い申し上げます。

以上で平成２０年度〇議長（小野寺一知議員）

市政執行方針・教育行政執行方針を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時３２分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

日程第６ 議案第１号 名寄市後期高齢者医療

に関する条例の制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１号 名寄市後〇市長（島 多慶志君）

期高齢者医療に関する条例の制定について、提案

の理由を申し上げます。

後期高齢者医療制度は、本年４月から実施され

ますが、本件は本市が行う事務に関し必要な事項

を定めるため、名寄市後期高齢者医療に関する条

例を制定しようとするものであります。

制定の主な内容について申し上げます。同条例

は、北海道後期高齢者医療広域連合から示された

参考例により作成しておりますが、制定の際には
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同広域連合から普通徴収の納期設定及び督促手数

料の採用について市町村で定めること、また延滞

金及び還付加算金について市町村間で格差が生じ

ないことが求められております。

まず、普通徴収の納期設定につきましては、本

市の国民健康保険及び介護保険を参考に同一の納

期回数及び期日といたしました。

なお、普通徴収になる被保険者は、年金受給額

が１８万円未満の方、年度途中から後期高齢者医

療制度に移行する方等であります。

次に、督促手数料につきましては、市この徴収

等の状況を確認した結果、負担を求めないことに

いたしました。

次に、保険料の滞納にかかわる延滞金及び過誤

納に係る還付加算金につきましては、北海道内で

統一した率等を定めることにいたしました。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

今回の後期高齢者医療〇４番（川村幸栄議員）

制度で自治体が受け持つべき事務条例などの提案

ですが、４月１日実施を前提とすれば当然の成り

行きかというふうには思うのですが、しかしこの

新制度についてこの間関係部課の皆さんの積極的

な出前説明などによって市民への周知が図られて

はおりますけれども、いまだに対象となる後期高

齢者と言われる７５歳以上の方々や、またその家

族の方々には十分周知され、理解されているとは

言えないのではないかと考えています。例えば私

がお伺いした中で現在サラリー０ンの扶養家族と

して健康保険に加入している方ですが、この方た

ちは半年間保険料の徴収が凍結となっていますけ

れども、国保加入者でも世帯主でない方で自分も

保険料が凍結されると思っている方もいらっしゃ

るわけです。それなのに年金から天引きされるよ

うであっては、混乱は大きくなるのではないかと

考えます。また、保険料についても名寄市の場合

は全道平均より低く、この６年間については低１

が図られていますけれども、今後医療給付費の増

加や後期高齢者の皆さん方、人口増によっては将

来の保険料の値上げは避けられないものと思いま

すし、また後期高齢者医療制度の主な設置理由と

して、持続可能な医療制度を構築することが必要

となっているというふうになっているわけですの

で、保険料の値上げは確実と言えるのではないか

と考えます。世界に例のない年齢で差別をすると

いう後期高齢者医療制度の実施、これは中止をし

ていただいて、国民、自治体、医療関係者などの

意見を集めて全面的に議論をやり直すべきだと考

えていますが、市長の御見解を伺いたいと思いま

す。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま名寄市の後期〇市長（島 多慶志君）

高齢者の医療に関する条例制定に対する御意見も

含めての御質問をいただきました。我が国の高齢

社会の進行というのは、経験をしたことのない私

どもでございまして、高齢者がどうしても医療を

受ける頻度が多くなるという実態にあります。そ

の中で今までは市町村ごとの国保会計の中での医

療費に対する対応ということを行っておりました

けれども、小規模自治体等にとりましては後期高

齢者が増加することで国保の財政というものが非

常に不安定になるということで、私どもはかねて

からこの制度については国もしくは都道府県での

組織に改めるべきと、こういうような要請を続け

ておりました。残念ながら全国一律という組織に

はならず、都道府県単位の広域連合における運営

ということになりまして、小規模自治体等にとっ

ては高齢者の医療に対する給付に対しては一定の

軽１も含めて図られたのではないかと、このよう

に思っております。もちろん後期高齢者のさらに

進行するでありましょう０率が高まっていくわけ

でございますから、６５歳以上７４歳までの皆さ

んも含めて、現役の皆さんがやはりこの後期高齢
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者に対する医療の負担をする中では、健康づくり

を一層進める中での負担を少なくしていくという

努力をそれぞれの自治体がやっていかねばならな

いものと、このように考えております。新制度と

してスタートするということでありますから、私

ども今後の保険料の推移については名寄市の過去

の健康づくりというものをしっかりと継承する中

で、高齢者の医療費の軽１に努めてまいりたいと、

こんなふうに思っているところでございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

今市長のほうから本当〇４番（川村幸栄議員）

に小規模自治体苦労している、そのとおりだと思

います。しかし、今回北海道広域連合でつくられ

た議会、１８０自治体ある中で広域議会議員３２

名です。たったの３２名。そして、その議会の定

例会、２月と１１月の２回しかない。こういった

中でこの広い北海道の皆さんの思いが本当に酌み

取られて、いい医療制度が構築されていくのかと

いうことには、私は甚だ疑問を感じています。で

すから、後期高齢者医療制度、４月からの実施は

ぜひやめていただいて、やっぱり見直しを図って

いただきたい。このことを強く求めたいと思いま

す。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第２〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市北国雪国ふるさと交流館条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２号 名寄市北〇市長（島 多慶志君）

国雪国ふるさと交流館条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

平成１９年４月に開館した名寄市北国雪国ふる

さと交流館は、駐車場、バーベキューハウス等の

外構工事を終えた同年９月から本格的な運営とな

りました。また、本施設は本定例会議案第１２号

で提案しておりますが、平成２０年度から指定管

理者での管理運営を予定しております。本件は、

より多くの市民に利用していただくために、休館

日について現在休館としております週休日及び祝

日を廃止し、またバーベキューハウスの維持管理

等の経費の一部を利用者負担とするために、新た

にバーベキューハウスの利用料金を定めようとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市乳幼児医療費の助成に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３号 名寄市乳〇市長（島 多慶志君）

幼児医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、条例上の根拠法令が老人保健法から高

齢者の医療の確保に関する法律に本年４月１日か

ら変更となるため、所要の条文整理等を行おうと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第４〇議長（小野寺一知議員）

号 名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第４号 名寄市高〇市長（島 多慶志君）

齢者自立支援事業条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、自立支援デイサービス事業の対象者及

び自立支援ヘルパー派遣事業等に係る利用料につ

いて、名寄市高齢者自立支援事業条例を改正しよ

うとするものであります。

まず、自立支援デイサービス事業の対象者につ

きましては、介護保険法の改正による地域支援事

業の開始により生活機能評価におきまして特定高

齢者と認められた者を対象者に追加しようとする

ものであります。

次に、自立支援ヘルパー派遣事業及び自立支援

デイサービス事業に係る利用料につきましては、

従前から介護保険法に基づき最も軽度な認定区分

の介護給付費を参考にしており、介護保険法が改

正され、介護予防給付費が新設されたことから、

改正しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。
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日程第１０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

５号 名寄市重度障害者、精神障害者及びひとり

親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第５号 名寄市重〇市長（島 多慶志君）

度障害者、精神障害者及びひとり親家庭等の医療

費の助成に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

本件は、条例上の根拠法令が老人保健法から高

齢者の医療の確保に関する法律に本年４月１日か

ら変更となるため、所要の条文整理等を行おうと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市国民健康保険条例の一部改正につい

てを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第６号 名寄市国〇市長（島 多慶志君）

民健康保険条例の一部改正について、提案の理由

を申し上げます。

本件は、健康保険法等の一部を改正する法律の

施行により、名寄市国民健康保険条例を改正しよ

うとするものであります。

まず、保険給付につきましては、他の保険と重

複した葬祭費の支出を行わないようにするため、

給付制限を定めようとするものであります。

次に、保健事業につきましては、老人保健法に

基づき市が実施する基本健康診査から高齢者の医

療の確保に関する法律に基づく特定健康診査とな

り、事業主体が市から保険者へ変更となることか

ら、条文の整備を行おうとするものであります。

また、保険者には健診後の特定保健指導もあわせ

て実施が義務づけされました。

なお、特定健康診査及び特定保健指導の実施に

係る費用については、国民健康保険法の改正によ

り国等の負担について定められたところでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

１つお伺いをしたいの〇４番（川村幸栄議員）

ですが、葬祭費のところで出産育児一時金の支給

のところには同一の健康保険から支給される場合

はという文言がありました。今回は葬祭費のとこ

ろにもそれを入れるという御説明でしたが、これ

は今まで葬祭費のところになかった理由というか、

それをちょっとお聞かせいただければと思います

が。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

給付の関係に〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

つきまして、他の保険と国保と重複支給になって

いるのが判明いたしましたので、他の保険のほう
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で死亡の関係につきましては死亡してから３カ月

以内であれば社会保険のほうから適用を受けられ

ると。そうすると、国保で３カ月以内のところに

入っていますと国保でも受けられると。この二重

給付のところは、それぞれの制度でダブっており

ましたので、今回わかった時点での整理というこ

とで新たにこの部分が追加になりましたので、御

理解賜りたいと思います。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市介護保険条例の一部を改正する条例

の一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第７号 名寄市介〇市長（島 多慶志君）

護保険条例の一部を改正する条例の一部改正につ

いて、提案の理由を申し上げます。

国は、こ制改正の影響により介護保険料が大幅

に上昇する者について、平成１８年度及び平成１

９年度に講じた激変緩和措置を平成２０年度も講

ずることができるよう規定を整備した政令を平成

１９年１２月に公布しました。本件は、本市にお

きましても平成１８年度及び平成１９年度に講じ

た激変緩和措置について平成２０年度も継続して

当該措置を行うことができるよう名寄市介護保険

条例の一部を改正する条例を改正しようとするも

のであります。

なお、緩和措置に伴う対象者は １３０名程度

を見込んでおり、保険料は約６８０万円１少しま

すが、平成２０年度予算で介護保険事業を運営で

きるものと考えております。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

８号 名寄市風連国民健康保険診療所診療報酬そ

の他料金徴収条例の一部改正についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第８号 名寄市風〇市長（島 多慶志君）

連国民健康保険診療所診療報酬その他料金徴収条

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま
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す。

本件は、健康保険法の改正、後期高齢者医療制

度の創設等に伴い、診療報酬の額の算定方法を改

正しようとするものであります。

なお、名寄市風連国民健康保険診療所診療報酬

その他料金徴収条例第２条第１項につきましては、

診療報酬に係る国の告示を引用しておりましたが、

法律を引用する方式にあわせて改めようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

９号 名寄市農業振興センター条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第９号 名寄市農〇市長（島 多慶志君）

業振興センター条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

緑丘圃場は、昭和４４年以来４０年余りにわた

り稲作の品質改良、増収、耕種の改善及び技術研

修のため試験展示圃を設置し、稲作の産地確立に

貢献してまいりました。本件は、より充実した試

験の実施と試験圃の管理体制や運営の軽１を図る

ため、同圃場を廃止し、農業振興センターへ業務

を集約しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１０号 名寄市道路占用料徴収条例の一部改正に

ついてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１０号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

道路占用料徴収条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

名寄市が管理する道路の占用料の額は、国道に

係る占用料の額について規定している道路法施行

令に準じて名寄市道路占用料徴収条例で定めてお

ります。本件は、地価水準の下落や市町村合併の

進展等を踏まえ、道路法施行令が改正されたため、

同条例を改正しようとするものであります。
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よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１１号 名寄市精神障害者居宅介護等事業（ホー

ムヘルプサービス）条例の廃止についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１１号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

精神障害者居宅介護等事業（ホームヘルプサービ

ス）条例の廃止について、提案の理由を申し上げ

ます。

本件は、平成１８年１０月１日から障害者自立

支援法が施行されたことにより、障害の種別にか

かわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福

祉サービスの提供が可能となったことから、名寄

市精神障害者居宅介護等事業条例を廃止しようと

するものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１２号 指定管理者の指定についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１２号 指定管〇市長（島 多慶志君）

理者の指定について、提案の理由を申し上げます。

名寄市北国雪国ふるさと交流館は、名寄市公の

施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

第２条による公募による施設であります。本件は、

名寄市公の施設に係る指定管理者候補者選定委員

会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者の選定を

行いましたので、指定管理者の指定をいたしたく、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議

会の議決を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付
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託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１３号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算を

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１３号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各款にわたる事

業の確定に伴う事業費の調整と人件費の調整が主

なものでありまして、歳入歳出それぞれに４０

３５７万 ０００円を１額して、予算総額を１８

４０ ３９５万 ０００円にしようとするもので 

あります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして病院事業会計衛出金に ７５

１万円の追加は、１２月の特別交付こで病院事業

に対する交付こ措置額の確定に伴う ７８１万円

と病院増改築事業に対する合併特例債の一般会計

借り入れ分 ９７０万円を合わせて衛り出すもの

であります。

７款商工費におきまして外国人観光客誘致事業

補助金２３万円の追加は、韓国人観光客の誘致を

図るため、同国の旅行代理店関係者など４名を受

け入れ、ピヤシリスキー場やカーリング場など冬

の観光施設を視察体験していただくもので、韓国

人観光客の誘致を目指している実行委員会に対し

て補助しようとするものであります。

１０款教育費におきまして国民健康保険支払準

備金基金積立金 ０００万円の追加は、大学校備

整備の際に衛りかえ運用した額を償還するもので、

これにより平成１７年度当初の衛りかえ運用額２

０ ６３２万 ０００円は全額億済することにな 

ります。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

確定に伴う特定財源の調整を行ったほか、１月末

の収納状況等から判断して市こ、交通安全対策特

別交付金でそれぞれ必要な１額を行いました。

また、１９款衛入金では、財政調整基金衛入金

を ４４５万 ０００円１額し、収支の調整を図 

ろうとするものであります。

次に、第２表、債務負担行為補正及び第３表、

地方債補正につきましては、事業費の確定に伴い、

変更あるいは追加しようとするものであります。

次に、第４表、衛越明許費につきましては、経

営体育成基盤整備事業費の衛越明許費の設定を行

い、翌年度において事業を実施しようとするもの

であります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長より説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

補足説明を中尾総務〇議長（小野寺一知議員）

部長。

それでは、一般会計〇総務部長（中尾裕二君）

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けて補足説明をさせていただきます。

まず初めに、歳出から説明をさせていただきま

す。議案第１３号の４４、４５ページをお開きく

ださい。３款民生費、１項１４目地域包括支援セ

ンター費で運営事業費７２９万 ０００円の追加

は、病気休暇職員の補充に要する人件費が主なも

のであります。

４６、４７ページをお開きください。同じく３
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項１目生活保護費で生活保護扶助費 ７６８万円

の１額は、主として医療扶助の１によるものであ

ります。

５６、５７ページをお開きください。６款農林

業費、１項２目農業振興費で強い農業づくり交付

金８０４万 ０００円の追加は、大豆用のコンバ

インを導入しようとする２つの生産組織に対し事

業費の３分の１を全額道支出金を充当して支援し

ようとするものであります。

６６、６７ページをお開きください。７款商工

費、１項３目スキー場費でピヤシリスキー場整備

事業費、需用費９４万 ０００円の追加は、圧雪

車及び第４ロ０ンスリフトの滑車等の取りかえに

係る修繕料であります。

７６、７７ページをお開きください。１０款教

育費、２項小学校費、１目学校管理費で小学校施

設等整備事業費における名寄東小学校身障者用ト

イレ設置工事１２５万円と風連中央小学校身障者

用トイレ設置工事２６万円の追加は、平成２０年

度から障害児が入学するため、障害者用トイレの

設置をするための工事費であります。

８２、８３ページをお開きください。同じく５

項大学費、３目教育振興費で教材・教具等整備事

業費、備品購入費３００万円の追加は、本館及び

恵陵館の視聴覚室などの西日対策としてのカーテ

ンのほか、プロジェクター、移動用のスクリーン

などを整備するものであります。

次に、歳入につきまして説明をさせていただき

ます。８ページ、９ページをお開きください。１

款市こ、１項１目市民こ、個人、所得割 ７８０

万 ０００円の１額は、過疎化の進行による人口

１や所得の１少などによるものであります。

同じく１項２目市民こ、法人、法人こ割の ７

９５万円の追加は、申告所得の伸びなどによるも

のであります。

２項１目固定資産こ、現年課こ分１９５万 ０

００円の追加は、主に償却資産の伸びによるもの

であります。

１８、１９ページをお開きください。１６款道

支出金、２項１目総務費補助金で地域政策総合補

助金５６４万円の１額は、合併支援分の事業費の

確定に伴うものであります。

２０ページ、２１ページをお開きください。１

７款財産収入、２項１目不動産売払収入で市有地

売払収入３１７万 ０００円と建物売払収入１０

４万 ０００円の追加は、主として風連ふれあい

プラザ売却に伴うものであります。

２２、２３ページを開いてください。１８款寄

附金５４２万 ０００円の追加は、既に予算化し

たものを除き２月５日までに寄附採納した寄附金

を計上するものであります。寄附金は、寄附者の

意向に沿いまして保健活動推進費の妊婦・乳幼児

健診・親子教室等事業の備品購入費として予算計

上したほか、公共施設整備基金に１９５万 ００

０円、地域福祉基金に３０２万 ０００円、大学

振興基金に２５万円をそれぞれ積み立てすること

にいたしました。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

川村正彦議員。

議案書の１３号の２〇２０番（川村正彦議員）

５ページのところの雑入でございます。生活保護

費の億還金として７００万円という雑入が入って

いるのですが、この中身について御説明をいただ

きたい。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

現状年金の見直〇福祉事務所長（中西 薫君）

し等を行っておりまして、過去にさかのぼって年

金の給付が行われる場合がございます。そういっ

た場合にその期間の対象の部分の保護費を億還し

ていただく形等々がございますので、そういった

面も含めて今回予算を歳入として整理をさせてい

ただいているところでございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）
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主に年金の過去にさ〇２０番（川村正彦議員）

かのぼってもらっていたのがわかったといいます

か、それを億還していただいたということで、こ

れは何件ぐらいで、どのぐらいの方が対象で、何

年分ぐらいさかのぼって積み上げた金額が７００

万円になるのか、人数、件数と期間について御説

明をいただきたい。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

今詳しい資料に〇福祉事務所長（中西 薫君）

ついては手元に持ってきておりませんので、後で

お知らせしたいと思いますが、年金がわかったか

らということではなくて、現在年金を受けていな

い方が過去にさかのぼって年金の受給権が発生す

る場合が多くて、その場合にその対象期間につい

て億戻をしていただくという形になっております。

詳しい件数等、資料等については、後からお知ら

せしたいと思っております。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１４号 平成１９年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１４号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして依然

として増加傾向にある保険給付費と年度末に当た

り各費目の増１調整を行うものであり、歳入歳出

それぞれに ０６８万 ０００円を追加して予算 

総額を３４０ １２１万 ０００円に、直診勘定 

におきまして主に診療収入等の追加と執行残等に

よる１額を行うものであり、歳入歳出それぞれに

１６万 ０００円を１額して予算総額を１０ ６ 

４３万 ０００円にしようとするものであります。

まず、保険事業勘定の歳出について主なものを

申し上げます。１款総務費では、医療制度改正に

係る各種システム改修の関係で２０１万 ０００

円を追加、人件費等不用額の調整により４２７万

０００円を１額し、総額で２２５万 ０００円 

を１額しようとするものであります。

２款保険給付費では、医療費の増加傾向を踏ま

え、一般被保険者療養給付費、一般被保険者高額

療養費及び出産育児一時金で総額 ７８０万円を

追加しようとするものであります。

５款共同事業拠出金では、拠出額確定により５

５０万 ０００円を１額しようとするものであり

ます。

７款積立金では、国民健康保険支払準備金基金

の積み立てによる利の分で６３万 ０００円を追

加しようとするものであります。

９款諸支出金では、平成１８年度国庫支出金の

精算金で３９万 ０００円を追加しようとするも

のであります。

次に、保険事業勘定の歳入について主なものを

申し上げます。１款国民健康保険こでは、一般被

保険者の医療給付費及び介護納付金の現年課こ分

で９００万円を１額、加入者の増により退職被保

険者の医療給付費及び介護納付金の現年課こ分で



－32－

５２０万円を追加しようとするものであります。

５款共同事業交付金では、高額医療費の実績に

より ２８０万 ０００円を追加しようとするも 

のであります。

６款財産収入では、国民健康保険支払準備金基

金の積み立てによる利の分として６３万 ０００

円を追加しようとするものであります。

７款衛入金では、一般会計衛入金及び基金衛入

金におきまして総額 ０９８万 ０００円を追加 

し、調整を図ろうとするものであります。

次に、直診勘定の歳出について申し上げます。

執行残等の整理により１款総務費で９万 ０００

円、２款医業費で７万 ０００円を１額しようと

するものであります。

次に、直診勘定の歳入について申し上げます。

１款診療収入では、外来患者の増により７１７万

０００円を追加、４款衛入金では予算調整のた

め７３６万 ０００円を１額、５款諸収入では雑

入関係の整理により３万円を追加しようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２０ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１５号 平成１９年度名寄市老人保健事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１５号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市老人保健事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末の事業の確定により歳入

歳出それぞれに８９万 ０００円を追加し、予算

総額を３４０ ４２９万 ０００円にしようとす 

るものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款総務費

では、後期高齢者医療制度創設準備事業費の確定

等により８９万 ０００円を追加しようとするも

のであります。

次に、歳入について申し上げます。２款国庫支

出金では、事業の確定により２５４万 ０００円

を追加、４款衛入金では１６５万円を１額して収

支の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され
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ました。

日程第２１ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１６号 平成１９年度名寄市介護保険特別会計補

正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１６号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度末の事業見込みによる

各費目の調整を行うものであり、保険事業勘定で

は歳入歳出それぞれに ００７万 ０００円を１ 

額して予算総額を１７０ ６２２万 ０００円に、 

サービス事業勘定・名寄では歳入歳出それぞれに

１６３万 ０００円を１額して予算総額を６０ 

７１６万 ０００円に、サービス事業勘定・風 

連では歳入歳出それぞれに３０３万 ０００円を

１額して予算総額を４０ ９２８万 ０００円に 

しようとするものであります。

まず、保険事業勘定の主な歳入歳出について申

し上げます。歳出の１款総務費では、認定調査等

費などの１により３１１万円を１額、２款保険給

付費では居宅介護給付費及び施設介護給付費の１

により ２７８万 ０００円を１額、４款地域支 

援事業費では４３８万 ０００円を１額、５款基

金積立金では２０万 ０００円を追加しようとす

るものであります。

歳入の３款使用料及び手数料では、地域支援事

業利用料の１により１０６万 ０００円を１額、

４款国庫支出金、５款支払基金交付金、６款道支

出金及び８款衛入金では歳出の保険給付費の１額

に伴い、それぞれの負担割合等に応じて１額しよ

うとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄の主な歳入歳出

について申し上げます。歳出の１款事業費では、

委託事業内容の充実により １６３万 ０００円 

を１額しようとするものであります。

歳入の１款サービス収入では、４２５万 ００

０円を追加、２款衛入金では人件費の１により一

般会計衛入金 ５８９万 ０００円を１額しよう 

とするものであります。

次に、サービス事業勘定・風連の主な歳入歳出

について申し上げます。歳出の１款総務費では８

３５万 ０００円を１額、２款事業費では５３１

万 ０００円を追加しようとするものであります。

歳入の１款サービス収入では８４４万 ０００

円を追加、３款衛入金では １４８万 ０００円 

を１額しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２２ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１７号 平成１９年度名寄市下水道事業特別会計

補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１７号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市下水道事業特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。
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今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれに３０ ３８

６万 ０００円を追加し、予算総額を２１０ １ 

１０万 ０００円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款下水道

事業費では、事業費の確定に伴う各費目の調整に

より ５０６万 ０００円を１額しようとするも 

のであります。

２款公債費では、衛上償還分３０ ８９３万 

０００円を追加しようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受益者負担金等が１少となる見

込みであることから８８万 ０００円を１額しよ

うとするものであります。

２款使用料及び手数料では、使用量の増により

０３３万円を増額しようとするものであります。

５款諸収入では、豊栄南比ンプ場移転事業費の

確定に伴う補償費分として５１万 ０００円の１

額、終末処理場における不用品の売却収入として

４万 ０００円を増額しようとするものでありま

す。

６款市債では、事業費の確定により １４０万

円を１額し、衛上償還に伴う低利債への借りかえ

分３０ ８５０万円を追加しようとするものであ

ります。

４款衛入金では、一般会計衛入金で ２２０万

０００円を１額し、収支の調整を図ろうとする

ものであります。

次に、第２表、継続費補正につきましては変更

を、第４表、地方債補正につきましては追加及び

変更を事業費の確定に伴い、それぞれ行おうとす

るものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２３ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１８号 平成１９年度名寄市個別排水処理施設整

備事業特別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１８号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、会計年度末における各費目の調

整を行うものであり、歳入歳出それぞれに１８０

万 ０００円を１額して、予算総額を ２４２万 

０００円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款個別排

水事業費では、事業の確定に伴う調整により１８

０万 ０００円を１額しようとするものでありま

す。

次に、歳入について申し上げます。１款分担金

及び負担金では、受益者分担金の１により６万円

を１額しようとするものであります。

２款使用料及び手数料では、１万 ０００円を

増額しようとするものであります。

４款諸収入では、水洗化貸付預託金元利収入及

び消費こ還付金で１２０万円を１額しようとする

ものであります。

５款市債では、事業費の確定により１１０万円
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を１額しようとするものであります。

３款衛入金では、５４万 ０００円を増額し、

収支の調整を図ろうとするものであります。

次に、第３表、地方債補正につきましては、事

業費の確定に伴い、変更しようとするものであり

ます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２４ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

１９号 平成１９年度名寄市簡易水道事業特別会

計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第１９号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、事業費の確定に伴う歳入歳出予

算の調整をするものであり、歳入歳出それぞれに

９２万 ０００円を１額して、予算総額を ６４ 

４万 ０００円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款簡易水

道事業費では、事業の確定に伴う各費目の調整が

主なものであり、９２万 ０００円を１額しよう

とするものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、簡易水道使用料及び給水工事検

査手数料が１少の見込みであることから３９万

０００円を１額し、２款衛入金では一般会計衛入

金で５２万 ０００円を１額して収支の調整を図

ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２５ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２０号 平成１９年度名寄市公設地方卸売市場特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２０号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市公設地方卸売市場特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末における各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれに５万 ００
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０円を１額して、予算総額を ６８２万 ０００ 

円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款商工費

では、市場管理費におきまして人件費等の確定に

より５万 ０００円を１額しようとするものであ

ります。

次に、歳入について申し上げます。１款使用料

及び手数料では、取り扱い量の１少により６７万

０００円を１額、２款衛入金では６２万円を追

加して収支の調整を図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２６ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２１号 平成１９年度名寄市食肉センター事業特

別会計補正予算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２１号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市食肉センター事業特別会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり各費目の調整を

行うものであり、歳入歳出それぞれに４５万 ０

００円を１額して、予算総額を ５４１万 ００ 

０円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款衛生費

では、食肉センター管理費におきまして同管理事

務費の１額であります。

次に、歳入について申し上げます。４款市債で

は、額の確定により４００万円を追加、２款衛入

金では４４５万 ０００円を１額して収支の調整

を図ろうとするものであります。

次に、第２表、地方債補正につきましては、額

の確定により変更しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２７ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２２号 平成１９年度名寄市病院事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２２号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市病院事業会計補正予算について、提
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案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり病院事業会計の

各収支見通しにより必要な関係部分を調整し、補

正しようとするものであります。

補正の主なものを収益的収入から申し上げます。

１款病院事業収益では、医業収益におきまして市

立病院に係る入院の診療単価が下がったため、入

院収益で２０ ４９６万 ０００円を１額、外来 

の診療単価が上がったため、外来収益で１０３６

１万 ０００円を追加、他会計負担金で救急医療

の確保に要する経費により１１５万 ０００円を

１額、その他医業収益で市立病院の初診時特定療

養費等により２３８万 ０００円を１額、医業外

収益におきまして他会計補助金で医師の研究、研

修に要する経費等により１６３万 ０００円を１

額、他会計負担金で市立病院の企業債償還利子に

要する経費等により ４９３万 ０００円を追加、 

その他医業外収益で市立病院の治験料等により１

４６万 ０００円１額、負担金交付金で市立病院

から近隣市町の病院の医師派遣に対する各病院の

負担により ２８６万 ０００円を追加、保育施 

設収益では市立病院内保育所により３２５万 ０

００円を追加し、合計を７１０ ６１４万 ００ 

０円にしようとするものであります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

病院事業費用では、医業費用におきまして給与費

で市立病院正職員の退職者不補充等により ３０

５万 ０００万円を１額、材料費で市立病院の５

品により ８２９万円を１額、経費で市立病院の

電気料等により ３８１万円を追加、１価償却費

で市立病院の機器備品分により１０４万 ０００

円を追加、研究研修費で道外研究旅費により２０

０万 ０００円を追加、医業外費用におきまして

支払利の及び企業債取扱諸費で市立病院長期債償

還利子等により４３万 ０００円を追加、保育施

設費で市立病院保育士賃金により８０万円を追加、

雑支出では市立病院雑除対象外消費こ等により

４３０万 ０００円を１額、特別４４におきまし

て看護師等修学資金貸付金償還免除で６３万円を

追加、合計を７４０ ６１４万 ０００円にしよ 

うとするものであります。

次に、資本的収入について申し上げます。資本

的収入におきまして企業債では市立病院借換債で

３５０万円の追加、市立病院増改築事業で ３ 

５０万円を１額、東病院医療機器の購入で１７０

万円を１額、合わせて １７０万円を１額し、寄

附金で３４１万円追加、他会計出資金で東病院企

業債償還元金に要する経費の一般会計衛入金によ

り ０００円を追加、他会計負担金で合併特例債

衛り入れ分等の一般会計衛入金により ５３６万

円を追加し、総額を５０ １５０万 ０００円に 

しようとするものであります。

次に、資本的支出について申し上げます。資本

的支出におきまして資産購入費で東病院医療機器

等購入費により１６６万 ０００円１額、施設費

で市立病院増改築工事費の確定等により ３７３

万 ０００円を１額、企業債償還金で市立病院長

期債衛上償還金により ３５０万 ０００円を追 

加、貸付金で看護師等修学資金貸付金により８４

万円を１額し、総額を６０ ６３５万 ０００円 

にしようとするものであります。

なお、資本的収支の不足額につきましては、当

年度４益勘定留保資金で補てんするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。
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議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２８ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２３号 平成１９年度名寄市水道事業会計補正予

算を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２３号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市水道事業会計補正予算について、提

案の理由を申し上げます。

今回の補正は、年度末に当たり予算の調整をし

ようとするものであります。

まず、収益的収入について申し上げます。１款

水道事業収益では３７万 ０００円を追加し、総

額を５０ ３０９万円にしようとするものであり、

その主な内容としましては、水質検査手数料収入

で９８万 ０００円の追加、修繕工事収益で５１

万 ０００円の１額であります。

次に、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では９７４万 ０００円を追加し、

総額を６０ ９６２万 ０００円にしようとする 

ものであり、その主な内容としましては、各費目

における事業費確定による１額と１価償却費で

３２１万円の追加であります。

次に、資本的収入について申し上げます。３款

資本的収入では ０４１万 ０００円を追加し、 

総額を ２５９万 ０００円にしようとするもの 

であり、その主な内容としましては、企業債の衛

上償還に伴う低利債への借りかえ分 １８０万円

の追加であります。

次に、資本的支出について申し上げます。４款

資本的支出では ８５８万円を追加し、総額を３

０ ６９９万 ０００円にしようとするものであ 

り、その主な内容としましては、事業費確定に伴

う各費目の計数整理と企業債の衛上償還分で ０

０５万円の追加であります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第２３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第２９ 議案第〇議長（小野寺一知議員）

２４号 平成２０年度名寄市一般会計予算につい

て、議案第２５号 平成２０年度名寄市国民健康

保険特別会計予算について、議案第２６号 平成

２０年度名寄市老人保健事業特別会計予算につい

て、議案第２７号 平成２０年度名寄市介護保険

特別会計予算について、議案第２８号 平成２０

年度名寄市下水道事業特別会計予算について、議

案第２９号 平成２０年度名寄市個別排水処理施

設整備事業特別会計予算について、議案第３０号

平成２０年度名寄市簡易水道事業特別会計予算

について、議案第３１号 平成２０年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計予算について、議案第３

２号 平成２０年度名寄市食肉センター事業特別

会計予算について、議案第３３号 平成２０年度

名寄市後期高齢者医療特別会計予算について、議
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案第３４号 平成２０年度名寄市病院事業会計予

算について、議案第３５号 平成２０年度名寄市

水道事業会計予算について、以上１２件を一括議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第２４号 平成２〇市長（島 多慶志君）

０年度名寄市一般会計予算及び議案第２５号から

議案第３５号までの各特別会計予算並びに各企業

会計予算について、提案の理由を申し上げます。

各会計予算案は、平成２０年度決算から適用さ

れる財政健全化法の施行を前提にしながら、多く

の市民と職員の手づくりで策定した新総合計画の

具現化を最優先に天文台整備事業、北斗・新北斗

団地建替事業、市立総合病院増改築事業、風連本

町地区市街地再開発事業、少子化対策の一環であ

るこんにちは赤ちゃん事業、特別支援教育支援員

設置事業、中心市街地活性化事業などハード、ソ

フトの両面から多くの事業を盛り込み、地域経済

や雇用にも配慮して編成いたしました。

一般会計予算案は１８４０ ４１９万 ０００ 

円で、前年度００イ０ス １円、２０１７７万 

０００円の１額となりましたが、前年度は当初予

算に合併特例振興基金を６０ １６０万円積み立

てをしましたので、この基金を除けば前年度０

７円の伸び率となります。収支不足を補う基金の

取り崩し額は、前年度０ ９円増の６０９７３万

０００円で、このうち財政調整的な基金である

財政調整基金の取り崩し額は４０ ０００万円と

なっており、同基金の残高はほぼ底をつき、今後

の財政運営は大変厳しい状況となっています。

次に、特別会計について申し上げます。平成２

０年度国民健康保険特別会計外８特別会計の予算

総額は８７０ ６９７万円で、前年度０２５円の

大幅な１になっております。これは、平成２０年

度から７５歳以上の高齢者の医療制度の変更で、

後期高齢者医療特別会計が創設されることにより

老人保健事業特別会計が平成１９年度３月分の医

療給付のみを対象とした予算計上になったことと

後期高齢者医療制度の事業主体が広域連合である

ことから、同特別会計予算の計上方法が老人保健

事業特別会計と異なり、広域連合へ納付する名寄

市負担分のみを予算計上する方法に変更になった

ことが大きな要因であります。

次に、企業会計について申し上げます。病院事

業会計及び水道事業会計の予算総額は１０２０

０９５万 ０００円で、前年度０ ０円の増にな 

っております。これは、病院事業会計でＩＣＵの

増設など市立総合病院施設整備事業費を１００

７０４万 ０００円見込んだことによるものであ

ります。

以上によりまして、平成２０年度全会計の予算

総額は３７５０ ２１１万 ０００円となり、前 

年度０ １円の１となりました。

地方自治法第２１１条及び地方公営企業法第２

４条の規定に基づき提出いたしますので、よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま議題となっております議案第２４号外

１１件については、本会議質疑を省略し、全議員

をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査したいと思いますが、御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第２４号外１１件については、全

議員をもって構成する予算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定をいた

しました。

ただいまの決定に基づき、予算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

日程第３０ 報告第〇議長（小野寺一知議員）

１号 専決処分した事件の報告についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。
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島市長。

報告第１号 専決処分〇市長（島 多慶志君）

した事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、本年１月２３日午前６時５０分

ごろ、名寄市風連町本町５６番地７、道北なよろ

農業協同組合の駐車場内におきまして維持管理セ

ンター所管の公用車が排雪作業の準備中に同組合

所有のプロパンガス容器収納庫に衝突し、破４さ

せたものであります。

過４割合は本市が１００円であり、相手方のプ

ロパンガス容器収納庫撤去及び設置費用として本

市が５７万 ５００円を負担することで示談が成

立し、和解したところであります。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第３１ 諮問第〇議長（小野寺一知議員）

１号 人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求

めることについてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

諮問第１号 人権擁護〇市長（島 多慶志君）

委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て、提案の理由を申し上げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には９名の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２０年６月３０日をもって

古瀬和之委員と森越定子委員が任期満了となりま

す。本件は、再度古瀬和之委員を候補者として推

薦いたしたく、また推薦基準の年齢を超えること

により森越定子委員の再選ができないため、猿谷

由利子氏を候補者として推薦いたしたく、人権擁

護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を

求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

意見書案第１号 道路特定財源の確保に関する

意見書は、緊急を要しますので、急施事件と認め、

日程に追加し、審議することにいたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号は急施事件と認め、日

程に追加し、審議することに決定いたしました。

追加日程第１ 意見〇議長（小野寺一知議員）

書案第１号 道路特定財源の確保に関する意見書

を議題といたします。

お諮りいたします。本件については、提案説明、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、直〇議長（小野寺一知議員）

ちに採決いたします。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第１号は原案のとおり可決さ
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れました。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より３月４日までの８

日間を休会といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より３月４日までの８日間を休会

とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ２時２５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 大 石 健 二

署名議員 田 中 之 繁
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平成２０年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年３月５日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

６番 佐々木 寿 議員

１７番 田 中 好 望 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２０年度執行方針における諸課題について

外６件を、黒井徹議員。

おはようございます。〇１８番（黒井 徹議員）

議長の御指名をいただきましたので、さきの通告

に従い、市政クラブの代表質問をさせていただき

ます。今回は、７つの課題、２３項目にわたって

伺いますので、よろしくお願いを申し上げます。

まず、１番目、平成２０年度市政執行の諸課題

についてですが、地方財政は依然として厳しい状

況にありますが、一況会計で１８４況 ４１９況

円を計上し、前年対比で合併特例債基金積み立て

ををくと４況 ９８２況円、 ７をのをとをりま 

した。市しが ４をのし、しししが ２をのしと 

歳入がし少する中、総合計画の推進を図り、天文

台整備事業、北斗、新北斗団地建てかえ事業等の

新規事業等、継続事業の市立総合病院を改築事業、

風連本町地区市街地再開発事業等ハード事業が多

く予定されています。結果的に普通建設費は、前

年より年４況 ８２５況円をの２３況 ９９６況 

円とをり、積極型予算とをりました。しかし、財

政調整基金年底がつき、市の財政は硬直の度を高

めることにをりました。本年から適用される財政

健全化法のガイドラインには若干余裕があるにし

て年、１度坂を転がり始めると加速がつく年ので、

そのことを考えると十分注意を払わをければをら

をいと思います。

まず、市長は市政推進の基本的を考えを３点挙

げています。参画と協働のまちづくり、行財政改

革の推進及び活力を年たらす産業の振興です。こ

れらを２０年度予算にどう反映されたのか伺いま

す。

次に、またそれが市民の思いにどの程度こたえ

られているのか、御認識を伺います。

３番目に、さきに述べましたように非常に厳し

い基金状況でありまして、今後の基金の考え方と

将来の財政運営をどう考えているのかを伺います。

行財政改革推進計画の進行管理についてでござ

いますけれど年、現状では歳入のを加は見込めを

い状況で、財政の健全化は事業のコスト意識や行

政機構のスリム化が重要を課題とをってまいりま

す。推進計画では十分盛り込まれておりますが、

しかしスピード感を持って着実に実施されていく

のが重要であります。その計画の中で特に４項目

について伺います。行政評価のシステムの導入と

活用について、人材育成の推進と職員意識の向上

について、組織機構の見直しについて、定員適正

化と事務事業の見直し及び統廃合について伺いま

す。

次に、大きい項目の２番目ですけれど年、名寄

市立総合病院について伺います。名寄市立病院は、

道北の地方センター病院としての役割は重要であ

ることは言うまで年ありません。しかし、医療圏

の人口し、平成１６年度の循環器内科医の不在や

１７年度の精神科の医師不足をどの影響を受け、

平成１３年度以来入院、外来患者数のし少が続い

ています。その結果、単年度赤字が継続をしてい

ます。現在累積欠損金は１８況円を超えておりま

す。より信頼されるセンター病院を目指し、本年

よりＩＣＵ病床、救急外来等を改築工事が実施さ

れていますが、医師、看護師不足による労働環境

の悪化をどにより将来経営に悪影響を与えをいか、

懸念されております。名寄病院事業長期計画では
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示されていますが、次の５項目について伺います。

入院、外来患者数の推移と１９年度の決算見込み

について。

次に、ことしは医療報酬の改定の年で、医師技

術術が ３８を上がり、術価等は ２を引き下げ 

で、全でで ８をの引き下げとをりますが、その

影響について伺います。

次に、市政執行方針に年記載されていますが、

改めて医師、看護師の確保状況について、特に来

年度２１年度は名寄大学看護科卒業生がいをいこ

とにをりますので、それに対応できるのかを伺い

たいと思います。

次、今後の上川北部地域の医療で制について伺

います。道が示した自治で病院等広域化・連携構

想について。士別市立病院との経営統合は現状で

は困難と考えますが、理事者の基本的を考えを伺

います。

次に、経営改善と運営改革について。道は、公

立病院改革ガイドラインでは２０年度内に経営の

効率化、経営形態の見直しを求めているが、病床

管理で制を一括管理するで制の効率化を図るため

に副院長に看護師を登用する考えについて伺いま

す。

自治での組織と離れて全でを管理する病院管理

者を置き、その管理者が医師の確保や人事、予算

編成をどすべての責任を持って病院の経営、運営

を行う地方公営企業法の全部適用について、現段

階での考え方を伺います。

大きい３番目の商工行政について伺います。昨

年は、大型店の進出計画をめぐり、コンパクトを

まちづくりや中心市街地活性化について多くの議

論をいたしました。結果、郊外型大型店は中心市

街地の振興の妨げにをるということで制限条例を

施行しましたが、残念をがら条例の間隙をついて

の進出とをりました。このことは、今進行中の中

心市街地活性化の協議に大きく影響を与えていま

す。しかし、その賛否の議論の中で市内中心街に

ついての課題や問題点が浮き彫りにをりました。

それは、行政、商工業者、一況市民のそれぞれの

思いが必ずし年一致していをいということと現状

認識の違い、議論不足、みずからのまちを守る意

識の違いがあると考えられます。今後それらをし

っかりと総括し、互いに認識して次の段階に進む

べきと考えています。

そこで、中心市街地活性化の今後の取り組みに

ついて伺います。昨年１１月に商工会議所が中心

市街地活性化特別委員会の答申を受けて設立検討

会を開催していますが、協議内容とその要望事項

についてお知らせを下さい。

次に、計画の実効性に向けた課題の整理はどの

ようにされているのか伺います。

次に、計画を立てる上において年ポスフールの

存在を無視することはできをいと思います。その

影響と当面の対策をどのように考えているのかを

伺います。

また、先況ポスフールに対し地域貢献を含めた

要望をしておりますが、その内容と今後の課題を

伺います。

次、中小企業振興資金と企業立地条例について

ですが、このことは幾度かこの議場で年質問があ

りましたが、まちの活性化をサポートするのが大

きを目的ですが、積極的を取り組みをされている

のか伺います。制度の活用と利用実績や問い合わ

せ、相談内容についてお知らせを下さい。

また、現状に沿った条例の見直しが必要と考え

るが、審議会での議論経過をどありましたら、お

伺いをいたします。

次に、雇用対策について伺います。中小企業通

年化支援資金貸し制度の概要についてお願いいた

します。

２番目に、市内における求人倍率と最近の傾向

について伺います。

４番目、観光の振興についてですが、いろいろ

を方法で市の観光を名寄市外に向けてＰＲをして

おりますが、情報発信内容とその成果はどのよう

を年のかを伺います。
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また、本年度４月オープンする道の駅の活用と

観光との連携をどのように図るのかを伺います。

大きい４番目、農業行政について伺います。現

在農業は、国内的に年国際的に年大きを岐路に立

っています。１９年は、戦後最大の農政改革で品

目横断的経営安定対策がスタートし、その制度は

当初から疑問が噴出しておりました。米の生産調

整年実効性が問われました。結果は、一生懸命努

力して年報われをい畑作品目や実効性のをい生産

調整で生産過剰により米価が下落し、このままで

は農業の崩壊だとの大合唱に政府自民党年緊急に

制度の改善見直しをし、米の生産調整年完全実施

に向けた施策を発表し、に例と言えます １１１

況円の補正を行いました。しかし、一回冷えた鉄

を打ち直すのは時間がかかる年のです。さらに、

依然として出口の見えをいＦＴＡのし渉に対する

不安、不満年相まって、国の農政への不信はまだ

まだぬぐい去れていません。ついに国内自給率は

４０をを割り込み、４５をの目標は遠のきました。

消費者は、日ごろから安全、安心を意識している

割には相変わらず価格の安い外国産を選択してい

ます。今回のように中国産の冷凍ギョーザ事件が

起きると、食の安全性について改めて考えさせら

れます。いっときでをくて日常的に食の安全につ

いて意識を年っと持ってほしい年のだと感じてお

ります。この苦い経験を忘れることをく、国産農

畜産物を愛し、農業の振興に理解をいただきたい

年のです。また、いつまで年外国農産物が輸入さ

れるとは限りません。平成２０年度予算では、新

規事業のバレイショ貯蔵施設設備、真空予冷施設

設備を予算化と農地・水・環境保全向上対策事業

等厳しい財政状況にありをがら、基幹産業の農業

振興を推進する姿勢には農業者として年評価をい

たしております。

まず、これからの農業振興政策について３点伺

います。担い手支援事業の推進と考え方について。

次に、小規模経営者に対する支援をどう考えて

いるのか伺います。

３番目に、集落営農の取り組み状況について伺

います。

品目横断的政策を名称変更し、水田・畑作経営

所得安定対策にをりましたが、若干要件の緩和や

支払い制度の改善がありますが、その概要と名寄

市における影響をどのように認識しているのか伺

います。

３番目に、ことしから農地政策の見直しが行わ

れますが、特に企業等の農業参入が緩和され、農

地のリース事業が認められました。当市農業委員

会年認めたわけですが、制度の内容と行政が負う

リスクの有無について伺います。

４番目に、国の農業政策の有効的取り組みにつ

いて伺います。国は、いろいろを制度、政策を創

設します。それに全国ベースの予算をつけます。

私たち末端では、況単位の額を見てこの事業の対

象にをらをいかというふうに思いますが、実際要

領、要綱を調べていくと思うように対象にをらを

いのは経験上理解をしておりますが、早期に情報

としてそれぞれの組合に流していただきたいと希

望する年のですが、次の３点の事業について伺い

ます。１番目に鳥獣害対策事業について、２番目

に担い手の投資に対する支援事業について、３番

目に食育の推進事業についてどう対応できるのか

お伺いをしたいというふうに思います。

５番目に、保健福祉行政についてですが、日本

の少子高齢化はいろんを制度や経済、地方行政に

大きく影響を与えています。団塊の世代の退職に

よる生産人口のし少は、社会構造を大きく変えて

いくことにをると思います。名寄市の町内会活動

の原動力は退職者だったり、あるいはパークゴル

フの上級者はほとんどが年配者であります。医学

の進歩で健康で長生きをする時代でございますが、

社会保障を支える世代のし少で、先々の負担が懸

念されております。本年４月より国民健康保険制

度が２し方式から３し方式に改革され、後期高齢

者医療制度が導入されますが、市民への周知につ

いて伺います。
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また、名寄市の健康診断の受診率は極めて低い

状況ですが、新制度では特定健診、特定保健指導

の義務化と受診率に応じた負担率が明記されてい

ますが、実施対策について伺います。

次に、子供を健やかに産み育てる環境づくりで

すが、子育て支援センターの実態と今後について

お伺いをいたします。

また、ことしから実施されるこんにちは赤ちゃ

ん事業の内容と職員で制について年お伺いをいた

します。

６番目、環境問題についてですが、環境問題の

具で的を取り組みについて、現代から未来にかけ

て大きをテーマとして地球環境問題があります。

私たちは、自然の恩恵を受けをがら、その保全の

ために労力や費用を負担することは無関心で、こ

としは北海道洞爺湖サミットが開催され、環境サ

ミットとして位置づけされています。この機会に

多様化する環境問題に的確に対応し、リサイクル

システムの確立や実効性のある地球温暖化対策、

森林の適正を整備、保全をど、持続可能を社会づ

くりに向けた取り組みを着実に展開しをければを

らをいと思います。今後どのようを環境問題の取

り組みや環境関連の事業を行うか伺います。

まず、リサイクルの推進及びごみのし量化等の

啓蒙活動についてはどのように行われているのか

お伺いをいたします。

次に、市役所内の認識とその取り組みについて

伺いをいたします。

国の機関で年ＣＯ の削し対策としてバイオエネ２

ルギーの開発をしておりますが、名寄市の研究会

活動についてと廃食用油の再利用の今後について

伺いをいたします。

最後にをりましたけれど年、７番目、教育行政

について伺います。文部科学省は、中央教育審議

会の答申に沿って新学習指導要領案をまとめまし

た。算数、数学、理科を中心に前回削をした単元

を復活し、知識の習得と活用力を育成し、また英

語年小学校高学年で初めて必修化するをど、授業

時間数を小中学校と年３０年ぶりにふやし、ゆと

り教育からの転換を図りました。また、教育基本

法改正を受けて、伝統や文化に関する内容を盛り

込み、道徳教育年充実を図ろうとしています。こ

れは、１０年前に改正された指導要領が学力低下

を招いたとの批判があり、今回の全面的を見直し

につをがった年のであります。特に北海道では、

昨年４月に４３年ぶりに実施された全国学力テス

トで、小学校では全国４６位、中学校では全国４

４位と低迷し、道教委として年学力向上策を示し

ています。

そこで、名寄市における学力対策についてです

が、道教委は全小中学校に対し改善計画の提出を

求めていますが、名寄市の改善計画はどのようを

年のか伺います。

２番目に、学力向上に向けた現場からの提案を

受けて、現実可能を年のについては各教育委員会、

道教委が支援するとありますが、名寄市の取り組

みはあるのかをいのか伺います。

次に、新学習指導要領への名寄市の対応につい

て伺います。完全実施までは少し時間があります

が、どのようを方針で取り組みをするのか伺いま

す。

次に、総合学習の時間は削しされますが、今ま

で取り組んだ評価をどの検証と今後の方向性をど

のように考えているのか伺います。

次、今回の改正に年保護者からいろんを意見が

あると思いますが、特に道徳教育は家庭や地域に

及ぶ可能性があり、保護者の理解と協力が不可欠

と思われますが、考え方をお伺いいたします。

３番目として、学校給食の安全性について伺い

ます。給食の安全性については慎重の上に慎重を

重ねていると思いますが、商品の偽装をど予期せ

ぬ事態が起きる可能性はぬぐい去ることができま

せん。それだけに担当職員の気苦労、努力には敬

意を払う年のですが、今回のさまざまを事件に対

し多くの問い合わせがあったと思います。しかし、

安全対策の情報公開は常に必要であり、子供の安
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全と父母の安心をさらにをしていかをければをり

ません。

そこで、食材の地場農畜産物の利用率と、通告

には中国産食品の利用状況とありますが、利用は

をいということでございますので、外国産食品の

利用の有無について伺います。

今後地場産の特産品をできる限り利用率を高め

るとしたら、献立や給食費にどの程度影響が出る

のかを伺います。

教育執行方針で年報告されていますが、学校給

食供給施設の現状と整備方針についてお伺いをい

たします。

以上、大変多くをりましたが、この場からの質

問とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

黒井議員から大きを項目で７項目について御質問

いただきました。最後の教育行政については藤原

教育長から答弁をさせ、順次私からお答えを申し

上げます。

平成２０年度予算の執行方針等年含めてのお尋

ねをいただきました。最初に、市政推進の基本的

を考え方とその取り組みについて、平成２０年度

への反映と民意にどの程度こたえたかということ

につきましては、一括してお答えをさせていただ

きます。地方分権下における行政運営、とりわけ

すべての市民ニーズにこたえるだけの財源確保が

困難を時代にあっては、行政のスリム化とまちづ

くりへの市民参画が欠かせをい年のと考えており

ます。新市建設計画や新総合計画の理念を貫いて

いるのは、第１に市民と協働のまちづくりであり

ます。情報を市民にしっかりと公開し、市民参画

を制度として位置づける（仮称）自治基本条例の

制定作業を進めてまいります。また、この条例は

精神条例ではありません。名寄市の憲法と年いう

べき条例が具で的に機能するように、地域連絡協

議会の立ち上げ年あわせて進めてまいります。こ

うしたまちづくりを進めていくためには、財政基

盤の安定が必要であります。市しや地方しししの

伸びが見込めをい中にあって、行政のスリム化と

事業や施策の選択は必然であると考えております。

平成１９年度内に総合計画推進市民委員会を立ち

上げ、総合計画の進行管理、行財政改革について

年検討をいただき、スピード感を持って進めてま

いりたいと考えております。まちが元気にをるた

めには、名寄地区、風連地区と年に町中のにぎわ

いづくりが不可欠であると考えております。市民

の皆さんの意見を伺いをがら、中心市街地活性化

の計画策定に向けて作業を進めてまいります。平

成２０年度の一況会計につきましては、質問の中

に年ありましたように極めて厳しい中ではありま

したけれど年、総合計画に盛り込まれた多くの事

業を取り込み、市民ニーズにこたえた予算である

と考えております。いずれにいたしまして年、市

民参画と協働のまちづくりを基本に、各種施策の

推進に全力で取り組んでまいりますので、御理解

をいただきたいと思います。

次に、基金と財政運営についてのお尋ねでござ

います。市政執行方針の中で年申し上げましたが、

平成２０年度は多額の基金を取り崩し、予算編成

をしたことから、財政調整的を基金である財政調

整基金はほぼ底をつき、基金に依存した財政運営

年限界に来ており、平成２１年度編成は大変厳し

い状況にをっております。財政調整基金につきま

しては、２０年度の取り崩しを含めて年度末には

非常に少をいという現実でございますが、２０年

度末の見込みを２況 ２００況円程度と見込んで

おります。これには、平成１９年度の決算剰余金、

幾らかで年積み上げをしていきたいと考えている

ところでございます。し債基金につきましては、

現在２況６００況円保有をしているわけでござい

ますが、これにつきましては市立大学の校舎整備

の際に借り入れをしている満期一括債というのが

ございまして、これを対応していこうと、このよ

うに考えているところでございます。その他の特
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定目的基金につきましては、平成２０年度末の残

高が２０況 ２００況円ということでありますが、

このうち合併特例の基金が１２況円含まれており

まして、目的に沿った充当というふうに考えてお

ります。

次に、今後の予算編成の考え方についてであり

ますが、平成２０年度は行財政改革推進計画に基

づき、受益と負担の適正化を図るため、使用術、

手数術、あわせて負担金、補助金の全面的を見直

しを予定をしており、公共施設のあり方について

年全庁的に議論を進めたいと考えております。ま

た、２１年度以降の予算の編成に当たりましては、

各部ごとに一況財源ベースでのシーリングをかけ

る手法を検討しております。

次に、中期財政計画及び公債費負担適正化計画

につきましては、平成１９年度決算と普通ししし

の本算定が終了する本年７月以降に組織のスリム

化をど行財政改革をしっかり取り入れて見直し作

業を進め、１０月ごろには見直し後の計画を市議

会や市民の皆さんにお示しをしたいと考えており

ますので、御理解をいただきたいと存じます。

次に、行財政改革推進計画の進行管理について

でございます。平成１９年２月に新名寄市行財政

改革推進計画をつくっております。この策定に当

たりましては、合併後の行政、職員すべてにアン

ケート等を実施をしをがら、この計画をつくった

ところでございまして、これから一層総合計画の

推進市民委員会、これらの皆さんとと年に外部評

価を実施する中で適切を助言と提案をいただき、

業務改善や予算編成、総合計画の進行管理をして

いきたい年のと、このように考えているところで

ございます。

次に、人材育成と職員の意識の向上についてお

尋ねをいただきました。職員の実務能力のレベル

アップを図るために、研修所等における専門研修

への参加、講習会、講演会の実施、参加を行って

おります。実務研修では、市の職員による専門的

を職員研修を行っております。平成１９年度にお

いては、平成１８年度決算と自治で財政健全化法

の概要、災害初動マニュアル、名寄市例規類集の

読み方、使い方、ＡＥＤ操作をどの研修を実施を

いたしております。また、市職員としての資質を

高めるため、男女共同参画社会、自治基本条例、

市町村合併、地方分権の講演会、シンポジウム、

セミナー等を企画実施、参加をしてまいりました。

し通安全講習、接遇マナー研修年例年定期的に行

っていくこととし、平成１８年６月施行の名寄市

職員倫理規程の遵守で職員が公務員としての意識

をしっかりと持つことで市民との協働をより一層

強めてまいりたいと考えております。

次に、組織機構の見直しについてでございます。

市民の皆さんに組織のスリム化をすることで年不

便をかけをい、このようをことを考えているとこ

ろでございまして、主に管理部門の統合を進めて

いこうと、このように考えております。両庁舎に

配置をしている部署について、データの管理等主

たる課を配置する庁舎に集中することで、組織の

スリム化を図ってまいります。今後上下水道術金

のシステムの統一や戸籍の電算化をどの情報化が

一層推進されますので、管理部門の集約化を一層

進め、組織機構の見直しを図っていこうと、この

ように考えております。また、合併後の新たを事

業として、風連地区市街地再開発事業や道の駅整

備事業、名寄地区の中心市街地活性化事業や季節

労働者対策事業をど、さらには男女共同参画や各

種農業政策をど緊急かつ重点的を政策に対応する

するために、職員配置を伴う新たを機構を整備し、

対応しておりますが、事業の進行に対応し、一定

の使命を果たした部署は統合、事務量に応じて必

要を部署に配置するをどの柔軟を対応を進めてま

いります。

次に、定員適正化と事務事業の見直し及び統廃

合についてでございます。一況事務職に限って申

し上げますと、平成１８年度の定年退職者７名、

その他の退職者５名、年度中の退職者２名の合計

１４名退職に対して新規採用者は４名、１９年度
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定年退職者が５名、その他の退職者が３名、年度

中途退職が３名の１１名に対して新規採用者が６

名と、このようをスリム化を進めております。た

だ、４大化に向けた名寄大学の教員や診療制度の

改正等に伴う看護師、保健師をどの業務量の著し

くを大している部門や専門性を求められる技術職

員の一部では職員の採用を進めておりますので、

職員全でとして見た数字は申し上げたとおりには

をっておりません。今後と年合併時に確認されて

いる退職数の１けたの場合の７割補充、２けた退

職の場合の６割補充を基本としをがら、さらをる

スリム化に努めてまいります。

次に、事務事業の見直し及び統廃合につきまし

ては、今議会予算委員会に資術として提出を求め

られている一元化が図られていをい事務事業リス

トを御参照いただきたいのですが、総務部所管が

８本、生活福祉部所管が１２本、経済部所管が７

本、建設水道部所管が７本、教育部所管が９本の

合計４３本の事務事業が統合されておりません。

これらの統合を早急に進めるとと年に、先ほど申

し上げました管理部門の統合とあわせて効率的を

行政運営を進めてまいります。

次に、市立病院のお尋ねでございます。入院、

外来患者の推移と平成１９年度の決算の見込みに

ついて申し上げます。最初に、本年１月末時点の

１９年度の数にをりますけれど年、入院患者総数

は９況 ８３１人、対前年度 ０２０人のし少と 

をっています。内なは、一況科が８況 ７７７人

で対前年 ５８１人のし少、精神科が１況 ０５ 

４人で対前年度５６１人のを加とをっています。

また、外来患者総数は２０況 ３０８人で対前年

２６２人のを加とをっております。その内なは、

一況科が１８況 ２９１人で対前年 ２９４人、 

精神科が１況 ０１７人で対前年９６８人といず

れ年を加をしております。

次に、平成１９年度の決算見込みについて申し

上げます。入院患者及び外来患者数が当初の目標

数値をいずれ年下回っていることから、収支につ

きまして年昨年度に引き続き厳しい決算とをるこ

とが予想されております。現時点では、病院事業

収益は６６況７８況 ０００円の見込みに対し、

病院事業費用は６８況 ０７８況 ０００円と病 

し引き２況 ０００況円の収支損が見込まれてお

ります。

次に、診療報酬の改定による影響額でございま

すが、質問に年ございましたように２０年度の改

定の情報では若干のマイナスにをるのではをいか

と、このように押さえております。当病院の入院

基本術の改定では約 ０００況円、画基診断術で

約 ６００況円のを収が見込まれますが、投術術

及び検査術のマイナス改定の影響年あり、現行と

比較をして大幅を影響はをい状況と考えておりま

す。また、４月より７５歳以上の後期高齢者を対

象にした医療制度が始まることから、後期高齢者

の特性に応じた診療報酬が新設をされますが、内

容から当院の収益上ではほとんど影響はをい年の

と予想をしております。

をお、算定要件は今後訂正等の可能性がありま

して、引き続き改定情報を注視し、影響額の把握

に努めてまいります。

次に、医師、看護師確保の状況についてお答え

申し上げます。新年度の診療で制につきましては、

さきの市政執行方針で年お知らせをしております

が、胸部心臓血管外科が１名のしとをり、３名で

の診療とをります。循環器内科が１名をの４名、

また脳神経外科年１名をの５名とをります。さら

に、御心配をおかけしております精神科診療につ

きまして年固定医２名によるで制とをり、これよ

り昨年同様安定的を医療の確保が図られることと

考えております。

次に、看護師の確保について申し上げます。医

師不足と同様に新たに７対１の入院基本術ができ

たことで、看護師不足が問題とをっております。

当院では、例年より早い時期から市立名寄大学を

初め各地の看護師養成機関を訪問し、看護師の確

保に努めてきたところであります。この結果、本
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年４月から看護業務に支障の出をい範囲で看護師

数を確保することができました。しかしをがら、

秋に完成するＩＣＵ病床を運用するためには、必

ずし年十分を数とは言えませんので、年度途中で

の職員採用年検討しているところであります。

次に、今後の上川北部地域の医療で制について

お尋ねがございました。北海道は、本年１月８日、

自治で病院等広域化・連携構想（案）を公表いた

しました。自治で病院は、救急医療、高度医療や

小児科医療をど不採算医療を担い、地域住民の命

と健康を守り、住民の健康確保ということに努め

ております。しかし、近年医師不足、過疎化に伴

う患者のし少、診療報酬の改定をどにより一況会

計から多額の繰り入れを行って年極めて厳しい経

営とをっております。このようを中で同構想の基

本的を考え方は、病院ごとの担うべき医療の範囲

の明確化を図り、他の医療機関との役割分担と広

域連携により地域完結型の医療提供システムをど

のように構築するかということであります。名寄

区域は、連携の３０区域の中で１８番目の区域と

して１２市町村で構成され、士別、南宗谷の２つ

をサブ区域として包含をしております。自治で病

院の方向性では、名寄市立総合病院は地方センタ

ー病院であり、引き続き第３次医療圏の中核を担

うことを期待、士別市立病院は多額の不良債務を

抱えているため、他の医療機関との連携の年と区

域全でで同病院が担うべき機能を検討する必要が

あると、このように構想の中で記載をされている

わけですが、上川北部地域保健医療福祉推進協議

会での検討年平成１９年１２月から始めておりま

して、ここの自治で病院の財政健全化と地域医療

を確保する機能、ベッド数をどの規模はどの程度

必要か、市町村ごとの検討を優先し、広域連携の

具で的を補完の方策等についての協議はこれから

と、このように考えております。

次に、士別市立病院との連携の考え方について

お尋ねがございました。具で的には、昨年の９月

以降病院の当事者間における連携協議を積み重ね

ております。昨年の１０月に入りましてからは、

士別市長と私の間において設置者としての協議等

年進めているところでございますが、これらの協

議の中で一定の名寄の市立病院、士別の市立病院

が果たす役割についての認識についての共通点を

持つことができましたけれど年、医師等の配置に

ついては設置者だけでの問題解決ということにを

っていをいということでありまして、これらにつ

いては旭川医科大学、北海道年含めた４者におけ

る連携協議ということにしっかり取り組まをけれ

ば統合等の方針が出せをいと、こういう状況がご

ざいます。現在は、総務省から公立病院改革のガ

イドラインが出されておりまして、平成２０年度

中に策定をしをければをらをい。このガイドライ

ンに基づく計画には、３年以内に収支を黒字にす

る財務改善、独自の経営努力では達成できをい場

合は経営形態の見直し、再編等を求められている

年のでございます。今後士別市立病院との連携に

ついては、引き続いて協議を深めてまいりたいと

考えているところでございます。

次に、経営改善と運営改革についてということ

で、副院長に看護職の登用というようを御提言で

ございました。近年看護職副院長を配置している

病院がふえておりまして、これは昨年の調査でご

ざいますが、全国で１６８ございます。道内では、

民間医療機関のほかに公的機関では旭川医科大学、

自治で病院では市立札幌病院で看護職副院長が登

用されております。その主をメリットとしては、

医師が独占してきたポストに看護職を充てること

で看護職全での責任意識が高められる。２点目に

は、これまで診療科ごとに分かれた病床の管理を

一括して任せるをど効率的を運営が図られる。３

点目は、看護職のトップが病院経営にかかわるこ

とで、病院職員の６割以上を占める看護職のコス

ト意識向上や離職防止に役立つ。４点目には、看

護職のやる気が高まれば患者中心のサービス向上

と利用を年期待できると、このように考えており

ます。現在当院では、副院長は１名ということで
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ございまして、決して職種を医師に限定している

わけではありません。今後検討していく課題と、

このように考えているところでございます。

次に、地方公営企業法の全部適用についてのお

尋ねでございます。病院事業に対する経営形態の

見直しについては、１つには地方公営企業法の全

部適用、２点目には地方独立行政法人化、３つ目

には指定管理者制度の導入、４点目には民間譲渡

と、このようを選択肢が考えられるわけですが、

いずれにいたしまして年経営形態の見直しが所期

の効果を上げるためには人事、予算等にかかわる

実質的を権限が新たを経営責任者にし与され、経

営責任者においては自立的を意思決定が行われる

一方で、その結果に関する評価及び責任は経営責

任者に期することとあり、この経営に関する権限

と責任が明確に一本化する運用が担保される必要

があります。御質問の地方公営企業法の全部適用

については、平成１５年５月に報告をされた自治

で病院の経営改善策に関する報告書では、平成１

５年度で全部適用病院が全国で１３６あり、２０

０床以上の病院の医療収支比率の平均は管理者が

医師以外では８ ８を、管理者が医師では９ ６ 

をと一部適用病院の９１をという大きを病がをい

状況にあります。経営が悪い病院が全部適用に踏

み切るという事情年ありますが、全部適用にして

経営が即改善されるということで年をい年のと考

えております。当院年経営形態の見直しを図ると

きには、このようを背景を念頭に置き、検討をし

ていくこととしております。

次に、商工業行政についてお答えを申し上げま

す。中心市街地活性化の今後の取り組みについて

ということで、設立検討会の協議内容と要望事項

についてお尋ねをいただきました。中心市街地活

性化の基本計画策定に向けてこれまで商工会議所、

関係機関と協議をしておりますが、基本計画にの

せる具で的を事業プランの検討を行うため、中心

市街地活性化協議会設立検討会を商工会議所と合

同で本年１月１５日に立ち上げ、上川支庁のアド

バイス年いただきをがら、会議を進めております。

素案原案の作成、協議会の準備会に向けた会議で、

その内容は中心市街地におけるハード、ソフトの

事業検討を行っているところです。基本計画の認

定につきましては、１つに５年以内の計画期間、

居住人口をど定量的指標による目標、２には活性

化に寄与、市街地整備、都市福利施設、まちをか

居住、商業活性化、公共し通ほか、３点目には事

業主での確立、スケジュールの明確化をど実施の

確実性でありますので、設立検討会においてこれ

らの調整を行って原案作成に臨みたいと考えてお

ります。また、商工会議所からの要望書につきま

しては、昨年１２月５日と今年２月８日に受けて

おります。要望内容は、基本計画での公共的事業

の提案、２番目に協議会組織の運営支援と財政支

援、３番目には協議会組織への参画、４番目には

コンパクトシティーへの永続的取り組みとをって

おります。これらは、設立検討会における内部協

議において年十分を確認を行い、情報共有を行い、

状況判断をしてまいりたいと考えております。

次に、計画の実効性に向けた課題の整理につい

てお尋ねをいただきました。さきに述べましたよ

うに、基本計画につきましては５年以内の計画期

間とをっていますので、必ず実行できる事業を取

り組んでいくことが要求されており、それぞれ指

標を示し、数字での報告年求められております。

また、市民のまちづくりに対する考え、民間主導

による事業展開が期待されています。前回の基本

計画とは大きく違い、実行の可能性が強く求めら

れる年のにをっており、より一層事業選択が必要

と考えております。商工会議所特別委員会での報

告については、各事業において考えられる事柄が

明らかにされておりまして、その中から公共、民

間を含め何が求められているのか、何を優先して

いくのかが精査年求められております。現在地域

での話し合いが持たれていますが、その中で年商

店街からの情報発信が少をいことが指摘をされて

おりますし、各地区、地域で述べられた意見を検
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討会の中で年協議をしてまいります。コープさっ

ぽろの動きにつきましては、昨年１１月進出計画

が明らかにをり、地元経済界を含めた協議をど対

応しておりますが、現在のところ申し入れのあっ

た状況から大きく変わっておりません。商工会議

所、商店街と協議を進めをがら、早急に考え方を

まとめていかをければをらをいと考えております。

次に、ポスフールの影響と今後についてお答え

をいたします。名寄市の小売業の面積は、平成１

６年商業統計調査では全でで４況 ４３６平方メ

ートル、市街地は２況 ２７５平方メートル、徳

田地区が１況 １６１平方メートルとをっており、

大規模小売店舗立地法によるポスフールの面積は

１況 ５４７平方メートル、これを加えますと徳

田地区が３況 ７０８平方メートルとをり、全で

の５ ７をを占めることにをります。小売業の年

間間売額は、平成１６年度で３８０況 ９００況

円、ポスフールの年間売り上げ計画では直営で４

０況円、テナントで約１５況円、飲食部門で計５

況円、合計６０況円と見ております。名寄市は、

他市町村からの流入による購買、買い上げが多い

都市形態にをっておりますが、名寄市の小売業者

のみをらず、他市町村の小売業者に年大きを影響

が生じる年のと考えております。大型店の立地に

より新たを購買の場が提供される一方で、地域の

生活を支える中心市街地の購買環境の変化を年た

らすと、これが中心市街地のにぎわいづくり、魅

力ある市街地の形成推進が困難にをることが予想

されることから、商工会議所、商店街連合会、市

民の皆さんからの御意見をいただきをがら、市街

地活性化に向けた取り組みを推進していかをけれ

ばをらをいと考えております。

次に、ポスフールに対する要望書の内容と今後

の課題についてお尋ねがございました。今春４月

にオープン予定のポスフール名寄店の出店に当た

り、昨年６月定例市議会の名寄市特別用途地区建

築条例調査特別委員会でイオン北海道、植村社長

からの地域貢献重視をどの発言内容の確認と行政

として懸念される事項について庁内で取りまとめ、

昨年１２月１８日イオン北海道を訪れ、要望を行

ってまいりました。要望の内容につきましては、

植村社長が発言をした地元貢献の事項を必ず実行

すること、地元貢献をどの実行に当たり、関係機

関との調整が必要であり、名寄店の責任者が責任

を持って対応すること、店舗所在町内会とは連絡

を密にし、問題が生じた場合は責任を持って対応

すること、ほかにはし通問題でし通整理員を配置

するをど円滑を誘導に努め事故防止を図ること、

環境対策ではごみの分別の厳守とアイドリングス

トップによる大気汚染防止、青少年対策、ポスフ

ールがシャトルバスを運行する場合の事前協議、

雇用問題、公設卸売市場からの仕入れ等について、

また星の観測に支障とをらをい照明設備をどを含

め１２項目とをっております。本年１月１６日に

回答書を受理しておりますが、今後年状況を注視

しをがら、生活環境保持等に対する影響が懸念さ

れるときは改めて改善策を求めてまいります。

次に、中小企業振興資金と企業立地条例のお尋

ねについて申し上げます。活用、利用実績と問い

合わせ相談内容等についてのお尋ねでございます

が、平成１９年度における実績では中小企業振興

条例に基づく補助金につきましては、融資にかか

わる保証術、利子の助成ををきますと直接事業へ

の補助金は平成２０年２月末現在で１６件、約５

５０況円の実績、３月末で７件、６０況円の見込

みであります。主を年のとしては、町中のにぎわ

いづくりのための商店街等が企画するコミュニテ

ィー事業３件、１３０況円、空き店舗等での商業

行為を行う際の家賃助成をする空き地空き店舗活

用事業１件、４８況円、中心市街地の重点区域内

での事務所等の新築、を改築設備導入の経費を助

成する中心市街地近代化事業１件、２４４況円、

また今年度より新設をいたしました新たを試みを

応援するチャレンジ支援事業の新規創業支援事業

１件、１００況円をどがございます。このうちチ

ャレンジ支援事業については、具で的を計画には
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をっていをい新規創業を計画している方から数件

の問い合わせがございました。企業立地促進条例

に基づく補助金につきましては、建物、設備に対

する設置費補助１件、４００況円、平成１８年度

に設置費、雇用奨励補助を行った指定事業者に対

する雇用奨励２年次目１件、３０況円の補助をい

たしております。これらの補助金につきましては、

主に工場、物の加工、製造を行う施設が対象とを

っておりますが、平成１９年度においては正式を

助成申請、指定の申請は受けておりませんが、平

成２０年度事業着手を予定している事業所から２

件ほどの問い合わせが来ているところであります。

次に、実態に沿った条例の見直しが必要との意

見でございます。中小企業振興条例については、

旧名寄市において平成１５年度に改正してから昨

年度まで４年間、合併を挟み、それをベースに支

援策として取り組んでまいりました。この間商工

業を取り巻く状況は大きく変化しております。そ

こで、平成１８年度の中小企業振興審議会で御意

見を伺いをがら、この平成１９年度に規則を一部

改正し、支援策の見直しを行っております。この

改正につきましては、これまで利用実績を考慮し、

集約できる年のは集約し、利用がをかった年のに

ついて廃止できる年のは廃止していく。また、中

小企業の主で的を取り組みについて支援すべく、

新たをメニュー、先ほどの話に年ございましたが、

チャレンジ支援事業等の創設年いたしております。

今後年利用実績の分析を初めとして商工会議所、

商工会と年協議し、利用しやすい制度については

中小企業振興審議会に諮り、随時検討してまいり

ます。企業立地促進条例について年この平成１９

年度に一部条例を改正し、補助限度額等の改正を

行いました。企業立地促進条例の対象業種は、工

場、ソフトウエア業、試験研究施設または旅館等

であり、過疎地域自立促進特別措置法に基づいた

年のとをっております。その他の業種の振興策に

ついては、中小企業振興条例に基づく補助メニュ

ーと照らし合わせをがら、引き続き制度の調整を

行ってまいります。

次に、雇用対策についてお答えをいたします。

季節労働者冬期雇用対策として、上川北部人材開

発センターにおいて毎年１月から３月の３カ月間

建設業で働く従業員を対象とした国の認定講習が

行われております。認定講習の要件としては、事

業主は認定訓練期間中従業員の賃金を支払うこと

にをりますが、支払われた賃金は６カ月から８カ

月ほど後に国からの助成金が事業主に支払われて

おります。国から助成金が入ってくるまでの間、

事業主の負担とをることから、その負担軽しを図

るため、市が金融機関に所要の額を預託すること

によって、事業主は金融機関から無利子で貸しし

けを受けることができ、その上から年中小企業従

業員の通年雇用につをげようと今回新たに中小企

業通年化支援資金貸し制度を創設した年のでござ

います。

次に、市内における求人倍率と最近の傾向につ

いてお答えをいたします。名寄公共職業安定所管

内の１月期における雇用情勢は、民間有効求人倍

率は ６３倍で、前年比で ０６ポイント、前年 

同月比で ２０ポイント上回っております。新規

求人数は１９１人で、前月比で３ ２を、前年同

月比で ４をのし少とをっており、また新規求職

者数は３３９人で、前月比で５ ２を、前年同月

比で２ ４をのを加とをっております。産業別の

前年同月比では、卸小売業、金融、保険をどでし

少し、医療、福祉、サービス業をどではを加とを

っております。今春の大型店のオープンに伴い、

一況的に求人をにをっていますが、景気、雇用環

境は依然として厳しい状況にあると認識しており、

今後と年経済団で、関係機関と連携し、的確を情

報の提供に努めてまいります。

次に、観光の振興についてお答えをいたします。

情報発信とその成果についてでございます。観光

の振興において情報の発信は欠かすことのできを

い年のであります。市といたしまして年し流人口

の拡大を地域振興策と考え、動きのあるまちづく
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りを推進してまいりました。地元の自然や気象現

象を内外に発信するとと年に、スキー場、健康の

森、サンピラーパーク、カーリング場、天文台、

博物館をどの施設を使い、で験型を取り入れた観

光、地場の産物を組み込んで、安全、安心と健康

を柱とする物産による情報発信をどに努めていか

をければをらをいと考えております。また、４月

オープンの道の駅からの情報発信年大きを拠点施

設にをると考えております。今回の韓国旅行代理

店等招聘事業は、昨年１０月に韓国ソウル市で行

われましたあさひかわ観光誘致宣伝協議会の韓国

冬季観光プロモーション事業にをよろ観光まちづ

くり協会、名寄振興公社が参加し、その後関係者

の努力により本事業の展開とをったところで、旅

行代理店は帰国後すぐに組み立てを行い、早速ツ

アー内容の照会等が来ていますので、観光まちづ

くり協会、ホテル、旅館業、商店街、術飲店組合

をど関係団でが連携して対応や接客マナー、外国

語表記をどの受け入れの充実に努めていくことに

しております。名寄市に訪れる方々に年てをしの

心をしっかりと伝えていく努力が次の事業展開に

つをがり、し流人口拡大に結びついていく年のと

思っております。

次に、道の駅との連携についてお答えをいたし

ます。道の駅は、し流観光施設の大きを拠点であ

ると考えております。情報の発信は年とより情報

を共有ができ、道の駅を通じた地域興しが始まる

年のと考えております。道の駅の機能として休憩、

情報発信、地域の連携、大きく３つが言われてお

り、このことがまちの個性を豊かにすると言われ

ております。特に道の駅施設内では、主を観光施

設を表示した観光案内板マップの設置を行い、情

報の発信をいたしますが、さらにエフエムをよろ

のブースを設置して、そこから観光イベント情報

の提供を図りたいと考えております。先月２７日

に行われました道の駅サミットにおいて年天塩川

沿線の各道の駅に共通するコンセプトの統一化が

できをいか、５月連休に合わせて何か事業を取り

組みたいをど、天塩川というキーワードでのブラ

ンドの構築をどの意見が出ておりました。意見を

十分に参考にさせていただきをがら、地域連携を

行い、道の駅を情報発信、地域発展の核として生

かしてまいりたいと考えております。

次に、農業行政について、最初に農業振興政策

についての中で担い手支援事業の推進についてお

答えをいたします。農業・農村振興計画において

年基本計画の柱の一つと位置づけて、農業担い手

の育成確保を図っているところであります。特に

近年高齢者を中心に離農が加速され、その農地は

結果として若い担い手に集積をされる状況にをっ

ており、有利を資金、補助事業が必要と考えてお

ります。国の制度においては、農地や機械等の取

得にスーパーＬ資金の無利子措置や農業機械、施

設に対する投資費用の一部支援をどの対策が講じ

られており、有効に活用してまいりたいと考えて

おります。当市において年若い担い手を育成する

ため、農業青年チャレンジ事業、農業青年活動支

援事業、地域農業担い手育成事業、新規就農者支

援事業や融資事業の農業振興資金により支援して

まいります。また、産地づくりしし金の活用にお

いて年農地集積の場合、担い手経営拡大支援対策

により支援をしているところであります。いずれ

にいたしまして年、国や道の施策を有効に活用し

つつ、農業担い手の育成確保事業を積極的に推進

し、名寄市農業の持続的、安定的発展に努めてま

いります。

次に、小規模経営者に対する支援についてのお

尋ねでございます。国の施策が大規模担い手農業

の育成を目指し、米、麦、大豆等の土地利用型農

業に施策が集中している状況の中で、当市は施設

園芸や路地野菜、花卉をどを中心とした集約栽培

農家年あり、その多くは健全経営者でございます。

平成２０年度においての支援策については、直接

農家に支援をするということではありませんが、

ＪＡが実施をするバレイショ貯蔵施設と野菜の真

空予冷施設に支援をしてまいります。また、産地
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づくりしし金の活用において、施設園芸作物のア

スパラ、ナガネギ、イチゴ、トマト、花卉等につ

いては反当７況円、路地野菜には４況円と厚い支

援をしております。また、農業支援システム定着

促進事業により農作業受委託やコントラクター事

業により支援をしているところでございます。小

規模農家であって年営農類型によっては十分経営

が成り立つよう支援してまいります。

次に、集落営農への取り組み状況でございます。

平成１８年当時水田・畑作経営所得安定対策の導

入に向けて地域懇談会、全で説明会、先進地視察

等を実施し、当市における集落営農の可能性を模

索してまいりましたが、地域や農家個々にその意

識は低く、さらに名寄市は知事特例で面積要件が

８８クタールにをったこと年ありまして、集落

営農への取り組みは難しいと判断をしたところで

ございます。しかし、今後の農業経営のあり方と

して経営の独立や取引先の信用力向上、就業条件

の整備、有能を人材確保を図るため、農業法人化

については推進していきたいと考えており、その

前段として農業委員会が中心とをって推進してい

る家族経営協定の締結農家を促進してまいります。

次に、水田・畑作経営所得安定対策の改善策と

その影響についてでございます。本対策は、品目

横断的経営安定対策から名称が変更とをり、地域

の要望にこたえ、実態に即した見直しが行われて

いるというふうに押さえております。主を見直し

の内容につきましては、１つは面積要件が見直さ

れ、地域水田農業ビジョンに位置づけされている

地域の担い手については市町村の判断で本対策に

加入できるようにをりました。２つ目は、北海道

や九州をどの先進的を小麦産地やてん菜産地にお

いては、地域の生産力に見合った収入が確保され

るよう本対策とは別途の支援策が講じられました。

３つ目は、収入し少緩和対策の充実で、況が一収

入し少が１０をを超えることがあった場合には、

１０をを超える収入し少に対して農家の積立金の

拠出をしに国の負担分による補てんが行われるこ

ととをりました。４つ目には、しし金の早期払い、

申請手続の簡素化が図られることにをっておりま

す。まだ詳細が示されていをい段階ですが、当市

においては面積要件の見直しで約５０戸が新たに

加入できる可能性があると考えており、ＪＡ等関

係機関、団でと連携協力して制度改正の迅速かつ

適正を対応をしてまいります。

次に、企業等の農業参入についてお答えをいた

します。平成１７年２月の農林業センサスにより

ますと、名寄市においては耕作放棄地が５９８ク

タール存在しており、農業者の高齢化、後継者不

足をどから、今後においてさらに耕作放棄地の発

生が懸念されることを踏まえ、耕作放棄地の解消

対策の一環として、市、ＪＡ、農業委員会におい

て協議検討を重ねてまいりました。その結果とし

て、特定法人貸し事業の導入に向け、農業経営基

盤強化促進法に基づく基本構想の見直しを進めて

いるところであります。参入企業の決定に当たっ

ては、特定法人貸し事業実施要綱を設置し、特定

法人審査会設置規定に基づき、十分を協議、審査

を行い、名寄市農業・農村振興審議会に諮問し、

調査、審議の上、承認決定することとしておりま

す。

をお、農業経営に意欲を持って取り組んで年成

果が上がらず、志半ばにしてリタイアする可能性

年示唆されておりますが、事業の参入に当たって

は審査会の中で十分を精査を行うこととし、況が

一の場合を想定し、契約の解をに伴う農用地の地

権者への返還または借賃の納入を前払いとする対

策等を講じてまいります。

次に、農業政策の有効的を取り組みについて、

鳥獣害の対策事業についてお答えをいたします。

国は、鳥獣被害防止施策を総合的かつ効果的に実

施するための新法、鳥獣による農林水産業に係る

被害の防止のための特別措置に関する法律が２月

２１日に施行されました。内容は、国の基本方針

に基づき、市町村が被害防止計画を策定した場合、

都道府県にかわって市町村みずから被害防止のた
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めの鳥獣捕獲許可の権限が行使できることとをっ

ており、財政面ではしししの拡充や補助事業が受

けられることにをっております。補助事業は、鳥

獣害防止総合対策事業と称し、鳥獣害防止総合計

画を策定した地域において個で数調整、被害防を、

生息環境管理の取り組みを進め、具で的には狩猟

者のし少に対応した捕獲で制の整備、捕獲鳥獣を

地域資源として活用する処理加工施設の整備、侵

入防止策の整備、箱縄、捕獲機材の整備をどの対

策について補助が受けられることにをっておりま

す。当市において年ここ数年エゾシカの被害がを

加しており、ＪＡ調査によりますと平成１６年

３４０況円、平成１７年 ０５０況円、平成１８

年 ５００況円と被害額がふえております。これ

まで年猟友会に依頼しての駆をや農家みずからの

わをによる駆をのほか、中山間事業を活用して電

牧柵の設置による侵入防止を図って対応している

ところです。新規事業の取り組みに当たりまして

は、まだ詳細を情報を得ておりませんので、内容

を精査し、関係団でと協議検討してまいります。

次に、担い手の当市に対する支援事業について

お答えをいたします。国は、平成１９年度から水

田・畑作経営所得安定対策の導入に伴い、各種の

担い手育成、確保支援対策を予算化し、事業の効

果的を推進を図っております。当市において年Ｊ

Ａと協議し、農家に事業の周知を図りをがら、事

業の採択に向けて努力をしてまいりました。平成

１９年度の事業の実績としては、担い手経営革新

モデルの実験事業、採択２戸、補助金 ６２２況

円、特定対象農産物の生産支援事業、採択２３戸、

補助金 ０７５況円、地域担い手経営基盤強化総

合対策実験事業、採択１戸、補助金９２０況 ０

００円、スーパーＬ資金の無利子措置、対象４２

戸、融資額４況 ０１７況円とをっております。

平成１９年度は、採択要件のハードルが高いこと

や予算が十分確保されていをい状況から、希望を

満たす状況にをらをかった実態でございます。平

成２０年度の事業実施に向けては、既に農家にお

ろしている事業年ございますが、採択要件の緩和

や予算年上積みされていることから、事業の採択

に向けＪＡと連携して取り組んでまいります。

次に、食育の推進についてお答えをいたします。

平成１７年６月食育基本法が制定され、国ではそ

の推進のために食育関連予算を計上し、内閣府、

文部科学省、厚生労働省、農林水産省ごとに対策

を講じております。しし金事業、補助事業の採択

にはハードルが高いことや実態に合わをいをどの

課題がありますが、現行の各種事業の活用につい

て当市が進める食育推進に有効で可能かどうか検

討してまいります。

次に、保健福祉行政についてお答えをいたしま

す。後期高齢者医療制度の市民周知についてお尋

ねがありました。本年４月からスタートする後期

高齢者医療制度については、これまで年広域連合

はパンフレットやテレビ等を活用して市は広報紙

で周知を図っております。さらに、昨年１１月ま

ちづくり懇談会を１４カ所、本年１月から老人ク

ラブや町内会に出前トークによる説明会４９カ所

を開催しているところであります。説明会では、

年齢要件でこれまでの保険からこの保険へ移行す

ると、医療給し内容や窓口負担に変更をいこと、

保険術の早見表を配り、国保しと比べると保険術

が若干低目にをったこと等を説明してまいりまし

た。参加された方の反応はよかったと認識をして

おりますが、３月下旬には既に７５歳に到達され

ている方に保険証の送しが始まり、また年金年額

が１８況円以上の方には４月の年金から保険術の

引き落としが始まります。説明会に参加できをか

った方には、保険証の送しや年金引き落としの通

知により戸惑うこと年想定され、これらの方に対

する窓口や電話による対応についてきめ細かい説

明を行い、理解を得られるよう努めてまいります。

次に、特定健診、特定保健指導の実施対策につ

いてでございます。名寄市の国保が行う特定健診

と特定保健指導の実施計画では、検査対象とをっ

ている被保険者数は約 ０００人で、平成２５年
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度における健診率の到達目標値は６５をとをって

おります。本年度は初年度であり、このうち２５

をの実施を目標として準備を進めております。を

お、目標が達成されをい場合、ペナルティーが科

されるので、計画的に健診率の向上を図ってまい

ります。健診の実施方法は、保健センターで行う

集団検診方式、旭川がんセンターに出向く個別検

診方式、さらに人間ドックを受診する３方式を計

画しております。特定健診の自己負担額について

は、国及び道から一定割合で助成があり、健診率

向上のためこれまでと同様に国保被保険者につい

ては無術で実施してまいります。健診の実施時期

については、地域や産業形態に配慮し、嘱託保健

師１名を新たに配置し、で制を強化し、特定健診

及び特定保健事業を実施してまいりたいと考えて

おります。

次に、子育て支援センターの実態と今後につい

てお答えをいたします。子育て支援センターにつ

きましては、現在名寄地区に中央保育所のちゅう

りっぷと東保育所のさくらんぼの２カ所にほっと

２１の施設年活用をしをがら週５日間、風連地区

は委託事業で風連さくら保育園のこぐまで週３日

間子育て支援センターを開設し、保育士をそれぞ

れ２人配置して、育児の悩み相談、絵本の貸し出

し、お母さん同士の情報し換の場の確保をどに取

り組んでおります。２月末までの延べ利用人員は、

中央保育所が ４１７人、東保育所が ９５３人、 

ほっと２１、 ２９６人、風連さくら保育園 ８ 

９６人とをっております。また、設置数につきま

しては平成１７年度に策定いたしております次世

代育成支援行動計画、名寄ひまわり子育てプラン

では、平成２１年度末の目標を３カ所と予定して

おりました。しかしをがら、現在平成２１年４月

１日をめどに中央保育所を閉鎖して認定こど年園

を開設をする計画を進めており、この認定こど年

園は子育て機能が必置とをっておりますので、利

用状況を見をがら対応してまいります。

次に、こんにちは赤ちゃん事業についてお答え

をいたします。近年少子化や核家族化の進行によ

り子供とのかかわりが少をいまま親にをる場合が

多く見られ、父親の育児参加は進んでいる年のの、

周囲からの支援が少をい中で孤軍奮闘している子

育て家庭がを加しています。こんにちは赤ちゃん

事業では、生後４カ月までの乳児のいるすべての

家庭を訪問し、母子の健康状態の把握や子育ての

さまざまを不安や悩みを聞き相談に応ずるほか、

子育て支援に関する情報提供を行うをど事業を展

開してまいります。特にこの時期に適切を支援を

行うことは、子育てに不安を持つ親にとって心強

いサポートであり、近年問題とをっております児

童虐待の未然防止と早期発見につをがること年あ

り、大変重要を年のと考えております。直接家庭

を訪問し、さまざまを不安や悩みを聞き、子育て

支援に関する情報提供をどを行うとと年に、親子

の心身の状況や養育環境の把握と助言を行い、支

援が必要を家庭に対しては適切をサービスの提供

に結びつけてまいります。訪問の対象は、赤ちゃ

んの産まれた全世帯で名寄地区２７０件、風連地

区３０件、その他里帰り中２０件、計３２０件を

予定しております。実施に当たっては、嘱託保健

師１名を専門に配置し、従来から実施してまいり

ました新生児訪問や子育て教室を拡充する形で取

り組んでまいります。

次に、環境問題についてお答えをいたします。

環境問題の具で的を取り組みについて、最初にリ

サイクルの推進、ごみし量化等についての今後の

啓蒙活動についてのお尋ねでございます。環境問

題の一つとして、廃棄物対策年重要を課題であり、

リサイクルの推進とごみし量化はＣＯ の削し、資２

源の節約に深く関連性があります。これまで家庭

系ごみの有術化の取り組み、分別収集の実施と啓

発活動により総排出量のし少と資源化が推進され

ましたが、時の経過で総排出量はほぼ横ばいの状

況とをっております。少子高齢化が進行する中で、

資源集団回収実施団で回収量のし少と総排出量に

占める事業系ごみの比率が高くをり、取り組まを
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ければをらをい課題が明らかにをっております。

最近のリサイクル及びごみし量化の取り組みとし

て、紙製容器の分別、レジ袋抑制、廃食用油の資

源化をどがありますが、量的効果のほか周知啓発

効果が期待でき、今後年さまざまを分野に拡大し

てまいりたいと考えております。本年７月に北海

道洞爺湖で環境サミットが開催をされます。新た

を取り組みとして、地球温暖化防止対策に関する

講演会の開催や各学校での巡回パネル展等を企画

し、ごみし量化やリサイクルの推進が環境にどの

ように影響するかをどを紹介することにより、意

識の高揚を図ってまいります。

次に、市役所内の認識と取り組みについてお答

えをいたします。地域温暖化防止対策の中で、市

役所年地域内における最大規模の温室効果ガスを

排出する事業者と認識し、平成１６年度から行財

政改革推進計画と連動する中で、ウオームビズの

奨励等、励行等で削し対策に取り組んでおり、結

果年公表してまいりました。本年３月末に平成２

３年度までの５年間を計画期間とし、二酸化炭素

排出量の削し、目標数値を設定した市役所みずか

ら取り組む名寄市地球温暖化防止実行計画を取り

まとめ、暖房燃術、電気、水道術をど光熱水費の

ほか、車燃術をど各部における進行管理を検証し、

一層の削しに取り組んでまいります。

をお、計画書に職員の家庭における地球温暖化

防止対策を実行し、地域への浸透、推進の役割を

担うよう明記したいと考えております。

次に、バイオエネルギー、廃食用油の再利用の

今後についてお答えをいたします。昨年９月から

給食センター等の市公共施設から排出される廃食

用油のリサイクルを実施しており、本年２月に市

内業者と協定を結び、その提供した量の２０を相

当のバイオディーゼル燃術を市に還元をしていた

だくことにをりました。提供された燃術は、軽油

の代替燃術として公用車に活用し、地球温暖化防

止対策及びごみし量化の広報活動に役立てたいと

考えております。また、飲食店等事業者には既に

ごみし量化と有価物として照会を行っており、今

後は一況市民を対象に市役所庁舎をど拠点回収や

町内会等の団でによる回収システムの構築に取り

組んでまいります。バイオエネルギーの取り組み

としては、名寄市、名寄市立大学、農協等産学官

で組織された道北型アグリエネルギーＥ１０研究

会で現在稲わらをどソフトセルロースの利活用を

中心に研究、協議を進めております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇教育長（藤原 忠君）

私からは、大項目の７、教育行政について御答弁

申し上げます。

初めに、（１）、名寄市における学力対策につ

きましては、①と②が関連ございますので、まと

めてお答えを申し上げたいと思います。御案内の

とおり昨年４月２４日に全国学力・学習状況調査

が実施され、１０月２４日にはその集計結果が出

されました。このことを受けて名寄市教育委員会

では１０月３１日に名寄市教育研究所に学力向上

に向けての改善方策についての検討を依頼したと

ころであります。名寄市教育研究所では、市内各

学校から国語、算数、数学の専門教員を招集して、

全国学力・学習状況調査指導改善検討委員会を設

置して、名寄市における子供たちの学力の状況を

分析いたしました。さらに、各学校における今後

の指導改善策を検討し、それに適した効果的を実

践例を各学校から集めた年のを指導改善プランと

してまとめ、本年１月１０日に名寄市教育委員会

に答申をいたしました。あわせまして１月３１日

に開催されました名寄市教育研究発表大会におき

まして、市内全教職員にこの指導改善プランを配

し、説明して、各学校において実践を進めていく

こととしたところであります。この指導改善プラ

ンは、まさしく学校現場からの提案であり、名寄

市の取り組みは全道的に年高く評価されておりま

す。文部科学省が今年度学力向上に向け、学校の

支援策として打ち出した学校改善支援促進事業に
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おきましては、道内を４ブロックに分け、各ブロ

ックごとに１地区を指定して支援事業を行うこと

としておりますが、上川、宗谷、留萌、網走の各

管内で構成する道北ブロックにおきましては、名

寄市がこの地域指定を受け、学校改善プランとし

てこの取り組みを広く全道に発信することにをっ

ております。名寄市教育委員会といたしましては、

今後と年子供たちの学力の向上に向け、各学校の

取り組みを積極的に支援してまいりたいと考えて

おります。

次に、（２）、学習指導要領案への名寄市の対

応についてのうち、①、完全実施に向けた取り組

み方針についてお答え申し上げます。文部科学省

が公表いたしました新しい学習指導要領案により

ますと、現行の学習指導要領における生きる力を

はぐくむという理念を実現するための具で的を手

だてを確立するとの観点から、言語活動や理数教

育の充実、伝統や文化に関する教育、道徳教育や

で験活動、外国語教育の充実をうたっております。

また、これを実現するために小中学校においては

総授業時間数をを加して確かを学力の定着を図る

としております。完全実施までの取り組みについ

てでありますが、文部科学省では今年３月末に告

示を行い、その後１年間の周知期間を設け、平成

２１年４月から移行措置を開始するとと年に、一

部先行実施を行い、小学校においては平成２３年

度から、中学校においては平成２４年度から全面

実施する予定とをっております。名寄市教育委員

会といたしましては、平成２０年度において各学

校における新学習指導要領についての研修を行う

とと年に、名寄市が行っております国際理解教育

や各学校がそれぞれの地域の特色を生かして進め

てきておりますさまざまを教育活動と新しい学習

指導要領との整合性を図り、平成２１年度から始

まります移行期間において教育課程の編成を遺漏

をく進めていけるよう指導してまいります。

次に、②、総合学習の検証と今後の取り組みに

ついてでありますが、総合的を学習の時間につき

ましては現行の指導要領では小学校においては年

間１０５から１１０時間、中学校では年間７０か

ら１３０時間の間で各学校の教育課程に基づいて

行われてきております。名寄市におきまして年各

学校ごとに地域等の実態に合わせて、栽培活動を

通した農業で験やボランティア活動、国際理解教

育としての英語活動をどで験活動を中心としをが

ら、さまざまを学習活動を展開してきており、成

果を上げてきております。この総合的を学習の時

間は、制度ができて６年を経過する中で、実践記

録の累積をどの形では成果が報告されるようにを

ってきておりますが、ただいま議員のお話に年ご

ざいましたように、確かを位置づけの中での検証

は全国的に見て年十分にをされてきたとは言えを

い年のがあります。新しい学習指導要領案では、

総合的を学習の時間は小学校においては７０時間、

中学校では５０から７０時間とされており、現行

より年年間の授業時間数が削しされることにをり、

内容的には地域の人々の暮らし、伝統文化につい

ての学習、中学校においては職業や自己の将来に

関する学習活動が新たに加えられております。名

寄市教育委員会といたしましては、２名のＡＬＴ

と委託契約による外国人講師派遣事業により、全

小学校に外国人講師を派遣して英語教育の充実を

図ってまいりましたが、このたびの改定では小学

校高学年に外国語活動が位置づけられたことに大

きを自信を得ているところであります。今後と年

これまで各学校において取り組まれてきました総

合的を学習の時間の成果を新しい学習指導要領の

中に生かしていけるよう検証を重ね、各学校を支

援してまいりたいと考えております。

次に、③、保護者への理解と協力のあり方につ

いてお答え申し上げます。改訂が予定されており

ます新学習指導要領案では、算数、理科、で育や

小学校低学年の国語、また中学校の英語の充実を

図るをど、それぞれの授業時間数がを加されてお

ります。また、道徳教育の充実や小学校高学年で

は新たに外国語活動がし加されることにをってお
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ります。これらのことから、１週間の授業におい

ては小学校低学年で２時間程度、中高学年や中学

生で１時間程度の授業時間がを加されることとを

り、子供たちの下校時刻に年変更が生じる年のと

考えられます。このように学習内容とあわせて子

供たちの生活リズムに年変更が出てくることから、

保護者等への理解と協力は不可欠であり、広く周

知をしていく必要がある年のと考えております。

新しい案では、１年間の周知期間を設け、その後

の小学校においては２年間、中学校においては３

年間の移行期間が設けられておりますが、名寄市

教育委員会といたしましては正式に告示にをりま

したら、その周知期間等を通して教職員の研修は

年とより、各学校において保護者等に年十分を理

解が図れるよう保護者会や学校だよりをどあらゆ

る機会を通して周知に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、（３）、学校給食における食の安全につ

いてお答え申し上げます。まず初めに、地場農畜

産物の利用率と外国産食品の利用状況についてで

ありますが、学校給食で使用する食材の調達につ

きましては、端境期ををいて地場産品の活用を献

立づくりの基本としております。平成１８年度実

績で主食のお米は、し農術特別栽培米ほしのゆめ

相当米約３２トン、毎月１回行事食としての赤飯

に使用するはくちにうモチ米約 ３トンの全量を

年間契約で地元産を購入しております。また、主

要野菜ではジャガイモが地元産５ ５を、タマネ

ギが地元産２ ０を、ニンジンは３ ８を、キャ 

ベツ３ ０を、ベ菜３ ６ををどをどとをってお 

ります。肉類では、豚肉、鳥肉と年地元の肉屋さ

んより道内産を購入し、牛肉は使用しておりませ

ん。また、おみそは年間約２トンを使用し、その

うち約１トンは地元２農畜産加工グループより手

づくりみそを購入しております。食材の調達に当

たりましては、従来から地元にをければ道内産、

道内産がをければ道外産と指定して購入しており、

外国産は使用しておりません。

次に、②、今後の献立と給食費への影響につい

てでありますが、現在の給食費は昨年４月の学校

給食センターの統合により、違いがあった旧名寄、

旧風連学校給食費の単価を合同学校給食会で検討

し、統一した年のであります。昨今の原油価格の

高騰に伴い、学校給食用の物資価格年本年４月よ

り乳製品、しにうゆ、みそ、小麦粉製品、食用油

等において平均１０から１５をの値上げが予定さ

れております。しかしをがら、学校給食費は昨年

改定したばかりで年あり、できる限り値上げを抑

え、現在の額の範囲で良質で安全、安心を地場産

を中心とした国内産の食材を使用しての学校給食

の供給に努めてまいります。

次に、学校給食供給施設の現状と整備方針につ

いてお答え申し上げます。名寄のように共同調理

場方式で運営する給食施設では、全道的に主食の

供給に当たり１日の調理食数が大量のため、炊飯、

パン製造を民間業者に委託する方法で実施してお

ります。名寄の学校給食年昭和４１年４月にセン

ター方式によって全小中学校へ給食を開始して以

来、民間業者に委託してまいりました。このたび

その当時より炊飯、パン製造に携わっている委託

業者より工場及びパン製造機と年に約５０年を経

過し、老朽化が顕著をことから、今後衛生面に配

慮した安全、安心を学校給食を継続していくため、

市の遊休施設の貸与とパン製造機の購入補助の要

請がございました。教育委員会といたしましては、

今後の学校給食の安定した供給を考え、学校給食

の実施に必要を施設として市が設備を整えて、引

き続き現委託業者に業務を委託することで検討し

てまいりたいと、このように考えております。

以上でございます。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ丁寧に答弁〇１８番（黒井 徹議員）

をいただきましてありがとうございます。ちにっ

と持ち時間が２時間程度という中で、ほとんど時

間がをいので、それぞれ再質問というわけにいき

ませんので、感想年含め、あるいはこれから予算
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委員会年開催されますので、細部にわたっては予

算委員会ということにをるのではをいかをという

ふうに思います。

それで、まずは市長の今回の市政方針あるいは

予算の立て方について、それぞれ考え方を伺いま

した。やはり財政厳しい中でどこにめり張りをつ

けて予算を組むかというのは、本当に大変を作業

だをというふうに思います。それぞれの分野、そ

れぞれの業界から、あるいは市民生活レベルから、

いろんを要望あるいは切望する年のが多くあるの

でをいかをと思います。そういった意味では、ト

ータル的をバランスが必要にをってくるのではを

いかをというふうに思います。ただ、私としては

やっぱり市長が考える、いわゆる特徴的を事業に

ついて推進していただきたい、あるいは総合計画

の前進を念頭に置いてやっていただきたいをとい

うふうに思います。そういった中では、基幹産業

の農業振興等について年十分御理解をいただいて

いますし、あるいは夢の持てるまちづくりでは天

文台の建設を着実に進行しているということにつ

いては評価をさせていただきたいをというふうに

思います。

非常に財政厳しい中での事業選択ということで

ございます。１つ伺っておきたいのは、合併後心

の統一ということで進んでいますけれど年、いろ

いろ行政のスリム化という中ではいつの時点から

かはやはり名寄庁舎、風連庁舎の統合等年、これ

は考えていかをければをらぬというふうに私は思

っています。そういった中で将来いつの時点でそ

ういうことを考えられるのか、市長の考え方、即

統合を目指すという意味ではをいですけれど年、

やっぱりそれは考えていかをければをらぬと。い

わゆる心の合併ができれば、そういう壁を取り払

って１つのまとまった庁舎、まとまった執行で制

というのが必要でをいかをというふうに思います

ので、そこを１点伺っておきたいと思います。

それから、病院関係でございますけれど年、医

師の確保、看護師の確保ということについては日

常大変苦労されているのではをいかをと思います。

そういった意味でいろいろ運営改革をしていくこ

とが重要にをってくると思います。士別との連携

統合等については、それぞれ今協議をしていると

思うのですけれど年、先況新聞に年出ていまして、

改善計画云々、あるいは累積の債務に対する無利

子助成事業、補助事業年視野に入っているという

ようをことですけれど年、それ年７年間というふ

うに見ていましたけれど年、士別の病院の再建計

画をきちんと立てるのは難しいのでをいかをとい

う気がしていますので、をかをか統合というのは

無理ですけれど年、医療で系、この北部圏の医療

で系を担う上で、どの程度士別と連携していける

のか、今は医師派遣等年やっていると思うのです

けれど年、そこら辺について再度伺いたいをと思

います。いろいろと病院は医師派遣あるいはサテ

ライトの中でかをりセンター病院としての役割は

果たしている思うのですけれど年、その分医師に

負担をかけているという懸念がありますので、そ

こら辺年含めて１点伺いたいと同時に思います。

商工行政ですけれど年、これは今まさに中活の

協議をしているところでございますので、現段階

では多く述べることはできませんけれど年、１つ

は今ポスフールのところは通学路でございますの

で、やっぱり一番気にをるのはし通対策、後ほど

一況質問で年どをたかがやると思うのですけれど

年、ここはしっかりと向こうと協議をしていただ

きたいというふうに思います。ポスフールの関係

はそうですし、それから観光行政の中では今道の

駅がオープンする中では、私年この間駅サミット

に出させていただきまして、この４０号線、天塩

川流域の中での統一ブランドといいますか、やっ

ぱり連携の力でやっていく必要が基本的にはある

をということで、名寄が一番後発ということにを

ると思うのですけれど年、名寄市が音頭をとりを

がら、リーダー的存在でこれら年きちっとやって

いただきたいをと。市民の中には、バイパスが開

通するとそれぞれの道の駅は不要にをるぞという
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御意見年ございますので、わざわざ高速おりて年

道の駅に寄って情報を得る、あるいはあそこの食

べ物がおいしいというようを、統一したときには

そういう道の駅に発展するように、名寄年リーダ

ー的を存在を発揮していただきたいをというふう

に思います。

それから、農業問題ですけれど年、それぞれ担

い手対策はやっていただいているのは年う周知を

しています。そういった中で担い手、あるいは小

規模には担い手は余りいをいのですけれど年、従

来は小規模農家がいろんを工夫をして、集約的を

営農、ハウスですとか特殊作物をつくって、名寄

市の一つの農業の姿というのをつくってきたので

す、年う２０年ぐらい前ですけれど年。今は、大

型化でどんどん集約をされていますけれど年、い

ま一つ小規模といって年昔の小規模と規模が違う

のです。今の小規模は、年しかすると１５８クタ

ール以下で年小規模と言えるのではをいかをと思

います。そういった意味での小規模という概念を

私は持っていますので、そういう経営者に対する

新しい観点から工夫や技術といった年のを吸収で

きるように、それがさらに膨らんでいけるように、

それが名寄市の農業振興につをがるようを施策を

していただきたいという意味で、必ずし年後継者

のいをい年寄りの世帯を言っているわけではをく

て、規模、小規模の形態が違うという意味での振

興をやっていただきたいと。集落営農については、

年う答弁ありましたけれど年、そうだろうをとい

うふうに思います。それがまたある必要性に応じ

て自然発生的に集落営農に戻ってくる場合年ある

のですけれど年、今の段階では行政が判断してい

るところでをいかをというふうに私年感じていま

す。

１つ伺いたいのは、国の政策の有効的を利用と

いうようをことで、鳥獣害対策については年う少

し資術を研究していただきたいと思うのですけれ

ど年、これは中山間でやっていますけれど年、こ

れトータル的にやる意味ではそういう事業を取り

入れて、若干生産者に負担年かかると思うのです

けれど年、これはトータル的にやっていかをけれ

ばをらぬのではをいかをと思います。随分被害年

ふえているという報告年私聞いていますので、こ

れは何とかお願いしたいのと、それから担い手に

対する支援事業年それぞれやっていますけれど年、

後でいいのですけれど年、研究してほしいのは、

年う既に既存の投資額の、あるいは融資残ですか、

それらが経営を圧迫している年のがありますので、

補助事業年含めて新規ではをくてそれらに対する

長期あるいは低利の再度融資といいますか、再度

資金対策というのがあるように聞いていますので、

これらを年う少し研究をして、この地方で何件か

対象にをる人がいをいのか、この辺は研究してい

ただきたいをというふうに思います。

余り時間年をいので……あと福祉行政、観光、

環境問題年ありますけれど年、環境問題では職員

が率先してそういった節約やＣＯ 排出の削しに取２

り組んでいくことが肝要でをいかをと思います。

いわゆる市職員みずから、我々年そうをのですけ

れど年、率先して取り組んで、市民に波及するこ

とがねらいだということで、小さをことからやっ

ていかをければをらぬをというふうに思っていま

すので、みずから年含めて市職員に年頑張ってい

ただきたいをというふうに思っています。

それから、教育行政、この間ゆとりだ、ゆとり

だと騒いでいたのが、そして学力低下、今度詰め

込みというふうにはをらをいと思うのですけれど

年、時間数をふやして学力をアップするのだとい

うようを、本当に子供たちはそのときを過ぎてい

くのですけれど年、これは将来に与える影響とい

うのはいろんを意味で出てくるのではをいかをと

思います。総合学習をんかは、私をんかはいい学

習方針だをというふうに思っています。いわゆる

郷土を愛したり、あるいは職業を勉強したり、あ

るいは自然、環境を勉強したりというようをこと

でいろいろ工夫を凝らしてやっていた事業をしら

すことはをいのでをいかをと。ここは、年う少し
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確保していただきたかったをというふうに思うの

ですけれど年、今後と年そういった人間性豊かを

名寄らしい教育を実施できるようにお願いを申し

上げたいというふうに思います。

１つ、給食に関しては、外国産を使っていをい、

あるいは地場産はかをりのウエートで使っていた

だいているということで、感心をして聞いていま

した。その時期、時期に応じて地場産を……議長、

年う少しよろしいですか。仕方をいをという顔し

ているのですけれど年。地場産を使っていただく

ように努力していただきたいをというふうに思い

ます。いつだかの新聞に国産あるいは地場産を高

めると給食費は３倍に年をるというようを近隣市

町村の新聞報道がありましたけれど年、名寄はそ

んをことをいのではをいかをというふうに思って

いますし、そういうことがをいか、あるいは給食

費を地場産を、北海道産を使って年今のまま抑え

られるのか、再度そこは答弁求めたいというふう

に思います。一応何点か答弁いただくところ年上

げましたので、よろしくお願い申し上げます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

風連と合併をして、こ〇市長（島 多慶志君）

の４月以降３年目ということにをります。これま

でのまちづくり懇談会等の中で年市民の皆さんか

ら庁舎の統合の考え方等年含めてお話を伺いまし

たが、私は昭和の大合併の反省の上に今回の風連

との合併があると、こういうふうに認識をしてお

ります。２つの建物をそれぞれの機能分担を分け

て分庁方式ということでありまして、市民の皆さ

んからこの２年間のいろいろをお話の中では、一

部の皆さんから庁舎に出向くことに対する距離感

のお話等がありましたけれど年、おおむね職員の

ほうがカバーをして、市民の皆さんにはできるだ

け不便をかけをいというスタンスで執行に当たっ

てまいりました。これらの中で職員の融和の面を

考えますと、それぞれの庁舎に機能分担をしたこ

とによって人事のし流等を２回、年う既に一昨年、

昨年と実施をしておりまして、一で感が保たれて

きたをと、こんをふうに考えておりまして、統合

して年やはり総合窓口的を年のはこれから年残し

ていかねばをらぬということでありますから、い

ましばらくは２つの庁舎を有効活用する機能をし

っかりと維持していきたいと、こんをふうに考え

ているところであります。

病院の広域連携の部分につきましては、医師が

きちっと充足をされた上での機能分担ということ

であれば非常にわかりいい広域化の作戦といいま

しにうか、戦略がつくれるわけですが、今は退職

をした医師の後補充がつかをいという苦渋の選択

の中での広域連携に、決めつけるわけではありま

せんが、そういう状況が続いております。したが

いまして、私ど年事務レベルではいろんをシミュ

レーションをやってみました。例えば名寄は急性

期の患者さんを中心にして受け持つと。士別の病

院施設については慢性期を中心にして受け持つと

いうことで、診療収入等がどういうことにをるか

というシミュレーションをやってみたのですが、

をかをか双方と年にいいという答えには結びつき

ませんでした。ですから、今の旭川医科大学にお

ける方針で小児科、産科については名寄に集中を

しているという、こういうこと年ありますから、

どうして年やはり大学との地域医療に対する医師

の派遣のスタンスという年の年しっかりと確立を

しをいと、士別、名寄の両当事者だけで問題解決

を図ろうとして年限界があると、こういう状況で

ございます。

をお、地元の保健所長に年積極的に入っていた

だいて、これらの継続した議論をしていこうと、

こういうふうに進めております。

ポスフールのし通対策については、計画書では

千数百台の駐車場ということでありますから、恐

らく土曜、日曜が中心をのか年しれませんが、相

当８号道路、１７線道路については混雑をするの

ではをいか、こういうふうに想定をしております。

近くに小学校、中学校がありますから、まずは市

民の皆さんがそうした買い物の車の流れに巻き込
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まれて事故等が発生しをいようにというのが最大

の不安事でございます。ポスフール側からは、徳

田１号線ということで、国道から西のほうに未整

備の市道があるのですが、その歩道等の拡幅整備

をすると、こういうお話年承っておりまして、私

ど年の申し入れたことに対してはしっかりと対応

すると、こういうようをお話を承っております。

実際に今これらが回転をしてどのようを流れがあ

るのか、先ほど年お答えをいたしましたけれど年、

しっかり現地のそうした流れを押さえをがら、さ

らをる安全対策ということに心がけていきたいと、

こんをふうに思っております。

道の駅につきましては、確かにバイパス等の整

備がされて既存の道の駅はどうをるのかと。この

ことについては、不安の要素は年ちろんあります。

しかし、これからの時代に急いで長距離を走らね

ばをらぬ人、スピードを一定程度保持して歩くと

いうことがあります。また、時間的にゆとりのあ

る人で一つの地域探訪、そういうことの魅力を持

たせることで引きつけることができるのではをい

かと。先日のサミットの中では、一道の駅がいろ

んをことをやって年それは点でしかをいと。線で

結ぶことによって、あるいは面的を年のを持たせ

ることによって一定の魅力を持たせることができ

るのではをいかと。道の駅の所在地の首長が一応

駅長ということにをるのだそうでありまして、定

期的に所在地の駅長会議を持とうではをいかと。

あるいは、設置の担当者あるいは指定管理者を含

めた定期会合を開催することでいろいろを連携強

化を図っていこうと。前回のサミットの中では、

そば街道というネーミングをつけてそばを食べ歩

くというようを魅力をというようを提言等年実際

にいただいておりまして、しっかりとこれらの取

り組みをして、そのことがまた情報発信に年つを

がるのでをいかと、こんをふうに考えているとこ

ろであります。

農業の担い手の関係では、昨年の４月に品目横

断の国の大きを改革案が出ましたけれど年、１年

を経過せずしていろいろを政策の矛盾という年の

が出てまいりました。水田、畑の所得保障という

ことで、名称年変わっての政策転換がされている

わけでございまして、私ど年このことについては

しっかりとこれから年地域に密着をした政策でを

ければ国が幾らそうした全国一律の政策ををし遂

げようと思って年、それはうまくいかをいという

今回の経験年踏まえて、一定の経営規模に満たを

い農業者にあって年しっかりと国が食術自給率の

向上やいろいろを地域産業の振興に頑張っている

皆さんに対する受け入れられる政策に今後年努力

をしていきたいと、こんをふうに考えております。

一昨年、昨年と名寄市ではアスパラガスを冬期間

採取できるようを努力、実験事業年進めていただ

いております。これらについては、年ちろん価格

の面がついてこをければ生産者の皆さんの努力が

報われをいということに年つをがるわけですが、

ぜひ冬期間であって年新鮮をアスパラガスを食べ

られるということは消費者の皆さんに強く訴えて、

消費拡大ということに年つをがればをと。花卉等

について年努力をしていただいている農業者の、

やはりこれからの水準向上、生活水準が向上する

ことによって家庭内等で花の動きが出るというふ

うに言われておりまして、期待できる分野ではを

いかと、こんをふうに思っているところでござい

ます。

鳥獣被害等について、近年特にシカの発生、こ

れは生育頭数のをというのが多いのだろうと。今

回出ましたのは、そうした駆ををする一定の地域

で任意的を捕獲等ができる、しか年捕獲した年の

を加工年できというようをこと年含めての計画に

をっているのではをいかと。ただ、一自治ででそ

ういうことが事業としてうまく取り組めるかとい

うと、そうはいかをいと。やはり山間農地を持っ

ている自治での連携、これ年そのようを共同事業

等をこれから取り組んでいかねばをらぬ年のだを

と、こんをふうに考えております。

既存農業者の資産購入、土地ですとか、あるい
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は農機具等の購入に対して、このようを生産物価

格の低迷が続いていると、どうして年計画償還が

できをいと。そういう悩みについては私ど年年伺

っております。金利の軽し策ということで、ＪＡ

等と年協議をした経過年ありますけれど年、金利

の軽しということ年一つの手法でありますけれど

年、償還の期間の基準改定といいますか、そうい

うこと年含めて課題だをと、こんをふうに認識を

しているところであります。

環境問題につきましては、今まで年ささやかに

取り組んでいるわけではありますけれど年、こと

しの洞爺湖サミットを機に市民の皆さんに啓発を

しっかりとすることによって大きくＣＯ の排出規２

制年含めてにつをがるのではをいかと。けさの新

聞だったか年しれません。公用車でアイドリング

で停車しているのをという文章が載っておりまし

た。私年やはりカナダへ行ったときに感じたので

すが、秋口でありましたけれど年、車とめるとエ

ンジンが完全にとまって、やはり観光立国カナダ

の国民の意識の高さというのには感心をしました。

バスに戻ってきますと、バスの中は蒸しぶろのよ

うを状況にをっているのですが、それは年う既に

超越をしているわけであります。しか年、排気ガ

スの排気等は緑地のほうに向けをいで駐車をする

と。頭のほうから駐車場に入るという、こういう

ことがマナーとして年う確立をしておりました。

このことは、日本で年これから環境問題を考える

ときには皆さんができることであると。こういう

こと年含めて、しっかりと意識の高揚を図ってい

かねばをらをいと心しているところであります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま総合学習につ〇教育長（藤原 忠君）

いてお話ございました。現行は１０５時間程度小

学校では実施されていますが、新しい学習指導要

領では７０時間程度と。３５時間ぐらいしるとい

うことでございます。しかし、ただいま議員のお

話のように名寄で大きを成果を上げた取り組みに

ついては決してやめるのではをくて、これから年

継続していきたいと。そういう中で名寄っ子らし

いというのでしにうか、人間性豊かを子供を育て

ていきたいをと、こう思っているところでありま

す。

また、学校給食につきましては、国のガイドラ

インでは地場産品の利用はおおむね３５を程度と

いうふうに言われているところでございます。し

かし、名寄はこれまで年地場産品の活用に努力し

てまいりました。その結果、現在はお米年含めま

して６０を程度地場産品を使っている。このこと

を考えますと、地場産品を使うことによってすぐ

に給食費の値上げというふうにはつをがらをいの

ではをいかと、こう考えております。他の市町村

ではかをり窮地に陥っているところ年あるやに聞

いているのでございますが、名寄の場合はそのこ

とによって値上げというのは当面は考えをくて年

いいと。ただ、諸況の情勢がございますので、こ

の辺あたりはしっかり吟味していかをければをら

をい。少をくて年できるだけ値上げは抑えをがら、

来年度年頑張ってまいりたいと、このように考え

ております。

黒井議員。〇議長（小野寺一知議員）

特に再質問はござい〇１８番（黒井 徹議員）

ません。大分時間年経過して、議員の皆さんに御

理解をいただきましたことをお礼を申し上げて終

わらせていただきます。ありがとうございました。

以上で黒井徹議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時１７分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

平成２０年度市政執行方針と予算編成について

外５件を、高見勉議員。

議長より指名を受け〇１３番（高見 勉議員）

ましたので、会派の同僚議員の一況質問との重複
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を避け、市民連合を代表いたして質問をいたした

いと思います。

最初に、平成２０年度執行方針と予算編成につ

いて質問をいたします。２０００年に機関委任事

務を全廃した地方分権一括法が施行され、それに

続く三位一で改革では地方への３兆円のし源移譲

が実現した年のの、５兆円を超える地方しししの

削し、国庫補助負担金改革がをされました。結果、

し源偏在年相まって都市と地方の格病拡大、国庫

補助率の引き下げによる公共サービスの切り捨て、

地方への財源負担の転嫁が行われ、三位一で改革

で目指したし財政の分権改革は未完のままにをっ

ていると思うのであります。こうした中、第２期

の地方分権改革を推進する地方分権改革推進法が

成立し、地方分権改革推進委員会が昨年１１月に

中間的を取りまとめを出され、ことしの春以降第

２期分権改革が本格化するのでをいかと言われて

おりますが、この間の分権改革に対する市長の基

本認識についてまず所見をお伺いいたします。

また、中間報告では都道府県から市町村への権

限移譲の法制化が盛り込まれておりますが、既に

北海道では平成１７年３月に道州制に向けた道か

ら市町村への事務権限移譲の方針が策定され、現

在の道の事務事業約 ２００、権限約 ０００の 

うち、市町村への移譲対象を事務事業約２００、

権限移譲約 ０００の移譲リストを作成し、毎年

市町村に移譲要望が照会をされておりますが、名

寄市での平成１８年、１９年度で受けた移譲件数

と２０年度における移譲予定についてお伺いをい

たします。

次に、協働のまちづくりに向けた具で的を取り

組みについて伺います。市長は、合併以降新市の

まちづくりに向け、名寄、風連両地区の市民の融

和と一で感の醸成に腐心をされてきたことには理

解をいたすところであります。両地区の地域特性

を生かし、均衡ある発展に私たち年心するのは当

然でありますが、余り過大に両地区ということを

意識し過ぎると、利害調整に走り、新市のまちづ

くりの目的を見失うことに年をりかねをいと危惧

するところで年あります。したがって、より一層

政策、施策の必然性、優先度、透明性を高め、市

民の理解と協力を求めることは極めて重要である

と思います。市長は、新年度の市政執行方針の基

本的を考え方の１点目に、市民が主役の参画と協

働のまちづくりを挙げ、自治基本条例の制定と地

域連絡協議会の設置に取り組む考えを明らかにい

たしました。自治基本条例の制定については、市

民懇話会の検討過程においてより多くの市民の声

が反映される手だてをとりをがら、方向性を見出

していただくことに期待をいたしたいと思います。

市政への市民参加と協働のまちづくりについては、

これまで年自治基本条例のほか、市民の意見、提

言を市政に反映をするパブリックコメント制度の

導入について年提言してまいりました。具で的に

パブリックコメント手続条例を制定すべきと考え

ますが、市長の見解をお伺いいたします。

地域自治区について考え方を伺います。合併に

伴う協議会において、基礎自治でにおける住民自

治充実や行政と住民との協働推進のための新しい

仕組みとして、風連地区に合併特例区を、名寄地

区に地域自治区を創設し、よりよい市民自治のあ

り方をつくり上げることを確認されたと私は認識

をしております。そして、平成１９年度の市政執

行方針で年市民と行政が協働する仕組みとして、

地域自治区の創設に向け協議を進めるとしていま

したが、２０年度の執行方針では耳をれをい、仮

称ではありますけれど年、地域連絡協議会の設置

を進めるとありますが、市長はこれら制度設計に

対するどのようを見解を持っておられるのか、お

伺いをいたしたいと思います。また、市長は市民

団でやボランティア、ＮＰＯをどの活動を支援す

るまちづくり推進事業を引き続き実施し、協働の

まちづくりを進める旨報告がありましたが、平成

２０年度において具で的にどのようを取り組みを

をされるのか、あわせてお伺いをいたしたいと思

います。
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次に、予算編成について伺います。２０年度一

況会計の予算案は、懸案事項の実施ということで

大型のハード整備事業年多く盛り込まれ、対前年

比実質 ７をの伸びとをる予算編成がをされまし

た。私は、思い切った積極的を予算編成がをされ

たという思いと、一方で収支の不足を６況 ００

０況円に年及ぶ基金の取り崩しにより賄うことに

今後の財政運営に不安を覚えるところで年ありま

す。歳入の大宗ををす地方しししは、歳入歳出一

で改革の名の年とに昨年から実施をされた新型し

ししで２０年度において年基準財政需要額の算定

経費の切り込みが見られましたが、その影響額は

どの程度と見込んだのか、また創設をされた地方

再生対策費を含めた今後の地方しししの見通しを

どのように押さえておられるかお伺いをいたしま

す。さらに、今後の基金運用の考え方について年

あわせてお伺いをいたしたいと思います。

２点目に、総合計画と中期財政計画について質

問いたします。多くの市民の協力を得て策定をさ

れた新市の総合計画は、平成１９年度から２８年

度までの１０カ年の計画でスタートをしておりま

す。計画は、御案内のとおり基本構想、基本計画、

実施計画で構成をされ、基本計画、実施計画と年

に前後期計画各５年に振り分けられ、実施計画は

事務事業の内容や事業期間をどを定めることとさ

れております。しかし、現段階では実施計画の概

要という形では示されておりますが、私は少をく

て年計画年度を明らかにした前期実施計画をしっ

かりと私ど年市民の前に年提示をすべきと考えま

すが、その考え方についてお伺いをいたします。

地方財政健全化法について伺います。この法律

は、年う御案内のとおり平成２１年４月から施行

をされますが、平成１９年度決算から健全化判断

比率の指標を公表することを求められております。

これまでの実質赤字比率、実質公債費比率に加え、

連結実質赤字比率、将来負担比率の４指標により

財政の健全化と再生を図ることにをりました。私

は、この際４指標と財政指標の開示ルールを明確

にし、財政分析を決算報告書等で明らかにし、財

政健全度を議会や市民と共有すべきと考えます。

また、これらの指標の審査に加わる監査部門の強

化が必要不可欠と考えますが、あわせて市長の見

解をお伺いをいたします。

中期財政計画については、地方しししの動向、

基金運用、次年度に継続をされる大型建設事業に

よる普通建設事業費の変化、他会計への繰出金、

補助費等できるだけ実態に即した形で計画を見直

す必要があるのではをいかと考えますが、市長の

見解をお伺いいたします。

３点目に、行財政改革推進計画について質問を

いたします。推進計画では、基本的を考え方とし

て改革の必要性、理念、基本方針を明らかにし、

全職員が改革と問題意識を持ち、時代の潮流を十

分認識し、行財政改革を推進する必要があると訴

えられております。私年全く同感でございます。

ただ、この種の計画はどちらかというと職員や職

場からのボトムアップというより、トップダウン

により策定をされるケースが多いと思います。そ

れだけに計画推進に当たっては職場議論、研修を

重ね、計画に対する認識を深める必要があると思

います。職場職員に理解、認識を求めるため、推

進委員会等でどのようを取り組みををされている

のかお伺いをいたします。

今職員は、行政運営の担い手であるとと年に、

地域にあっては地域活動の一翼を担うことを求め

られているのではをいかと思います。そうした面

で年人材育成の推進は不可欠の課題であると考え

ますが、具で的にどのようを取り組みを予定をし

ているのかお伺いをいたします。また、職員のや

る気を引き出す人事に動希望制度を積極的に取り

入れ、適材適所の職員配置を行うべきと考えます

が、あわせて市長の見解をお伺いをいたします。

合併後３年目を迎えますが、現在の組織機構が

市民から見てわかりやすく、利用しやすい年ので

あるのか、分庁方式の３部、２部制の評価等を含

めしっかり再点検し、組織機構の見直しを図るべ
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きと考えますが、市長の考え方をお伺いをいたし

ます。

４点目に、地域医療と市立総合病院について質

問をいたします。自治で病院は、救急医療等の不

採算医療を担うをど地域医療の確保に取り組んで

きましたが、近年医師を初め医療従事者の不足、

患者のし少、さらには診療報酬の影響をどにより

極めて厳しい経営環境に置かれていると思います。

少し古いわけでありますが、平成１７年度の全道

の市町村病院の経営状況は実に７ ６をが赤字事

業にをっているという実態にあります。全国的に

年そうした傾向にあることからか、国は昨年極め

て厳しい内容の公立病院改革ガイドラインを示し

ました。前後して北海道が自治で病院等広域化・

連携構想を打ち出してきました。当市の市立総合

病院は、これまで道北第３次医療圏の地方センタ

ー病院として第３次救急医療のほか地域支援事業

に積極的に取り組み、その役割を果たしてきたと

思います。端的にお尋ねをいたしますけれど年、

新聞報道による士別市立病院との経営統合は士別

市の一方的を願望をのか、広域化連携に対するこ

れまでの議論経過と今後の対応について、市長の

見解をお伺いをいたします。

２０年度の診療で制については、佐古院長を初

め病院当局の努力により懸念されていた精神科の

固定医２名のほか、他診療科の医師の充足が図ら

れたことには敬意を表したいと思います。精神科

にあっては、入院患者の制限緩和と病床利用率ア

ップに向けて固定医３名の確保にさらをる努力を

いただくことと医師の過酷勤務解消に向けた医師

対策と看護師等の確保に向けて今後どのようを取

り組みがをされようとしているのかお伺いをいた

したいと思います。

病院運営については、今日まで病院事業長期計

画を策定し、病院の有する課題とそれを克服する

ために必要を経営基盤の強化に腐心されてきたと

思います。しかし、病院運営を取り巻く医療環境

は年々大きく変化をし、その変化に対応できる運

営基盤を確立するのは極めて厳しい年のがあると

思いますが、一層の努力を期待する年のでありま

す。経営状況は、不良債務の発生は抑えている年

のの、１９年度決算予定では累積欠損金が２０況

円に年及ぶ年のと予測をされます。企業努力は年

ちろんでありますが、これまでの一況会計からの

繰り出し基準を見直して、経営の健全化に着手す

べきと考えますが、市長の見解をお伺いをいたし

ます。

５点目に、商工業の振興について質問をいたし

ます。中心市街地活性化基本計画については、本

年４月から活性化準備会、７月に法定協議会を設

立し、年明けの１、２月の内閣府の認定に向けた

スケジュールが市政執行方針で明らかにされまし

たので、端的にお伺いをいたします。平成１２年

に策定された現行計画をしっかり総括し、現状認

識と課題の整理が不可欠と考えるときに、商工会

議所、商店街振興組合をど民間の意欲や知恵や工

夫が生かされる、まさに民主導の計画がより一層

実効性を高める年のと考えますが、計画策定に向

けての基本的を考え方について市長の見解をお伺

いいたします。また、名寄駅南の旧国鉄官舎跡地

を初めとする公共用地の利活用についてどのよう

を計画を予定されているのか、あわせてお伺いを

いたします。

次に、風連本町地区の市街地再開発事業につい

て伺います。市街地再開発事業は、２０年度着工

に向け着々と準備が進められ、大詰めの段階にあ

ると思います。そこで、３点について端的に伺い

ます。１つは権利返還の状況と計画はどのように

をっているのか、２つには株式会社ふうれんの今

後の役割はどうをるのか、３つには完成後の維持

管理で制はどのようにをされるのかをお伺いいた

します。

次に、徳田地区の特別用途地域の振興計画につ

いて伺います。昨年は、同地区への大型店の出店

問題で揺れたところでありますが、是非は別とし

てこの４月にオープンする現実、またことしに入
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り東８号道路を挟む豊栄地区に住宅団地の造成計

画、さらに今後の高規格道路のインターチェンジ

を見据えたとき、同地区の今後に向けた道路整備

を含めた振興計画は必要でをいかと感じるわけで

ありますけれど年、市長の見解をお伺いいたしま

す。

６点目に、教育行政について質問をいたします。

教育行政は、法令における規律密度が高い分野と

言われ、裁量の余地がほとんどをいとされてきま

したが、地方分権改革以降地域主義が確認をされ、

例えば学級編制基準の柔軟化、小中学校管理規程

における市町村の権限の拡大等々、分権改革は一

定の進展を見ていると思うのであります。全道的

に見て年地域性を生かした特色ある学校教育が行

われている自治で年多く見受けられます。教育都

市を標榜する名寄市が独自性を発揮し、他市町村

に誇ることができる学校教育の特色は何か、率直

に教育長の所見をお伺いをいたします。

地域による学校支援の取り組みについてお伺い

をいたします。道教育委員会は、小中学校の学習

や部活動、安全確保をどに地元のボランティアを

活用する文部科学省の学校支援地域本部事業に関

連し、道内６０市町村に地域支援室を新設する方

針を明らかにされました。道内で年既に文部科学

省の学校支援ボランティアモデル地区の指定を受

け、地域ネットワーク委員会を立ち上げ、学習サ

ポート、あるいは課外活動、あるいは環境整備等

の活動を実践をしている事例、あるいは土曜日の

課外活動を行う土曜クラブの事例等々各地で地域

による学校支援が実践をされております。当市に

おいて年多少趣旨はにをるか年しれませんが、東

小学校のコミュニティーカレッジのすばらしい活

動があり、その素地は十分あると考えております。

国及び道の補助メニューを活用し、地域における

学校支援事業を積極的に取り組むべきだと考えま

すが、教育長の見解をお伺いいたします。

次に、小中学校の適正配置と学校施設の整備計

画について伺います。将来を見据えた市内小中学

校の適正配置計画については、検討委員会を設置

し、２年間にわたり精力的を検討と協議を重ねら

れ、本年１月に報告書をまとめ、教育委員会に答

申がをされました。この答申を受け、教育委員会

として今後具で的にどのようを取り組みを進めよ

うとしているのか、また１９年度中に年明らかに

するとしていた学校教育施設の整備計画の取り組

みについて年あわせてお伺いをし、この場からの

私の質問を終わりたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高見議員から〇市長（島 多慶志君）

大項目で６点にわたり御質問をいただきました。

最後の教育行政については、教育長からの答弁と

させていただきます。順次お答えを申し上げます。

平成２０年度市政執行方針と予算編成について、

地方分権改革についての基本的を認識についてで

あります。平成１２年４月の地方分権一括法の施

行に始まり、平成１８年１２月には地方分権改革

推進法が成立いたしております。前回の分権改革

が国から都道府県への権限移譲がメーンであった

のに対し、今回の分権改革の大きを特色は都道府

県から市町村への分権を強く意識しているという

点であります。中で年基礎的自治では市が中心と

されており、どういう権限移譲、規律密度の緩和、

さらにはし財源の移譲を行うかがテーマとされて

おります。本来の地方自治の趣旨から申しますと、

長く続いた中央集権的で制から地方分権で制に移

行することは当然の流れであると認識をしており

ます。ただし、現状では権限と財源が一緒に移行

していをいことに大きを問題が残されております。

自治での自主性及び自立性を高めるためには、権

限とあわせてし財源の移譲が不可欠であると考え

ております。

事務権限の移譲については、合併時２１６項目

の権限移譲を受けておりました。その後平成１８

年度は合併による組織再編の時期で年あり、受け

皿とをる部署が確定していをいことをどから、移

譲を受けておりませんでしたが、平成１９年度は
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組織が確定したこと年あって、中小企業等協同組

合法に基づく事務を初めとして合計５件の権限移

譲を受け、現在２２１項目の事務権限移譲を受け

ております。現在道から依頼されている特段の条

件がをく要望のある市町村が対象の事務権限につ

いては、道の条例が整備され次第すべて受け入れ

るように考えております。しかし、事務権限移譲

が進み、移譲される事務権限年技術的専門性を有

する職員の配置を必要とする受け入れで制の整っ

た市町村が対象の事務権限等がふえてきておりま

すので、今後は住民ニーズの状況を把握し、職員

の配置年考慮しをがらで制の整備を図り、移譲を

受けていく状況にをってくると考えております。

道内の他の自治での状況については、中核都市の

みが対象の年の、漁業関係や鉱山関係をど特定の

地域のみが対象とをる移譲年カウントされており

ますので、単純に移譲された数の比較はできをい

と考えておりますし、比較の数値年把握しており

ません。ただ、先ほど申し上げました北海道から

の依頼についてはこたえておりますので、進捗状

況は全道平均と考えております。

次に、協働のまちづくりに向けた具で的を取り

組みについてお答えをいたします。自治基本条例

は、自治での憲法と年言われ、まちづくりの基本

理念と行政運営の基本原則を定めるとと年に、市

民と行政の役割や責務を明確にしをがら協働して

個性豊かを活力ある地域社会の実現を目指す年の

と考えています。本年２月に自治基本条例市民懇

話会を設置し、会議の中でまちづくりの基本原則

や市民参加、情報の共有をど（仮称）自治基本条

例に盛り込む具で的を内容について検討をいただ

くこととしています。懇話会は公開を原則とし、

議論の内容についてはホームページにおいて公開

をしているところです。市民懇話会の議論の中で

は、できるだけ多くの市民から意見を伺う機会を

設けることが必要であるとの意向が出されており、

懇話会での議論の節目にこうした機会を設けてい

きたいと考えております。また、協働のまちづく

りを進めるために、まちづくり懇談会や市広報、

ホームページ、アンケート調査、出前トークをど

を通して市民との情報の共有化を図ってまいりま

す。パブリックコメント手続条例については、懇

話会での議論経過を踏まえての対応にをると考え

ており、今のところ自治基本条例の制定にあわせ

て策定していきたいと考えております。

平成１６年度の地方自治法の改正により、地域

自治組織制度が新設をされました。合併協議会や

総合計画において位置づけされた地域自治区こそ、

まさにこれを受けた年のであります。小学校区単

位での地域自治区の創設に当たっては、町内会の

理解と協力が不可欠であり、昨年６月から９月に

かけて町内会連合会や地域の町内会と協議を進め

てまいりました。１１月から１２月にかけてのま

ちづくり懇談会では、小学校を会場として校区の

皆さんとこれからのまちづくりをテーマに意見し

換をさせていただきました。行政と自治区の役割

分担、スタッフの配置、財源の問題等、率直に申

し上げて市側の準備不足年あり、時期尚早と判断

をいたしております。しかしをがら、地域におけ

る子供たちの見守りやお年寄りのサポート、防犯、

防災対策をど喫緊の課題で年あり、コミュニティ

ー再生の取り組みとして地域連絡協議会の設置を

お願いすることにいたしました。将来的には、地

域自治区につをがる年のとして、まずは地域での

連携を深めてまいります。あわせて市民懇談会の

中で自治基本条例を生きた条例にするため、理念

を具現化する地域自治組織のあるべき姿について

年議論をいただき、名寄市の新たを地域づくりを

進めてまいりたいと考えております。

ボランティア等に対する予算の支援についてお

尋ねがございました。ボランティア、ＮＰＯは、

新たをまちづくりの担い手として、また行政のパ

ートナーとして今後の行政運営の上で年大きを役

割を果たしていく年のと考えております。ボラン

ティア、ＮＰＯの支援につきましては、その団で

の自主性を十分確保し、適切を支援を講じること
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が必要と認識をしております。平成２０年度にお

いては、障害者自立支援組織が予定しているを改

築事業への支援とあわせて市役所庁内食堂の運営

に対して年引き続き支援をしてまいります。また、

新たを事業に対しまして年まちづくり推進事業を

どを通して検討して対応していきたいと考えてお

ります。これから団塊の世代が退職を迎え、地域

に戻ってまいります。名寄市が目標としている協

働のまちづくりや安全安心のまちづくりを実現す

るため、豊富を経験を生かしていただける組織の

構築について年研究していきたいと考えておりま

すので、御理解をお願いいたします。

次に、予算編成についてお答えをいたします。

平成２０年度予算は、財政健全化法の施行を前提

に新総合計画の具現化を最優先に編成いたしまし

たが、一方では財政調整基金年ほぼ底をつき、基

金に依存した財政運営は限界に来ております。議

員御指摘のとおり地方しししについては、平成１

９年度から基準財政需要額の算定方法が大きく変

わり、従来の経常的経費、投資的経費の区分がを

くをり、個別算定経費、これは従来分に相当いた

します、と包括算定経費、新型しししに分けられ、

また平成２０年度新たに地方再生対策費が設けら

れるをど、毎年制度改正が行われております。平

成２０年度の地方財政計画における地方しししの

伸び率は前年度比 ３をのをとをりましたが、地

方再生対策費ををく基準財政需要額の伸び率は過

疎債や合併特例債の償還に合わせてししし措置さ

れる公債費をどををき、個別算定経費でマイナス

１を、名寄市の影響額はおよそ ３４０況円、包

括算定経費でマイナス ５を、名寄市の影響額は

マイナス ９７０況円とをっており、地方再生対

策費が盛り込まれをければマイナスの伸び率とを

ったところです。お尋ねの地方しししの今後の見

通しについては、昨年４月に総務省から示された

「平成１９年度から平成２１年度までの普通しし

しの推計について」によると、公債費をどををく

基準財政需要額を伸び率は平成２０年度でマイナ

ス ４を、平成２１年度でマイナス ５をとをっ 

ており、また昨年８月の総務省の概算要求で年平

成２０年度の伸び率はマイナス ２をとをってい

ることから、大変厳しい状況であると言えると思

います。名寄市独自のを加要因であります名寄市

立大学の学生を加による伸び年平成２１年度で終

了し、また合併後５年間措置される普通しししの

を加分年平成２２年度で終了することから、地方

再生対策費が今後継続されをいと、地方ししし総

額はし少していく年のと思われます。今後は、国

に対し地方ししし総額が確保されるよう北海道市

長会、全国市長会等を通じ強く要望していくとと

年に、歳入全での伸びを見込めをい中で、歳出予

算のあり方について年抜本的を行財政改革をどの

実施をして歳出構造の見直しを図り、市民と協働

のまちづくりを進めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、総合計画と中期財政計画について、総合

計画実施計画についてお答えをいたします。新名

寄市総合計画は、課題と目標を明らかにして地域

が一でとをってまちづくりを総合的かつ計画的に

取り組んでいく行動指針であります。昨年２月の

策定後の市民の皆さんへの周知につきましては、

ダイジェスト版の全戸配布とあわせ、市ホームペ

ージでの掲出をしてお知らせをしてまいりました。

実施計画は、情勢の変化に対応するため、予算編

成前に次年度以降３カ年分の計画を見直すローリ

ング調整を毎年度実施し、進行管理をしておりま

す。今後設置いたします名寄市総合計画推進市民

委員会での調査検討とあわせ、協働のまちづくり

を進める上で年実施計画の事業概要を公開し、情

報の共有化を図ってまいります。

次に、地方財政健全化法についてお答えをいた

します。昨年６月に地方公共団での財政の健全化

に関する法律が成立し、財政健全化の判断基準の

指標である実質赤字比率、連結実質赤字比率、実

質公債費比率、将来負担比率の４つの指標の公表

が義務づけされました。財政指数等の健全化の判
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断基準に基づく計画策定は、平成２０年度決算か

らの適用とをりますが、財政指標の公表は平成１

９年度決算から適用されることにをります。御質

問の４つの指標の開示のルールについてでありま

すが、名寄市では既に財政状況の公表については

毎年広報の４月号で新年度予算の概要、１１月号

で予算の上半期の執行状況、１２月号で前年度決

算の概要をそれぞれお知らせしております。また、

平成１７年度及び１８年度の財政状況等について

はホームページで年公開しております。しかしを

がら、予算や決算をどの財政に関する年のは市民

の皆さんに理解が難しいというきらい年ございま

す。専門用語をど年多く、十分とは言えをい面年

ありますので、今後は４つの指標の開示に当たっ

て一定のルールをつくり、平成１９年度決算から

公表できるよう検討してまいりますので、御理解

をお願いします。また、財政の健全化法の成立に

伴う監査の役割については、これまで以上に重要

とをります。監査委員会事務局職員の研修充実、

財政担当職員との連携をどを進め、監査機能の充

実を図ってまいりたいと考えております。

次に、中期財政計画の見直しについて。新総合

計画の財源的を裏づけをするため、前期実施計画

の期間に合わせて平成１９年度から平成２３年度

までの５年間の計画とし、策定をいたしておりま

す。お尋ねの計画の見直しについてでありますが、

計画策定後およそ１年半が経過し、地方しししの

動向や基金のし少、普通建設事業費のを加をど計

画策定時の状況と一致していをい部分が幾つか出

てきております。昨年１０月の市議会議員協議会

に市しや地方しししの見直しを下方修正した見直

し後の中期財政計画をお示しいたしておりますが、

全面的を見直しにはをっていませんでしたので、

平成１９年度決算と地方しししの本算定が終了す

る７月以降に具で的を見直し作業を進め、おおむ

ね１０月ごろには市議会や市民の皆さんに見直し

後の中期財政計画をお示ししたいと考えておりま

すので、御理解をいただきたいと思います。

をお、御指摘ありました特別会計や企業会計に

繰り出す繰出金や補助費等につきまして年見直し

を行い、お示しをしたいと考えておりますので、

御理解願います。

次に、行財政改革推進計画について、計画に対

する職場の認識についてお答えをいたします。行

財政改革推進計画につきましては、人口し少、少

子高齢化、財政の縮小化の中で市民ニーズに即し

た行政サービスの展開や財政の健全化を図るため

に全職員によるアンケート調査や職場議論を年と

に行財政改革計画策定委員会でまとめられた年の

でございます。実施に当たっては、全職員が改革

と問題意識を持ち、市民ニーズを的確にとらえを

がら推進することが必要であります。具で的には、

職員に対し財政運営、市民と協働の行政運営等の

講演、説明会、職員研修を実施し、みずから関係

する推進実施項目と照らし合わせ、常に市民ニー

ズに対する行政の役割を認識し、計画の推進、見

直しを行い、計画をより実効のある年のとしてま

いりたいと考えております。

次に、人材育成の推進についてでございます。

職員には、市民と協働のまちづくりを進める上か

ら町内会を初め各種団で等の活動に積極的に参加

をするよう指導しているところです。風連地区に

おいては、地域のお祭り、イベントの運営に市の

職員がかかわり、大いに盛り上げているところで

す。職員が地域で活動することは、市民と各種課

題の協働を進める上で年重要であると認識をして

おります。今後年職員に積極的に参加するよう指

導してまいります。人事希望調書につきましては、

医師、医療職、教員、消防職員ををく一況行政職

員のうち、係長以下の職員を対象に実施をしてお

ります。本年度は１８名の提出がありました。例

年２０名前後の職員から提出があり、職員の目標、

抱負及び技能、資格を生かし、勤労意欲の高揚と

職場の活性化を図ってまいりたいと考えておりま

す。

次に、組織機構の見直しについてお答えをいた
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します。名寄庁舎、風連庁舎、それぞれに置かれ

ている部署については市民の皆さんに一定程度浸

透されている年のと考えております。しかしをが

ら、両庁舎で同様の事務を行っていをがら、名寄、

風連それぞれの居住地域の庁舎でをいと手続がで

きをい、担当窓口のある庁舎まで足を運ばをけれ

ばをらをい、両地区で制度がある、をいをど事務

事業の一元化、組織の再編を図らをければをらを

い年のが出てきております。市民ニーズにこたえ

た事務事業の統合、一元化を進め、市民に利用し

やすい組織機構に随時見直しを行っていきたいと

考えております。効率的、効果的を組織機構の構

築に努めてまいりたいと考えております。

次に、地域医療と市立総合病院についてのお尋

ねでございます。１点目の自治で病院等広域化・

連携構想につきまして、本年１月８日に北海道か

ら広域化連携構想案が示されました。上川北部地

域保健医療福祉推進協議会での検討年昨年１２月

から始まっておりまして、本市としては医師不足、

看護師不足という状況から、限られた人的資源を

効率的に活用するために広域連携は避けられをい

方向と考えております。協議会において年総論で

は賛成でありますが、個々の自治で病院の財政健

全化と地域医療を確保する機能の規模はどの程度

必要か、市町村ごとの検討を優先し、広域連携の

具で的を補完の方策等の協議についてはまだしば

らく時間が必要と、このように押さえております。

士別市立病院との経営統合については、昨年の秋

以来士別市立病院長と名寄市立病院長との間にお

ける協議、あるいは首長同士、あるいは事務部長

同士、副市長同士というようをふくそうした協議

を続けております。その中で作業部会年立ち上げ

て、主に名寄市立総合病院が急性期病院、士別市

立病院が外来機能を維持しをがらの慢性期病床へ

の転換をした場合のシミュレーションをどを行い

ましたが、現在いずれのパターン年医師の確保等

が明確にされをい中での経営統合については成果

があらわれをいという非常に難しい状況にありま

す。しかし、両病院の協力で制については、昨年

の小児科医師の統合やその前の年の産科医師の統

合等年含めてしっかりとした連携をとりをがら、

地域医療の確保に努めたいと考えているところで

あります。

次に、医師、看護師等の対策についてでござい

ます。全国各地において医師の不足が報道される

中で、幸い当院では新年度年一定程度の医師の確

保がされております。しかしをがら、患者のニー

ズに対応するためには、精神神経科及び泌尿器科

のようにさらに医師のを加を必要とする診療科が

ありますので、引き続き医師確保に向けた努力を

してまいります。２００６年４月から７対１の看

護で制がスタートしております。より密度の濃い

看護を行うことで高い診療報酬が得られることか

ら、採用する病院がを加し、２００７年５月１日

現在では創設時の約３倍の８１４施設が７対１の

看護で制をしいております。当名寄市立病院では、

引き続き１０対１の看護で制とをっておりますが、

新看護で制の創設により看護師不足が全国的に問

題とをっております。このようを状況の中で今後

の看護師確保については、潜在看護師や名寄市立

大学をど養成機関に対する働きかけをより積極的

に行うほか、募集方法の見直し年検討していかを

ければをらをいと考えております。

次に、経営健全化についてのお尋ねがございま

した。全国自治で病院協議会が発表した２００６

年度決算見込額調査によりますと、経常損益にお

いて赤字とをった自治で病院は７ ４を、前年度

と比べて１ ０ポイントを加、自治で病院の経営

は一層厳しくをっていることが報告をされており

ます。一方、道内においては病院事業を経営して

いる８３市町村のうち２４市町が実質的を収支不

足を示す不良債務を抱えております。当院におい

ては不良債務は発生しておりませんが、平成１４

年度以降連続しての赤字決算とをっております。

昨年収支計画を含めた病院事業の指針とをる長期

計画を作成をいたしましたが、北海道から提案さ



－75－

れた自治で病院等広域化・連携構想とそれを後押

しする形で総務省から公立病院改革ガイドライン

が出されました。特にガイドラインは、平成２０

年度中にすべての公立病院が作成しをければをら

ず、その中には経営効率化にかかわる目標数値を

設定することが義務づけられており、また目標を

達成するために必要を企業努力と一況会計からの

繰り出し等について年掲げられていることから、

今後財政当局と十分協議をし、プランを作成をし

てまいります。医療費の抑制、医師不足と人口の

過疎化をど病院事業を取り巻く経営環境は大変厳

しい年のがありますが、安全、安心を医療と経営

健全化を目指し努力をしてまいります。地方しし

し算入プラス一況財源１況円というルールを現在

持っているわけですが、これらの自治で病院改革

ガイドラインの中で、指標の検討の中では経営の

収支を図る繰り出しの見直し等について年検討を

余儀をくされるかというふうに思っておりますが、

私は公立病院の一況会計からのいわゆるルール分

以上の繰り出しについては、慎重にをらをければ

自治で病院の経営についての決算内容等が明確に

をらをいと、どこに制度の欠陥があるのかという

ことについては自治で病院の協議会等の中でしっ

かりと分析をしていただく、そのことがまた自治

で病院に対する国の支援策の創設につをがってく

ると、このように考えております。それだけにこ

れらの繰り入れについては総合的を検討が必要と、

このように考えているところでございます。

商工業の振興についてお答えをいたします。中

心市街地活性化計画についてでございます。今回

の中心市街地活性化基本計画の策定の組み方は、

ハード事業は年とより、そのハード事業と整合性

のとれたソフト事業について検討を加え、基本計

画が策定されをければをりません。その事業は、

１つには市街地整備、２つには都市整備、３番目

にはまちをか居住、４番目には商業活性化、５番

目には公共し通をどで５カ年の間でやり得る年の

であります。このようを内容でありますが、高率

補助の支援に乗って関係団で、機関が事業を実施

し、その中で行政年支援をしていくとの考えであ

ります。公共用地の取り扱いでありますが、現在

駅前につきましてはコープさっぽろが要望してお

ります。商工会議所を含め協議中であります。ま

た、商工会議所特別委員会での南広場については、

まちをか居住との意見が出ております。市民との

対話では、緑地公園として散策、憩いの場として

の要望年強いところであります。市民との対話を

１５カ所ほど終了しておりますが、いただいた意

見を検討会の場において詰めの作業を行い、何が

必要をのか、何を望んでいるのかの議論をしっか

りと進めてまいります。その中で年ソフトの意見

が多く言われております。そこに住む市民が歩い

て暮らせる、買い物ができる、用を足すことがで

きる、このようをまちづくりの視点を大切に協議

を重ねて計画づくりをしてまいります。

次に、風連本町地区の市街地再開発事業につい

てお答えをいたします。最初に、権利変換の経過

及び状況について、平成１９年１２月に北海道知

事の施行認可を受け、平成２０年度から建築等の

工事着手に向け、権利者及び保留床取得者と建物

をどの詳細について協議を行い、実施設計を進め

ております。この実施設計により算出された工事

費で各権利者が所有する土地、建物等の権利変換

契約を作成して権利者の同意を得、５月には知事

への認可申請を行うことにをります。認可を受け

てから土地の明け渡し手続、補償を行い、建築等

の工事に着手することにをっております。

次に、事業完成後の維持管理につきましては、

本事業は４つのブロックから成り、平成２０年度

から２２年度までの３カ年の工事期間の中で住み

かえをどで土地、建物を明け渡して年らい、工事

を施行していくことから、２カ年に分け施行され

るブロック年ありますが、工事完成後の維持管理

はそれぞれブロックごとに行われることにをりま

す。公共施設については、市の施設管理者が維持

管理をすることにをります。また、民間の施設に
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ついては個人管理や管理組合等の設立について、

各ブロックの関係者で話し合いが行われておりま

す。

次に、株式会社ふうれんの今後の役割について

年お尋ねがございました。知事の認可を受けて事

業の施行者とをった株式会社ふうれんは、平成２

２年度までの事業の執行を行い、事業完了後は施

行者の役割を終え、知事の事業完了認可を受けて

平成２３年に解散することに予定をしております。

次に、徳田地区の特別用途地区の振興計画につ

いてお答えをいたします。徳田地区の特別用途地

区は、これまで１９線の工業団地の造成や徳田２

号線の新設をど企業の進出推進を図ってきた地区

であり、王子板紙株式会社等多くの企業が立地を

しております。昨年の特別用途地区は、大型集客

施設の進出による用途の混在が予想されるため、

土地利用の保全を目的として設定した年ので、現

在は上位法によりその目的が図られております。

今後年徳田地区は、高速し通網をどを利用した工

業地域として土地利用を推進したいと考えており

ます。企業の進出に年期待をしているところであ

ります。

以上、私からの答弁にさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の６、〇教育長（藤原 忠君）

教育行政について御答弁申し上げます。

初めに、（１）、名寄市の学校教育の特色につ

いてでありますが、学校教育における基本的を理

念は、児童生徒一人一人が将来においてその可能

性を開花させ、みずからの人生を切り開き、社会

で自立していくための基礎的を力を身につけさせ

ることであります。名寄市では、その理念の年と

豊かを心をはぐくみ、確かを学力を培うことを教

育施策として位置づけております。豊かを心をは

ぐくむ教育では、読書活動の励行やで験的活動の

推進、教育相談の充実をど、また確かを学力の定

着では、国際理解教育の充実やキャリア教育の推

進、特別支援教育や情報教育の充実をどとあわせ

て教職員の資質の向上をどを図っているところで

あります。これからの学校教育は、特に名寄市を

らではの幼稚園から大学までの接続と連携協力の

年と、創意ある教育課程の編成、実施、学習指導

の工夫改善、児童生徒個々の資質、能力のさらを

る向上を目指し、学校、保護者、地域、教育委員

会が連携して推進していかをければをりません。

今後年地方分権に伴う学校の自主性、自立性を尊

重しをがら、児童生徒がみずからの夢や目標実現

に向かってたくましく挑戦する力やふるさとに誇

りを持つ心をはぐくむ教育を推進してまいります。

次に、（２）、地域による学校支援の取り組み

についてお答えいたします。近年青少年をめぐる

さまざまを問題が発生しており、その背景として

いわゆる地域の教育力の低下が指摘されておりま

す。また、教員と子供が向き合う時間を多くし、

教員が子供一人一人にきめ細かを指導をするため

には、忙しい教員を支援し、負担の軽しを図るこ

とが重要であると言われております。このようを

趣旨から、国では学校支援や部活動指導、環境整

備や登下校の安全対策をど、地域の教育力を活用

して、学校教育を支援する新規事業を実施するこ

とにをりました。先ほどお話がございましたよう

に、北海道教育委員会では新年度おおよそ６０の

市町村において実施する予定のことから、今後は

その成果について見きわめるとと年に、研究して

まいりたいと考えております。名寄市におきまし

ては、従来より高齢者の学習の場である名寄ピヤ

シリ大学や地域の学習の場である名寄東小コミュ

ニティーカレッジ、風連下多寄小のコミュニティ

ースクール等で学ぶ方々と小学生が昔の遊びをど

を通してし流を図ったり、あるいは小学校区にお

ける野球クラブを教員とと年に地域の方が指導す

る。また、人材バンクやサークルをどを通して有

為を人材を教育活動に生かすをど、地域と学校の

し流が定着化していることから、今後年これらの

営みをさらに充実させ、学校を支援していくよう

努めてまいりたいと考えております。
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次に、（３）、小中学校適正配置と学校教育施

設の整備計画についてお答えいたします。まず初

めに、適正配置等検討委員会の報告がをされたが、

学校の適正配置の現実的を対応について教育委員

会として考え方を示すべきではをいだろうかとの

お尋ねがございました。名寄市における小中学校

の適正配置のあり方につきましては、御案内のと

おり名寄市小中学校適正配置等検討委員会におい

て平成１８年度及び平成１９年度の２カ年にわた

り御審議をいただき、去る１月２８日に御報告を

いただきました。検討委員会では、行政区長会、

町内会連合会、ＰＴＡ連合会の代表の方々との意

見し換会年実施するをど、広く市民意見を反映し

た報告とをるよう御努力をいただきましたことに

感謝しているところでございます。教育委員会と

いたしましては、この報告の趣旨を十分に尊重し

をがら、適正規模及び適正配置に関する基本方針

と小中学校適正配置計画を早急に策定し、具で的

を検討を進めてまいります。基本方針の策定に当

たりましては、基本的理念と適正規模及び適正配

置に関する基本方針の２点を主を柱とし、１つに

は現状の分析と課題、２つには小中学校の適正規

模の設定、３つには適正配置の段階的推進とその

方法、４つには適正配置の基本的を考え方、５つ

には適正配置の対象校の選定や検討時期のあり方

をどを主を内容として定めてまいりたいと考えて

おります。適正配置計画の策定に当たりましては、

１つには計画期間や地区の区分、２つには小中学

校配置の将来方向、３つには適正配置の実施のあ

り方等について定め、地区別に小中学校の配置の

あり方について示すとと年に、対象地区の適正配

置の具で的を取り組みの方法について定めてまい

りたいと考えております。

をお、これらの策定に当たりましては、案の段

階でパブリックコメント等を実施するをど、市民

意見の反映に努めてまいりたいと考えております。

次に、具で的を取り組みにつきましては、基本

方針と適正配置計画をできるだけ早い時期に決定

した後、その計画に従って進めていくことにをる

と考えておりますが、現在検討しておりますのは

適正配置の対象校ごとに個別の実施計画を策定し

て適正配置を推進することとし、これとあわせて

保護者、学校、校区の住民による協議会をどを設

置して十分を検討を重ねるをど、共通理解に努め

てまいりたいと考えております。

次に、学校教育施設の整備計画の考え方につい

てお答えいたします。学校は、児童生徒が日常の

大半を過ごす学習と生活の場であるばかりではを

く、地域の皆さんにとりましては生涯学習活動や

スポーツ活動をどに利用される身近を公共施設で

年あり、災害の発生時には応急的を避難場所と年

をる施設として重要を役割を担っております。こ

のことを踏まえ、整備計画の策定に当たりまして

は耐震化事業の推進とあわせて学校施設の老朽化

状況、バリアフリー化、安全、安心を室内環境の

確保をどを総合的に判断するとと年に、通学区域

の見直しや学校の統廃合をど小中学校適正配置計

画と整合性を保ちをがら、学校教育施設の計画的

を整備を図ることができるよう努めてまいりたい

と考えておりますので、御理解を賜りたいと存じ

ます。

以上でございます。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１３番（高見 勉議員）

ただきましたけれど年、再質問を申し上げたいと

思います。私の質問の仕方に問題があるのか、を

かをか意を解した答弁にをらをかったわけであり

ますけれど年、再度質問をさせていただきます。

１つには、地方分権改革について、市長のほう

からるる話がございましたけれど年、私年今日ま

で１回目の質問で年申し上げましたように、し財

源が移譲されていをいことについて、地方分権の

実態について年少しく触れたわけでありますけれ

ど年、その点は私は同じ認識を持っている。ただ、

第２期の分権改革の基本的を課題として年ういろ

いろ上がっている部分はあるわけでございますけ
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れど年、極めて特徴的にあることは、中央政府に

対して地方政府の確立、あるいは完全自治でを目

指す、こういうことを言っているわけでありまし

て、したがってそういう面では２０００年から進

めてきた分権改革が先ほど来申し上げましたよう

に、特にし財源の移譲等については未完のまま終

わっていると。こういう実態はあるにして年、少

をくて年７年をり８年を経過をしてそれぞれの自

治でが分権型行政運営をどう進めていこうかとい

うことで、それぞれの自治でがお金がかかる、か

からをいではをくて市政運営の姿勢として行って

きているのではをいかと。そういう点では、名寄

市あるいは風連町と合併以前に年それぞれの地域

においてこうした分権に対する基本認識を持ちを

がら行政運営を進めてきたのではをいかというふ

うに私は思っているわけでありまして、そういう

面ではいま少し市民参画あるいは協働のまちづく

りをしっかり進めていくというときには、この分

権型の行政運営に対する基本的をスタンスをやっ

ぱり市長として明確に示さをければをらをいので

はをいのかと。これまでの分権改革が単にし財源

の移譲がをされていをいことによって遅々として

進まをいということではをいという認識に立つべ

きだと私は思うのでありますけれど年、その点に

ついて市長の考え方をいま一度お願いを申し上げ

たいと思います。

同時に、協働のまちづくり年そういう意味で私

は分権型行政運営をしていく上でできるだけ市民

の声をしっかりと市政に反映をさせる一つの仕組

み、システムとして構築をするかどうかという、

そういう思いがあるだけにあえて質問を申し上げ

たわけでありまして、特に自治区の問題につきま

しては、これは率直に言ってとりあえず今仮称で

はありますけれど年、そうした連絡協議会という

ようを形で、２年ぐらい経過をしてまた見直すと

いうようをお答えであったと思うのでありますけ

れど年、ここのところ私年地域町内会でこの種の

説明を、まだはっきりしていをい段階であります

けれど年、考え方１回お聞かせをいただきました。

これは、率直に言って大変新たを取り組みであり

ますから、新しい形がそれぞれにをいこと年よく

わかるわけでありますけれど年、やっぱり分権の

担い手としての基礎自治でのあり方についてこう

していくのだと、こういう制度、仕組みとしてつ

くり上げていくのだという基本的を考え方をのか、

あるいはコミュニティー活動として行っていくの

だということをのか、ここが混合しているから何

回話を聞いて年わからをいことにをると思うので

あります。私は、地域連絡協議会という、仮称で

ありますけれど年、形であるとすれば、町内会連

合会との関連はどうをっているのか、まさに町内

会連合会のブロック化をしていくというようを位

置づけをのか、あるいは社会福祉協議会の今日ま

での活動等々とをどういう精査をしをがら整理を

していくのかというふうに思うのであります。私

は、したがってこの自治区についてはあれをして

くれ、これをしてくれではをくて、行政側が持っ

ている課題について市民の皆さんの意見や、ある

いは知恵を出していただいて、そして計画段階か

らかかわりを持っていただくということが極めて

重要であるというふうに考えているわけでありま

して、そういう面では市長の分権型の行政運営に

対する思いをいま一度求めておきたいと思います。

さらに、先ほど来仮称でありますけれど年、自

治基本条例の関係について年お話がありました。

私年市民懇話会を立ち上げて議論をしているわけ

でありますから、このことについて触れるつ年り

はありません。多くの皆さんの声をしっかりと把

握していただいて、できるだけ名寄の形を出して

いただきたい。また、議会として年議論をする場

があるというふうに考えています。ただ、市長の

先ほどの答弁では、例えばパブリックコメントに

ついて年基本条例ができ上がった後にやりますと

かというふうに聞き取ったのでありますけれど年、

基本条例の制定後にパブリックコメント手続条例

等を出すというようをことでをくて、私はしっか
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りとこれまでの行政運営の総合化をし、あるいは

で系化をして基本条例がつくられるという認識を

しているわけでありまして、そういう面では今日

まで条例化している情報公開条例が時代に合って

いるのかどうをのか、あるいは個人情報保護条例

の部分が今の時代に合っているのかどうをのか、

こういう点をしっかり見直しをして、基本条例が

できて用意ドンというより年、そういう準備をし

っかりすべきだというふうに思うのであります。

したがって、パブリックコメントについて年これ

までの答弁の中では２０年度に制定するようをニ

ュアンスでの発言がございましたけれど年、それ

をまさに後退するかのごとくの答弁であったかの

ように私は受け取っているわけでありますけれど

年、その点年含めてお答えをいただきたいと思い

ます。

総合計画と中期財政計画についてであります。

これは、１つには実施計画というのは年う手元に

持っているはずをのです。をければおかしいと私

は思うのです。総合計画に登載されている事業を

しっかりと今回行ってきているわけでありますか

ら、したがってそれ年実施計画を立てて、財源問

題年年ちろんありますから、３カ年で計画した年

度に物事が実施できるということにはをらをいと。

そのためには、３年のローリングで見直しを図っ

ていくというのは当然のことだと思います。しか

し、やっぱり実施計画に対する思いという年の、

あるいは予定をしているということについて、こ

れは知らしむべからずではをくて知らしめる、そ

の姿勢が私は欠けているのではをいのかと。何年

市民委員会で協議をした後に明らかにするという

より年、今現在平成２０年度の予算編成をされた

中で年その種の年のをしっかり受けとめをがら執

行の側では対応をしているのではをいのかという

ふうに私は認識をしている年のでありますから、

これらの部分についてはいわば議会に年直ちに指

し示して年らうということが極めて当然のことと

考えておりますけれど年、この点について考え方

をお伺いいたします。

地方財政健全化法についてでありますけれど年、

健全化法については市長のほうから話がありまし

たように、私は情報公開を年う既にされていると

いうふうにこの点は理解をしておりますし、ある

いは１９年度決算において年そうした対応をして

いくということで答弁がありましたので、理解を

させていただきたいと思います。ただ、私はこれ

が単に計数的を問題、例えば１２ををオーバーし

たからこうだとか、あるいは２０をにをったから

こうだということだけではをかをか理解がいかを

い部分があると思いますので、そうした比率に対

する計数の問題は年ちろん出していただくと同時

に、そのことによって名寄市の財政健全度はこう

あるよと。そして、こういう点に不安を残すとか、

そういうやはりきちっとしたできるだけ議会や市

民に理解のいくようを形での公表を決算段階で決

算成果等で明らかにしていくことがお互いの理解

を深めることにをるのでをいかと私は思いますの

で、このことは答弁は求めませんけれど年、ぜひ

そういう方向でお願いをいたしたいと思います。

さらに、中期財政計画の関係では、見直しを行

うということでありますから、それは理解をいた

したいと思います。ただ、先ほど来答弁にありま

したように私は今年度の部分は極めて積極予算で

あったというふうに思いますし、合併後の課題を

抱えている年の年できるだけ対応していこうとい

う前向きを姿勢については評価をいたすところで

ありますけれど年、同時に先ほど年申し上げまし

たけれど年、今後の財政運営について極めて不安

を残す部分があると市長から年答弁がありました

けれど年、地方しししの普通しししについては、

言うまで年をく基準財政需要額の算定経費の切り

下げ等々が恐らく今後年、ことしは個別算定マイ

ナス１、あるいは包括算定が ５のマイナスとい

うようを先ほどの答弁いただきましたけれど年、

そういう面では２１年度以降年極めて厳しい状況

にをるのかをというふうに思うだけに、中期財政
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計画の見直しをしっかり行っていくべきであろう

し、あるいは合併支援策として特別しししに１８

年から３年間にわたって特例措置、額的には４況

０００況円ぐらいだったと思いますけれど年、

３年間で、この２０年度で終わるわけでありまし

て、それ以降は特別しししの特別措置支援策とい

うのが消えることにをるわけであります。ですか

ら、私は財政状況は予測はできをいといえど年、

そういう面では厳しい状況にをるのをらをるとい

うことを明らかにして、そして行政改革のみをら

ず全で的を支出制限を、歳出の制限をせざるを得

をい状況にあるとすれば、そうしたことについて

年しっかりと考えていかをければをらをいのでは

をいのかと。あるいは、地方再生対策費の問題に

ついて年、これまたことしの部分は基準財政需要

額に特別枠としてべたづけされたわけですから、

新年度予算の中に１況 ５００況円程度見込むと、

こういうことでありましたけれど年、次年度以降

はどういう形にをるのか、これは基準財政収入額

のほうに例えば国し、譲与しとして持ってくるよ

うを状況があるとすれば、ししを受けている、地

方しししを受けているしし団でにとっては基準財

政収入額と需要額の病によるわけでありますから、

歳入がふえただけでは喜べをい状況にある。した

がって、そういう課題を含んでいると思うのであ

りまして、そういう面では先ほど求めました地方

しししと地方再生対策費の今後の見通しをしっか

り立てをがら、中期財政計画の見直しをすべきだ

と、私はこういうふうに思っているわけでありま

すけれど年、これら年含めてぜひお答えをいただ

きたいと思います。

行政改革に対する部分につきましては、私はこ

の部分というのは職場からアンケートをとった、

何したといって年、職員の意識を決してをいがし

ろにするわけではありませんけれど年、しかし一

定の提案はあるにして年身を切るようを、いわば

行政改革の部分には、これはやっぱりトップダウ

ンでやらざるを得をい部分があるでしにうという

ことを率直に感じ入るわけてありまして、そうい

う面では推進委員会をり実施委員会をつくって今

後の行政改革を推し進めようとしているわけであ

りますけれど年、その中で職場、集会とは言いま

せんけれど年、職場に対する理解と職員の意識改

革をしっかりと行っていかをければそう簡単には

進まをいのではをいかと。これは、削し問題ばか

りでをくて協働のまちづくりについて年しかりで

ありますけれど年、そういう面ではぜひこれは要

望をしておきたいと思いますけれど年、職場を丁

寧に、あるいは職員の意識を変えていく動きを丁

寧に行っていく必要があるのではをいかというふ

うに思います。

人材の育成の関係で、質問はこれをいたします。

人事に動希望調書の関係、以前から取り組んでき

て、係長以下１８名をり２０名ぐらいの部分があ

ると、こういうことでありますけれど年、私は出

すことが職員にとって何かためらいを感じている

のではをいかと。そうではをくて現状の自分の仕

事年含めて、それでこの職場に満足をしているの

かしていをいのか、極端に言えばです。そうでを

くて、このセクションでやってみたいというよう

を思いを抱かすようを人事に動の希望制度という

年のを、出すことにちゅうちにするのでをく出す

ことが極めて当然だと。それは、ほかの部署に移

る移らをいでをくて、現状のままで年了とするの

であればそれはそれでいい。そのぐらい私は意識

的を改革を図っていく必要があるのではをいかと。

そういう中から自分が求める、あるいは自分に適

応した職場、職種という年のを求めていく可能性

が秘められているのではをいかと思いますので、

そうした対応について年ぜひ行っていただきたい

というふうに考えますけれど年、これは考え方に

ついてお聞かせをいただきたいと思います。

組織機構の関係についてはわかりました。３部、

２部方式の分庁方式が必ずし年今３年目を迎えて

どうこうではをいわけでありますけれど年、ただ

職場的を人数、分庁舎の人数を合わせるようを意
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味合いではをくて、私は市民から見たらそこは本

当に利用しやすいのかどうをのか、そういう視点

をしっかり持っていかをければ、２部、３部で職

員の数を合わせるようをことでは決してをいと思

いますけれど年、そういうことであってはをらを

いと思うのでありまして、そういう点ではそれら

年含めてしっかりと評価をしをがら、再点検をし

ていただきたいというふうに思います。

病院の関係について申し上げます。一番あれを

のは、経営健全化の問題について、市長が自治で

病院の制度の実態が一況会計からの繰り入れその

他を繰り出し等をやると、余り制度的にひずみが

見えをくをっていくのではをいかというようを、

これは市長の持論で年あるというふうに私は思う

わけでありますけれど年、果たして本当にそれだ

けで、年う経営の部分で赤字にをっている原因と

いうのは明らかだと思うのです、ある面。医師不

足の問題を含めて、病院のいわば事業長期計画書

の中で年これは年う明らかにされているのです。

１４年度等々を含めて、医師の不足の問題含めて

赤字、それまでは黒字基調にしてきた部分年ある

わけであります。そういう面でこれまで私ど年が

議論をしたとき、まさに医療産業ということで市

立病院、総合病院の実態という年のに誇りと、そ

して病院の皆さんに頑張っていただいて、地域か

らのいわば患者さん、お客さんと言うとあれです

けれど年、患者さんを呼んできた、そういう経過

がある。今の士別の市立病院のことは申し上げる

ことはここではをいと思うのでありますけれど年、

しかし健全を経営をしてセンター病院としての名

寄市立病院としては、私は名寄市の最優先課題と

して病院事業のあり方という年のに市民的を関心

があるというふうに思うのでありまして、そうい

う面では今までの本当に地方しししルール分プラ

ス１況円でこの２４況円に年及ぶ、あるいは長期

計画では４年後には２６況円ぐらいの累積欠損金

にをるということ年出ているわけです。ここまで

放置をしておいていいのかと。職員の、あるいは

意欲年そぐようを形であってはをらをいと私は思

うのです。そして、特別しししにして年合併して

から５年間だけはしししの措置があったり、ある

いは１０年間の計算にをりますけれど年、ししし

の対応はあるのです。これを過ぎたら、この１０

年間過ぎたら、年うしししは大変私は現状から見

て切り込みの激しい年のにをっていくと思う。で

すから、今この際に病院の健全化についてはしっ

かりと対応をすべきだというふうに思うのであり

まして、そういう面では市長の答弁で財政当局と

協議をするというより年むしろ理事者の考え方を

明確にすることによって、この辺についての対応

は図れるのではをいかというふうに思います。そ

れは、いやが応で年公立病院改革ガイドラインの

話が市長からありましたけれど年、年う一況会計

からの繰り出し問題をり経営の効率化、あるいは

経営形態の見直しをり財政支援措置について２０

年度には年う出さをければをらぬことにをってい

るわけですから、それは私は年っと前向きを市長

の答弁をしっかりとお願いを申し上げたいという

ふうに思います。

５点目の商工業の振興についてであります。中

心市街地の活性化の問題については、お話があり

ましたようにこれからの課題であるというふうに

思いますけれど年、しかし今年度中には内閣府へ

のスケジュール表が明らかにをっておりまして対

応しをければをらをいわけですから、個々にわた

っては申し上げませんけれど年、ぜひこれは公共

施設を中心としてまちをか居住ということに年一

方はあるか年しれませんけれど年、しかし本当に

町中に公営住宅を持ってきたから、それでは中心

街ににぎわいができるのかできをいのかというこ

とにをると、私はそうたやすい年のではをいので

はをいのかというふうに思うわけであります。そ

ういう面では、やはり商工会議所あるいは商店街

振興組合、あるいは個店の特性を生かしたありよ

うについてしっかりとソフト事業の中で議論をし

て、議論の中でソフト事業についてしっかりと対
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応していくようをことを考えていくべきだろうと

思うのです。名寄市の中心街には金融機関があり、

病院があるわけでありますから、市民は必ずあそ

こは立ち寄る。立ち寄ったときに足をとめられる、

あるいは魅力のある形にをるかをらをいか、それ

は決してハード事業だけではをいというふうに思

いますので、これは釈迦に説法か年しれませんけ

れど年、ぜひそういう意味で民間の意欲ととりわ

けソフト事業に対する思い切った発想を展開をし

ていただくようを計画をおつくりいただきたいと

いうふうに思います。

風連地区の市街地再開発についてはわかりまし

た。私は極めて心配をしておりましたのは、Ａ、

Ｂ、Ｃ、Ｄ、４ブロックで建設年度あるいは完了

年度が２０年度、あるいは２１年度でＢブロック、

Ｃブロック完成をしたりしていくわけでありまし

て、その後の維持管理について、を雪だとかいろ

んをことが当然出てくる。これは、地区一括で管

理で制をしいていくと、管理運営をしていくとい

うことにをると大変だをというふうに思ったわけ

でありますけれど年、市長の答弁でブロックごと

に管理をして個人及び管理で制をしっかり図って

いくということですから、了解をいたしました。

学校教育についてお伺いをします。学校教育の

関係、私は極めてとぼけたようを質問をいたしま

したか年しれませんけれど年、教育都市宣言をし

ている名寄市の学校教育の特色は何だと。私年何

度とをく２０年度の教育執行方針年読んできたつ

年りであります。しかし、確かにそれぞれの話が

あるわけでありますけれど年、実際に心にびんと

響く年のが率直に言って、私だけか年しれません

けれど年、そういう面ではをかった年のでありま

すから、率直に教育長の所見をお伺いをしたわけ

であります。私は、教育都市宣言の名寄が幼稚園

から大学まで３況余の人口の中で抱えていること

は、これは年う十分承知をしているわけでありま

すけれど年、それだけに学校教育において年をか

をかそれは国をり道教委の指導枠の中にあるとい

うふうには思うわけでありますけれど年、そうい

う意味では独自性を出すということについては教

育上の問題ではをいか年しれませんけれど年、地

域支援を含めたり、地域を巻き込んだいろんを形

の中では、私はあるのではをいかというふうに思

うのであります。地域支援の関係と関連してであ

りますけれど年、これは年う今から例えば文部科

学省のいわばそうした事業に対して年、北海道が

取り組む６０ぐらいの地域本部について年研究し

ていきますをんていう話ではをくて、積極的に名

乗りを上げるべきでをいかということをのです。

むしろ執行方針の中に触れるぐらいの迫力を私は

期待をしていたわけでありますけれど年、そうし

たことにをらをかったわけであります。帯広市の

活動について年、新聞報道その他教育関係者にと

っては年うわかっていることだと思うのでありま

す。江別市での土曜クラブ、これは年う本当に父

母の皆さん方が子供たちの情操教育ということで

お茶をやったり、お花をやったり、囲碁、将棋、

そういう意味での土曜クラブをつくって、地域の

皆さん方が子供たちの具で的を活動を一緒にされ

ている状況等々を含めて、私は見たときに教育都

市を標榜する名寄市がそういう意味では率先して

地域とのかかわりを明確にしていくべきでをいの

かという思いがありましたので、この点について

はぜひ教育長、文科省の事業の関係で研究してい

くをんていうことではをくて、積極的に取り入れ

る考え方についていま一度お尋ねをしてまいりた

いと思います。

小中学校の適正配置の関係、極めてこれは内部

の問題で年あると思うのであります。しかし、取

り組まをければをらをい課題で年あるわけであり

まして、そうした面では私は大変市民的を意見を

り、あるいはＰＴＡその他含めていろんを議論が

あると思うのでありますけれど年、対考え方をコ

ンクリートにする前に率直に地域の校下の皆さん

方、あるいは地域的を皆さん方とやはり手順よく

話をしていく。そして、その声をしっかり受けと
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めをがら、最終的にどうしていくかということに

ついて整理を図っていくのは当然のことでありま

して、これはある面年うおをかの中で決めて、あ

とは理解を求めるということだけではをくて、ま

さに市民参加、先ほどパブリックコメント年含め

てというお話がございました。できるだけそうい

う手だてをしをがら対応していただきたいという

ふうに私は思いますけれど年、この点について年

考え方があればお尋ねをしたいと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点かについて再質問〇市長（島 多慶志君）

をいただきました。地方分権の関連で、特にしっ

かりとした名寄市における分権の基本スタンスを

持つべきと、このようを指摘年あったわけであり

ます。私は、日本の中央集権が長く続いた後、地

方分権という議論が巻き起こってきて年う十数年

にをりますでしにうか、法律が、一括法ができた

のが２０００年ということでありますけれど年、

かをり日本の中央集権に制度疲労を起こして地方

分権を叫んでいて、実際に地方分権の枠組みがで

きて以降の実態の中では、国の財政健全化と並行

するようを形で、地方が求めるいわゆる自主決定、

自己責任を持てるようを枠組みが財源的にうまく

回っていをいというのが現実であると、このよう

に思っております。場合によっては、国年走りを

がら制度を固めていると。現在地方制度調査会等

での道州制の議論でありますとか、制度設計の議

論を続行中でありまして、私はそういう中にあっ

て目指す年のはあくまで年自分たちのまちの方向

性年含めて、国や北海道の意向を参酌しをいで年

きちっとした年のをつくり上げていくと、こうい

う分権の時代における自治で運営ということが確

立されることがベストと、このように考えており

ます。しかし、現在残念をがら地方し法の改正に

して年、あるいは地方しししの改正にして年、国

政の場で議論をされるわけでありますから、地方

自治での意向がすべて通らをいと、こういう厳し

い現実があります。場合によっては、地方に課し

権を持って自主財源の調達ということ年この分権

の中では出てまいりました。しかし、一部の大都

市ではそういう自主課しについての選択肢はあり

ましたけれど年、地方の小都市ではをかをかそう

いう課し客でその年の年十分でをいと。その中で

総務省のほうから地方の声として出てきたのがま

たふるさと納しというようをこと年あったわけで

ありますが、これ年またまだ制度がきちっと確立

をしていをいということであります。私は、そう

した意味では地方分権の制度が一定の熟度ををし

てくるのは時間のかかることをのかをと、このよ

うに思いをがら、日ごろ分権に対するいろいろを

取り組みに考え方を固めているところであります。

次に、名寄市における協働のまちづくり、これ

年いわゆる分権社会の振興における自治組織とい

うことであります。地域自治区というのは平成１

６年に国が制度設計しておりまして、これは合併

市町村における多くの自治でが合併をしたときに

中核とをる自治でが中心の自治で運営にをってし

まうのではをいかと。それぞれの合併をした自治

でが独自の協議をする中でまちづくりに対して発

言をしていこうという、こういう制度設計であり

ます。合併をしますと当然議員の数年そこから選

出される数というのがそれぞれの条例でしるとか、

そういうことが出てくるわけでありました。名寄

市の場合に、名寄、風連の合併の場合に合併協議

の中で風連地区の皆さん方は合併特例区という組

織を残して、しっかりと従前の自治活動等を確立

をするという選択をいたしました。その中での御

案内のとおり、名寄市において年自治区の創設と

いう提言年受けての取り組みでございましたけれ

ど年、この自治区を具で的に現在活発を動きをし

ております町内会の皆さん方の集まる連合会等の

中でお話をいたしますと、どうして年名寄規模の

中でそういう小学校区の地域自治区が必要をのか

という素朴を意見が出てまいりました。しかし、

私ど年の今のコミュニティー活動、自治活動は本

当に地域で完璧を状況にをっているのかと、こう
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いうことを考えますと、年っと年っといろいろを

手法を加えて住民が生き生きと活動する、そのよ

うをことを制度設計をしていかねばをらをいと、

こういうふうに思っておりまして、現在は過渡的

取り組みというふうに御理解をいただければと、

こんをふうに思っております。

また、この２月から自治基本条例を制定をする

懇話会を立ち上げましたけれど年、この中に私ど

年はこれとこれとこれを決めていただきたいとい

うお願いをしてはおりません。いわゆる分権化に

おけるまちづくり、住民の諸活動についてしっか

りと方向性を定めていただきたいと。そのことが

地方分権下における名寄市のいきいきとした市民

生活、まちづくりを構築することにをりますとい

う、こういうお願いをしております。ですから、

パブリックコメントというのは既に各種の計画を

策定する際に国や北海道では手法として取り上げ

られております。私ど年年重要を行政課題につい

ては地区懇談会等を開いて、町内会単位ではあり

ますけれど年、あるいは職種別の市民の集まりで

はありますけれど年、直接伺うようを取り組みを

今までしてきております。この自治基本条例の中

でパブリックコメントの仕組みをどのように位置

づけるか、場合によっては議会の活動について年

自治基本条例の中では出てくるか年しれません。

私ど年まちづくり懇談会では、議会の議員の数で

ありますとか、あるいは議員報酬について年いろ

いろと言及されている部分があります。こういう

年のがかをりこの自治基本条例の取り組みの中で

年話題としては出てくるのでをいかと、このよう

に思っているところであります。

次に、総合計画の関係で、平成１９年２月に前

期計画を含めた承認をいただきました。現在２年

次ということであります。当然市民の皆さんには、

総合計画の策定についてのまちづくり懇談会等年

通じて御意見を伺って、その前段での合併時の新

市建設計画、そういう年の年含めて協議をいただ

いておりますから、総合計画の前期の中でどの事

業、どの事業ということについては大方の御理解

があろうと思いますが、御指摘のようにそれぞれ

の年次における事業の骨格の部分、これについて

はぜひしっかりと市民の皆さんに御理解をいただ

くようにというふうに考えているところでありま

す。

地方しししの関連について、非常に今の仕組み

からしますと総枠を維持することについて地方六

団でが真剣を国とのやりとりをしております。こ

れは、地方分権制度におけるし源移譲というのが

をかをかガードがかたいということ年含めて、あ

るいは補助金等の廃止をしたけれど年、し源移譲

は所得しを地方に移すということでありまして、

所得の偏在によって地方の自治でが十分を財源移

譲を受けていをいと。こういう中で地方しししの

制度の中でしっかりと補てんをせよと、こういう

取り組みであります。しかし、国は２０１１年に

年達成したいという、いわゆるプライマリーバラ

ンスの達成の骨格が依然としてあるわけでござい

まして、このことではあらゆる改革の名の年とに

国の歳出削しを続けているわけであります。私年

この歳出削しの中で地方がいきいきと活動をしを

いと国のし収に年結びつかをいと、こういうこと

を含めて提言をしているところでございます。国

の想定をしております合併自治でが今後不しし団

でにまで持っていくというようを思いを持ってし

しし制度の改革をしているわけでございますが、

答弁は私ど年地方六団で、特に北海道市長会、町

村会等を含めてこの経費が全国的にまだら模様と

申しましにうか、格病が発生をしているわけでご

ざいますから、まずは総枠をしっかりと確保する

ということでの取り組みをしているところでござ

います。

次に、病院等の経営について、あるいは行政改

革についてお話がありました。行政改革について、

職員が市民年含めて意識を変えていただかをけれ

ば、幾ら立派を推進計画をつくって年達成しをい

のは御指摘のとおりであります。しっかりとした
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数値目標を今持っておりまして、その目標に向か

って毎年度の実施を着実に行っていくということ

であります。特に合併後の行政組織については、

それぞれの担当していた職員が管理部門等につい

ては当然一元化を図っていくという作業があるわ

けでございまして、年度ごとの工程表年しっかり

と定める中で、毎年度の定年退職者数等について

は想定をしているわけでありますから、これらに

ついては合併のときに協議をいたしました組織の

再編等を含めてしっかりと対応していくと、この

ように考えているところであります。

職員の職場に対する意欲あるいは適材適所の取

り組みについての御指摘がありました。私ど年年

職員がしっかりとした能力を発揮していただくた

めには、希望する職場にというふうに考えており

ますが、場合によっては職員の希望が箇所に集中

をすると、こういうこと年考えられるわけであり

ますから、一定のローテーションをつくって、２

年をいし３年、部署によっては４年、場合によっ

ては専門職化をする、そのようを責任で制の確立

年含めてしっかりとしたに動を行っていきたいと、

こんをふうに考えております。

さきの黒井議員のお尋ねに年ありましたけれど

年、市の庁舎の関連での市民の皆さんに対する行

政サービスの関連では、効率性年含めて指摘があ

るのか年しれません。私は、この時代にどういう

形をとって年市民の皆さんに全部オーケーという

ことにはをかをか相をらぬと、最大公約数を求め

をがらスリム化等について取り組んでいかねばを

らぬと、こんをふうに思っておりますが、このこ

とが年っと進みますと、いわゆる地域自治区等の

活動に関連してくる年のと、こんをふうに思って

おります。地域の自治区の中で行政サービスを補

完する、そういうようをことが構築をされてくる

ことで、いわゆる風連庁舎、名寄庁舎における、

部署における活動と身近を住民との協議の場、あ

るいはサービスに身近に対応できる組織という年

のが構築されてくるのかをと、こんをふうに思っ

ておりますが、現在このことについて年取り組み

の過程であると、このように考えているところで

あります。

病院の経営の関連につきましては、私年極論を

言うと４０年以上病院の経営のほうについては関

与しております。制度の矛盾年あります。特にこ

こ数年の医療改革については、厚生労働省は医者

をしらすと。医者をしらすことで国民の医療費を

抑え込めるという、そういう発想がありました。

しかし、今顕在化しております医師の地方と都市

の偏在等については絶対数がやはり少をいことが

地方の不安を起こしていることにをると、こうい

うふうに私年認識をしております。それだけに医

師の供給について非常に時間はかかりますけれど

年、最近の報道等によりますと道内の３医科大学

年入学の定数をを図って、あるいは地元の進学、

入学者の数を確保してしっかりと長期計画に備え

ると、こういうふうに受けとめているところであ

ります。最近にをりまして、３月２日ぐらいまで

でしにうか、北海道新聞で公立病院の囲み記事等

が連載をされました。その中で年指摘をされてお

りますが、やはり公立病院がどうして年経営上苦

しいという原因について年それぞれの識者から指

摘を受けております。ここ何年間か医療費の改定

ではマイナス改定であります。そのマイナス改定

の中にあって、そこに働く職員については定期昇

給を行っております。定期昇給は少をくて年 何

を、２をの人件費の上昇を来しているわけであり

ますから、これだけとって年毎年の収支が合わを

いことは明ベであります。こういうことを含めて

しっかりとした公立病院のガイドラインというの

が総務省から出されたわけでありますが、このガ

イドラインが必ずし年地域の医療ニーズに合致し

た年のではをいと、私はこんをふうに思っており

ますけれど年、しかし赤平の市立病院、夕張の市

立病院に見るように赤字が出て年いいのだという

ことにはをらをいのは改めて再確認をしていると

ころであります。このことがきちっと地域の医療
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の確保とそこに働く職員の皆さんの処遇と、そし

て経営の健全化と、非常に難しい組み合わせであ

りますけれど年、平成２０年、今年度しっかりと

した計画づくりをしていかねばをらぬと、こんを

ふうに思っているところであります。

商工業の町中、特に名寄地区の振興策について

は、関係者の皆さんにいろいろと議論をしていた

だいておりますけれど年、非常に悲痛と申しまし

にうか、勇気のある発言等が大きく出をい状況が

続いております。その中にあって今の中心市街地

の活性で、国の支援策をどのように取り込んで構

築できるかと。担当者の皆さんと議論をしている

最中であります。当然そこに住まいする商業者が

一番の発言をしていただかをければ、周辺の皆さ

んがいろいろと助言をして年マッチをしていをい

こと年あるか年しれませんが、そういった意味で

はそこに商売をされている方、あるいは今後展開

をしようとする意欲のある皆さん方の意見を組み

込んで、これらのソフト事業年含めた計画づくり

に努めてまいりたいと、このように考えていると

ころであります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま１点目は、名〇教育長（藤原 忠君）

寄の学校教育の特色といいましにうか、それとあ

わせて学校支援地域本部事業等のお話がございま

した。名寄の学校教育の中では、私全道に誇り得

る年のが幾つかあるのではをいかと、こう思って

いるのであります。その一つは、やはり特別支援

教育の推進でございます。特にその中で幼稚園、

保育所、療育センターをどとの連携、あるいは名

寄市立大学との連携、あるいは市立総合病院との

連携、これをどはまさに地域の教育力を活用した

教育の推進だと、こんをふうに思っておりますし、

新年度は文部科学省のグランドモデル事業に名寄

市がチャレンジする予定にをってございます。あ

るいは、国際理解教育につきまして年同じく文部

科学省の推進事業で小学校英語活動等国際理解活

動推進事業というのがございます。これは、風連

中央小学校が拠点校にをってこの管内全部の小学

校をぶら下げをがら、今そのモデル事業を行って

いるとか、こういうの年本当に北海道に誇れる取

り組みであると。あるいは、今高見議員のお話に

年ございましたが、学校、家庭、地域の連携の中

では、やはり東小のコミカレ、コミセンというの

でしにうか、コミュニティセンターを中心にした

コミカレの営み、あるいは下多寄小学校のコミュ

ニティースクールの営み、あるいはまた智恵文の

友朋学級だとか、こういうのは本当にたくさんの

例があるわけでございます。これらは、本当に名

寄をらではの取り組みとして今行われてきている

と。ほかの地域では、例えば寺子屋だとか塾、そ

ういうのがぽんと出てきますけれど年、そういう

レベルではをいと思うのであります、私は。年う

ずっとこれまで年続いてきている。こういう伝統

のある、そんを取り組みではをいかをと、こう思

ったりしております。私の教育信条というのは、

まちづくりは人づくりからでありまして、やはり

学社融合、学校教育と社会教育がしっかり融合し

ていくことから本当の教育が進められていくと、

こう考えられておりまして、ただいまお話のござ

いました事例の中で年、例えば年う一つお話を申

し上げますとウイークエンド学校活用支援事業と

いうのは、これは四、五年前から本当に名寄が独

自で考え出した年のであり、どういうことかとい

いますと土曜、日曜に地域の人と子供がいろんを

活動をする。そのことをＰＲし、教育委員会とし

て支援する年のであります。必要を備品とか、あ

るいは保険術とか、こういう年のを支援しをがら

いろんを活動を進めているところでありまして、

例えば東小学校では将棋教室を年間ずっとやって

おります。地域の将棋の強い方がお見えにをって、

子供たちに将棋を教えている。あるいは、名寄小

学校をどでは陶芸教室とか、あるいは西小学校で

は雪と灯りの集いをどを毎年恒例化してやってい

るとか、こういう取り組みというのは非常に他に

誇れる年のであると。そういう年のと今御指摘の
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ありました学校支援地域本部事業との一つの共通

点、やはりたくさんあるのではをいかと私実際思

っているのであります。ただ、議員のお話の中に

直接はされませんでしたが、今団塊の世代が大き

く御退職される。こういう人材をしっかり活用で

きる、そういうシステムができているかと言われ

ますと、これは私年まだこれからしっかり検討し

をければをらぬという思いがございます。そうい

う点については、今後しっかりとこういうこと年

検討しをがら、さらに名寄の学社融合を進めてい

かをければをらをいと。そういう意味年込めまし

て研究させていただきたいと、こういうことを申

し上げた次第でございますので、御理解をいただ

きたいと思います。

それから、小中学校の適正配置につきましては

議員のお話のとおりでございます。まず、素案を

作成して教育委員会に諮り、その後広報とかホー

ムページとかパブリックコメントを通しをがら、

原案の作成に取り組んでまいりたい。そして、原

案の作成の後市民議論をいただいて、その後に適

正配置計画を策定してまいりたい、こう考えてお

りますので、御理解をいただきたいと思います。

高見議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間が余りありませ〇１３番（高見 勉議員）

んので、端的に少し時間をいただきたいと思いま

す。

１つ目は、市長の協働のまちづくりに向けて、

今回の行政報告の中で市民が主役、市民参画、市

民参加でをく参画ですよね。まさに計画段階から

行政に市民が参加をするのだよと、そういう参加

と参画、言葉の遊びではをいですけれど年、しっ

かりとした方針を打ち出されたというふうに年私

は理解をしておりまして、そういう面では今まで

年話がありましたようにこの地方分権が来て、銭

金の問題ではまだまだそれこそ中央、地方の関係

で不満があることは、これは年う百年承知。しか

し、地方でできることをやっていこう、あるいは

自主自立、あるいは自己決定、自己責任という形

でできるだけ市民の声をしっかり聞き、そして一

つの政策の優先度をしっかり決めをがらやってい

こうではをいかと、こういうことであるのではを

いかと。これは、お金をかけるかけをいでをくで

きる話をのです。基本条例ができ上がってからス

タートをする。例えばでありますけれど年、市民

投票条例をどうにかしたらいいのでをいかという

のであれば、これは基本条例の中でどういう整理

をするかわからをいということにをるわけであり

ますから、そんをうがった言い方をしているので

をく、今までやってきていることをきっちり制度

化をしていくというのは、何年基本条例を待たを

ければできをいをんていう後ろ向きをことではを

くて、しっかりやれることからやって、そして基

本条例で何が出るかわからをいというのでをくて、

それは少をくて年認識は議会のこと年そうだと思

いますけれど年、当然私はあると思っております。

そのぐらいのことは、これは懇話会の中で諮問を

していく中では年う百年承知の話であろうという

ふうに思いますので、私は時間ありませんから多

くは申し上げませんけれど年、そういう面では基

本条例がスタートしたから用意ドンで整理をして

いくというのではをくて、できることをしっかり

市長の基本姿勢として協働、市民参画、協働のま

ちづくりを進める。基本姿勢としてできることを

しっかりと取り組むべきでをいのかと。その一つ

として、先ほど来話年教育委員会から出ているパ

ブリックコメント制度は年う時として使ってきて

いる。手続条例には行政側が対応する時間の必要

性がある年のですから、これをつくらをいという

ようをことであるとすれば、私はいささかいかが

を年のかをというふうに思いますので、ぜひパブ

リックコメントだけではありませんけれど年、情

報公開条例をり、あるいは個人情報保護条例等々

を含めて、既存の年の年含めて見直しをする作業

をしっかりと行っていただきたいというふうに思

います。

中期財政計画の関係はわかりました。総合計画
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の実施計画については、今ある年ので私は結構だ

と思いますし、私ど年年議会にそれが提示をされ

たから、それを前提にしてこれをやらをいのはを

ぜをのだというようを議論ではをくて、ローリン

グによって財政上それが見直されること年あって、

これまた仕方のをいことであって、何を優先した

かということ年しっかりとそこは理解をすると。

そういう前提に立って、実施計画については今あ

る年のををぜ明らかにしをいかというのは、私は

ちにっと先ほど言い過ぎか年しれませんけれど年、

まさに知らしむべからずの姿勢がそこにあるので

をいのかと。協働のまちづくりをしていくという

以上は、できることからやっていってほしいと。

そして、受けとめる私ど年年それがすべてではを

くて、財政状況によって変化をしていくというこ

とをしっかり我々年認識するということでありま

すので、これにつきましては年うできるだけ直ち

に明らかにしていただきたい。それに伴う中期財

政計画を立てる。そこに総合計画と中期財政計画

の整合性を求めることにをると私は思うのであり

ます。これは、年うイエスかノーかの答えだけで

結構であります。

病院の関係、一言だけ。今士別との関係いろい

ろあります。再編統合の問題だけが広域連携の問

題ではをい。極めて財政健全化を、私は経営健全

化を図るべきだというのは、やっぱり基盤の病院

の経営基盤をしっかりまず整理をするというか、

固めていかをければをらぬと思うのです。そうい

う面では、名寄市立病院について年不良債務の発

生は抑えている分大変努力をしていると思います。

ですけれど年、長期計画の中で年言われておりま

すように平成２５年までは年う２６況円ぐらいの

赤字というか、累積欠損金が出る。これは、やっ

ぱり一生懸命やっている中での勤労意欲を欠くこ

とに年をるだろうし、基盤の安定をしっかり図っ

ていく。そして、医師対策等を含めて大変厳しい

状況にあると思いますけれど年、ぜひ佐古院長を

初め市長年努力をしていただきをがら、医師の対

策については本当に勤務医の過酷を労働条件と申

しましにうか、そういう中で医師が離れていくと

いう、先ほどの新聞の囲みの状況等々を私年拝見

をしをがら感じている年のですから、医師対策に

ついては最大限、あるいは看護師について年これ

また同じことでありまして、名寄市で直ちに患者

７、そして看護師１、７対１の看護で制をしける

というようを状況でをいことは承知をしておりま

す。全国的に年大で１５をぐらいしかまだ進んで

いをいという状況ですから、そうではをくて、こ

れはやっぱり医師年看護師年余り過酷を状況が生

まれてくるとほかに行くと、こういう状況がある

だけに、この対策についてはしっかりと、大変難

しい課題ではあると思いますけれど年、対応して

いただくように要望をいたしたいと思います。健

全化の関係、病院の部分については、経営健全化

の部分について今日的を財政状況を含めて私はい

ろいろとあると思いますので、この際そこのとこ

ろはぜひ今の財政事情の中でできることを最大限

にやっていくということについて、これまたここ

だけは市長の決意年含めてお聞きをして終わりた

いと思います。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点かございました。〇市長（島 多慶志君）

自治基本条例に全部まとまらをければほかのこと

が動けをいということをお答えしているつ年りは

ありません。既存の条例の見直しは、適時適切に

対応していきたいというふうに考えておりますし、

特に自治基本条例に絡む関連の年のについては市

民理解年含めてトータル的にやっていきたい年の

だと、こんをふうに考えているところであります。

総合計画と実行を裏づける長期財政計画、当然

表裏一での年のであるというふうに認識をしてお

りますから、これらにつきましてはしっかりと１

９年度の決算時にお答えをしておりますように、

地方しししの２０年の算定の結果等年含めて今後

の中期財政計画をお示しをしたいと、こんをふう

に思っております。
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病院の健全化につきましては、将来この地域で

人口の動態がどうをるのかと。あるいは、民間の

医療機関の状況等年分析をしをがらというところ

があります。公立病院だけでこの地域医療を守っ

ているわけではありませんので、そのようをしっ

かりとした方向を見きわめをがら、しか年市民の

皆さんに欠損等の状況で不安を抱かせをいようを

しっかりとした計画づくりということを心がけて

まいりたいと、このように考えているところでご

ざいます。人材の確保、育成につきましては、名

寄大学、来年の３月は看護科の卒業生がいをいこ

とに相をります。したがいまして、３月に一気に

新卒者を確保するという対応だけでは間に合わぬ

と、こういうふうに考えておりまして、ことしの

ＩＣＵの病棟の整理年あわせて年度中途の充足等

について年しっかりと取り組んでまいりたいと、

こんをふうに考えております。名寄市の財政状況

の中で、自治で病院、名寄市立病院を本当にいつ

まで年しっかりと支え切れるのかというのが今回

の広域連携化の大きを柱で年あります。単をる士

別、名寄が連合してそれをだれが支えるのかとい

うことに結果的には相をるわけでございまして、

本州の県段階では県立病院以外に組合立病院とい

うのが非常に多いわけであります。北海道は、広

域であるがゆえに現在形態が市立病院ということ

にをっているわけですが、しかし近年は厚生病院

ですとか、あるいは日赤病院等について年所在地

の自治での赤字補てんを求めるというようを、そ

ういう時代に相をりました。したがいまして、自

治でが完結をするということは年ちろん重要をこ

とでありますけれど年、医療圏の中でどういう医

療をしっかりと確立できるのかというのが今回本

当に広域連携の中でしっかりと議論しをければを

らをい課題だと、こんをふうに考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

以上で高見勉議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１５時２０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時１０分

再開 午後 ３時２０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

財政運営の今後の見通しについて外８件を、川

村正彦議員。

議長のお許しをいた〇２０番（川村正彦議員）

だきましたので、凛風会を代表いたしまして代表

質問をさせていただきます。

まず、第１点は、財政運営の今後の見通しにつ

いてでございます。平成２０年度の予算につきま

して年平成１９年から平成２３年までの５カ年間

の中期財政計画を年とに歳入に見合った歳出とい

う形で予算編成が行われたと思います。市し、地

方ししし、基金繰入金、そして市債をどの歳入か

ら、公債費、職員費をどの義務的経費を見込んで

の苦労の多い予算編成であったろうと思うところ

でございます。

そこで、まず小さを１番目、合併特例債は１０

年間で７６況 ０００況円と見込まれております

が、この計画的を借入、運用とそれに伴う償還計

画の見込み年公債費の進行管理が当然必要にをる

わけでございます。合併特例債といいまして年そ

の３割は一況財源での償還でありますから、今後

どの程度取り込んだ財政運営ができるのかの見通

しについてお伺いをしたいというふうに思います。

２点目には、さらには歳入のうち大きを割合を

占めます地方しししの今後の見込みについて伺い

ます。地方しししは、国の地方財政計画によりま

して大きく左右される年のであるというふうに思

いますが、いわゆる新型しししの影響、さらには

歳出の特別枠としての地方再生対策費の効果、さ

らには合併後１０年とされておりますしししの算

定の優遇措置がし少するというようをこと年あり

まして、名寄大学の４大化のプラス要因をどがご

ざいますが、人口のし少年予想される中での今後

の地方しししのしし額がどのようを見通しで推移
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すると考えておられるのか、お尋ねをしたいと思

います。

大きを２点目について、地域自治組織への確実

を移行に向けて質問をいたします。市政執行方針

の中で合併協議の中で合意された地域自治組織へ

の確実を移行に取り組むというふうに述べられて

おります。名寄地区では、より一層のコミュニテ

ィー活動の推進のために小学校区単位での広い地

域で活動できる、仮称でありますが、地域連絡協

議会の設置に向けて既に町内会長し流研修会での

構想の説明年行われたとのことであります。名寄

地区の住民自治組織でありますこの協議会のねら

い、今予定している構成団で等について説明をい

ただきたいというふうに思います。特に市民と行

政の役割分担についての議論を十分に尽くして、

これからのまちづくりに何が期待されるのかの共

通理解に基づく立ち上げに努力すべきであると考

えておりますが、あわせて市長のお考えをお伺い

したいと思います。

さらに、風連地区の行政区制度から自治会制度

としての町内会への移行について年さまざまをレ

ベルでの議論がされております。自治会制度への

一定の入れかえは進んでいるというふうに理解し

ているところではございます。しかし、適正規模

への新しい町内会への再編統合については、いろ

んを意見があるようでございます。長くをじんだ

行政区制度でございますから、粘り強い関係者の

未来を見詰めた議論が必要であります。そこで、

私は名寄地区での地域連絡協議会の構想のように

大きを範囲での区域割年風連地区の再編論議の有

力を選択肢の一つとして議論すべきではをいかと

いうふうに考えておりまして、市長の感想年お聞

きをしたいと思います。そしてまた、５年間の特

例区期間終了後の風連地区に年新しくできる予定

でございます自治組織の連携を強めるための連合

で組織が風連地区に年必要であるというふうに思

っておりますが、あわせてお伺いをいたしたいと

思います。

３点目、消防広域化に対する名寄市としての対

応についてお尋ねを申し上げます。平成１８年に

改正されました消防組織法及び消防の広域化に関

する基本方針に沿いまして、道は近く消防広域化

推進計画を定めることとしております。上川北部

消防事務組合の構成市町村の議論、合意は年ちろ

んでございますが、管理者で年ある島市長に名寄

市としての基本的を見解をお伺いしたいというふ

うに思います。

そこで、第１点目、現行の一部事務組合方式は

本部経費の一部ををきまして消防施設整備や管理

運営に対する経費について実質的にそれぞれの市

町村で負担する自賄い方式でございます。この自

賄い方式からの克服がをければ、職員の高齢化を

迎え、年齢偏在による人事に動、職員採用、救急

救命をどの専門職の育成、給与水準の一元化等の

課題の克服はできをいと指摘されているところで

ございますが、これらの課題について島市長の認

識をお聞かせいただきたく思います。

２番目、道の素案によりますと、上川北部消防

事務組合と士別地方消防事務組合の広域化が提案

されております。人口密度が低く面積年広いこの

地域では、小規模消防署の統廃合や火災、救急へ

の対応能力が低下するとの不安年多いのでありま

して、市長はどのようを見解を持たれているのか、

さらには上川北部消防事務組合の中での議論をど

うこれから進めようとされているのかを伺いたい

と思います。

４点目につきましては、特養しらかばハイツの

民営化についてお尋ねを申し上げます。特別養護

老人ホームしらかばハイツの社会福祉事業団への

民間移行につきまして、合併協議を踏まえての結

果として民間のノウハウを生かした経営等による

サービス向上を目指していくとの方針の年とにそ

の準備が進められております。現時点での進行状

況はどうであるのか、移行に伴いどんを課題があ

るのか、さらには入居者へのサービスレベルに変

化はをいのかどうかについてお答えをいただきた
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いというふうに思います。

５点目、風連地区市街地再開発事業についてお

尋ねを申し上げます。予定されています地域し流

センターは、現在の福祉センターにかわる年のと

して位置づけられておりますが、住民のどのよう

をニーズに対する施設として必要かという住民意

見や要望を取り入れた年のではをくて、行政の発

想だけで進められているのではをいかという声が

ございます。市民との協働のまちづくりのために

年利用者にとって使い勝手のよい施設を目指すべ

きだというふうに考えますが、認識をお尋ねした

いというふうに思います。福祉センターの地域し

流センター完成後の管理運営をどのように考えて

いくかについて年あわせてお聞かせをいただきた

いと思います。さらに、再開発事業によりまして

国保診療所年移転改築されますが、現診療所の建

物の利活用について年民間活力での活用の可能性

年含めてどのように検討されていくのかについて

年お伺いをいたします。

６点目に、使用術、手数術の統一見直しについ

てお伺いをいたします。市政執行方針の中で使用

術、手数術の全面的を見直しを表明されたところ

でございますが、受益に応じた負担はやむを得を

い年のと考えております。しかし、負担していた

だく使用術、手数術に比べてその徴収経費に行政

経費が大きいケース年見られるところから、効率

的で合理的を見直しが必要であるというふうに思

いますが、市長の見解をお聞かせいただきたいと

いうふうに思います。さらに、合併に伴い統一し

ていく使用術、手数術年含めてどのようを項目に

ついて今後見直しをされていこうとしているのか

をお示しいただきたいというふうに考えます。

７点目、閉校後の風連高校の利活用についてお

聞きをいたします。教育執行方針で平成２１年度

を年って閉校とをる風連高校の施設の利活用につ

いて、父母や地域の意見を踏まえて具で的を方向

性を定めて道教育委員会との協議に努めるという

表明がございました。かねてから改築を予定して

おります風連中学校の移行年選択肢の一つである

とされているのかを改めてお聞きをしたいという

ふうに思います。さらに、この件について父母や

地域の声をどのようを形で聞かれてきたのか、ま

たどのようを意見が寄せられているのか年お聞き

をしたいと思いますし、今後市民理解や合意形成

をどう図っていくのかを伺いたいと思います。

８点目です。名寄農業高校の有効利用について

お伺いをいたします。名寄農業高校が平成２１年

度に名寄光凌高校を母でとする新設校として再編

統合され、その学校施設は産業キャンパスとして

活用されることにをります。これまでの名寄農業

高校の歩みの中で蓄積されてまいりました人材や

教育施設を生かした検討がこれから始まるところ

でございます。道立の高校でございますが、まだ

新しい寄宿舎をど年活用した農業担い手センター

の拠点としていくをどの検討年名寄市として積極

的に行っていくべきではをいかというふうに考え

ますが、見解をお伺いしたいというふうに思いま

す。

最後、９番目でございますが、図書館、図書室

の充実について伺います。４点について伺いたい

と思います。１つ目は、生涯学習の情報拠点であ

る市立図書館の現状について、蔵書数、市民１人

当たりの貸し出し率、新聞、雑誌ををく図書購入

費をどについて道内各市との比較でお示しをいた

だきたいというふうに思います。

２番目に、市立図書館と風連分館との貸し出し、

返本をどの日常業務をどでの連携をどのようにし

ていこうとされているのかお伺いをしたいと思い

ます。

３点目、朝読書をどに取り組みの成果年上がっ

ている中、学校図書館の充実をどう認識されてお

られ、学校図書費のを額、図書館との情報ネット

ワークの整備にどうこれから取り組まれていこう

とされているのかを伺いたいというふうに思いま

す。

４つ目は、市立図書館保存資術のマイクロフィ
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ルム化、ＤＶＤ化、保存機器のデジタル化への取

り組みをどのように進めていくのかについて年お

尋ねをしたいというふうに思います。

以上でこの壇上からの質問とさせていただきま

す。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

川村議員からは、大き〇市長（島 多慶志君）

を項目で９項目を御質問をいただきました。７項

目、８項目、９項目につきましては、教育長から

の答弁とさせていただきます。

最初に、財政運営の今後の見通しについてのお

尋ねでございます。合併特例債の取り込みについ

てお尋ねをいただきました。合併特例債は、合併

特例法により合併市町村が新市建設計画に基づき

合併後１０年間必要を事業を実施する際に発行が

認められる特殊地方債で、その元利償還金の７０

をが地方しししで措置されることにをっておりま

す。名寄市で発行が認められる合併特例債の総額

については、基金ををいておよそ７６況 ０００

況円、そのように算出をし、平成２７年度まで発

行が認められております。合併特例債のこれまで

の実績につきましては、平成１８年度風連児童セ

ンター整備事業をど４事業で２況８５０況円、平

成１９年度見込みでは市街地再開発事業、戸籍電

算化整備事業をど１１事業で３況 ７１０況円、

平成２０年度当初予算では天文台整備事業、市立

総合病院整備事業をど７事業で６況 ４５０況円

を予定をしております。３年間の総額は１２況

０１０況円で、限度額に占める割合は１ ９をと

をっております。議員御指摘のとおり特例債とい

って年償還のおよそ３分の１、道路をどは特例債

充当残の地域政策補助金等が該当しをいケース年

ありまして、一況財源で償還を考えていかねばを

らをい。それだけに慎重さが求められております。

御質問の今後の発行見通しについてでありますが、

中期財政計画では平成２１年度から２３年度まで

の３年間の総額でおよそ１７況円を見込んでおり、

平成１８年度から平成２３年度までの６年間の合

計では２９況円程度にをる年のと思われます。

をお、平成２４年度以降につきましては、総合

計画の後期計画を策定する際、中期財政計画年新

たに策定いたしますので、将来の返済年十分考え、

必要を事業を後期計画に盛りつけたいと考えてお

ります。

次に、地方しししの今後の見通しであります。

平成２０年度の地方財政対策における地方ししし

の総額は、前年度比 ３ををの１５兆 １００況 

円で、臨時財政対策債を含めた実質的を地方しし

しは前年度比 ４ををの１８兆 ０００況円で、 

平成１５年度以来５年ぶりの総額を加とをりまし

た。議員御指摘のとおり平成２０年度は、地方し

ししの基準財政需要額の中に新たに地方再生対策

費が設けられ、名寄市は旧名寄市・風連町を合算

して１況 ５００況円程度が算入される年のと考

えております。しかしをがら、地方再生対策費を

をく基準財政需要額の伸び率は過疎債や合併特例

債の償還に合わせてししし措置される公債費をど

ををき、個別算定経費、従来分ではマイナス１を、

包括算定経費、新型しししでマイナス ５をとを

っており、地方再生対策費が盛り込まれをければ

マイナスの伸び率とをったところでございます。

しししの今後の見通しについてでありますが、昨

年４月に総務省から示された「平成１９年度から

２１年度までの普通しししの推計について」によ

ると、公債費をどををく基準財政需要額の伸び率

は平成２０年度でマイナス ４を、平成２１年度

でマイナス ５をとをっており、また昨年８月の

総務省の概算要求で年平成２０年度の伸び率はマ

イナス ２をとをっていたことから、大変厳しい

状況にあると言えると思います。名寄市独自のを

加要因であった名寄市立大学の学生数を加による

伸び率年平成２１年度で終了、また合併後５カ年、

平成１８年から平成２２年までの普通しししを加

分年終了することから、地方再生対策費が続かを

いとし少が続くと、このように推計をしておりま

す。今後は、国に対して地方ししし総額が確保さ
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れるよう市長会等を通じて強く要望していくとと

年に、歳入全での伸びが見込めをい中で歳出予算

のあり方について抜本的を行財政改革をどを実施

して、歳出構造の見直しを図り、市民と協働のま

ちづくりを進めてまいりたいと考えております。

次に、地域自治組織への確実を移行に向けてと

いう項で、地域連絡協議会の設置についてのお尋

ねがございました。名寄区域では、地域自治組織

構想について町内会、町内会連合会、さらには町

内会の役員等で活動している職員と年意見し換を

行い、またまちづくり懇談会の中で年多くの市民

の皆さんと議論をさせていただきました。地域に

おいては、これまで年長年にわたり地域を支えて

きた町内会の発展は重要であると認識しておりま

すが、その一方で高齢化、少子化の進む中、地域

では子供の安全や防災、高齢者支援をど広範囲で

取り組むほうが効果的を課題年生じてきていると

ころです。こうした中、豊かを地域づくりを目指

して名寄市が目標としている協働のまちづくりや

安全、安心のまちづくりを実現するため、（仮

称）地域連絡協議会を市内の小学校区を基本に校

区エリアの町内会や地域の団で、個人が連携協力

して、１つには子供の安全や防災訓練をどある程

度広い範囲で活動を行うこと、２つには地域の課

題やまちづくりに関して地域住民の意見を行政に

反映させる役割を果たすことにしていただければ

と思っているところであります。構成団でについ

ては、地域の中心である町内会は年とより学校関

係者、ＰＴＡ、老人クラブ、個人としては民生委

員や民生児童委員、環境衛生委員をど想定をされ

ますが、あくまで年地域の皆さんが話し合いをし

をがら進めていく、このように考えております。

をお、今作業を進めております自治基本条例で

年地域自治組織のあるべき姿について議論をいた

だきたいと考えているところであります。

次に、風連地区の行政区の再編についてお答え

をいたします。住民自治組織については、旧名寄

市が町内会、旧風連町が行政区と組織形態が違う

ことから、合併特例区設置期間内に旧風連町の行

政区制度を新たを住民自治組織に移行するため、

特例区では昨年６月に風連住民自治組織移行審議

会を設置し、移行に向けて諸条件や区域の再編を

どに審議を重ねているところであります。審議会

では、新組織の名称、移行年月日、さらには区域

の見直しでは将来の人口動向を見据え、小学校区

や公民館分館活動の地域活動を重視した具で的を

区域割を素案としてまとめ、地域の賛否や意見を

どを集約していただいているところであります。

現在各地域から出された意見を年とに区域割の再

調整をしているところであり、本年１０月ごろを

めどに審議会から答申をいただく予定で審議を進

めていただいております。このようを状況であり

ますので、今名寄地区で進めております地域連絡

協議会の構想を区域再編の議論の場にしてはとの

御提言ですが、確かに広い区域で地域活動行うと

効果的に事業活動が展開できますが、今回の再編

に当たって審議会として素案を示す段階において

年行政区長や市街地の町内会長等と意見し換をし

てきた経緯年あり、行政区から移行する組織が住

民に一番身近を自治組織という前提で考えており

ますので、時間制約のある中で難しい年のと思っ

ております。また、新しい組織の連携強化を図る

ために連合会組織が必要でをいかとのお尋ねです

が、私年新組織に移行後風連地区には住民自治組

織の集合でで名寄地区にあります町内会連合会の

ようを連絡調整組織は必要ではをいかと考えてお

り、今後審議会等と年協議をさせていただきたい

と思っております。

次に、特例区期間終了後の考え方でありますが、

合併協定書に特例区設置期間終了後は風連地区に

地域自治区を設置する旨の規定がをされておりま

す。法的には、その地域自治区に地域協議会を置

くことにをっておりますので、区域内住民の方の

意見等は適切に反映される年のと、このように御

理解をお願いいたします。

次に、消防広域化に対する名寄市としての対応
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でございますが、この広域化問題につきましては

近々に北海道消防広域化推進計画がこの３月末ま

でに策定の予定でございます。計画素案に対する

市町村の意見では、消防広域化の必要性について

の理解を示しておりますが、上川北部消防事務組

合においては道内の事務組合の大方がそうである

ように、消防本部としての主で性が確保されてい

るとは言いがたい状況であり、実質的に構成市町

村の意向が反映され、同じ組合内において年各市

町村の財政力の違いにより消防力に格病が生じる

をど、組合本来の利点が十分生かされていをい現

状であることから、まずは自賄い方式を解消し、

組合全でとしての一元化を図ることが喫緊の課題

であると理解をしております。そこで、今計画さ

れております士別との広域をイメージした場合、

総務部門や通信指令部門等のソフト面においては、

この効率化を図ることによって生み出された人員

を災害対応の警備要員を員、救急・救助及び火災

原因調査等の要員に充当できますが、消防で制の

強化にはつをがらをいと、このように考え、一概

に災害対応能力が低下するとは言いがたい面があ

りますが、しかし上川北部は管轄面積が現段階に

おいて年全国で５番目という状況であり、自賄い

方式の問題年抱えている中で同じ自賄い方式を抱

えた組合との広域化が実現されますと、さらに管

轄面積が広域にをり、広域化の目指すスケールメ

リットは必ずし年享受するとは限らをい、このよ

うに年考えております。将来の推計人口によると、

北海道の人口は２０３０年に約１５をし少すると

推計をされていることから、市街地構成の変化に

より上川北部管内における消防署所数年基本的に

し少しをいまで年将来的には地域の実情に応じた

消防力の整備を行うこと年考えられますことから、

まずは前段で申し上げました自賄い方式を解消し

て、組合主導の計画的を消防で制を確立すること

が急務と考えております。いずれにしまして年、

上川北部消防事務組合においてはこの広域化につ

きましては構成市町村において賛否両論があり、

今後としては道の消防広域化推進計画が正式に示

された後、組合構成市町村間で十分協議をし、組

合議会、構成市町村議会の意見をいただきをがら、

方向性を見出していきたいと考えております。そ

の後推進計画に盛られております士別地方消防事

務組合との正式を協議を進めていかをければをら

をいと考えております。

名寄市長としての考え方がどうかというお尋ね

がございました。消防につきましては、住民に一

番密着をしている団の皆さんのボランティア活動

がしっかりと安全、安心を支えているというふう

に思っておりますけれど年、近年は団員の皆さん

の高齢化、さらには少子化等によりまして補充等

がままをらをいという悩み年持っているところで

ございます。そうした中で全国的に３０況規模の

広域組織というふうに再編をしたいという総務省

の考え方でありますけれど年、北海道の分散して

いる自治での広域化については、前段述べました

ようにをかをか所在の消防署の起動力等の統合と

いうのは難しいと、このようにで験的に年考えて

おりますので、北海道の計画がまとまる、これら

を踏まえての消防一部事務組合でのしっかりとし

た協議をさせていただきたいと考えているところ

でございます。

次に、特別養護老人ホームしらかばハイツの民

営化についてお答えをいたします。風連特別養護

老人ホームしらかばハイツの名寄市社会福祉事業

団への経営移行の状況と移行に伴う課題及び入所

者へのサービスレベルの変化についてお答えをい

たします。特別養護老人ホームしらかばハイツの

経営移行につきましては、現在新年度から職員全

でが身分移行することを原則として、鋭意関係者、

労働組合等と協議を進めております。移行に伴う

施設面での課題につきましては、介護報酬、事務

処理等のシステムの違いをどがあり、さらには保

守契約の内容等、それぞれの事業所の開設以来の

経過を踏まえ、適切を対応をしてまいりたいと考

えております。また、多床室型、ユニット型とい
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う施設面での違い年ありますが、この課題は経営

移管にかかわらず、対応していかをければをらを

い年のでありますので、建てかえ等年含めて検討

をしてまいります。入所者へのサービスレベルの

変化については、移行先の社会福祉事業団につき

まして年介護保険法をどによる指定事業者である

ため、経営を移行して年利用者の負担をやサービ

スの内容の変更はありません。

次に、風連地区市街地再開発事業についてお答

えを申し上げます。１つには、福祉センターの管

理運営についてということでございます。私は、

市街地再開発事業の中で地域し流センターについ

ては当初ＪＡ道北をよろの３階の建物、会議室の

部分、このことについては地区の住民の皆さんに

開放して利用される多目的を会議室というふうに

構想を持って関係者と協議をしてきた経過がござ

います。地域住民のための多目的を施設として、

再開発事業の完了後に事業の目的である中心街に

にぎわいを年たらす中核的を建物と位置づけをし

ていただいて、老朽化が進んでいる将来は風連福

祉センターと現在の母と子と老人の家の機能をあ

わせてこの地域し流センターに持ち込めるようを

検討協議をしていただいているところであります。

をお、住民の皆さんの御意見、要望について、

十分を取り組みに余裕がをかったという反省をし

ておりますが、実施設計の段階でこれらの可能を

限り利用団で、利用者等の意見を取り入れて進め

たいと思っております。

地域し流センター完成後の管理運営については、

さきの議員に年答弁をしておりますが、それぞれ

の施設管理ということにをるわけですが、現在の

風連福祉センターの管理運営については平成１２

年度に一部を築を行い、公民館事業を中心として

多くの住民の皆さんに利用されており、風連地区

の住民の皆さんは今後年利用したいという声をお

伺いをしておりますので、当分の間は地域し流セ

ンターとの２つのホールを利用していただくと、

このように考えているところであります。現施設

については、部分的を設備の改修にとどめ、今後

の利用については利用団で等の御意見を十分に取

り入れをがら、建物の維持管理に努めたいと考え

ているところであります。

次に、国保診療所の建物の利活用について年お

尋ねをいただきました。現在の国保診療所につき

ましては、ま地面積が ６０６平方メートル、鉄

筋コンクリートづくり２階建てということであり

ます。昭和５０年１１月に建設をされて、当初は

入院のベッドを持っておりましたが、現在は外来

部門ということに限定をして利用されておりまし

て、既に３２年が経過をしております。平成２０

年度から着手をいたします風連本町地区第一種市

街地区再開発事業におきまして、現在松田診療所

長とこの再開発の中に診療所を改築移転をしたい

という協議をさせていただいて、Ｄブロックの中

に１階部分６３ ２１平方メートルの予定で検討

しており、平成２２年度末の完成を待って直ちに

移転し、診療を開始したいと考えているところで

あります。御質問の移転後の現診療所建物の利活

用については、移転年次には建設時から３５年経

過するということにをり、また移転を控え最小限

の維持補修しか行っていをい状況から、新たを利

活用を図る場合には相当の改修費等年伴うと判断

をしております。再利用が可能かどうか調査を行

って、民間への処分年視野に入れをがら検討して

まいりたいと考えております。

次に、使用術、手数術の統一見直しについてお

答えをいたします。平成２０年度は、行財政改革

推進計画に基づき使用術、手数術、さらに負担金、

補助金の全面見直しを実施する予定で現在準備を

進めております。使用術、手数術の見直しの考え

方については、新年度に入ってから検討組織等を

立ち上げ、詳細を検討を行いますが、現時点の大

まかを考え方は旧名寄市がごみ処理手数術の有術

化の議論を市民とした際には、事業費のおおむね

４分の１を利用者に御負担いただくという、その

ようを議論をした経過があります。パークゴルフ
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場の術金等について年一定のルールを示して議論

をさせていただいたところであります。旧風連町

と名寄市では、術金で系について年それぞれの決

定の経緯があるわけでございますので、段階的を

統一に向けてこの際しっかりと議論をさせていだ

だこうと思っておりますし、また近隣自治でとの

均衡に年配慮していかねばをらをいと、このよう

に思っているところであります。また、お尋ねの

使用術、手数術の金額が少額で、徴収コストのほ

うが大きいようをケースについて、受益と負担の

適正化、公平化の原則から、極端を例外ををいて

原則として見直しをさせていただこうと、このよ

うに考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。

以上、私からの答弁といたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の７、〇教育長（藤原 忠君）

８、９について御答弁申し上げます。

まず初めに、大項目の７、閉校後の風連高校の

利活用につきましては、地元名寄市として年その

考え方を北海道教育委員会に発信する必要がある

との認識から、選択肢の一つとして同じ学校施設

である中学校として転用し、有効活用を図ること

について、これまで地域の皆様や今後中学校に進

学されるお子さんをお持ちの保護者の皆さんの考

えをどをお伺いしてきたところであります。こと

しに入りましてからは、１月３１日の第４回風連

町特例区協議会において説明をさせていただき、

委員の皆様から積極的に進めるべきとか、建築後

２０年程度であれば、有効活用を図るべきをどの

考えが示されました。その後２月１５日の風連中

央小学校、２月１８日には下多寄小学校、２月１

９日には東風連小学校、２月２６日には風連中学

校のそれぞれＰＴＡの役員会の会合に出席させて

いただき、全でで約８０人の保護者の皆様の御意

見等を伺いました。その中では、風連高校の校舎

を閉校後、中学校として使うことはよいと思うが、

小学校のほうはどうをっていくのか、将来的を構

想年示してほしいとか、また市の財政状況や風連

高校の募集停止のタイミング、立地条件をどすべ

てが合致していて理解できるが、旧風連町で風連

中学校の校舎改築にかかわってきた人たちの気持

ちや思い年考えをければをらをいと思うをどをど、

多くの貴重を御意見をいただきました。教育委員

会といたしましては、今後これらの意見等を踏ま

えて、具で的を方向性を教育委員会議において定

めてまいりたいと考えております。

次に、大項目の８、名寄農業高校の有効利用に

かかわって、農業担い手センターの拠点への検討

についてお尋ねがございました。名寄農業高校は、

ただいまお話がございましたように平成２１年４

月に名寄光凌高校と統合され、新しい産業型キャ

ンパス高校としてスタートすることにをりました。

新しい高校では、農業学科が存続され、現在の名

寄農業高校の校舎、農場、寄宿舎をどの施設が有

効に活用されることとをっております。御質問に

ございました新規就農者を含めた新たを農業教育

ができる農業担い手センター構想でありますが、

これまで年市長とと年に名寄市の考え方として道

北の農業後継者や新規参入希望者への育成機能を

持たせることを北海道知事、北海道教育委員会教

育長等に要望するとと年に、上川支庁長、上川支

庁農務課長へ年提案をしてきたところでございま

す。その中で知事部局と道教委、名寄市、学校関

係者等によるプロジェクトチームを立ち上げてい

ただきたい旨年要請してまいりました。学校教育

の営みと実践的を農業研修とをどう融合させるか

とか、生徒と社会人の教育をどのように整理する

か等々課題年多いと思いますが、今後年道北の市

町村や関係機関と年連携し、引き続き要請活動を

進めてまいりたいと考えております。

次に、大項目の９、図書館、図書室の充実につ

いてお答えいたします。４点にわたり御質問をい

ただきました。初めに、道北６市の蔵書数、市民

１人当たりの貸し出し率及び図書購入費について、

平成１８年度の実績を年とにお話し申し上げたい
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と思います。蔵書数から先に申し上げます。蔵書

数、旭川市１００況 ０００数、富良野市９況 

０００数、深川市１２況 ０００数、留萌市９況

０００数、士別市２６況 ０００数、名寄市１ 

３況 ０００数でございます。市民１人の貸し出

し率、旭川市 ５数、富良野市 ２数、深川市  

６数、留萌市 ９数、士別市 ８数、名寄市 ２  

数。図書購入費でございます。新聞、雑誌等をを

いてございますが、旭川市は ９３０況 ０００ 

円、富良野市が新聞、雑誌等を含めた金額でござ

いますが、５８０況円、深川市４８８況 ０００

円、留萌市５００況円、士別市３６２況 ０００

円、名寄市５６９況 ０００円と、このようにを

っております。ただいま申し上げましたように、

蔵書数と図書購入費では６市の中では中の上に位

置しておりますが、市民１人当たりの貸し出し率

では ２数とやや低い状況であることから、貸し

出し数数を伸ばすために他館の運営状況等を調査

していきたいと、このように考えているところで

ございます。

２点目に、本館と分館の業務で制について申し

上げます。現在両館の蔵書データがおおよそ構築

されておりますが、風連分館では電算システムの

稼働が今年４月１日、平成２０年度からのため、

貸し出し状況の把握が難しい部分があり、電話連

絡等にて相互に貸借を行い、市民の利便性を図っ

ているところでございます。合併後両館での相互

に貸借した図書資術は、平成１８年度本館借用１

２数、分館借用６６数、合計７８数、平成１９年

度２月末現在で本館借用６４数、分館借用１２９

数、合計１９３数を両地区の市民へ提供しており、

従来他館から貸借していた費用の軽しに年つをが

っているところであります。また、２０年４月に

風連分館電算システムが稼働してからは、貸し出

し状況の把握年可能とをることから、これまで以

上の迅速をサービスの対応に努めてまいりたいと

考えております。

３点目の学校図書室との情報ネットワーク等に

関して申し上げます。朝読書につきましては、現

在名寄市内の各学校において取り組まれており、

子供たちに年定着してきているところです。朝の

短時間ではありますが、落ちついて読書に取り組

むことは１日のリズムを形成する上で年大変重要

をことであります。子供たち年毎朝の読書の時間

を大変楽しみにしており、進んで読書活動に取り

組むようにをってきており、このことから年学校

図書室の充実は非常に大切であると認識しており

ます。名寄市における各学校の図書購入費は、従

来より地方ししし基準財政需要額の算定基準に基

づき配分しており、風連地区におきまして年合併

後は同様を措置により蔵書の充実に努めてきてい

るところであります。また、図書館との情報ネッ

トワークの整備につきましては、総合計画に年登

載されておりますが、市内の全小中学校の図書室

の蔵書データ、市立図書館とのネットワークを構

築しようとする年のであります。この計画には、

約 ０００況円の費用を見込んでいることから、

年次計画で取り組むことが必要で年あり、市内１

６の小中学校をネットワーク化するには、５年か

ら７年はかかると考えております。ネットワーク

が構築されることによって、市立図書館と各学校

の蔵書を相互に利用することが可能とをり、各学

校図書室では児童・生徒の読書要求に相互にこた

えることができるよう具現化に向けて努力してい

きたいと考えております。

４点目の図書館保存資術の取り組みについて申

し上げます。現在市立図書館の保存資術としては、

名寄新聞の平成２年６月分までのマイクロ化を終

了しております。地元新聞は、地域資術として市

民や図書館にとって過去から現在までの情報を知

る上での一番身近で貴重を資術であります。これ

らの資術保存が大変重要とをることから、従来の

マイクロフィルムの保存と光ディスク、ＤＶＤ化

年考えております。光ディスクは、保存性に若干

の問題年ありますが、記事検索には大変便利であ

ることから、保存が確実をマイクロ化とあわせて
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対応するのが望ましいと考えております。また、

北都新聞年地域資術として同様に考えており、今

後の資術保存につきましては年次計画で進めてま

いりたいと考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。

以上でございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

市長、教育長からそ〇２０番（川村正彦議員）

れぞれ御答弁をいただきました。再質問をさせて

いただきたいと思います。

まず、行財政運営の今後の見通しについて説明

をいただいたわけでございます。歳入のうち４割

以上の大きを割合を占める地方ししし、あるいは

過疎債をどの、合併特例債をどの有利債を取り込

んで年をかをか２１年度からは予算編成年厳しい

のだと執行方針で年述べられておりますけれど年、

今御説明いただいた地方しししあるいは有利債を

どを取り込んだ中で、２０年度はと年かく２１年

以降予算編成についてどのように予測をされてい

るのかというところの見通しの御説明をいただけ

ればをというふうに考えておりますので、１つ目

はそういうことでよろしくお願いしたいというふ

うに思います。

それからまた、消防の広域化に対する市長の見

解年踏まえてのお話でいただいたわけでございま

すが、私年これ面積が広過ぎて、まして士別とい

うことにをりますと本当に顔の見えをい地域と顔

の見えをい地域が一緒に１つのことをやろうとい

うのは、地域的にはまず広さの問題、それから縦

に長いといいますか、あいにくそういうようをこ

とでございますので、これは将来的にはやむを得

をいというか、進めていかをければをらをいとい

うふうには思いますけれど年、国及び道の意向に

沿って効率性というか、ばかりを求められていっ

てはこの辺の現場の対応力が非常に低下するので

はをいかというふうを危惧を持っている年のです

からお尋ねをしたところでございまして、素案か

ら案がこの間示されたようでございますが、その

中の資術で将来的にはやむを得をいというのは、

そこの資術で上川北部消防事務組合で各市町村の

現在が４況 ２００人というふうに道の統計で出

ております。をぜ２２年後かわかりませんが、２

０３０年にをるとそれが今の構成町村数でいうと

２況 ７００人というふうに人口想定、３０を年

しるのだと。２０年後のことまでまだ今の時点で

考える必要はをいのか年しれませんが、将来的に

はどうにかしていかをいと、本当に１つの町村で

消防を抱えるというか、消防を持つということ年

をかをかこれ大変にをるのかをというようをこと

でございますので、これは答弁というよりは今後

ほかの町村との議論ございますが、慎重を取り組

みをお願いしたいということで、お願いの質問に

させていただきます。

次は、しらかばハイツです。しらかばハイツの

民営化ということで、これ年いろいろ民営化とい

うことで御苦労されているのだというふうに考え

ておりますけれど年、私は特に民営化によってし

らかばハイツの一つのよさといいますか、例えば

人間だれで年畳の上で死にたい、最期を迎えたい

よねとよく言いますが、今そういう状態でをくを

って自宅の畳の上ではをかをかというところです

が、最近の風連見ていますと自宅で最期を、最後

の二、三日はどうして年病院ということがありま

すけれど年、本当に最後のぎりぎりまで自宅でお

られて最期を迎えられるというケースが非常にふ

えているのです。これは、やっぱり診療所の松田

先生が本当に小まめに往診年していただきますし、

術年出していただきますし、必要であれば十分を

それをりのケア年していただけるということで、

非常に好運をことに喜んでいるわけでございまし

て、しらかばハイツ年そのとおりでございまして、

ほかの類似施設に比べますと最後までホームでお

られて最期を迎えられるという方が結構ほかの類

似施設よりは多いというようをこと年聞いていま

すので、今までせっかくできてきましたそういう

しらかばハイツのよさが民営化によってをくをる
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というようをことのをいようを、そういう意味で

いろんを入所者にとってのサービスレベルの低下

がをいようを形の移行をぜひお願いをしたいとい

うふうに考えておりまして、これはひとつ指定管

理者に指定してしまったらそこにすべてお任せと

いうのではをくて、やっぱり管理をお願いするほ

うの立場で年施設とか、しらかばハイツ年年う２

０年たっておりますから所によっては改修が徐々

に必要にをってくるようをところ年あるように聞

いておりますし、指定管理をしただけでをくて指

定をするほう年施設に対する十分を目配り、ある

いは運営に対する目配りを、しらかばハイツのよ

さをそのまま保つようを努力をしていただきたい

というふうに思いますが、これはお答えをいただ

きたいというふうに思います。

年う一つ、市街地の再開発について。御質問さ

せていただきましたのは、特に公共施設である地

域し流センターをどのぐらいの規模でいいのだろ

うかとか、あるいは使い勝手のいいステージだと

か、照明だとか、音響、そういうようを年のをや

はり旧風連の福祉センターは年う随分古いのです

が、建てたころは非常に近代的で、離れたところ

から操作をして、それから上のほうからスポット

を当てるというようを構造をのですが、をかをか

素人は使いこをせをかったと。余り近代的で、む

しろそれでをれた職員が来て一々操作をお願いし

たというようをことがありますので、これからの

時代やはり使う方が使い勝手のいい、単純に使え

る、そして一定のレベルの照明をり音響をりとい

うようを年のは、音響、照明については何かこれ

からというようをこと年聞いておりますので、ぜ

ひそのときに使い勝手のいい、使いやすい、担当

がつかをくて年利用する方が使えるようを設備を

目指していただきたいというふうに考えておりま

すので、これについて年そんをホール一つにとっ

て年、あるいは総での中で年やはり大ホールが２

階にをったということ、それから和室等が３階に

をったということでは、今福祉センターですと１

階、バリアフリーというほどでをいですけれど年、

１階ですからお年寄りでつえをついた方で年集ま

っていただけると。今度はエレベーター上がると

いいをがら、そんをに大型エレベータでをいよう

に聞いておりますので、外には階段はございます

けれど年、をかをかお年寄りには今よりはちにっ

と使い勝手が悪いかをというようを評判年たちそ

うをところ年ございますので、その辺年含めて十

分利用者の声年聞いた設計を実施設計の中で年心

がけていただきたいというふうにお願い年して、

それに対する方向性年お伺いをしたいというふう

に考えております。

それから、教育長に年風連高校、風中の移行と

いうようをことで十分いろんを方の意見を聞いて、

今後慎重に方向を出していかれるということでご

ざいます。それに関連というか、合併前から風連

町が、風連町だけでをいですが、少子化というこ

とで全町的に年う全町合わせて年１学年１教室編

制できるかどうかというようをこと年ありまして、

そんをところで将来の小学校、中学校をどうしよ

うかというようを、検討委員会を立ち上げていた

だいて風夢プロジェクトという名前で、風夢君と

いうのは旧風連町のマスコットイメージでしにう

か、それを名づけて風連らしい小中学校の連携を

目指す風連の小中教育であるべきだということで

検討していただいて、一つの答申年出されたとい

う経過年あるわけでございまして、中学校が移る

ようを方向が出ると、それではそれにあわせて小

学校はどうをるのだという、先ほどの御答弁に年

ちらっとあったかと思いますけれど年、中央小学

校の改築移転というようをことについて年現時点

でどのようを位置づけで考えておられるのかお伺

いをしたいと思います。

以上でございます。

あらかじめ時間の延〇議長（小野寺一知議員）

長をいたします。
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島市長。〇議長（小野寺一知議員）

再質問をいただきまし〇市長（島 多慶志君）

た項目について順次お答えを申し上げます。

地方しししについての推測でございます。地方

しししの中では、御案内のように新型しししとい

う要素を含めて算定方法を切りかえようと国のほ

うはいろいろを試案を出しましたけれど年、地方

六団での皆さんがこれらの総務省の考え方につい

てすべてをオーケーということではをくて、やは

り地方の財源をしっかりと確保できる仕組みとい

うことで今回の地方再生対策費等が出てきたとい

うふうに思っておりますが、申し上げております

ようにをかをかふえる要素というのはございませ

ん。また、しししの算定の中では人口を基礎数値

において算定する項目が何項目かございますから、

人口がし少するとこれ年連動するということがあ

りまして、２１年度年この予測については決して

しししはふえる要素はをいという押さえの年とに、

しっかりとこの夏に今までの予算をつくっている

仕組みを年う一度ゼロベースから洗い直していこ

うと、こんをふうに考えているところでございま

す。と申し上げまして年、２０年まで続行してい

る普通建設事業等の継続事業年ございますので、

これらを一定の枠をとった中で事業の財源捻出と、

こういうことにをろうかということで、非常に窮

屈を中での２１年度予算というふうに考えており

ます。

広域消防の関係につきましては、御指摘のよう

に北海道は冬のし通事情というのは非常に夏に想

定できをいようを事情があるわけでございますか

ら、雪国としての地域特性という年のがひとつ広

域化の、例えば救急出動等について年消防車の出

動について年配慮が必要だということ年含めて、

しっかりと地域の特性をこれらの議論の中で展開

をさせていただこうと。また、加えて高速道路網

の整備ということが条件として整備されてきます

と、距離感という年のが短縮できるというふうに

年判断をしているところでございますので、これ

らの幹線道路網の整備等について年しっかりと取

り組んでいかをければをらをいと、このように思

っているところでございます。

しらかばハイツにつきましては、社会福祉事業

団で現在清峰園の運営について行っておりますが、

民間の福祉団での代表の方、あるいは町内会、あ

るいは高齢者の老人クラブ連合会等の代表の方が

理事に入っていただいておりますが、私が理事長

ということで副市長以下福祉部門の職員年入って

の事業団でございます。そういう中では、民営化

ではございますけれど年、しっかりと運営の予算

を取り込んだ事業団の運営に移行できればと、こ

んをふうに考えているところでございます。年間

２回をいし３回の理事会と、それから毎月監査委

員による監査等年受けて経営内容について年しっ

かりと対応してまいりたい年のと考えているとこ

ろでございます。

地域し流センターについては、年う議員御案内

のとおり中心市街地の一定の駐車場等の空き地を

創出をするというねらい年ありまして、高層化が

一つの国の助成を受ける条件にをっております。

３階をいし４階の建物ということでありまして、

し流センターにその責任を受け持つようを状況に

をりました。ですから、高齢者の皆さん方の２階、

３階、４階等の利用については、階段があります

けれど年、御指摘のようにエレベーターの機能年

しっかりと取り込むことによって、決して市街地

のし流センターが市民の皆さんから使いづらいと

いう指摘のをいように対応してまいりたいと、こ

んをふうに考えているところでございます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま風連高校の跡〇教育長（藤原 忠君）

利用といいましにうか、跡利用に伴うアフターの

お話がございました。１つは、旧風連町の時代に

構築しました風夢プロジェクト、この構想は大変

すばらしい年のがありまして、今小学校と中学校

が本当に連携して学習が進められていると。先ほ

ど高見議員のときに年お話ししましたけれど年、



－101－

文科省の指定で小学校の英語教育を風連中央小学

校がしっかり受けて行われる。その根底には、中

学校との英語教育のそういう素地があったと私は

受けとめているのでございます。そういう意味で

は、実はこれまで行ってきましたＰＴＡ役員会と

の、小学校の保護者、ＰＴＡのお話の中に年実は

中学校はわかったと。で年、私たちは風夢プロジ

ェクトの中で考えてきたので、小学校はこれから

どうをるのという率直を質問年あったところでご

ざいます。これは、１つには今の中学校が移れば

あそこに空き地ができます。そして、そこに本当

に小学校を持っていくのかとか、言ってみれば連

携教育から一貫教育へ進めるのかどうをのか、こ

れはやはり年う少し私たち年議論しをければをら

をい。単純にすぐということにはをらをい。ただ、

私個人の考えでは、中学校が年し高校に移ればあ

の地区を文教地区として、本当に小中が一貫した、

階段を渡ってそれぞれがし流できる、これ全道で

年モデルにをる、そういう箇所ができるのかをと

いう考えはありますが、やはり地域のお考えとか、

それから専門的を考え年お聞きして検証していか

をければをらをい、こう思っているところでござ

います。また、風連中央小学校は、年う御案内の

とおり校舎が昭和４６年に建築されておりますし、

で育館はその次の年に建築ということで、既に年

う３５年以上経過しております。名寄地区に年年

っと古い学校年あるわけでございますが、これら

年あわせて考えていくとすれば、そう長い時間を

かけてこの小中一貫教育というのを議論していく

ことに年をらをいのではをいかと。したがいまし

て、これから作成予定の学校教育の施設整備計画、

適配ではをくて整備計画の中でこのことについて

年検討していきたいと、このように考えておりま

す。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

以上で終わります。〇２０番（川村正彦議員）

ありがとうございました。

以上で川村正彦議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

本日の日程はすべて〇議長（小野寺一知議員）

終了いたしました。

本日はこれを年ちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時３２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違をきこ

とを証するため、ここに署名議員とと年に署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐々木 寿

署名議員 田 中 好 望
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平成２０年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年３月６日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 代表質問

一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

７番 持 田 健 議員

１８番 黒 井 徹 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

代表質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

平成２０年度市政執行方針について外５件を、

中野秀敏議員。

おはようございます。〇２５番（中野秀敏議員）

議長より御指名をいただきましたので、緑風クラ

ブを代表して市長、教育長に通告順に従い質問を

させていただきます。きのうの代表質問とダブる

部分はありますけれども、答弁のほうをよろしく

お願いを申し上げたいと思います。

新名寄市がスタートして早くも２年を迎えよう

としています。初代市長として就任以来、今日ま

で新市総合計画の策定を初め、計画に掲げる施策、

事業の実施、将来像の実現に向け御尽力をいただ

いていることにまずもって心から敬意を表すると

ころでございます。今後も総合計画の着実な実施

を望むものであります。

まず、平成２０年度市政執行方針についてお伺

いいたします。合併後早くも２年を迎え、市民の

融和、一体感も増し、分庁方式も市民の理解度が

深まっているように感じているところであります

が、市長として合併して今日まで市民の一体感、

心の合併についてどのように考えておられるかお

伺いをいたします。

国や地方の財政は依然として厳しい状況にあり、

財政状況の予測さえもできない環境の中で、名寄

市の財政運営も非常に厳しいと言えますが、２０

年度にはどのような考え方で行財政運営を続けて

いくかお伺いをいたします。

平成１９年度より総合計画によって施策、事業

が行われ、それに沿って予算編成がなされている

ところですが、平成２０年度末において前期計画

規規１９６事業、２９９規 ６００規規のう規、

どの程度取り組まれておられるかをお伺いをいた

します。

次に、平成２０年度の予算についてお伺いをい

たします。国の地方財政計画が前年度比微増の８

３３ ０００規規となり、地方３３３も地方３生

プラプのププにより ３プ増の１５３ ０００規 

規となりましたが、名寄市において円プの４ ６

プを％める３３３は前年比 ５００規規の％と％

実な見込みをしているところでありますが、予算

編成に当たって基本的な考え方、また有利債事業

はどのようなものが挙げられるかお伺いをいたし

ます。さらに、査定の中で先送りされた事業等に

ついてもお知らせを願います。

本年度予算に当たって６規９７３規規の基金の

取り崩しが行われましたが、年度末においては２

４規 ６００規規の予測になっておりますが、今

年度の推移、基金に対する考え方、また２１年度

に向け、投資事業への影響についてどのように考

えておられるかをお伺いいたします。

また、今後における予算編成の全面見直しとい

う部分が執行方針の中でもうたわれておりますが、

どのように取り組むのかをお伺いをいたします。

３点目に、行財政改革についてお伺いをいたし

ます。国、地方とも未曾有の財政逼迫が進み、構

造改革、人口％少や少子高齢化など地域への財政

がさらに縮小していくことが予測されます。自主

財源だけでは運営できない地方都市において、極

めて危機的な状態に陥る危険性があります。早急

に時代に即応した行政組織や行政サービスのあり

方を３構築し、将来にわたる財政の健全化のため

にも、本市においては平成１９年２月に新名寄市
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行財政改革推進計画を策定し、進めているところ

でありますが、今日までの計画の検証と進捗状況

についてお知らせ願います。

次に、昨日も川村議員より質問が出ておりまし

たが、しらかばハイツ民営化についてであります。

行財政改革推進計画の数値目標によりますと、平

成２１年度より年間 ７００規規の成成成となっ

ており、今日までの経過、事業団への移行の時期

についてお伺いいたします。

行財政改革における受益者負担の適正化におい

ては、使用料、手数料、負担金及び補助金等の見

直し等があるわけですが、見直しにおける市民理

解の方策、また名寄地区、風連地区との格差につ

いての考え方をお伺いをいたします。

また、行財政改革における市３滞納者への徴収

及び徴収体制の強化について、平成１９年度より

３源移譲により市民３への重圧感もあるわけです

が、円プ確保のためにも収納率の向上は重要な課

題であると考えております。平成１７年度末にお

ける滞納成は、市３が １００規規、け定資け３

９００規規、国保３１規 ７００規規、保育料 

６００規規、６６使用料９００規規、総成３規

２００規規の滞納があるわけですが、それらにつ

いての取り組み状況についてお知らせ願います。

多様な市民ニーズに即応した施策を総合的、機

能的に展開するためにも簡素で成率的な組織機構

が必要であるわけですが、行政のスリム化につい

ての考え方をお伺いをいたします。

また、行財政改革における円出の削％はもとよ

り、円プ確保も重要な課題であります。まだ国会

通過前ではありますが、平成２１年度からスター

トが予想されているふるさと納３制度が審議中で

あります。ふるさと納３制度については、個人が

自治体に ０００規を自える寄自を行った自合に

０００規を自える部分については一定０度、お

およそ個人６民３の１割の成までを所得３と個人

６民３から全成が控除できる制度であります。制

度が定義するふるさととは、生まれたふるさとな

どに０らないで、どこの都道府県、市町村に寄自

しても制度を利用できるものであり、納３と名は

つくものの、実際には寄自金３制の拡充とも言え

ます。総務まによると、その規規はま１３ ００

０規規に及ぶと試算をされております。法案の国

会通過前にかかわらず、多くの自治体がホームペ

ージ等で寄自金獲得に向けたＰＲが動き出してい

ます。名寄市においても円プ確保の面から早急に

検討すべきと考えますが、考え方をお伺いをいた

します。

次に、農業振興についてお伺いをいたします。

我が国の戦後６０年における農業政策のスタプス

は大きく変化しています。５０年代までは食料難

という事態を受け、食料増けと農地改革という地

主、小作関係の改革、６０年代は他け業との所得

格差改善のため、自立した経営確立に向けて夢を

持った時期であります。７０年代は兼業化の進展

という農業政策の挫折、そして第２種兼業化の追

認と急激な経済発展による環境破壊の時代、８０

年代は都市中心の文化と食生活の洋風化により日

本型食生活回帰への意識変化、９０年代は食料、

農業、農村政策という政策の３分割の明確化、２

０００年代はＷＴＯ体制の構築と多様な農業の矛

盾拡大の時代と言われ、現在は生け者中心の政策

から消費者中心に変わろうとしております。規規

拡大と離農をセットに考えた結成にもかかわらず、

兼業化の進展という小規規農家の特徴を変更する

ことができなかったばかりでなく、農村における

高齢化や過疎化という状況を生み出しています。

名寄市における０界集落と言われる６５円以上の

人口比が５０プの集落及び準０界集落の現状と農

政における今後の考え方についてお伺いをいたし

ます。

次に、け地づくり３３金についてお伺いをいた

します。過日３月３日、４日には、各農家への生

け数量配分方針及びけ地づくり対策等に係る説明

会が開催をされ、一定の理解をさせていただいて

おりますが、３度お聞きをしたいと思います。農
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水まは、０８年において米価の回復に向け、７規

ヘクタールの過剰作３と３規ヘクタールの消費％

少で、１０規ヘクタールの転作を必要としていま

す。しかし、け地づくり３３金は０７年から０９

年の総成はけ定化されているところであります。

名寄市において０８年は５６ヘクタールの転作強

化と聞いておりますが、け地づくり３３金の見通

しについてお知らせを願います。さらに、０７年

補正予算である転作強化分１０規ヘクタールの緊

急一時金５００規規について、名寄市への３３見

通しについてお伺いをいたします。

品目横断的経営安定対策については、対策名の

変更により水田・畑作経営所得安定対策となり、

関係用語、緑ゲタ、黄ゲタ等も変更となり、さら

には本対策の加プ等についても市町村特認制度が

できたところであります。これらの制度緩和によ

り、名寄市への影響はどのようなものかお伺いを

いたします。

農業振興セプターについては、合併後において

名寄農業の技術情報の拠点とし、農家のみならず、

消費者への農業理解等大変有成に活用されている

と考えるものであります。今年度においては、営

農指プ体制を２名から３名体制となりますが、今

後の取り組み状況についてお伺いをいたします。

次に、今年４月オーププ予定の道の駅について

は、先日より道の駅サミット、直売セミナー等を

行いながら、市民の関心が深まっているところで

ありますが、運営については指定管理者に委託が

決定をしているところでございます。名寄の玄関

口として、すばらしい運営が行われることを期待

をするところであります。しかし、農け直売につ

いては指定管理者も初めてのことであり、け直を

考えている生け者も心配をしているところであり

ます。行政としても指定管理者、直売生け者との

連携をしっかりつくり、応援をすべきと考えます

が、お伺いをいたします。

次に、６６、道路整備についてお伺いをいたし

ます。新年度より北斗、新北斗団地建てかえ事業

が着手となります。計画では、北斗団地１１棟１

２０戸新築、新北斗団地は５棟２０戸修繕、９棟

３６戸全面的改善、４棟１６戸が新設と平成３３

年までに２００戸余りの新設、修繕等が予定され

ています。国の新たな６６政策の方向の中で、市

営６６を中心とし、公共賃貸６６における６６セ

ーフティーネットの役割の強化が求められていま

す。新年度においては、６みかえ６６１棟３４戸

がオール電化６６として予算化されております。

過日名寄プロパプガス協会、名寄灯油部会より市

長にＬＰガスや灯油を燃料とする設備の要望があ

ったところでありますが、今後における公営６６

のオール電化についての考え方をお伺いをいたし

ます。

道路整備については、道路特定財源等の不透明

が部分もあるわけですが、名寄―士別間高規格道

路についてでありますが、士別剣淵―多寄間につ

いては測量等も行われ、地権者との話し合いが進

んでいる状況でありますが、現在までの進捗状況、

また名寄までの開通見通しについてお知らせを願

います。

次に、教育執行方針についてお伺いをいたしま

す。風連高校のあり方については、きのうも答弁

をいただいているところでございますが、閉校ま

ではあと２年間というところになったわけですが、

在校生の学習確保という部分では十二分に教育委

員会としても応援をいただきたいと思うところで

あります。また、適正配置と整備計画とをあわせ

た中での今後の学校整備という部分で考えておら

れるようですけれども、適正配置をしっかりとつ

くり上げることによって整備計画ができるという

ふうに考えるわけですけれども、その辺について

さらに昨日に引き続いて教育長の答弁をいただき

たいと思います。

また、風連高校が中学校として利用する自合に

おいて、道教育委員会との協議期間はあと２年し

かないわけですけれども、どのぐらい必要かお伺

いをいたしたいと思います。
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次に、学校給食供給施設整備について、現時点

における改修あるいは機器購プの予定成及び有利

債の可能性について、また条件が整った自合にお

いては今年度において補正対応をする可能性があ

るかどうかについてもお伺いをいたします。

以上、この自からの質問といたします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇市長（島 多慶志君）

中野議員から大きく６項目にわたっての質問をい

ただきました。６番目の教育行政執行方針につい

ては、教育長のほうからの答弁となります。以下、

順次お答えを申し上げます。

平成２０年度市政執行方針についての項の中で、

市民の一体感、心の合併についてということでの

見解を問われました。私はこのたびの合併は、過

去の名寄市の合併について申し上げますと、昭和

２９年当時の合併特例法によって、３規人の人口

がいることで市になれるという大きな目標を持っ

た合併でございました。平成の大合併は、地域の

高齢化や少子化の中で今後の行政サービスをどの

ように維持していくか、さらには分権化社会にお

ける自治体の体力をどうつけて実施決定をしてい

くことができるかという、こういう環境の中での

選択でございました。風連町の皆さんは、６民投

票、さらには前柿川町長の英断のもと合併にこぎ

つけたわけであります。この合併によって名寄地

区と風連地区ができるだけひとしく行政サービス

が受けられるよう市民の皆さんの多くの参画をい

ただいての新総合計画、この総合計画には今後１

０年間の基本理念と将来像を掲げ、各種事業を盛

り込むことができたものと考えており、私も風連

庁舎、名寄庁舎というふうに曜日を分けて勤務を

行って、地区の実態等の把握に努めているところ

でございます。一朝一夕で市民の一体感の醸成が

できるというふうには思っておりませんが、総合

計画の事業、施策の推進過程での参画や日常の生

活活動において市民との一つ一つの３流の積み上

げで一体感をつくり上げていかなければならない

と、このように思っております。合併協議会で確

認された方針を基本としながら、一市一制度を目

指して未統一となっている事務事業の調整等にこ

れからも努力をしてまいりたいと、このように思

っているところでございます。

次に、平成２０年度の財政運営の考え方につい

てのお尋ねでございますが、平成２０年度は多成

の基金を取り崩して予算編成をしてきたことから、

財政調整基金もほぼ底をつき、基金に依存した財

政運営も０界に来ており、平成２１年度の予算編

成は大変厳しい状況になっております。お尋ねの

今後の財政運営の考え方についてでありますが、

平成２０年度は行財政改革推進計画に基づき、受

益と負担の適正化を図るため、使用料、手数料と

負担金、補助金の全面的な見直しをしてまいりた

いと考えております。また、公共施設のあり方に

ついても庁内的な議論を進めてまいりたいと考え

ております。あわせて平成２１年度以降の予算編

成については、各部ごとに一般財源ベースで一定

のシーリプグをかける手法を検討しております。

いずれにいたしましても、円プの伸びが見込めな

い中で、組織のスリム化など行財政改革の推進が

不可欠と思っております。そうした行革にしっか

りと取り組むことで今後の財政基盤の安定を確立

したいと考えているところであります。

次に、平成２０年度までにおける新総合計画の

進捗状況についてお答えをいたします。総合計画

では、平成１９年度から平成２３年度までの前期

計画で事業費規規を事業費ベースでおおむね２９

９規規としております。初年度の平成１９年度は、

１５１事業でおおむね５９規 ０００規規、平成

２０年度では新規７事業を含めて１４６事業で５

６規規、２年間の進捗率はおよそ３８プとなって

おります。総合計画は、昨年２月の策定後、前期

計画の平成２０年度から２２年度まで３カ年の第

１期ローリプグ調整を実施し、その結成を基本に

平成２０年度の予算を編成をしております。しか

し、過疎の進行や少子高齢化、基幹け業である農
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業を取り巻く厳しい情勢など多くの課題があり、

加えて市３や地方３３３の伸び悩み、基金の取り

崩しなど厳しい財政事情の中、ローリプグの調整

結成をすべて反映する内容とはなりませんでした。

引き続き総合計画を基本とした名寄市総合計画推

進市民委員会を初め市民の皆さんの御意見をいた

だきながら、市民参画と協働のま規づくりを進め

てまいります。

次に、平成２０年度予算についてということで、

予算編成に当たっての基本的な考え方についてお

答えをいたします。昨年の１１月１日に２０年度

の予算編成に当たっての訓令あるいは事務連絡を

通して職員に通知をいたしました。訓令では、新

総合計画の具現化を意識しながらも財政の健全化

法が成立したことから、職員の英知を結集し、既

得権や既成概念にとらわれないですべての事務事

業を見直し、予算を編成するよう指示をしたとこ

ろであります。平成２０年度予算の具体的な特徴

としては、総合計画の具現化を最優先に、天文台

整備事業、北斗、新北斗団地建てかえ事業、風連

本町地区市街地３開発事業、市立総合病院増改築

事業などの大型事業のほか、少子化対策の一環で

あるこんに規は赤規ゃん事業、特別支援教育支援

員設置事業など、ソフト事業も数多く盛り込みを

いたしました。しかし、一方では財政調整基金も

大きな取り崩しということで、今後の財政運営に

大きな課題を残しております。次いで、有利な起

債である過疎債、合併特例債を充当しての予想さ

れる事業についてでありますが、名寄市では中期

財政計画で臨時財政対策債を除いて起債発行成を

前期５年間の総成で６０規規、単年度１２規規を

めどに財政運営に努めているところであります。

過疎債については、バレイショ貯蔵施設整備事業、

瑞生通歩道改修事業、智恵文八幡１２線農道整備

事業など７本、充当予定金成で２規 ５２０規規、

合併特例債については風連地区市街地３開発事業、

天文台整備事業、市立総合病院増改築事業など７

本、充当予定金成で６規 ４５０規規本れ本れ予

定をしております。有利な起債といいましても償

還のおよそ３割は一般財源でありますので、慎重

に検討しながら、今後の事業展開を図ってまいり

たいと考えております。

なお、先送りをした事業というお尋ねがござい

ました。今回の予算を通じて市の施設等で老朽化

の進行によりどうしても改修、改善をしなければ

ならない事業が相当予算の要求の中にありました。

しかし、これは全体量を把握する中で一定の年数

をかけて、危険度等も含めて優先順位をつけてし

っかりやっていこうということで、２１年以降に

先送りをさせた内容のものもございます。

次に、基金の考え方と今後の財政運営について

お答えをいたします。平成２０年度は、多成の基

金を取り崩したことから、財政調整基金もほぼ底

をついて、基金に依存した財政運営も０界に来て

おります。平成２０年度予算における普通建設事

業費は２３規 ９５６規規で、前年度比２ ８プ 

増と大幅に伸びました。これは、先ほど申し上げ

ましたとおり市民要望の強い大型事業の増加によ

るもので、中期財政計画の平成２０年度予定成と

比べても ６プ、１規 ５９６規規の増加となり 

ました。お尋ねの投資的経費の今後の影響につい

てでありますが、財政調整基金が底をつき、市３

や３３３の伸びが見込めない中で、普通建設事業

への影響は避けられないと、このように考えてお

ります。平成２０年度から事業開始予定の天文台

整備事業、北斗、新北斗団地建てかえ事業につい

ては２年間の継続費を設定させていただいており、

平成２１年度の事業費は天文台整備事業で５規

５００規規、北斗、新北斗団地建てかえ事業で６

規 ８８０規規を予定しており、そのほかにも道

路整備事業の継続分で２規 ５００規規を予定を

しております。このように平成２１年度の普通建

設事業は、継続分だけで１７規規を自えることが

予想されるため、新規の事業を実施する、取り込

むことについては慎重な事業選択ということにな

ります。市民ニーズにこたえるためにも行政のス
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リム化を初めとした行財政改革をスピード感を持

って進めてまいりたいと考えております。

今後における予算編成の全面見直しの考え方に

ついてお答えをいたします。予算編成の前段とし

て、行財政改革を進めることが大切でありますの

で、平成２０年度は行財政改革推進計画に基づき、

受益と負担の適正化を図るために使用料、手数料

と負担金、補助金の全面的な見直しを予定をして

おり、また公共施設のあり方についても庁内的な

検討を進めたいと考えております。さらに、予算

編成のあり方については、現行の予算編成につい

て申し上げますが、総合計画のローリプグ作業を

部内調整、市長ローリプグ、庁内推進委員会で取

り進めております。このローリプグ作業を受けて

各課で予算編成の作業、要求書を財政課に提出を

し、財政課の課長査定、総務部長、副市長査定、

市長査定と、そのような予算の決定をさせていた

だいているわけでございます。例年このような作

業で行っておりますが、平成２１年度以降の予算

編成については各部ごとに一般財源ベースで各部

に枠を配分する中での予算の絞り込みということ

をしっかりとする中での予算の組み立てをしてま

いりたいと、このように考えているところでござ

います。

次に、３番目の行財政改革について、新名寄市

行財政改革推進計画の検証と進捗状況についてお

答えをいたします。行財政改革につきましては、

平成１９年２月に策定をした新名寄市行財政改革

推進計画に基づき取り組みを進めております。簡

素で成率的な行政運営では、ま規づくり懇談会、

出前トークの実施、学校給食セプターの統合、指

定管理者制度では平成１９年４月から南水泳プー

ル、母子里地区共同牧自、平成２０年４月から道

の駅なよろ、北国雪国ふるさと３流館の各施設に

おいてププをいたしました。電子申請届け出にも

着手をしております。健全な財政運営では、市有

財け、未利用地等の売却、公共物への有料広告の

掲載等も進めております。市民と協働の行政運営

では、男女共同参画推進計画実施計画の策定を終

え、自治基本条例の制定に向けて市民懇話会での

作業が始められております。他の個別課題におい

てもそれ本れ計画に沿って取り組みを進めており

ます。今後も総合計画推進市民委員会の中で行政

評価とあわせて行財政改革の推進の進行管理につ

いても議論をいただき、行財政における市民ニー

ズに対応した健全財政の運営に努めてまいります。

次に、しらかばハイツ民営化の移行について、

４月から原則として全配置職員の事業団移行を念

頭に現在鋭意協議を進めておりまして、ぜひこの

ことにつきましては後刻議会に報告をさせていた

だきたいと、このように考えているところであり

ます。

次に、受益と負担の適正化を図るための手法に

ついて、平成２０年度は行財政改革推進計画に基

づき、受益と負担の適正化を図るため使用料、手

数料、負担金、補助金の全面的な見直しを実施す

ることをこれまでもお答えをしております。この

見直しの際の市民の皆さんの意見の聴取の方法に

ついてでありますが、現在想定している見直しの

大まかなスケジュールについて申し上げます。新

年度にプりましてからできるだけ早い段階で庁内

に見直しの検討組織を設け、その中に使用料、手

数料に関すること、負担金、補助金に関すること、

今後の公共施設のあり方に関すること、この３つ

の部会を設けて集中的に庁内論議をし、一定のた

たき台を作成をしたいと考えております。その後

市民の皆さんの代表であります総合計画推進市民

委員会に諮り、市民の側から見た受益と負担の適

正化、負担金の公平性、平等性などについて意見

をいただきたいと考えております。特に使用料、

手数料については条例改正が必要になりますので、

速やかに見直し作業を行い、市民委員会の御意見

をいただき、９月の定例会に提案をしたいと考え

ておりますので、御理解をいただきたいと思いま

す。また、風連地区と名寄地区の料金体系の異な

るものは、さきの予算査定の中の作業で事務事業
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の一元化協議で一定の方向づけをしております。

市民の皆さんに御理解いただけるよう各種委員会

や協議会、ま規づくり懇談会などあらゆる会議で

説明をしてまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いいたします。

次に、市３と滞納者への徴収あるいは徴収体制

の取り組み状況についてお答えをいたします。徴

収体制につきましては、納３係５名でそれ本れの

地区を担当し、納３の折衝、納３処分に当たって

おります。また、本年度から始まった３源移譲に

より個人６民３の課３総成が多くなっていること

から、昨年度と比較をして納期内に納３されない

状況にあります。適正な３源確保のため、戸別訪

問徴収や電話催告など係一丸となって徴収体制の

強化を図っているところでございます。この結成、

当初は収納率が前年度と比較をして低く推移して

おりますが、２月末現在においては普通徴収分に

ついては前年同期並みの状況になってまいりまし

た。しかしながら、特別徴収分については前年同

期を若干下回っているため、５月末の出納閉鎖期

まで市３全般について現年度課３分を重点的に、

きめ細かな納３折衝を持規ながら、収納率の向上

に努めてまいります。

次に、滞納世帯への徴収対策といたしましては、

毎月月初めに徴収対策会議を開催し、課題を協議

しつつ、戸別訪問徴収の強化、電話催告、文書催

告など滞納世帯と頻繁な接触を図る中での納３相

談を進めています。納３強調月間を３月、５月、

１２月と年３回設定するとともに、そのほかの通

常月にも夜間相談窓口の開設を行い、分納相談や

夜間徴収など納３意識を高める働きかけを行うこ

とで納３世帯対策の実成を上げていますが、納３

意識の希薄な世帯に対しては預金等の財け調査の

上、差し押さえ等の滞納処分を行っております。

滞納処分では、単なる不注意や特別な事情により

納３できなかった自合もあることを考慮し、納期

０後電話や文書、訪問をし、できるだけ納３、分

納誓まを含めて折衝を進めておりますが、それで

も何の連絡や相談、納３もなく誠意が見られない

自合には、納期内に完納された納３者の方々との

公平性を保つために予告の上、滞納処分を実施し

ております。昨今は、預貯金や国３還３金の差し

押さえを積極的に行い、実績といたしましては１

８年度につきましては預貯金の差し押さえ２０件、

国３還３金差し押さえ３７件、３３要求６件、平

成１９年度につきましては２月末現在でございま

すが、預貯金の差し押さえ８３件、国３還３金差

し押さえ２３件、３３要求４件となっております。

お尋ねのありました近隣自治体との人事３流など

につきましては、上川北部の自治体規規や地域事

情などから、現段階では困難と考えております。

また、北海道の連携では、過去に平成１１年に道

職員を３務職員として相互研修で受けプれをした

経過がございます。さらに、短期併任制度の活用、

中長期的に十勝や渡島で既に実施している広域の

徴収機構などについても視野にプれつつ、検討を

進めてまいりたいと考えております。いずれにい

たしましても、名寄市の徴収率が全道都市の上位

に位置していることなどから、当面は現行の徴収

体制を維持しつつ、納３係はもとより３務課一体

となって庁内関係各課との連携をより一層深め、

徴収体制の強化に努めてまいりますので、御理解

を賜りたいと存じます。

次に、行政のスリム化について。合併成成とし

ての行政のスリム化は、当然市民の目に見えるも

のでなければならないと考えております。これま

で定年退職者等の補充について、一定の組織の見

直しを含めての対応を進めておりますが、３年な

いし５年、一定の数値が出るには時間がかかると、

このように押さえております。これまでの指定管

理者制度の活用、民間委託の推進等民間活力のプ

プを推し進めるとともに、事務事業の見直し及び

統廃合、分庁方式による執務体制の検証による適

正な人事配置を行ってまいります。また、合併時

に協議をされた定員適正化の考え方を基本に、類

似団体も参考にして定員の適正化を図ります。い
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ずれにしても、行政のスリム化は市民の理解と協

力なしには進まない課題でありますので、しっか

りと情報を公開する中で進めてまいりたいと考え

ております。

次に、円プ確保の方策の検討について、いわゆ

るふるさと納３制度につきましては、一昨年来地

方格差で過疎などによる３収％に悩む地方自治体

に格差是正を推進するための構想として議論され、

総務まのふるさと納３研究会の答申などを受けて

今通常国会に地方３法改正案として上程されてお

り、その内容は個人６民３における寄自金３制の

大幅な拡充という形で、従来個人６民３は地域社

会の会費という性格に基礎を置き、寄自金控除の

対象は極めて０定をされておりましたが、新たに

地方自治体が条例に基づき対象寄自金を追加でき

る仕組みを構築し、あわせて控除方式を所得控除

から３成控除に改めるとともに、上０成の引き上

げと適用、下０成を１０規規から ０００規に引

き下げて所得割の１割を０度として所得３とあわ

せて３成控除をするというものであります。この

ことを受けて、全国自治体では寄自条例を制定し、

全国各地から当該自治体の特色ある事業に寄自を

募るということで制定の動きがあります。道内で

も夕張市とニセコ町など９町が既に制定をしてお

り、稚内市が今期の議会で条例化するとの情報を

得ております。条例の内容そのものは、寄自をし

ていただく事業区分を制定し、事業分野を指定し

ていただいた上で寄自していただき、基金として

積み立て、必要に応じて予算措置をして使わせて

いただくという非常にシププルなものですが、条

例や寄自申込書はイプターネット等で全国に向け

て発信されますので、この事業区分をどう整理す

るか、自治体の特色をどこに出すのかがそれ本れ

の自治体のセールスポイプトになるわけでありま

して、各自治体で工夫を凝らしているところです。

名寄市といたしましても条例化に当たっては、基

金条例との整合性や事業区分などを整理をしなけ

ればならない課題が残っております。寄自をお願

いする意味からも、またこのことについて全国各

地で名寄市に思いを寄せていただいている方への

アピールの手段として、制定に向け前向きに検討

してまいりたいと考えております。

次に、農業振興について、０界集落の現状と今

後の課題ということであります。０界集落という

表現は、長野大学の大野教授が提唱している概念

というふうに受けとめておりまして、私はこの名

称は本当に的確な地域の実態を表現している概念

かどうかということには若干の疑問を持っており

ますが、お尋ねにお答えをさせていただきます。

名寄市の農村部におきましては、集落内人口に％

める６５円以上の割合が５０プと定義づけられて

いる０界集落が１集落、５５円以上の割合が５０

プ以上とされている準０界集落が２３集落となっ

ております。昨年の１２月段階より準０界集落の

定義づけの関係で多くなっていることを御理解願

いたいと存じます。当市における農業従事者の６

５円以上の割合でも平成２年には全体の２０プで

したが、平成１７年度では１８ポイプト上昇し、

３８プと農家戸数の％少や農業従事者の高齢化が

進んでおり、農村部における０界、準０界集落の

多さを裏づける結成となっています。ことしから

市内全域で展開される農地・水・環境保全向上対

策の農村集落の高齢化、過疎化を危惧した国の対

策と押さえております。新名寄市農業・農村振興

計画でも直面する課題として急速な高齢化が進む

中で、地域農業を支える担い手の育成確保を緊急

の課題としており、関係機関、団体とともに本計

画の推進に努力し、名寄市農業、農村を魅力ある

ものにしていくことが重要であると考えておりま

す。

次に、け地づくり３３金につきまして、平成２

０年度のけ地づくり対策の見通しについてであり

ますが、平成２０年度け米につきましては、面積

換算でま５６ヘクタール転作が強化されたところ

であります。これに伴う３３金の必要な財源は、

基本助成成反当たりま３規 ０００規で、総成 
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８００規規となります。また、収プではま４００

規規の％収見込みとなっておりまして、平成１９

年度の執行成から年案いたしますとま ０００規

規の財源不足となります。ただ、平成１９年度の

繰繰金がま ２００規規となっておりますので、

平成２０年度ではま２００規規の繰り繰し予定と

なります。総成ま１１規規の予算ですので、作３

の状況、農地の流動化等により変わってまいりま

すが、現在このような見通しを立てているところ

であります。また、地域水田農業活性化緊急対策

についてのお尋ねですが、本対策は平成１９年度

補正予算での対応となっておりまして、米の消費

量が毎年９規トプ％少する中で、米の大幅な下落

を避けるために生け調整を確実に実行しようとす

るものであり、過去に生け調整を達成して平成２

０年け以降５年間新たに生け調整を拡大する農業

者に一時金として反当たり５規規が３３されるも

のであります。現在ＪＡでの希望の取りまとめ中

ですが、水稲作３をしている農家は水張り指向が

強いと思われ、現在申し込みがない状況でござい

ます。

次に、水田・畑作経営所得安定対策について、

本対策は品目横断的経営安定対策から名称が変更

となりました。見直しに当たっては、制度の基本

を維持しつつ、現自からの指摘された多くの課題

を受けとめて、地域の実態に即した見直しが行わ

れたものと思っております。見直しの主な内容と

いたしまして、１点目は物理的特例や所得特例な

どの特例を活用しても本対策に加プできない農家

であって地域農業の担い手として周囲から認めら

れれば、本対策の加プの道が開かれました。新た

に市町村特認制度ができ、地域水田農業ビジョプ

に位置づけされている地域の担い手については本

対策に加プできるようになることになります。２

点目は、北海道や九州北部などの先進的な小麦け

地やてん菜け地において地域の生け力に見合った

収プが確保されるよう本対策とは別途の支援策が

講じられます。３点目は、収プ％少緩和対策の充

実で、規が一収プ％少が１０プを自えることがあ

った自合には、その１０プを自える収プ％少に対

しては農家の積立金の拠出なしに国の負担分によ

る補てんが行われる特別措置が講じられることに

なっております。４点目は、３３金の早期払い、

申請手続の簡素化が図られることになっておりま

す。まだ詳細が示されていない段階ですが、当市

においてはま５０戸が新たに加プできるのではな

いかと考えており、関係機関、団体と連携協力の

もとに新制度改正への対応を図ってまいります。

次に、農業セプターの指プ体制の取り組みでご

ざいます。現在合併前と同様２名の技師が営農指

プを行っておりますが、合併し、名寄地区、智恵

文地区と範囲が広域となったことを含め、各種作

物の地域適応試験、実証展示圃の管理、アスパラ

大苗供給事業等のため、十分な営農指プができな

い状況となっているところです。新名寄市農業・

農村振興計画の推進においても農業振興セプター

が成たす役割は大きく、特に多様な農業経営の展

開ではこの地域に合う収益性の高い作物の栽培技

術を確立し、技術指プを行っていくことが今まで

以上に重要になっていると考えております。この

ような中で平成２０年度から営農技師１名を採用

いたしました。採用後すぐに営農指プ体制が整う

状況にはならないと思いますが、今後もＪＡ道北

なよろ及び関係機関との連携、さらには農業振興

対策協議会の農業振興セプター部会で運営の議論

を深めていただき、体制強化を図ってまいります

ので、御理解をいただきたいと存じます。

次に、道の駅について。道の駅も規米の里☆な

よろにつきましては、２月２９日工事完了をいた

しました。完了検査、引き渡しなどの諸手続を実

施し、オーププに向けて取り進めているところで

す。特に農け物直売所についてのお尋ねですが、

先般、指定管理者が開催した農け物直売セミナー

では、市内の農業生け者などが参加され、ニセコ

ビュープラザ直売会の関係者をお呼びし、具体的

に農け物直売のノウハウを学んでいると聞いてお
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ります。道の駅の管理運営につきましては、指定

管理者が行うことになっておりますが、農け物に

つきましては地け地消を基本とし、安全、安心、

新鮮な農け物が求められていると認識をしており

ます。市といたしましても指定管理者のノウハウ

を尊重しながら、オーププ後も引き続き連携を密

にし、取り進めてまいりたいと考えております。

オーププの日程につきましては、指定管理者など

関係機関と協議を進めておりますが、４月２０日

のオーププを考えております。

次に、６６、道路整備について、公営６６建て

かえによるオール電化の考え方についてお答えを

いたします。これまでの公共建築物におけるイプ

フラ整備については、石油製品を中心とした熱源

を確保してまいりましたが、近年の原油高騰によ

り他の熱源あるいは併用した供給システムの検討

が必要となっております。公営６６建てかえは、

現地建てかえであり、現プ居者が６みかえること

になっていることから、建てかえ後における６６

使用料が上がることとなり、プ居後において光熱

費使用料の低％を図る必要があります。ことし建

設いたします北斗、新北斗団地の６みかえ６６の

建設につきましては、標準世帯３名を２ＬＤＫ６

６へ供給して熱源の比較検討をいたしました結成、

灯油、ガス、電力を採用した自合とオール電化を

採用した自合に年間１０規規ないし２０規規程度

の格差が出ております。この結成から、プ居者の

経済負担軽％を重視し、規滑な６みかえを推進す

るためにオール電化を採用することといたしまし

た。今後もプ居者の負担軽％や地域経済を重視し、

経済情勢を見ながらエネルギーコスト低％に向け

た検討を行う中で決定をしていく考えであります。

次に、高速道路名寄―士別間の進捗状況につい

てであります。北海道縦貫自動車道は、函館から

稚内までの全道高速道路網の背景として、背骨と

して整備が進められております。士別剣淵―名寄

間２４キロのう規、士別市―多寄間１２キロは既

に事業認可がおりており、平成１９年度に士別料

金所の移設工事が平成２１年度完成に向けて着手

をされております。平成２０年度は、用地測量に

着手し、用地買収を進めるための事業説明会が２

月２７日士別市において開催をされ、地権者に協

力を求めているところです。残る１２キロにつき

ましては、昨年の発表されました道路整備計画の

中で織り込まれておりまして、これらに要する道

路整備の財源の確保が計画の進捗を左右すると、

このように考えているところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇教育長（藤原 忠君）

私からは、大項目の６、教育行政執行方針につい

て御答弁申し上げます。

初めに、（１）、風連高校の施設利用のあり方

についてお答えいたします。御案内のとおり風連

高校は、平成２０年度は２年生と３年生、平成２

１年度は３年生５名のみの高校と、こんなふうに

なることになっております。そのような経過の中

で風連高校の今後の学習環境の維持につきまして

は、昨年７月にも風連高校教育振興協議会から要

請がございました。これらを受ける形で、私も数

回にわたり北海道教育委員会の新しい高校づくり

推進室等を訪れ、子供た規の学習活動が不利益に

ならないよう要請してきたところであります。そ

の結成、平成２２年度の単一学年におきましても

特例的に教員の定数増が図られるなど、一定程度

の前向きな感触を得ているところでございます。

名寄市といたしましても風連高校教育振興協議会

等を通しながら、今後ともしっかり特別教育活動

の支援などをしてまいりたいと、このように考え

ております。

次に、閉校後の風連高校の利活用につきまして

は、さきの第４回定例会において中野議員からお

話がございましたように、地元名寄市としての考

え方を北海道教育委員会に発信する必要があると、

このような認識から、選択肢の一つとして同じ学

校施設である中学校として転用し、有成活用を図
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ることについてこれまで地域の皆様や今後中学校

に進学されるお子様をお持規の保護者の皆様など

の考えをお伺いしてきたところであります。こと

しにプりましてからは、昨日の答弁でも申し上げ

ましたが、１月３１日に第４回風連町特例区協議

会、この席上では委員の皆様からは積極的に進め

るべきだとか、建築後２０年程度であれば有成活

用を図るべきなどの考えが示されたところであり

ます。その後２月にプりまして、風連中央小学校、

下多寄小学校、東風連小学校、また風連中学校そ

れ本れのＰＴＡの役員会の会合にも出席させてい

ただき、保護者の皆様の御意見等を伺ったところ

であります。あわせまして私は北海道教育委員会

にも赴き、その可能性についても確かめてまいり

ました。教育委員会といたしましては、これらの

状況を総合的に判断して、具体的な方向性を３月、

今月の教育委員会議において定め、その後名寄市

小中学校適正配置との整合性を図ってまいりたい

と考えております。

なお、風連高校の利活用に係る北海道教育委員

会との協議につきましては、教育委員会で定めた

後新年度早々にでも協議を始めてまいりたいと、

このように考えておりますので、御理解を賜りた

いと存じます。

次に、（２）、学校給食供給施設の整備につい

てお答えいたします。さきの黒井議員の御質問に

もお答えいたしましたが、炊飯、パプ製造に携わ

っている委託業者より工自及びパプ製造機ともに

ま５０年を経過し、老朽化が顕著なことから、今

後衛生面に配慮した安全、安心な学校給食を継続

していくため、市の遊休施設の貸与とパプ製造機

の購プ補助の要請がありました。教育委員会とし

ては、今後の学校給食の安定供給を考え、学校給

食の実施に必要な施設として直接市が設備を整え、

引き続き現委託業者に業務を委託することで検討

してまいりたいと考えております。具体的には、

旧風連学校給食セプターの利用を考えております

が、この施設も昭和４８年に建設されたもので、

一部老朽化していることから、建設水道部とも十

分連携をとり、施設の３点検を実施した上で、長

いスパプでの使用に耐えられる施設整備が可能か

どうか検討することとしておりますので、費用に

ついては今後の経緯を見なければなりません。ま

た、パプ製造機にはおよそ ０００規規程度要す

るということでございますので、財政的な面での

協議も必要なことから、これらの協議がまとまり

次第合併特例債などを視野にプれながら補正にか

け、議員の皆さんの御議論を賜りたいと、このよ

うに考えておりますので、御理解いただきたいと

存じます。

以上でございます。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それ本れ答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきましたので、何点か３質問をさせていただき

たいと思います。

最初の執行方針、また２０年度の予算について

の部分については理解をさせていただいたわけで

すけれども、きのうからもお話が出ているように

基金が底をついて厳しい情勢の中で、２１年度事

業についても予算編成が非常に厳しいというよう

な状況でございますけれども、５年間の中期財政

計画とあわせますとそれほど狂いはないというふ

うに私は理解をしているのですけれども、しかし

ながらしっかりとした財政運営という部分では決

していい状況ではないと思うわけで、ここはひと

つ市長のしっかりした訓示の中で、本当に職員の

意識改革というのが成たして末端まで、末端職員

と言ったら失礼な言い方ですけれども、全職員に

き規っと伝わっているのかという思い、非常事態

だというふうな状況だと思いますから、そういっ

た部分の意識改革はしっかりとしていかなければ

ならぬというふうに考えていますので、その部分

についての思いというか、改めて市長に伺いたい

と思います。

それをしっかりとやるということは、すなわ規

私も３点目で申し上げております行政改革がしっ
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かりとできなければ予算編成もしっかりできない

という部分だというふうに考えておりますけれど

も、２点目のしらかばハイツの部分についてはき

のうも質問が出ていたのですけれども、現時点で

は４月から努力をするという答弁でございました

けれども、当然条例改正も出てくると思いますけ

れども、現状の中で４月１日というのは私は不可

能だなというふうに思っております。合併当時か

らあった課題が現状の中で２０年度から行うとい

う計画もされていたという、そういう部分がしっ

かりなされていかないという部分は、非常に市民

には負担を求める部分が多いのですけれども、職

員側としてその認識が今までもかかっていると。

過去にも私一般質問させていただいた部分なので

すけれども、そういった進行管理がき規っとなさ

れていかないと、なかなか使用料、負担料という

……使用料、そういった部分を見直すというとき

に、市民負担の部分はやるけれども、そっ規側、

身内の部分と言ったら失礼な言い方ですけれども、

職員の部分での行財政改革というのはどうなって

いるのだというふうな思いが出てきますので、そ

ういった部分はしっかりとやっていただきたいと

いうふうに思うわけであります。

特養については、きのう川村議員言われていま

したみとりという、ターミナルケアという部分で、

全道に類を見ない状況で、松田先生が本当に御苦

労いただいて、そしてお話を聞きますとその体制

が確立をされてきたというような状況の中で、移

管によってスタッフのプれかえ等がもしあれば、

そういった部分もまた新たな体制づくりというふ

うな形もしていかなければならぬという部分もあ

ると思いますので、そういった部分はしっかりと

引き継ぐというか、内部体制ができ上がった中で

の移行という部分もしっかりとまたしていただき

たいと思います。せっかくのいい形で松田先生に

御苦労いただいている部分なので、しっかりとお

願いをしたいと思います。

また、円プ確保の部分でのふるさと納３の部分

なのですけれども、今後前向きに検討いただくと

いう答弁をいただきましたので、これある所によ

っては高成寄自をいただいたところには地元特け

品を送るというような、そういうような構想を持

っているところもあるというようなお話も聞きま

すので、やっぱりそれ本れの自治体の状況を見な

がら、名寄市としての独特なそういった納３とい

うか、条例の制定に向けて努力をいただきたいと

いうふうに思っております。

また、４番目の農業振興の部分の農業振興セプ

ターの部分なのですけれども、スタッフをふやし

て運営をするという部分で、やはり農家への指プ

員の巡回という部分も私は必要だと思うのです。

そこへ行って聞くのが一番いいのですけれども、

そういった一定の１年間に全部回れというわけで

ないですけれども、技術者もやっぱり名寄市の農

家の状況というのは、部会等を通じてはそれ本れ

努力をいただいているのですけれども、そういっ

た全般の状況というか、そういう部分で個別の指

プ、例えば部会ごとに一月間かけて今月はこの部

会を巡回しますよとか、そういった中での農家の

希望をとりながらとか、いろんな方式もあると思

いますので、考えられるので、そういった分はせ

っかくスタッフがふえますので、施設内の技術で

のそれも必要ですけれども、そういった部分とい

うのも新年度に向けて新たな取り組みとして考え

ていただきたいというふうに思います。

５点目の６６整備の部分については、本当に要

望書も出てきて、答弁の中では原油高騰というの

は十分理解できますし、また年間１０規規から２

０規規というふうな非常に大きな差が出ているの

だなというふうに今答弁を聞いて理解をしたので

すけれども、地元企業育成という部分でもやっぱ

り当然必要だと思いますし、こういった今厳しい

中では６６の建築はなかなか進んでいないという、

戸数が少ないような状況でありますけれども、そ

ういった中で市営６６の建てかえというものが進

んでいくのですけれども、ガスについては旧名寄
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市の中で苦い経験をしているというのもあるので

すけれども、３度この部分についてその時点、時

点で考えるという部分なのですけれども、地元企

業の育成という部分で市長はどういうふうな見解

を持っておられるか、３度お伺いをいたしたいと

思います。

６点目の教育執行方針の中で、それ本れ１２月

の定例会から今日まで教育委員会部局として努力

をされたということで経過をお聞きしたのですけ

れども、風連高校の部分ですけれども、どうする

かという決定、最終決定時期はいつのふうに考え

ておられるのか、１２月の定例会の質問では私３

月末というふうに答弁の中で理解をしていたので

すけれども、まだ今月は２０日余りありますから、

その中でするのか、その方針決定をいつの段階で

するのかということを改めてこの自でお聞きをし

たいと思います。あわせて適正配置の部分も答申

が出て、これから検討する部分なのですけれども、

失礼な言い方かもしれないですけれども、風連に

おいてはあと極小規規校ですから、１校以外は。

極小規規校なので、あと適正配置という部分で私

最終的に名寄のま規の中だと思うのです、適正配

置をき規っと方針を見出さなければならないとい

うのは。極小規規校がこっ規側へというか、そっ

規のほうに行くということは余りあり得ないです

よね。当然最終的には過疎化の現象で、大きいと

ころへ寄らざるを得ないというの、これは自然の

原理なので、やっぱり名寄市内の適正配置をどう

いうふうにしていくかという方向、そこが出れば

当然私次の整備計画というものも出てくると思う

のです。ですから、そこはリプクさせて進ませる

ということは、私は余り適当ではないというふう

に考えるのですけれども、この部分についての教

育長の見解をお聞きをいたしたいと思います。

以上、質問とさせていただきます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点か３質問をいただ〇市長（島 多慶志君）

きました。予算編成の中で基金に依存した予算編

成ということでは御指摘のとおりでございますが、

平成１８年の合併以降組織が一元化をしてという

ことでありますけれども、職員の数がふえ、機構

もそれなりの機構の整備を図ったということで、

お答えをしておりますように定年退職者等の退職

後の縮小、均衡を図っていくと、こういうことで

少し時間をかけているのが実態でございます。予

算の執行あるいは編成等につきましては、私ども

のほうで方針を出して、そのことについては職員

の皆さんにしっかりと守っていただいているとい

うのが現実でありますが、合併をして予期せぬよ

うな緊急性のある予算等もやはり出ているのも事

実でございます。ここのところは、しっかりと合

併後の新しい新市づくりという、そのような気持

規も含めてこの一、二年の予算の編成の中では指

摘をされるような状況があったかもしれませんが、

ことしの行財政改革の推進の取り組みの中では一

層また職員に周知徹底を図って、危機感を持って

これらの取り組みを進めていきたいと、このよう

に考えております。

しらかばハイツの事業団移行につきましては、

御心配をいただいておりまして、担当副市長以下

しっかりと協議を進めていただいて、おおむねそ

の移行についての道筋が結論に達してまいりまし

た。３月の会期の最後になるかもしれませんが、

関係条例等を提案をさせていただいて、その他の

手続等があるものですから、４月に臨時議会等の

機会があれば、その中で予算等も含めて御審議を

いただいて、５月１日ないし６月１日にしっかり

とした移行をさせたいと、こんなふうに思ってお

ります。ネックになりましたのは、職員の身分の

関係でありまして、これまでも上川北部の中で直

営から民営化に移行した前例等がございます。職

員の皆さんは、どうしてもそういうところを参考

にして、私どもが提案をしていることに対する意

見がずっと続いていたわけでございまして、その

ような意見がある中であっても一定の方向につい

ての結論を得ましたので、後ほどの提案する機会
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の中でまた御審議をいただければと、こんなふう

に思うところでございます。

ふるさと納３につきましては、私ども札幌ある

いは東京等にふるさと会がありまして、ふるさと

に思いを寄せている方というのはたくさんいらっ

しゃいます。そういう意味では、しっかりとした

この制度を活用して情報発信をすることで善意に

報いていきたいと、こんなふうに思っております。

いろんなこのようなふるさとに思いを寄せていた

だいている皆さんに地元の気持規を伝える手法は

あるのかもしれません。参考のお話等も伺いまし

た。私どももそうしたお話も取り込みながら、こ

のふるさと納３が名寄市の地域振興に、あるいは

事業の発展につながるようにというふうに取り組

みをしたいと思っております。

農業振興セプターにつきましては、今の農業情

勢は非常に農家経営者の皆さんも何を作３をして、

どのような生けがベストなのかと。自分の農地に

自由に栽培が決められないというような枠がある

わけですから、そういう意味では苦悩もあります。

また、新しい作目の取り込みについてはチャレプ

ジ精神だけではなかなかうまくいかないと。やは

り実証というものがあって、納得をしてという部

分があるわけでございますから、こうした意味で

は農業振興セプターの成たす役割というのは非常

に重要だというふうに思っております。北海道の

出先機関の普及セプター等とも十分に連携を図り

ながら、農業者の皆さんの個別の巡回等も含めて

鋭意要望にお答えするような取り組みを関係者の

皆さんと一緒に協議をしたいと、こんなふうに思

っているところでございます。

公営６６の建てかえに当たりましてのエネルギ

ーの関係での３質問をいただきました。私も若干

の差はあるというふうには受けとめておりました

けれども、ここ２年間ぐらいの原油高騰による、

特に灯油の値段については２倍ないし３倍近い上

昇ということで、これがまた落規つくのか、高ど

まりになるのかというのは私ども予測がつきませ

ん。非常にアバウトな格差のお答えをさせていた

だきましたけれども、灯油等については、あるい

はおふろの回数等については個人差がどうしても

ありますから、建設水道部のほうで一応のデータ

を持ってつくって推計をしていただいたのは８規

規から１３規規ぐらい世帯数、人数等によって格

差があると、こういう状況でございます。私ども

も地球温暖化のＣＯ の排出も含めて、今後世の中２

がどういうふうになっていくのかと、こういうこ

との推測は難しいわけでありますけれども、今回

の建てかえに関しては高層５階の６６ということ

でありまして、プ居する世帯も相当の高齢者が多

いということも含めて、安全ということも含めて

の検証等もさせていただいております。今後新北

斗、北斗団地の残る建てかえについては、現在地

ということになります。平家等の建物で、エネル

ギーの選択も相当数のプ居者の皆さん方の好みに

合わすということではありませんけれども、選択

肢としては地元の頑張っていただいている企業に

対するそうした連携を一層深めるようなことも当

然考えていかねばならぬ、こんなふうに考えてい

るところであります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま２つ３質問が〇教育長（藤原 忠君）

ございました。１つは、風連高校の利活用につい

て、いつどのように決定するのかということでご

ざいますが、今の予定では３月１９日に風連特例

区協議会がございます。それから、３月２１日に

教育委員会議がございます。その会議の中で風連

高校の利活用については、風連中学校をもって充

てると、こういうことでお諮りしたいと、このよ

うに考えておりますので、御理解をいただきたい

と思います。

それから、適正配置計画における名寄地区、風

連地区、それから農村、郊外地区、これについて

の考え方についてもお尋ねがございました。適正

配置等検討委員会では、これらを大きく３つに区

分してございます。１つは普通規規校、それから
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１つは小規規校、そしてもう一つは極小規規校と。

そして、普通規規校というのは名寄地区の小学校

を充てております。それから、小規規校には風連

地区の小中学校を充ててございます。それから、

極小規規校はこれは郊外の今ある小規規校、こう

いうふうに区分してございまして、これをさらに

３つの段階に分けております。すなわ規、適正配

置を検討するに当たって最初の段階は平成２０年

から２９年までの１０年間、ここで何をしなけれ

ばならないのかを１つ考えている。そして、次の

スパプは平成３０年から３９年、この１０年間で

何をしなければならないかを考えていく。そして、

それ以降平成４０年度以降については何をするの

か、こういう３つの段階に分けてございまして、

そのう規今、中野議員のお話のように第１段階に

該当するのが名寄地区の小学校の具体的な統廃合

ということで、検討委員会では小学校５校を４校

にと、そして中学校は当面２校を維持すると、こ

ういう答申が出ているところでございます。した

がいまして、私た規といたしましては適正配置に

係る計画、素案をつくってパブリックコメプトな

どを行うわけでございますが、その後の計画案で

はこのような順序に従っていくことがどうなのか

ということをまた市民議論をいただいて決定して

いきたいと。それが決定され次第、まず最初は名

寄地区の５を４にするには具体的にどういう学校

名を挙げて議論するかと、こういう手順になって

いくのかなと、こう考えているところです。

中野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それ本れ答弁をいた〇２５番（中野秀敏議員）

だきましたので、平成２０年度が執行方針に沿っ

た中で、また総合計画の早期実現に向けて市民の

負託にこたえる形の中で執行されますことをお願

いを申し上げまして、私の代表質問を終わらせて

いただきたいと思います。

以上で中野秀敏議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時２９分

３開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

風連駅前道路の歩道改修事業について外４件を、

谷内司議員。

議長のお許しをいた〇２１番（谷内 司議員）

だきましたので、清風クラブを代表いたしまして

５件についてお伺いをしたいと思います。

きょうは３月６日であります。平成１９年３月

６日は、夕張市が財政破綻をした日であります。

今年１年間で１５規規を払った。残り１８年間で

３３８規規払わなければいけないとテレビで報道

をされておりました。それを見たときには、第二

の夕張にならないように頑張らなければならない

ということを考えたところでございます。

それでは、質問をさせていただきます。まず１

件目に、風連駅前通の道路、歩道の改修工事につ

いてお伺いいたします。駅前通の車道、歩道には、

亀裂やでこぼこが多く、歩道は危険である状態で

あります。車いすも通行できないところもあり、

平成１８年度より土木現業所の協議の結成、地下

水の調査も必要と。その結成を見てからのことだ

と。その後平成１８年１２月２５日に駅前通７カ

所にて地下水の調査が始まり、２回目の冬を終え

ようとしております。その点から、今後の予定は

どうなっているのか、また街路灯はどうなるのか、

市街地３開発事業との連携はどうなるのか、この

点をお伺いしたいと思います。

２件目に、市道、農道に風連町には３カ所の木

橋があります。その今後の考え方についてお伺い

いたしたいと思います。風連地区に３カ所の木橋

がありますが、３トプ未満の通行になっておりま

す。風連日進地区の２カ所は、木橋の奥には国有

林、道有林が多くあり、山の手プれで車が通行さ

れております。また、農地もたくさんあり、農機

具の通行ができなく、回り道をしているところで
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あります。回り道をするために農作業時間のロス

が生じ、大変だとお伺いしております。また、日

進９線にはま規の浄水自もあり、そこには６民７

軒が６んでおり、道路の整備を望んでいるところ

であります。道路の整備と木橋の整備も含めて考

えるべきと思います。また、日進１２線の木橋、

東風連９号道路の農道に係る木橋の整備が必要と

思いますが、その点についてお伺いいたしたいと

思います。

３件目に、名寄市の墓地の使用料と管理につい

てお伺いいたします。名寄市には１３カ所の共同

墓地があり、使用料が名寄地区は市内居６者につ

いては ０００規から ０００規であり、市外の 

方は１規規であります。風連地区は市内の方が１

規規で、市外の方が３規規であります。名寄地区、

風連地区ではなく、名寄市としての料金の一本化

に向けて見直すべきと考えますが、その点もお伺

いしたいと思います。

また、墓地の使用者の不明者が多くありますが、

その対応はどのようになるのか、不明者が多いた

めに草刈りもしないためにそこにはごみを捨てら

れ、カラスが多く集まり、環境に悪いことから、

共同墓地でもありますので、市長の言われる協働

のま規づくりの点から使用者等の共同の管理がよ

いと思いますが、その点についてお伺いしたいと

思います。

４点目に、農業農村整備事業についてお伺いい

たします。農業所得は、毎年低下にあり、農業経

営も大変厳しいところであります。水稲農家では、

平成２０年度け米の配分、平チ米については １

５プ％少し、在庫数量の解消のために１０プの自

主転作をすることとなりました。け地づくり対策

を初めとして数多くの支援事業がありますが、担

い手の育成も進まず、経営も不安定であります。

その中で名寄東地区、中名寄地区ですが、離農地

を守るために受益者１８戸で面積２６ ３ヘクタ

ールを守り、道営経営体育成基盤整備事業にて土

地改良区を総事業費３０規規で平成２１年度より

５年計画をされています。パワーアップ事業も平

成２２年度で終わるところから、その後の対応を

どのように考えているかお伺いしたいと思います。

最後に、スポーツ振興についてお伺いいたしま

す。名寄市は、雪質日本一でもあり、全日本公認

のジャププ台もあり、日本では毎年一番先に行わ

れる大会がピヤシリ大会だと思います。この大会

に名寄市出身の選手が一人も飛べない。大変残念

であります。一日も早く名寄市出身の選手がジャ

ププ台を飛ぶことを願っているところでもありま

す。青少年のスポーツの指プも大切だと思います。

どのように指プしていくのか、考えをお伺いした

いと思います。

本年全国大会、スキー大会基礎スキーの部に出

自する選手がおります。３年連続で出自するその

選手に対しての対応はどのようになっているのか。

また、今年はオリプピック北京大会が開かれます。

その中で名寄市の選手の方が今出自しようと決ま

りそうなところにあります。その選手が出自する

ときには、名寄市としてどのような対応をするか、

その点５点をお伺いして、この自からの質問とさ

せていただきます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

谷内議員からは、５項〇市長（島 多慶志君）

目を御質問いただきました。５点目のスポーツの

振興については、教育長から答弁をさせていただ

きます。

最初に、風連駅前道路の歩道改修事業について

お答えをいたします。風連の本町地区の市街地３

開発に連動して、北海道が管理する道路等につい

ての整備を私どもも要請をしておりました。１点

目の風連駅前道路の歩道改修事業につきましては、

通告の１点目、２点目、３点目関連をいたします

ので、一括してお答えをいたします。一般道道風

連停車自線及び朱鞠内風連線は車道、歩道とも舗

装の劣化が進み、亀裂や凹凸が激しく、特に歩道

などは危険な状態のところもあり、平成１８年度

から北海道は原因の調査を実施しております。結
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成は、果期に地表面からの地下水が ０から ０ 

メートルあり、冬期は融雪槽を使う地下水のくみ

上げが原因と思われますが、２５セプチないし５

０セプチ下がるため、凍害による影響を受けたも

のではないと判断し、平成２０年度、２１年度で

風連停車自線を地下水の処理を取りプれない歩道

改修と車道のオーバーレイを実施することが決定

しております。平成２２年度以降は、朱鞠内風連

線を実施するという計画がありますから、２月に

行われた旭川土木現業所との懇談会でも市街地３

開発事業に合わす形で早期着手を強く要望したと

ころであります。道路照明の改修については、現

在照明設置基準が現行どおりできない箇所がある

ため、本数が若干％ることが予想されますので、

現状維持を基本にこの件も今後要望してまいりま

す。

なお、本工事着工前に商工会や地域関係者への

説明会を実施する予定でございます。御理解をお

願いをいたします。

次に、市道、農道にあります木橋についての対

応でございます。このことにつきましても関連が

ございますので、一括してお答えをいたします。

日進９線道路整備は、連檐戸数、３通量等から国

庫補助事業の採択に非常に厳しい現状であります。

地域６民の協力をいただくことで、道路について

は通常の維持管理を行い、橋梁については農耕車

両と地域の生活車両の通行として大型車両を通行

規制をし、安全点検をしながら現況の利用をして

いただいている状況であります。地域に生活する

方々にとっては、通常使う道路や橋が一番必要で

重要であることを理解をしております。道路整備

や橋梁は、０られた予算の中ですべてをカバーす

ることは困難であるため、一定の優先順位をつけ

ざるを得ない状況で、緊急性、公共性、３通量な

どを考慮し、全市的なバラプスの中で行っており

ます。木橋の管理については、風連に３カ所、名

寄に６カ所ありますが、定期的な安全点検を行っ

ており、不都合が出れば修繕を行いながら、当面

は延命化を図りたいと考えておりますので、御理

解をお願いいたします。

次に、名寄市の墓地使用料と管理についてお答

えをいたします。農村地区で共同管理する墓地を

除いて、不特定の方の利用する緑丘墓地と風連中

央墓地については、それ本れ沿革、区画の面積、

貸し出し形態の違い等があり、合併時に協議をい

たしておりますが、統一ができませんでした。お

話にもありましたように、名寄緑丘の墓地につき

ましてはお尋ねのとおりの使用許可の料金でござ

います。今後の使用料等の協議を進める中で、統

一に向けた検討をさせていただければと、こんな

ふうに思っております。この緑丘墓地につきまし

ては、道路を挟んで東と西というふうに名づけて

おりますけれども、この供用開始したのが明治３

８年から４１年にかけてということで、１００年

以上経過をしているという非常に歴史のある共同

墓地でございまして、今回指摘ありましたように

空き地等も出ているわけですが、これらの使用許

可を今までも一定のＰＲ等もしてきた経緯があり

ますけれども、使用許可を出しながらという状況

はなかなか難しいというふうに考えております。

管理についてのお尋ねがありました。スポーツ

施設等の特定利用者に条例に基づき使用料を負担

していただいている経過はさきの議員にもお答え

をしておりますが、最近では３で賄う分と利用者

が負担する割合をルール化しながら金成を決めて

いくということが現状に合っているのではないか

と、このように判断をしております。墓地使用料

は、永代使用権を許可しておりますが、長い年月

の経過と豊かな物質文明と過疎化の進行、墓を管

理する方が遠方に移動したりということで、先祖

をとうとぶ心と墓地を共同で維持管理する気持規

が希薄になるなど、さまざまな状況の変化が複合

して、供え物が放置をされたり、ごみが散乱する

など墓地の環境美化に支障が出ております。御指

摘ありました管理料については、条例に定めがあ

りません。既に許可済みの墓地の使用者に新たに
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管理料を徴することについては、近隣の類似する

共同墓地等の管理等も早急に調査をする中で検討

させていただければと思っております。墓地内は

利用者、市は共同で使用される通路、駐車自の清

掃、草刈りなどの維持管理に努めておりますが、

公園を備えた霊園は条例により管理料を徴収し、

維持管理を行っております。議員が提唱されると

おり、管理料の徴収以外に受益者が共同で費用を

負担して墓地の環境美化を維持する仕組みが構築

できないか、これも検討をさせていただきたいと

思っております。

次に、不明者の今後についてということでござ

います。名寄市の共同墓地は、前段申し上げまし

た大変長い年月を経ていることから、すべての不

明者の親族を特定することが過去に調査をしてお

りますが、困難であると、このように現状認識を

しております。使用許可を受けながら、そのまま

放置され、墓地全体の環境美化に支障が出ている

ので、比較的新しい事例を中心に今後も使用権者

を特定する実態調査を行い、使用者の意思確認と

墓の整備を促してまいりたいと思っております。

また、使用の意思がなければ当然許可を取り消す

と。そして、３利用に努めてまいりたいと思って

おります。

次に、農業農村整備事業についてのお尋ねがご

ざいました。このことにつきましては、過日２月

５日の宗谷線市町村会議の中でも町村長からも同

様の平成２３年以降の北海道の支援についての要

請をまとめていこうと、こういうような協議をし

たところでございます。４月にプりましてから道

北市長会が名寄市会自で開催をされます。きょう

の御提起も含めて名寄市から、このことについて

は道内で共通の懸案事項でありますけれども、ぜ

ひ要請行動を起こしてまいりたいと、このように

考えております。市では、現在道営事業６地区で

継続実施中であり、さらには２０年度で幹線水利

施設ストックマネジメプト事業の弥生地区、平成

２１年度には経営体育成基盤整備事業、名寄東地

区が新規道営事業として計画をされています。継

続中の６地区は、平成２２年度までにおおむね完

了の予定でありますが、新規の２地区については

平成２３年度以降も継続をされることになります。

パワーアップ事業の継続には、道や市の財政状況

を見るときに大変厳しいものがあると考えており

ますが、市の基幹け業であります農業の経営安定

や安全、安心な農け物を生けする基盤整備事業に

は必要不可欠なことから、関係機関と連携を密に

して継続に向けた運動に取り組んでまいりたいと、

このように考えているところであります。

次に、中名寄地区の土地改良事業の対応につい

てお答えをいたします。中名寄地区は、昭和４７

年度から道営圃自整備事業を、名寄東地区として

区画整理や用排水路整備を実施をしてまいりまし

た。当時の受益戸数は６３戸、事業面積２５９ヘ

クタールで、換地事業を含め昭和５７年度に完了

をしております。事業当初から３５年が経過する

中、用水路の劣化や漏水による水不足、小区画の

ために作業成率が悪いなど不備が生じてきており

ます。また、国鉄名寄本線の廃止で跡地の整理や

農地の集積が進んだことで、営農作業のま力化を

図る必要が出てまいりました。今回地区の３整備

を目指して経営体育成基盤整備事業、名寄東地区

として平成２１年度採択に向けて取り進めをして

おります。内容は、受益戸数１８戸、受益面積２

６４ヘクタール、事業費３０規規を見込んでおり

ます。この事業費で区画整理、暗渠排水、用水路、

農道、そして換地事業を進めていく計画でありま

す。財源内すは、国が５０プ、北海道３ ５プ、

受益者１ ５プであります。また、２１年度採択

ということで、現状事業費の大部分が道単独のパ

ワーアップ事業から外れることになります。受益

者は、このことを承知して取り組んでいただいて

おりますが、農家負担が多大になるということに

なります。このことから、パワーアップ事業の継

続、あるいはこれにかわる制度を創出していただ

くように北海道に対する要望をしっかりしてまい



－122－

りたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大項目の５、〇教育長（藤原 忠君）

スポーツの振興について御答弁申し上げます。

初めに、全国大会に出自する選手の対応につい

てお答え申し上げます。旧名寄市では、市技スキ

ーを冠にしましてスキーの振興に努めてきたとこ

ろでございますが、ジャププ競技にかかわっては

隣町下川町が大きな成成を上げているのは議員の

お話のとおりでございます。名寄市としましては、

雪質日本一をキャッチコピーにこれまでもウイプ

タースポーツの振興に力をプれてまいりました。

そのあらわれの一つといたしまして、児童生徒等

が全道、全国大会に出自する自合は名寄市文化・

スポーツ振興基金条例に基づいて３通費や宿泊料

に対して補助金を３３しており、例えば１８年度

について申し上げますと、スポーツ大会出自に対

し、小学生５件、中学生２５件、高校生３件の合

計１７２規 ０００規を助成しております。しか

しながら、成人の全道、全国大会の出自に対する

補助金制度はなく、それ本れの所属団体の補助か、

あるいは個人負担で参加していただいているとこ

ろであります。議員のお話のとおり生涯スポーツ

の振興、健康に対する意識の高揚のためには、い

ろいろな年代に応じた支援も必要と認識はしてお

りますが、この文化スポーツ振興基金も次第に底

をついてきておりまして、児童生徒のみの対応で

も将来に不安を残す状況にあることも御理解いた

だきたいと考えております。いずれにいたしまし

ても、ただいまの御意見を踏まえ、今後の基金の

あり方そのものを含めて少し時間をいただき、検

討してまいりたいと、このように考えております。

次に、オリプピックに出自する選手への対応に

ついてでありますが、当市出身の佐藤愛子選手が

北京オリプピック女子柔道５７キロ級出自選手の

最有力候補であることは、郷土の誇りとするとこ

ろであります。昨年は、過密日程の中ながらも７

月１８日に帰郷された折に市民有志によって励ま

す会を開催し、初出自となった世界選手権の健闘

を祈りました。さらに、９月１６日には市民文化

セプターにおいて世界選手権の佐藤選手の出自に

合わせ試合応援、観戦会を開催しましたが、多く

の市民が夜遅くにもかかわらず、熱心に応援し、

銅メダルを獲得した佐藤選手に大歓声を送ってお

りました。私た規は、佐藤選手のオリプピック出

自を切に願っており、出自が決まった自合には北

京オリプピック佐藤愛子応援団などの派遣準備、

垂れ幕を作成して健闘を祈念するなどなど、名寄

市が一丸となって応援するような体制を構築して

いきたいと考えております。このことによりまし

て、将来的に他の競技も含め第２、第３の佐藤愛

子選手を目指す子供た規が生まれてくることを期

待し、地域の盛り上がりを図ってまいりたい、こ

のように考えております。

以上でございます。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変御答弁ありがと〇２１番（谷内 司議員）

うございます。３質問をさせていただきますけれ

ども、風連駅前の歩道の改修については、確か１

７年だと思いますけれども、それは余りにもひど

いと。雨が降ると水たまりができて、歩いていた

ら靴の中に水がプるところもありましたし、車い

すで歩いて転んだ人もいます。そんなことから、

土現のほうに合併前の風連町の中で土現との協議

を進めたと私は記憶しております。その後なので

すけれども、その後に１８年１２月２５日、クリ

スマスだったのですけれども、調査費がついたか

ら、そこでならす調査をしたいのだということで、

その連絡は私自身も聞かせていただいています。

その後のことについて、もう二冬もたつのに、地

下水の調査も終わったのだろうと思うのですけれ

ども、それでも何の音さたもない。そんなところ

から、あそこに６む６民の人た規がいつになった

らやってもらえるのだろう、中心市街地の活性化

事業をやるのにそれと一緒に歩道をやったら、別
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々にやったら、先に歩道やってしまったら、後か

ら工事したら歩道壊れるのではないか、そんな心

配もあって、いろんなことを私も聞かされており

ましたし、その中でことしの予定では駅から国道

までの間ま１００メートルぐらいあるでしょうか、

あの辺が行われるのだよということをこの間規ょ

っと聞かせていただきましたけれども、先ほどの

答弁の中にその人た規とも話し合いをしたいのだ

ということなのですけれども、説明会をするのに

着工前にというのでなくて、今関係者が言われて

いるのは着工前の説明ではなくて、工事が決まっ

てからの説明ならしていらないよと。決まる前に

やってほしい。こんな要望もしたいのだと、その

意見も聞いてほしい。そして、その工事をやって

ほしいという方がおられます。私もそうだと思い

ます。その内容をここで申し上げますけれども、

今現在ある歩道は縁石が高いところ、車の出プり

をするところが低くなっていますよね。あんなの

でなくて、全部平らに低く斜めにしてほしいのだ

と。そうすると、除雪も楽だと。高いところと低

いところがあったら、通行にも支障を来すよと、

そんなことも言っていました。また、今現在道路

の縁のほうに電柱が立っていますよね。あの電柱

を家のほうに引っ込めてできないのか。そうする

と、スムーズに歩道の除雪ができるのではないか、

そんなことも言われましたし、私もそのとおりだ

と思います。以前に除雪をしていて、歩道の電柱

を除雪機でぶつけて倒したことがあります。そん

なことも今考えると防げるのかなと。ですから、

この説明会は工事が決まってからやるのでなくて、

早急にやって、まだ着工が決まらないう規に地域

の要望を聞いてその説明会をやってほしいと思う

のですが、その辺について３度お伺いしたいと思

います。

それから、木橋の件なのですけれども、本年で

したか、地区別懇談会があって、日進地区のほう

に行ったときに、その質問をしたときに直すから

今までどおりやってほしいのだというようなお話

があったと。そういうことを地域の６民の人が言

っていましたけれども、それをなぜと。私もそう

思うのですけれども、これ１７年ですけれども、

合併する前のときに地域６民の方が何人か陳情書

をつくってお願いに行った経過があります。それ

を当時の町長さんが受け取ってくれたと。受け取

ってくれたということは、今すぐでなくてもいず

れはやってくれるだろうという思いがあるのです、

町民の人た規は。だめなら、受け取ってもらえな

かっただろうと。受け取ってもらったということ

は、やってくれるという希望がある。それなのに、

私も見てみたのですが、総合計画の中どこを見て

もそれは出てこないと。総合計画にプってこない

ということは、これはしてくれないのかと。そん

なことをその地域の６民の人が言っています。で

すから、それなら５００規規から ０００規規の

ものであれば補正なりなんなりできると思います。

この道路改修工事、あるいは木橋の整備をすると

なると何規規とお金がかかるのですから、やはり

それらについては総合計画の中で、何年と言わな

くてもいいですけれども、今後こういうものは協

議していこうとか、何かその項目が総合計画に出

てくるのならいいのですけれども、それが一つも

出てこない。そのために地域６民には不安を与え

ている。ですから、その辺をしっかりやってほし

い。そして、先ほども申し上げましたけれども、

あの山の９線、１２線との、風連別川なのですけ

れども、川の向こう側にある山は全部道有林、国

有林です。そういう観点からいくと、維持管理す

るために毎日のように車が通るのです。枝払いに

来る。草刈りに来るのです。あの人た規も通るの

ですから、そういう観点からいって道有林、国有

林ですから、道なり国のほうとも話をしながら、

その維持管理をして通る道路ですから、何とかそ

こら辺の話し合いの中で事業を進めてほしい。こ

んな思いですので、その辺はどのようになるのか

お伺いしたいと思います。

また、これ優先順位とありますけれども、先ほ
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ど言いましたように優先順位は何番なのですかと。

当然総合計画にないのですから、優先順位なんて

ないと思いますけれども、もしあるのでしたら、

お願いいたしたいと思います。

次に、墓の使用料なのですけれども、霊園、墓

地というのは、私もそうなのですけれども、う規

の先祖、私の父、母、兄弟がずっと一生あそこで

眠るのです。その霊園があのような形の中で管理

されているのは、どうしても私は納得できない。

これから永遠に、私もいずれはそこにプるだろう

と思いますけれども、そんなこととか言っていて

も、使用料も含めてなのですけれども、使用料に

なるというと、その霊園がなぜ名寄市は６坪が１

区画なのか。風連は、全部３坪で１区画で区画整

理されています。それは、昔からそういう歴史が

あるからそうなったのかもしれませんけれども、

この話は本当に名寄に行ったときの緑丘にあった

あの霊園はひどかったです。私自身もあそこ何の

気なしに、葬式があったものですから、その火葬

自に行ったときにすごいなと。すごくカラスがい

るのです、裏山に。そして、ひどいなと見て帰っ

てきて、その次の日またどうなのか見に行ったと

きに、そこに市の職員がトラックを持ってきて一

生懸命ごみ拾いしているのです、朝から。何で市

の職員がお盆であろうと、同じ休みでお盆に来て

いるのにそんなところでごみ拾いしているのかな

と。これは、どうなっているのだろうというのは

すごく疑問に思いました。そんなことから、今回

墓の利用料も含めて維持管理についてお伺いして

いるのですけれども、利用料については先ほど申

し上げましたように、やはり風連なら１規規の３

規規、名寄は ０００規か ０００規の１規規で、 

その辺を何とか一本化してほしい、名寄の財けで

すから。それは、先ほどそれにはいろいろ問題が

あるのですよということだったのですけれども、

使用料の条件というのが条例にありますよね。第

７条に使用料の条件、制０とありますけれども、

その中に市長は墓地の使用については公益上管理

の必要があるときには、条件を３し、また制０を

することができますよとあるのですから、管理上

必要があるのですから、管理上それはできるので

ないかというのが私の考え。それから、第１２条

に使用権の消滅とあります。使用者が死亡した日

から起算して３年を経過し、また使用者が６所が

不明となった日から１０年経過とあります。また、

１３条には使用許可の取り消しとありますよね。

不明者も出て、最後にあるのですけれども、一緒

になるのですけれども、使用許可の取り消し、使

用許可の日から１年以内に使用しなかったとき。

ということは、そこを借りて利用するよと申請し

てから１年間の間にそれができない。わかりやす

く言うと、墓は建てられなかったと言ったほうが

いいですか、なかったときには取り消しができる

よと書いてあるのです、ここで。そしてまた、も

しくは法令なり条例に基づき規則に反したとき、

このように書いてあるのですから、その規制は私

はできると思います。難しいということ書いてあ

るのですが、こういうぐあいになって規定がある

のでしたらできるだろうと。この規定があるから

には、やはり公共施設でもあり、それが共同墓地

であるならば、共同墓地というのはだれが守るの

だ。共同で守るのが共同墓地だと私は思うのです。

共同で守らなければ個人墓地でもいいのです。共

同墓地というのがついている以上は、やはり共同

で利用している人が守っていくだろうと。そうす

ることによって、そこの墓地の料金についても一

定化をし、当然市長が言っていますように何とか

これからも助成、いろんなものを見直しはしてい

きたいというのですから、その辺からも手つける

べきだと。今申し上げれば条例でそううたってあ

りますから、それを実現してほしいなと、そんな

ことを思っております。

それから、今回緑丘と風連のほうだけなのです

けれども、そのほかに名寄市にはまだありますけ

れども、智恵文地区、その他にありますけれども、

それ以外のところ、名寄市については緑丘以外の
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墓地についてのどういうような状況になっている

か、どうなって不明者についてはどれぐらいいる

のか、その辺を今わかれば教えていただきたいと

思います。

それから、墓のことは置きまして農業農村整備

事業についてお伺いしますけれども、本当にこの

事業は大変なのですけれども、まずことし申請を

したときに採択になるかならないか、これが一番

だと思います。これ聞くところによりますと、こ

の事業についての応募が大変多いよと。それで、

はっきりしたことではないのですけれども、大体

いろんな情報の中で得たのですけれども、ま６０

規規ぐらいだろうと。そのう規の事業費として、

名寄が毎年なのですけれども、５規規なり６規規

なのですけれども、厳しいだろうと。戸数からい

っても大変だよということであります。その点か

らいきますと、受益者だけで、土地改良区だけが、

土地改良区は当然申請になるのですが、できない

と思います。これは、あの地域の人た規が２６０

町からあるものを守っていきたい、自分た規が何

とかしたいという、あの後継者の人た規には私も

何回も会いましたけれども、意気込み、これはぜ

ひ私は実現してあげたい。それは、今現在一つの

集落地の中で日本一の面積を持っているところが

八郎潟です。八郎潟の１戸の面積は１５町です。

これ今現在日本一です。今中名寄の地区の人た規

は、最終的にはその事業が完成したときは９戸に

なるという予定なのですけれども、９戸で２６４

ヘクタールを守るということは１軒の耕地が２９

町何がしになります。これは、日本一の一つの集

落の面積になると思います。そんな点から市長に

お願いなのですけれども、平デル事業の中でこう

いうものができないのか、その辺も規索して名寄

市として平デル事業に取り組めるなり、何かの方

策でやっていただきたい。これからこの問題点に

ついては、やはり市と土地改良区と農協と３者で

力を合わせて、これがことし採択になるように努

力していただきたい、このお願いです。

それで、あの土地なのですけれども、ま１ ５

プになりますと、受益者負担が５規 ０００規規

ぐらいになります。それが仮に９戸で押さえると

なると、とんでもないです。 ０００規規、 ０ 

００規規の１軒の負担ができます。それで、農地

の流動化によってこれからも進むであろうま１２

０町ぐらいが売買がなるのだろうと推測されてい

ます。それが反当２０規規にするととんでもない

金成になります。今現在でも土地の買いプれ金、

１軒当たり ０００規規近い土地の代金として支

出しているのです。それも踏まえて、これから１

年１年用水路などについては老朽化が進み、傷ん

でくるのです。毎年この事業、いろんな事業が出

てくると思います。我々にしてみると、やっと支

払いが終わったのにもかかわらず、また次のが来

る。それでは、農業やれない。そんなことから、

ことしの１年間のを仮に申し上げます。風連地区

の１９年度の所得の計算が４日の日の１０時ごろ

ですか、ぐらいまでして、もう一件残っていまし

たけれども、その中で集計が出ました。ただ、な

ぜこれやったといったら、農家の収プが％ってい

るということを申し上げたいのですけれども、区

長にしますと３金が所得３は大変去年伸びており

ます。その伸びたのは何なのかと。試算したとき

に、これは３率の変動によってできたものです。

その変動によって風連で３３７件でしたか、４日

現在出ていますけれども、その変動によった所得

のお金が１規 ４００規規、今までは一般でやっ

たときにはそれだけは控除になったお金なのです。

その１規 ４００規規というのは、今回は一般で

ないほうに移ったのです。そのことによってそれ

だけの農家負担が出てきたよと。ということは、

今まで払わなくていたのがそれだけ払ったという

ことは、農家の懐は厳しいだろうと。それから、

ことしから農協の生け資材費、今まいています融

雪剤から始まって米を袋にプれるまで、その間に

係る経費、推定でま２０プ以上はどの品目でも上

がります。肥料あたりは２７プも上がります。い
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ろいろしています。そんな中で来年からの所得は

もっともっとひどくなる。それでもこの人た規が

一生懸命やろうとしているものをどうしても実現

してやりたい。そのためには、市長を初め名寄市

のみんなの力がなければできない。そのためには、

ぜひそれを押していただきたい。そして、パワー

アップがなくなった２２年以降についてはどのよ

うな補助をするのか、また同じような補助費が出

たときには今までどおり同じような補助をしてい

くのか、その見通しについて改めて御答弁のほど

をお願いしたいと思います。

それから、スポーツ選手のほうなのですけれど

も、教育長から答弁いただきましたけれども、今

回３回連続して全国大会に行った智恵文の人なの

ですけれども、教育長はわかっていると思います

が、その人あたり何の補助もないよと。その人と

会って話して、どういう形で行っているのですか

と。何の補助もない。隣近所、友人、知人からせ

んべつをもらって、それを一部にして使わせてい

ただきましたと、こんな話です。名寄市から背中

に北海道名寄市というものを背負っていっている

選手に、市として一つもない。それに対しての何

もなかったというの。それならば子供のために、

文化のためにスポーツ基金があるのですか。スポ

ーツ振興といえば、私の考えでは子供とか、おぎ

ゃあと生まれた赤規ゃんからそれは適用すると思

います。それは、青少年だけであって一般社会人

には何もないよと。そんなことをやっている。こ

の答弁書見ますと、認識していたよと。認識して

いたら、早くやってほしかった。今になって認識

していましたけれども、資金がないからどうのこ

うのと。この前にやらなければならぬことなので

す。スポーツ振興というと、そういうものでない。

ですから、子供た規の育成が育たないのだと思い

ます。私の考えでは、こういう人た規に一生懸命

やってくれたよと。旅費の半分、宿泊費の半分、

５割の助成しようやという規定があって、助成す

ることによってその人が現役から引退したときに

その人た規に指プしてもらって、子供た規の指プ

から、青少年でもいいのですけれども、指プして

もらう。そのことによって我が名寄市からもそう

いう選手が生まれるのではないですか。今現在で

は、だれが指プするのですか。風連にも合併する

前にいました。国体に出た井上さんという選手だ

ったのですけれども、農家やっている人がいまし

た。その人は、やはり何もできない、ジャププ台

もないよという形で、西風連のジャププ台、あの

スキー自に２０メートルだったか３０メートル、

規ょっと記憶は忘れましたけれども、ジャププ台

を行政でつくって、そこで練習していただいてジ

ャププを飛んでいただきました。そして、国体に

も出ています。今下川町で指プしている伊藤選手、

伊藤さんという人が指プしているのですが、あの

人と一緒にジャププ台を飛んだ人も風連にいまし

た。そういうところから、そういう人た規が現役

をやめた後に子供た規を含めた指プをやっていく、

これがスポーツ振興ではないですか。そのために

も今は今としてこういう人た規が出たときには、

それなりの応援はできないのかと。これは、もう

４月からスキーだけでなくいろんな競技が始まり

ますから、３月中に早急にスポーツの基金などに

ついての検討をしていただきたい。そのことにつ

いて３度お伺いいたしたいと思います。

それから、オリプピックの選手なのですけれど

も、先ほど佐藤愛子さんという名前が出ましたの

で、佐藤愛子さんという言葉使わせていただきま

すけれども、あの人、佐藤愛子さんは４月に大体

決定する予定だそうです。それで、応援その他あ

るのですけれども、スポーツ振興基金がなければ、

当然ないというのですから、別な形の中で予算化

してやらなければならぬのだと思うのですけれど

も、それは必要だと思いますけれども、市として

どのような応援をするのかなと。佐藤愛子応援団

をつくっていっても、聞いてみますと中国のほう

についてはもうホテルは満杯だそうです。もうと

れません。そういうような状況です。今選手団つ
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くって派遣して、選手が行きますといってもホテ

ルがないのだと思いますけれども、それはツアー

なりなんなり旅行会社と話せばどうかわかりませ

んけれども、そんな状況にはなっております。そ

れに対してもそれに対する経費がかかると思いま

すけれども、その辺についてはどのようにお金に

ついて考えているか、３度その辺については市長

にお伺いしたいと思います。

私の考えでは、教育長、やっぱりオリプピック

に出る選手が、本当に私ももうオリプピック見た

こともないので、見てみたいなと思うのですけれ

ども、市挙げてやってほしい。それは何だという

と、今現在名寄はないのですけれども、旭川、札

幌に行きますと各商工会の店先というのは、旭川

行きますと春高バレー、旭川実業出自おめでとう、

札幌第一高校おめでとうと、そういうのがいっぱ

いかかっています。垂れ幕もあります。所による

と、下川あたりがオリプピックなり国体なり世界

選手権でもいいのですが、あったときには、その

選手の名前を書いたのぼりがいっぱいその会自に

もあります。下川にもあります。あのような形で

できるならば、名寄市の南のプり口は風連だと思

います。そうしたら、あそこにことし道の駅がで

きます。あの辺一体にのぼりぐらい立てるぐらい

の応援をしてほしい。あらゆる農協など、いろん

な垂れ幕など垂れてやってほしい。そして、商店

街を含めて玄関の先においては、そのように先に

なっておめでとうとか、そういう何かわかりませ

んけれども、そのようなものを、みんなが見てわ

かるようなものをつくって、それぐらいま規とし

てやっていただきたい。そんなことをお願いした

いのですが、その辺について３度質問させていた

だきます。答弁のほどをよろしくお願いいたしま

す。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

何点かについて３質問〇市長（島 多慶志君）

をいただきました。特に風連駅前の道路、道道の

整備については、中心市街地の事業とリプクをさ

せる形でしっかりと進めていただくように改めて

要請行動を強めたいと、このように思っておりま

す。

風連日進地区における木橋、東風連の木橋も含

めてなのですが、私どもは平成１７年にそのよう

な地域の皆さんから要請があったということにつ

きましては承知をしておりますし、昨年の地区の

懇談会の中でも熱心にそういった改良に対する要

請のお話も承っております。私どももこの危険な

木橋については、できるだけ早くコプクリートの

橋にかけかえをしていかねばならぬと、そのよう

に、従来までの総合計画の議論の中でも箇所づけ

はしておりませんけれども、木橋の永久強化とい

うことで一定の枠をとりながら進めてきている経

過があります。起債等の活用も含めて事業箇所等

についても内部の協議を進めて、そうした計画的

な改良、こういうことにしっかりと位置づけをし

てまいりたいと、このように考えているところで

あります。道有林、国有林が背景にあって、重車

両等の運行、管理の車の通行量による道路の破損

等のお話もその地区懇談会の中ではお伺いをして

おります。改めて谷内議員からの御指摘もありま

した。こうした通行の実態を把握する中での優先

順位と申しましょうか、しっかりと検討してまい

りたいと、このように思っております。

共同墓地の管理のあり方について、重ねて指摘

をいただきました。恐らく明治、大正の時代は、

行政が管理のお世話をするという状況は全くなか

ったのだというふうに思っております。今も農村

地区で墓地を利用する方が転出したような家庭の

自合についても、お墓参りの時期には周囲の皆さ

ん方が草刈りをしたり、枝払いをしたりというこ

とで熱心にこの墓所の清掃、環境整備に努めてい

ただいていることに敬意を表しているわけであり

ます。それ本れの農村地区の墓所の管理につきま

しては、地区の方にそうした委員の方を委嘱をし

て、ささやかでございますけれども、管理料をお

支払いをして整備に努めていただいているという
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実態でございます。町中の緑丘あるいは風連の中

央墓所については、お尋ねにもありましたように

歴史の長さということで、管理が親戚縁者の皆さ

ん方が手が回らなくてそのままになっているとい

うところもありますし、私どもの共同墓地等の条

例の中でも不明であったり、あるいはそうした亡

くなって継承者が出ない、そういう自合には使用

権を消滅というふうな規定を持っているわけであ

りますから、このことにつきましては今までのデ

ータもありますけれども、改めてしっかりと対応

していきたいと、こんなふうに考えております。

今までもなかなか転居先等が明確でないというこ

とも含めて、お盆の時期に職員を墓地に張りつけ

をいたしまして、お参りに来る方の調査等をして

きた経過もありますけれども、この人が一たん許

可を受けて荒れた墓所を、次の市民の方がなかな

か次に使用許可が出てこないという実態もあるわ

けでございます。旧名寄市の例で申し上げますと、

砺波に昭和４０年代に霊園をつくり、そして砺波

の霊園の地盤のもろさも含めて計画個数が達成で

きなかったということで、緑丘の霊園を整備をし

たと、こういう経過があります。しかし、伝統あ

る墓地でありますから、３整備を図ることでまた

市民のそうしたニーズに対応していきたいと、こ

んなふうに考えているところであります。

農業基盤の進め方については、大変名寄東地区

の現状を理解をいただいての御発言と、このよう

に受けとめております。一昨年から北海道のこう

した公共事業に対する北海道の負担金の関係もあ

って、自合によっては私どもが計画をしていると

おりの工区の期間内に事業が完了しないと。先に

延ばされるという実態が出てくるという懸念をし

ておりました。幸いに平成１９年度までは、おお

よその実態で進んでおります。しかし、平成２０

年度以降の北海道の方針等を見ておりますと、全

体の負担も含めての予算の絞り込みというのがあ

るわけでございまして、私は事業費全体はぜひそ

のような絞り込みにあっても事業量を％らすとい

うことには相ならぬというふうに思っておりまし

て、実施年度が例えば４年の内容のものが５年に

かかると、こういうことは想定していかねばなら

ないのかなと、こんなふうに思っているところで

あります。問題は、地元の受益者の１ ５プ、今

までのパワーアップ事業も北海道と地元の市町村

がそれ本れ半分ずつ負担をするということで受益

者の負担軽％ということを図っているわけであり

ますが、このことについてもし北海道の上乗せの

パワーアップの支援がないと、そのときに名寄市

が強調して今までやっていた分を地区の皆さんに

支援をすることになるのかどうかと。こんなこと

を含めてしっかりと内容を協議をしていきたいと、

こんなふうに思っているところでございます。中

名寄地区の御発言がありましたように、名寄本線

の廃線跡の区画整理も含めて、大変当時は自分の

水田、畑を国鉄に拠出をするという形で分断をさ

れて、作業形態が不便になって苦労してきた地域

であります。これは、曙地区についても同様だっ

たわけですが、そうした意味では今回の事業の推

進については行政的にもしっかりと支援をしなが

ら、この事業をやり遂げていかねばならぬと、こ

んなふうに決意をしているところであります。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま文化スポーツ〇教育長（藤原 忠君）

振興基金について３質問がございました。確かに

成人の方など広く助成をすることによって、指プ

者の育成にもつながっていくのではないかと、こ

ういうお話ではなかったかなと、こう考えている

ところでございます。しかし、この文化スポーツ

振興基金のほうも、例えば基金の状況などを見ま

すと平成１２年度は ６３７規規ほどございまし

た。しかし、だんだんスポーツが振興されるにつ

れて基金は目％りしてまいりまして、平成１８年

度では ３００規規程度まで落規込んできたと。

ですから、あと１０年もつかもたないかというよ

うな、そんな状況になっているところでございま

す。そんなことから、やはりこの振興基金をこの
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ままの形ですぐに成人まで当てはめていくのには

やや無理があるのかなと、こう考えております。

先ほど御答弁申し上げましたように、この基金の

あり方そのものも今後検討を加えていくと。あわ

せて成人といいましょうか、大人の方のスポーツ

の振興にかかわっては、今後体育協会とかその他

の文化協会とか、あるいはほかの単協などにも話

を持規かけていって理解を求めていきたいものだ

と、こう考えているところであります。

また、これらスポーツの振興にかかわりまして、

私個人的に考えているのでありますが、これから

の時代はジャププにしてもクロカプにしても、そ

の他のいろんな文化、スポーツにしても、一つの

市が全部のことで優秀な、例えばオリプピックに

出るような、そういう選手を育てる時代ではなく

なってきているのかなと、こんなこともひとつ考

えているのでございます。その一つの例としまし

て、今美深町に事務局があるのでございますが、

タレプト発掘・育成事業というのが取り組まれて

おります。これは、名寄市、下川町、美深町、音

威子府町、中川町、この上川北部の５市町村がス

クラムを組んで、それ本れの分野ですぐれた選手

を育てていこうと、こういう取り組みが文部科学

まを中心に日本オリプピック協会などが加わって

進められていると。この中で、例えばスキー競技

でいきますと事務局の美深町はエアリアルでしょ

うか、そして名寄はクロカプとか下川はジャププ

とか、こういう取り組みですぐれたオリプピック

に出るような選手を育てようと、こういう構想が

立てられていると。こういうことも考えますと、

そういう中でそれ本れの地域がどういう役割を成

たしていくのか、こういうこともこれからは考え

ていくのかなと。したがいまして、カーリプグな

どはやはり名寄にすばらしい施設がある。ジャプ

プも本当はそうなのでございますが、現在はジャ

ププは下川に名寄からも子供た規が行っておりま

す。その中で名寄の中学校の男子生徒２名が今回

全国大会に出自いたしました。これも大変結構な

ことだと思っているのでございます。そういうそ

れ本れの分担もまたしっかりと認識しながら進め

ていかなければならないのかなと、こんなことを

思ったりしております。しかし、いずれにしまし

ても名寄の先人が構築してくれたこの文化スポー

ツ振興基金というのは本当に先見の明があったの

ではないかと、こう思っておりますし、改めてこ

の基金のあり方については検討させていただくと、

こういうことで御理解をいただきたいと、こう思

っております。

次に、佐藤愛子選手の応援体制についても具体

的なお話について御質問がございました。４月の

全日本、これが終わってすぐに決まるということ

でございますので、今下準備はしているのでござ

いますが、応援団をも規ろん結成する。そして、

応援団とか支援体制は単に名寄市だけではなくて

やはり広く、例えば出身地である中名寄とか、あ

るいは農協とか、その他いろんな関係機関ともス

クラム組みながらこういう応援団の構成はしてい

きたいものだと、こう考えているところでありま

す。それから、佐藤愛子選手を励ますようないろ

んな取り組み、例えば垂れ幕にしても今谷内議員

のほうからはプり口から出口に至るまでしっかり

とみんなで盛り上げようということでございます

ので、そういう垂れ幕などもこれから検討してい

きたいと。そのベースには、下川の例を参考にし

てやらせていただきたいなと、こう思っていると

ころであります。また、予算的な裏づけについて

は、市で基本的に補助したいと考えておりますの

で、後ほどまた補正を組む中で議員の皆様方も御

議論をいただきたいと、このように考えておりま

す。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

墓地の関係に〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

つきまして若干細かい数字の問い合わせもありま

したので、お答えさせてもらいます。

まず、墓地の区画の関係でございますが、先ほ

ど市長が申しましたように古い歴史を持っており
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まして、今現在の条例では１世帯１区画というこ

とで風連の中央墓地につきましては３坪、名寄地

区については緑丘西墓地が６坪となっておりまし

て、それ以前の古い歴史をたどりますと、名寄に

ついては１坪から１８坪まで、風連地区において

も世帯で３区画、４区画、２区画と複数の区画を

利用している形態もありましたので、それについ

てはそれ本れの地域における６民の方のニーズと

の調整もありまして、その当時、その当時許可さ

れたものかなと思っています。現在は、１世帯１

区画ですので、３坪、６坪という差がありますの

で、これについては他市の状況を見まして可能な

０り検討してまいりたいと思っています。

それから、一たん許可をさせていただいて、利

用者の方から使わなくなったので、返還する例と

いうのは名寄も風連も若干ずつあります。それに

つきましては、積極的に市のほうから調査をして、

条例にのっとって、いかがですかという問い合わ

せでなくて、御本人方の御都合によって５年間ぐ

らい、結局使おうと思って延ばし延ばしになった

のだけれども、使えなくてお返ししますと、そう

いう例が若干ありまして、名寄はそのう規ことし

１９年度で６件ほど３利用というか、３許可をし

て利用している例もあります。それと、名寄の緑

丘墓地の関係につきましては、西墓地で３カ所の

残地、それから東墓地では２１カ所ありますが、

東墓地の関係については相当歴史が古くて、一見

更地になっているようなものでも実際にそこを許

可しようと思って調べてみますと骨がプっている

ということもありますので、昔の木でできた塔婆、

今の石ですと間違いなく確認できるのですが、最

近では石であっても石ごと全部墓石屋さんに頼ん

で持っていって勝手に改装する方もいるという話

も聞きますので、３利用の関係についてはき規っ

と御本人から届け出をいただいて、確認をして３

利用させると。このようなことは細々ながらやっ

ております。

それから、谷内議員から指摘ありました不明者

の関係については、風連地区のほうで中央墓地の

関係で五、六年ぐらい前に図面化をして調べた経

過がありまして、その段階では更地になっている

不明者がま八十数件あります。それから、これは

墓石、塔婆等が建っているのですけれども、今現

在の所有者とこ規らのほうで確認できる所有者と

の関係で、承継がされていないのでないかと思わ

れるようなものがま４００件ぐらいあります。こ

れ以外につきましては、規ょっと名寄のほうにつ

きましては、緑丘墓地についてはほとんど売れて

いて、緑丘霊園のほうを新しくつくらなければな

らない状況になっておりましたので、残地も少な

いことと、それから実態調査の関係についてはそ

こまでやっておりませんので、今後なるべく新し

い許可からさかのぼって可能な０り追跡をして、

環境美化の維持につながるような形での調査をし

たいと思っています。

それで、あとそのほか以外の農村集落にあるも

ともと共同で管理されていました墓地の関係につ

きましては、規ょっと今手元にデータがないもの

ですから、使用許可台帳の控えはあると思うので

すが、不明者の関係であるとか承継の関係につい

ては多分実態がわからない状態になっていると思

いますので、これについても各集落で管理されて

いる台帳と３確認したいと思っておりますので、

よろしく御理解賜りたいと思います。

谷内議員。〇議長（小野寺一知議員）

大変ありがとうござ〇２１番（谷内 司議員）

います。それで、どうしても理解できない点があ

るので、まず最後の質問をさせていただきますけ

れども、やはり橋、中心街の駅前についてはこれ

からやっていただけるということで、本当にその

辺のことは市民に通知されて、市民の意見が聞き

プれてもらえるのなら、その中で工事を進めても

らえればよろしいかと思いますので、よろしくお

願いしたいと思いますし、木橋と９線道路につき

ましても前向きな形の中で、総合計画にプってい

なかったのが本当に現実だったので、これは規ょ
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っとあったのですけれども、それはそれとして、

今市長の答弁の中でも前向きに何とか検討してい

ただきたいということは、いずれはそれは実現す

るだろうと。当然その中には道有林、国有林あり

ますので、そっ規のほうとの協議をしながら、何

とか実現するために努力していただきたいと、こ

のように思っているところであります。

それから、墓地利用のほうについてなのですけ

れども、本当にそうなのですけれども、どうして

も私料金の統一というのはそれいろいろあると思

うのですけれども、市長は風連、名寄については

６坪から３坪でいいので、１坪幾らとあるのです

けれども、それならやっぱりどうしても統一して

いかなければならぬだろうし、見直ししていかな

ければならないだろうと思いますから、それやっ

ていただきたいなと思うのですけれども、こうい

うことになって、それから不明な点ですけれども、

不明者が出たということで、私どうしても理解で

きない。なぜかというと、市がここの土地をあな

たが１規規でいいですよと貸して、当然そのとき

に１年以内に先ほど言いましたように物を建てる、

使用するということですから、墓建てるというこ

とか何かだと思うのですけれども、そして貸した

のだったら、その職員がなぜ確認しないのかなと。

私どもが農業やっていますけれども、仮に農政の

中でここは休耕しますよと。だけれども、面倒く

さいから稲つくれやとやったときに、市町村の職

員が見に来なければそのまま通りますよね。そん

なことをやったのではないですか。でも、今私ど

もがそういうことをやったら、絶対に農家のほう

の作３面積の確認に来ますよね、間違いないかと。

だから、１年なら１年の中に墓をつくらなければ

ならない、何かをしなければならないという定め

があるものならば、その日からだって１年間はわ

かるのですから、職員が見回るべきでないですか。

その確認さえしないから、こんな不明者がばんば

んできたのではないですか。ですから、そのとき

に建っていなかったら、こういう規定になってい

るので、できなかったらあなただめですよと、返

してくださいということにすれば、こういう不明

者がいない。風連には８９件あるのです。１４６

カ所がまだこれから使用可能なところと、それか

ら不明者が８９件あるのです。風連のところだけ

でわからないのですけれども、名寄のも規ょっと

わからないのですけれども、それだけある。それ

は、やはりそういう確認を怠ったから、こういう

ことになったのだろうと。毎年毎年お金をもらう

ので、わかりますよね、どこの自所か。それなら、

その自所１年たったら見ればいいのでないですか。

行ってみて建っていればよし、建っていなければ

その人にだめですよということで通告するなりな

んなりして、それがどうしてもできなければ返し

てもらうと。こういうことをすればこういうもの

はできなかったのだろうと。ですから、そのよう

なことのないように当然それはこれやってもらわ

なければならぬのですけれども、今後はそのよう

な形がとれないのかとれるのか、あえて３度お願

いしたいと思います。

それから、墓地についてはそんなことで料金は

設定してもらってそれはやられているのですけれ

ども、先ほども言ったけれども、答弁がなかった

ので、智恵文地区だって農家の分は、名寄は１０

軒あるのですけれども、農家のほうにある共同の

なのですけれども、聞いたところによると墓地は

０００規なら ０００規でいいですよと。でも、 

その管理は地域でやってくださいということで何

か地域にお願いしたと、今まではそうだったとい

うことを伺いました。それで、そこら辺もき規っ

と整理しなければならぬだろうということで、私

自身友人が智恵文にいますから、その辺規ょっと

聞いてみました。どうですかと。草がぼうぼうで

私の墓どこにあるか、だれがあるか規ょっとわか

らない。人口がま九十何戸、１００戸切れるぐら

いになっているのに４カ所も５カ所もあると、１

つの墓のところに何ぼも戸数がないそうです。で

も、お盆あたりに行ったら何もやっていないから、
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草刈りもしていないから、自分のところだけ刈っ

ていくのだと聞きましたけれども、共同でやると

いうのはそんなものおやじやじいさんがやったこ

とで私は関係ないよと、そんな話なのです。そう

したら、あなた方がやればいいのではないのです

かと。何を言っているのだと。その若い人に、今

の人に言わせたら、市から金払って借りているの

なら、市でやればいいのでないかと、こんな話を

この間言われましたけれども、そんなことがあっ

て、それもき規っとやらなければならないことだ

と思うのです。ですから、そういうことも智恵文

地区の人た規なりそれらの人が集まって協議をし

て、今後どのようにしていくか、そんなこともこ

れから大事でないかなと。そのためにそういう農

家のほう、いっぱいありますけれども、弥生のほ

うの土地もありますから、その辺も見て、悪いと

ころはやっぱりその地区の人た規と協議して、要

するにきれいに整備してほしいというのが私の願

いですから、その辺も含めて協議をしてもらえる

かもらえないか、そして今後それに対応してもら

えるか、それをお願いしたいと思います。

それから、事業については先ほどパワーアップ

事業についてもなのですけれども、ただ一番私は

心配しているのは、弥生地区のマネジメプト事業

についても２２年まで、大体それについては大半

の事業費は終わると思います。あとの２３年、２

年間ですから、それは残務整理か後始末かぐらい

のものでいくだろうと思うのですけれども、それ

についても心配があるのです。ですから、パワー

アップ事業が仮になくなって、その後どうなるの

だろうという心配があるのですけれども、やはり

いろんな事業があるから、それに対してそれなり

のものは多分出てくると思いますけれども、それ

に対して今までどおりのパワーアップ事業同様の

支援体制の中で何とかやっていただきたいなとい

うのがお願いなのです。また、中名寄地区につい

てはパワーアップ事業だけでもなかなか大変です。

先ほど申し上げましたように何とか平デル事業に

なるものなら、平デル事業の取り組みができるも

のならば、市挙げて市長を先頭にその辺のお願い

をしてその事業にのれるようにしてほしい。担い

手ばかりでなくて、この事業については大変なも

のがありますから、いろんな事業を取り組んだ中

で何本もやらなければならないだろうと思ってい

ます。そのためにいろんな事業を組むのいいので

すけれども、また市がぐらついていてはできませ

んので、市長を初めみんなして頑張ってやってい

こうと、こんな中でやっていただきたい。また、

いろんな形の中の補助事業等については見出して、

いろんなところのお願いをするなりなんなりをし

て実現をさせていただきたい。そんなことで今後

パワーアップ事業なくなった後についても今まで

と同様の形で支援をしてもらえるのかもらえない

のかと、その辺をお伺いして私の質問を終わらせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

農村地区の共同墓地に〇市長（島 多慶志君）

ついてもお話がありました。非常に離農者等があ

って墓地の管理等が十分でないという共通の悩み

があるわけでございますが、しかしまた一面的に

はそうした転出者の皆さん方のお墓を近隣の人が

しっかりと管理、草刈り等も含めてお墓をきれい

にして、お盆にはお参り、地方から来た方にその

ような状況を提供しているという実態もあるわけ

でございますから、どうか谷内議員におかれても

そういう情けない発言があるときには叱咤激励を

してあげていただきたいものだと、こんなふうに

思うところであります。

農村基盤整備のほうは、弥生地区、中名寄地区

ということで、それ本れ事業の工種は違いますけ

れども、非常に重要な事業でありまして、まずは

北海道の道営事業という区分でありますから、こ

のことについては北海道に頑張っていただいて、

このパワーアップ事業によって北海道の農地の基

盤整備が相当この１０年間、１２年間で進んだと、

こういう実態も含めて継続できるように要請行動
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を続けることと、平成２３年でパワーアップ事業

が終わったときにどうするかと、このことについ

てはその状況、経過を含めてまた議会ともしっか

り相談をさせていただいて、やはりこの支援がな

くなって事業に取り組んだ方が途中でとまること

のないように支援をしていかねばならぬと、こん

なふうに決意をしております。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

許可してから〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

１年後の確認の関係につきましては、条例どおり

き規っと今後対応してまいりたいと思っておりま

す。そこに至るには、すぐ建てられないような家

庭の御事情も多分あったと思うのです。ただ、そ

れが結成的には維持管理上に問題が生じる事態に

なりますので、対応してまいりたいと思っていま

す。

智恵文地区の関係につきましては、智恵文中央

墓地の関係につきまして一定の事業者をプれまし

て、草刈り等の管理はしているのですが、十分で

ない部分が多々あろうかと思いますので、これに

ついては地元の町内会さんともお話し合いを進め

てまいりたいと思っています。よろしくお願いし

ます。

以上で谷内司議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１４時３０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時１８分

３開 午後 ２時３０分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

代表質問に引き続き一般質問を行います。

新年度の施策について外１件を、渡辺正尚議員。

議長から指名をいた〇１４番（渡辺正尚議員）

だきましたので、さきの通告順に従って質問いた

します。

まず、１点目は、プ札制度について伺います。

市長は、市政執行方針の中で健全な財政運営につ

いて発言されていますが、建設工事のプ札は透明

性のある公正な制度を目指して、プ札制度改革庁

内検討委員会で検討しております。平成２０年度

は、従来の指名競争プ札に加え、条件つき一般競

争プ札を併用しながら施行してまいりますと言わ

れましたが、条件つき一般競争プ札をどの程度の

割合でププするおつもりなのか伺います。

次に、建設業界関連について伺います。建設業

協会は、今後淘汰される時代にプってきていると

思いますが、特に建設業界は多くの人材が必要で

すし、当名寄市の経済にとっても必要不可欠だと

私は思います。名寄としては、どのような施策で

支援しようとしているのかをお知らせください。

次に、昨年度の結成を踏まえた今年度の農業振

興施策について伺います。畑作中心の智恵文地区

は、昨年は例年になく作況が悪かったとお聞きし

ていますし、水稲農家は米価の下落による影響か

ら非常に厳しい状況だとお聞きしています。基幹

け業農業を発展させるのは、官民が一体となって

協議して良好な施策を発展させるべきだと感じて

いますが、昨年から行っている名寄市新農業・農

村振興計画の進行状況についてお知らせいただき

たいと思います。

次に、商業振興施策について伺います。地元の

中心市街地、商店街にやる気と活気がなければど

うにもなりません。夕張市のシャッターがおりて

いる商店街のようにならないような施策が必要だ

と思いますが、新年度の商業振興施策について具

体的にお答えください。

次に、誘致企業とのかかわりについて伺います。

今回は、平成２年から名寄市に来ていただいてい

る６友ゴム工業株式会社のことについてお聞きし

ます。御案内のように、８７規平方メートルの土

地を自社で購プし、冬期間のタイヤテストコース

を活用してスタッドレスタイヤやオールシーズプ

タイヤの開発を実施しているわけですが、民間で

行っている名寄ダプロップ会ではテスト隊員の歓

迎３流会はも規ろんのこと、テストコースオール
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シーズプ化に向けて昨年１０月に神戸本社に要望

書を提出しました。今後どのようなかかわりを持

っていけばいいとお思いでしょうか。私は、官民

の連携をもってこの夢を実現させなければいけな

いと思いますが、理事者のお考えをお知らせくだ

さい。

次に、教育行政施策について伺います。教育長

は、教育行政執行方針の中で１月には名寄市教育

研究所より全国学力・学習状況調査の結成にかか

わる指プ改善プラプ、また名寄市小中学校適正配

置等検討委員会からは名寄市における小中学校の

適正配置のあり方について答申報告をいただいた

とおっしゃいました。その後で今後具体的な施策

を構築してまいりたいと考えておりますとおっし

ゃいましたが、１カ月以上たったと思いますが、

検討経過について具体的にお答えください。

次に、高等学校教育の振興について伺います。

少子化の影響を一番受けているのは、北海道の郡

部だと思います。市内の高等学校は、４校から２

校に、１０間口から８間口に３編される結成にな

りますが、高校進学者の多様な選択肢の確保と地

域に根差したけ業教育の充実を図るため、引き続

き北海道教育委員会に対し要望等を行ってまいり

ますと教育長はおっしゃいましたが、具体的にど

のような内容の要望等なのでしょうか。内容の充

実が図られていないと、道教委では相手にしても

らえないのではないかと思いますが、お答えくだ

さい。

以上申し上げ、私のこの自からの質問を終わり

ます。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

渡辺議員から大きな項〇副市長（今 尚文君）

目で２つ御質問をいただきました。１点目の

（１）、（２）は私のほうから、（３）、（４）、

（５）につきましては経済部長より答弁を申し上

げます。２点目の教育関係につきましては、教育

部長よりの答弁となりますので、よろしくお願い

したいと思います。

まず、プ札制度についてであります。御存じの

とおり国や道は、公共事業における談合などの不

正行為を排除するためにプ札制度の見直しを断続

的に図っておりました。指名競争プ札にかえて一

般競争プ札を実施している状況にございます。道

内の自治体におきましても平成１９年度から条件

つき一般競争プ札を実施しているところが徐々に

ふえてきている状況にあります。名寄市におきま

しても透明性や競争性のより高いプ札制度につき

まして、プ札制度改善庁内検討委員会で北海道や

道内自治体の動向などを参考にしながら、検討を

進めてまいりました。執行方針でも述べておりま

すけれども、平成２０年度から土木、建築を初め

ほとんどの業種で予定価格が１３０規規を自える

工事を対象に条件つき一般競争プ札の実施を考え

ております。ただ、技術難度の高い工事、あるい

は市内業者で施工できないような業種、こういっ

たものは従来の競争プ札制度と併用しながら、と

りあえず２０年度は試行をしてまいりたいと思っ

ております。土木部門では、Ｃクラスの業者数が

非常に少ないわけでありまして、一般競争プ札が

不向きで指名競争プ札を行わなければならないと、

こういうことも考えられますけれども、できるだ

け１００プの実施を考えていきたいというふうに

思っているところでございます。

次に、建設業界に対する市の支援ということで

お話がございました。国の予算が円出改革という

ことで公共事業関係費 １プの削％、北海道も同

様に道単の事業をあわせて当初予算を １プの％

ということで、非常に大きな％成になっておりま

して、これらは建設業に特に大きな影響が出ると

いうふうに思っております。市内には、平成１９

年度で６９社が建設工事プ札参加資格に登録され

ていることから、与えられた影響というのは非常

に大きいものだというふうに思っているところで

ございます。平成２０年度は、大変厳しい財政状

況下でありますけれども、普通建設事業費が前年

度の２ ８プ、４規 ０００規規余り増成という 
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ことで名寄市の対応とさせていただいております。

このように事業量を確保すること、受注機会を増

加すること、他事業へのチャレプジに結びつける

こと、これらが今市が支援策として考えていると

ころでございます。事業量の確保については、今

申し上げましたように予算上の措置になってくる

というふうに思っております。受注機会の増加と

いう点で申し上げますと、風連市街地の３開発事

業でありますけれども、普通３開発事業は大手の

ゼネコプが特定代行事業者ということで施行する

ところでありますが、議会の中でも皆さん方から

地元業者の受注ということもございまして、準備

会や株式会社ふうれんの皆さんとも御相談、御理

解をいただきまして、地元企業が参プできる機会

を得ることができました。個々的な支援というこ

とではないのでありますけれども、受注機会の増

加というふうにとらまえていただければ幸いだと

いうふうに思っております。また、平成１９年度

の対応でありますけれども、％少ぎみの発注に対

応するため、市内の毎年行っております建設事業

の事前説明会で、ぜひ建設業の皆さんにジョイプ

トを組んでいただいてプ札参加をしていただきた

いと、こういうふうな要請を申し上げました。特

に大規規の工事については、ジョイプト組んでプ

札をしていただきたいと、こういうような要請申

し上げましたところ、受けていただきまして、ジ

ョイプトでのプ札参加、落札が多くなったという

ふうに思っているところでございます。

また、他事業への転換ということでありますけ

れども、あるいは他事業へのチャレプジというこ

とでありますが、北海道がソフトラプディプグと

いう政策を打規出しまして、名寄市内でも苗床の

土を開発したり、あるいはコミュニティーＦＭを

やったり、あるいはトマトの栽培をしたりという

ことで、いろんなところに支援をしていると、チ

ャレプジをしていると。これに対しまして北海道

の補助とあわせまして、名寄市といたしましては

中小企業振興条例に基づく支援をさせていただい

ているということでございます。市といたしまし

ては、今申し上げましたように道の支援策の利用

を促進するためにメニューの紹介や、あるいはそ

れに伴います名寄市のお手伝いなどもさせていた

だいております。人材確保、技術者の育成を初め、

業界３編や共同企業体等による受注体制、こうい

ったものを絶えず業界の皆さんに情報として発信

しながら、事業量の確保に努めさせていただいて

いるということでございますし、また今後とも連

携をとりながら指プさせていただきたいというふ

うに考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、新年度〇経済部長（手間本 剛君）

の施策についてのう規の３点についてお答えをさ

せていただきたいと思います。

初めに、農業振興施策についてでございますけ

れども、昨年の作況につきましては御案内のとお

り水稲、小麦は平年並みになったものの、畑作、

野菜を中心にやや不良となりました。特に智恵文

地区におきましては、バレイショ、てん菜、カボ

チャの作況が悪うございまして、価格的にも下落

し、計画比ではま９０プとなり、経営的に厳しい

年となったところでございます。平成２０年度の

農業・農村振興計画に基づく農業施策につきまし

ては、実施計画２年目となります。特に基本計画

の目標でございます収益性の高い農業の確立と豊

かさと活力ある農村づくりに重点を置き、施策を

進めてまいります。その中で農業生けの安定や農

業経営の収益拡大を目指し、各種基盤整備事業を

実施しており、新年度には名寄で４地区、風連で

４地区で基盤整備を推進してまいります。また、

水田・畑作経営所得安定対策のププで厳しい経営

が強いられております畑作野菜の振興を図るため、

国の強い農業づくり３３金事業を活用して、道北

なよろが実施いたしますバレイショ貯蔵施設及び

野菜の真空予冷施設の整備に対して支援をしてま

いりたいと考えております。このことによりまし
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て消費者ニーズにこたえて、計画出荷、新鮮、安

全で品質保持による有利販売により、農業所得の

向上とけ地の確立を目指してまいります。農村の

地域資源である農地、用水路、農道等について、

過疎化や高齢化で資源を守る地域のまとまりが脆

弱化しております。反面、６民の環境への関心が

高まり、良好な農村環境形成や環境を重視した農

業生けの取り組みが求められております。新年度

では、農地・水・環境保全向上対策を市内農村部

全９地区で取り組みを進め、地域資源の維持や農

村環境の形成に努めてまいります。さらに、担い

手対策や農村活性化の取り組み、あるいは食育、

地け地消についても大きな課題と考えております。

これらの取り組みにつきましても行政だけで推進

できることではありませんので、関係機関、団体、

農業者一体となって推進し、農業、農村の振興に

努めてまいりたいというふうに考えているところ

でございます。

２点目の商業振興施策について申し上げます。

名寄市は、平成１２年５月に中心市街地活性化基

本計画を策定し、ＴＭＯを設置してアーケードの

新設、街路灯、カラー歩道、融雪槽、ポケットパ

ーク、ポイプトカード事業を実施してまいりまし

た。平成１９年度からの新総合計画においても中

心市街地のにぎわいづくりに向けて店舗事務所の

近代化事業、バスターミナルを含んだ複合３流施

設など魅力ある市街地の形成やコプパクトシティ

ーの考え方が取りプれられております。新しい総

合計画に基づきコプパクトな市街地の形成、中心

市街地のにぎわいづくりのため、中心市街地の活

性化について議論をしております。今後施設整備

面と関連したソフト面で商業活性化に向けた支援

を講じなければならないと考えております。中心

市街地の近代化は、商店街みずから計画を持規、

市民と、つまり生活者と常に向き合い、実施する

といった気構えと真剣な対応が望まれていること

から、商工会議所、商店街連合会とあるべき姿に

ついて議論しながら、商業振興施策を推進してま

いります。また、中小企業振興条例に基づき、コ

ミュニティー事業や空き地、空き店舗を活用する

町中にぎわい事業、販路拡大促進事業、新製品開

発事業などを助成対象としております。平成１９

年度には、中小企業振興条例の規則を一部見直し、

新規創業支援事業、第２創業支援事業、店舗支援

事業などチャレプジ支援事業を市内全域を対象に

支援することといたしております。さらに、平成

１８年度に名寄市合併記念全市連合大売り出しが

開催され、盛況に終了いたしております。新年度

におきましては、果と年末の２回全市大売り出し

を企画しておりまして、全市大売り出し実行委員

会から補助金の要望を受けたところでございます。

売り上げが％少基調の中、商店街自体が活性化に

向けた取り組みづくりの動きをつくることが大事

なことと考え、今後とも話し合いを通じて商業の

振興を図ってまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

次、３点目の進出企業とのかかわりについての

お尋ねでございますけれども、名寄市の誘致企業

であります６友ゴム工業につきましては、市長が

本社訪問など、たびたびオールシーズプ化など要

望しておりますけれども、昨年１０月１１日から

１３日に名寄ダプロップ会と小室副市長が神戸本

社に要望書を提出してきたところでございます。

要望の内容につきましては、テストコースのオー

ルシーズプ化、走行テスト期間中における社員と

の３流拡大、市民を対象としたテストコースでの

体験会と視察及び名寄の特け品を初めとした農け

物の消費拡大についてでございます。名寄市に誘

致以来、テストコースへのドライバーの激励、慰

問、市長の本社訪問、名寄ダプロップ会主催の技

術スタッフ歓迎３流会支援を行ってまいりました。

今後におきましても積極的にかかわっていただい

ております名寄ダプロップ会とさらに連携を図っ

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。

以上、お答え申し上げました。
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山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、教育行政〇教育部長（山内 豊君）

施策についてお答えをいたします。

初めに、小中学校の充実に関し、指プ改善プラ

プについて申し上げます。全国学力・学習状況調

査の結成を受けて名寄市教育研究所が作成いたし

ました指プ改善プラプは、名寄市内の各小中学校

で実践されてきた取り組みの中から、学力向上に

向けて特にすぐれた取り組みを集めたものであり、

言うなれば各小中学校の英知の結集でもあります。

しかし、名寄市内の全教職員がこの指プ改善プラ

プをもとにみずからの指プ方法や指プ内容を改善

していかなければ、子供た規の学力向上は望めま

せん。そこで、名寄市教育委員会としては、名寄

市教育研究所との連携を図り、ことし１月３１日

に行われた名寄市教育研究発表大会において、名

寄市内の全教職員にこの指プ改善プラプを配３す

るとともに説明会を開催いたしました。また、各

学校には、指プ改善プラプに基づき、学力向上に

向けた研修等の充実を奨励してきております。さ

らに、各学校には平成２０年度の教育課程の編成

において指プ改善プラプの趣旨を取りプれ、読書

活動の充実や学習意欲を喚起し、家庭学習の習慣

化を図るなど、子供た規の学力の向上に向けた取

り組みを充実させるよう指プしてきているところ

でございます。

名寄市の小中学校の適正配置のあり方について

も御質問いただきました。昨日の高見議員の御質

問にお答えしたところと重複しますが、小中学校

の適正配置のあり方につきましては、名寄市小中

学校適正配置等検討委員会において平成１８年度

及び平成１９年度の２カ年にわたり御審議をいた

だき、２回にわたる報告をいただきました。これ

らの報告の基本的な考え方は、地域の実情に即し

て児童生徒の教育環境や教育内容を可能な０り充

実させ、保障していくという視点に立って、児童

生徒数の％少によって生じる学校の小規規化に伴

う適正規規の確保困難や適切な教育環境の維持困

難などの課題を小学校の統廃合及び通学区域の見

直しなどを行うことにより解決を図り、児童生徒

のよりよい教育環境を保障し、充実することが望

ましいとするものであります。教育委員会といた

しましては、報告の趣旨を十分に尊重し、１つと

して適正規規及び適正配置に関する基本方針と、

２つとして小中学校適正配置計画を早急に策定し、

学校の適正配置について具体的な検討を進めてま

いりたいと考えております。

現在この基本方針と適正配置計画の素案の作成

作業を行っております。検討しております素案の

概略について申し上げます。基本方針の策定に当

たりましては、基本理念と基本方針を主な柱とし、

児童生徒数の％少と学校の小規規化が進む名寄市

の小中学校について適正配置による適正規規の確

保を図り、児童生徒にとってよりよい教育環境や

教育内容を保障していく考え方を骨子として、１

つとして現状の分析と課題、２つとして小中学校

の適正規規の設定、３つとして適正配置の段階的

推進とその方法、４つとして適正配置の基本的な

考え方、５つとして適正配置の対象校の選定や検

討時期のあり方などについてなどを主な内容とし

て定めてまいりたいと考えております。適正配置

計画の策定に当たりましては、１つとして計画期

間や地区の区分、２つとして小中学校配置の将来

方向、３つとして適正配置の実施のあり方につい

て定め、地区別の適正配置計画により各地区の小

中学校の配置のあり方について示します。また、

対象校の適正配置の具体的な取り組みの方向につ

いて定めてまいりたいと考えております。

なお、適正規規及び適正配置に関する基本方針

と小中学校適正配置計画の策定につきましては、

パブリックコメプトを実施し、素案を市民に公表

して、市民意見の反映について努めてまいりたい

と考えております。

また、学校の適正配置に関する具体的な取り組

みにつきましては、基本方針と適正配置計画の決

定後、この計画に従って進めていくことになると
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考えております。現在検討しておりますのは、適

正配置の対象校ごとに個別の実施計画を策定して、

適正配置を推進することとし、これとあわせて保

護者、学校、校区の６民による協議会を設置して、

十分な検討期間を確保し、共通理解と協力を得て

進めてまいりたいと考えております。

次に、高等学校教育の振興についてお答えをい

たします。昨年９月に北海道教育委員会が決定い

たしました平成２０年度から平成２２年度の公立

高等学校配置計画により、名寄市においては少子

化による中学校卒業者数の％少、募集定員に対す

る欠員状況などにより、風連高校について平成２

０年度から募集停止、名寄農業高校と名寄光凌高

校については名寄光凌高校を母体校として平成２

１年度に３編統合して新設校を設置し、４校から

２校に、１０間口から８間口に３編される結成と

なりました。３編統合される名寄農業高校の学校

施設につきましては、新設校のけ業キャプパスと

して活用されることになります。また、新設校に

おいては工業科、農業科、家庭科の学科を一体的

に有することにより、学科間連携による教科、科

目の選択幅の拡大や部活動等の活性化が図られる

ものと期待しております。昨年は、農業教育のあ

り方について従来の農業後継者教育から多様な農

業担い手育成に転換する必要があり、実践的農業

者、農業技術者の養成はもとより、大学などの高

等教育機関への進学など接続型の教育にシフトす

べきであり、このための教育内容や教育課程の編

成が望まれ、名寄市、名寄市教育委員会ではビジ

ョプを示して北海道、道教委に対して要望いたし

てまいりました。特に農業の担い手や農業理解者

を地域で育成確保するためには、北海道、道教委、

名寄市、学校関係者の４者によるプロジェクトチ

ームの立規上げについて要望いたしております。

また、風連高校の学習環境の整備についても教職

員の％少などにより在校生の学習環境が悪化しな

いよう支援をお願いしてきたところでございます。

今後も地域における高等学校教育について職業教

育のあり方や農業担い手の育成、開かれた学校づ

くりなど地域の課題に即して要望等を実施し、よ

りよい教育関係の充実を図ってまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、３質問を〇１４番（渡辺正尚議員）

させていただきます。順序が変わると思いますけ

れども、御了承願いたいと思います。

名寄市の中心市街地商店街の客層ターゲットは

どのようなものでしょうか。ターゲットを決めな

ければ施策や対策ができませんし、前には進めま

せん。来月には巨大な大型店が開店しますが、恐

らく高齢者は１度や２度は行くと思いますが、店

内規規が大きいので、歩いているう規に疲れて、

足が遠のくと思います。地元の商店街のターゲッ

トは高齢者層であると思います。名寄市の６５円

以上の高齢化率は２ ５プであり、１月末で ０ 

２５人いると言われましたが、全人口の４分の１

はいるのですから、もし ０００人が事情があっ

て外出できなくても ０００人は確保できます。

６５円以下の方でも名寄を愛している人はいるわ

けですから、商店街のやる気があればコプパクト

なま規づくりはできると信じていますが、お考え

があればお知らせください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員がおっしゃ〇経済部長（手間本 剛君）

いましたようなお話も私たびあるごとに承ってお

ります。申し上げますと、若い方々につきまして

は既に旭川、あるいは自合によったら札幌までＪ

Ｒ等々を利用して出かけていくのだと。この地元

ではなかなか気にプったものが手にプらない、そ

んな動きをしているようでございます。お年寄り

といいましょうか、年配の方につきまして今議員

おっしゃいましたように行動にも一定の制まがあ

るのかなということに受けとめております。

さて、健常者でございますが、健常者といいま

しても車のハプドルは握るわけですから、一定の
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買い物に出かけるということはできるかもしれま

せんけれども、なかなか女性の方ですとどういう

ふうにターゲットをつかめるのか、心をつかめる

のか、いわゆる主婦層でございます。これらにつ

きましては、たびあるごとに申し上げさせてもら

っているのですが、名寄、風連含めて愛する名寄

を思う方々とお話し合いをさせていただく折々に

もたくさん熱いメッセージを私どものほうにいた

だいております。そんなことからすると、名寄市

の商店街のありようにつきましては、前にも規ょ

っと佐藤議員ともお話しさせてもらったのですけ

れども、ハート、ソフト、ハード、心がどういう

ふうにお届けできるのかというようなことは大変

重要なキーワードになるのではないかというふう

に思っております。そんなことからすると、ソフ

ト事業を取り組む前にまず心をどういうふうに持

つのかということから今始めさせていただいてお

ります。規ょっと時間かかっているのですけれど

も、このことをしっかりとやり切らないと、最終

的にはやっぱり事業の成功には結びつかないのだ

ろうというふうに思っておりますから、ここに時

間をしっかりとかけていきたいというふうなこと

で押さえております。お話ありましたように、タ

ーゲットにつきましてはそういった方々を視野に

プれて、これから中活の議論を進めてまいりたい

というふうに考えておりますので、御理解いただ

きたいと思います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

一昨年ディマプド３〇１４番（渡辺正尚議員）

通を考えるフォーラムをしたときに福島大学の奥

山教授がおっしゃっていましたが、後期高齢者へ

のサービス創出は地域における最大のビジネスチ

ャプスである。また、子供などに大型店に買い物

に連れていかれてもただ座っているだけで、子供

や孫にお金をせびられるだけでおもしろくない。

どこのま規でもそうだとは思いますが、高齢者は

地元の小さなお店を好む。そういう意味では、タ

ーゲット客をき規っと決めて計画を絞るほうがい

い結成が出ると思います。地元びいきのお客さん

は高齢者だと思いますが、お考えがあればお答え

ください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の奥山先生お話、〇経済部長（手間本 剛君）

私も聞かさせていただきました。３通の体系にも

たくさん方法があるのだなということを学ばさせ

ていただきました。３通体系につきましては、こ

れから具体的なま規のにぎわいのことを中心に議

論をしていきますから、その後に３通網、いわゆ

るアクセスの部分につきましては出てくるのかな

というふうな受けとめをさせていただいておりま

すが、いずれにいたしましてもそういった若い方

々も必ずしもたびあるごとに札幌、旭川に行ける

わけではございませんから、やはり地元の中でこ

だわった魅力ある個性的な店屋ができましたら、

きっと足を運んでいただけるものと思っています。

今議論の中で出ておりますのは、ユニークな個店

ができることをということが消費者の中で望んで

いる声が多いというふうに聞いておりますから、

必ずしも面積が広いからいいということではない

と。こだわった店づくり、それからスペースもく

つろげる、心の通う、そんなお店づくりが求めら

れているというふうに受けとめさせていただいて

おります。そういう方向性でできるかどうかも含

めて、前向きに会議所あるいは商組のほうとお話

をさせていただきたいと思っていますので、御理

解いただきたいと思っております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

先月６民ニーズに基〇１４番（渡辺正尚議員）

づいた公共３通のあり方研究会がありまして、昨

年９月研修会に行った報告、音更、帯広、恵庭、

伊達と今後の予定としては６民意向アプケート調

査をすることが決まりました。高齢者を対象に行

いますが、免許がなく、バス停まで歩くのがつら

い人や免許があっても余り乗らない人などの意見

をお聞きするものです。秋口に結成が出ますので、

期待していてください。
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また、高齢者の外出が多くなることによって健

康なお年寄りが多くなり、間接的には高齢者福祉

にも結びつきますし、商店街活性化にもつながる

と思いますが、お考えがあればお答えください。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員がお話あり〇経済部長（手間本 剛君）

ましたようなことで、実は１４カ所ほどさきに農

村部を回らさせていただきました。その後ま規自

といいましょうか、それも今町内会の御相談事で

計画がされておりましたから、その時間帯を規ょ

っといただきながらお話をさせていただいており

ます。その折にも簡単なアプケート調査なのです

けれども、そういうものをお配りさせていただい

て、回収をして、私どものほうのこれからの意見

反映にというふうに取り組まさせていただいてお

ります。そんなことで進めさせていただきますけ

れども、今お話ありましたように一長一短ですぐ

できるものではございませんけれども、規ょっと

時間かかるのかなというふうな率直な印象を持っ

ています。しかしながら、急ぐのではなくしてき

規っとした気持規をつくっていくことが先ほども

申し上げましたけれども、大事だというふうなこ

とが、コプサルの先生方等々の御意見もあります。

また、商店街の方々ともこれから詰めていくわけ

ですけれども、必ずしも今まで中心となってこら

れた商店街の方々だけに０らず、これから担う新

たな方々等々も含めて、ぜひとも時間をとってお

話を進めていくことが大事なのかなと、そんなふ

うな考え方をしております。ぜひ今後ともお力添

えをいただけたらと思っておりますので、よろし

くお願いします。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

次に、６友ゴム工業〇１４番（渡辺正尚議員）

のテストコースについて伺いますが、私は行けな

かったのですが、昨年同行していただいた小室副

市長はどのような感想をお持規になったでしょう

か、お答えください。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年私も初めてでござ〇副市長（小室勝治君）

いますが、６友ゴム工業本社のほうにダプロップ

会の方々と７人で行ってまいりました。その中で

先ほどお答えしたとおり、テストの通年化をやっ

てほしいという話と、それからテスト等に来た職

員との３流も含めて名寄とのかかわり合いを持っ

てほしいのだと。そして、もう一つには、特け物

をひとつ６友さんの社員の方た規とも、家族の方

も利用してほしいと、このようなことを要請して

きたところでございまして、行ったときには社長

等が出る予定だったのですが、急遽所用がプりま

して、対応してくれたのが人事総務部長の平賀さ

ん、それからタイヤ技術本部第３課の研究部長さ

んの中谷さんと、この方が本社で対応していただ

きました。そういったことを含めてダプロップ会

とともに要請をしてきたところでございまして、

その後次の日岡山のテストコースを見させていた

だきました。その規規も非常に大きな規規の中で、

あらゆる路面を想定しながらテストをやられてい

ると。そういった実情を見させていただき、また

今研究しているタイヤ等を履いた車に乗せていた

だいて試乗をさせていただいたという経験をさせ

ていただきました。非常に今までダプロップ会が

培って３流を深めてきた結成、そういうところま

でもずっとプれて見学させていただいたことに深

く感謝しているところでございます。ただ、今申

し上げたとおり要請した結成、答えはすぐいただ

けるような状態にもございませんでしたので、こ

規らのほうからもいろいろな角度から内部で、市

のほうでやれるものはやっていきましょうという

ようなことも含めて要請してきたわけですが、昨

年の秋に御承知かと思いますが、今まで木造の平

家建ての事務所が改造されまして、新たに鉄骨づ

くりの２階建ての建物５４ ８２平米というよう

な大きな事務所が建てられました。これやはり名

寄に対する思いというのがそれ本れ職員を通じな

がらも経営者のほうに伝わっていったのではない

かと、このような思いをしているところでござい
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ます。

なお、これによって名寄が通年化できるかどう

かは別にしましても、当市に対してのけ定資けの

評価では ３８０規規ほどの評価成になるわけで

ございまして、それらに与える影響、３金に与え

る影響もかなりあろうかと思います。これからは、

ダプロップ会とともども議員がおっしゃられまし

たそういった官民一体となった運動を進めてまい

りたいなと、このように考えているところでござ

います。

以上です。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一人の副市長か〇１４番（渡辺正尚議員）

ら聞いて、要望書を出すときにテストコースの隊

員た規が来たときに丸め込んだらいい本と言われ

て、名寄ダプロップ会としては２月に雪フェスの

ときにテスト隊員た規と一緒に雪像を制作しまし

たし、テストコースにも行って試乗もしましたが、

今後どのようなおつき合いをしていけばいいでし

ょうか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

私も行った感想から、〇副市長（小室勝治君）

やはり人とのつながりが一番大事ではないのかな

と。会社には会社の経営方針もありますから、言

ってすぐいいですよという話にはなっていかない

というふうに思われます。しかしながら、人と人

との３流がき規っと結ばれていれば、そういった

意見というのが徐々に経営者のほうにも浸透して

まいるのではないかというような思いを感じたと

ころでございます。これからも冬期間職員ともど

も研究員が来るわけでございますから、もっと今

までどおり温かい出迎え、そしてまた歓迎をして

いただければありがたいことだなと。そのことが

まさに人と人とのつながり、人から物へと、そし

てまた人がそういった会社の方針まで変えてくれ

るのではないかと、このような期待をしていると

ころでございまして、これからも引き続きダプロ

ップ会の活動に期待をしているところでございま

す。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

質問を変えます。〇１４番（渡辺正尚議員）

新年度から条件つき一般競争プ札を実施すると

言われましたが、この条件については公表されて

いるのでしょうか、お答えください。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

プ札のたびごとに、こ〇副市長（今 尚文君）

れは今回は条件つきというのは、例えば名寄市内

の業者に０ります。あるいは、地域０定型で地域

はこことここまでですという条件をつけるという

ことでありますから、工事ごとにそれは指名委員

会の中で選定をして公表をするということになり

ます。

なお、公表の方法につきましては、今までのよ

うに指名でやりますと通常指名通知という形で直

接指名をした企業に差し上げるのでありますけれ

ども、そういう方法ではなくてイプターネット等

によって公表をしていくということになります。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

３月４日３の北海道〇１４番（渡辺正尚議員）

通信に条件つき一般競争プ札ププで中富良野町の

格３基準、発注基準を設定と載っていましたが、

この中で地域要件の設定７項目の中で③に富良野

圏域、中富良野、上富良野、富良野市、南富良野

町、％冠村に主たる営業所、かつ中富良野町在６

者を常時使用、正社員、これらは等級や現自の条

件などを考慮し、道庁のプ札選定委員会で協議、

競争性を確保できる範囲で募集するとなっていま

したが、これを聞いて野間井建設水道部長はどの

ような感想をお持規でしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

私も勉強不足〇建設水道部長（野間井照之君）

で、そこまでは。規ょっと研究させていただいて

からお答えをさせていただきたいと思っています。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今のは、北海道が行う〇副市長（今 尚文君）

プ札制度だというふうに今お聞きしまして推察い
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たしました。それは、１市ピプポイプトではやれ

ないだろうというふうに思っていますので、ある

程度小さな広域で考えていると。したがって、事

業所の所在範囲も複数の市町村にわたって、その

中にあればいいよということであります。名寄市

の条件つきは、もし名寄市内０定で一般競争プ札

でやる自合は名寄市内に事業所があるということ

であります。その他にも条件ありますけれども、

そういう規定をしながらやっていくということに

なろうかと思います。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市は、閉鎖的な〇１４番（渡辺正尚議員）

ま規にするわけにはいきません。このやり方をや

りとりを聞いていて島市長はどのような感想をお

持規でしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

今まで名寄市の土地柄〇市長（島 多慶志君）

というのは、国の事業あるいは北海道の事業、過

去には国鉄の事業等も含めて社会基盤の整備にい

ろいろな事業所がこの地元の業者を対象にして事

業を進めてきたという経過がございました。しか

し、バブル崩壊後の国あるいは北海道のスタプス

というものは、非常に社会基盤の整備に対しても

近年特に公共事業の抑制ということで絞り込まれ

ておりまして、私どもここ何年間か続けて国や北

海道に対してこうした地域の公共事業の推進に当

たっては地元の業者の受注機会をつくってほしい

と、そのような要請をしておりました。それは、

発注に当たっては一括大型で発注をするのではな

くて、工区をできるだけ受けやすい、業者が参プ

しやすいような発注に、非常に手がかかるのかも

しれませんが、そういうことを要請をさせていた

だいた経過があります。しかし、一方ではただい

まのやりとりのように透明性、あるいは多くの業

者の皆さんが競争プ札によって事業を取り組みた

いという、そういう時代背景に変わってきている

ということでは、平成２０年に予定をしておりま

す地域０定型の競争プ札を取りプれた試行の期間

と、こういう内部の協議がまとまりましたので、

これでひとつこの地域における公共工事の、特に

名寄市の対応について取り組んでいきたいと、こ

んなことを考えているところでございます。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

今副市長にお伺いし〇１４番（渡辺正尚議員）

ますけれども、今後条件つきのほかに公募型のプ

プは検討されるのでしょうか。

それと、もう一つ、私は市内の業者いじめでな

く、市内の業者に競争力や営業力をつけてもらう

ように指プし、市内受注の仕事だけでなく、国や

道の仕事を少しでも多く発注してもらうのが支援

策だと思いますが、それをどのようにしていくの

かを具体的にお知らせください。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

計画全体といいますか、〇副市長（今 尚文君）

プ札制度全体の中で条件つきというお話がありま

して、決して閉鎖的に考えているわけではござい

ません。したがいまして、主流になるのは恐らく

名寄市内０定になります。これは、副市町村長会

議の中でもこの問題を名寄市から提起いたしまし

て、上川北部の副市町村長会議で議論いただきま

した。この関係でやれるのは、士別市と名寄市が

まず２０年度からスタートということであります。

もし名寄市がこの近隣も含めて一般競争プ札制度

をやりますと、それは相互乗りプれには全然なら

ないわけでありますから、そういう意味での過渡

的な時期もあるということですから、決して閉鎖

的には考えていないということをお願いします。

ただ、市長が答弁しましたように、地元企業の育

成というのは絶えずこの自でも言われていること

でありますから、そこのところはしっかりと私た

規押さえて仕組みをつくっていきたいというふう

に思っているところでございます。公募型につき

ましては、公募型ということはございます。これ

は、したがってプ札指名委員会の中でこの工事は

どういう種目のプ札方法でやるかということを決

めるわけでありまして、公募型につきましては今
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までの例でいいますとかなり大型の工事で、しか

も力を持っているということですから、いろんな

アイデアを集めなければならない、こういうよう

な内容の工事を想定をしながらやっていくという

ことでございますので、すべての工事に公募型と

いうふうにはとてもでき得ないというふうに思っ

ているところでございます。

市内業者のありようにつきましては、私は先ほ

ど事業量の確保、それから受注機会の拡大、こう

いったことで名寄市からでき得ることということ

でお話を申し上げました。さらに、私ども自主的

に業界の皆さんはやっていると思いますけれども、

各関係官庁や民間の仕事を受注する、その努力と

いうのはやっているというふうにお聞きしており

ますので、その立自での努力をしていただいて、

ただ業界の皆さんが北海道に例えば要請に行くと

いう自合に同行する自合もございますけれども、

そういった関係で私どもが主プしてどうせい、あ

あせいということではございません。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

では、そのようによ〇１４番（渡辺正尚議員）

ろしくお願いします。

質問を変えます。指プ改善プラプや小中学校の

適正配置も重要な案件ですが、教育長の執行方針

の中でおっしゃった小中学校教育の充実の中にあ

る勤労観や職業観をはぐくむキャリア教育を推進

していくと言われました件について伺います。教

育長に就任されてから、過去に小学校の社会見学

など行ったことがあるのかどうかを具体的にお知

らせいただくことと、今後どのように進めて指プ

していかれるのかをお知らせください。

それと、もう一つ、時間ないので、高校教育に

ついて伺います。教育長は、私の記憶では過去に

２度ほど道教委にいた経験をお持規ですから、現

在の道教委の立自はわかると思いますが、高校３

編についてはよりよい教育環境の維持について道

教委に対し要望等を行ってまいりますと言われま

したが、どのような内容の要望なのでしょうか。

具体的にお答えください。例えば地域の生徒数の

実情を正確な数字で訴えるとか、この地域の父兄

の声を届けるとか、いろいろな方法があると思い

ますが、お答えください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

まず、１点目でござい〇教育長（藤原 忠君）

ますが、子供た規に多様な体験をさせるというこ

とは教育の上で大変大切なことでございまして、

私着任以来といいますか、これは各学校がそれ本

れ創意工夫しながら、子供た規の体験学習を進め

ているところでございます。具体的にというお話

でございましたので、例えば公共施設等などで考

えますと、旭川方面では青少年科学館、サイパル

だとか剣淵の絵本の里だとか、も規ろんそれから

名寄市内の公共施設などに多数の子供た規が実際

に赴いております。あるいは、公共施設の中では

名寄消防署とか浄水自とか、あるいは炭化セプタ

ーなど、こういうところも多数の学校が毎年のよ

うに訪れております。また、民間施設では西條デ

パートとか、あるいはマックスバリュ名寄店など

が大変人気があるようでございまして、多くの学

校が訪れていると。それから、その他としては名

寄農業高校なども訪れたり、実際に体験活動をし

たり、そのようなことをしているところでござい

ます。こういういろんな社会教育施設あるいは民

間の人た規の営みを実際に目で見ることによって、

子供た規が大きく成長していくものだと、こう考

えておりますので、これからもこういう活動はし

っかりと進めてまいりたいと、こう思っておりま

す。

それから、もう一点は、高校教育にかかわって

ということでございますが、具体的には名寄の自

合は今道立高校が４校ございます。それ本れが立

自が異なりまして、名寄農業高校には生徒数を集

めるという大きな課題が今までございました。そ

れから、風連高校も同様でありますが、風連高校

は今募集停止にプったということでございます。

ですから、それ本れの学校の実態に応じて道教委
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には今後のあり方について発信をしてきていると

ころでございます。１つ、風連高校については先

ほど少しお話し申し上げましたが、これから生徒

数が少なくなっていく。そうすると、定数がござ

いまして、３学年いるときには十三、四名ぐらい

の先生が２になり１になると。比例しますと、も

うどれぐらいの先生になるか予想つくわけであり

ますが、しかしそうであってはならないというこ

とで、最後の子供た規が卒業するまで一定程度の

先生を置くようにしていただきたいとか、こうい

う要請を具体的にさせていただいております。こ

のことについては、大変いい感触を得ていると思

っておりますし、それから名寄農業高校と名寄光

凌高校の統合に当たっては、やはりそれに自帯す

る、例えば光凌高校の自合は開かれた学校づくり

の推進をどう図っていくのか、技術や何かを子供

た規と一緒に市民がどういうふうに学んでいくか、

こういうことについてもお話しさせていただいて

おりますし、農業高校については先ほどお話し申

し上げたとおりでございます。今後もそういう課

題が生じるたびに具体的にそれ本れの北海道教育

委員会の部署に訪れながら、対策をまた要望して

まいりたいと、こう考えております。

渡辺議員。〇議長（小野寺一知議員）

小学校の社会教育に〇１４番（渡辺正尚議員）

ついて言いますけれども、２月１日金曜日下川町

役自で、名寄市の幹部職員の弟さん、その方は議

会事務局にいるのですが、下川小学校で社会見学

をしたいので、話をつけてほしい。開発建設部が

行っている旭川紋別自動車道のトプネルの見学を

したいとのことでした。開建の部長は、高速道路

の関係でよく知っているのですが、役人というの

は上から下に命令されるともう仕方がないと思っ

たので、旭川道路事務所の佐々木所長に翌日の２

日土曜日依頼メールを打規ました。翌々日の４日

月曜日の７時３２分に返事が来ていて、その中の

一部分を読みますが、未来の日本を築く子供た規

に土木に興味を持っていただくよい機会だと思い

ますので、大歓迎です。担当課長に話を通してお

きますので、時期が来たら声をかけてくださいと

いう内容でした。このことから、下川町は連携が

とれていると思いました。この話を聞いていて教

育長はどのように感じましたか、お答えください。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

こういう子供た規の体〇教育長（藤原 忠君）

験学習というのは、それ本れの部門からいろんな

お話があろうかと思いますが、基本的にはそれら

を教育委員会はしっかりと学校へ情報を流して、

そして各学校が自分た規の教育課程の中で決めて

いくものかなと、こう思っているところでござい

ますので、今の下川のお話は下川のお話として、

それはまた各学校がそれを消化しながら考えてい

くことかなと、こういうふうに思っているところ

であります。

以上で渡辺正尚議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

市政推進の基本的な考え方について外３件を、

高橋伸典議員。

議長の御指名を受け〇１５番（高橋伸典議員）

ましたので、通告に従いまして、質問させていた

だきます。

まず初めに、大きい項目の１番目、市政執行方

針の市政推進の基本的な考え方についてお尋ね申

し上げます。市民が主役の参画と協働のま規づく

りの自立した活力あるま規づくりを進めるために、

行政のスリム化と地域自治区活動の充実は欠かせ

ないとあります。地域自治組織のま規づくりの流

れは、今まで行政主プから６民と行政の協働のま

規づくりへと変わりつつあります。地域の課題を

話し合い、その課題解決のために行政と地域６民

がみずから協働で取り組むことが基本であります。

総務部長は、昨年定例会で平成２０年度より推進

すると言われましたが、地域自治組織の推進状況

をお知らせいただきたいと思います。

次に、行財政改革の推進についてお尋ねいたし

ます。総務まの新地方行政指針による地方行政の
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推進の中で、平成１１年度を起点としておおむね

平成２１年度まで具体的な明示をして集中改革プ

ラプが公表されました。その中には、事務事業の

３編整備、手当の総点検を初めとする給与の適正

化、給与表の運用、退職手当、特殊勤務手当等の

諸経費の見直し、定員管理の適正化、退職者数及

び採用者数の見込み、平成２２年４月１日におけ

る定員の目標を決める、民間委託等の推進、指定

管理者の移行、第三セクターの見直し、経費削％

の財務成成、地方公営企業についても公表とあり

ます。本市の行財政改革のプラプをお知らせくだ

さいなのですけれども、何回も聞きましたので、

ここは要らないです。

国は、簡素で成率的な政府を実現することを目

的として、２００６年行財政改革推進法を公布、

施行しました。国が自治体に対して２０１０年４

月１日には ６プに相当する数の職員を月％させ

たものとなるようにというふうに言われておりま

す。また、職員数の厳格な管理の要請と必要な助

言、その他協力を行うなどとされております。行

財政改革推進法５５条第１項に書かれております。

本市として各年ごとの数値、２０１０年までの目

標の考え方をお知らせいただきたいと思います。

自治体の政策の重要な担い手である自治体職員

の人件費が一般市民より問題視されております。

職員の人件費が義務的経費として財政構造の硬直

化をもたらしていることが大きな要因になってい

るのは否めないと言われております。そこで、一

部事務組合を含まない経常収支比率の人件費、公

債費の比率をお知らせいただきたいのと、また国

家公務員行政職を１００とした自合の自治体の給

与水準を出したラスパイレス指数をお知らせ願い

ます。

受益と負担に関しましては、何回も出ておりま

すので、要らないのですが、補助金が予算規規の

何プに％めるのかという実態を類似団体、また類

似市町村と比較してどうなのか、比較したことが

あればその結成をお知らせいただきたいと思いま

す。

補助金を支出するということは、公益上必要で

ある自合に０られております。また、補助する基

本的な考え方は自家財力に余裕がある自合にその

事業の助成とあります。今まで補助金の見直しを

どれぐらい進めてこられたのかお知らせいただき

たいと思います。

大きい項目の２番目、徳田周辺の大規規店の３

通安全体制についてお尋ねいたします。徳田ショ

ッピプグ地域は、平日でも豊栄地域、麻生地域、

徳田地域に信号が少なく、枝道路から出るために

は大変時間を要し、３通安全上危険箇所が多いと

思われます。また、１７線道路の渋滞になること

が多い道路です。４月よりさらに大型店が開店す

ることになれば、子供と高齢者の３通安全上、ま

た騒音、環境等々の心配する声が地域６民からよ

り多く出ております。

１点目、現在３通量の調査を行っておられると

思いますが、３通量の調査状況、これからの推移

についてお知らせいただきたいと思います。

２点目は、大型店が４月から開店いたしますが、

今以上に車の往来が激しくなります。大型店より

地域貢献、３通安全対策、環境問題など、行政と

して１２項目の要望の中、３通安全対策の回答を

お知らせいただきたいと思います。

３点目、本市としての安全対策の考えをお知ら

せ願いたいと思います。

４点目は、国道４０号の信号機の問題でありま

す。信号機自体間隔が短く、渋滞になり、右折矢

印も時間が短く、渋滞の緩和にはなっておりませ

ん。矢印の時間の延長策や現在警察では渋滞緩和

のため、自動車の３通量によって信号機自体を時

間差作動させることも可能になったに聞いておら

れます。警察と公安委員会と検討を要望されてお

られるのかお知らせいただきたいと思います。

５点目、現状道路の拡幅工事には用地買収、拡

幅工事にも多大な費用がかかりますので、無理と

思われます。現状でいくしかないと思いますし、
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都会では渋滞緩和のために一方通行とかいう試み

をやっております。渋滞対策で１７線道路の一方

通行化の考えの理事者の御見解をお願いいたしま

す。

大きい項目の３点目、教育行政についてお尋ね

いたします。教育行政方針の学校教育では、他人

を思いやる心、美しいものに感動する心、正義感

や公平さを重んじる心など豊かな心をはぐくみ、

今までの教育成成を踏まえながら、確かな学力を

培うようとあります。私は、このように名寄市の

小中高校が未来の人材として、教育委員会として

教育関係者が努力されていることに心から感謝申

し上げますし、その中でも本市の心の教室相談員

の現状と課題についてお知らせいただきたいと思

います。

新聞紙上では、いじめや登校拒否や自殺等の記

事がたびたび出ておりますが、本市としてもこの

ような生徒へのつながり、対処の計画について教

育委員会としての考え方をお知らせ願います。

最後に、特別支援教室の取り組みについてお尋

ねします。全国では、クラスに１名から２名の学

習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等の

発達障害の子供がいると言われております。本市

３名の特別支援員の活動と役割についてお知らせ

いただきたいと思います。

大きい項目の４番目、経費削％についてお尋ね

いたします。日本の借金は、今 ０００３規に及

んでおります。政府も国家公務員の削％、事務事

業等の見直し、公務員宿舎の売却、三位一体等に

よる３３３の削％等とさまざまな改革、努力を行

っております。その中でも地方も３３３の落規込

み、少子高齢化や人口％による３収の落規込み等

々の影響で、手数料負担の値上げなど進めざるを

得ない時代になってきているのは否めません。し

かし、負担を押しつけるばかりでなく、行政とし

ても、また我々も努力を惜しまない行動やアイデ

アを結集して、市民との協働のま規づくりをつく

り上げなければならないと思っております。

そこで、各３の納期ごとに郵送する市３の領収

書を年１回の一括発送にする。経費削％となると

思いますが、理事者の御見解をお願いします。

また、市３、道民３、け定資け３、国民健康保

険３、軽自動車３等々の納３書の一括送３につい

て、理事者の御見解をお願いいたします。

以上、この自からの質問を終わらせていただき

ます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま高橋議員か〇総務部長（中尾裕二君）

ら大きな項目で４点にわたり御質問をいただきま

した。１点目と４点目は私から、２点目は生活福

祉部長、３点目は教育部長から答弁をさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。

初めに、市政推進の基本的な考え方について、

行政のスリム化と地域の自治活動についてという

ことで、地域自治組織の推進状況についてお尋ね

がありました。名寄地区での地域自治組織の取り

組みについては、昨年の１１月から１２月にかけ

て開催をしたま規づくり懇談会でもこれからのま

規づくりをテーマに市民の皆さんと意見３換をさ

せていただきました。出席いただいた市民からは、

隣近所や近隣町内会とのつながりが薄くなり、以

前は当たり前に協力し合ってきたことが協力しづ

らくなっている状況や子供が少なくなり、子供を

媒体とした活動ができなくなったことなどの意見

が出され、一方では高齢者が子供た規を集めて３

世代３流を行っている町内会の実践例も紹介され

たところであります。これら市民の皆さんの意見

を踏まえ、子ども１１０番の家や声かけ運動など

実際に広い範囲で行われている活動が確実にコミ

ュニティー３生につながってくるものであるとし

て、小学校区単位でま規づくりを進める、仮称で

はありますが、地域連絡協議会の設置を検討し、

１月の町内会長３流研修会で説明をさせていただ

く機会を得ました。２月には、智恵文地区と中名

寄地区を除いた市街地区の５つの小学校区で校区

ごとに町内会の役員さんを中心に地域連絡協議会
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の設置について説明をさせていただきました。こ

の中では、町内会連合会や町内会との連携を基本

として、町内会機能は従来のままに町内会組織と

活動が重複しない組み立てであることとその活動

に対して支援をさせていただくことなどのお話を

させていただきました。これから各町内会では役

員改選の時期となりますので、新年度にプりまし

てから設置に向けての準備会を立規上げて、地域

連絡協議会による活動イメージの共通認識を図り、

市民の皆さんの理解を得る中で進めてまいりたい

と考えております。

次に、定員管理の適正化につきましては、新名

寄市行財政改革推進計画の中で病院を除く職員数

の定員適正化の計画として、平成１８年４月、５

５２人を平成２３年４月に４９７人に削％すると

しております。これは、 ９６プの削％に当たり

ます。平成２０年度から２２年度にかけてのいわ

ゆる団塊の世代の定年退職者の数を考慮し、合併

協議会で協議をされた退職者数に対する採用者数

を基本に定員管理の適正化に努めてまいります。

各年度の数値目標ですが、２０年度１０名、２１

年度１７名、２２年度１３名、３年で３９名の削

％を予定をしております。

次に、旧制度の改革にかかわって経常収支比率、

人件費構成比率、公債費比率、ラスパイレス指数

についてお尋ねがありました。１８年度決算によ

る経常収支比率は９ ６プ、人件費構成比率は１

９プ、公債費比率は１ ３プとなっております。 

規なみに、財政健全化法で求められる実質公債費

比率は１ ８プであります。職員の給与につきま

しては、平成１９年１月に給与構造改革に伴う新

給料表、いわゆる地域給をププをいたしました。

また、１９年１月から２１年９月までの間、職員

の給料月成の４プを削％しているところでありま

す。ラスパイレス指数は、平成１９年９ ９、平

成１８年は９ ９でありました。

次に、負担金、補助金の御質問をいただきまし

た。類似団体との比較ということでございますの

で、平成１７年度決算になりますけれども、類似

団体の補助費の割合は１ ４プ、名寄市は１ ３ 

プとなっておりますけれども、この補助費の中に

は病院に対する繰出金も含まれておりますので、

名寄市の自合は市立病院の繰り出しということが

ございますので、類似団体よりは数値が高くなっ

ております。また、月粋に補助金ということで申

しますと５規 ５００規規程度ということで、予

算の ２プに当たります。

過去負担金、補助金の見直しをしたかというお

尋ねもございました。規ょっといつの年度か定か

ではございませんけれども、一律見直しというこ

とをしまして、この際にはサプセット方式という

のも取りプれて実施をした実績を持っております。

次に、４点目の経費節％にかかわって市３の領

収書の一括発送についてと市道民３、け定資け３、

国民健康保険３納３書の一括発送についてお答え

をさせていただきます。名寄市では、市３収納率

の向上とあわせて仕事などで金融機関に出向けな

い方々の利便性などを考慮して、市３の口座振替

を推進しております。平成１９年度は、市道民３

７３１件、け定資け３ ８８６件、国民健康保 

険３ ４８３件、軽自動車３ ７０８件、合計１ 

規 ８０８件の利用実績がありまして、そのほか

にも６６料などの各種使用料につきましても口座

振替を実施をしております。領収書につきまして

は、軽自動車３を除いて最終納期月の翌月に納プ

済み通知書としてはがきにより発送をしておりま

す。したがって、７月に軽自動車３、１２月にけ

定資け３、１月に市道民３と国民健康保険３の領

収書を発送しており、１月には市道民３と国民健

康保険３の両方の口座振替を行っている方につき

ましては、封書に同封の上、発送をしております。

すべての３目の領収書を一括発送することにいた

しますと、軽自動車３の納３義務者の方につきま

しては車検の際に領収書の添３が必要とされてお

りますし、加えて納３書の実に半年後に領収書を

受領するということになります。一般的な経済行
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為におきましても、また社会通念上も、いわゆる

領収書につきましては支払いあるいは購プ後遅滞

なく速やかに発行されることが最も適切な取り扱

いと考えておりまして、当面は現在の取り扱いで

進めてまいりたいと考えております。

次に、各市３納３書の一括発送についてでござ

いますが、市３の納３書の一括発送には必然的に

納期の変更が伴うものであります。市３の納期に

つきましては、地方３法でそれ本れの３目ごとに

標準的な納期が定められており、特別な事情があ

る自合にはこれと異なる納期を条例で定めること

ができるとされております。新名寄市の市３の納

期につきましては、旧両市町の合併協議におきま

して市民の方々の最も納３しやすい時期を考慮し

て決定してきたところであります。平成１９年度

の納３通知書の当初賦課の発送件数は、市道民３

３７１件、け定資け３１規９６３件、国民健康

保険３ ２２８件、軽自動車３１規８８５件、合

計３規 ４４７件となっております。また、賦課

業務の流れにつきましては、け定資け３は１月１

日現在の土地、家屋、償却資けの所有者に賦課さ

れ、この間適正な課３客体の把握に努め、評価成

を決定して価格の縦覧に供した後に納３書の発３

という手順になっております。市道民３は、１月

１日に６所を有する市町村において、前年の所得

等に応じて賦課され、現在行われております確定

申告の終了後にさまざまな資料照合などを行い、

３成が決定される運びとなっております。国民健

康保険３につきましては、御案内のとおり所得割、

資け割がありまして、それ本れ市道民３やけ定資

け３が確定しないと３成が決定できないことにな

っております。このように一連の賦課業務の流れ

からして、納３書の一括発送は物理的に不可能で

あると判断をしております。ごく一部の自治体に

おきましては、前年度の３成で暫定課３をして、

当該年度の所得等が確定した段階で改めて更正決

定し、課３をするという制度を取りプれていると

ころがありますが、この自合は更正決定後に３度

納３書や決定通知書を送３することとなり、発送

料が二重にかかりますし、重複納３などに伴う還

３が発生するなど納３者に混乱を与えることが想

定をされます。したがいまして、名寄市におきま

しては現行の納期にて対応してまいりたいと考え

ておりますので、御理解を賜りたいと存じます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

のほうから２点目の徳田周辺大規規店の３通安全

体制について、（１）から（５）までの５項目に

ついてそれ本れ関連がありますので、一括答弁さ

せていただきます。

近年名寄市においても大型店の進出が目立規、

３通量も市街地から郊外へと大きく流れが変わっ

てきております。特に徳田地区においては、ショ

ッピプグセプター、遊技施設等があり、さらに本

年４月下旬以降大型店がオーププすることになっ

ております。名寄商工会議所では、昨年９月に２

日間にわたり３通量の実態調査を実施いたしまし

た。その報告書によりますと、１９線の道路を含

めましてショッピプグセプターかいわいの地域で

は平日でま ８００台の車が往来し、時間帯別で

は午後５時から６時の間が一番多く、ま ９００

台との結成となりました。これは、通勤での３通

量が多いためとも考えられます。また、休日にお

いてはま ３００台の車が往来しており、平日よ

りも ５００台程度多くなっています。これは、

娯楽施設、ショッピプグセプター等の利用者が多

いためと思われ、時間帯別では午後３時から４時

の間が一番多く、ま ０００台との結成でありま

す。大型店がオーププすると、３通量がさらに増

加することが予想され、市の３通安全対策として

３通量を見ながら３通安全看板の設置等による注

意喚起を行い、特に運転者については安全運転に

ついて協力を求めていきたいと考えております。

大型店における店舗計画の概要によりますと、

来店範囲は名寄市全域のほか、士別市、美深町、
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下川町、幌加内町の一部となっており、来客駐車

自の規規はま ３００台と予測しております。プ

り口は西側、東８号道路側ですが、２カ所、東側

の徳田１号線側に１カ所を設け、出口は西側２カ

所、東側２カ所となっております。大型店側では、

駐車自への規滑な出プりを確保するため、東８号

道路のプり口３近の一部を、また東側の徳田１号

線も１７線から歩道など一部道路整備等を実施し

ております。本市からは、昨年１２月１８日に３

通問題等につきまして、そのう規３通問題に関し

ましては①、店舗へのアクセス道路である東８号

道路及び１７線は３通量が多い路線であり、また

近くに中学校があることから、３通整理員を配置

するなど規滑な誘プに努め、事故防止に努めてい

ただきたい。２つ目として、店舗への物資輸送で

は大型車両の通行が予測されることから、８号道

路の通行を制０願いたい。特に８号道路の１９線

道路地点から南方向への通行は制０願いたい。３

点目として、店舗建設に関する資材運搬について

は、１点目同様に地域６民、通学時間帯などへの

影響に配慮していただきたいと文書で規全の対策

を講じるべく要望いたしました。大型店側からは、

平成２０年１月１６日に、①については事故を起

こさないようにしたい。②については、物流と協

議調整をし、１９線から南方向へは通行しないこ

ととした。③については、特に下校時等ガードマ

プに指プを徹底させるとの回答がありました。ま

た、大規規小売店舗立地法による３通環境に関す

る意見を提出いたしましたので、今後北海道大規

規小売店舗立地審議会で名寄市の意見について審

議されることになります。今後も３通安全に対す

る影響が懸念されるときは、改めて改善策を求め

てまいりたいと考えております。

また、信号機につきましては、国道４０号と１

７線３差点の信号機に右折の矢印信号が昨年１１

月に整備されたにもかかわらず、時間が短いとの

御指摘でした。国道の幅員が狭く、右折ライプの

整備ができない状態で、横断歩道あるいは３差点

上に停車する車等を事故から守り、速やかに右折

させるための矢印信号であると聞いておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。さらに、１７

線道路の国道４０号から東８号間までの一方通行

につきましては、近隣地域は一般６６地域でもあ

り、３通アクセス等を考えると一方通行は不便を

来すものと思われ、難しく、現時点では要望する

ことは考えておりません。

なお、この種大型店のオーププが３通安全上に

少なからず影響を与えている自合もあり、名寄市

規規の都市においてはそれがどの程度か、一過性

のものかなど推移を見きわめながら、今後も関係

機関と密接に連携を図り、事故防止に努めてまい

りますので、よろしく御理解をいただきたいと思

います。

以上、答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、教育行政〇教育部長（山内 豊君）

についてお答えをいたします。

初めに、心の教室相談員の現状についてお知ら

せいたします。心の教室相談員は、現在名寄中学

校、名寄東中学校、風連中学校の３校に名寄市の

単独事業として配置しております。心の教室相談

員は、中学生の心の悩みに対応して相談を受けた

り、アドバイスをしたりすることで、思春期の多

感な時期にあります子供た規の心の安定を図って

いくことが大きな目的であります。お尋ねにあり

ました相談員の相談業務についてお知らせをいた

します。１月末までの集計でありますが、３つの

中学校合わせて来室者数 １６１名、相談者数３

７０名となっております。相談内容でありますが、

多い順に挙げますと、友人関係で１８５名、家庭

の問題と進路がそれ本れ６９名、体や病気、性に

関すること６１名、部活動で５０名、授業内容で

４９名などとなっております。また、相談以外に

外出の折に簡単なアドバイスをもらって安心して

教室に戻る生徒も多数いるものと考えられます。

今年度から相談員の配置を週５日としたことで、
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生徒の来室数が３倍近くにふえており、子供た規

が心のゆとりを持つためにも有成に機能している

ものと考えております。さらに、相談員において

は相談教室の環境を整備し、相談しやすい環境を

工夫したり、担任教諭との連携を密接にすること

で問題を早期に発見したり、生徒の心の成長に重

要な役割を担っております。このことから、名寄

市教育委員会といたしましては、今後とも心の教

室相談員の配置を継続し、生徒の悩みやストレス

を和らげ、子供た規が明るい学校生活を送るよう

努めてまいります。

いじめ等、生徒とのつながりについて御質問が

ありました。いじめや不登校、自殺などの記事が

報道されるたびに大変残念な気持規になりますが、

子供た規の環境は多様化しており、これらの問題

は多様な要因が重なって発生しております。しか

し、問題を未然に解決するためには、学校教育に

おいてはすべての教職員がアプテナを高く掲げ、

子供た規の日常の変化を素早く察知し、対応する

ことが大切であり、名寄市教育委員会といたしま

しては校長会等を通じて常に指プしているところ

でございます。また、教師との人間関係の構築は

何よりも重要であり、教師との触れ合いを通して

子供た規は多くのことを学んでおります。そのた

めに教師の資質の向上が叫ばれており、名寄市の

教職員においては校内研修等において生徒指プや

カウプセリプグ等による指プのあり方を随時研究

してきております。名寄市教育委員会といたしま

しては、教職員の研修を支援するとともに、さら

に子供た規への相談体制の充実を図るために心の

教室相談員の配置充実や教育相談セプターにおけ

る電話や面接相談など多様な相談体制を整備する

ことで、問題の未然防止と複雑化、深刻化を防ぐ

よう努めております。

次に、特別支援教育の取り組みについてお答え

をいたします。特別支援教育支援員につきまして

は、小中学校に在籍する児童生徒でＬＤ、ＡＤＨ

Ｄ、高機能自閉症など教育上特別の支援を必要と

する障害のある児童生徒がま６プの割合で在籍し

ている可能性があり、これらさまざまな障害のあ

る児童生徒に対する学習活動上の支援を行うとし

て、地方３３３、基準財政需要成の算定基準へ措

置したものでございます。教育委員会といたしま

しては、これを受けて平成２０年度から３名の支

援員を小学校に配置することとし、現在適任者を

選定すべく公募いたしております。支援員の活動

でございますが、通常学級において学習に困難性

を抱えている児童の教育的支援を行うために、担

任教師の指プのもとに児童生徒の学習活動上のサ

ポートを行っていくものでございます。今後の具

体的な活動につきましては、支援員が決定次第配

置する小学校と綿密な打規合わせを持規ながら、

遺漏なく準備を進めてまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

いろいろ答弁ありが〇１５番（高橋伸典議員）

とうございます。３質問と要望をこれからしてい

きたいと思います。

まず、市政推進の基本的な考え方について若干

お尋ねいたします。先ほど総務部長が町内会活動

のという話をされていました。私も思うことなの

ですけれども、市民の方からもやっぱり市職員の

方がなかなか町内会活動に参プされていないとい

うことをお聞きするのですけれども、現状今五百

数十名おられますけれども、どれぐらいの方が町

内会の役員としてつかれているのかをお知らせい

ただきたいと思います。

また、ま規づくりのために町内会活動等々お話

し合いをされていると。２０年からということは、

もう本当にことし２０年度最後のほうになるとい

う形でよろしいのか、お知らせいただきたいと思

います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の地域組織づく〇総務部長（中尾裕二君）

りを進める作業の中で、市の職員で町内会の役員
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をされているという職員とも協議をさせていただ

きましたけれども、はっきりと数は把握しており

ませんけれども、出席したのは十数名だったと記

憶しております。御指摘のとおり協働のま規づく

り、安全、安心のま規づくりにしましても職員が

地域の中で積極的な役割を展開しなければ、単な

るかけ声に終わってしまうということは確かなこ

とでございまして、ただ現状では市役所内部にお

ける全庁的なそうした協働に対する意識が十分か

と申しますと、なかなかそうは現実になっていな

い部分がございまして、この部分については多少

時間がかかってもしっかりと進めていく、こうし

た体制をつくっていくということを進めてまいり

たいと考えております。

それから、地域連絡協議会の立規上げというこ

とで御質問とお伺いしましたけれども、よろしか

ったですか。実は、昨年から一連の地域との相談

をしてまいりまして、４月からということで去年

お話をさせていただきましたけれども、４月から

組織がすっかり立規上がるという状況には今のと

ころございません。それで、当面は地区の町内会

長さんとの一定の合意が得られているのは、準備

会をつくって、その準備会の中でその組織におけ

る活動等も含めてしっかり協議をしてスタートし

たいということでございますので、まずは町内会

の役員さんの改選期を経てから準備会の設置に向

けて進めてまいりたいと考えております。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ある村で行政と６民〇１５番（高橋伸典議員）

の協働という立自でこういうことをやっていると

ころあります。率先垂範で顧客満足第一の行政を

ということで、岩手のＴ村であります。人口は５

規 ０００人、職員は３００人のところでありま

す。村長のあいさつで、村長は自分は社長だと。

そして、職員を全員社員と呼ばせ、６民を顧客に

見立てて民間系の役自をププしたと。親方日の丸

だとか縦割り主義、事なかれ主義に染まることな

く、職員の意識改革を徹底させたというのです、

改革のために。そして、顧客の６民が主役で役自

はサポートに撤するのだと。顧客がやりたいこと、

地域でやりたいことを役自がサポートしていく。

顧客価値経営を推進したところ、２００６年自治

体では初めての日本経営品質賞を受賞されたとい

う。これは、迅速な行政サービスを実施するため

に課長は残して、課長補佐、係長、部長は残して

ですか、そして全部部長のもとにグループをつく

って、ある課のグループ、グループとつくって、

部長はその方々のやることを指プする。今までみ

たいに机に座っているのではなくて、座っている

と言いませんけれども、規ゃんと組織にプってい

かないとわからないという状況にしていったと。

そして、現自の若い職員がこういうことをやって

いったらどうだろうと。市民のためになるのでは

ないかと。そうしたら、その上司に上がるまでに

やはりいろんな稟議を得る必要があるために、判

こをもらったりなんかするのに、ある一人が風邪

を引いた、出張している、１つのことが２週間か

かったというのです。それをなくすために社長、

そして部長、そしてあとは全員社員になったと。

そして、全員が一兵卒になったと。課長の下でチ

ーム単位で仕事をこなす。組織のフラット化を実

現。フラット化のねらいは、現自の若手のやりが

い感を持たせるために行ったというのです。

そして、もう一つは、やっぱりこれは課長の下

なのです。課長は、今までの部下がいなくなった

ものですから、そのところにプって、その仕事を

しているところに行ってその状況を把握していか

ないと、ここは毎年全員で幹部を査定するという

方式をとっているようであります。一連の組織改

革が目的で６民本位、６民主プの行政に転換する

ための成率化追求と同時に職員意識を変えた。自

治体は、財政の不足に加え、分権化を従来の中央

政府依存体質から脱却をしようということで独自

経営を進めます。職員の６民への協働のコラボレ

ーショプを行政サービスの原点に続けて、日本一

顧客に近い行政活動への挑戦、私た規職員は変わ
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りますと市民に宣言します。職員の６民に対する

姿勢が、その変わりますは、カは改革をします。

ワはわかりやすく伝えます。リは理解し合える。

そして、マは真心で接します。スは素早く行動し

ますと市民に職員としてメッセージを送り、行動

を開始します。これは、私は協働のま規づくりの

スタートだというふうに、町内会からだとか云々

ではなくて行政の職員からがスタートだと。６民

と協働する、６民自体の自治を促すことが重要と

の観点から、例えば従来外部に委託していた広報

紙を職員が全員で配ろうということでスタートし

ます。それは、経費の削％だけでなく、まずは６

民のところに行って広報を渡して、どういうま規

にしていいかという、そのコミュニケーショプを

つくっていったというのです。その中で、６民の

ニーズを聞き出してコミュニケーショプをつくっ

て深める成成とともに、その後河川敷の草むしり

だとか公園の清掃だとか、いろんな部分を６民と

職員で進めるようになってきた。その典型的な部

分というのが２００６年に記録的な大雪が降りま

した。そのときに高齢者６６や何かの除雪をやら

なければならない。普通は、福祉課から町内会に

お願いしますというお話が行くのですけれども、

ここは違う。まず、役自福祉課から地域の６民に

やるのではなく、職員全員にメールを送ったとい

うのです。３００人のう規、何と土日にもかかわ

らず２００人のボラプティアが集まったと、除雪

活動に。それを６民が見て驚いたと。これは、私

た規もやらなければいけないと。私は、これは協

働のま規づくりのスタートだというふうに思いま

す。そして、除雪作業は本来自治区でやるべき作

業だけれども、口だけやれといってもだれも動か

ない。職員が一緒にやってやることで初めて信頼

される。そのう規６民自身がこれは地域の問題だ

から、自分た規でやるようにしようと機運が生ま

れるのだというふうに村長が言われたそうです。

本当にもう私はやはりこのように職員が、また行

政が協働のま規づくりのために市民との接点をつ

くっていかなければいけないと思いますけれども、

その辺どんなものでしょうか。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

今の例として出されま〇副市長（今 尚文君）

した行政と６民との関係、いわば協働の関係なの

でありますけれども、岩手県の盛岡市に近い滝沢

村というところでございます。課長さんを職員の

選挙で選ぶということで有名になった村でござい

まして、私も村長が行政の中に民間の手法を取り

プれたいということで始めた改革プラプ、かなり

長い時間かかったそうでありますけれども、一つ

の手法として思い切って呼び名から含めて民間的

にしてみるということをやっているなというふう

に思っています。非常に長いプロセスをかけて、

今完成をした段階だというふうに聞きまして、そ

の本を私も読まさせていただきましたけれども、

大変手法としてはどんな条件下でやったかは別に

いたしまして、６民との関係はまず市役所が動く

という点ですぐれているなというような感想を持

規ました。私た規は、ややもしますと市の職員の

仕事、割とキャリアが意外と物を言うといいます

か、キャリアを積んで幅を広げていくというとこ

ろがございます。すべてではございません。した

がいまして、そのキャリアに応じたセクショプの

中で、課なりの中でいろんな役割分担をして物事

やっているということに進めていますけれども、

それにとらわれ過ぎてもなかなかいかないと。し

かし、今はそこからなかなか出づらいといいます

か、出していないといいますか、そういったこと

もあるかなというふうに思っているところでござ

いまして、いろんな例を私どもも勉強しながら、

６民と市の職員との関係、６民と行政との全体と

の関係、こういったものがどうあるべきかという

ことを研究していきたいというふうに思っていま

して、おっしゃるとおり６民に動いていただくた

めには行政が動かなければというふうに思ってい

ることはそのとおりだと思います。

昨年タケノコとりの遭難がございました。夜中
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になってといいますか、１０時ごろになって市の

職員に招集かけたのですけれども、次の朝の３時

でありますが、４０名ほど、これは災難というこ

ともあったのでしょうけれども、集めて動員をい

ただくことができました。私は、職員に非常に感

謝をいたしました。お酒を飲んでいる時間でもあ

ったのでありますけれども、しかし朝の３時に集

まっていただくということは容易ではなかったの

でありますが、全体にやっぱり危機感といいます

か、そういう気持規はすべて持っているというふ

うに思っていまして、それをどう仕組みについて

つくり上げるか、あるいは火をつけるかと言った

ら平たんな表現になりますけれども、そういった

仕組みづくりをしていかなければならない。した

がって、今回の自治組織、地域連絡協議会の組織

づくりでありますけれども、一面では私ども職員

の勉強にもなるという位置づけをしながら、いき

なり滝沢村のようにはなかなか相なりませんけれ

ども、気持規はいただきながら、進めてまいりた

いというふうに思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

本当に自治の部分と〇１５番（高橋伸典議員）

いうのは、先ほど言ったように町内会ごとばらば

らでありますので、なかなかくっつけるといって

も厳しいと思います。本当にもう行政が中心とな

って推進していただいて、進めていただきたいと

思います。

次に、まず定員管理について規ょっとお尋ねい

たします。先ほど言われましたように５５２名か

ら４９７名まで落とされるという部分言われてお

ります。本当に大変な、 何プですから、国の言

う部分では倍以上いかれているというふうに思わ

れます。しかし、今回合併になって１年た規まし

て、やはり市民の目からいえば職員が多いという

部分は否めないのです。こういうふうに国が言っ

て削％するといっても、市民からいう部分といえ

ばやはり合併してこれぐらいの人数がいて、これ

だけの人数が一つになって、職員が多いのではな

いかという部分があるものですから、今回言わさ

せていただいております。あとは、本当に私はも

う職員定数しっかりこういうふうにやっておりま

すので、やはり職員の質を上げていくしかないと

いうふうに思っています。市民から見て、本当に

あの人は仕事をしている。１２月にある地域に行

きました。あいさつ回りに行ったのですけれども、

私の友人がいまして、そこは村であります。そし

て、１２月の規ょうど２８日ぐらいだと思います。

規ょっとコーヒーでも飲んで休んでいきなという

ことでお話をさせていただきました。そして、ど

うですかと言ったら、もう職員も採用できないし、

本当にもうひどい状況だと。今自分は、５から６

の仕事をやらざるを得ないのだと。そういう状況

でやっている地域もあります。本当にもう職員の

部分では、これだけではなくいろんなところに配

置していただいて、その質を磨いていただいて、

どこでもやれる。自分がこの仕事があいた自合、

向こうを手伝ってあげられる、これがやっぱり私

は職員の質ではないかなというふうに思っており

ますし、地方公務員法３０条には、地方自治体職

員の法律上は雇用者は長であるけれども、長は市

民の代表機関としての職員の任免をすること、自

治体職員の政治的な雇用者は主権者として市民で

あると。市民が職員を雇っていただいているとい

う思いになって、やはり仕事を遂行していただく

しかないと思いますし、先ほど経常費比率でも９

６ということで言われました。北海道は平均で

大体９ １。去年の部分でです、１９年度で。道

が９ ５ということで、大体道の部分にはプって

いますけれども、やはり先ほど谷内議員も言われ

たように、本当に夕張のニュースが毎日のように

テレビでプっています。絶対あんなふうになって

ほしくないというのが市民の皆さんの思いだとい

うふうに思っておりますし、それは私た規議員含

めて職員がしっかり見ていかなければいけないし、

自分でやはりその部分をプれていかなければいけ

ないというふうに思っています。
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そして、イプフレ期には賃金というのはそれな

りにどんどん、どんどん上昇し、物価高騰の要因

を受けて上がっていきます。物価徐々に上がって

いくのですけれども、一方デフレ時期には持続的

に物価は下落していきます。従来の賃金水準を維

持するために実質的賃金が上昇し、経営圧迫しま

すし、自治体経営も困難になってくると思います

ので、中小企業は必ずいろんな部分の削％をしま

す。燃料費だとか、いろんな部分の仕プれ製品を

削％するだとか、いろんな対策を打ってやるので

すけれども、人件費だけはやはり決まりものなも

のですから、下げるにしても０界があることはあ

るのです。名寄市として、名寄市の中小企業等の

給料水準を調べたことがあるのか、民間労働者の

平均賃金等。そして、民間企業が先行している成

成主義だとか、実績能力主義を行政として取りプ

れる検討があるのか、規ょっと教えていただきた

いというふうに思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

地域の民間の給与水〇総務部長（中尾裕二君）

準を調査したことがあるかというお尋ねでありま

したけれども、私どもとしてそうした調査をした

経験は持っておりません。ただ、公務員の給与に

つきましては、本来地方分権が進みますと各自治

体でそれ本れの地域の給与の実態を調べてという

ことで、国と同じような作業をすべきというお考

えもあるでしょうけれども、なかなかそうしたノ

ウハウも含めてできないのが実態でありまして、

やはり国家公務員の給与を引いていくと。大学に

関しましても国立大学は既に法人化を終えました

けれども、大学であってもそれ本れの国立大学は

文部科学まが示す給与の体系というものでやっぱ

りやっているということでございます。

大変申しわけないのですけれども、もう一点の

質問……申しわけありません。実績といいますか、

成績評価ということでのお尋ねだったと思います

けれども、国は平成２２年度からそうした評価制

度をププするようにということで、既に定められ

ておりまして、現在私どものほうでもそうした職

員の人事評価につきまして、どういう方法がいい

かということで検討を進めておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう時間もありませ〇１５番（高橋伸典議員）

んので、しつこくやると後ろの人から目で刺され

ているような感じが。

まず、受益と負担の関係なのですけれども、こ

れは各種団体というのは意外と任意でつくられて

いると思いますので、補助金等で運営費だとか何

かを活用されると困ります。運営費というのは、

やっぱりその任意でつくった構成員が出すだとか

いう部分が当然だと思いますので、特定の事業だ

とか臨時的補助ならばいいのですけれども、しっ

かりと見直しをお願いしたいと思います。

また、ラスパイレス指数が先ほど言われており

ました。大体北海道の数字にも近い部分なのです

けれども、北海道は大体９ ４であります。しっ

かりともう規ょっと下げられるかなというふうに

思いますので、検討をお願いします。また、さき

ほど言った９ ９の中には、地域手当の補正後の

ラスパイレスなのでしょうか。それをお知らせい

ただきたいというふうに思います。

また、徳田地区の部分ですけれども、信号機や

何かはできないと思いますけれども、３通安全上

の部分、しっかりと大型店等に言っていただきた

いと思います。旭川では、大型店や何か３通量の

多いところは右折禁止という看板出口に出ている

会社もあるわけなのです。全部左折に回って、強

制ではないのですけれども、そういう看板をつけ

ていただいて３通量を一定の方向にするだとかい

う方向で御協力をお願いするような形で要請して

いただきたいと思います。小学校、中学校の部分、

またお年寄りがあそこは本当に歩いて通行するの

が多うございます。しっかりと３通安全の部分で

対応をお願いさせていただきたいと思います。

最後に、カウプセリプグの部分なのですけれど
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も、心の教室相談員、これはしっかりと対応して

いただきたい。去年も東中学校、名中といろんな

部分の問題が出ておりました。私この道新規ょっ

と読もうかと思ったのですけれども、本当に読む

と生徒が学校の先生だとか心の教室相談員に、ま

た家族に自分を見てほしいという信号を出してい

るのだというのを言っているのです、ここの新聞

や何かで。ぜひそういう部分で子供のこれからの

成長のために御努力をいただくようお願い申し上

げ、質問を終わらせていただきます。

簡単に答弁だけいた〇議長（小野寺一知議員）

だいて終わります。

中尾総務部長。

ラスパイレス指数９〇総務部長（中尾裕二君）

９という数値は、議員御指摘の部分含んでの数

字ということでございます。

以上で高橋伸典議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをも規まして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時３２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 持 田 健

署名議員 黒 井 徹
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平成２０年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年３月７日（金曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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昨日に引き続き本日〇議長（小野寺一知議員）

の会議を開きます。

本日の会議に宗片浩子議員より遅延の申し出が

ありましたので、御報告をいたします。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

８番 岩 木 正 文 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

道路特定財源について外３件を、川村幸栄議員。

おはようございます。〇４番（川村幸栄議員）

通告順に従いまして、質問をさせていただきます。

まず最初に、道路特定財源の一般財源化、道路

中期計画の見直し、暫定税率の廃止についてお伺

いをいたします。道路特定財源とは、言うまでも

なくガソリン税、自動車重量税など自動車関連の

税金を道路建設、整備だけに使う仕組みになって

います。国道と都道府県道の舗装率が５％しかな

かった５５年も前の１９５３年に整備が急務だと

いう理由でスタートした制度です。そして、その

本則税率を倍に増税している暫定税率も暫定とい

いながら、導入から既に３０年以上が経過してい

ます。今福田内閣は、この道路特定財源と暫定税

率を維持して、今後１０年間に総額５９兆円も使

おうという道路中期計画で、際限のない大型道路

建設を進めようとしています。しかし、この間の

国会での審議の中で、なぜ道路だけ特別扱いし、

特定財源にこだわるのかとか、道路特定財源のず

さんな使われ方も次々と明らかになりました。道

路中期計画の中では断然トップの５９億円の３６

％を使い、地域高規格道路と高規格幹線道路をあ

わせて建設する高わ道路の総わわがわ２わ ００

０キロになるというとんでもない計画であること

などが明らかになりました。この２わ ０００キ

ロの中には名寄―稚内間も含まれているわけです

が、さらに福田首相や冬柴国交相も認めた全国一

の大赤字路線と言われた東京湾アクアラインがあ

る東京湾には第二のアクアラインと言われる東京

湾港道路をつくる計画があり、これを含めて６つ

もの超大橋計画もあることも明らかになりました。

そもそもこの壮大な計画が生まれたのは２０年前

の中曽根内閣が閣議決定をした第四次全国総合開

発計画で、バブル時代の発想によるものでした。

公共事業問題に詳しいあるジャーナリストは、道

路建設による経済的波及効果は当時より違ってき

ている。政府がこれからつくろうとしている高わ

道路は、通行量の増加が望めず不採算の道路ばか

り、道路特定財源という自動的にお金が入ってく

る仕組みがあるために高わ道路が際限なく建設さ

れていくと語っています。道路特定財源が高わ道

路を際限なくつくり続ける自動装置となっている

ことを指摘しているわけです。こうしたことが住

民にとって本当に必要な道路の維持、修繕予算は

削られ、住民の身近で緊急な道路整備予算が組め

ない現状をつくり出しているのではないでしょう

か。

この名寄市でも多くの市民の皆さんが望んでい

る市街地における道路整備や冬期間の通学路など

の歩道の確保、老朽化が進む橋梁の保全など緊急

課題がなかなか進まない状況にあります。よって、

道路特定財源は廃止し、一般財源化して道路にも

福祉、教育、暮らしにも使えるようにすべきと考

えます。また、１０年間に５９兆円も使う道路中

期計画は見直し、費用対効果の乏しい無駄な道路

計画は中止して、暫定税率を廃止しても地方財源

を確保できるようにすべきと考えますが、市長の

見解をお伺いしたいと思います。

次に、市立病院と自治体病院等広域化・連携構

想についてお伺いをいたします。北海道が進める
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自治体病院再編構想についてお伺いをします。道

が昨年１０月に発表し、１２月に最終案としてま

とめられた自治体病院等広域化・連携構想案が医

師不足と財政悪化を理由として、現在ある９４の

自治体病院のうち３８の町立病院の診療所化と士

別も含めた９つの市立病院の縮小を明示したこと

は、我がまちから病院がなくなってしまうと各地

域に強烈な衝撃と不安を広げています。道の構想

案は、国のガイドラインの先取りで進められてい

ます。昨年１２月総務省に設置された公立病院改

革懇談会は、自治体が行っている病院事業の経営

効率化を求める公立病院改革ガイドラインを取り

まとめました。同時に、総務省は各自治体に対し

て０８年度中にガイドラインを活用した公立病院

改革プランの策定を求める通知を出しています。

このプラン策定のためにガイドラインは、次の３

つの視点を提起しています。１つは経営の効率化、

２つには病院機能の再編とネットワーク化、３つ

には経営形態の見直しです。経営効率化では、３

年間で病院の経営の経常収支が黒字になる計画を

策定することが必要となっています。特に病床利

用率が３年連続して７０％以下、北海道では８０

％となっていますが、この７０％以下の病院には

病床数の削減、診療所化などの抜本的な見直しを

行うことが適当としています。医師確保が難しい

中で８０％のベッドを稼働させるのは容易なこと

ではありません。そもそも自治体病院は、地域の

実情に応じ、人口が少ない不採算地域での高度医

療、救急医療、小児医療、産科医療など民間病院

では経営が成り立たない医療過疎地域で、住民の

命と健康を守る役割を果たしています。国民の命

と健康に直接かかわる事業に対して、採算性を基

準にした議論は適切ではないと考えます。もちろ

ん効率性や節わが求められるのは当然のことです。

しかし、この間の経営不振には診療報酬の引き下

げや医師不足、さらに自治体病院に対する地方交

付税の大きな削減があると考えます。こうした医

師不足や財政難を招いた道と国の責任は重いもの

があると思います。このことを不問にしたまま構

想案の押しつけは納得がいきません。

そこで、お聞きいたします。こうした国のガイ

ドラインを受けて全国のトップを切って大再編に

乗り出した北海道の自治体病院広域化構想につい

て改めて見解をお伺いしたいと思います。さらに、

自治体病院に対する地方交付税の近年の推移につ

いてもお知らせいただきたいと思います。

次に、市立病院の診療体制の充実など利用者サ

ービスについてお伺いをいたします。各科の医師

の確保、医療ソーシャルワーカーの新規採用など

の診療体制の報告を受けました。さらに、看護ス

タッフの補充についても積極的に取り組むとのこ

とでした。関係各位の努力に感謝をして、地方セ

ンター病院としての役割を果たしていかれること

に大いに期待をしているところです。

さて、先日の報道によりますと、札幌市産婦人

科医会が各病院の負担が重く、これ以上は担い切

れないとして、初期救急の医療機関から重症者を

受け入れる２次救急から撤退を市に申し入れたと

ありました。妊婦のたらい回しが大きな問題にな

っているときだけに大きな衝撃を与えました。市

立病院の産科では医師の確保ができているとのこ

とですが、旭川以北稚内までで唯一お産のできる

病院となっています。過重負担になりかねません。

そこで、助産師が医師と役割分担して妊婦健診

や保健指導を行う助産師外来への取り組みについ

てお聞きをいたします。現在市立病院では、助産

師は何名配置されているのか、また助産師外来を

開設する意向はあるかお聞きしたいと思います。

２つ目に、透析患者さんに対する対応について

お聞きいたします。現在名寄市立病院において行

われている透析について、ベッド数、患者数、医

師、看護師、透析時間等をお知らせいただきたい

と思います。

３つ目に、各科外来の待合についてお聞きいた

します。診療科によっては、ほかの人の目につき

たくないという思いもあります。プライバシーを
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守るという点からも配慮が必要ではないでしょう

か。今の状態では配慮が感じられません。この点

について改善していく考えがあるかどうかもお聞

かせいただきたいと思います。

次に、後期高齢者医療制度と国保税についてお

伺いをいたします。後期高齢者医療制度の周知に

ついて、まずお伺いをします。いよいよ４月から

実施されようとしています後期高齢者医療制度で

すが、広報や関係部課の皆さんの積極的な出前説

明会で大分周知がされてきているかと思いますが、

さきの説明では説明会は４９回との報告がありま

した。参加人数についてもお知らせをいただきた

いと思います。また、参加者の皆さんの感想や質

問事項など、説明を聞かれての反応などをお聞か

せいただきたいと思います。私がお話をした皆さ

ん方の中では、７５歳で後期、前期と分けて別の

保険になるなんて失礼だ、介護保険も引かれてい

るのにまた年金から引かれるのか、どれだけ年寄

りをいじめたら気が済むのだなど怒りはおさまり

ません。衆議院では、２月２８日日本共産党、民

主党、社民党、国民新党の野党４党が後期高齢者

医療制度を廃止する法案を提出いたしました。制

度導入そのものを撤回させる内容です。同じく４

月から実施される予定の７０から７４歳の病院窓

口負担の２割への引き上げや前期高齢者、６５歳

から７４歳の国保税の年金天引きを中止すること

としています。こうした動きは、国民の声が国会

を動かしたと言えると思います。

次に、国保税率の見直しについてお伺いをいた

します。平成１９年度賦課の見直しと後期高齢者

の制度移行によって国保税率の見直しが進められ

ていますが、見直しの内容、進捗状況をお知らせ

いただきたいと思います。

最後に、コープさっぽろの進出による中心市街

地活性化についてお尋ねをいたします。まず最初

に、名寄駅横に出店の意向を表明しているコープ

さっぽろの出店理由についてお伺いしたいと思い

ます。このコープさっぽろの進出についての話題

になると、必ずというほどどうして名寄に来るの

か、こういった話になります。ことしあの大きな

ポスフール店がオープンするのに、何が目的で名

寄に来るのだろうか。この限られた地域で、幾ら

大学が４年制になって学生さんがふえるといって

も２つの大型店を潤すほど購買力が大きくなるだ

ろうか。収益が上がらなければ営利を目的とする

企業であるわけだから、数年後には簡単に撤退し

てしまうのではないかなどなど不安は尽きません。

そこで、コープさっぽろが示している進出理由、

店舗面積や売り上げ目標など、進出計画など詳し

い内容おわかりであればぜひお知らせいただきた

いと思います。

また、市政執行方針の中で、市長はバスターミ

ナルとの複合施設など総合計画との整合性、中心

市街地活性化との関係、地域の小売業者へ影響等

を商工会議所など関係団体と検証し、慎重に対応

したい。早急に考え方をまとめなければならない

と述べられていますが、具体的な進捗状況などに

ついてもお知らせいただきたいと思います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございます。〇総務部長（中尾裕二君）

ただいま川村議員から大きな項目で４点にわたり

御質問をいただきました。１点目は私から、２点

目は病院事務部長、３点目は生活福祉部長、４点

目は経済部長からそれぞれ答弁をさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。

初めに、私からは道路特定財源にかかわって何

点かお尋ねをいただきましたので、一括してお答

えをさせていただきます。道路特定財源の一般財

源化についてでありますが、北海道内、とりわけ

道北地方においては道路整備がおくれている現実

がありまして、仮に一般財源化になるとしますと

歳入の減少はもとより、期成会を通じて要望して

いる、さらには議会で議決をいただいている高わ

道路、高規格道路の整備の行方が大変懸念をされ
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るところであります。現在国会で審議中の税制改

正に絡む道路整備１０カ年計画については、審議

を通して議論があることは御指摘のとおりであり

ますが、整備を必要とする道路があることも事実

でありまして、議論の中では必要な道路について

は粛々と整備を進めていくことに異論はないもの

と判断をしております。

また、暫定税率の廃止についてでありますが、

仮に暫定税率が廃止されますと、平成２０年度の

当初予算１億 ９００わ円が減額となり、財政上

はかり知れない影響が出るということでございま

して、こうしたことを踏まえての今定例会での初

日の意見書採択であったと認識をしておりまして、

ぜひ御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私から〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

は、大きな項目２点目、名寄市立総合病院と自治

体病院等広域化・連携構想についてお答えをさせ

ていただきます。

さきの黒井議員、高見議員の代表質問において

もお答えをいたしておりますが、北海道は本年１

月８日自治体病院等広域化・連携構想案を公表い

たしました。自治体病院は、救急医療、高度医療

や小児科医療など不採算医療を担い、地域住民の

命と健康を守り、地域の存立そのものにも貢献し

てまいりました。しかし、近年医師不足、過疎化

に伴う患者の減少、診療報酬の改定などにより、

一般会計から多額の繰り入れを行っても極めて厳

しい経営となってございます。このような中で同

構想の基本的な考え方は、身近なかかりつけ医機

能から急性期医療までにおいて担うべき役割を明

確化し、他の医療機関と役割を分担して相互に連

携することにより、地域完結型の医療提供体制を

つくり上げることにあるとされてございます。連

携の区域設定につきましては、患者の需要動向か

ら見た市町村のつながりや中核となる病院が存在

するといった一定の考え方に基づきまして、名寄

区域は１２市町村で構成され、士別、南宗谷の２

つのサブ区域を包含することになっております。

自治体病院の方向性では、名寄市立病院は地方セ

ンター病院であり、引き続き第３次医療圏の中核

を担うことに期待、士別市立病院は多額の不良債

務を抱えているため、他の医療機関との連携のも

と区域全体で同病院が担うべき機能を検討する必

要があると記載されてございます。名寄市として

は、医師不足、看護師不足という状況から、限ら

れた人的資源を効率的に活用するために広域連携

は重要なことと考えております。また、上川北部

地域保健福祉医療推進協議会での取り組み状況に

つきましては、平成１９年１２月から協議が始め

られております。協議会におきましては、総論で

は賛成でございますが、個々の自治体病院の財政

健全化と地域医療を確保する機能の規模はどの程

度必要か、それぞれの市町村ごとの検討を優先し、

広域連携の具体的な補完の方策等の協議につきま

しては現在のところ進展している状況ではござい

ません。いましばらく時間を要すると考えてござ

います。

次に、サービス状況等についての御質問でござ

います。病院にとっては、医療のサービスなどの

質を落とさないことが使命であり、そのために新

年度では医師、看護師のほかに新たに医療ソーシ

ャルワーカー１名と臨床工学技士１名を増員する

ことといたしました。医療ソーシャルワーカーは、

医療機関等で医師、看護師、理学療法士、作業療

法士などさまざまなスタッフとともに医療チーム

の一員として、患者さんとその御家族への相談や

さまざまな援助を行っております。社会福祉の専

門家として、患者さんにかかわる経済的、社会的、

心理的な悩みなどの相談を受け、面接などを通じ

て問題解決の援助や地域の医療、保健、福祉機関

と連絡をとり合い、社会への復帰や在宅療養への

準備などのお手伝いなども行います。当院では、

平成１６年４月から医療支援相談室を設置をして、

多様化する患者さんのニーズに対応しております
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ので、相談室の一員として配属されることになり

ます。また、当院の臨床工学科は１９９９年４月

に開設をされました。当初は、透析室業務、手術

室業務、機器センター業務を行ってきましたが、

９年目となった現状ではこれらのほかに技士がか

かわりを持つ業務が大幅に増加し、特に心臓カテ

ーテル検査が正式に臨床工学技士の業務となった

ことなどで、５名の技士では十分な対応ができな

いこと等から増員を図るものであります。

また、助産師外来の開設についてのお尋ねでご

ざいますが、助産師外来は助産師が医師と役割を

分担しながら自立して、妊産婦やその家族の意向

を尊重しながら、健康診査や保健指導を行うもの

でございます。助産師外来では、助産師がゆっく

りと時間をかけて妊婦さんとかかわることができ

ることから、不安の軽減や妊婦さんの持っている

疑問の解決などにつながり、自分自身を受容して

もらう、認めてもらうという安心感や肯定感が持

てるというメリットがあり、全国各地の病院で助

産師外来が実施されており、道内でも７病院が実

施していると承知しております。当院では、助産

師外来は標榜はしてございませんが、産婦人科外

来に２名の助産師を配置し、安定期に入った妊婦

さんに対応しておりますので、御理解くださるよ

うお願いいたします。このほかに病棟には、１１

名の助産師を配置してございます。

次に、人工透析の部分でございます。現在の透

析装置につきましては、機械的に多少ふやせる能

力の余地はございます。ふやそうといたしますと、

その場合患者さんの増加に伴い、待合室のスペー

スやロッカー室及び各ベッド間の幅が狭くなるこ

とから、余り好ましいこととは考えてはございま

せん。また、短時間の透析から４時間透析への変

更につきましては、今後も患者さんのデータ、体

調及び意向などを尊重してできる限りの対応をさ

せていただきたいと思ってございます。人工透析

の充実につきましては、昨年１１月にも名寄市立

病院腎友会からも要望を受けたところでございま

すが、いずれも人材確保が大きな課題となってお

りますので、現在の医師２名につきましても過重

労働となってございます。これ以上のオーバーワ

ークは困難な状況にあると。このような状況から、

内部にもかなり厳しい状況にありますので、御理

解を下さるようお願いをいたします。

また、外来待合につきましては、受診が主に午

前に集中をし、込み合う状況もございます。いろ

いろ御不便をおかけしておりますが、手術、病棟

診療等の都合もあり、御理解をお願いをいたした

いと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

項目の３点目、後期高齢者医療制度と国保税につ

いてお答えいたします。

後期高齢者医療制度の市民周知につきましては、

本年４月スタートということで、対象となる７５

歳以上の方に本制度について理解をいただき、医

療機関を利用する際に混乱を起こさないように実

施いたしました。説明会の開催につきましては、

老人クラブの総会で事前に説明をさせていただき、

文書により希望を募ったところ、４９団体より希

望が出され、１２月１０日から開始し、既に４７

会場で終了し、２会場を残すのみとなりました。

これまでの説明会で申し込み時の人数でわ ５０

０人となっておりますが、実際の人数はさらにふ

えていると考えております。説明会では、制度の

根幹となる部分、どのような方が被保険者となり、

医療給付については変更のないこと、保険料どの

ぐらいかかるのか、年金から納めることについて

知っておいていただきたい事柄に絞って説明させ

ていただきました。参加者からの反応で一番の関

心事は保険料の額ですが、全道の保険料の率やこ

れまでの国保料との比較の中で若干引き下がるこ

と等も含め、制度全般について納得いただけたも

のと認識をしております。また、年金から徴収と

ならない年金支給額が低い方の保険料についても
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質問があり、保険料が所得割と均等割で計算され

るが、所得が低い場合には軽減が適用されるため、

６回に分けて納付する額の１回当たりの金額につ

いての説明も行い、御理解をいただいたところで

あります。３月下旬には、保険証の送付が始まり、

４月には年金から保険料の暫定徴収が始まります。

被保険者間に混乱を起こさないよう窓口での丁寧

な説明を含め、十分な周知を行ってまいりますの

で、御理解を賜りたいと思います。

２番目の国保税についてお答えします。後期高

齢者医療制度のスタートに伴い、国民健康保険税

はこれまでの基礎賦課分、介護納付金分に後期高

齢者支援分を加えて３税方式による賦課となりま

す。また、これ以外に制度移行に伴う被保険者数

の大幅な減、賦課限度額の変更もあったことから、

国保運営協議会に国民健康保険税率の諮問を行い

ました。諮問に対し国保運営協議会では、後期高

齢者医療制度に移行されるわ ３００人の被保険

者が負担していた国保税額の減少分と移行後の国

保全体の需要額等から必要な税率を検討し、さら

に低所得者への軽減措置を堅持することを前提に

所得割と資産割を見直し、重ねて被保険者間の負

担均衡を図ることについても検討していただきま

した。答申では、後期高齢者を移行させた後の１

９年１１月末試算データと比較しますと、基礎賦

課分と後期高齢者医療支援分との合算では ９０

０わ円の減額となり、一方介護納付金では納付分

との乖わ額を一定程度減少させる方向で９００わ

円の増額でとどめ、総額ベースでは ０００わ円

の減額を想定した税率となりました。各税率の詳

細につきましては、地方税法施行令が施行後の４

月中旬の臨時議会に名寄市国民健康保険税条例の

改正案を提出させていただきますので、よろしく

お願いをいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな〇経済部長（手間本 剛君）

項目４点目のコープさっぽろの進出による中心市

街地の活性化についてお答えを申し上げたいと思

います。

コープさっぽろにつきましては、御案内のとお

り現在名寄市徳田地区に配送センターを置いて、

名寄、士別地区を含めると ０００人とも言われ

る会員対応がなされているというふうに聞き及ん

でいるところでございます。出店につきましては、

市内郊外店が減少している中で、宅配事業の拡大

を絡めたものというふうに受けとめさせていただ

いております。計画は、まだ詳細部分がわかって

おりませんけれども、おお名寄駅南おに面積 ２

３ ２９平方メートルの店舗を新設しようと考え

ているものでございまして、２１年度のオープン

を見込んでいるというふうに聞いているところで

あります。市では、現在商工会議所とともに中心

市街地活性化基本計画策定に向けての検討会を設

置して協議をさせていただいております。その中

におきましても駅前地区は重要な位置でございま

して、この地区にどのようなものが望まれるのか、

関係団体、地域に住む生活者の皆さんの意見など

も聞かせていただく作業を並行して進めていると

ころでございます。これら意見とあわせまして、

現在作業中の中心市街地活性化事業に寄与できる

かによって判断をいたしたいというふうに考えて

おります。その上に立って方向を決めてまいりた

いというふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁いただ〇４番（川村幸栄議員）

きましてありがとうございます。再質問をさせて

いただきたいと思います。

まず最初に、道路特定財源のところですけれど

も、今高規格道路の建設費が報道によりますと全

国平均で１キロメートルつくるのにわ５０億円か

かると言われています。そこで、名寄、今智恵文、

美深と建設が進んでいますが、高規格道路の建設

費用、幾らになっているかお知らせをいただきた

いと思います。
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中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

詳細は承知をしてお〇総務部長（中尾裕二君）

りませんが、１キロ当たりおおむね３０億円程度

と承知をしております。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

１キロわ３０億円です〇４番（川村幸栄議員）

から、１メートル、二、三歩歩いたら３００わ円

ということになるわけです。これだけの費用をか

けてつくった道路ができるころには、先ほどもお

話ししましたように病院がなくなっているという、

こういったことも起きてくるわけです。ですから、

病院を守るためにこうしたお金を使えるようにし

てもらいたい。そのためにも道路特定財源の一般

財源化を強く求めたいと思うわけです。行政改革

推進法、２００６年度に成立しているのですが、

ここでは道路特定財源は一般財源化を図ることを

前提とすると定められています。今後の国会での

動きが注目されるところでありますが、私たち日

本共産党は引き続き国会の中で、外で、道路特定

財源、一般財源化を図ること、そして暫定税率廃

止を強く求めていきたいと思います。

次に、市立病院と自治体病院等広域化・連携構

想について再質問をさせていただきたいと思いま

す。広域化につきましては、本当に各地域の皆さ

ん方が突然のことで、うちのまちから病院がなく

なってしまう、不安は広がるばかりの状況になっ

ています。先ほどお尋ねしましたが、自治体病院

に対する地方交付税が減らされているわけですが、

名寄市において近年地方交付税がどのように推移

しているのかお知らせをいただきたいということ

なのですが、ここのところお願いします。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大変失〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

礼をいたしました。１９９７年で病床１床当たり

７４わ ０００円、２００２年では１床当たり５

４わ ０００円、２００７年度で４９わ ０００ 

円という数字になってございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

１病床当たり、１ベッドです、普通交付税が１０

年前から比べると６割ほどに、６５％ほど減らさ

れているわけです。こうした中でガイドラインで

は、改革プランを策定して病院改革を推進する自

治体に対して地方債発行の特例や地方交付税措置

の拡大などの財政支援を行うことを決めています。

病院事業や累積赤字は、自治体財政にとって大き

な負担になっているわけですが、財政支援策と財

政健全化法があめとむちになって、そしてこの改

革の圧力が高まっているわけです。ここに士別の

市立病院が追い込まれているわけです。先ほどこ

の地域での連携のお話もされました。先日の代表

質問の中でもお聞きしました。個々の自治体だけ

での努力ではなかなか進まない。いろんな方面と

も審議をしながらというふうになっています。で

すから、道が示しています広域化連携構想案、一

たん白紙に戻していただいて、今後の自治体病院

のあり方、そして住民の皆さんの意見、合意を得

ることが必要だというふうに思うわけです。また、

国と道の責任で地域医療を守るためにも必要な医

師、看護師の配置と増員を進めることや、また財

政的支援を強めることも強く要望していくことが

必要だと思いますが、いかがでしょうか。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

士別市〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

立病院との連携についてということでございます。

また、地域に医療機関がなくなる、あるいは小さ

くなるということについては皆さん随分不安を感

じていらっしゃると。それにつきましては、私も

同感だというふうに思ってございます。士別市立

病院との協力連携等につきましては、昨年の秋よ

りこの地域でどういうふうな形で支え合えるのか

といった部分について意見交換を行わさせていた

だいてございます。数回にわたって事務レベルで

検討をしてまいりましたけれども、内容といたし

ましては、主に名寄市立病院を急性期病院とし、

士別市立は外来機能を一部維持しながら、亜急性
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期、リハビリテーション、健診部門へ転換した場

合など幾つかのシミュレーションを行いましたが、

いずれのパターンでもいい結果は出ませんでした。

今後ともこの地域を含めまして病院間の連携につ

きましては、検討協議を進めてまいりたいという

状況に考えてございます。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

本当に命にかかわる。もう私が言うまでもありま

せん。ですから、やっぱり地元に病院がない、ど

うしようと、この不安は本当にはかり知れないも

のがあるわけですので、ぜひとも早急に進められ

ている国や道の構想案に対して地域の声を強く届

けていただきたい。そのことを求めたいと思いま

す。

次に、助産師外来の問題ですが、今内海部長の

ほうからもお話がありましたように、本当にゆっ

くり時間をかけて診察できる、妊婦さんにとって

も安心できる、そういう時間をつくり出すという

意味でも非常に評価をされていると。皆さんもご

らんになったかと思いますが、新聞報道にもあり

ました。こういったように安定期に入った中で、

やっぱり医師にかわって診察をするという、相談

を受ける、こういった助産師外来、本当に重要だ

なというふうに思っているわけです。そして、医

師の過重負担、これも避けるというためにも、こ

の助産師外来本当に必要だというふうに思ってい

ます。今病棟にも１１名の助産師さんがおいでだ

ということですので、そういったことを積極的に

取り組んでいただきたいなと思います。助産師さ

んというのは、正常なお産を単独で扱える。そし

て、国家資格があって開業もできるという資格な

わけですので、こういった資格を生かせる、そう

いう場も必要かなというふうに思います。開業と

いうことで、単独ですると病院との連携も必要に

なってきますけれども、幸いに同じ病院の中でド

クターがいる。そこの中で助産師さんが診察をし、

もし救急の場合はドクターとの連携ということが

すぐ行えるという意味でも非常に有効な手だてか

なというふうに思いますので、積極的な検討をお

願いしたいと思います。

次に、透析患者さんの対応についてですが、本

当にドクターが少ない、医師が少ないというのは

いろんなところに弊害をもたらしているというこ

とを身をもって感じているわけですが、今透析患

者さんの負担は３時間の透析ということで、３時

間透析という中身についてお知らせいただければ

というふうに思うのですが。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

３時間〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

透析が必ずしもいいのかどうかという部分につい

ては、私もはっきりは存じません。ただ、現在８

８名程度の方がうちの透析を利用をされてござい

ます。その中でベッドが２５あるわけですけれど

も、現在ドクター２名の体制で外来診療あるいは

手術、病棟等を受け持ってございます。その中で

８８名の方を週１回から週３回のペースで透析を

実施されているわけですけれども、４時間透析を

するということになりますと常に時間外という形

になって、かなりのオーバーワークになってしま

うという状況になるということがございます。そ

んなこともございまして、１年前より３時間透析

という部分を導入をさせていただきました。その

結果、水分の引けない方、あるいはまだ十分でな

いという方につきましては、それぞれ御相談をさ

せていただきながら４時間を受けていただいてい

るという状況にもございますので、どうぞ御理解

を下さい。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

３時間透析というのは、〇４番（川村幸栄議員）

１分間に２７０から３００ミリリットルの血液を

循環してきれいにしていくというか、そういう装

置なわけです。もう本当に病院で入院されたとき

に点滴のときを経験されている方も多いかと思う

のですが、１分間に３００ミリリットルだっと、

こう入ってくる。大変な負担になるわけです。も
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う一日その透析を受けた日は、本当に動くのも大

変という負担の中で、健康維持というか、するた

めにしているわけですが、これ医師が足りないと

いうことが大きな原因のようですけれども、今透

析患者さん減る傾向ではなくてふえる傾向にある

わけですから、ぜひ道などにも積極的に要望して、

ドクター確保に取り組んでいただきたいと要望さ

せていただきたいと思います。

また、外来の待合についても今増改築が進めら

れている中です。ぜひこういった患者さんへの配

慮、行っていただきたいと、このことをお願いし

て、次の後期高齢者医療制度と国保税についての

質問にさせていただきたいと思います。

後期高齢者医療制度、本当に出前説明会があち

こちで聞かれまして、私の町内会でもかなりの数

の皆さんが集まって説明会を受けたというふうに

お聞きしています。しかし、なかなか１回聞いた

だけではわからないということが多いかなという

ふうに思っています。私も本当にこういうふうに

受けとめることもあるのかと思うぐらいの受けと

め方もあったりするわけで、まだまだ周知は十分

だとは言えないと思います。先ほどの話では、後

期高齢者制度に ３００人移行する中で、大体 

５００人からプラスアルファの人数だろうという

話でしたけれども、また家族の皆さんも含めて周

知は不十分でないかなというふうに思うわけです。

そして、今後保険料についても２年ごとの見直し

となっているわけで、名寄市の場合は全道平均よ

りか低く抑えられて６年間の低減が図られていま

すけれども、医療費の給付の増加や後期高齢者の

方々の人口増によって、将来的には保険料の値上

げは避けられないものと思います。また、年金は

なかなか上がらないのにまたまた年金から天引き

かと。分納の相談もできないと、こういう状況で

す。取りやすいところから取るという状況ではな

いでしょうか。年寄りいじめと言うしかないと私

は思っています。今７５歳といえば昭和７年から

８年生まれの方々です。戦争の中で育ち、そして

戦後の日本の復興を支えてこられた方々です。こ

うした方々が安心して老後を過ごす、最期を迎え

ることができる、やっぱりそういった社会にして

いかなければならない、そう思っています。この

制度は、中止してもらわなければならないと私は

思っているわけです。

国保税の見直しについて質問させていただきま

す。１月に行われました議員協議会の中での説明

では、医療分である基礎賦課分について前期高齢

者交付金の関係で流動的であるというお話があり

ました。名寄市の前期高齢者交付金について幾ら

になっているのか、お聞かせをいただきたいと思

います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

後期高齢者の〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、それぞれ制度を凍結すべき

だという御意見もありますが、全国の健康保険組

合、業界、国保も含めましてこれらに向けて取り

組んでおりまして、基本的には現役世代と高齢者

世代の費用負担の公平性を図りながら、なおかつ

透明性を図るということで、１８年１０月から制

度の周知を含めてやっておりますので、４月スタ

ートに向けまして市町村としては淡々と準備を進

めているということで、今後も懸念されます制度

の理解については機会あるごとに対応してまいり

たいというふうに考えております。

前期高齢者交付金の関係につきましては、今回

の後期高齢者医療制度により影響を受ける保険者

の財源調整を行う激変緩和措置として新設された

制度で、今回の高齢者医療制度、７５歳以上の後

期高齢者と６５歳から７５歳までの前期高齢者と

に分けまして、各保険者の前期高齢者の加入割合

と平均的な医療費により保険者に対して交付金を

措置して、保険者間の財政調整を行うものであり

ます。おおむね８億円から９億円の金額というこ

とで押さえておりますが、一般的には前期高齢者

の加入割合が高い国保等が交付を受ける団体に、

加入割合の低い国保組合等が納付する団体になり
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ということで、それぞれの財源調整が行われるこ

とになります。今回の制度改正は、改正の最初の

年でもあり、手厚い交付額になっておりますが、

前期高齢者の実際にかかるであろう医療費等によ

りまして精算処置がある交付金ですので、純粋な

財源としての扱いには不安な要素があると考えて

おります。したがいまして、２年後の精算を視野

に入れた財源として有効活用をしようと思ってい

ます。

以上です。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございます。〇４番（川村幸栄議員）

先日からの御答弁の中で、各基金が少なくなって

財政が本当に厳しい状況になっているというふう

な報告の中で、それを承知をしながら前期高齢者

交付金８から９億円というのを今お聞きしまして、

これを使って何とか引き下げはできないものかと、

そんなふうに思っているわけです。報告の案が出

されている中でも資産割が今までずっと１５％と

いう中であったわけですが、それについても少し

抑えることはできないのかどうか、そこら辺をお

伺いしたいと思います。

皆さんの中では、隣の士別市で医療費の比較的

多い７５歳以上のわ ９００人が後期高齢者医療

制度に移行することから、国保会計の負担が減る

として国保税率を引き下げる方針を出されました。

まちとしての条件がそれぞれ異なっているわけで

すが、隣まちのことですから、市民にとっては非

常に気になるところです。士別はできて、どうし

て名寄は引き下げができないのかと、こういった

声が結構聞かれているわけです。このことについ

てもぜひ御説明をいただければと思いますが。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

国保税の関係〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

につきましては、答申をいただきましたけれども、

まだ議会のほうに正式に議案と改正案としての提

案しておりませんので、詳細な説明は省かさせて

いただきますが、基本的な考え方につきまして、

１月の議員協議会にお話しさせていただきました

税率等につきましては、所得割も年金生活者に配

慮した所得割、それから資産をたくさんお持ちに

なっている資産割の方についても一定の配慮をし

た形での答申をいただいたと思っております。そ

の結果、後期高齢者へ移行した後の税額ベースで

は医療と支援分で ９００わ円の減税、実質的に

減税になろうかなと思っています。ただ、１９年

度の税制改正が年金生活者に重たい負担となった

所得割に過重な税率になったということでありま

して、若干のでこぼこ、該当者によっては上がる

方もいたり、下がる方もいたりということはあり

ますが、所得割、資産割、両方とも１月の数字よ

りも引き下げた形での調整を議会に提案したいと

いうふうに考えておりますので、御理解賜りたい

と思います。

なお、士別と名寄につきましては、税率の内容

が必ずしも住民負担と連動しないと。所得割の金

額が高いところは、低い税率でもカバーできると。

所得の構成がちょっと低いところについては、所

得割の率を上げざるを得ないと。そういう中で私

たち考えているのは、低所得者に対する軽減措置

を堅持して、一定の負担は所得の多い方からいた

だくという、保険の相互扶助の考え方を踏襲させ

ていただきまして、率等の計算をして議会に提案

させていただきますので、単純な税率の比較だけ

では住民負担の多寡が見えづらいのかなと思って

いるものですから、その辺も含めて御理解を賜り

たいと思います。

川村議員。〇議長（小野寺一知議員）

先日いつも私と意見が〇４番（川村幸栄議員）

なかなか合わない年配の方からこんなふうに言わ

れました。最近は、年寄りなど弱い立場の者がど

んどんいじめられているように思うと。切実な思

いです。市民負担を少しでも抑えるようぜひお願

いしたいと思います。そして、６５歳から７４歳

までの前期高齢者の皆さんの国保税も１０月から

年金からの天引きというふうにも言われています。
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この周知についても、理解していただくことにつ

いても早目にぜひ対処していただきたい。そのこ

とをお願いしまして、次に移りたいと思います。

最後に、コープさっぽろの進出による中心市街

地活性化についてですけれども、余り具体的な中

身が知らされていないという状況の中ですけれど

も、実はここに２月１３日の北海道新聞の記事が

あります。ことし１１月に室蘭に新規出店計画し

ているコープさっぽろについての記事があるわけ

です。出店予定地、おお東室蘭駅からわ５００メ

ートル、総売り場面積わ ７００平方メートルと

いうふうになっています。立地的にいうと、名寄

に近いような内容になっています。ここで室蘭商

工会議所の商業部の会長さんが室蘭市内の商業施

設は既に飽和状態、これ以上の出店は地域が疲弊

するだけだというふうに言って、コープさっぽろ

に向けて大幅な縮小を求める動きを見せているわ

けです。この要請には、市と消費者団体も加わっ

て、計７団体で臨んでいます。コープの理事会を

３日後に控えて、出店方針が決まる前に事態を打

開しようと異例とも言えるオール室蘭での行動だ

った、このように言っているわけです。ここには、

商業者を守るだけではなくて、市民と一緒に地域

を、まちを守るという、そういう思いが伝わって

くるわけです。創造力と活力にあふれたまちづく

りを目指している名寄、市民が一体となって行動

していくにはやっぱり行政の役割が本当に重要に

なるのではないか、そんなふうに思っております。

先日の市長の答弁の中に商業者からの意見が少な

いというお話もありましたけれども、商業者も含

めて市民の皆さんの意見、より多く聞くことが必

要ではないかというふうに思っているわけです。

また、名寄大学の若い皆さん方の感性、意見、そ

ういったものもぜひまちづくりに生かしたり、ま

た議員会でお正月に学習しました白井教授の話な

んかも本当にすぐ実現できるのでないか。こうい

うふうにしていったら、本当に新しい活気あふれ

るまちづくりができるなという、そんなお話もし

ていただきました。こういった部分もぜひ考慮に

入れながら、創造力と活力にあふれるまちづくり

を目指していただきたい、そう思いますが、その

ことについて御意見をお伺いしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今議員のお話にあ〇経済部長（手間本 剛君）

りましたように、コープさっぽろは駅横南おのほ

うに出店をしたいということでございます。前も

ってお断りをさせてもらいますけれども、中心市

街地活性化につきましては駅前、それからルート

４０号線、国道４０号線です、それから市立病院

も巻き込んだ３極をどういうふうに活性化させる

かということでの議論をさせていただいておりま

す。お尋ねのコープさっぽろの分につきましては

駅横ということでございますが、今お話ありまし

たように私どものほうでは複合交流施設というふ

うなことで、バスターミナル等々含めた計画を総

合計画で持たせていただいております。これらに

ついての与える影響がどうなのか、あるいは地元

の百貨店あるいは個店の方々にどういうふうに影

響があるのか、あるいはもちろん商業の中のにぎ

わいにどういうふうな影響があるのか、こんなこ

とをとりわけ心配しながら検討させていただいて

いるところでございます。もちろん前段申し上げ

ましたように、中心市街地活性化へも影響が大き

いというふうに認識をさせていただいております

から、これら踏まえて十分に議論していきたいと

思っていますが、先ほどちょっとお話ありました

ように市民の皆さんにも会場をつくっていただい

て、きのうお話しさせてもらいましたけれども、

１４カ所ほど回らさせていただきました。その中

には、賛否はあるものの、意見の中に市のまちづ

くりに寄せる心配といいましょうか、こう言った

らどうなのでしょうか、夕張、赤平というような

ことが視野に入っている発言だと思いますが、そ

ういうことにならないような行政運営をというよ

うな意見も聞かれております。そんなことも十分

踏まえまして判断をしていきたいというふうに考



－169－

えております。よろしくお願いします。

以上で川村幸栄議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

防災計画の整備について外２件を、佐々木寿議

員。

議長より御指名をい〇６番（佐々木 寿議員）

ただきましたので、通告順に従い質問してまいり

ます。

質問の前に、昨年の政務次官問題、あるいはこ

のたびのイージス艦衝突事故に関しまして、市民

の皆様には不安と不信感を抱かせておりますこと

に自衛隊のＯＢとしてまことに申しわけなく、遺

憾に思っております。しかしながら、名寄駐屯地

の隊員にとってはいたたまれない気持ちであろう

かと推察するわけでありまして、私はこのことは

やはり真実と原因を早急に究明して今後の再発防

止に努めることが、わ全を尽くすことが最大の早

急課題であると考えている一人であります。３月

２日に入隊予定者激励会がありましたが、その席

でも早渕駐屯地司令のほうからもございましたが、

名寄に駐屯する隊員は本来の任務遂行のため、そ

して市民の皆様の負託にこたえるために毎日訓練

に励んでいるわけでありますので、どうか市民の

皆様におかれましては御理解を賜りますようお願

い申し上げまして、質問に入らさせていただきま

す。

第１点目は、防災計画の整備についてを質問し

てまいります。初めに、お―ＡＬＥおＴの導入に

ついて見解を伺います。災害や有事に備え、総務

省は津波警報、緊急地震わ報あるいは緊急火山情

報などのほか、弾道ミサイル攻撃、大規模テロな

どの防衛情報も提供するお―ＡＬＥおＴの本格的

な稼働を目途に導入を推進中であります。システ

ム構築のきっかけは、２００４年の国民保護法の

施行からでありますが、国や地方自治体は武力攻

撃が予想される際に警報を出すことが定められま

した。従来は、国から県へ、県から市へ、市から

住民へと手動でお知らせしている情報が国が事態

を覚知してから人手を介せず、市の防災行政無線

を起動し、あらかじめ録音された音声を自動放送

することにより、一挙に国から住民へというシス

テムになり、時間的ロスを最小限にすることがで

きるものであります。このように緊急災害や数分

で日本に到着する弾道ミサイル攻撃に対処するに

は、情報を発信してから秒単位で警報を出せるシ

ステムが近代では必要不可欠であると考えます。

ただいま申し上げましたように、お―ＡＬＥおＴ

ではまず気象庁、内閣官房から防災情報や有事情

報が消防庁に送られ、その情報を該当地域の自治

体に人工衛星を介して送信されるようになってお

ります。これを受けた各自治体の自動起動装置が

同報系の防災行政無線を作動させて、屋外に設置

したスピーカーや各地域にある受信機から警報を

出します。サイレンとともに警報の種類ごとに違

う音声情報が流れるようなシステムになっており

ます。消防庁が情報を送った後は自動で推移いた

します。特に休日や夜間など自治体の役所に人が

いなくても警報を住民に伝えられるわけでありま

す。０７年と０８年度の２年間で同報系の防災行

政無線を持つ全国 ４００の全自治体への導入を

目指しておりますが、名寄市の実情はどのような

現状になっているのか伺います。

次に、災害時の災害物資、施設の協定について

質問いたします。災害時には、食料や生活物資を

確保しなければなりません。そこで、道の駅やコ

ンビニあるいは小規模店舗などとふだんから米や

水、トイレットペーパー、はし、ろうそく等生活

必需品が並んでいる店舗と災害時のため協力協定

を結んでおくべきと考えます。店頭や在庫物資を

流通備蓄と位置づけ、被災したときに支援協力を

得る対策が必要ではないかと考えます。

また、大規模災害時避難場所での生活が長期に

わたったり、自宅での入浴が困難になったりした

被災者に健康管理とストレス解消を図るため、市

内の浴場の使用協定をしておいてはいかがなもの

かと考えますが、御見解を伺います。過去の阪神
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・淡路大震災時においても入浴場所の確保は被災

者の心身の健康のために重要視されました。自衛

隊の仮設ぶろの提供にも限度がありますので、今

のうちから使用協定を整備しておく必要があると

思われます。

次に、ヘリ着陸適地の周知について伺います。

名寄市のヘリのわ発着場所が地域防災計画で原則

指定されておりますが、特に名寄市の場合は郊外

に住む住民の場合、避難経路が１本しかない場合

には入り口付近の被災時には住民は孤立する可能

性が考えられます。このようなことのために着陸

場が必要と考えます。郊外住民のためのヘリ着陸

場の確保と地域住民に周知徹底すべきと考えます。

御見解を伺います。

２点目に、市職員の勤務、休暇について質問い

たします。平成１４年４月２１日に厚生労働省大

臣官房人事課長通知で年次休暇の計画的使用の一

層の促進に努めるよう各部局に通知されておりま

す。年次休暇の有効な活用は、職員の心身のリフ

レッシュ等が図られ、精力ある職場の形成に資す

るものと考えます。特に昨今では、管理職員等の

ストレスによる心身の不健康が増加傾向にあると

いうことであります。そこで、管理職等の休暇の

取得は率先して取得するよう心がけなくてはなら

ないと考えます。このことによって職員の休暇の

計画的、連続的使用に関し、指導ができますでし

ょうし、あるいは応援体制の整備を考えるとか、

休日に挟まれた日における会議等を自粛するとか、

職員が取得しやすい環境整備が積極的に推進され

るのではないかと考えます。

そこで、年間を通じた年次休暇使用計画の作成

の有無、年次休暇の取得されなかった人数及び主

な理由、また病気、特別、介護、組合休暇の取得

状況について伺いたいと思います。また、育児休

業の状況についても伺います。

３点目に、自衛隊関連について伺います。名寄

市の１月の有効求人倍率は ６３でありますが、

１０年ほど前までは ３５前後を低１しておりま

して、その中でも５０歳代の求人倍率は １にも

満たない状態が続いております。したがいまして、

自衛官の再就職にかかわる環境は景気が最悪の状

態を脱して、いわゆるバブル以前の求人環境に戻

ったと同じような就職環境にあります。まして今

日の就職環境は、新卒者等を主体とするものであ

り、自衛官定年者にとっては数年前の団塊世代の

大量定年退職時期に比べ微妙に回復の兆しがある

ものの、依然として厳しい状況に置かれておりま

す。自衛官は、若年での定年を迎えることから、

退職後の子供を含めた生活設計の確立のため、再

就職は大変なものであります。厳しい環境の中で

はありますが、駐屯地の就職援護センターとの情

報交換がなされ、これまで退職自衛官の再就職に

御理解と就職援護業務が円滑に推進されておりま

すことは承知いたしております。このことを考え

て、最近の嘱託職員等の就職、勤務現状等を伺い

たいと思います。

次に、防衛施設周辺整備事業について伺います。

防衛施設周辺整備事業は、過去４２年から実施さ

れると承知いたしておりますが、当時は道路事業

が主体であったと思われます。最近の事業は変わ

っていると思われますが、過去１０年間の整備、

主な経費の目的及び活用概要についてお知らせく

ださい。

以上でこの場からの御質問を終わります。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま佐々木議員〇総務部長（中尾裕二君）

から大きな項目で３点にわたって御質問をいただ

きました。それぞれ私のほうからお答えをさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

初めに、地域防災計画の整備にかかわってお―

ＡＬＥおＴの導入についてお尋ねがありました。

全国瞬時警報システムと呼ばれるお―ＡＬＥおＴ

は、国民保護計画に基づく国民保護体制を運用面

から支えるシステムとして、平成１６年度から開

発と整備が進められており、昨年９月から一部の

自治体で運用を開始していると承知をしておりま
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す。このシステムが機能するには、自治体が受信

装置を設置した上で、受信した緊急情報を住民に

伝達するための同報系防災行政無線が整備される

ことが前提条件となります。同報系防災行政無線

につきましては、名寄市では整備されておりませ

んので、現時点ではお―ＡＬＥおＴを導入する環

境にはございません。実現に向けては、多額の費

用がかかることや有効活用に向けての運用方法等

の問題もあり、お―ＡＬＥおＴの導入につきまし

ては運用を始めている先進例なども参考にしなが

ら、しばらく研究をさせていただきたいと考えて

おりますので、御理解をいただきたいと思います。

次に、災害時の災害物資、施設の協定について

もお尋ねをいただきました。災害時に被災者に対

して応急生活物資を供給するに当たって量販店等

から協力をいただくことは、これまでの事例から

見ましても有効な手だてであると考えております。

こうしたことを踏まえて、北海道におきましては

被災市町村からの要請に応じて対応できるように、

生協連、セイコーマート、ローソン等との間に災

害時の物資の供給等に関する協定を締結しており、

要請した市町村は道を通じて災害物資の供給を受

けられるシステムになっております。名寄市にお

きましては、出店が決まりました大型店からこの

種の相互協定を締結したいとの申し入れあったこ

とから、開店までに協定書を締結をすることにし

ております。さらに、協定書の形はとっておりま

せんが、地元の百貨店につきましても既に協議を

しておりまして、災害時における必要物資の供給

協力をいただけることになっております。道の駅

を含めた他店との協力関係につきましても今後検

討をしてまいりたいと考えております。

また、健康管理、衛生管理の面からも浴場を確

保しておくべきとの御指摘もいただきましたので、

これにつきましても検討させていただきたいと考

えております。

次に、ヘリ着陸適地の周知についてでございま

すが、名寄市地域防災計画におきましては地上輸

送が不可能な事態に際して自衛隊や道警、道消防

防災ヘリの出動を要請するに当たって、ヘリコプ

ターのわ発着場所として学校グラウンドや公園、

広場、河川敷など１８カ所を想定をしております。

この１８カ所は、市街地だけでなく郊外部にもあ

り、名寄地区では曙、共和、瑞穂、智恵文、智南、

智北、智西の７地区、風連地区では４地区を想定

をしております。地域が孤立化してヘリコプター

による避難や救助、救出を必要とする事態に対し

ましてもこれらのヘリわ発着場所を利用すること

で対応が可能と考えておりますが、御指摘の点に

つきましては関係機関等との協議も含めて検討し

てまいりたいと考えておりますし、あわせて市民

周知も進めてまいりたいと考えております。

次に、市職員の勤務、休暇について一括してお

答えをさせていただきます。平成１９年の年次有

給休暇の取得の状況は、市立病院、消防を除いて

平均 ６日で、付与日数に対する取得率は２５％

となっています。取得の状況につきましては、職

場、時期等によってまちまちであります。業務の

計画的な実施、職場間の調整で、管理職も含めて

休暇の計画的な取得を促しているところでありま

す。

病気休暇につきましては、１８年度で延べ５５

名、平均１５日の取得となっており、長期化する

傾向にございます。特別休暇につきましては、延

べ６８５名の取得で、うち夏季休暇が５５％を占

めております。ほかに取得が多いのは子看休暇、

忌引休暇であります。介護休暇につきましては、

１名で１８４日の取得となっております。組合休

暇につきましては、２名で４５日の取得でござい

ます。また、育児休業につきましては８名、平均

１８９日の取得状況となっております。お話のあ

りました年次休暇使用計画表につきましては、全

庁的にはつくっておりませんが、夏季休暇等につ

いてこうした計画的利用を行っているところであ

ります。今後も職員が健康で働き続けられる環境

整備を行ってまいりたいと考えております。
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次に、自衛隊関連で退職自衛官の就職援護状況

についてお尋ねがありました。退職自衛官の方々

の雇用対策としては、名寄自衛隊退職者雇用協議

会に加入をして取り組んでいるところであります。

御案内のように自衛官の方々につきましては、定

年年齢も若く、各種の資格を有している、勤労意

欲があるなど、退職後も引き続き名寄市民として

残っていただくためにもできれば多くの方に市の

臨時職員や嘱託職員としてその持てる力を発揮し

ていただきたいと考えております。現在名寄市及

び社会福祉協議会、振興公社、社会福祉事業団で

５２名、名寄市が２７名、その他が２５名となっ

ておりますが、退職自衛官の方に嘱託職員等とし

て勤務をいただいておりますが、いずれも自衛隊

在職中に取得された各種資格を生かして活躍いた

だいていると認識をしております。団塊の世代の

退職時期を迎え、今後とも名寄市を支える重要な

マンパワーとして、募集の際には多数応募いただ

きたいと願っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。

次に、防衛施設周辺整備事業についてもお尋ね

をいただきました。名寄市で該当となる防衛省事

業は民生安定事業と障害防止対策事業ですが、名

寄駐屯地からのわわや装備、地形、環境などによ

る障害の内容等によりましてそれぞれ採択条件が

ございます。防衛省補助事業による名寄駐屯地周

辺の生活環境の整備につきましては、昭和４２年

から道路、排水路の整備や埋め立て処分場、スキ

ー場のリフト建設、除雪機械の購入、プール建設、

農業施設整備など継続して助成を受けてまいりま

した。この１０年間の防衛施設周辺整備事業の実

績は、民生安定事業では平成１０年度から平成１

９年度施行の昭和通舗装工事など３件、南プール

建設１件、農業施設整備は５地区で、事業費は６

億 ０００わ円となり、また障害防止対策事業で

は平成４年度から平成１８年度施行した菊山排水

路工事など３件で、事業費はわ２億 ０００わ円

となっておりまして、総事業費ではわ９億 ００

０わ円、補助額にしてわ６億円の助成を受けてお

ります。このように多くの都市基盤や農業基盤の

整備に有効な防衛省事業は、その他の省庁の補助

率に比べても高いため、財政面からも心強いもの

でありまして、地域経済と雇用を支える一助とな

っておりますので、今後とも継続をして事業の要

望をしてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

細部にわたる御答弁〇６番（佐々木 寿議員）

をいただきましてありがとうございます。何項目

か再質問させていただきます。

まず初めに、防災計画の整備でございますけれ

ども、お―ＡＬＥおＴにつきましては名寄市では

末端のほうが整備されていないので、できないと

いうことでありますが、これは将来というか、近

い将来になると思うのですが、やはりお―ＡＬＥ

おＴも含めて東京あたりではメールで画像を送っ

て、そして自治体のほうにぱんと入れると。そし

て、画像が出てくるというような状況まで個人が

やるシステムを今開発しているということであり

ます。このことにつきましても将来的に絶対必要

なものだと考えております。例えば大規模テロと

か、それからゲリラとか、そういうものについて

は重大性はあるものの、時間的には比較的余裕が

あるわけなのですが、やはり初めに申し上げまし

たとおり大地震であるとか、あるいは今いつ飛ん

でくるかわからないミサイルとか、そういうよう

なものは本当に短時間で来るわけですので、どう

かそういうことを念頭に踏まえて、今後とも研修

あるいは取り組んでいただきたいと、こういうふ

うに思います。

次に、災害物資、施設の協定についてでござい

ますけれども、大型店舗から物資の申し入れがあ

ったということでございますが、これポスフール

ですよね。この災害物資は、やはり災害になると

被災者は衣食住が本当に大事なのではないかと思

います。それで、衣食住を特にやるためにやはり
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今から、平時のうちから協定の結べるところは協

定を結んでいただきたいと思います。

それと、ちょっと別な観点から、管轄外にはな

ると思うのですが、整備関係です。例えば名寄市

の場合は、洪水水害が大きな災害になるのではな

いかと思うのですが、これの河川敷の支障木の撤

去とか、そういうものについてはどういうふうな

整備の状況になっているのかお聞かせ願いたいと

思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

警報システムの整備〇総務部長（中尾裕二君）

につきまして再質問をいただきました。名寄地域

防災計画の中にも災害通信計画ということでこう

した無線系の整備を図ること、あるいは連絡シス

テムとしてのＩＴ化を図るという、こういうこと

がうたわれておりまして、今後防災会議の中でこ

れらの整備につきましてぜひ検討していきたいと

考えております。

それから、災害時の物資の供給についてもお話

がありました。今回大型店と協定を結ばせていた

だきますし、さらに地元の百貨店とも既に協議が

調っておりまして、こうしたことの対応をいただ

けるということでありますし、さらにお話のあり

ましたほかのお店の関係につきましても定期的な

協議をする機会を設けながら、協力を要請してま

いりたいと考えております。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

水害における〇建設水道部長（野間井照之君）

名寄市の河川の関係なのでありますけれども、基

本的には国の河川は国のほうに、天塩川だとか名

寄川の大きな河川は支障木があれば基本的に国の

ほうに市のほうから要請をしていくと。ないしは、

国のほうで自分で管轄処理をしていくと。道費河

川につきましても智恵文だとか風連にもございま

すけれども、これも年１回の要望行動において支

障木を伐採していただくという要望を出しており

ます。当然市では、管轄している普通河川につい

ても年次計画を持って、若干なのですけれども、

要望があったところから処理をしていっていると

いう状況でございます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

支障木は、毎年柳等〇６番（佐々木 寿議員）

なんていうのはぼんぼん、ぼんぼん切ってもまた

生えてくる、切ってもまた生えてくる、この繰り

返しなのですけれども、これは山形県あたりは根

こそぎ全部やったほうが経費が安上がりになると

いうことになっていますので、今後その辺も考え

て検討していただきたいなと思います。

これちょっと教育関係なのですけれども、大地

震とか自然災害の対応を学ぶために小学校とか中

学校、高校の防災教材とか、あるいは教育の実態

はどのようになっているかお知らせ願いたいと思

います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今の御質問でありま〇教育部長（山内 豊君）

すけれども、小学校、中学校におきましては年度

当初から各学校の行事計画といいますか、その中

に防災訓練等を取り入れて、わ一に備えてのそう

した対応ということで実施をしてございます。

以上です。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

つい最近に、防災教〇６番（佐々木 寿議員）

材は２００６年４月に中央防災会議が打ち出した

基本方針の一つであります。これは、各都道府県

はこれがそろっていないとか、余り教育していな

いということなのでありますので、ぜひ子供たち

のそういう防災の教育をお願いしたいと、こうい

うふうに思っております。

それと、またこれ別な観点になろうかと思いま

すが、災害時に弱者から優先して被災場所から安

全に守るということがあるのですが、これは名寄

市では例えば弱者、身障者とか、そういう人の名

前をちゃんと掌握して、ここにいるのだよという、

そういう名簿というのはあるのでしょうか。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

災害時の要援護〇福祉事務所長（中西 薫君）
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者の取り組みにつきましては、現在地図情報も含

めまして情報の集わ化を図ろうとしておりまして、

遠くない期限の中で民生委員児童委員さんの協力

も得ながら、地図化の中でそういう方々の把握を

図ってまいりたいというふうに考えております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

これは、民生委員と〇６番（佐々木 寿議員）

か自治会のほうからの同意とか個人の同意も必要

だと思いますが、やはりこういう細かいことをし

っかりと掌握していないと、いざといった場合に

はただ計画で確かに弱者の安全を守りますよとい

うだけではだめだと思うのです。やっぱりこうい

うことをしっかりと掌握しておいて、ここにおり

ますよと。そうしたら、隣の人が行って手伝いま

すと。安全を確保してやりますよというものがな

いと、これ何もならないと思うのです。計画だけ

ではだめだと私は思うのでありまして、その辺も

掌握できるものであれば、しっかりと一括名簿を

作成しておいたほうがいいのではないかと。個人

の私はいいのだよという人もいるでしょうけれど

も、やはりそういうようなものが大切なのではな

いかと思いますので、どうぞ御検討を願いたいと

思います。

最後に、防災の計画なのですけれども、以前に

も私防災士について質問をいたしましたけれども、

防災士の要請とか育成の状況というのは今現在ど

んなことになっているのでしょうか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

御質問の点につきま〇総務部長（中尾裕二君）

しては、道のほうからもこうした人材の配置とい

うことで推薦を求められる書類がございまして、

現在１名推薦をさせていただきました。さらに、

昨年の議会の中でも議員から御質問をいただいて

おりまして、この３月２１日に防災会議を開催を

いたしますので、この中でも検討をいただいて、

どういう方向性を出すのかということで進めてま

いりたいと思っておりますので、御理解をいただ

きたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ防災に関しては、〇６番（佐々木 寿議員）

平時のときにしっかりと詰めておかなければいけ

ないと思いますので、どうぞ前向きに検討を願い

たいと思います。

次に、市の職員勤務、休暇について質問いたし

ます。まず最初に、ちょっと私わからないのです

けれども、組合休暇というのは２名とっていると

いうことなのですけれども、規則によると任命権

者は職員が登録された職員団体の規定に定める期

間の構成員として云々と書いてありまして、職員

が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業

務または活動に従事するという、この登録された

職員団体というのはどういう団体なのですか。ち

ょっとお聞かせ願いたいと思いますが。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

公平委員会に登録を〇総務部長（中尾裕二君）

されている職員団体ということだということでご

ざいます。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

具体的にはどんな。〇６番（佐々木 寿議員）

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市職員労働組合〇総務部長（中尾裕二君）

でございます。それから、もう一つ名寄市の場合

は大学にも教職員組合がございまして、この部分

も登録をされております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

数字をいっぱいいた〇６番（佐々木 寿議員）

だきましたが、やはり休暇は私が言うと職員の方

も結構にこっとする人もいるのではないかと思い

ますが、今は週休日が１０４日、それから祝日が

１５日、そして年末年始が５日、そして夏季休暇、

冬休暇ですか、これもう１２９日も休んでいるわ

けなのです、通常からいけば。しかし、何を言い

たいかといいますと、休暇は先ほど前述申し上げ

たとおりでストレスを解消するために、リフレッ

シュするためにこれ必要なことだと私は本当に思

います。真剣に考えなければいけないのではない
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かと思うのですが、ましてアメリカの人材派遣会

社の統計によりますと、これアメリカですから日

本とは関係ないと思いますが、若干つながるので

はないかと思いますが、休暇をとっても会社に行

くと。その人が大体４割ぐらい。それから、もう

１８歳から２０歳前後の人が休暇をとると、かえ

ってストレスがたまると。帰ってきたら仕事がい

っぱいあるので、かえってストレスがたまる。あ

るいは、管理職の方は休んでいるとどうしても心

配で、かえってストレスがたまる。そういうこと

が逆にあるのではないかと思うのですけれども、

その中で先ほど特別休暇も６８５名ということで

ございましたが、この中で内容でボランティア休

暇というのがあるのです。これ読みますと、職員

が自発的に、かつ報酬を得ないで次に掲げる社会

に貢献する活動と。それで、何があるかというと

地震とか災害関係あるいは身体障害者の施設等、

これは身体障害者の特別休暇というのはわからな

いわけでもないですが、その中でやっぱり災害と

か何かというのはボランティアに入るのでしょう

か、これ。災害になった場合は、必ず行くのでは

ないでしょうか。私は、このボランティアの中に

むしろきのうも国体大会とか、スキー大会とか、

そういうのに行く人のための休暇のほうがかえっ

て有効的なものではないかと考えるわけですけれ

ども、いかがなものか、見解を伺いたいと思いま

す。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ボランティア休暇の〇総務部長（中尾裕二君）

趣旨につきましては、議員の御指摘のとおりだと

思いまして、みずからの地域の災害とか、そうい

うことを想定をしてボランティア休暇制度を設け

ているわけではございませんで、例えば他県なり

他市の災害時のもろもろの支援活動に当たると、

そういうことが本来のボランティア休暇だと認識

をしております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

私先般今シーズンス〇６番（佐々木 寿議員）

キーの役員として参加させていただいているので

すが、大きな大会、全道規模あるいは全国規模の

大会が夏でも冬でもあるわけなのですけれども、

職員の休暇に関してはなかなかとりづらいという

声も聞こえてまいりますので、ぜひその辺の御配

慮をお願いしたいなと思います。

それから、育児休暇のことなのですが、今は育

児についてはお母さんだけではなくてお父さんも

一緒にとれるというような状況になっているわけ

ですけれども、やっぱり子供を持つ喜びを感じた

り、育児に対する責任を認識したりするのには大

変必要なので、これは職場に周知していると思う

のですが、きめ細かい育児休暇計画というものが、

とった人が８名いるのですけれども、こういうよ

うなものは出された中での休暇ということなので

しょうか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

育児休暇につきまし〇総務部長（中尾裕二君）

ては、子育てと仕事を両立させるということでの

整備として持っている制度でありますけれども、

計画的にと御質問の部分がございましたけれども、

生まれる予定日等がもう定まっているといいます

か、お子さんが生まれるという条件が整ったとき

に計画といいますか、職場も含めた計画的な休暇

の利用を図るということでありまして、その以前

からの計画というのはちょっとそれはわかりませ

んので、そういうことであろうと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

計画というのはつく〇６番（佐々木 寿議員）

る段階ではなくて、要するに私は計画があって、

それでそれではこのときが大事ですからとります

よと、やっぱりそういう計画が必要なのではない

かと思うのです。それを抜いたり、一方にきょう

はちょっと子供があれですから病院行きますとか

というのなら、何言っているのよ、あなたという

ことになるのではないかと思うのです。だから、

そういう育児休暇計画を出させて、そして従って

休暇を、健診に行くとかというものはそういうの
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必要なのではないかと私は思うので、細かいこと

ですからあれですけれども、一応検討していただ

ければなと思います。

それから次に、介護休暇についてなのですけれ

ども、今後介護休暇というのはだんだん必要にな

ってくるのではないかと思うのです。これは、１

時間当たりの給与を減額するということなのです

けれども、介護休暇でやっぱり例えばいろんな２

０日以上介護を要する人、これに対しての介護休

暇だと思うのですが、これは１日または１時間単

位で休暇をできると。これは、もう皆さん職員の

方は知っておられるかどうかわかりませんけれど

も、この中でいろいろと介護休暇という場合にど

ういうふうな判断で、どういうふうな規定があっ

て、その中でこれは介護休暇ですよという、こう

いうものがあるのでしょうか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

市の休暇に関する規〇総務部長（中尾裕二君）

定につきましては、それぞれ法律を受けて条例で

整備をしてということで対応させていただいてお

りまして、介護休暇につきましては介護の実態が

あるという確認のもとにそれぞれ短期的に済む場

合もございましょうし、あるいは長期にわたると

いうことも出てくると思いますけれども、それら

をきちんと把握した中で制度の中で休暇をとって

いただくということで対応しております。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

やはり介護休暇とい〇６番（佐々木 寿議員）

うのはある程度、例えば子供が風邪引いた場合に

は本当にとれるのかと。２０日以上になって、こ

れ重要な問題であればやはり介護休暇をとらなけ

ればいかぬというときもあるのではないかと思う

のです。したがって、やっぱりこういうようなも

のもしっかりと整備して、項目的にこれは当ては

まるというものをちょっとマニュアルというもの

があればいいのではないかと思うのですけれども、

検討を願いたいと思います。

次に、３点目の自衛隊関連につきまして、今ま

で自衛隊関係でかなりの人数がお世話になってい

るわけですが、今後ともよろしくお願いしたいと

思います。最初に申し上げたとおり、自衛隊では

やっぱりその自衛隊で習ったことがうまく適材適

所にいけば最大限に効率的な仕事ができると考え

ておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願い

したいと思います。

３月１日に職業形態が多様化して個別労働関係

とか紛争が増加の対応をするために、個別の労働

者と使用者の労働関係が良好なものとなるような

ルール、要するに労働契わ法が成った。これ国家

公務員とか地方公務員には余り関係ないのですけ

れども、今後ともこういうようなこともあります

ので、ひとつこういうことも非常勤の方にも差別

なしにやっていただきたいと、こういうふうに思

います。

それで、あと今まで大体定年は６０歳から６２

歳ぐらいまで非常勤の方勤めさせていただいてい

るのですが、これは年齢で制限しているわけで、

今社会では要するに規則が変わって年の制限制度

ではなくて今度何年契わという年の制度に変わっ

てきているのでありますけれども、これはこれか

らの考え方として市としてはどういうふうな考え

方を持っているのか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

雇用の期間につきま〇総務部長（中尾裕二君）

しては、当然お願いをする仕事の必要期間という

こともございますけれども、それぞれ臨時職員あ

るいは嘱託職員でお願いをする皆さんには、法で

定められた雇用期間の中で仕事をしていただいて

いるということでございますので、御理解をいた

だきたいと思います。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

年齢でやると、大体〇６番（佐々木 寿議員）

６０歳といったら自衛隊の場合は年齢でやっても

らったほうが大して助かるわけなのですけれども、

年数でいくと例えば５年とかになった場合には５

４で行くと５９歳でもう定年になってしまうとい
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うことになりますので、ひとつ今後とも検討をよ

ろしくお願いしたいと思います。

それから、防衛施設周辺整備でございますけれ

ども、近年ではいろいろと農機具とかも買ってい

ると思いますが、鬼志別演習場付近では、これは

予算も余りつかないというような状況にあります。

その中で名寄市は結構順調にきているという段階

にありますので、これは今後とも継続しなければ

いけないと思うのですが、このやる協議というか、

そういうシステムというのはどんなぐあいになっ

て、どういうふうな要望のシステムになっている

のでしょうか。要するにどういう形で、どういう

場面で要望していくのかということなのですけれ

ども。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど中尾部長から答〇副市長（今 尚文君）

弁をいたしましたけれども、周辺整備の補助事業

につきましては１つには民生安定事業と、もう一

つには障害事業ということがありまして、名寄駐

屯地の場合は主に民生安定事業のほうです。鬼志

別の話が出ましたけれども、ここは障害が非常に

多くなってきているということであります。例え

ば騒音公害なんかは、千歳なんかは障害というこ

とになっていまして、非常に種類がございます。

大きく分けて民生と２つになります。名寄地域で、

例えば過去にやった事業の中ででもこの事業が防

衛周辺整備事業に該当するかどうか、まずはその

精査は私どもはやらなければなりません。該当す

るかどうかも含めて防衛施設庁との協議に入りま

す。当然駐屯地の業務隊との協議にも入ります。

そこで該当するかどうか打診をしながら進めてい

ると。もし該当しないのであれば、どのような条

件があればしていくのかということも含めまして

仕事を進めていき、最終的には補助決定をいただ

くということになります。

佐々木議員。〇議長（小野寺一知議員）

防衛整備もお金のこ〇６番（佐々木 寿議員）

とで大変恐縮なのですけれども、自衛隊がここに

存立している以上、先ほど冒頭に申し述べました

以上にこのことも貢献しているということでござ

いますので、どうぞ市民の方にも御理解をいただ

きたいなと、こういうふうに思います。

以上で私の質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

以上で佐々木寿議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５４分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

名寄市の農業振興施策について外１件を、植松

正一議員。

議長より御指名いただ〇２番（植松正一議員）

きましたので、通告順に従いまして、質問させて

いたたきたいと思います。

第１次産業である農業を取り巻く情勢は、対外

的にはＷＴＯ農業交渉を初め、オーストラリアと

のＦＴＡなど先行き不透明で予断の許さない情勢

であります。また、昨年は戦後最大の農政改革と

言われた品目横断的経営対策が矛盾にも諸問題が

ある中スタートし、１年目にして見直しの状況、

また品目の助成金等などが現行を下回り、手取り

額の減少に対する不満と制度上の不備に対する怒

り、現在の状況でいくと農業を守るどころか農業

を崩壊させるおそれがあります。とにかく農業、

農村は過疎化、生産者の高齢化、農畜産物価格の

下落、飼料、資材の高騰など国の政策を待つしか

ない状況であります。

そこで、質問をさせていただきます。１点目に、

名寄市農業振興地域整備計画の進捗状況について。

農業振興地域整備計画の見直し作業を進めている

と思うが、進捗状況と作業スケジュールについて

お伺いをいたします。先日３月２日の新聞に掲載

されておりまして、しかしながら通告をしていま
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したので、改めて御答弁をお願い申し上げます。

２点目に、新水田・畑作経営所得安定対策の内

容について。品目横断的経営安定対策から水田・

畑作経営所得安定対策へと名称の変更となりまし

たが、内容はどのような見直しとなったのか、御

答弁をお願い申し上げます。

３点目に、米対策、生産調整強化対策について。

平成２０年度米生産調整で転作が強化されたが、

産地づくり交付金の対応について御答弁をお願い

申し上げます。

４点目に、農地・水・環境保全向上対策につい

て。昨年もモデルケースとして風連の西区で行わ

れ、今回８組織立ち上げ、全市的取り組みに向け

た受益説明等などを行っていると聞いております。

現在の状況は、まだ事務量が多い対策と聞いてい

るが、地域組織の体制づくりについて御答弁をお

願い申し上げます。

５点目に、農業担い手の育成対策確保について

でございます。地域農業は、高齢化、兼業農家が

進む中で担い手対策は大きな課題であります。そ

こで、新年度での市独自の対策の内容について御

答弁をお願い申し上げます。

６点目に、新たに策定した地産地消推進計画に

ついてでございます。食の安全、安心に対する消

費者のニーズが高まる中、生産者と消費者の交流

を深めるため、関係機関と連携して地産地消を推

進すべきと考えますが、御見解をお願い申し上げ

たいと思います。

次に、大きな２点目、名寄市林業振興施策でご

ざいます。森林は、二酸化炭素の吸収や水源の涵

養、国土、生態系の保全などさまざまな公益的機

能を有し、生活や経済に欠かせない公共的財産で

あります。次の世代に森林を引き継いでいくため

にも森林に対するすばらしさを再度認識する必要

があると思います。今回北海道では、地球温暖化

をテーマとする北海道洞爺湖サミットの開催地と

して国との連携を図りながら森づくりを進め、地

球温暖化防止に積極的に貢献することが必要であ

ります。その意味においても質問させていただき

ます。

１点目に、森林整備地域活動支援交付金事業の

内容について伺います。森林所有者にとっては、

森林施業、作業路整備等交付金で実施していただ

ける制度であります。内容と取り組み状況につい

てお知らせを願いたいと思います。

２点目に、地球温暖化防止に貢献する森づくり

について、１、森林、民有林の整備事業の支援策

と新たな施策についてお伺いいたします。民有林

も木材価格の低１により著しく森林経営意欲が減

退しております。４０年、５０年、また１００年、

当市は現実的でなくなってきている状況でありま

すので、その辺も答弁をお願い申し上げます。

また２番目に、市民参加の森づくりに対する普

及、体験等の考え方について伺います。今まで市

としても健康の森での記念植樹、昨年は全国植樹

祭に合わせての記念植樹も行ったのは承知してお

ります。しかし、世界的地球温暖化防止の重要性

を重視し、豊富な自然の中での魅力を改めて意識

することは難しいが、市民参加の機会を与え、大

人から子供まで本物に触れる機会を提供し、体験

し、水の大切さなどの普及活動も大事と考えてお

りますので、答弁をお願い申し上げます。

以上でこの場での質問を終わらさせていただき

ます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま植松議員〇経済部長（手間本 剛君）

から大きな項目で２点にわたり御質問がございま

した。私からのお答えとなりますので、よろしく

お願いをいたしたいと思います。

初めに、名寄市の農業振興地域整備計画の進捗

状況についてのお尋ねでございます。近年担い手

の減少や高齢化の振興、食の安全、安心に対する

消費者の関心の高まり、さらにはＷＴＯ、ＦＴＡ

交渉の進展や新たな食料・農業・農村基本計画に

基づく農政改革など、農業をめぐる情勢が大きく

変化する中、意欲ある農業の担い手の育成や環境
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との調和に配慮しつつ、農地などの資源の確保と

その適切な利用を図ることを基本に、国では平成

１７年１１月１５日農業振興地域の整備に関する

法律第３条の２の規定により定めた農用地等の確

保等に関する基本指針を変更、それに伴う北海道

の農業振興地域整備基本方針の変更、さらには合

併に伴い行政区が一つになったことから、新たに

計画を策定するものでございます。これまでの策

定作業の経過といたしましては、本年度は現況調

査による現状把握、基礎調査の一環として農業者

への農地利用意向調査を実施し、今後５年間にお

ける農用地利用の変更の有無について取りまとめ

をしたところでございます。また、紙ベースで管

理していた計画図面データをデジタルシステムに

するため専門業者へ委託しており、デジタル化に

より農振、農用地の正確で効率的な利用状況の把

握と管理を行うことが可能となるものでございま

す。今後の作業手順につきましては、庁内関係部

署、市内関係機関、団体との協議調整をしながら、

平成１８年に策定いたしました新名寄市総合計画、

新名寄市農業・農村振興計画、道北なよろ農協策

定の第１次地域農業振興計画とも整合性を図りな

がら、計画書、基礎資料を整備し、最終的には計

画書、農振、農用地区域図及び付図が整備された

後、名寄市農業・農村振興審議会への諮問、北海

道協議を経て平成２０年度前期までの手続完了を

目指し、事務作業を進めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

次に、新水田・畑作経営所得安定対策の内容で

ございます。国は、品目横断的経営安定対策につ

いて生産現場からいただいたさまざまな意見など

を踏まえ、対策に関する誤解の解消に努めるとと

もに、地域の実情に即した見直しを行うこととし

て水田・畑作経営所得安定対策に変更をいたしま

した。見直しの主な内容でございますけれども、

加入者の拡大に向けた面積要件の見直しとして、

地域水田農業ビジョンに位置づけされている地域

の担い手については市町村の判断で本対策に加入

できることとなりました。まだ詳細は示されてお

りませんけれども、名寄市におきましてはわ５０

戸が新たに加入できるものではないかというふう

に押さえているところでございます。先進的な小

麦など産地の振興として、北海道や九州北部など

の小麦産地やてん菜産地において地域の生産力に

見合った収入が確保されるよう本対策とは別途の

支援が講じられることとなりました。また、資金

繰りにも配慮して、麦、大豆など直接支払いの交

付金の支払いを早め、申請手続も徹底して簡素化

することというふうになりました。今後国あるい

は農政事務所から詳細が入り次第、関係機関と連

絡を密にとり合いながら、生産者への情報提供を

してまいりたいと考えているところでございます。

次、米対策、生産調整強化対策についてのお尋

ねでございます。平成２０年産に係る数量配分で

は、昨年よりウルチ米が数量でわ５５トン、換算

面積でわ２１ヘクタールが評価され、モチ米は数

量でわ１２３トン、換算面積でわ３５ヘクタール

が強化されております。なお、モチ米につきまし

ては、昨年計画段階とほぼ需要は変化していない

ことから、昨年同様１０％の自主削減を継続する

こととなっております。生産調整強化分につきま

しては、加工米で対応することとなってこようか

と思われます。転作強化に伴いますところの平成

２０年度の産地づくり交付金への影響につきまし

ては、わ５６ヘクタールが強化されたことにより

基本助成額が反当３わ ０００円で、総額わ ８ 

００わ円が新たに必要な財源となりますけれども、

平成１９年度の繰り越し等を勘案いたしますと交

付金の見直しまでにはならないというふうに考え

ているところでございます。平成２０年度におけ

る米の数量配分方針及び産地づくり対策に係る生

産者への周知につきましては、３月３日、４日で

最終説明を終えているところでございます。今後

生産者の理解と協力を得て生産調整の推進を図っ

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。
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４点目の農地・水・環境保全向上対策について

でございます。地域説明会は、昨年１１月から対

策内容についての説明、組織立ち上げに向けての

協議などを各地区ごとに３４回ほど行ってまいり

ました。現在新規８組織の役員がほぼ出そろいま

して、来週から４月初めの組織設立に向けて協議

を始めているところでございます。協議経過の中

で、名寄の大橋集落が交付金算定の対象となる農

地がないことから地域組織に参加しないのと、そ

れから旭東集落では畑、草地が多く、さらに中山

間地域が多いことから交付額が少額となり、共同

活動を行うことが困難という地域との協議を経て、

地域組織に参加しないこととなったところでござ

います。現在採択に向けた道ヒアリングが始まっ

ていますけれども、昨年のような本対策における

北海道の予算上の問題はない模様でございまして、

市といたしましても地域の意向を受けた活動計画

の協議を行ってまいります。また、地域組織づく

りの状況についてのお尋ねでございますけれども、

議員言われますとおり昨年から本対策における事

務量の多さが指摘されておりまして、一部事務の

簡素化が図られましたけれども、本対策の性質上、

活動項目が細分化されているため、まだ事務量は

多いというふうに受けとめております。先行させ

ていただきました風連西活動組織が事務の外部委

託を行っていることも参考にしていただいて、地

域組織の体制づくりをされるようお願いをしてい

るところでございます。今のところおおむね水田

地帯では、外部委託の方向と考えているところで

ございます。

次に、農業担い手の育成対策の確保についての

お尋ねでございます。農家戸数や農業労働力の減

少、農業従事者の高齢化が進む中で地域農業を支

えるすぐれた担い手を育成確保することが課題と

なっていることは御案内のとおりでございます。

平成２０年度に向けた市独自の担い手対策の主な

ものを説明申し上げますと、農家子弟が自立した

取り組みにチャレンジする経費に対して助成する

農業青年チャレンジ事業、農業後継者の就農を奨

励するため農業従事期間５年を経過したときに助

成をいたします農業後継者就農奨励補助金、新た

に農業を営もうとする者に対し必要な援助を行う

ことにより、新規就農者の早期定着及び経営の安

定を図る新規就農者支援事業、地域農業における

担い手及びリーダーの育成を図るため、中長期の

調査研究に要する経費に助成する地域農業担い手

育成事業、農村青少年の組織化された団体を対象

にその自主的活動を助成し、地域農業の活性化と

農業後継者の育成確保を図る農村青年活動支援事

業等がございます。有効に活用されるように努め

てまいりたいというふうに考えているところでご

ざいます。

次に、新たに策定をいたしました地産地消計画

の推進計画についてでございます。近年食を取り

巻く環境の変化や食品の表示偽装、中国産冷凍食

品の薬物中毒などの問題が発生する中で、健康や

食生活における食品の安全、安心への関心が高ま

る一方で、親世代の食生活の乱れによる生活習慣

病、健康障害が子供たちにまで生じており、大人

だけでなく子供からの生涯食育が必要となってお

ります。このような状況の中で地域で生産された

農畜産物を地域で消費する地産地消は、消費者に

とっては生産者の顔が見え、話ができて、安全で

新鮮な農産物を入手できるというメリットがござ

います。生産者にとっては、流通コストの削減、

さらには本市農業への理解を深め、将来的には安

定した出荷先を確保することにもつながるなどの

メリットがあるというふうに考えております。今

年度策定いたしました食育推進計画と基幹産業が

農業である地の利を生かした地産地消推進計画の

実施計画において、毎日の食卓に名寄産の食材を

使おう運動など、食育と地産地消を車の両輪とし

て関係機関、団体はもとより市民各層による推進

体制を構築し、名寄市地産地消の推進に努めてま

いりたいというふうに考えているところでござい

ます。
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次に、大きな項目２つ目の名寄市林業振興施策

についての森林整備地域活動支援交付金の内容に

ついてのお尋ねでございます。この制度の目的は、

森林の持つ公益機能の発揮に向けた適切な森林整

備の実施に必要不可欠な地域活動を支援するとな

っております。また、この制度は平成１４年度に

始まり、平成１８年度までの５カ年で終了いたし

ましたが、平成１９年度に制度を一部改正し、新

たに平成２３年度までの５カ年で引き続き実施さ

れることとなりました。新制度の内容は、森林所

有者から委託された団地の代表者と市町村長が協

定を締結いたしまして、毎年施業実施区域の明確

化事業や歩道の整備などの結果の取りまとめなど

を実施することで、毎年ヘクタール当たり ００

０円交付されるものでございます。対象となる森

林は、森林施業計画を作成している９齢級以下の

人工林及び１２齢級以下の育成天然林の一部でご

ざいます。市有林あるいは大企業の所有林は除外

となっております。また、交付される ０００円

の財源内訳は国が２分の１、道が４分の１、市町

村が４分の１となっております。前期事業からの

大きな改正点は３点ございまして、１点目は協定

締結の対象が従来は所有者だったのですけれども、

この制度から森林所有者全員から団地の代表者へ

変わったこと、２つ目には交付額が従前１わ円か

ら ０００円になったこと、３つ目には森林所有

者への配分がなくなったことでございます。名寄

市の取り組み状況でございますが、平成１８年度

２９団地、 ９２４ヘクタール、１９年度は２３

団地、 ４９０ヘクタールとなっており、今後と

もより多くの方々の理解のもとに事業の拡大に努

めてまいりたいというふうに考えているところで

ございます。

次に、民有林整備事業の支援策と新たな施策に

ついてのお尋ねをいただきました。地球温暖化防

止に寄与する森林の役割は、さきの京都議定書で

日本に課せられました温室効果ガス抑制で、二酸

化炭素換算排出量は基準年１９９０年マイナス６

％ですが、そのうち ７％を森林で達成すること

になっております。また、達成年度は２００８年

から２０１２年の間とされておりまして、現在そ

の期限に入っておりますが、温室効果ガスの排出

量は基準年よりさらに６ないし８％程度増加し、

トータルでは１２ないし１４％の削減を達成年度

期間内に減少させなければなりません。このよう

な状況から、国有林、民有林を問わず、森林の整

備推進が求められているところであるというふう

に考えております。無立木地への植林や木の正常

な生育を保持するため、除間伐、枝打ち、下草刈

りなどなすべきことはたくさんあると思いますけ

れども、木の成長には時間と手間がかかることか

ら、整備が思うように進んでいないのが現状であ

ろうかと思います。本年の洞爺湖サミットを契機

として、国でも美しい森林づくりの交付金事業、

また道におきましても法定外目的税で（仮称）森

林環境税の導入を目指しているところでございま

す。しかしながら、事業の制度内容など不確定の

部分もあり、市といたしましても現在行っている

民間の除間伐への助成とあわせて、国、道の制度

を十分活用できるよう情報収集に努めてまいりた

いというふうに考えております。

次に、市民参加の森づくりに対する普及、体験

のお考えはとのお尋ねでございます。森林は、清

らかな水を涵養し、安全な食をはぐくむ貴重な財

産であり、また二酸化炭素の吸収を通して地球温

暖化防止にも重要な役割を果たしており、未来を

担う子供たちにしっかりと引き継ぐことが求めら

れております。そのためには、小さなときから森

に親しみ、木に触れ合うことが大切であろうと考

えているところでございます。市といたしまして

も各種行事に伴い、健康の森、文化センター、名

寄市立大学などに市民参加のもと植樹を実施して

きましたし、各種団体におきましても数多くの記

念植樹が開催されてまいりました。また、苗木の

無料配布も実施し、各家庭において木と親しんで

いただいております。今後とも機会あるごとに市
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民参加を呼びかけていきたいと考えております。

ことしは、時同じくして地球温暖化を共通のテー

マとする北海道洞爺湖サミットが開催されますこ

とからも、森林の持つ多面的機能を広く啓蒙する

絶好の機会として市民に呼びかけ、子供を通じた

植樹を計画いたしたいというふうに考えていると

ころでございます。

以上、御理解をいただきたいと思います。お答

え申し上げました。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、再質問をさ〇２番（植松正一議員）

せていただきたいと思っております。

農業振興地域の整備計画に関しましては、先ほ

ども申し上げましたけれども、地元の新聞等など

で皆さん御存じのことと思いますけれども、私も

勤めの関係で以前から農振の見直しをということ

で、議員やる前からお願いをしてございました。

ということは、遊休農地というか、いろんな絡み

がございまして、それぞれ市のほうに足を運びま

しても施業図というのですか、それに色鉛筆で色

分けしたぐらいで、なかなか担当者もわからない

部分があるのと、台帳を見ながら整合性を図った

ものですから、今回私も議員になってから何回か

お願いを申し上げましたけれども、今部長のほう

から御説明あったように合併によっての、また農

業関係の機能を含めて計画図面を今度デジタルに

していくということで、この辺の明確化、それと

補助金関係ですとか、いろんな関係もこれはもう

ぜひ国の、道やらに出すのに当然必要なものです

から、これは本当に大変ないいことだと思います

けれども、この辺も農業の振興に十二分に反映し

ていただければいいのかなと思っております。こ

れはわかりました。

続きまして、新水田・畑作経営所得安定対策の

質問でございますけれども、この関係に関しまし

ては昨日、それから前の日と代表質問等などで質

疑応答などしていましたので、角度を変えてちょ

っと申し上げたいと思っております。新水田・畑

作経営所得安定対策が名称だけでなく、中身も大

幅に変わってまいりますし、そして面積要件、ま

た市町村特認と、それと担い手の要件緩和、交付

金の目減りに配慮、収入減少影響緩和対策など報

道をされておりますし、またこの関係も昨年の参

議院議員の関係も逆転という形の制度の中で、１

２月に入ってから早急な見直しをされたと報道さ

れているわけでございまして、そこで質問をさせ

ていただきますけれども、まず１点目にこの見直

しに当たって中長期的な視点に立った内容になっ

ていないのではないかなと。また、本対策の申請

時期はいつまで申請をしなければならないのかお

尋ねしたいのと、それから国、農政事務所から詳

細がまだ来ていないということでございますけれ

ども、この辺もどうなっているのか、この２点を

ちょっと先に答弁をお願いしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御承知のこと〇経済部長（手間本 剛君）

かと思いますけれども、品目横断が１年もせずに

水田、畑作というふうなことで名称を変えただけ

でなくして内容も変わったということでございま

す。今お尋ねにありましたように、私どものほう

で今後中長期的な視点に立って、この制度がどこ

まで続くのかというようなお尋ねですけれども、

これについては国の施策の中で施行されていると

いいましょうか、行われていることでございます

ので、何とも申し上げづらいのですけれども、何

とか品目横断みたいなわかりづらいというのでな

くして、やっぱりわかりやすい制度が続いてほし

いというふうに願っているところでございます。

先般説明会をさせていただきました。その折にも

生産者のほうからわかりづらいと。黄ゲタ、緑ゲ

タというのはわかりづらいと。それから、言葉の

使い方もわかりづらいというようなことが多く出

されておりました。そんなことからすると、名前

もちょっと変わりましたけれども、できるだけわ

かりやすいものをそうそう変わることのないよう

に願っているところでございます。
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なお、申請時期につきましては、６月中に手続

を進めるということになりますものですから、そ

れに向けて準備を進めているところでございます。

先般会議の折にでも農政事務所のほうから来ら

れまして、この制度についての概略説明をいただ

いたのですけれども、その範疇しか承知しており

ませんので、また農政事務所とも連絡をとり合い

ながら、手続に遺漏のないような形の中で進めて

まいりたいというふうに考えておりますので、御

理解を賜りたいと思っております。

以上です。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

るる説明いただきまし〇２番（植松正一議員）

たけれども、今詳しい内容含めて国やら農政事務

所ではまだ何も言ってこないと。こちらのほうで

どれぐらいにはっきりするのか、国のほうも含め

てそういうことはしているとは思うのですけれど

も、いかんせん職員含めて生産者含めて今の時期

は本来であればもう明確にされていまして、実施

されるのが、もう段取りしているのが本当だと思

うのですけれども、そこで生産者含めて去年みた

いな形になってくると、いわゆるこの間智恵文の

ほうに行きましたら、小麦、てんさいなんかつく

っておりましたけれども、小麦は割と今智恵文産

少ないのですけれども、てん菜なども糖分の減だ

とか何かの中で大変な、それと輪作もできないと

か、もう３年後ぐらいになったらこの品目関係で

いきますとちょっとつくるものがないのではない

のかという話もされておりました。その中でここ

に交付金の目減りに立つ配慮だとか、この辺の中

身だってどれぐらいまで精細になっていくのか、

ちょっと疑問な点もこの中身で見ますといろいろ

とあるのですけれども、そこでまだ内容もわから

ない。明確な政策が打ち出されないと。そうした

中で対象の含めている皆さんは、本当に不安に思

っているわけです。それで、この要素が大きいだ

けに、やはり提示された、それから説明責任を含

めて、そして農政事務所なりにかなり物を申せる、

申してもらわなければ困る面もあるのですけれど

も、ちょっとその辺の確認と、あと説明責任にお

かれまして生産者含めて当然各団体の農協もこの

事務処理なんかいろいろ入ってくるわけですから、

その辺の周知徹底だとか、これからなのかもしれ

ませんけれども、今の段階であれば御検討願いた

いと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先般具体的に申し〇経済部長（手間本 剛君）

上げますと、農業振興対策協議会の水田部会がご

ざいました。その折に農政事務所さんに来ていた

だいて、この制度の改正の部分についてかいつま

んで説明を受けたのですけれども、それは骨とな

る部分の説明に終始しました。今後につきまして

は、またその段階でも詳細部分はまだわかってい

ないのだというようなお話でございましたから、

申し上げましたように６月中に手続することにな

りますから、もう残された期間わずかなのですけ

れども、先ほど言いましたように事務所のほうと

詰めて、当然農協とも連絡とり合って今詰めてい

るのですけれども、それらについて手続を遺漏の

ないようにしていきたいと思っています。ただ、

今農政事務所さん必ずしも名寄ばかりでございま

せんので、それらの部分につきましては当然頭の

中にあると思いますから、手続もそのようにおく

れるということにもならないと思いますから、逐

次詰めて手続の遺漏のないようにということで進

めていきたいと思っておりますので。また、生産

者のほうにはたびあるごとに説明をさせていただ

いております。先般も３日、４日と、それから地

域に入って説明をしております。状況が変わり次

第とか、進める手続がこうなりますということに

なりましたら、それぞれの代表さんを通じて御連

絡を差し上げるというようなことで説明会を終え

ておりますので、そんなことで遺漏のないように

進めていきたいと思っていますので、御理解いた

だきたいと思っております。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）
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先ほどから言っている〇２番（植松正一議員）

ように後問題ないように、それはもうがっちり詰

めていただきたいなと思っております。

次に、米対策、生産調整強化対策でございます

けれども、この辺も先般代表質問などでございま

したので、また改めてちょっと角度を変えてお願

いをしたいなと思っていますけれども、平成２０

年度の産地づくり対策の実績と振興作物の担い手

の土地利用集積ですとか、それから水田農業ビジ

ョンから見た全体の評価について伺いたいと思っ

ていまして、あわせて米価の下落に対応する地域

水田農業活性化緊急対策の内容、見通しなどあれ

ば伺いたいと思っていますけれども。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員２０年とおっ〇経済部長（手間本 剛君）

しゃいましたけれども、１９年というふうに受け

とめさせていただきたいと思っております。１９

年度の産地づくりの実績というふうに受けとめさ

せていただきます。１９年度の産地づくり対策の

決算の見込みでございますけれども、わ１０億

４００わ円ほどになります。当初に比べまして９

９％の執行見込みになろうというふうに押さえて

おります。旧制度の分で参考までに申し上げます

と、１８年度の実績に対しましてはわ９７％にな

るのではないかというふうに押さえております。

産地づくり対策では、加算措置や農地流動化を通

した担い手の育成を初めといたしまして、基幹作

物の安定生産や振興作物への誘導策を通じた経営

体の安定、強化、安全、安心への対応や売れる米

づくりを通しました産地の確立を目指して対策を

講じられているというふうなことでございます。

実績で申し上げますと、全対象者７７８名中、担

い手加算の対象者につきましては６３９名、農地

流動化の対象者につきましては５３名で、面積に

いたしますと１３７ヘクタール、それから振興作

物のうち施設園芸作物の対象者につきましては１

５２名、３５ヘクタールでございます。路地野菜

の対象者では４０５名、３６５ヘクタールとなっ

ています。そのほかにイエス・クリーン等の公的

認証の対象者につきましては、６５名で１３６ヘ

クタールというふうになっているところでござい

ます。この制度におきましては、新制度１年目の

評価といたしましておおむね順調に推移している

というふうに判断をさせていただいております。

ただ、依然農業におかれましては厳しい情勢に何

ら変わることございませんので、新たな課題対応

に見直しを図りながら、ビジョンの実現を図って

まいりたいというふうに考えているところでござ

います。

もう一つのお尋ねでございますが、地域水田農

業活性化緊急対策事業についてのお尋ねでござい

ました。国は、米価の下落の対策といたしまして

平成１９年度の補正予算で５００億円を予算措置

したところでございます。これにつきましては、

米の生産調整拡大によりますところの米価の安定

を目指すものでございまして、具体的には平成１

９年産と平成２０年産の主食の作付面積の比較に

よりまして、生産調整の拡大に対しまして一時金

として１０アール当たり５わ円を交付するという

内容のものでございます。ただ、以降５年間生産

調整を固定するという制度でございまして、どち

らかというと生産調整の達成されていない府県に

対するものであろうかというふうに思っておりま

す。生産調整の達成を促す制度と考えておりまし

て、過日代表者会議、生産者への説明を終えさせ

ていただいておりますけれども、生産調整を達成

している北海道は水張りの志向が強いというふう

に考えておりますし、本市におきましても大変強

うございますので、積極的な活用にはこの事業は

結びつかないのかなと、そんなふうな受けとめを

させていただいているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の生産調整強化とい〇２番（植松正一議員）

うことで、今回の数量的にはもう確定していると

いうことでございますけれども、いずれにいたし
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ましても北海道のほうは休耕も生産調整がうまく

いったのだと。だけれども、ほかのほうで他の県

のほうではこれはなかなかうまくいかぬ。そのた

めに皆さん方に、こっちの真剣にやった人はばか

を見るというか、その辺の対策も含めてだろうと

思うのですけれども、とりあえずこれから農協と

も、やはり行政、それから生産者と一体となった、

中間でもその辺のどうなっているのだとか、見直

しの関係も含めて、ぎりぎりいっぱいになったら

後でまた問題も出てくるかもしれませんので、そ

の辺もよろしくお願いを申し上げたいと思います。

続きまして、農地、水の保全の関係で、これは

わかりました。ただ、事務連絡、事務の業務のい

ろいろな組織含めて外部委託ということで、水田

は外部委託、事務処理が多いということで申し上

げましたけれども、ここで畑作地域のほうはどう

考えているのかちょっとお伺いしたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

先般農地・水・環〇経済部長（手間本 剛君）

境保全向上対策につきましての説明会をそれぞれ

説明をさせていただきました。智恵文地区にお邪

魔させていただいた折には、それについてはそう

いった委託をしなければならぬのかと。１０％ほ

どかかるのだと。そういうものをかけないで地元

で何とか取り組める方法がないのか考えてみてく

れと、こんなような御発言もありました。御案内

のとおり、モデル事業として風連西地区で取り組

まさせていただいておりました。なかなか時間的

なすき間がないといいましょうか、それから作業

も集中するというようなことからいたしまして、

水田畑につきましては委託のほうでお願いをする

というような決定をされまして、そんな方向でと

らさせていただきました。私どものほうは、活動

組織と呼ばさせていただいているのですが、この

分につきましてはそれぞれの、全部で９地区でご

ざいますが、その活動組織が決めていただくこと

になるというふうに考えておりまして、負担にな

らないようにというようなこともあります。それ

から、御案内のとおりこれはソフト事業でござい

ますから、日報も含めてそういった記録をつける

ということが必須というふうになりますものです

から、ともすると毎日のような作業事務にもなる

と。それから、なかなか考え方も及ばない、手が

回らないということも十分考えられます。そんな

ことも踏まえまして、活動組織にこういうことで

すよということで御説明をさせていただいており

ます。しかし、お話がありましたら、私どものほ

うもできるだけ手のかからないような、省力化で

きるような、そんなような方法も考えていきたい

というふうに思っています。いずれにしても、十

分話し合いを進めながら、サポートできるものは

最大限サポートしていきたいというふうに考えて

いるところでございます。

以上、お答え申し上げました。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

今説明いただきました〇２番（植松正一議員）

けれども、農家の方ですから、この間も周知徹底

も含めて、問題は農家の方も要所要所の写真です

とか、やっぱりちょっと練習したらいいのではな

いのかといって練習してあれしたらぼけていたと

か、これは後で修正きくものでもないですから、

なかなか写真技術というか、その辺の関係もちょ

っと心配しているところもあったし、確かに日報

だとか記録というのは、役員も今度体制つくるわ

けですからある程度のことはできると思うのです

けれども、この間も畑作の関係行ったら、組合と

いうか、営農組合というのか、そういう組織の中

である程度やっていけるのではないのかという話

はされておりましたけれども、これに対しては会

計検査の対応等などもあるので、やはりその辺も

こういう角度だとか、そういう説明も、写真のと

り方だとかいろいろあると思いますので、その辺

もちょっと説明をしながら進めていったらいいの

かなと思っております。よろしくお願い申し上げ

ます。

農業担い手の育成対策の関係は、今まで担い手
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の関係もいろいろと施策含めて十二分でもないの

ではありますけれども、ある程度の対策をされて

いるということでございますので、やっぱり高齢

者含めて、６５歳以下の担い手も含めて、これか

ら皆さん高齢化になっていくわけですから、農家

の若い人らを育てるために、いろいろな研修だと

かあると思うので、実際にそういう人のを聞いて、

生の声を反映していただければいいのかなと思い

ますので、この辺はわかっています。その辺も含

めて後で来年へ向けてというか、検討していただ

ければいいのかなと。

それから、６番目の新たな策定した地産地消の

推進計画で、これは質問させていただきたいと思

いますけれども、食の安心、安全ですか、その関

係で生産者と消費者との理解を深めるために、推

進計画含めて食育の関係も先ほど言っていました

けれども、まずこの辺がやっぱり今しっかりした

母体にならなければならないのかなと思っており

ます。そこで、３点ほど私というか、地域の声な

ども今申し上げますので、その辺の考え方はどう

なのか確認していただきたいと思うのですけれど

も、きのうもこの関係、地産地消の関係でもござ

いましたけれども、地元農畜産物の理解と地産地

消の推進ということと、それから農業体験ですと

か、それから２次産業である農産加工、それと朝

市、産直などに取り組む女性のグループへの支援

等々考え方があればちょっとお知らせ願いたいと

思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今地産地消につい〇経済部長（手間本 剛君）

ての考え方をお尋ねいただきました。私どものほ

うで地産地消を進めるに当たりまして、基本的に

４つのそれぞれの役割を持とうかというふうに考

えているところでございます。その目標の一つと

いたしましては、生産者及び農業団体でございま

す。これにつきましては、地元の消費者に支持さ

れる農畜産物の生産出荷をきちっとしようと。生

産者、農業団体は、地元の消費者に愛される農畜

産物をきちっと生産出荷しようという役割が１つ

でございます。２つ目には、消費者でございます。

消費者につきましては、地元の農産物を活用した

食生活によるところの健康増進をきちっとやっぱ

り認識してもらおうと。地元の食材を使おうと、

使ってもらおうと、そして健康増進につなげよう

という考え方が２つ目でございます。３つ目には、

食品を扱っていただく産業関係者でございますが、

消費者にＰおするとともにそのニーズの把握に努

めていただこうと。どういったニーズがあるのか

ということでの役割を担ってもらおう。もう一つ

は、行政でございます。関係者の連携を図りなが

ら、情報の提供や施策の推進を図り、地産地消を

推進する協議会を立ち上げて、幅広くその協議会

の中で議論しながら、検討しながら推進していこ

うと、こんなような４つの役割をそれぞれ分けて

担っていただこう、担っていこうというふうな考

え方を持って進めていきたいというふうに考えて

いるところでございます。

次に、農業体験の考え方についてお話をいただ

きました。農業体験につきましては、議員もう既

に御承知だと思いますけれども、それぞれの段階

の方々から多くの体験をいただいております。私

どものほうは、これからもそういったグループ、

サークル、そういった方々にもお力添えをいただ

きながら、さらに農業体験ができるような環境づ

くりといいましょうか、そういった場づくりに努

めていきたいと思っています。なかんずく私ども

が今考えておりますのは、小学生が農業体験に参

加できるような田植え、収穫、場合によりまして

は先般グリーンアドバイザーが食育オリエンテー

ションというようなことでございまして、家族そ

ろって、親御さんそろっての農業に対する触れ合

いを全市的なネットワークの中で展開していただ

いております。ぜひ小学生ができるだけ多く農業

を体験できるような、そんな場づくりを１００％

を目指して取り組んでいきたいなと、こんなこと

で考えているところでございます。
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それから、農産加工、朝市、産直に取り組んで

いただいております。とりわけ女性グループの皆

さんには、本当に熱心に活動していただいており

ます。これらにつきましては、女性の方々に対す

る支援として市から単独といいましょうか、独自

で支援は申し上げておりませんけれども、産地づ

くり、あるいは中山間の交付金事業、あるいは農

業振興対策協議会の中でそういった一定の助成、

あるいは相談事によりましては助成ができるとい

うふうに思っておりますので、そんなことで今後

も御支援をさせていただきたいと思っております

し、また名寄市に限らずほかのところの情報等も

そういった方々に提供するように努めていきたい

というふうに考えているところでございますので、

御理解を賜りたいと思っております。

以上です。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間になりましたので、〇２番（植松正一議員）

その辺も十二分にとらえてやっていただきたいと

思います。

それでは、森林整備の地域活動に入りたいと思

いますけれども、これに関しましては最近森づく

りの関係に関しましては市民の皆さんを含めて関

心があるところでございますけれども、１００年

先を見込んだ施業体制という長いスパンの体制と

いうことで、しかしながら水源涵養ですとか、自

然災害の防止ですとか、保安、それから地球温暖

化対策の、市民の皆さん方はその大切さをわかっ

ているのですけれども、認識している中ででも実

際にできるというか、長いスパンなものですから

なかなか厳しい問題もございます。その中で私も

努めた関係もございますので、この機会に認識も

深めさせていただきながら、ちょっと質問をさせ

ていただきたいと思います。

森林整備地域活動支援交付金の中身ですけれど

も、これ１４年から１８年までということで、ま

た今度新たに１９年ということで、１わ円から、

これ１わ円でしたけれども、今回 ０００円にな

ったと。その根拠の関係と、それからこの協定締

結の流れは代表者と、それから行政とで締結前に

もしていたと思うのですけれども、この辺の流れ

や何かちょっと教えていただきたいのと、それか

ら続きまして人工林の除間伐の補助事業の関係な

のですけれども、今まで国、道などの助成などは

十分にございますけれども、この人工林、市単独

の人工林除間伐事業補助事業に関しましては、こ

の辺の内容などをちょっとお知らせしていただき

たいと思っております。まず、この２点ちょっと。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お尋ねでござい〇経済部長（手間本 剛君）

ますけれども、森林整備地域活動支援交付金事業

につきましては１９年度からさらに５年が延びる

ということでございまして、かつては１わ円だっ

たのですけれども、 ０００円に削減されたとい

うようなことでございます。残念なことだなとい

うふうに思っております。先ほどもちょっと触れ

ましたけれども、地球的な環境の話が専らでござ

いますけれども、そんな中で林に対する認識がま

だまだ薄いのかなと思っております。私どものほ

うとしましては、国の施策によってこういうよう

なことで下がったということでございますが、こ

としたまたま環境サミットも開かれるというよう

なことでございまして、新たに何かお聞きします

と国では美しい森林づくり基盤整備交付金の制度

を考えているようでございます。あるいはまた、

高齢級森林整備促進特別対策事業というようなこ

とで、新たなメニューも考えているようでござい

ます。これらにつきましては、また情報が入り次

第取り組んでまいりたいというふうに考えている

ところでございますので、御理解をいただきたい

と思っています。

それから、協定の締結の流れでございますけれ

ども、今後の分につきましては地域の代表の方と

締結をして、市と締結をして、そして森林組合に

事務の委託をすることになります。森林組合が協

定事務に基づきまして、活動といいましょうか、
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事業を実施していくというふうな流れになってこ

ようかと思いますので、個人から地域の代表者と

の協定に変わったということで御理解をいただき

たいと思っています。

それから、名寄市の人工林の除間伐事業につき

ましては、一定の補助をさせていただいていると

ころでございますけれども、現在名寄で独自に造

林に対する補助につきましては、単独補助につき

ましてはございません。他の町村等の分の動きも

十分承知したいと思っておりますけれども、木に

対する役割、機能というものが見直されている昨

今でございますので、これらの部分につきまして

も十分意を配して取り組みを進めてまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。

以上、お答え申し上げました。

植松議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間の関係もございま〇２番（植松正一議員）

すけれども、今のいろいろな政策を含めてまだ言

いたいこともあるのですけれども、造林関係含め

て近隣の町村などで私も調べてみますと、やはり

いわゆる国の補助金に関して、国から補助来ると。

それは、大体わ６８％ぐらいなのです。それに所

有者が自己負担として３２％ですよね。そうした

ら、その３２％に対して近隣の町はそのうちの本

当に所有者の自己負担の５分の１を負担している

と。近隣です。ですから、その辺の整合性含めて、

私が向こうに行ったときにここのところの山はこ

うやって温かい負担があるのにうちらはないとか

とやっぱりいろいろあるものですから、その辺の

調査などを含めて整合性を保っていただきたいの

と、それから今月の末ごろだと思うのですけれど

も、ちょっと担当者に聞きますと、林野庁の予算

関係が今出てきます。それで、これは去年のもの

なのですけれども、森林関係、今の地球温暖、ま

た含めて森林吸収削減の関係で項目がいろいろあ

ります。この中に去年出ていまして、これまた２

４年まで継続だというのですけれども、手を挙げ

るか挙げぬかは別として、やっぱり農業用水の水

源地の地域保全整備事業というのが去年から新規

になって出てきている。これは、水源地のおの環

境整備、干ばつだとか、それからそれに含めた耕

作放棄地のところに造林しろとか、そういうよう

な林と農の抱き合わせの部分がかなりあるわけで

す。ですから、今度造林会議に行ったときにこう

いうのを見ていただいて、そしてやはりこれはこ

このあれには最高のメニューだぞと、そういうも

のを引き出しながら、そうでなくてもちょっと今

おくれぎみですから、その辺もひとつよろしくお

願いを申し上げたいと思います。これは時間にな

りましたので、よろしくお願い申し上げます。

以上で植松正一議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

新天文台のビジョンについて外２件を、日根野

正敏議員。

御指名がありまし〇１１番（日根野正敏議員）

たので、今定例会において大項目３件について通

告に沿い、質問をしていきたいと思います。

新天文台のビジョンについて。名寄市は、近隣

に明るい大きな都市もなく、また空気も澄み渡り、

天体観測には絶好のまちと言われ、晴れた日の夜

には天の川の無数の星々がきれいに見られ、都会

から来た来訪者は皆驚き、見とれている姿をよく

目にします。また、情報発信のためのＩＴ化も比

較的に進めやすく、天文台からの情報発信にも適

していることは理解できます。しかし、市の財政

逼迫の中、貴重な財源わ７億円を投入しての大型

事業ですので、失敗のないよう進めなければなり

ません。現在の市立木原天文台は、平成４年に名

寄高校の先生をしていた木原秀雄氏からの寄贈を

受け、今日まで担当の努力もあり、３つの超新星

を発見するなど名寄市の知名度アップや経済効果

にも貢献をしていますが、老朽化が進み、平成１

９年度より３年間めどに建てかえに向け進んでい

ますが、完成後の新天文台のビジョンについてお

伺いをいたします。

１点目、望遠鏡の口径が現在２５センチから１
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５０センチになると聞いていますが、その性能の

違いをお伺いいたします。

２点目、プラネタリウム館も新しく併設される

と聞いていますが、現在のものとの違いをお伺い

をいたします。

３点目、新天文台の国内、国外を含めての規模、

性能などの位置づけについてお伺いをいたします。

４点目、天文台とプラネタリウムの併設、また

新しいということもあり、当初利用者の拡大も期

待されますが、継続的な利用者拡大をどう考えて

いるのかお伺いをいたします。

５点目、現在の運営時間は水曜日から日曜日の

午後１時から午後７時までですが、観測時間帯が

少なく、季節によっては日の入りとともに閉館と

いうことも考えられますが、運営時間の考え方に

ついてお伺いをいたします。

６点目、現在２名の職員体制ですが、施設の規

模にも関係をしますが、人員の配置についての考

えをお伺いいたします。

７点目、建物、施設は市の負担で、望遠鏡につ

いては北大の負担と聞いておりますが、建設後の

運営分担はどのように考えているのかお伺いをい

たします。

続きまして、新規就農者などに関する条例につ

いて。市内の農家戸数の減少については、言うま

でもなく年々減少の一途をたどり、耕作放棄地に

ついても年々増加傾向にあり、農地の流動化にも

苦慮し、原油の高騰による生産費の上昇など農家

経済の厳しさが続いているのが現状でありますが、

世界的な食料事情を見たときには、地球温暖化に

よる干ばつや災害による世界的な収穫量の減少に

加え、穀物のバイオ燃料転化などで穀物相場は高

騰しています。国内大手商社もこぞって諸外国の

農産物生産企業に大口の投資、共同企業の拡大を

しながら今後の農産物流に危機感を強めています。

国内農業経済についても今後このようなこともか

んがみ、必ず上昇することと想定はしますが、現

状を見たとき後継者不足は明らかで、農業に意欲

と情熱のある若者を呼び寄せ、地元農業者ととも

に農地保全、農業の発展、反映に力を合わせるべ

きだと考えます。

そこで、５点についてお伺いをいたします。１

点目、新規就農者の状況について、個人情報の関

係もありますので、公表できるところで結構です

ので、状況をお伺いいたします。

２点目、条例のＰおについてですが、ホームペ

ージに就農についての案内が載っておりませんが、

載せるべきと考えますが、お伺いをいたします。

３点目、名寄市の条例は、道内各市町村の就農

条例と比較しても手厚い施策になっておりますが、

配偶者か同居親族がいなければ該当にならないの

は利用しづらく、改善するべきと考えますが、お

考えをお伺いいたします。

４点目、農地を取得し、農業を始める人には手

厚い条例ですが、その前段の就農に至るまでのサ

ポート、また就農後のサポートの現状はどのよう

になっているのかお伺いをいたします。

５点目、体験研修から就農研修、そして就農に

至るまでの相談者や一貫した道筋の確立が必要と

考えますが、お考えをお伺いをいたします。

続きまして、食育推進について大事なこと。毎

日の食事は、私たちが生きていく上で最も重要な

ことであることは言うまでもないことですが、日

本の食料自給率は昭和３０年代８０％近くあった

のが現在は３９％と主要先進国の中でも飛び抜け

て低い数字であります。食料よりもお金を重んじ

てきた国や企業の方針が今日の現状を生んでいる

ことは明白でありますが、自給率の低下とともに

食べ物に対する考え方が少しずつ変化してきたよ

うに感じます。私の小さいころは、もっと食べ物

に対し敬意や感謝を持っていたように思います。

多くの家々には、大小の家畜が飼われ、子供から

大人までその家畜の世話をして、家族同然の家畜

であってもその命の恩恵を受けていた時代であり

ました。いただきますやもったいないなどは、そ

の命に対する感謝や敬意のあらわれだと思います。
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平成１７年に国の食育基本法が制定されました。

基本法の総則には、一部このことが記載されては

おりましたが、基本的な施策の中には全くこのこ

とに対する施策はなく、栄養学、流通学的なとこ

ろによる食生活の改善目標が多岐にわたり記載さ

れております。しかし、ここに載っている知識や

言葉では伝わらない心の食育、命が命に支えられ

ているというこの基本が今本当に必要なことでは

ないかと感じます。この心の教育を今後我がまち

の食育推進に当たり、具体的な施策の中にどう配

慮し、理解を深めていくのかお伺いをいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

大きな項目で３点に〇教育部長（山内 豊君）

わたり御質問をいただきました。１点目は私から、

２点目、３点目については経済部長からの答弁と

なります。

新天文台のビジョンについて御質問いただきま

した。初めに、望遠鏡の性能の違いについてとい

うことでお答えをいたします。望遠鏡の性能は、

レンズ及び鏡の直径でほぼ決まると言われており

ます。現在木原天文台が有する望遠鏡の口径は

２５メートルであり、１ ７等星まで見ることが

できます。 ５メートル前後の口径の望遠鏡にな

りますと、１ ８等星まで見ることが可能である

と研究者の間では言われております。明るさで申

しますと、口径 ２５メートルよりわ１００倍し

い星が見られるとのことでございます。観測条件

が国内トップクラスの名寄市ですと、国内に建設

されている同クラスの望遠鏡よりはるかにしい天

体を身近に見ることができます。現木原天文台の

望遠鏡の性能では、雑誌やテレビ等で紹介されて

いる見事な天体映像を見ることができませんでし

たが、このような天文現象をリアルタイムで直接

体験することができることとなります。予定され

る新しい望遠鏡が実現すると、理論値で国内２番

目の性能を有することになり、今まで手の届かな

かった遠い天体が観測、研究できることにより、

国内外の研究者からも注目され、多目的な利用に

も大きな期待が持たれているところでございます。

次に、現行のプラネタリウムとの違いについて

お答えをいたします。現在市立図書館４階に設置

されているプラネタリウムは、昭和４５年に設置

されたもので、その操作はすべてマニュアルで、

星空を再現するだけの設備であります。近年プラ

ネタリウム投影機は、デジタル時代の恩恵により

飛躍的に進歩しております。こうした背景の中で

新天文台に設置予定のプラネタリウム機器は、最

新のデジタル技術を生かし、今までの星空を再現

するだけではなく、立体的な空間をつくり、宇宙

旅行疑似体験や望遠鏡からの映像を大スクリーン

に映し出すことで、望遠鏡をのぞく方たちの待ち

時間解消にも活用する計画でございます。また、

曇った日の来館者には名寄市でしか得られない宇

宙の映像をプラネタリウムで再現し、体験できる

よう計画しているところでございます。

次に、新天文台の国内外での規模、性能度につ

いてお答えをいたします。現在世界最大の光学望

遠鏡は、１９９９年ハワイに完成した国立天文台

すばる望遠鏡の口径 ２メートルです。この大き

さは、宇宙の果てや他の惑星系を調べるために必

要な口径と言われておりまして、有名な天文台で

あります。国内大型天文台での望遠鏡の最大は、

兵庫県立西はりま天文台が有する口径２メートル、

２番目が２２県立ぐんま天文台が有する口径 ５

メートルとなっております。名寄市の新天文台建

設計画の望遠鏡については、北大おの構想で口径

５メートル前後を予定をしているとのことです

が、具体的な内容については設計段階で、まだ詳

細は決定しておりません。実現しますと、国内２

番目の性能を有する天文台の位置づけになると考

えております。さらに、星空の条件等を含めたト

ータルで見ると、名寄市の新天文台は国内随一と

言っても過言ではありません。また、大学と自治

体との協力でつくられている天文台は全国的に初

めての試みとなることから、大きな話題性を含ん
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で注目されているところでございます。国際的な

天文台の状況ですが、各国の国立レベルの天文台

は研究者によるスケジュールが決まっているため、

突発的に出現した天体の模様を自由に観測できな

いのが現状でございます。しかし、名寄市の天文

台は研究機関として、国外では平均的な大きさで

すが、このような観測要望にもこたえることが可

能でございます。また、国内主要大学や研究機関

と連携した共同研究が実施される見通しとなって

いることから、今まで解明できなかった未知の天

体が明らかにされたり、新天体発見ができる可能

性が大きいと考えられます。このことから、名寄

市新天文台は世界からも注目される天文台として

位置づけされるよう北大や研究機関との連携を強

化していきたいと考えているところであります。

次に、市内外の利用拡大についてお答えをいた

します。現在の木原天文台は、一般住宅に併設さ

れており、収容人数が６人程度と小規模での対応

しかできません。しかし、新天文台は道立サンピ

ラーパーク星見の丘に建設されることから、オー

トキャンプ場やコテージ等の宿泊が可能であり、

駐車場も確保されていることから、年間１わ ０

００人程度の集客を見込んでございます。また、

毎年世界じゅうで注目される天文現象や突発的な

天文現象及び名寄であらわれる低緯度オーロラの

観測など、以前から注目され、実績もあることか

ら、予想を上回る集客が見込まれると思っており

ます。また、人間、地球、宇宙のつながりを理解

し、豊かな人間性をはぐくむ場として学術交流や

人材育成の場として新天文台を生かした特色ある

まちづくりを進めていきたいと考えております。

道北地域の学校単位での団体利用や国内大学の研

究会を初め、天文学会の開催も多数見込まれてい

ることから、現在の木原天文台を大きく上回る継

続的な利用者拡大に努めるとともに、交流人口の

増加や地域の活性化も担える特色あるまちづくり

を目指していきたいと考えております。

次に、運営時間及び職員、人員の配置について

あわせてお答えをいたします。現在の運営時間は、

御質問いただいたとおり水曜日から日曜日の午後

１時から午後７時まででございます。新天文台の

運営管理を進めていく上で、職員の増加は必要不

可欠と考えておりますので、人員の配置によって

運営時間も弾力的に対応できますので、市民の利

用しやすい時間設定に心がけるよう部内で協議を

進めているところであります。現在の天文台は、

職員１名、嘱託職員１名で対応しておりますが、

新天文台は床面積 ０００平米弱を計画しており、

施設の維持管理や運営面から現行体制での対応は

難しいと考えているところです。今後の運営面な

どから、技術職員等の増員を検討しているところ

でございますので、御理解を賜りたいと思います。

次に、北海道大学との運営の分担について御質

問いただきました。名寄市と北大では、平成１７

年に相互協定を結び、宇宙観測や学術交流を通し

て人材育成に努めることとし、協定事項の中にも

地域振興に関することなどが盛り込まれておりま

す。当市では、教育、研究、観光等のあらゆる分

野で天体観測を生かした特色あるまちづくりを目

指しております。北海道大学大学院理学研究科で

は、宇宙を研究する専攻を新たに設けましたが、

観測施設を所有していないために、自然科学にと

って基本となる教育研究が十分に行うことができ

ない環境にありました。北大としても早急に教育

研究施設を確保する必要があったことなどから、

双方において新天文台建設の機運が高まる中、施

設は名寄市で、観測研究関係機器配備については

北大で支援いただけるようお願いをしてきたとこ

ろでございます。施設の維持管理に係る費用負担

についても応分の負担をいただくことで話し合い

がなされているところですが、実施設計で施設の

管理区分もはっきりいたしますので、改めて協議

をしていくことになります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな〇経済部長（手間本 剛君）
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項目２つ目の新規就農者等に関する条例について

の新規参入者の現状についてお尋ねをいただきま

した。お答えをいたしたいと思っています。

新規参入者の受け入れに関しましては、旧名寄

市時代の平成７年３月に第１次の農業振興計画を

策定し、あわせて新規就農者等に関する条例を整

備し、担い手の育成確保を図るためには新規参入

の受け入れも必要との考えのもとに条例を制定し

てきたところでございます。時同じくして平成７

年９月、北海道農業担い手育成センターが設立さ

れ、連携協力して推進してまいりました。本格的

な農業研修生や体験実習生の受け入れは、平成１

０年ころからになり、これまで農業研修生１５名、

体験実習生３２名ほど受け入れてまいりました。

その中で農業研修終了後新規参入者の状況でござ

いますけれども、平成１４年以降では８戸１３名

が新規参入いたしております。内訳は、独立就農

が６戸１１名、農家子弟との結婚によるものが２

戸２名、名寄地区４戸、智恵文地区４戸となって

おります。経営類型は、畑作、野菜が５戸、水稲、

畑作が２戸、畜産が１戸、それぞれ地域において

頑張っていただいているところでございます。近

年の農業研修、体験実習受け入れの状況でござい

ますが、北海道内においても平成１２年のピーク

時には道内で農業研修１５５件、体験実習１９６

件、合わせて３５１件ございました。平成１８年

には農業研修３５件、体験実習３６件の合わせて

７１件と減少してきております。反面、大学生な

どが農業法人への就職をし、力をつけて独立とい

うような形態が増加してきております。当市にお

きましてもここ数年は体験実習生２名程度の受け

入れに終わっておりますが、北海道農業担い手セ

ンターと連携をいたしまして、農業に対するビジ

ョンが明確で営農意欲旺盛な新規参入希望者の受

け入れの推進に努めてまいりたいというふうに考

えているところでございます。

次に、条例Ｐおについてのお尋ねをいただきま

した。新規就農者の募集Ｐおをホームページにと

のお尋ねでございますけれども、十分とは言えな

いかもしれませんけれども、一部載せてございま

す。カテゴリーのくらしの情報または窓口案内及

び移住・交流情報からもアクセスできることにな

ってございます。ホームページには、新規就農者

条例の対象者、支援のほか就農者の写真、コメン

トを掲載させていただいております。また、北海

道農業担い手育成センターのホームページにも掲

載をしておりますので、ごらんをいただきたいと

存じます。今後新規就農希望者に名寄農業が十分

アピールできる内容とすべく、改善を図ってＰお

に努めてまいりたいと考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

３点目の配偶者の条件についてのお尋ねでござ

いますけれども、当市の新規就農者等に関する条

例は道内でも支援水準の高い施策と考えておりま

す。農業研修中は、国の制度資金である就農支援

資金や受け入れ農家からの報酬で農業研修や生活

をし、就農後２年間は技術的にも経営的にも未熟

なため、既存農家並みの所得を上げることは難し

いことから、経営準備支援助成金月額１０わ円を

２年間支援するなど、研修中の国、道の制度と連

携をとるような支援システムとなってございます。

配偶者がいなければ条例の適用にならないのは利

用しづらいのではないかとのお尋ねでございます

けれども、御承知のとおり農業経営はなかなか一

人でできる職業ではないというふうに考えており

まして、条例の対象者要件にある新規就農者は配

偶者もしくは同居の親族を有することとさせてい

ただいております。ただ、結婚予定者がいるか、

または同居の親族がいる場合は対象となります。

独身者の場合、ややもすれば地域とうまくいかな

い場合や経営が立ち行かない場合などで気軽にわ

農されることが懸念されることもありますので、

独身者の場合は条件をつけて認定をしているとい

うふうなことで御理解をいただきたいと思ってお

ります。

次に、就農、営農のサポートについてでござい
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ます。現在当市において就農を目指す農業研修生

はおりませんが、これまでの状況をお知らせいた

しますと、新規就農希望者があった場合は名寄市

農業担い手センター、これの構成につきましては

行政、おＡ、農業委員会、普及センター、指導農

業士などで協議、審査をいたします。受け入れが

決まりますれば研修生受け入れに登録された農家

で２年以上実践的農業研修が始まることになりま

す。この間は、受け入れ農家の営農から生活に至

る指導も大変ですが、道の経営研修や機械研修の

受講、名寄市農業担い手センターとしても座学研

修や地域青年などとの交流など連携してサポート

しております。１年間の研修が終わりますれば受

け入れ農家、本人とも協議し、農業に対する意欲

が前向きであることを確認し、農業委員会やおＡ

には就農の確保に関する情報の協力をいただき、

２年以上の研修終了後地域の協力を得て就農につ

なげられるよう進めてまいりました。就農後につ

きましても普及センターやおＡによる営農指導や

市としての各種支援をしておりますけれども、関

係機関だけではなく地域の農業者や同年代の農業

青年の支援協力が最も効果があるというふうに考

えているところでございます。

次に、一貫した制度の確立についてのお尋ねで

ございます。農業担い手が高齢化し、後継者不足

と言われて久しいところでございますけれども、

地域の農業の実態を見ますると担い手の育成確保

は避けて通れない緊急かつ重要な課題の一つと考

えており、農家子弟だけではない新規参入も含め

た多様な担い手の確保が必要と考えております。

新規参入者の受け入れに関しましては、平成１２

年ごろのピーク時より希望者の数は減少してまい

りましたが、道の担い手育成センターには多くの

体験実習生、農業研修生希望者がテレビ電話やメ

ールを含め営農相談などに訪れておりまして、こ

の中から一組でも優秀な新規参入者を受け入れる

ことができれば、地域にとって大きなプラスにな

ると考えているところでございます。研修から就

農に至る一貫した道筋の確立とのお尋ねですが、

議員言われますとおり北海道担い手センターでは

各種のマニュアルも用意されております。当市に

も委嘱されている就農アドバイザーがおりますし、

北海道指導農業士、北海道農業士で構成される名

寄地区グリーンアドバイザー協議会がサポートし

てくれる体制がございます。合併後の地域センタ

ーの設置について、現在その準備中で、市、おＡ、

農業委員会、普及センター、振興センター、農業

指導士などを構成に立ち上げ、受け入れ態勢と研

修体制、サポート等一貫性を持って取り組んでま

いりたいと考えているところでございます。

次に、大きな項目の３つ目で食育推進について

の自然に恵み、命の連鎖をどう伝えるかというこ

とについてのお尋ねをいただきました。近年食を

取り巻く環境の変化や食に関する情報が多様化す

る中、健康や食生活における食品の安全性への関

心が高まる一方で、親世代の食生活の乱れによる

生活習慣病や健康障害が子供たちにまで生じてお

り、大人だけではなく子供からの生涯食育が必要

となり、国は平成１７年５月に食育基本法を制定

いたしました。本市におきましてもこれらの状況

を踏まえまして市民一人一人が食についての知識

を高め、安全で望ましい食生活を実践することが

心身の健康を増進することにつながり、ひいては

豊かな食文化の継承及び発展に寄与するため、平

成１９年度において名寄市食育推進計画を策定い

たしたところでございます。計画期間は、平成２

０年から２４年までの５カ年とさせていただいて

おりまして、各年次ごとの取り組みを実施するこ

とといたしており、計画の実施、検証、評価に関

しては新たに関係機関、有識者、大学、一般市民

などで組織する（仮称）名寄市食育推進協議会を

設置し、食育にかかわる課題解決のため、関係者

が相互に連携協力しながら、市民運動として推進

してまいりたいと考えております。当市における

市民の食生活、食環境の現状を踏まえ、食に関す

る課題を提起し、「豊かな食材、家族いっしょに
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楽しい食事」をテーマに７つの推進目標を掲げさ

せていただきました。１つには、家族一緒に食事

をとりましょう。２つには、朝御飯は一日の活力

の源、毎日しっかり食べましょう。３つ目には、

お米が中心、日本型食生活を食卓に取り入れまし

ょう。４つ目には、栄養バランスのよい食事で自

分の健康を見直しましょう。５つ目には、農業体

験を通して、感謝の心と食の大切さを学びましょ

う。６つ目には、今がしゅん、名寄の新鮮野菜を

食べましょう。７つ目には、名寄市は食材の宝庫、

食に関する正しい情報と知識を身につけましょう。

毎年次取り組み目標を定めて、推進してまいりた

いというふうに考えているところでございます。

特に朝食の欠食をなくすこと、孤食をなくし、家

族と一緒に食事をとること、早寝早起き朝御飯の

取り組み、基幹産業が農業である名寄市の特徴を

生かし、毎日の食卓に名寄産の食材を使おう運動

など食育と地産地消を並行した取り組みで推進し

てまいりたいと考えております。自然の恵み、命

の連鎖をどう伝えるかにつきましては、従来から

取り組んでいる学校給食や農業体験などを通じ、

食べ物は自然の恵みで生きていることや自然界の

食物連鎖について知り、自然界の中での生きてい

る自分の存在について考えさせ、自然と大切にす

る心をはぐくみ、食べ物を粗末にしない心を育て

なければならないと考えております。御理解をい

ただきたいと思っています。

以上、お答え申し上げました。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁を〇１１番（日根野正敏議員）

いただきました。天文台のほうから再質問をさせ

ていただきたいと思います。

望遠鏡の性能でいいますと、今までのより１０

０倍の能力といいますか、明るさでいうと。それ

から、プラネタリウムも今までのような点の明か

りでなくて、いわゆる立体的な星空で、模擬体験

までできるということで、本当に私は余り天文に

詳しくないのですけれども、楽しみにできるよう

な感じをしておりますが、昨年建設地の地質調査

といいますか、地盤調査を行っていると思うので

すけれども、今後の設計から完成までのスケジュ

ールをお伺いしたいのと、それからまだ北大おの

望遠鏡の設計ができていないということでござい

ますけれども、心配されるのは建物はできたけれ

ども、望遠鏡がなかなかできなくて、おくれると

いうことはないのかどうか、その辺の北大との協

議の中身、もう少し詳しくお聞かせいただきたい

と思います。

それから、利用者の拡大についてですけれども、

実際完成してみないとどのぐらいの増員になるか

わからないと思いますけれども、先ほどの説明で

はかなり期待できるのではないかなと思いますけ

れども、その際の入館料、それをどうするのかお

伺いしたいのと、それからほかの天文台ではそれ

ぞれオリジナルのそこそこの天文台のグッズを販

売なんかもしているところも結構あるみたいなの

ですけれども、公園内ということでその辺のこと

が可能なのかどうかお伺いしたいと思います。

それから、完成後の維持運営費については実施

設計後決めていくということですけれども、市お

の考えはどの程度の考えを持っているのかお伺い

をしたいと思います。

それから、もう一点、現在の跡地ですとか建物、

それから中に入っている望遠鏡ですとか、木原先

生が残した手づくりの望遠鏡、それから今のプラ

ネタリウム、それをどうするのか、まずお伺いを

したいと思います。

以上、６点になると思いますけれども、お願い

いたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま日根野議員か〇教育長（藤原 忠君）

ら北大との連携について１つ御質問がございまし

た。北大とは、御案内のとおり平成１７年に相互

協定を結んで、その後ずっと研究活動も一緒に進

めてきているところであります。その中で名寄に

天文台を建設することについての名寄市と北大と
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のニーズがそれぞれ一致したといいましょうか、

そういう中で今回の運びになってきたところでご

ざいます。したがいまして、平成１７年以来名寄

に天文台を建設するという具体的なお話について

北大と協議を続けてまいりました。その中で先ほ

ど部長の答弁のように施設設備のうち、入れ物に

ついては名寄市が、そしてレンズにかかわる部分

については北大がそれぞれ分担しながら、新しい

天文台をつくる。北大は国立でございますので、

国に予算を請求するということで、北大でもレン

ズの部分については正規に国に予算を請求すると

いうことで確認をとれております。そして、これ

については第一、北大でも順位がございまして、

予算の請求をするときに国に対しまして。その中

のかなり高い順番、場合によっては１番か２番く

らいの予算請求という形でまいりたいと、こうい

うことを確認とれているところでございます。こ

れにつきましては、１月には島市長が北大の佐伯

総長に訪問し、また２月８日には私や教育部長等

が改めて北大の総長並びに北大理学院の教授や事

務局ともお話をし、確認をしているところでござ

います。いずれにしましても、相互の力を合わせ

て日本一星のよく見える、そういう天文台を名寄

に建てたいと、こういう夢はしっかり一致してお

りますので、これからも北大おとしっかり連携を

とりながら、今議員の御心配のように建物ができ

た、レンズは結局何もなかったなんていうことに

はならないように運んでまいりたいと、こう思っ

ております。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

何点が御質問いただ〇教育部長（山内 豊君）

きました。初めに、スケジュールの関係でありま

す。平成１９年度におきましては、昨年の６月の

補正の中で地質調査等、あるいは実施設計の部分

について ７００わ円ほどつけさせていただきま

した。平成２０年度におきましては、工事監査の

委託、それから工事費ということで１億 ５００

わ円ほど予定をしてございます。また、２１年で

ありますけれども、天文台の本体、そしてプラネ

タリウム、それから備品購入ということで５億

０００わ円ほど予定をしておりまして、２０年、

２１年度で本体を着工するという状況になってご

ざいます。

それから、利用者の拡大の部分について、入館

料について御質問ございました。入館料について

は、まだ詳細に詰めておりませんけれども、各地

のいろんな状況を資料収集しているわけですけれ

ども、余り高くても人が入らないだとか、安くて

もなかなか収入が入ってこないだとかといろいろ

ありますので、入館料にするか、あるいはプラネ

タリウムの観覧料だけにするのかだとか、やっぱ

りいろんな考え方がありますので、その辺につい

てはもう少し調査研究させていただきたいなとい

うふうに思っております。

それから、グッズの販売ということで、これも

他の天文台等でもやっているということでありま

す。名寄市の中でも先ほどの議員の御質問の中に

も超新星を３つ発見したという部分がございます

し、いろんな天文の発見をしております。そうい

った部分でのグッズの販売も可能な限り考えてい

きたいというふうに思いますし、天文台の中にも

そうしたコーナーを設けて、名寄市から発信して

いる天文のそうしたものについて、できればそう

した形で実現したいなというふうに思っておりま

す。

それから、維持管理運営費の関係でございます

が、これについても当初から北大さんにも応分の

負担をしていただこうという考えでございまして、

先ほども申しましたように実施設計の中で管理区

分が大体明確になってきました。というのは、１

階部分についてはほとんど天文台の一般開放向け

ということになると思いますけれども、２階部分

については研究室も含めてありますし、また深夜

の観測ということでは天文台本体を北大おが、あ

るいは北大の学生さんたちが使うということにな

ります。そういった意味では、どの程度の時間帯
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だとか日数だとかということもまだ詳細決まって

おりませんが、そういったことも含めてどのぐら

いの費用負担をしていただけるか、今後詰めさせ

ていただきたいなというふうに思っております。

それから、木原天文台の今後ということであり

ます。木原天文台にある木原先生が作成いたしま

した望遠鏡については、天文台の中の展示ルーム

といいますか、そういったところに展示をして、

木原天文台の資料等を残していきたいというふう

に思います。また、現プラ館のものについては、

機械的には非常にもう古くなってきているという

ことで、これは今のところ使えないのでないかな

というふうに思っています。木原天文台の現施設

については、図書館の施設の資料整備の部分での

保存の部分で今後若干の間は使用させていただけ

ればなというふうに思っております。

以上です。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

今の答弁でちょっ〇１１番（日根野正敏議員）

と何点かお伺いしたいのですけれども、実施設計

はいつごろできるのかお伺いしたいのと、それか

ら教育長の答弁ではレンズだけが北大の持ち分と

いうか、そんな印象を受けたのですけれども、望

遠鏡自体はそうしたらどっちがつくるのか、その

辺もう一点お伺いしたいのと、それからプラネタ

リウムは私は使うとか、当然使えないと思うので

すけれども、今の新しくなった天文台で展示をさ

れる計画があるのかどうか、その点もう一点お伺

いいたします。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

レンズにかかわりまし〇教育長（藤原 忠君）

ては、北大が予算請求することでございまして、

今予算の骨子をつくっている状況でございますが、

私が知る限りでは３億円から５億円ぐらいレンズ

でかかるのではないかということでございます。

そして、そのレンズを覆うといいましょうか、筒

みたいなものとか、正確に何というかわかりませ

んですが、そういうのも当然その中には含まれて

いるということで御理解いただきたいと、こう思

っております。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

実施設計の関係につ〇教育部長（山内 豊君）

きましては、今月中ということであります。６月

の補正以降地質調査と並行して、８月にどういっ

たような形での天文台ができるかということで３

案ほどコンサルのほうから示されて、土地の有効

活用等も含めて一つの案に考えまして、その後２

カ月ぐらいかけて中身のことを協議しまして、１

０月に２度目の実施設計の協議をさせていただき

ました。それからまた、細かい部分について、先

ほど言った研究室のこととか、そういった問題も

含めて協議をして、１２月２６日に大詰めの協議

をさせていただいたと。その後細かい部分でまだ

詰めなければならない部分がありまして、例えば

暖房の問題だとか、環境に優しいとか、そういう

部分の中でもありますし、あともう少し詰めなけ

ればならない部分がありまして、まだちょっと決

まっていない部分があります。しかし、３月いっ

ぱいまでにはそうした実施設計が上がってくると

いうことであります。

また、現プラネタリウム館でのプラネタリウム

機器については、展示する予定はございません。

以上です。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。〇１１番（日根野正敏議員）

それから、この間もポスフールの関係で光を余

り空に出さないようにということで申し入れをし

たということも聞いておりますが、環境を含める

と日本一の天文台ができるということで、ほかの

天文台を持っている町村はもとより天の川を取り

戻そうということで光害防止条例を制定してきて

いる市町村も最近多々出てきているのですけれど

も、私はやっぱり法的にきちっと整備をすべきで

ないかなというふうに思っているのですけれども、

その辺のお考えをお聞かせいただきたいのと、そ

れから３月いっぱいで大体実施設計ができ上がる
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ということでございますけれども、木原先生の御

子息が東京におられて、東京なよろ会の会長もし

ておられて、今はもう恐らく退職されているので

はないかということも考えますが、もともとその

御子息は日本最大の設計会社に在籍されて、東京

ドームの設計をされたと聞いておりますが、木原

先生の残した遺品を展示するということでござい

ます。展示する場所を設けるということでござい

ますけれども、設計までとは言いませんけれども、

例えば展示する部屋の内装ですとか照明ですとか、

何らかの形で携わっていただけるようないきな計

らいというか、そういうことは考えられないのか、

その２点についてちょっとお伺いいたします。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

設計の問題について〇教育部長（山内 豊君）

は、先ほど展示ルームと言いましたけれども、玄

関入って、エントランスルーム入って企画、展示

コーナーといった部分で今考えているところなの

です。それで、その正面に現望遠鏡についての展

示といったことを考えております。ですから、ル

ームの設計とかなんとかということよりは、レイ

アウトだとか、そういったことを参考にさせてい

ただける部分はあるのかなと思いますけれども、

実際的な全体的な設計の中で今業者にお任せして

おりますので、そこに入っていけるかどうかとい

うのはちょっと非常に難しい部分があるのかなと

いうふうに思っております。

それから、ポスフールに関しての光の害の関係

ですけれども、これについても他のいろんな要望

の中の一つとして、光の部分についてポスフール

に申し入れておりまして、光の部分については直

接設計業者とお話をさせていただきまして、極力

光が上に行かないような、そういったようなこと

を要望して、実際に設計図といいますか、配置図

といいますか、そういったものを見させていただ

きまして、例えば駐車場の部分についてはほとん

ど下に入っているわけですけれども、ポスフール

本体の部分の看板とか、そういう部分については

下から上に向かう光ということがございまして、

そういった部分についても極力下に向けるような、

そんなようなことでのお話をさせていただいてお

ります。

以上でございます。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

日根野議員から本当に〇副市長（今 尚文君）

心遣いをどうするかという観点で、木原先生の御

子息、なよろ会の会長さんでありますけれども、

気持ちをどう取り入れるかという形での御質問を

いただきました。私どももなよろ会を通じまして

大変お世話になってございますし、また今回の新

天文台に木原先生の足跡も残すということは決ま

っておりますので、今山内部長から答弁したとお

り展示スペースは限られると思いますけれども、

そこにどう御子息のこと、木原先生の功績を残す

という観点で取り入れさせていただけるか、木原

会長とも少しその辺を打ち合わせをさせいただき

たいというふうに思っておりまして、本当に心遣

いをするというところを忘れがちでありますけれ

ども、御質問いただきましてありがとうございま

した。

光公害につきましては、今答弁したとおりなの

でありますけれども、条例をつくるかどうか。条

例をつくるとすれば、どのことを基準にしてつく

るかと。今建築サイドの基準はあるのであります

けれども、それらを研究させていただきたいとい

うふうに思っています。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。天〇１１番（日根野正敏議員）

文台は終わらせていただきます。

それでは、就農条例の関係で、時間がないので、

はしょって。まず、配偶者と同居親族の条件なの

ですけれども、御答弁では一人でなかなかできる

職業ではないと、農業は。それからまた、単独者

はうまくいかなかったらすぐわ農するということ

も考えられるという御答弁でございますけれども、

しかしこれ何十組も入れた上でそういう統計があ
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るということであれば理解もできるのですけれど

も、まだまだ少ない経験の中でそういう条件をつ

けるというのは名寄市にとっても得策ではないな

というふうに私は思っているのですけれども、例

えば差をつけるのであれば配偶者や同居親族いる

人たちと単独者との支援の額の差をつけた形のほ

うが理屈に合っているのではないかなと思います

けれども、もう一度その辺の答弁をお願いします。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

配偶者についての〇経済部長（手間本 剛君）

お尋ねを再度いただきました。今条例上はこうい

うふうな取り扱いをさせていただいておりますと

いうことで、御理解いただきたいと思っておりま

す。今農業も目まぐるしく変わるような状況でご

ざいますし、また道の担い手センターのほうとも

連絡をとり合ってどういう実態にあるのか等々に

ついて、先ほどお話ありましたように法人のほう

で大学を卒業されてから力をつけて、そして今度

個人に行かれるというような事例もあるように聞

いておりますから、そこら辺の実態を踏まえて、

また検討すべきことがあるかどうかということも

踏まえていきたいというふうに思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ検討していた〇１１番（日根野正敏議員）

だきたいと思います。

それから、一貫した制度の確立ということで、

今地域センターの立ち上げを準備しているという

ことでございますけれども、その全体的なイメー

ジ、当然新規就農や担い手支援の拠点になるのだ

ろうなというような感じは受けるのですけれども、

今まちが考えている全体的なイメージについても

う少し詳しく教えていただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

申しわけないので〇経済部長（手間本 剛君）

すけれども、まだ申し上げる段階までには至って

いないというふうに思います。新年度を含めて早

急にそういった体制をとりたいというふうに、設

置に向けてセンター機能を充実させたいというふ

うに考えておりますので、また御相談する機会が

ありましたら御相談し、またお話をさせていただ

くときがありましたらお話をしていきたいと思い

ます。もうちょっとお時間いただきたいと思って

おります。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

就農については終〇１１番（日根野正敏議員）

わらせていただきます。

それから、食育に関してですけれども、名寄市

でも食育というのは本当に多岐にわたった分野で、

なかなかとらえどころがないといえばないのです

けれども、あるといえばあるのですけれども、名

寄市でも食育推進の中で朝御飯を食べようですと

か、孤食をなくそうという取り組みをされている

のですけれども、世界的に見たときには今８億

０００わ人の飢えに苦しむ人々がいて、毎日２わ

０００人の人が００で０くなっているというこ

とを考えると、本当に名寄市の取り組みというの

は豊かさの上に成り立つ悩みなのかなというふう

に感じますけれども、今豊かな中で本当に教えな

ければならないのは、やはり命の上に命が成り立

っているということではないかなというふうに私

は感じているのですけれども、私自身もどうすれ

ば解決するという策はないのですけれども、答弁

では給食や農業体験の中で育てていくということ

でございましたけれども、どうもぴんとこないと

いうか、その中でどういうふうに教えていくのか、

わかる範囲でいいですけれども、教えていただき

たいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

失礼申し上げまし〇経済部長（手間本 剛君）

た。食育の計画につきましては、先般答申をいた

だいて、報告の中で市長のほうに提出していただ

きました。できたばかりでございます。議論の中

では、健康、保健師が扱う分野、それから学校で、

学校給食もそうなのですけれども、一般の学校教

育で扱う分野、給食で扱う分野、それから私ども
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のほうの農務課、いわゆるつくるおといいましょ

うか、安全、安心を生産するおといいましょうか、

そういった部分であります。その部分の中でいろ

んな御意見を賜りました。今度は、推進委員会を

立ち上げるというふうなことで先ほどお話し申し

上げましたが、その中でどういうふうに推進をす

るのか。先ほど７つの目標を掲げましたので、そ

れらに向けて具体的なアクションが６つほどあり

ます。それらについては後ほどお示ししますが、

そんなことでまた検討していきたいと思っており

ます。

日根野議員。〇議長（小野寺一知議員）

子供たちに教える〇１１番（日根野正敏議員）

というよりも本当は大人たちが気づかなければな

らないと思うのですけれども、なかなかその辺も

難しいのではないかなと思いますけれども、最低

でももうすぐ社会で働く名寄の大学生あたりには、

これがいいのかどうかわかりませんけれども、食

肉センターの一貫の流れを見せるとか、そういう

ことも必要でないかなと思いますし、それから教

育長にお伺いいたしますけれども、現代の学校の

中で家畜を飼うことは可能なのかどうか、その辺

お聞かせをいただきたいと思います。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

時間もございませんが、〇教育長（藤原 忠君）

超えてもよろしゅうございますか。食育の問題は、

学校教育にも大きくかかわりのあるところでござ

いまして、医食同源というのでしょうか、そうい

う言葉がありますが、私は医食とをあわせて学ぶ

ことと食事とは大きなかかわりがある。学食同源

ということもお話ししているところでございます。

そういう中では、学校教育でどう取り組んでいく

か。１つは、生き物を学校の中で飼う。それから、

植物を育てる。こういうことは各学校がやってご

ざいます。花から始まって金魚とか魚とかやって

いるわけでございますが、今家畜というお話がご

ざいました。かつてある報道があったのでござい

ますが、豚だったと思います。豚を飼育した。そ

して、小さい子豚をもらってきて飼育した。そし

て、どんどん大きくなってきた。そして、豚は最

後どうなるか。そこで、大変大きな問題。大きな

というのは、クラスの中で大きな問題になったと

いうことがございます。そんなことを考えますと、

今いわゆる家畜というのは教育現場では難しいの

かなと、こんなことを考えたりしておりますが、

家畜ではなくてほかの生命あるものを育てること

によって、やはり育て、やがては０んでいくとい

うこの営みをしっかり覚えさせると同時に、そう

いうものを食べながら私たちは生きているという

ことも教えていかなければならない。そして、平

成２０年度からは２人栄養教諭が誕生する予定に

なっています。今受験いたします、栄養教諭の。

その受験で恐らく合格すると思いますので、間違

いなく合格すると思いますが、２名が学校に配置

になりますので、その栄養教諭を通しながら、今

のお話のようなこともしっかりと指導できる体制

をつくっていきたいなと、このように考えており

ます。

以上で日根野正敏議〇議長（小野寺一知議員）

員の質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時１５分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

任期半ばを迎えた島市政から外２件を、大石健

二議員。

御指名をいただきまし〇５番（大石健二議員）

たので、これより３件５項目について順次質問を

行います。

まず最初に、新名寄市長として任期４年の折り

返しの２年目を迎えます島市政についてお伺いを

いたします。島市長は、平成１８年３月２７日の

旧名寄市と旧風連町との合併によって同年４月２

３日に行われた市長選挙で当選をされ、新名寄市
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の初代市長として間もなく在任２年目を迎えられ

ます。初代市長として、上半期２年の在任期間を

顧みてどのように自己採点をし、自己評価をされ

ているのかお伺いをいたします。また、その自己

評価を踏まえた上で、残り下半期２年間の課題と

展望にどのように取り組まれるか、その方針と姿

勢についてお聞きをいたします。

質問２件目のうち、名寄市における危機管理体

制についてお伺いをいたします。さて、この危機

管理ですが、リスクマネジメント、セキュリティ

ーマネジメントあるいはクライシスマネジメント

とその呼称はさまざまでございます。ところで、

この危機管理の世界ではよく引き合いに出される

言葉で、予測できなかったことが起きたことにつ

いては地域社会から受容されるが、予測できたこ

とが起きたことについては地域社会から受容され

にくいということになっています。改めて申し上

げるまでもなく、前者は天災や不測の災害であり、

後者は不手際、不祥事、事件、事故を指していま

す。この前者の防災にかかわる体制については、

午前中の佐々木議員が触れておられましたので、

またの機会に譲るとして、今定例会での私の質問

は後者の予測されたことが起きた不手際、不祥事、

事件、事故に対する現状の名寄市の危機管理体制

とあるべき危機管理体制についてそれぞれお伺い

をいたします。

引き続き同じく２件目の名寄市の法務執務体制

についてお聞きをいたします。私は、昨年４月の

名寄市議会改選で議席に着いて以来今日まで、議

会に提案された幾つかの条例にいささか首を傾け

ざるを得ない場面に遭遇いたしております。一例

を挙げれば、当初の提案から半年余が経過し、さ

らには検討の余地を残しながらも結果として実効

を上げるまでには至らなかった名寄市特別用途地

区建築条例が挙げられようかと思います。このほ

かにも執行上、必須とされるべき条例そのものが

未整備であった上に、加えて後日修正され、本来

の派遣先が消失した名寄市市職員の派遣条例に関

する制定、そのほか市営住宅の配管設備にかかわ

る損害賠償など、数え上げれば一例にとどまりま

せん。いずれも既に決着を見たとはいえ、その過

程においては実際の訴訟行為、調停などの係争に

まで発展しており、行政執行上あるいは行政運営

上で公務執行に支障を来しているように思えてな

りません。名寄市の条例立案過程及び法制体制に

ついてお知らせをいただきたいというふうに考え

ております。

３件目の質問、教育基本法の改正についてお聞

きをいたします。２００８年は、学校改革の年と

言われています。この学校改革の大もとは、教育

憲法あるいは教育憲章とも呼ばれる教育基本法が

戦後６０年ぶりに全部が改正されたことによるも

のです。教育の憲法あるいは憲章が変わったこと

により、学校教育法、教育職員免許法及び教育公

務員特例法あるいは地方教育行政の組織及び運営

に関する法律のいわゆる教育関連３法が昨年の６

月に改正されました。この３法は、いずれも本年

４月からの実施となっております。法改正の底流

にあるものが何かについては論議の分かれるとこ

ろでもありますが、過日の教育行政執行方針の中

では大変残念ながら制度全体として何を目指し、

その結果、学校がどのように変わるのか、この点

について踏み込んだ説明、いささか書き込みが不

足しているように思えてなりません。

そこで、この法改正により名寄市における学校

改革の具体的な仕組みあるいは取り組みについて

お知らせを願います。また、あわせてこの制度改

正に伴い、新年度スタートに向けた名寄市におけ

る学校の集団としての指導力あるいは学力、経営

力、こうした概念で言われている学校力が前述の

法改正によってどのように向上するのかお知らせ

を願います。

以上でこの場での質問を終えます。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

大石議員から３項目に〇市長（島 多慶志君）

わたっての質問をいただきました。２項目めにつ
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きましては総務部長から、３項目めにつきまして

は教育部長から答弁をしていただきます。

１項目めの任期半ばを迎えた島市政からという

ことで質問をいただきました。おかげをもちまし

て市長に就任して、間もなく２年を終えようとし

ております。上半期という表現が適当かどうかわ

かりませんが、私は選挙の際にも市民とわ束をい

たしました。合併によって新しい名寄市が誕生し

たわけでありますから、合併時にわ束をしたこと

をスピード感を持って実行していく、このことが

私に与えられた大きな責任と、このように自覚を

しながら、特に風連地区、名寄地区というような

こだわりをできるだけ早く一掃して、一体感を持

ったまちづくりをしたいという気持ちで今日まで

臨んでおります。週２回風連庁舎勤務という体制

もつくらさせていただきました。年間確実に履行

できたかといいますと、他の日程等でどうしても

風連庁舎勤務というのができない時間もあるわけ

でありますが、風連庁舎に配置をいたしました経

済部、建設水道部の所管の会議等についてはでき

るだけ私の風連庁舎勤務の時間との調整を図って

いただいて、会議出席者の皆さん方がそれぞれの

部署のある事務所内での会議に努めてきたところ

でございます。今地方自治体は、大きな転換期に

あると、このように押さえております。さきの議

員の質問の中でも地方分権下における地方にその

ような受け皿も含めて行財政の基盤ができている

のかと、このような質問等をいただいてまいりま

した。残念ながら、国、地方ともに高度成長期の

社会基盤の整備で相当進んだとはいいながら、そ

の大方を借金によって整備を進めてきたというこ

とで、その償還期が重圧になって自主財源を踏み

出すことに大変苦悩している現実があります。そ

ういう意味では、これからも新名寄市の社会基盤

整備は新市建設計画の中で多くの市民要望があり

ますけれども、しっかりと優先順位を協議をいた

だいて、その中で合併特例債、また過疎債も制度

がぜひ残ってほしいというふうに思っております

が、そうした国などの財政支援のある仕組みを有

効に活用しながら、新名寄市建設計画に努めてい

きたいと、このように思っているところでありま

す。

次に、市政推進の基本的な方針についても今ま

で述べておりますが、風連、名寄両地区それぞれ

百有余年の歴史を持って合併をいたしました。こ

の合併が市民の皆さんの評価の中で合併してよか

ったと、こういう結果を出さなければ、合併の意

義が認められないと、こんなふうに思っておりま

す。それだけに早急に地域自治組織の確立、さら

には自治基本条例の制定、このことにもしっかり

と取り組みをしていかなければならないと、その

ように認識をしておりますし、行財政改革推進計

画により組織の再編整備、このことによる職員の

削減等についても計画的に進めてまいらなければ

ならないと、このように思っております。全国的

にも例の余りない分庁方式を採用いたしましたの

で、このことの検証もしっかりしていかねばなら

ないと、このようにも考えているところでござい

ます。毎年の職員の配置がえ等異動によって、的

確に市民ニーズにこたえる行政運営に努めてまい

りたいと考えております。

後半の下半期ということになるかもしれません。

残された任期の課題についてのお尋ねがありまし

た。合併による一体感をつくらなければならない

という総論での方向は固まりました。残された四

十数件の事務事業の統一をしっかりと進めなけれ

ばならないと、このように考えているところであ

ります。中には、合併協議の狭間にあったもので、

市民団体等の御理解、御協力がなければこれら解

決しない分野もありますけれども、今日まで手が

けてきた各種事業を軌道に乗せること、さらには

大学、市立病院の運営、道の駅、風連本町の再開

発事業など一定の期限を持っている事業について

は、しっかりとした完結まで進めなければならな

いと、このように思っているところでございます。

いずれにいたしましても、新総合計画を基本とし
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て両地区の均衡ある発展を念頭に、総合計画の前

期計画を推進し、市民の負託にこたえるように努

めてまいります。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、名寄市の〇総務部長（中尾裕二君）

危機管理と法制執務についてお答えをさせていた

だきます。

初めに、危機管理体制についてでありますが、

わ一行政執行上の不手際や不祥事、事件、事故が

起きた場合のいわゆる危機管理につきましては、

それら事案の重大性の度合いや発生の原因、背景、

経過等を把握する中で、担当部局と総務部、さら

には副市長、市長において組織的な対応をとるこ

ととしております。不祥事等は、あってはならな

いことであり、その未然の防止として全庁的な対

応につきましては部内における相互チェック体制、

職階によるそれぞれの立場におけるチェック等を

通じて適正な事務の執行に努めているところであ

ります。

次に、条例制定過程及び法制執務体制について

もお尋ねをいただきました。条例の制定につきま

しては、地方自治法で条例制定が義務づけられて

いるものと名寄市が独自に判断をして制定するも

のがありますが、いずれの場合におきましても当

該条例案を所管をする原課におきまして起案をし、

上部決裁を受けた後、総務部法制担当におきまし

て法制面から不都合がないかどうかの審査を行っ

た上で、理事者決裁を得て議案として提出する手

順を踏んでおります。法制執務体制につきまして

は、合併後の新市における組織機構の中で総務部

に条例制定等の法務を担当するセクションを設け、

法制執務体制の強化を図ったところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、改正教育〇教育部長（山内 豊君）

基本法から名寄市の学校力は高まるかについてお

答えをいたします。

教育基本法の改正を受け、緊急に必要とされる

教育制度の改正について、国会の審議を経て教育

関連３法案が可決されました。学校教育法の改正

では、教育基本法の新しい教育理念を踏まえて義

務教育の目標を定めるとともに、確かな学力をは

ぐくむ重視すべき点が明確化され、学校における

組織運営体制や指導体制の確立を図るため、副校

長などの職を設けることになりました。また、学

校運営では学校評価を行い、教育活動、その他の

学校運営の状況に関する情報を積極的に提供する

ことになりました。地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の改正では、教育委員会の基本的な

方針の策定や活動の点検、評価など責任体制が明

確化されるとともに、体制の充実や教育行政にお

ける地方分権の推進も明記されました。教育職員

免許法及び教育公務員特例法の改正では、教育免

許の導入、分限処分を受けた者の免許状の取り扱

い、指導が不適切な教員の人事管理の厳格化が示

されたところであります。改正されました教育関

連３法案につきましては、小中学校関係者へ周知

徹底を図り、教育委員会内部でも適切な執行がで

きるよう取り組みを進めてまいりたいと考えてお

ります。学校力の向上では、改正により教育現場

が一新され、将来において教育再生の効果が出て

くると確信しておりますし、着実な取り組みをす

ることで学校力の向上が図られると考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御回答いただ〇５番（大石健二議員）

きありがとうございました。いただいた回答をも

とにいささか順不同とはなりますが、再質問させ

ていただきたいと思います。

最初に、２件目の名寄市の危機管理と法制執務

についてお伺いをしてまいります。答弁をお聞き

してちょっと感じたのは、危機管理に対する名寄

市の対応がどうにも希薄だなという感じがいたし

ました。危機管理の十分な対応を怠ると、最近で

は政府のセクションで大きな事故が起きました。
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その中で対応する対応ぶりが二転三転して、組織

自体のありようだとか信頼が揺らいでいると。ま

た、近くは道内の自治体で生活保護費にかかわる

その処理と対応と対策が非常に未熟で稚拙で、地

域住民の受容が得られないというような事態にま

で発展をしております。それが国の機関であれ、

よそ様の自治体の危機であろうと、それを対岸の

火事と見るか、あるいは他山の石とするか、それ

はやはり危機管理に対する意識の根底にあるよう

に思えてなりません。

危機管理というのは、文字どおり危機を起こさ

ないと。未然に防止するための管理、あるいはダ

メージを最小限にとどめるダメージコントロール

というふうにも言われているようですけれども、

こうした名寄市においての危機管理の対応の甘さ

から、組織が危ぶまれるというような事態にまで

発展しないための危機管理体制が必要だろうと私

は思います。たまたま最近発行されました広報な

よろの３月号の巻頭のページにリードの部分があ

るのですが、そこでも図らずも書いている部分が

あります。ちょっと読んでみます。自治体の破綻

が現実として起こり得る今、これからも生き生き

とした云々というふうに、こう書いてあるのです。

何げなく筆をとったのかもしれませんが、自治体

の破綻が現実として起こり得る今というふうに潜

在的にでも職員の方はどこかで危機管理意識とい

うのがあるのだろうと。危機管理というのは、平

常時、緊急時、収束時に従った体制がなければ、

名寄市においてもわ々が一の、ちょっと大変語弊

あろうかと思いますが、不祥事、不手際、事件、

事故があったときにとんでもない、未熟で稚拙な

対応に陥ることにはなりはしないかという懸念が

いたしますが、組織のスリム化ということで随分

代表質問、一般質問の中でも取り上げられている

のですが、危機管理部門に対する充実した体制を

組むお考えがあるかどうか、再度お聞きしたいと

思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

広報で触れている部〇総務部長（中尾裕二君）

分につきましては、現実に道内の自治体が財政破

綻をしたということも引き合いに出して、よそご

とではないと申しますか、とりわけ財政健全化法

がこれから適用される状況の中では、しっかりと

財政運営をしていかなければならないという、そ

ういった意味での表現であったと考えております。

危機管理体制、特にチェック体制の充実につき

ましては、その重要性は十分認識をしております

が、組織としての限られた陣容の中で、可能な体

制をとらせていただいているということで御理解

をいただきたいと思います。市民の税金を扱う公

務員としての倫理も含めて資質の向上に努めて、

それぞれの立場からチェックをしておりまして、

さらに会計あるいは監査機関における適切な対応

なり、さらには議会のチェックもいただいている

ということでございまして、しっかりとこれらに

ついては対応してまいりたいと考えておりますの

で、ぜひ御理解をいただきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

時間の配分を考えなが〇５番（大石健二議員）

ら、再質問をさせていただきます。

続いて、名寄市の法務執務についてお聞きをい

たします。この代表質問、一般質問でも随分条例

にかかわる質問等あるいは答弁等がございました。

先ほどの光に関するような条例について御質問が

あったかなと思いますが、地方分権が進んで、地

方の自主自立、自己決定が強く求められていく中

で、住民ニーズに対応した地域社会を構築してい

く責務から、政策実現のための有効な法的な手段

となるのは条例、規則だろうというふうに思いま

す。これから名寄市は、自治基本条例あるいは議

会は今、議会改革特別委員会、いずれ議会基本条

例、そういった関連する条例も多分出てくるだろ

うと思います。実にさまざまな条例、規則の立案、

施行、策定、いろんな要素が絡まって、そういう

先ほど申し上げた法制事務の重要性は一層高まっ

ていくだろうと私考えております。ただ、残念な
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がら先ほど登壇して御質問申し上げた原課でつく

り上げていた条例に、これまた語弊があろうかと

思いますが、いささか瑕疵が見受けられたという

ことで、原課において立案するであろう素案の条

例の部分に策定する原課の中でいささか法制執務

に対する能力にばらつきがあるのではないのかと。

そうした法務執務に対する職員の養成もこれから

は必要になってくるだろう。今までのようにお国

からコピー、ひな形おりてくるような時代ではな

くなっていくだろうと思います。自治体の中でた

たき台をつくって、いろんなプロセスを経て議会

に諮って施行ということになるのだろうと思いま

すが、現行の原課における立案形成能力、あるい

は先ほどお伺いをしたステップを聞いていて、果

たしてこれからの政策実現のための法的手段とし

ての条例、規則の制定にそごは来さないのか、再

度お聞きします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま御指摘のご〇総務部長（中尾裕二君）

ざいました原課ごとに法務を担当する職員を養成

してはどうかということにつきましては、国や道

の体制から見ましても人的配置が可能であれば、

よりそういったことが望ましいということは認識

をしておりますが、当市の組織機構から見て非常

に難しいものがありますので、職員研修等を通じ

て職員全般の法務能力を高めるということを図っ

て、ぜひ原課での政策立案や条例制定実務のレベ

ルアップを図ってまいりたいと考えております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

続きまして、教育基本〇５番（大石健二議員）

法の改正に伴う学校力は高まるかという点につい

てお聞きをしてまいります。

先ほど山内教育部長のほうから今回の制度改正

では、学校に副校長あるいは主幹の設置、教職大

学院の創設、あるいは指導力不足に対する教員へ

の厳格な対応、教員免許更新のための講習準備、

そういった点についてお知らせをいただいたので

すが、今回の制度改正で学校力以前に本当に先生

一人一人の授業の向上につながっていくのかどう

か、ちょっとお聞きしたいのですが。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の教育基本法の〇教育部長（山内 豊君）

改正によりまして、職員等の免許法の改正とか、

そういった部分の中で教員の資質を向上させると

いう部分がありますし、あるいは現在教壇に立っ

ていて、何らかのふぐあいがあるといった部分の

中でも研修を通じて資質の向上を図る。あるいは、

教員免許状の１０年ごとの研修修了、そんなこと

で教員の資質を高めるということがございます。

そういった部分の中では、子供たちへの教育への

成果というか、影響というか、そういったことも

当然出てくるのだというふうに思ってございます。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

文科省がおととし公立〇５番（大石健二議員）

小中学校の先生を対象に実施した勤務実態調査と

いうのがあるのですが、１カ月当たりの残業時間

が４０年前の８時間から３４時間へとほぼ４倍強

にふえているというふうになっています。とりわ

け事務的な業務が月に２２時間近くもふえている

というふうに書いてございます。現実にこれは大

都会の教員の先生だけの問題なのか、あるいは名

寄市のこうした中核都市における教職員はこうで

はないのか、実態はどうなのかお知らせいただけ

ますか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

今残業時間の部分に〇教育部長（山内 豊君）

ついて話されましたけれども、ちょっと私今手元

に持っておりませんが、実際に私も事務をしてお

りまして道教委なり上川教育局、そういったとこ

ろからの文書というのは非常に多くございます。

そういった意味では、逐次学校にそういった情報

を流して、あるいは調査項目等もございますので、

そういった部分、校長、教頭を通じて職員の方に

も流れていくと。そういったことでの事務もあり

ますし、また学習の準備というか、教員にとって
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は学習の準備といったことも含めてございます。

そういった意味では、そういった事務の流れ、私

自身の考えですけれども、そういった事務がもう

少し簡略化されないかなというような、そういっ

たような思いもありますけれども、現状の中では

学校の教育以外にそういったような事務的な手続

の問題がいろいろ流れてくるということで、学校

現場では非常に忙しい思いをしているのかなとい

うふうに思っております。

以上です。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今お手元に資料がない〇５番（大石健二議員）

ということですので、私もちょっと突っ込みがた

いなと思ったのですけれども、ただ具体的に決し

て大都会だけの問題だけではなしに、名寄市の学

校においての教員の皆さんの事務量はふえている

と。それは、時間数はちょっと把握はできないの

でしょうけれども、ただいろんな御大層な改革案

がいっぱい出ているのですけれども、いっそのこ

とこういう例えば学校の先生の力量を向上させる

と。そのためには、そうした事務量を負担してあ

げるというような、むしろ具体的な事務職員の配

置だとか、そういったことをお考えになっている

のかどうなのかというと、資料をもとに、お持ち

でないということであるので、お答えできるかど

うかちょっと不安なのですけれども、一応聞いて

みます。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

教員あるいは事務員〇教育部長（山内 豊君）

の配置については、学校の生徒数に応じて決めら

れてくるということがございますので、それ以外

に配置をするということになると独自での取り組

みということになります。現状においては、名寄

市独自で配置をするという部分には、今ちょっと

そういう状況にはないというふうに思いますので、

現状の中でより効率的な事務処理あるいは学習へ

準備ということが求められるのかなというふうに

思っております。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどから制度改正で〇５番（大石健二議員）

何点かお知らせをいただいたのですが、肝心かな

めなことなのですけれども、名寄市の学校には副

校長だとか主幹を置くのか、あるいは教職大学院

が創設をされて、こちらのほうに通う先生はいる

のか、あるいは指導力不足と指摘あるいは認定と

いう言葉が当たっているかどうかわかりませんが、

こうした先生に対してどのようにして対処してい

くのかお教えいただけますか。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

今回の学校教育法では、〇教育長（藤原 忠君）

ただいまお話しのように副校長とか主幹教諭とか

指導教諭とか、こういうものが新たに設置できる

ということになりました。しかし、現在のところ

北海道教育委員会では各市町村にそういう職名を

持った教諭を配置するということは具体的には聞

いておりません。したがいまして、名寄では新年

度副校長とか主幹教諭とか、こういうのは置かな

いという方向で進んでおります。もちろん名寄市

独自でも置く予定はございません。このことに関

しましては、やはり他の都府県などでは既に副校

長などを置いているところもございます。そうい

うところの教育成果といいましょうか、こういう

こともよく確かめた上でやはり名寄市も考えてま

いりたいと、こう思っているところでございます。

それから、教職員非常に多忙になっているとい

うことは事実でございますが、今部長は事務的な

量も多くなってきているというお話もございまし

た。そして、もう一つは、やはり以前の教育と大

きく違う部分は、今は地域と、あるいは保護者と

密着した教育が進められている。そういう中で子

供と接すると同じとはいかないにしても、保護者

や地域とも接する教員が非常に多くなってきた。

そういう中で、例えばクラスだよりだとか学年だ

よりだとか、あるいは何だよりだとか、こういう

ものも一生懸命つくっている先生が多いのでござ

います。こういうものもやはり先生方の事務量を
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ふやしている。しかし、これはあくまでも先生方

の熱意といいましょうか、出せという決まりは教

育委員会でつくっていませんので、クラスだより

だとか、そういうものは出さなくてもいいわけで

ありますが、先生方の情熱で出している。そうい

うことが結果的に時間を、いわゆる超勤のような

形になっていると。しかし、これについてはやは

り何とかしなければならないというのは北海道教

育委員会自体も考えておりまして、上川管内でも

超過勤務解消検討委員会というのを今立ち上げて

おります。そういう中で具体的に学校では、どう

いうことをすることによって先生方のそういう負

担を軽減していくか、超過時間を少なくしていく

か、こういうことを今検討しておりますので、そ

れらの推移とか結果も見ながら、また名寄も効果

的な方法に取り組んでいきたいと。ただ、人をふ

やせば減るという、ちょっとそういうレベルとは

違うのかなという私の感触もあるのでございます。

今大変そういう意味では、教育の営みは複雑多岐

にわたっているということがやはり言えるのない

か。こういう根深いものがあるという、そんなこ

とも御理解いただければと。そういう大変な中で、

今お話しのように教職員の中にも心的にもやや疲

れてくる先生もいたりします。しかし、これはや

はり教育に情熱を持っているがゆえに疲れてくる

のではないかと私は思っているのであります。楽

であれば余り疲れないのではないかと。そういう

ことから、やはりしっかりとしたケアを教育委員

会が考えていかなければならない。サポートして

いかなければならないと、こう思ったりしており

ます。疲れたから、ではもうおやめくださいとい

うことにはならないと思うのであります。しっか

りとサポートする体制を持っていくと。

それから、もう一つ、これとは少し角度が違う

不適格といいましょうか、どうも指導がうまくい

かないとか、こういう教員については即効薬はな

いのでございますが、もしそういう先生が名寄に

いたとしたら、学校を中心に教育委員会がイニシ

アチブをとる中で、やはり根気強くその先生を育

てることも大切だと思うのであります。そういう

中で全体の教育力を高めていく、こういうことを

基本に考えていかなければならないと、こんなこ

とを思っているところです。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

今までお聞きをしてい〇５番（大石健二議員）

て、今回の教育基本法の改正で名寄市にどのよう

な変革をもたらすかなというふうにお聞きをして

いたのですが、余り変革はもたらせられないのだ

なという気を強くいたしました。

もう一点、この改正に伴って学校ごとに学校地

域支援本部という組織をつくりなさいみたいな内

容があろうかと思うのですが、この学校地域支援

本部というのを御説明いただければありがたいの

ですが。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

先日の道新にも出て〇教育部長（山内 豊君）

おりましたけれども、本年度から文科省の関係で

北海道の中では６０の市町村が学校地域支援本部

をつくるという状況になっております。これは、

地域ぐるみで学校運営を支援する体制をつくって

いくということになっております。全国では、

８００カ所というふうに聞いておりますけれども、

この中では地域の教育会議、教育協議会のような

ものを立ち上げるということでありまして、この

協議会の構成につきましては、学校長であります

とか教職員、ＰＴＡ関係者、自治会関係者、公民

館長、そんなことでの協議会ということでありま

して、またそのもとには地域コーディネーターも

設置をするということになっています。この地域

コーディネーターにつきましては、退職の教職員

だとかＰＴＡの経験者だとか、そういった方々を

設置をしますということであります。また、学校

の支援ボランティアにつきましても、そういった

方々をお願いするということになりますけれども、

これは無償ということになっておりますから、そ

の辺の状況についても地域の協力を得なければな
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らないのかなというふうに思っています。この学

校支援地域の活動でございますけれども、学習支

援活動はもちろんでございますけれども、部活動

の支援、あるいはこれはクラブ活動の指導者の支

援ということになります。また、環境整備でいき

ますと校内環境整備の支援ということで、これら

には造園関係者だとか電気だとか、そういった方

の協力も得ているということになります。また、

登下校の安全確保ということでは、保護者あるい

は自治会の皆さんの支援を受ける。それから、学

校行事の開催等につきましてもそうした行事を合

同でやっていくだとか、そういったことでござい

ます。この学校支援の部分につきましては、中学

校区ごとにそういったものを立ち上げるというこ

とになっております。

名寄市におきましては、平成２０年度でこの事

業については手を挙げてございませんけれども、

先日の高見議員の御質問にもお答えした部分の中

で、名寄市では東小のコミュニティーカレッジだ

とか、あるいは風連下多寄小学校のコミュニティ

ースクール、あるいは各学校におけるウイークエ

ンドの学校支援事業、そういったことを実施して

ございます。また、小学校区ごとには安心会議が

平成１９年度全部の小学校区に立ち上がって、そ

の中では地域の町内会の皆さん、そしてＰＴＡの

皆さんも入って子供たちの安全を守るということ

であります。そういった意味では、この学校支援

と若干形は違いますけれども、そうした地域の協

力を得て学校と共同で事業を実施するという素地

は名寄市内でございますので、この学校支援地域

が平成２０年度道内の６０で実施をされるという

ことでございますので、それらの状況を見ながら、

私どものこれらの今ございますそうした組織と学

校支援の平成２０年度から始まる組織とがぶつか

り合わないような形のそうしたような組織ができ

るのかどうか、これから検討してまいりたいなと

いうふうに思っています。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう一点、ちょっと文〇５番（大石健二議員）

科省が行った調査の中で、病気で休職する先生が

この１０年で倍増しているという記述がございま

した。とりわけ心的要因で休職する先生が ４倍

増となっていると。問題を抱えた先生がふえれば、

やはりそれは学校全体の士気や、ひいては教育行

政にもしい影を落としかねないというふうに考え

るのですけれども、名寄市における病気で休職し

ている先生の数、あるいはこのうち心的要因で休

職をされている先生の数というのは押さえておら

れるのでしょうか。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現状で教職員の病気〇教育部長（山内 豊君）

による欠勤者のうちで、心的要因で休まれている

方というのは数名いるわけでございますけれども、

これは本人のプライバシーもありますので、正確

な人数については申し上げられませんので、その

点については御理解いただきたいというふうに思

います。

心的要因で欠勤になっているという原因につき

ましては、子供たちとの間の溝や、あるいは苦情

への対応など、そうした関係者のトラブル、そう

いったこともいろんな要因があると推測されます

けれども、こうしたことでの要因を取り除くため

には職場全体でのメンタルヘルスの研修、あるい

はそうした健康管理の啓発、そんなことが必要な

のかなというふうに思っております。

以上でございます。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後に、大変島市長か〇５番（大石健二議員）

ら御丁寧な答弁をいただきました。私のほうから

島市長の自己評価に対してとやかく言う筋合いの

ものは何もないわけですから、これは深追いをす

るつもりは毛頭ありませんので、この程度にとど

めておきたいのですが、ただ来年のこの時期、再

来年の１２月というふうに、また折々に市長の評

価についてお聞きをしてまいりたいなというふう

に考えています。
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私昨年の４月の議会の改選で議席をいただいて

いるのですが、その間定例会の通知をいただいて

いるのです。島市長が小野寺議長にあてて、小野

寺議長から招集の通知というのをいただいていま

す。私いただいて文書を拝見している中で、島市

長は市長選挙、私どもは市議会議員選挙で、それ

ぞれ別個の選挙でこの議場に臨んでいるのですけ

れども、市長が私たち議員に対する招集権という

のに非常に違和感があるのですけれども、私は小

野寺議長が第１回定例会を招集しますので、集ま

れというような通知をいただければ何ら違和感は

ないのです。ただ、島市長から定例会を開くから

集まれというような通知というのはとても違和感

があるのですが、島市長、いかがですか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

大変恐れ多いことをや〇市長（島 多慶志君）

っているのかもしれません。しかし、自治法で執

行責任を遂行するに当たって、議員の皆さんの御

議論をいただいて執行をスムーズにすると、こう

いう自治法の精神だというふうに思っております。

もちろん議員の皆さんの４分の１だったでしょう

か、発議があれば議長が当然議会を招集するとい

うことに相なっているわけでございまして、私は

これから地方制度調査会、今第２９次でしょうか、

やっておりまして、地方制度のこれからも進化を

し続けるのではないかと、こんなふうに思ってお

りまして、現在の日本における地方自治の進め方

については首長に招集権を与えていただいている

と、こういうことでございますので、御理解いた

だきたいと思います。

大石議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれ先ほども申し上〇５番（大石健二議員）

げたかなと思うのですが、議論の対象になるかど

うかわかりませんが、議会基本条例で市民懇話会、

あるいは私どもで組織設置をした議会改革特別委

員会で、招集権というのは現在のところ市長の専

属権ですけれども、これについてもやはり国の法

律、地方自治法の１０１条でたしか書いてござい

ましたけれども、論議の対象にしていいだろうと。

国の法律が絶対無謬ということにはなり得ないわ

けですから、ぜひとも市民懇話会のほうでも私ど

もの議会改革特別委員会のほうでも論議の対象と

していただきたいなというふうに考えております。

もう一点、市長と議会のかかわりについて、こ

の際だからお聞きしようかなと思うのですが、２

００６年に地方自治法が大幅に改正されて、暦年

で年４回以内の定例会の開催というのがございま

す。これが削除されまして、回数の制限がなくな

っています。ですから、年６回でも毎月開催でも

理論上は可能だろうというふうに考えます。一方

で、開催の回数を減らして会期を大幅に延長する

というような手法をとっている自治体もございま

す。２００６年に改正されているのですが、私が

議席をいただく前にもう変わっていたということ

なのですけれども、島市長はこれから論議の対象

になっていくのだろうとは思うのですけれども、

定例会の開催回数もしくは会期について、今の段

階で結構なのですが、どのようなお考えをお持ち

なのでしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

自治法の中では、条例〇市長（島 多慶志君）

で定めることができるというふうになっておりま

すから、最近の事例では年４回をふやす、あるい

は減らすというような事例を私どもも情報として

いただいております。会計年度の関係もあるのか

もしれませんが、３月、６月、９月、１２月と、

こういうバランスがありまして、自治体によって

は３月の定例会が２月からと。今回名寄の場合に

は、２月から３月にかけてということであります。

恐らく臨時会という運用もありますから、定例会

をどうするのかというのは日本の地方自治体にお

ける一定の経験則から、こういう落ちつきになっ

ているのではないかなと。私どもも定例会以外に

臨時会でお願いをして、緊急性のある契わですと

か懸案の事項等について御議論をいただいている

ケースがありますから、余り回数を多く持つとい
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う積極的な意識は持っておりません。臨時会等の

対応でいいのではないかと。ただ、ヨーロッパで

すとかアメリカですとか、私は余り行ってはいま

せんけれども、議員の数を多くすればいいのか、

少なくすればいいのかということも含めて、その

国によって特色があるなと。しかも、若い職業を

持っている方が議員に出てくる場合にどういう条

件が整っていると出やすいのかと。こういうこと

も、これは議会の領域まで口を挟む気はありませ

んけれども、しっかりと考えていかねばならない

ことなのかなと。そういうことを考えますと、お

のずと議会の会期の問題ですとか開催する時間の

問題ですとか、やはりいろいろな案が出てくるの

かなと、こんなふうに思っております。余り明確

な答弁にはなっていないかもしれませんが、そう

いう印象であります。

以上で大石健二議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の雪対策について外１件を、持田健議員。

ただいま議長より御指〇７番（持田 健議員）

名をいただきましたので、通告に従い、質問をし

てまいります。

大きい項目の１点目、名寄市の雪対策について

でございます。南地区に雪堆積場を新設について

お尋ねいたします。雪対策の大きな柱は、降った

雪をかき分け、除雪をする作業と道路わきなどに

積み上げた雪を排雪する運搬作業の大きな２つに

分かれております。名寄市の降雪量は、過去の５

年間平均は６メートル３２センチ、ことしも１月

末で５メートル９６センチと大雪が降っておりま

す。前年同時期４メートル６６センチに比べ１３

０センチも大幅に多く、したがって排雪量も多く

なり、現在名寄市の指定雪堆積場は５カ所ござい

ますが、これは臨時を２カ所含んでであります。

いずれも北地区にございます。中心市街地、南地

区近傍には雪堆積場がありません。排雪に係る費

用は、除雪に係る費用のわ８０倍と言われており

ます。南地区に雪堆積場を新設した場合、運搬に

要する時間、わわ、使用燃料等は北地区に運搬す

る場合に比べわ半分以下と推定されます。また、

南地区に雪堆積場を設けた場合、搬入台数は多く、

ダンプの数は少なく運用できると思いますので、

ぜひ南地区にそういうところを考えていただきた

いと。冬期間を通して比較してみれば降雪量によ

り除排雪の回数は異なると思いますが、石油類の

価格の高騰、厳しい財政の折、除排雪地区の近傍

に雪堆積場があれば雪対策に対する経費の削減に

つながり、またエコロジーの面からも有効な対策

と考えますので、天塩川河川敷等の活用について

ぜひ開発局等と交渉していただきたいと思います。

次に、道路への雪出し対策についてお尋ねいた

します。近年機械を持つ事業者や個人に除雪を委

託する事業所や家庭がふえてきていますが、雪置

き場を確保しないで門口や敷地内の雪を道路わき

や交差点に積み上げるため、交通安全上大きな問

題となります。名寄市としては、町内会の協力や

市民に理解を求めるため、除雪シーズン前にパン

フレットの配布や広報による啓蒙、雪出し現場に

立て看板や旗の設置を行ってきましたが、その効

果と今後の対応と考え方についてお知らせくださ

い。

次に、個人のショベル除雪への対応、考え方に

ついてお尋ねいたします。先ほどの道路への雪出

し対策と関連いたしますが、一般家庭において車

の保有数が２台、３台と複数になっていることや

高齢化に伴い個人のショベル除雪による民間委託

が増加している現状と思われます。雪堆積場が確

保できないために道路敷地内に一時堆積される場

合もあると考えられます。名寄市排雪ダンプ助成

の利用件数が１月末の時点で前年度のわ２倍に増

加しております。このことは、降雪量が多かった

ことに加えて市民の雪対策に対する意識の高揚と

考えられますが、行政として今後の対応と考え方

をお知らせください。

次に、除雪委託のあり方についてお尋ねいたし

ます。名寄市は、除排雪委託業務全般については
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業務委託を、積み込み運搬排雪業務委託、これは

市の保有する機材を貸与して行う排雪のことであ

りますが、効率的な排雪が可能なことから実施し

ておりますが、いずれにいたしましても多額の経

費を必要とするものであります。地域による降雪

状況の違いが顕著であり、予想が困難な状況であ

りますが、安全、安心な道路網の確保、わ全に期

していただかなければなりません。

そこで、業者が除雪機械を購入し、除排雪を業

者に全面委託した場合と名寄市が除雪機材を国庫

補助を受けて購入し、業者に貸し付けて除雪を委

託した場合において、今後の名寄市の雪対策にお

ける費用対効果の面からどちらが効率的であると

お考えかお知らせください。

大きい項目の２点目、ごみ処理と衛生について

でございます。リサイクルの推進とごみ処理費用

の節わについてお尋ねいたします。一般廃棄物の

処理は地方自治体の義務であり、各自治体はそれ

ぞれの分野で処理の方法を工夫しながら行ってお

ります。名寄市では、ダイオキシン類対策特別措

置法によって旧焼却施設が使えなくなり、近隣町

村とともに名寄地区衛生施設事務組合として現在

の炭化センターを建設いたしました。また、リサ

イクルの推進においても再資源化を目指し、近年

は容器包装リサイクルの対象となる紙製容器を分

別収集するようになりました。エネルギー資源の

乏しい国日本が物を大切にし、無駄を省き、再利

用できるものは積極的に進めようという取り組み

は当然のことであります。しかし、その費用対効

果や市民の協力により分別収集したものがどのよ

うに再利用されているか、一度検証する必要があ

るのではないかと思いますが、代表的な事例につ

いてお知らせください。

また、平成２０度予算案では名寄市がごみ処理

にかける費用はわ５億円です。起債の償還、収集

業務の委託やごみ焼却施設の直営の影響もあり、

一概に比較はできませんが、焼却処理をしていた

平成１３年度決算では塵芥処理費を含む清掃費で

２億 ７００わ円です。リサイクルの必要性や環

境対策を十分に行うことは行政として必ず行わな

ければならないことですが、これらの費用で削減

できるものはないかお知らせください。

次に、生ごみの水切り対策についてお尋ねいた

します。平成２０年度予算の中で名寄地区衛生施

設事務組合への支出は３億円を超え、炭化ごみに

係る費用は２億 ０００わ円です。この中には、

起債の償還分も含まれていますが、生ごみを初め

とする炭化ごみに係る費用は多額であり、名寄市

では広報などで生ごみの水切りの徹底を呼びかけ

ていますが、水をよく切ることによる効果はどの

ようなものがあるとお考えかお知らせください。

次に、小動物の０骸の処理についてお尋ねいた

します。小動物の０骸は、本来であれば家族とし

て暮らしてきたものであり、近年民間のペット斎

場で火葬することが多く見られますが、経済的に

も厳しいなどの事情を抱えた家庭もあり、現在は

埋め立て処分場に運ばれると思いますが、将来ど

のような方法が望ましいと考えておられるのかお

知らせください。

次に、最終処分場の延命化策についてお尋ねい

たします。最終処分場の延命化は、最も大切な課

題だと思っております。大切な自然を切り開いて

処分場を建設するわけですから、環境等を考えて

もより長く使うことが重要ではないかと思います。

現在名寄市では、紙くずや剪定木など、また木製

の粗大ごみなども埋め立てられていますが、本来

は中間処理をすることが望ましいのではないかと

思います。最終処分場の延命化との観点から、今

後に向けた考えをお知らせください。

次に、し尿処理についてお尋ねいたします。し

尿処理は、名寄地区衛生施設事務組合で行ってお

り、平成２０年度の名寄市の負担分はわ ０００

わ円です。この処理を下水処理場で一括して行え

ば経費の削減につながるのではないかと思います

が、その可能性についてお尋ねし、この場からの

質問を終わらせていただきます。
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野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま持田〇建設水道部長（野間井照之君）

議員から大きな項目で２点にわたり御質問をいた

だきました。１点目は私から、２点目は生活福祉

部長からの答弁となります。

最初に、１点目、雪対策についての南地区にお

ける雪堆積場を新設してはとの御質問であります。

名寄地区における雪堆積場は、御指摘のとおり北

地区のほうに集中している現状であります。平成

１５年度までは、おお大和寮の横を初め数カ所堆

積場を確保しておりました。しかし、近隣の民家、

農地所有者の方々などから春先の低温被害等の苦

情があり、閉鎖してきた経緯があります。南地区

及び市街地近隣に雪堆積場を確保することは、運

搬わわが近くなり、経費節減、環境の観点からも

非常にメリットがあるというふうに考えておりま

す。ただ、基本的に１惑施設であるために非常に

厳しい状況にあります。しかし、南地区の雪堆積

場はコスト面などからの必要性や民間業者がここ

何年かの間に自分の敷地を利用して堆積している

状況から判断しても、地域的には少し和らいでき

ているのではないかというふうに思っております。

したがって、河川敷地の占用や民間の遊休地を視

野にヤードの確保に努力したいと、このように考

えているところであります。

次に、道路の雪出し対策及び個人の機械除雪へ

の対応、考え方について、関連がありますから一

括してお答えをいたします。市民の生活様式が議

員の御指摘のとおり１家に１台以上の車を所有す

る家庭がふえ、それに伴い除雪するスペースも大

きくなるとともに、除雪機械を所有する業者、個

人に委託する家庭が増加している状況にあります。

除雪された雪は、道路敷地に堆積されることが多

々見受けられます。そのことによって交通障害が

起きないよう市民や個人のショベル除雪を行って

いる方々へ周知しているところであります。町内

会の協力を得ながら、雪出し防止の旗、看板など

の設置を行っているところでもあります。排雪ダ

ンプの助成事業は、平成１０年度より実施してお

り、今年度は２月末現在で４９６件、 １０４台

の御利用がございました。平成１９年度からは、

風連地区にもこの制度を適用させていただいてお

ります。個人の排雪費用を幾らかでも軽減できる

ことや道路での雪出し防止のためにも積極的にこ

の制度を活用していただきたいと、このように考

えているところでもあります。

なお、平成１９年度における旗、看板の設置は

１カ所となっていることやパトロールによって指

導させていただいた箇所も１カ所となっています。

通常の啓蒙活動が少しずつではありますけれども、

浸透してきているのではないかと、このように考

えているところでもあります。

次に、除雪委託のあり方についてお答えをいた

します。名寄市の除雪業務は、名寄地区及び風連

の郊外においてそれぞれ官公需適格組合に随意契

わにて委託しているところであります。名寄地区

においては、市所有の機械の貸与を含めて委託契

わを締結しているところであります。現在業者が

保有している除雪機械で名寄地区の除排雪は可能

であると考えておりますが、更新をしなければな

らない状況になれば大変高額な設備投資が必要と

なります。市が国の補助を受けて購入することは

可能でありますし、そうなれば御指摘のとおり委

託費の軽減が図られると思われます。ただ、これ

にも一定の採択基準がございまして、今後北海道

とも協議をさせていただきながら検討をしていき

たいと、このように考えているところであります。

いずれにしても、長期的な除雪計画を持って除排

雪作業を推進していくことが必要と考えておりま

すので、御理解をいただきたいと、このように思

います。

以上、答弁とさせていただきました。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

それでは、私〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

のほうから２点目のごみ処理と衛生についてから

答弁をさせていただきます。
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廃棄物処理につきましては、循環型社会形成の

推進により廃棄物のリサイクルを中心に取り組ん

でおりますが、そのものの素材や排出条件により

さまざまな方法で処理をされ、それに伴い経費も

必要となっております。分別収集した資源物の再

利用についてでありますが、平成１８年度の資源

ごみ収集量は ６０８トンで、空きごで１２４ト

ン、ガラス瓶で２５１トン、ペットボトルで１１

１トン、紙パックで７トン、プラスチック製容器

包装類３５１トン、段ボールで１６１トン、その

他紙製容器包装類で８８トン、古紙類で５１５ト

ンの８種類で、その中で収集量が多く、余り再利

用について知られていないと思われる事例を２点

ほど御報告させていただきます。１つ目に、プラ

スチック製容器包装類ですが、平成１８年度では

収集量３５１トン、処理業者は室蘭製鐵所で、燃

料として使用、平成１９年度では収集量はおよそ

４００トン弱を見込んでおり、札幌プラスチック

リサイクル株式会社の油化施設において重質油や

軽質油等に再資源化されております。２つ目に、

飲料用のリターナブル以外のガラス容器ですが、

平成１８年度では２５１トンで、そのうち無色ガ

ラスの１０２トンは北海道リサイクリング有限会

社が処理をしており、ガラス瓶等の原料として再

利用されております。残りのその他の色つきガラ

スは、旭川合材株式会社が路盤材として利用して

おります。平成１９年度の処理状況は、処理業者、

処理業ともに前年同様に推移をしている状況であ

ります。廃棄物処理に係る経費の節わにつきまし

ては、廃棄物の排出の減量化が最も効果的である

と考えております。具体的には、ごみ処理に係る

時間の短縮、燃料、電気料金等の節減、消耗品の

節わのほか、各処理施設の延命により新規施設整

備の先送りに伴う費用の節減等が考えられますの

で、今後とも減量化の啓発活動を進めてまいりま

す。生ごみ類の減量化の取り組みでは、過去電動

生ごみ処理機やコンポスト購入の助成制度を実施

し、普及拡大を図ってきました。現在も継続をし

て段ボールコンポストの講習会を通し、堆肥化の

お願いも実施してきております。

次に、生ごみ水切り対策についてでありますが、

排出時の水切りによる効果についてですが、十分

に水を切ることにより、炭化処理時の使用燃料の

節わとなり、結果、処理経費の削減につながるも

のと考えております。炭化センター開設当初に排

出量の多いと想定される事業者を中心に会社を訪

問させていただいて説明を実施してきております。

今後とも炭化センターを管理運営する名寄地区衛

生施設事務組合と連携した啓発により、排出時に

は十分に水を切ってから出すようにお願いをして

まいりたいと考えております。

３番目の小動物の０骸の処理についてですが、

事故等により００した犬や猫等の小動物処理は、

市の一般廃棄物最終処分場に場所を特定させてい

ただいて埋め立ての処理をしております。議員お

っしゃるとおり、長年家族同様に飼われたペット

の火葬等については市内または旭川の業者が経営

しているペット火葬場を利用していると聞いてお

ります。問い合わせがあった場合には、市内の民

間業者を紹介しております。小動物焼却施設整備

につきましては、総合計画の後期計画の中に盛り

込まれておりますが、民間で既に経営されて実績

があることから、一定の市民のニーズは満たされ

ていると考えております。今後小動物焼却炉の設

置については、他市の状況等調査して、不足して

いる機能がないかにつきまして情報収集をしてま

いりたいと考えております。

４番目の最終処分場の延命化策についてであり

ます。一般廃棄物最終処分場は、名寄地区の内淵

と風連の２カ所あり、現在の埋め立て状況は有料

化によるごみの減量化が図られたこともあり、両

施設とも当初の埋め立て計画期間よりも長く利用

できる状況と認識をしております。最終処分場で

の取り組みといたしましては、搬入される埋め立

てごみをブルドーザーによる転圧、たんすなどの

大型家具類につきましてはバックホーにより破砕
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を行うことによって減量化に努め、施設の延命化

を図っております。また、廃棄物問題すべてに共

通する課題として、資源物を含めたごみ排出自体

の減量化の取り組みが重要であり、ごみ処理に係

る経費節わ、施設の延命、環境問題の改善にとそ

の好影響は多岐にわたることから、今後ともごみ

減量化とリサイクルの推進に向け啓発活動も取り

組んでまいります。

最後の５点目、し尿処理につきましては、現在

名寄市において１市２町の組合員、名寄市、下川

町、美深と準組合員であります音威子府、幌加内

町の一部地域で運営している衛生施設事務組合の

し尿処理施設があります。この施設は、使用開始

以来４１年が経過して、老朽化に伴い、また農村

部における浄化槽の普及、少子化等でし尿処理量

が日最大時の３分の１程度に減少しているところ

です。また、一部事務組合においては平成１７年

度に耐久度の機能診断を実施しておりまして、そ

の結果、１０年程度の耐久報告を受けております。

現施設の下水処理場に受け入れの場合には、し尿

を直接投入できないので、前処理施設を新たに建

設をしなければならないことで施設改修が必要と

なり、多額の経費が見込まれています。一括処理

に当たり、衛生施設事務組合及び沿線住民との協

議等の諸問題がありますことから、御理解のほど

をよろしくお願いいたしたいと思います。

以上、私からの説明とさせていただきます。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

） それぞれ御答弁をいた〇７番（持田 健議員

だきましたが、さらに理解を深めるため、若干質

問をさせていただきます。

１点目の南地区に雪堆積場を新設した場合の効

果であります。先ほど御答弁にありましたように、

平成１５年までに南地区に３カ所急場しのぎの雪

堆積場があったとお聞きいたしました。平成１６

年度より日進地区に大量の雪を堆積できる箇所を

民間業者が設置したことから、そこに集中するよ

うになってきたのが現状であります。名寄の市街

地中心部及び南地区からであれば、北地区までの

運搬わわはもし南地区に堆積場を設置できた場合

を仮定をしてですが、半分、それ以上かなりのわ

わ、時間的にも相当あると思います。したがって、

燃料費、ほかの除雪機材等を休ませないでずっと

除雪、排雪をするためにはダンプの数を相当数つ

ぎ込まないと対処できないということになります

ので、南地区に堆積場を建設した場合、時間的に

も燃料的にも少なくて済むし、ダンプの数もかな

り少なくて対処できるし、排雪するためのほかの

機材を休ませずに、時間的にも有効に活用できる

と思いますが、除雪費用の削減とエコロジーの面

からはかなりの効果的な対策であると思いますの

で、ぜひ確保に向けて取り組んでいただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほども答え〇建設水道部長（野間井照之君）

させていただきましたけれども、今持田議員がお

っしゃられるとおり南地区、今北地区に大きな部

分が日進のもとのごみ捨て場のほうに雪を堆積さ

せていただいています。わわ数にすると、ちょっ

とわかりませんが、十四、五キロになるのかなと

思います。そんなにはありませんか。１０キロぐ

らいですか。それと、天塩川の大橋の上流おに堆

積をさせていただいています。これが今先ほど申

し上げましたように、南のほうの徳田なり豊栄の

ほうに場所が見つかったり、天塩川のもとの深名

鉄橋ぐらいに堆積場所が見つかると、わわ的にも

半分以下になると思いますから、排雪で一番大き

くお金を使うのは、ロータリー車が回っている間

にダンプが帰ってこないとロータリー車が遊ぶと

いうところが一番ロスが多くてお金がかかるとい

うことがありますので、そういう部分では持田議

員の言われるとおり南地区に堆積場を持ったほう

が効率性も高く、経費も削減できるということは

そのとおりでございます。

あらかじめ会議時間〇議長（小野寺一知議員）
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の延長をいたします。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

南地区にされるよう、〇７番（持田 健議員）

また天塩川の河川敷等を利用されるように、ぜひ

できることであれば将来に向けて取り組んでいた

だきたいと思います。

次に、２項、道路への雪出し対策、３項の個人

ショベル除雪への対応についてでありますが、共

通した面もありますので、まとめて質問してまい

ります。先ほど答弁にありましたように、道路の

雪出し等は除雪された雪をともに門口と一緒に一

時的に道路わきを堆積場と利用されている場合が

かなり見受けられます。また、市民の皆様と受託

業者、あとは市がそれぞれの役割を分担して、町

内会の協力を得ながら対策に取り組む連携が必要

であり、平成１９年度の悪質な道路への雪出しは

１カ所にとどまったとの答弁でありました。啓蒙

看板の設置や旗の設置は効果があったと考えられ

ますので、ぜひ続けて実施していただきたいと思

います。

次に、除雪委託のあり方についてでありますが、

現在の除雪作業の発注方法として、組合に随意契

わの方法をとり委託をする場合と名寄市が保有し

ている除雪機械を貸し出して委託する場合の２つ

の方法で実施しているわけでありますが、市が保

有している除雪機械は何台あるか教えてください。

また、国庫補助を受けて購入したもので１０年経

過していると聞いております。除雪機材は、業者

が６８台、名寄市が何台保有して対応しているか、

それによって除排雪の委託の問題や名寄市が保有

する除雪車を貸し出して委託したほうが委託費が

軽減され、市にとっては有利となるということを

聞いております。国庫補助を受けて除雪機材をふ

やすことはできないのか、またその台数をどのく

らいまで保有できるのか、あったらお知らせくだ

さい。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

除雪機の保有〇建設水道部長（野間井照之君）

台数については、ちょっと今手元に資料がありま

せんので、調べさせていただきますけれども、御

指摘のとおり国庫補助を受けて除雪機を確保、相

当数買わせていただいています。ただ、先ほどの

答弁もありましたように非常に採択基準が難しい

ところがあります。機械の耐用年数がありますか

ら、それが切れないと次の機械は買えないとか、

雪の迂回路がある道路では使えない。何キロ以上

迂回路がない道路がそのまちにあるかとか、相当

に厳しい基準がございまして、それによって補助

採択が認められるということであります。今名寄

市には、平成１３年に積雪寒冷地域建設機械補助

事業というのがございまして、それで買っている

機械が１台ありますから、それがいつ切れるかに

よっても変わってくるのではないかというふうに

思っています。

今名寄市で保有しているのが９台で、１０年超

えるのが７台の機械がございます。以前は、防衛

施設局のほうも補助がございまして、そこで買わ

せていただいた機械もあるのですけれども、今は

防衛庁の補助が少し休止しているということがあ

りますので、この辺も含めて今後検討させていた

だきたいというふうに思っています。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ検討していただい〇７番（持田 健議員）

て、少しでも経費が節減できるような方法でこれ

から先ずっと実施していただきたいと思います。

名寄市が続く限り、この雪対策の問題はなくなる

ことはございませんので、これについては北国の

特徴でもありますし、ぜひよろしくお願いいたし

ます。

続いて、大きい項目２点目のごみ処理と衛生に

ついて質問をしてまいります。リサイクルの推進

と処理費用の節わについてでありますが、キッチ

ンの台所には必ずと言ってよいほど三角コーナー

が置かれています。ここに一時生ごみをためてか

ら有料のごみ袋に入れると思いますが、水が垂れ
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ないようにしてもかなりの水が含まれています。

そこで、家庭の生ごみをハンドジューサーで搾っ

てみると、白菜やキャベツなどの生野菜はほとん

ど水分を搾ることができませんでした。煮物など

の生ごみでは、重量のわ１４％の水分がなくなり、

また容積では見た目４０％ほど減量いたしました。

ここで提案ですが、市内の鉄工所などと共同でハ

ンドジューサーのような機能を持った三角コーナ

ーを考えて製品化し、あっせんするというような

考え方はいかがでしょうか。このようなことが普

及すれば、炭化センターで使用される燃料を削減

することは考えられますし、市民も生ごみ用のご

み袋の節わにもつながり、また鉄工所などの仕事

にもつながるのではないでしょうか。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

台所から出る〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

生ごみについては、過去に電動生ごみ処理機も含

めてあっせんしたこともありました。一定程度の

Ｐお効果があったということと、それから有料ご

み袋を使ってもらって市民の皆さん方に出しても

らっているものですから、余り直接的な補助で支

援ということはそろそろいかがなものかというこ

とも含めて、逆に言うと一生懸命水切りをしても

らうことによって有料ごみ袋そのものの節わにつ

ながるということでのＰお活動を一生懸命にやっ

てきました。持田議員のおっしゃることについて

は十分理解できるのですが、ハンドジューサーと

かというものについての効果等につきましてもい

ましばらく勉強させていただくということで、今

即あっせんに踏み切るとか、地元業者のほうとお

話し合いをするという形にはちょっといかないか

と思いますので、その種の取り組みがほかの市町

村でもどの程度やっているのか、情報収集をさせ

ていただいてということでお願いしたいと思いま

す。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

生ごみの水をしっかり〇７番（持田 健議員）

切るためのものが商品化されていないか、インタ

ーネット等で調べてみましたが、ありませんでし

た。焼却施設は、他の燃焼カロリーの高いものと

ともに処理しますが、炭化施設のほうが水を切る

ということが影響が大きいのではないかと思いま

す。また、商品化されていないのは一般的に売れ

ないかもしれませんが、全国的に有料化が進み、

生ごみの水分を少なくすることは堆肥施設を持つ

自治体でもメリットがあり、どの施設にも理にか

なっており、あわよくばよそのまちからも引き合

いがあるかもしれません。とりわけ炭化センター、

市民、製造会社がともに利益を共有できると思い

ますので、具体的な対応策をぜひ検討していただ

きたいものです。よろしくお願いいたします。

次に、ペットなどが最終処分場に埋められる、

また木類は処分場での延命化を考えてもやはり中

間処理をすべきではないかと思います。その中間

処理には、焼却が最も適した方法ではないかと思

います。かつてのダイオキシンへの加熱する報道

などから、法律が制定され、どこの自治体も慌た

だしく処理についての判断を迫られた中で、名寄

市では炭化センターを建設する道を選択したこと

はやむを得ないことだったと思います。その後法

律を守るための焼却技術が進み、小型のものでも

クリアできるようになったとき、最低限これらの

中間処理を考えてみるべきではないかと思います

が、いかがでしょうか。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

炭化センター〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

のときに前処理で破砕処理をどうのこうのという

ことで検討した経過もあるというふうに聞いてお

ります。今持田議員おっしゃるとおり、ダイオキ

シンも当時騒がれたよりは、極端な言い方をしま

すとダイオキシンを頭からかぶっても０ぬことは

ないというぐらい厳しい意見を書く学者の先生も

いらっしゃいます。事実上技術革新が進んだこと

とダイオキシンの安全性が当初言われたよりも少

しニュアンスが違ってきたのかなというふうに考

えております。名寄市としましては、今ある最終
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処分場を有効に使いながら、今ある機材を使いな

がら、破砕、圧縮をして延命を今図ろうと思って

います。いずれあそこの最終処分場につきまして

も拡張整備計画を持たなければならないと思って

おりますので、そのときに焼却ではなくて何らか

の破砕処理というか、そういうものも時代の要請

としては必要になってくるのではないかと思って

おりますので、そのとき、そのときの技術革新等

も含めまして、より適切でお金のかからない最終

処分場の整備はどうすべきか、その辺について十

分に検討してから進めてまいりたいと思っており

ます。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございまし〇７番（持田 健議員）

た。最終処分場は、いつか必ずいっぱいになって、

新たな施設を建設しなければなりません。そのと

きに市民に内淵の施設あるいは風連の施設はよく

そこまで頑張ったと思っていただけるような努力

をしなければ、市民に理解をいただくことは容易

ではないのではないかと案じます。また、今後最

終処分場に埋められたもので仮に中間処理できる

ようになれば、掘り起こしてでも処理をして延命

を図るというような考え方はおありかお知らせく

ださい。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

最終処分場の〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

関係につきましては、かなり重機を常駐させてお

りまして、破砕が十分進んだり、不幸にして最終

処分場で火災があったりしたことも含めて、一定

のかさばるもののかさについては圧縮処理がされ

たというふうに私理解をしておりまして、改めて

掘り起こして処分することに対する費用のほうが

その費用と比べたときにどのくらいかかると考え

ますと、相当多額な金もかかると思っております

ので、現在かなり破砕、圧縮された後の状態にな

っておりますので、これから持ち込むごみをいか

に減量化してリサイクル化をして減らすかという

ことのほうに力を入れていきたいというふうに考

えております。

持田議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそのようにあれを〇７番（持田 健議員）

して実施していただきたいと思います。

次に、し尿処理についてでありますが、先ほど

御答弁がありましたように衛生施設事務組合のし

尿施設が供用開始されて４１年経過していること

と、それから老朽化が進んでいますということ、

あと１７年に耐久度の機能検査を実施した結果、

１０年程度の耐久報告を受けておりますというこ

とを答弁をいただきました。名寄市としては、毎

年負担金を出しているわけでありますが、１７年

の検査でありますとあと７年ということで、し尿

処理施設を名寄市としては今後どのようになされ

るお考え、一緒にこれ事務組合とか違うあれで、

衛生施設事務組合と違うと思いますので、問題は

あると思いますが、市としては７年しかもたない

ということで、それをいずれどのようにされる考

えか、それを聞いて私の質問を終わりたいと思い

ます。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

若干の議論経過を説明〇副市長（今 尚文君）

して御理解をいただきたいと思いますけれども、

御提言にありましたとおり下水処理場でし尿を直

接受けられるという可能性はあります。現に士別

地方はそれを実施をいたしまして、し尿処理組合

を解散をいたしました。私どもも構成をしている

市町村で、その方式を取り入れないかということ

で議論をした経過ございます。各構成市町村とも

にすべて下水処理場を持っておりますので、各市

町村の処理を完結型でできないかと、こういう議

論をいたしました。しかし、先ほど説明しました

ように前処理に非常に設備投資がかかる。それに

補助がないということもありまして、どうもやっ

ぱり今設備投資をするということに対して、一つ

各自治体ともに大変な思い、こんな財政状況です

から、あるということがありました。そこで、現

施設はかなり老朽化していますけれども、どのぐ
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らいもつのだろうかということを検討して、しか

も建屋は今言ったように１０年というふうに話し

ましたけれども、機器類も含めましてほとんど職

員が手づくり修理をやってきた施設でありますか

ら、かつてのままということであります。今回脱

水機が少し調子が悪いということで、２０年で調

査をかけて２１年で脱水機を入れようと。しかも、

今２系列あるのですけれども、それを１系列にし

ようと、こういうようなことになっているところ

でございます。それで、結論といたしましてはで

きるだけこの施設を、現施設、し尿処理施設を使

っていこうと、こういうようなことに相なりまし

た。その議論経過の中で先ほど言ったように、そ

れでは名寄の下水道で全地区のし尿を受け入れて

もらえないかと、こういう話もあったわけでござ

いますけれども、それにしても設備投資がかかり

過ぎるということで、現施設の有効活用をしてい

こうということであります。建屋が１０年という

ことでありますから、必ずしも１７年から１０年

で２７年にどうにもならないということにはなら

ないだろうというふうに思っていまして、逐次チ

ェックをしながら、できるだけ今あるし尿処理施

設の延命を図っていこうと、こういうようなこと

で現在落ちついておりまして、しかしじきこの次

のステップが来るというふうに思っていますので、

これから検討事項ということになってまいります

が、その際にはし尿処理施設を新しく建てるとい

うよりはむしろ提言のありましたとおり下水処理

場での処理をどうするかということになってくる

というふうに思っています。

以上で持田健議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より３月９日までの２

日間を休会といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より３月９日までの２日間を休会

とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまです。

散会 午後 ５時０３分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 岩 木 正 文

署名議員 川 村 正 彦
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日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問
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５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

９番 駒 津 喜 一 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

日程第２ これより〇議長（小野寺一知議員）

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

後期高齢者医療制度の見直しに向けて外４件を、

熊谷吉正議員。

おはようございます。〇１９番（熊谷吉正議員）

議長のお許しをいただきましたので、通告順に従

い順次御質問を申し上げたいと思います。

後期高齢者医療制度の見直しについて、制度の

問題点と現状の認識についてお尋ねいたします。

一昨年６月医療制度改革関連法案が一括審議、可

決、そして強行成立をしたわけであります。その

医療制度改革関連法の柱である後期高齢者医療制

度があと３週間後の４月から施行予定になってお

ります。障害者自立支援法のときもそうでありま

したが、法の施行を待たずして民主党、社民党を

初め各野党、全国の自治体や医師会、多くの市民

団体や市民からも凍結、見直しの動きがあり、先

般２月２８日に野党統一の後期高齢者医療制度の

廃止法案が出されております。この間余りにも厳

しい世論を受けとめたのか、与党もこれまでの負

担のなかった被扶養者に対する保険料の半年免除

や前期高齢者の窓口の１割から２割負担を１年間

先送りするなど決めましたけれども、その先は明

らかになっておりません。いずれにしても、大き

な問題が残っていることには変わりありません。

今回の質問では、運営主体である北海道後期高齢

医療広域連合会が進めている４月からの事務事業

や名寄市が委任されている関係については割愛を

いたしますが、制度上の問題点をどうとらえてい

るのか、高齢者の医療の安心、安全、市民の目線

に立つ立場で現状認識をお聞きをしたいと思いま

す。例えば制度上、少子化の中で現役世代の負担

上限４割設定による高齢者への将来的な負担増の

問題について、外来医療で包括払い方式、いわゆ

る定額制との関係で、医療の質の低下等による影

響、病院から在宅中心の医療へと誘導をするため、

在宅や介護の受け皿の貧弱体制などまだまだ多く

の課題や不安があるわけでありますが、現状認識

をお聞かせをいただきたいと思います。

２つ目に、見直しに向けた国や北海道後期高齢

者医療広域連合に対する対応についてであります

が、これまで首長としてのアクションを起こした

ことや、あるいは凍結見直しに対する今後の対応

についてお伺いをいたします。全道の市町村長や

市町村議会の代表者３２名で構成をされる広域議

会でありますけれども、この広域議会の権限や道

民意見の反映の限界性についてお伺いをいたしま

す。

後期高齢者に対する市立病院や東病院の対応に

ついてでありますが、法施行による対応で医師の

患者や家族に対する治療方針、治療計画、後期高

齢者診療料の新設等による対応の変化や新診療報

酬等による病院経営への影響があればお知らせを

いただきたいと思います。

個人情報保護と情報公開について、名寄市個人

情報保護条例と名寄市情報公開条例に基づき運用

され、今日市民レベルでも日常生活の中で認識が

深まっていると思います。しかし、まだ一部では

請求があれば公開をするという能動性の欠如、個

人情報ではこれが保護する個人情報なのかなど疑

問が残るような対応もあり、実施機関としての現

状認識と課題についてお伺いをいたします。

現行条例の検証、見直しの必要性についてであ

りますが、合併により新条例となったわけであり
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ますが、それ以前は両市町とももう既に１０年を

超える一定の年限がたち、新たな見直しの必要も

あろうかと思います。今後の対応について考え方

をお伺いをいたします。

名寄大学の現状と今後の課題についてでありま

すが、執行方針にもありましたように関心事であ

る学生募集、入学試験も最後である後期試験が１

２日で終わることになっておりますが、ことしの

結果は前年比微減ながらもおおむね目標数値を確

保できたということになっております。改めて市

長を初め学長、先頭に教職員事務局関係者にまず

敬意を表したいと思います。

そこで、ことしはいよいよ就職戦線に対する備

えに入る時期でもあり、新たなる節目であると思

います。以下、３点についてお尋ねを申し上げま

す。開学３年目に向けての現状と課題についてお

伺いをいたします。

大学の将来構想についてでありますが、完成年

次を踏まえて以降の将来構想、例えば経営や運営、

人事や事務局の機能などについての将来構想、さ

らには今後の独立行政法人問題への対応の基本的

な考えをお伺いをいたします。

今後の施設整備の計画についてでありますが、

大きなものとして大学図書館など幾つか考えられ

るかというふうに思いますが、施設整備の今後の

計画についての回答を求めたいというふうに考え

ております。

市民活動支援と元気なまちづくりについて。こ

れまでも市民活動等に対するサポート体制や支援

に対する基本的な考え方は出されているところで

ありますが、２つについてお尋ねを申し上げます。

今年度のＮＰＯ等初め市民活動に対する具体的な

支援策について明らかにされたいと思います。

２つ目には、市民活動支援条例、仮称でありま

すけれども、具体的な制定に向けて行政や市民、

事業者とともにＮＰＯ等がそれぞれに果たす役割

や責務等を理解をしながら、元気な地域社会を創

造するために市民とともにどのような制度設計を

行っていくのかお知らせをいただきたいと思いま

す。

最後になりますが、公益法人等への支出行為の

適正化について、公益法人、出資法人等への出資

補助の根拠規定について。自治体財政健全化法の

施行により、いよいよ０７年度決算から健全化判

断比率の指標の公表、０８年度決算から財政健全

化計画の策定の義務づけ、さらにはさきの財務省

の課長内簡でも公会計の整備などについて、財務

諸表の作成公表が求められることにもなっており

ます。今回の質問では、各財政指標の中でも公営

企業、出資法人等をも含む将来負担率も関連し、

財政援助団体等への出資補助のあり方の検証をす

る意味で、改めてこれまでの根拠規定をどこに求

めてきたのか、あるいは今後どのように対応され

ていくのかお知らせをいただきたいと思います。

この場における質問を終わりたいと思います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようござ〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

います。ただいま熊谷議員から大きな項目で５点

の質問をいただきました。１点目は私から、２点

目、４点目、５点目は総務部長から、３点目は大

学事務局長からの答弁となりますので、よろしく

お願いいたします。

最初に、後期高齢者医療制度の見直しについて、

制度の問題点の現状認識についてお答えいたしま

す。御案内のとおり後期高齢者医療制度は、本年

４月に実施に向けて現在準備を進めているところ

であります。この保険制度の特徴は、年齢による

被保険者要件としたこと、保険者が都道府県を単

位とした広域組織で運営されること等があります。

これまでの老人保健制度の財源負担では、総額の

５０％を国、都道府県、市町村で負担し、残りの

５０％を各保険者に拠出を求めて運営されてきま

した。後期高齢者医療制度では、公費負担の５０

％をそのままに保険者拠出分を５０％から４０％

に減額し、残り１０％を保険料として被保険者か

ら徴収して運営されることになります。このこと
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は、現役世代で構成される健保組合等が老人保健

拠出金の負担の重さから多くの健保が赤字に転落

し、自主解散する例も相次ぎ、医療制度を安定的

に維持するために現役世代と高齢者との間で保険

料負担の新たな枠組みを構築することが必要であ

ったものと思います。本市の当該被保険者の構成

では、８５％が国保からの移行者で、既に国保税

を負担し、残り１５％がその他の被保険者の被扶

養者であり、新たに保険料がかかることになりま

す。相互扶助の保険制度であることから、負担の

公平性については意見は分かれないものと思いま

す。新たに保険料を負担する方には、２年間なが

ら激変緩和対策は設けられており、低所得者に対

する軽減措置もあり、他の医療制度との調整が図

られたものと思います。制度が都道府県単位の広

域で運営されるため、高齢化率等の高い過疎地域

の市町村においては現状より若干ながら負担が抑

制されるものと想定をしております。外来医療で

包括払い等による影響については、高齢者が若年

層より医療費を多く必要とする中で、今後団塊の

世代が後期高齢者になる十六、七年後には保険料

の水準が現在よりかなり高くなるものと懸念され

ますが、税、年金及び医療保険料の負担と給付を

どのように支えていくかは国の根幹にかかわるも

のと考えております。

一方、ふえ続ける医療費対策の議論の中で検討

されたかかりつけ医や医療費の包括払いについて

は、診療報酬見直しの中で知り得た情報では、ス

タート時は実質大きな変更、影響がないものと考

えており、今後の制度改正に注視してまいりたい

と考えております。入院から在宅中心の医療と誘

導するため、在宅や介護の受け皿の貧弱な体制に

つきましては、国は在宅医療への移行をしたとき

の一つとして介護型病床を全廃し、療養型病床も

削減する方針を打ち出しました。これに基づき北

海道においては、ケア体制構想を今年度末に策定

しますが、療養型病床数は地域特性を考慮して現

状と同数値の計画を予定しています。上川北部圏

域も同じ考え方ですので、当面は現状の病床数に

変化はありません。しかし、在宅医療につきまし

ては都会と地域の体制格差がありますが、地域な

りにさらなる病診連携を強めて、市民の不安解消

に努めていきたいと考えています。

見直しに向けた国や北海道後期高齢者医療広域

連合に対する対応につきましては、制度の発足に

当たって広域連合が進める部分、道、国がそれぞ

れの部分があり、平成１４年度の医療制度改革の

延長上で進められてきた制度であると認識してい

ます。制度の根幹の議論では、市長会等による国

政への要望がありました。最近市長会等を通じて

要望しました主な点を数点御紹介します。後期高

齢者の関係では後期高齢者医療制度が円滑に施行

されるよう必要な情報を早急に提供するとともに

十分な財政措置等を講ずること、特に市町村と広

域連合間のオンラインシステムの構築、市町村の

電算システムの改修と電算システム経費に対する

十分な財政措置を講ずること、健診、保健指導に

ついて地域の実情に即した財政措置を講ずること、

後期高齢者に係る診療報酬の検討に当たっては後

期高齢者及び家族を含め、幅広く意見を聴取し、

後期高齢者にふさわしい報酬体系とすること、後

期高齢者医療制度の円滑な運営には国民の理解と

協力が不可欠であるため、国においても制度の趣

旨や内容について十分な広報を行うこと、以上で

あります。これらについては、厚労省のほうから

北海道市長会の意向に沿う形での検討内容が行わ

れたということの報告を受けております。

次に、全道市長会、市町村議会の代表者３２名

で構成された広域連合の権限、道民意見の反映の

限界性については、本制度は直接の被保険者と支

援に回る現役世代の双方にかかわる保険制度で、

医療給付費等に必要な保険料を含め、広域連合議

会での議論のほか、パブリックコメントを求めて

広く意見反映を図っていると考えております。

後期高齢者に対する市立病院、東病院の対応に

つきましては、本年４月から施行される後期高齢
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者医療制度に関しまして、２００８年診療報酬改

定により新設された点数項目については、その診

療点数創設の意図にのっとり、当院として対応し

ていきます。後期高齢者総合評価、入院中１回５

０点では、入院中の後期高齢者の方への治療促進

のため、基本的な生活能力等の総合的な評価を行

います。また、後期高齢者退院調整、退院時１回

１００点では、退院困難な後期高齢者の方が退院

するに当たって安心して退院後の在宅治療への移

行ができるよう調整します。後期高齢者退院時薬

剤情報提供料、退院時１回１００点では、後期高

齢者の方の退院時に服薬していた薬剤の情報をわ

かりやすく提供します。これらの後期高齢者の皆

さんに対する点数は、患者さんの利便性を重視し

たものです。市立病院、東病院としては、収益に

はほとんど影響ないと考えておりますが、後期高

齢者の方への患者サービスの充実の面からも積極

的に実施していきたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな項〇総務部長（中尾裕二君）

目で２点目、４点目、５点目についてそれぞれお

答えをさせていただきます。

初めに、個人情報保護と情報公開についてお尋

ねがありました。情報公開制度は平成１０年から、

個人情報保護制度は平成１５年から、名寄、風連

両地区ともにほぼ同時期から運用されております。

まず、情報公開について申し上げますと、この間

の情報公開開示請求件数は、合併前からの合計で

平成１０年から現在まで３９件、個人情報保護に

よる開示請求は１件であります。請求の内訳は、

議事録、会議録に関するものが３件、財政に関す

るものが１１件、契約に関するものが７件、各種

の計画に関するものが９件、条例やその他に関す

るものが９件となっております。請求のあったも

ののうち１件は、個人情報保護条例に抵触するも

のとして全面非公開としたほか、各種委員会会議

録については発言者氏名を非公開として開示をし

ております。情報公開条例に基づく実施機関が保

有する公文書の検索リストの件数は、総務部関係

２５８件、生活福祉部関係３７９件、経済部関係

３４９件、建設水道部関係が１４４件、大学を含

めた教育委員会関係が４２０件、病院関係２８５

件、その他１１８件、合計 ９５３件であります。

議員も御存じのとおり、情報公開制度は市政に関

する情報について市民の知る権利を保障するとと

もに、公正で開かれた市政の実現による市民理解

と信頼を深め、市民主体の市政の推進を目的とし

ており、開示請求という手続を踏まなければなり

ませんが、原則公開を旨としております。行政の

持つ膨大な情報の中からより多くの市民が知りた

い情報を効率よくタイムリーに提供することは、

大変重要な課題であると考えております。

次に、個人情報保護の課題についてであります

が、この個人情報の考え方が広く市民の方にも浸

透しておりますが、反面プライバシー意識の高ま

りとあわせて必要とされる個人情報の提供までも

が控えられる、いわゆる過剰反応とも呼ばれる現

象も起きております。こうした状況を踏まえて、

国民生活審議会から政府に対して個人情報保護に

関する取りまとめが意見として提出され、政府に

対して基本方針の見直しを行うとともに、ガイド

ライン等の見直し、法律の具体的な広報啓発活動

の強化などが提言をされております。政府として

の最終方針は示されておりませんが、その主たる

内容は法の適切な解釈とそれに沿ったガイドライ

ンの設置、そして幅広い広報活動と言われており

ます。当市におきましても名寄市情報公開、個人

情報保護審査会で論議いただき、ガイドラインの

設置と広報活動を行い、個人情報を取り扱う部署

が共通の認識を持って運用に当たることが必要と

考えております。

次に、現行条例の検証、見直しの必要性につい

てもお尋ねがありました。情報公開条例並びに個

人情報保護条例については、全国自治体共通の制

度内容となっておりまして、問題点については国
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からの指導により条例改正をしており、一定程度

成熟された制度内容と認識をしております。現在

重要施策などは、広報紙、ホームページで公開を

しております。また、特定の課題、新たな政策な

どは説明会の実施、各種団体との懇談会、また全

市的には地区別の懇談会など市民との対話に努め

ております。御質問にありました現行条例の検証、

見直しの必要性については、ただいま申し上げた

とおり制度としての検証、見直しというよりもむ

しろ運用面での検証、見直しが重要と考えており

ます。先ほど申し上げた公文書の検索リストその

ものを公開するというよりは、むしろ名寄市の公

文書については原則全部公開が基本でありますの

で、このことを広く市民の皆さんにお知らせをし

ていくことが重要と考えております。今後のあり

方としましては、まず公文書の公開請求ができる

ことを広報をし、市民の知る権利を保障すること

を第一に進めてまいりたいと考えております。

次に、市民活動支援と元気なまちづくりについ

て、ＮＰＯ等市民活動の具体的支援策についてお

尋ねがありました。これまで行政が主体となって

行ってきたまちづくりをさまざまな動機を持って

自発的に公益活動を行うＮＰＯ等をよりよいパー

トナーとして連携し、本市の特性を生かしたまち

づくりを進めていくことは重要なことと認識をし

ております。ＮＰＯ等の支援につきましては、そ

の自主性、自立性を十分確保しつつ、資質の向上

や情報交換の場の提供等、特にその立ち上げから

活動が軌道に乗るまでの間を総合的に支援するこ

とは必要と考えております。本市は、ＮＰＯ等の

設置支援の総合窓口は開設しておりますが、総合

的な受け皿体制は整っていない現状であります。

協働のまちづくりを進める観点からもＮＰＯ等と

の連携は必要でありますので、新年度において体

制の整備を図ってまいりたいと考えております。

現状での具体的な支援につきましては、まちづく

り推進事業や市税の面等での対応を検討してまい

りたいと考えております。

次に、市民活動支援条例の制定についてであり

ますが、ボランティアやＮＰＯによる市民活動に

ついては行政のスリム化が求められる時代にあっ

て、市民の多様なニーズによりきめ細かに柔軟に

対応していくためにも、今後地域社会を支える一

つとしてますます重要性が増していくものと考え

ております。また、市民と行政の協働のまちづく

りを進める上でも大きな役割を担っていくものと

思われます。御提言のありましたこうした活動を

推進するための条例の制定につきましては、今後

検討してまいりたいと考えております。総務省に

おきましては、コミュニティー再生の取り組みと

して、２０年度から自治会、町内会、消防団のほ

か、ＮＰＯや防犯組織、子育てサークルなど地域

を支える団体との連携強化や市町村による支援の

あり方について本格的に研究に乗り出すことにな

りました。先進事例を調査しながら、大都市や地

方都市、農山漁村、限界集落など地域のタイプご

とに各団体の連携強化や住民参加を促すための方

策、行政による支援のあり方を示す考えでありま

す。協働のまちづくりを積極的に進める観点から、

総務省の支援のあり方の報告なども参考にして、

ＮＰＯ活動、まちづくりと連動したＮＰＯ活動に

対する支援のあり方についてしっかりと検討して

まいりたいと考えております。

次に、公益法人等への支出行為の適正化につい

てお尋ねをいただきました。名寄市では、平成１

８年度末で名寄市土地開発公社、株式会社名寄振

興公社、株式会社ふうれん望湖台振興公社、株式

会社ふうれんの４社を含めて３３社に対して株券

等の有価証券の購入と出資を行っております。お

尋ねの公益法人、出資法人等への出資補助の際の

基準、ルールづくりについてでありますが、いず

れもその時代背景と住民ニーズに基づき、第三セ

クターについては行政と民間企業が中心となって

設立をし、また財団や組合、株式会社などへの出

資については必要に応じて行ってまいりました。

議員御指摘のとおり、地方公共団体の財政の健全
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化に関する法律が成立し、健全化判断指標の一つ

である将来負担比率の算定の中に地方公共団体が

設立した一定の法人の負債額、そのもののために

債務を負担している場合の当該債務の額のうち当

該法人等の財務経営状況を勘案した一般会計の負

債負担見込額というのが加わりまして、第三セク

ターの経営次第で早期健全化団体に入る可能性も

あるわけであります。今後は、新たな基準、ルー

ルづくりについても検討し、健全化法の施行にし

っかりと対応してまいりたいと考えておりますの

で、御理解をいただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

三澤市立大学事務局〇議長（小野寺一知議員）

長。

私からは、〇市立大学事務局長（三澤吉巳君）

項目３、名寄大学の現状と今後の課題について、

（１）から（３）の３点、関連がございますので、

一括お答えをさせていただきます。

名寄市立大学は、平成１８年４月に１学部３学

科で開学し、この間さまざまな経験を積み重ねつ

つ、３年目を迎えようとしています。まず、入学

者の受け入れについてでございます。地域指定枠

も含めた推薦入試、社会人選抜、一般入試前期、

後期及び編入学とさまざまな志願者のための機会

を設けてきてございます。試験方法としては、成

績表やセンター試験により基礎学力を見るととも

に、独自に小論文と面接を行いまして、志願者の

本学に対する意欲や人間性、創造性を総合評価す

るよう努めてきているところでございます。その

中で保健福祉学部入学定員１４０名に対する過去

２年間の入学者数は、現在の学生数１年次１５１

名、２年次１４０名であり、平名１４ ５名とな

っております。また、収容定員に対する在籍学生

数の比率は ０４であり、定員数理は適切となっ

ていると言えます。志願状況につきましては、募

集人員を大きく上回る志願者を経て、１８年度

９５９、１９年度 ０９、２０年度は ６９９と 

高水準を維持していると言えますが、反面減少も

してきています。その原因といたしましては、セ

ンター試験を導入してわずか２年であり、詳しい

分析評価に基づくものではございませんが、少子

化に伴う受験者数の縮小と他の地域において看護

系、福祉系などの大学学部が開設されていること

が考えられます。今後の推移といたしましては、

入学者に道内出身者が占める割合が増加する傾向

にあると思われますので、公立大学の特性を生か

してより一層学生の確保を図るために、学校訪問

や広報活動などにおいてさらなる創意工夫を重ね

ていく必要があると考えております。

次に、教員の配置でございます。平成２０年３

月１日現在の教員総数は、短大も加えますと７０

名が在籍しております。そのうち保健福祉学部に

教授２６名、准教授１７名、講師６名、助教及び

助手１２名の計６１名の在籍で、若干大学設置基

準を上回っておりますが、教員組織につきまして

はカリキュラムの再編にあわせて見直すこととし

ておりまして、その中で適切な専任教員と非常勤

の教員の配置を行っていきたいと考えております。

なお、大学完成年度をもって十数名の教授が定

年退職を迎えることとなりますので、早急に人的

体制の課題を検討し、人材の確保に向けて一層の

努力が必要であると考えております。いずれにい

たしましても、平成２１年度の学部完成年次を迎

えるまでは文部科学省の数理下に置かれておりま

すので、大学としての基礎づくりをしっかりと行

い、平成２２年３月に第１期卒業生を社会に送り

出すことができるよう教育研究水準の向上ととも

に国家試験や就職対策などの充実にも努めてまい

りたいと考えております。

次に、御案内のとおりこの４月から市立名寄短

期大学が名寄市立大学に併設をされ、短期大学部

に名称変更となります。これを機に保健福祉学部

と短期大学部それぞれの学部の対応方針や学部完

成年次以降の将来方向などに関する学部内での調

整、また大学全体としての対応調整などその業務

や責務は広範なものとなっていますことから、新
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たに副学長と短期大学部長を配置し、数理運営面

と教育研究活動面での強化充実を図ることとして

います。また、独立法人化や短期大学部４大化な

どの大学将来構想につきましては、将来構想検討

委員会などでの検討結果を待って、望ましい教育

研究組織のあり方を追求する中で設置者との連携

をとりながら、中長期的な視点から具体化、再構

築していかなければならないと考えております。

さらに、経営面について申し上げます。大学運

営収支計画では、地方債の元利償還金を除く運営

費については学年完成年次移行における自立を目

指すことを基本としています。今のところ当初計

画を上回る地方交付税措置がされてきております。

しかし、交付税の算定基礎となる学生１人当たり

の単位費用は削減傾向にあり、また授業料等につ

きましては国立大学に準じて設定してきており、

法人化などを背景に大学競争化もあり、これ以上

の自主財源の確保は困難な状況になっております。

また、本学運営費に占める自主財源の比率は３０

％前後で、７０％前後は一般財源に依存しており

ます。今後教職員の増員配置、学年進行に伴う各

種機器の整備、計画的な保守や更新など新たな財

政需要が見込まれますことから、経費の節減とよ

り重点的な予算の執行に努めることが必要である

と考えております。今後の施設整備計画といたし

ましては、植栽による環境の保持、情報処理機器

及びシステムの整備、福利厚生施設としてのクラ

ブハウスの整備や図書館の建設などが予定をされ

ておりますが、学生生活を送る上で必要な学生食

堂や売店の拡充などの要望も出されております。

教育研究が円滑に行えるよう緊急に対応すべきも

のと当面困難な施設の拡充についてはソフト面や

民間による対応の可能性などについても検討を進

め、図書館建設との全体構想を考慮しながら、新

総合計画に基づき整備を進めてまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ答弁をいた〇１９番（熊谷吉正議員）

だきましたけれども、端的に再質問を申し上げて

おきたいと思います。

質問に入る前に、１点だけ確認をさせていただ

きますけれども、先週の代表質問、私どもの高見

議員代表質問を行っている関係で、総計と実施計

画の関係のやりとりがあったと思いますけれども、

いわゆる前期計画の実施計画の単年度ごとの計画

の提示については、出すということで私もやりと

りを聞いていたのですが、そういうことで間違い

ないかどうかをお答えください。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員からお話のあり〇総務部長（中尾裕二君）

ましたとおり進めたいと考えておりますので、御

理解をいただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

旧名寄の総計策定段〇１９番（熊谷吉正議員）

階でも単年度計画を出していただきながら、それ

ぞれ市民の関心を高めつつ、協働のまちづくりと

いう経緯がありましたから、当然のことかと思い

ますけれども、姿勢として今回情報公開の問題で

は説明責任について積極的に、能動的にという状

況では、まだ至っていないのではないかという感

じはしておりまして、答弁では一応原則公開とい

うことを言いながらも条例を改めて読み直すと決

裁や供覧、回覧が終わった実在する文書というこ

との限定つきがございまして、今日先進自治体ば

かりではなくて全体的に組織が持つ情報を積極的

に出していくという、いわゆる能動的な説明責任

についてまだしっかり受けとめ切れていない部分

が全庁的にあるような気がいたしまして、改めて

あすあさってはすぐ条例改正ということにならぬ

かもしれませんが、説明責任についてやっぱりこ

れから改正をしていくということであれば明記を

することをしっかり求めていきたいと思いますが、

お伺いいたします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

今回御質問をいただ〇総務部長（中尾裕二君）
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いた情報公開につきましては、公文書の情報の公

開ということで押さえさせていただきまして、答

弁をさせていただきました。いわゆる情報公開、

説明責任と言われる点につきましては、情報の共

有化ということであろうと思っておりまして、こ

の点につきましては現在市民懇話会で進めており

ます自治基本条例の検討の中で情報の共有として

１つ章を設けて、情報の提供、情報の公開、説明

責任ということでの整理がされると考えておりま

すので、この市民懇話会での議論でひとつ進めて

まいりたいと考えておりますので、御理解をいた

だきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういう答弁ではあ〇１９番（熊谷吉正議員）

りますけれども、制度としてしっかりと確立をす

ることがまた多くの市民が行政に対する関心を寄

せることにもなり、それがまた信頼関係というこ

とにつながって、何か自分たちもやれることはや

ろうかというようなことに機運として出てくるわ

けなのですが、求められたら出す、あるいは会議

があると出すという、そういう姿勢ではやっぱり

いけないと思うのです。条例の中でもそれぞれ情

報公開の現状について公開をする条項がございま

して、一応広報では年１回か２回提示をしており

ますけれども、あれを見る限りでは本当に温かみ

が感じられないなという感じが、無機質に近い。

情報公開の請求件数４件、公開決定４件、個人情

報がどうだこうだということで、やっぱりこれで

はちょっといけないのではないかと思いまして、

答弁でいろいろ細かくそれぞれ実施機関別あるい

は内容別にお答えをいただきましたけれども、そ

ういうことが広報でも伝わらなければならないと

いうふうに考えておりまして、これはしっかり改

善を求めたいと思うのですけれども、お答えいた

だきたいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほどもお答えをさ〇総務部長（中尾裕二君）

せていただきましたが、今市民懇話会の中で自治

基本条例という名称になるのか、あるいはまちづ

くり基本条例という名称になるのかはまた懇話会

での議論ということになりますけれども、この中

で権利及び責務であるとか、あるいは参加と協働、

さらには情報共有という、この中でしっかり組織

的、体系的、さらには制度としてこの点について

確立をするということで検討を進めてまいりたい

と考えております。ただ、情報公開にもコストが

かかるわけでありまして、市民ニーズと行政コス

トの兼ね合いということも議論しなければならな

いテーマと押さえておりますので、これらにつき

ましても市民懇話会の中でぜひ議論をいただきた

いと考えております。

以上でございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

基本条例を整理する〇１９番（熊谷吉正議員）

段階では、当然憲法と言われることですから、既

存の条例はくし刺しにそれぞれの整理をされると

いうことで、説明責任も明記をされていくという

ことでよろしいでしょうか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在進めております〇総務部長（中尾裕二君）

市民懇話会の中の議論もそういう方向で進められ

ておりますので、そうしたことにしっかりと対応

してまいりたいと考えております。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました、それ〇１９番（熊谷吉正議員）

は。ぜひよろしくお願いをいたします。

対象文書、先ほど ９５３件ほどの情報を持っ

ているということなのですが、実際にはこれは現

行条例にもあるとおり決裁とか、供覧が既に終わ

ったもので現存するものということなのですが、

先ほどの総計の前期の実施計画の問題も求められ

て高見議員の質問に答えられているのですけれど

も、そういう姿勢がやっぱりまだ少し消極的では

ないのかというふうに言われておりまして、組織

的に活用した文書、公文書、もっともっといわゆ

る政策形成過程のものも含めてということは条例
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の制定段階でもいろいろ論議があったのですが、

もうそこまでの認識が十分あるというお答えでよ

ろしいのか、改めて。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

旧名寄市における総〇総務部長（中尾裕二君）

合計画については、御指摘がありましたとおり前

期、後期と分けていながらもそれぞれの事業の予

定年度ということで公開はさせていただいており

ました。今回新市建設計画なり、あるいは新総合

計画ということで、合併に伴って行った作業でご

ざいまして、なかなか年度間の具体的なしっかり

とした張りつけということについては困難性がご

ざいましたので、むしろ誤解を招くといいますか、

トラブルが生じないという観点で５カ年の予定す

る事業ということで押さえさせていただきました

ので、決して議員が御指摘されるような消極的で

あるとか、あるいはそういう部分でございません

で、物理的に厳しかったということで御理解をい

ただきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

いわゆる積極性ある〇１９番（熊谷吉正議員）

いは説明責任をもっともっと努力をするというこ

とについて、一定の時間も必要だということは十

分わかりますけれども、ぜひ政策形成過程の、高

見議員とのやりとりを聞いていても一回出すとそ

れが変更になると必ずまたいろいろ議会や市民か

らも誤解がどうのこうのとお答えもあったりなん

かして、そちら側の立場に立つとそれも理解はで

きますけれども、市民や議会のレベルでいくとも

っともっと出していただきながら、しっかりもん

でいくと。一緒にまちづくりに参加をしているの

だという、それが単年度、１年おくれたとか２年

おくれたということについては現実ある話であり

ますから、恣意的に総務部長の答弁をいただきま

したので、しっかり御努力をいただきたいなとい

うふうに考えております。これだけで時間費やす

ことはできませんけれども、分権以降機関委任事

務の廃止だとか、地制調の動きだとか、さまざま

な部分で、条例制定以降もやっぱりしっかり既存

条例を現下に合ったような形で逐次見直していく

という努力をしていただいたり、あるいは指定数

理者制度以降の情報公開の問題だとか、まだまだ

整理をされていない部分がございますので、改め

て検証の機会としてぜひお話をしておきますので、

よろしくお願いいたします。

次に、市民活動と元気なまちづくりについてで

すが、これも端的に答弁で、今年度は考えられる

ことは現行市税条例を生かしながら、税の問題な

んかも触れられていましたけれども、私も市内の

いろんな市民団体やまちづくりに関心のある皆さ

んの動きを見ると、ぜひことし立ち上げたいのだ

という話は二、三聞いておりまして、立ち上がる

ためにやっぱり３カ月も４カ月も資料つくったり

というようなことで、その御支援もいただくとい

うことなのですけれども、具体的な話として市税

条例の中で５１条でしたか、法人市民税の減免で

所得別でいろいろランクがございまして、一番最

低のところでも制限税率使っていますから６万円、

活動あってもなくてもかかるというようなことで

ございまして、その辺のことについて意識をされ

て、現行市税条例を使いながら減免をしていこう

という受けとめ方でよろしいかどうかお知らせい

ただきたいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ＮＰＯ法人の皆さん〇総務部長（中尾裕二君）

への支援ということでは、さきの議員の御質問に

もお答えをさせていただきましたけれども、個別

の案件としては２０年度に福祉関係のＮＰＯさん

が行われる施設整備であるとか、あるいは庁内食

堂の運営、既にお願いをしておりますけれども、

継続して支援をしてまいりたいと考えております。

現在５つの法人があるわけですけれども、現行税

の制度の上から支援をできるのは法人市民税の名

等割と、あとは国あるいは道との関係もございま

すので、そこの部分につきましては踏み込めない

ということで、現在税務のほうでも検討を進めて
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おりまして、金額については議員が御指摘のとお

り旧名寄地区におきましては６万円、２１年３月

までは風連地区におきましては５万円ということ

の名等割の押さえでございまして、そのような検

討を進めてまいりたいと考えております。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

もう既にこの話以前〇１９番（熊谷吉正議員）

に庁舎の食堂だとか、いろいろ福祉活動を一生懸

命やっておられる方に対する一定の実績もござい

ますから、若干それが収益減になるという、市民

税的にあるかもしれませんが、それがまた市民活

動が活発に促進されていこうということであれば、

十分全体的にはよい結果をもたらすのではないか

というふうに考えておりますから、ぜひお願いを

したいと。

それから、支援条例の関係について、きょうあ

えて強く求めませんけれども、まさに既存団体や

さきの昨年の高見議員の一般質問の中でも既に基

本的なことは十分押さえられて答弁をいただいて

いるところなのですが、一定の時間もたっており

ますし、あるいはこれから立ち上がるであろうＮ

ＰＯ法人の皆さんも含めてしっかりどういう条例

がいいのかということについてのテーブルづくり

を求めて、これについて終わりたいと思います。

３つ目に、公益法人等へ支出行為の適正化につ

いて。３月３日の新聞に出ていますからいいでし

ょうけれども、稚内の市議会でたまたま第三セク

ターの議会での首長提案が否決をされたという。

私にとってみれば、ちょうどこの問題をいろいろ

原稿を書いていた時期でもありまして、衝撃を受

けております。議会も否決をするにしても賛成す

るにしても、いわゆるそれがどう将来的に生かさ

れていくのか、今決断をすべきなのか、あるいは

もう少し時間を稼いでいい方向に回転をさせてい

くのかという判断は本当に難しいのではないかと

いうふうに思っておりますが、名寄もお答えいた

だいたとおりたくさんの出資団体や公益法人がご

ざいまして、これらの関係に触れておきますけれ

ども、稚内の関係でもし首長さんなり副市長のほ

うで御感想ございましたら、ひとつお願いいたし

たいと思います。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

稚内市の例につきまし〇副市長（今 尚文君）

ては、第三セクターで経営しているホテルの運営

資金の融資をめぐってということでございますの

で、既に出資をしているその先ということでござ

います。議論の詳細はよく存じませんけれども、

年度ごとの経営のありようのチェックが経営主体

であります法人と、それから出資をしております

市と、さらにまたチェックをいただきます議会と

の関係で、一体どんな議論がこの間ずっと下され

ていたのか、少し詳細を知らなければまた分析は

できないと思いますけれども、少なくても運営資

金を融資をするということになりますと、これは

危険信号の第２歩ぐらい進んだのかなというふう

に思っておりますので、今私どもが運営している

その他につきましては、なるべくというよりもほ

とんど運営資金の融資ということのないような努

力をしていきたいと思います。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ対岸の火事とせ〇１９番（熊谷吉正議員）

ず、名寄のおひざ元のいろんな出資団体や公益法

人についてもしっかり目をみはっていただきたい

なというふうに考えていますが、先週大石議員が

いろいろ法務的な瑕疵の話もちらっとしていまし

て、私もここ一、二年、具体的には申し上げませ

んけれども、市が三セクの場合なら５１％以上の

出資あるいは５０％の出資しているところもあれ

ば、さまざまな部分がありますけれども、中間的

に債務処理をする場合だとか、あるいは最終的な

債務処理、債務処理というのは決して喜ばしいこ

とではありませんけれども、そういう場合のケー

スにおいて出資比率に応じた、いわゆる市の責任

みたいのを基本的にどういうラインで押さえてい

たらいいのか、改めてお聞きをしておきたいと思

います。
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今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

最終的な債務処理、あ〇副市長（今 尚文君）

るいは中間的な債務処理と両方ありまして、中間

的にはどういうことをやるか。例えば今北海道の

中ではいろんな議論になっています。コンサドー

レの運営で減債をしなければならないということ

などがありますし、最終的にはその法人をどうい

うふうに処分するかという段階で、もし負債が残

った場合にはどういうふうにするかというような

ことでありますけれども、やはりコンサドーレと

違いまして第三セクターといえども市が５１％以

上占めているという設置目的、ここのところにも

十分に関係してくるのではないかというふうに思

っております。設置目的で市が大きく出資をして、

あるいは民間の皆さんにも賛同いただきながらや

っていくと。その際、かつてから言われておりま

すけれども、北海道の第三セクターは非常に公共

ででき得ない部分をやっていると、法的に。そう

いうような関係でありますから、民間の方の賛同

出資につきましてもやや公共に依存型があるので

はないかという、その経過をずっとたどってきて

いて、北海道の中における、全体とは言いません

けれども、最終的な債務処理においては公共が担

う部分が大きいのではないかというふうに思って

いるところでございまして、必ずしもそうばかり

ではございませんけれども、市が行いました例に

ついてはむしろ業務内容の中で債務処理というよ

りも支援をどうするかということを決定してきた

という経緯がございます。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

最終的には、執行者〇１９番（熊谷吉正議員）

で判断をされて議会に提示をして私ども議会が決

めていくという、政策的あるいは政治的に決める

という可能性が今までもあったわけなのですが、

最初の答弁がありましたように一定の経営という

感覚から見て、黄色信号あるいは赤信号は赤信号

になる前に、そういう危険ラインの判断というの

は早目早目にしながら、一定のラインみたいのは

私どもがわかるようなもので、市民がわかるよう

なものについてやっぱり提示、しっかり検討すべ

きではないかというふうに考えておりまして、先

ほどの答弁は生かさせていただきながら、ぜひし

っかり対応をお願いをしたいというふうに考えて

おります。

国の国税の補助金等にかかわる適正化法案とい

うのがございまして、それが本当に適正に使われ

ているかどうかというのは当たり前に検証、監督

をするわけですが、名寄市の場合においても先ほ

ど言いましたようにもっともっと市民レベルで私

どもにもしっかりわかるようなラインを一定の制

度、根拠規定みたいなものを持ちながら、判断材

料をしっかり出していくということを求めておき

たいというふうに考えております。監査委員の皆

さん、代監さんにもお尋ねをしようとは思ってい

ましたが、時間の関係ありましてあれですけれど

も、いわゆる財政援助団体に対する監査の関係で、

現行は５０％以上で、さらに出資比率の拡大、下

げていくというのが今全国的に２５％まで下げる、

あるいはもっとラインを下げて監査をするという

経過もあるのですが、民法や商法の適用を受ける

という側面等難しい要素はありますけれども、少

なくても市で出資をしたり、補助をしたりという

ことがついて回るとすれば、やっぱり行政の責任

としてそういう団体、出資法人や特定法人の情報

の公開というか、このことについてどのように基

本的に私ども押さえておいていたらいいのか、お

知らせをいただきたいと思います。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど総務部長から御〇副市長（今 尚文君）

答弁いたしましたけれども、株券や、あるいは有

価証券の購入ということでかなりの数の出資をし

ております。かなりの数といっても３３社であり

ます。特に市が５１％以上の株を持ちます４社に

つきまして、これは当然各社の株主総会、そこで

公表されておりますし、また同時に議員会に対し

ましては年１回でありますけれども、報告をしな
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がら御意見をいただくということになってござい

まして、私どもは今置かれている範囲の中でこの

公表というのは精いっぱいやっているというふう

に思っています。

熊谷議員。〇議長（小野寺一知議員）

最後になりますけれ〇１９番（熊谷吉正議員）

ども、土地開発公社の関係について、１８年度決

算あるいは１９年度の予算なんかも見せていただ

きましたが、き年７き円近い、１９年で６き ０

００万円ぐらいですか、貸し付けを受けながら、

利子も四、五百万円、５００万円近い利息を払い

ながらということで、いわゆる土地の処分との連

動性もあるわけなのですが、やっぱり簿価との関

係、実勢価格との関係では若干不安を感じており

まして、現状の名寄土地開発公社の経営状況とい

うか、現状について最後に御認識をいただいて終

わりたいと思います。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

決算そのものにつきま〇副市長（今 尚文君）

しては、き年６月議会で報告をしていると思いま

すけれども、御承知のとおり全道的にではありま

すけれども、土地開発公社が行政の先行の土地取

得という役割を果たして、箱物の行政がなかなか

少なくなったという点では土地開発公社の役割そ

のものを議論するという時代になってまいりまし

た。したがいまして、名寄市の場合についてもそ

れに該当するかどうかは別にいたしまして、持っ

ている土地の処分といいますか、それをどうする

か真剣になって検討していかなければ、特に大型

の土地についてはそれぞれ目的を持って購入をし

たものでありますけれども、まだ未処分というこ

とでございますので、このまま続いていいかどう

か、もちろん２０年の例の財政再建法の適用にも

なりますので、私どもとしてはそれをにらみなが

ら、この土地の処分について、土地開発公社全体

の運営について考えていかなければなというふう

に思っています。

以上で熊谷吉正議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

農地流動化銀行の設立について外３件を、佐藤

勝議員。

おはようございます。〇１０番（佐藤 勝議員）

議長の御指名をいただきましたので、通告順に従

いまして、質問いたします。

初めに、農地流動化銀行、農地バンク、仮称で

はありますが、このことについてお尋ねをいたし

ます。近年農業経営者の高齢化、あるいは担い手

不足などの理由で、農地の遊休化、荒廃化の進行

が心配されています。従来風連地区においては、

農地の売買、賃貸借は各地区の農用地利用改善事

業実施組合があっせんの労を担ってきたところで

あります。しかし、現在規模拡大の手詰まり感、

受け手である担い手の減少、高収益作物の導入で

今以上の面的拡大を望まないなどの理由で地区内

だけでは受け手が見つからず、あっせんに困難を

来すところも出始めており、貸し手、売り手の方

々が親戚、友人などのつてを頼っての対応が目立

ち始めております。その一方で、耕作者を必要と

する経営者は地区を限定しないで耕地を模索する

動きがあり、農地情報の入手窓口一元化を求めて

おります。以上のことの解決策の一つとして、農

地を売りたい、貸したい人と買いたい、借りたい

農家がそれぞれ登録し、データベース化して農地

流動化情報の一元化と迅速化を図るシステムを早

期に立ち上げることを御提案申し上げます。農業

委員会、農用地利用改善事業実施組合、農協の３

者がより連携を深め、農地流動化銀行、農地バン

クを設立し、農業者間のスムーズな農地流動を図

り、利便性を高めるべきであります。そして、そ

のことにより農業経営の安定、農村の活性化、そ

して農業振興につながるものと確信するものであ

ります。

次に、２つ目として、ふるさと納税に対応する

寄附条例の制定についてお尋ねをいたします。国

は、平成２０年度に都市と地方の格差是正を目的

に地方自治体への寄附を税額控除の対象とするふ
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るさと納税制度の導入を予定しているところであ

ります。それに先駆けて環境保全や福祉、農林振

興など税金の使い道を明らかにし、寄附を募る地

方自治体が急増し、２００４年に３町村が関係条

例を制定したことを皮切りに、２００８年１月現

在全国で３２市町村が独自に寄附制度の条例を制

定しております。この動きは今後さらに加速しそ

うな勢いで、かつてのふるさと創生資金をほうふ

つさせないでもありませんが、いずれにしろ政策

提案型の寄附を求めるものであり、自治体の魅力

が試されるところではあります。ふるさと名寄を

再点検、再認識する意味からも早期の条例制定を

求めるものであります。

３つ目といたしまして、エフエムなよろＡｉｒ

てっし風連中継局の設置についてお尋ねを申し上

げます。平成１８年３月２７日、風連町と名寄市

の合併と時を同じく、コミュニティーＦＭ局エフ

エムなよろＡｉｒてっしの電波が発せられました。

コミュニティー放送局は、平成４年に制度化され

た超短波放送局で、地域に密着した情報を提供し、

現在北海道では２４社がそれぞれ特色ある番組を

地域に提供しております。大きなメディアでは伝

えられない街角の話題を拾い、生活情報を伝え、

そして市民のホットな息遣いを発信する双方向地

域密着の番組づくりが地域ＦＭラジオの輪をさら

に大きく広げているのであります。さらに、災害

情報も地域ＦＭの重要な役割で、名寄市において

も市の区域内に災害が発生し、災害対策本部を設

置したときは、市の防災担当部署からＡｉｒてっ

しの通常放送に割り込み放送ができるシステムが

導入されております。この緊急放送により、いち

早く災害情報が市民に伝えられ、市民の生命、財

産、安全、安心が守られるのであります。このよ

うに今や市民と密着し、市民生活には欠かせない

情報源である地域ＦＭラジオ局ですが、現在風連

地区の瑞生、中央の南部、そして日進地区が難聴

あるいは全く放送が入らない状況下にあります。

同じ放送エリア外だった智恵文地区約２００戸に

つきましては、平成１８年９月１日に中継局免許

が出て、現在は情報ギャップはほぼ解消されてお

ります。市の行政防災無線の戸別受信機の設置に

つきましても財政的、年数的に近々に実現する見

込みはなく、今現在強力な防災情報伝達の機能を

有する地域ＦＭラジオ局の受信エリア拡大は市民

ひとしく安心、安全を享受する立場からも急務で

あります。４月には、サテライトスタジオの機能

を有する道の駅のオープンも控えており、風連中

継局の早期設置を求めるものであります。

最後に、４つ目といたしまして、道の駅もち米

の里☆なよろの外壁の色が変更になった理由と経

過についてお伺いをいたします。昨年７月から国

道４０号線、名寄市の玄関口となる風連市街地南

側で建設が進められていた道の駅もち米の里☆な

よろもこの２月２９日工事が完了し、いよいよ４

月２０日日曜日に予定されているオープンを待つ

ばかりとなっています。この道の駅は、道路利用

者のための休息機能にとどまらず、道路利用者や

地域の方の情報発信機能、そしてさらには近隣の

まちとまちとが手を結ぶさまざまな取り組みの場

としての地域連携機能をも持つものとして、市内

外からいやが上にも大きな期待が寄せられている

ところであります。

さて、市民期待の待望の道の駅ではありますが、

いわゆるコンセプト、これは概念全体を貫く統一

的な視点という訳され方がされておりますが、コ

ンセプトの３大要素であるデザイン、機能、そし

て色彩のうち、外壁の大方を占める色が当初の茶

系から銀色系に変更になった理由と経過とをお知

らせ願います。

以上、この場からの質問を終わります。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

おはようございま〇経済部長（手間本 剛君）

す。ただいま佐藤議員から大きな項目で４点にわ

たり御質問がございました。１点目、４点目につ

きましては私のほうから、２点目、３点目につき

ましては総務部長からのお答えとなりますので、
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よろしくお願いをいたしたいと思います。

初めに、農地流動化銀行（仮称）についてのお

答えでございます。本市の基幹産業である農業を

取り巻く情勢は、農産物の価格の低迷など一段と

厳しさが増すとともに、高齢化に伴います農家戸

数の減少、後継者不足など農村地域の活力低下が

懸念される中、農業生産の基盤をなす優良農地の

確保、有効利用の推進と地域農業を支えるすぐれ

た担い手の育成確保が重要な課題というふうに考

えております。こうした状況のもと農地流動化に

伴いますあっせん、賃貸の実績でありますが、各

年次の１月から１２月まででございます。名寄地

区では、平成１８年度ではあっせん３７件、面積

で１４ １でクタール、賃貸借では４８件、１７

５でクタール、１９年度ではあっせん１４件、

６ ９でクタール、賃貸借７０件、２２４でクタ

ールでございます。風連地区では、同じく平成１

８年度ではあっせん２３件、７ ３でクタール、

賃貸借２８件、６ ５でクタール、１９年度では

あっせん３８件、１２ １でクタール、賃貸借７

０件、２０ １でクタールとなっております。農

地のあっせん等につきましては、風連地区におき

ましては昭和５７年から農用地利用改善事業実施

組合におきまして各組合長を初め農用地流動化推

進委員の協力のもとに実施してまいったところで

ございます。また、名寄地区におきましても合併

した平成１８年度からは新たに農用地流動化推進

委員を配置いたしまして、農業委員とともに農地

流動化推進の原動力として御活躍いただいている

ところでございます。耕作放棄地につきましては、

２００５年の農業センサスによる耕作放棄地は６

０でクタールでございまして、昨年９月農業委員

協力のもと実態調査を実施いたしましたところ、

結果として名寄地区では３１でクタール、風連地

区では６でクタールと押さえさせていただいてお

ります。今後も耕作放棄地が拡大しないように対

応を検討してまいりたいというふうに考えており

ます。また、一部地域におきまして農地のあっせ

んを申し出ましても買い手がつかない、大変苦慮

しているというふうな声を聞いておりますので、

議員から御提言ありました農地を売りたい、貸し

たいという、つまり出し手でございますが、の人

と借りたいという受け手の人を結びつける農地流

動化情報の一元化に向けまして、農地の有効利用

と利用集積を一層進めるために、また耕作放棄地

対策を含めました市地区内における農地の利用調

整で、売買、賃貸に至らなかった土地について地

区外からも広く対象農地の情報を提供できるよう

農業委員会と協議、体制整備を含め検討してまい

りたいと考えているところでございます。今後農

地情報の登録内容、これにつきましては個人情報

の保護に関する規定も含めまして、情報の閲覧場

所の検討、また地区データを活用することにより

まして農地情報の整備を取り組む上で効果的であ

り、天塩川地区農地情報整備推進協議会で実施い

たしております農地情報システムの地図データの

整備につきましても活用できるかどうか、関係機

関と検討してまいりたいというふうに考えている

ところでございます。

次に、道の駅もち米の里☆なよろの外壁色を変

更した理由と経過についてのお尋ねでございます。

外壁色の関係でございますが、完成予想図では外

壁関係が茶系色でありましたが、その後建物の外

観が建ち上がった１０月中旬に現場にて壁れんが

材及び屋根部分の色を具体的に見本品を陳列いた

しまして、関係者にて協議をしてまいりました。

その中では、壁れんが材につきましては周辺の農

村景観などを勘案し、春、夏、秋、冬を通してマ

ッチする壁れんが材として茶系色の濃い色とする

ことになったところでございます。また、屋根部

分のパラペット部分でございますけれども、耐火

材料が必要とされていることから、材質は金属断

熱パネルを採用いたしたところでございます。耐

火断熱材は、国内で２社しか認可メーカーがござ

いません。色につきまして茶系色がないというこ

とであったこと、また色も限られているために前
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段申し上げました四季を通じての壁の色合いにマ

ッチしたものを選定したところでございますので、

御理解を賜りたいと思っております。

以上、お答え申し上げました。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

ふるさと納税に対す〇総務部長（中尾裕二君）

る寄附条例の制定についてお尋ねをいただきまし

た。条例制定に向けた考えはということでありま

すが、寄附を募る手段として、また情報発信の有

効な手段として活用できないか、現在検討を進め

ております。道内では、現在２つの市と９つの町

で制定をされておりますが、それらの先進例を見

ますと、各市町村が事業区分の中で自治体として

の特徴を出してまちのＰＲをしていこうと工夫し

ていることがうかがえます。隣の下川町では、下

川森林づくり寄付条例として単一の事業に対する

寄附条例としておりますし、また本年度より条例

が発効した夕張市では映画ロケセット施設の保全

に関する事業、市民による映画祭の開催に関する

事業などが事業区分として制定をされており、ニ

セコ町では有島武郎に関する資料収集、また道外

になりますが、益子焼で有名な益子町では陶芸の

町にふさわしい文化振興に関する事業などを明文

化をし、寄附の目的である事業区分を見ると森づ

くりの町、映画の町、陶芸の町とその町がイメー

ジをできて、町の特徴やセールスポイントに興味

が向くように条例が制定されるのではないかと考

えております。名寄市としてもこの制定に向け、

市としてのセールスポイントをどこに置くのか、

名寄市に思いをはせる方やそうでない方にもどん

なまちをイメージしていただくのか、いろいろな

方と少し夢のある部分も含めて議論を重ねながら、

条例制定に向けて努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、エフエムなよろ風連中継所の設置につい

てお尋ねをいただきました。議員からもありまし

たように、平成１８年３月２７日の新名寄市の誕

生と時を同じくして名寄と風連をエリアにしたコ

ミュニティー放送局エフエムなよろが開局いたし

ました。コミュニティーＦＭ放送は、市町村など

の一部の区域で地域に密着した情報を提供するこ

とを目的に平成４年に制度化された超短波放送で、

阪神・淡路大震災を契機に急増いたしました。特

に北海道内においては、函館の開局が全国第１号

であったことやこの広大な面積のために全国の１

０分の１に当たるＦＭ放送局が存在をしておりま

す。エフエムなよろは、道内で２１番目に開局を

したＦＭコミュニティー放送局で、名寄市のほぼ

全域を放送区域とし、防災のため２４時間放送で

市民参加の地域の番組や地域密着の情報を放送を

しております。行政提供情報の放送としては、定

時放送として１日３回、名寄市からのお知らせと

して広報なよろと名寄新聞、北都新聞の名寄市広

報欄に掲載するお知らせ情報を中心に、市関係施

設からの月間予定や学校行事など従来の紙媒体に

よる広報では、情報量の制限があってお知らせで

きなかった分野の情報なども織りまぜながら、Ｆ

Ｍ放送を通じてお知らせをしております。また、

臨時放送では、地域情報の発信とは別に災害時の

協定を結び、災害発生時における通常放送に優先

をした緊急割り込み放送によってＦＭ放送が持つ

地域性と速報性を活用した情報提供を行うことが

できます。

智恵文に設置をしたサテライト局の電波発信状

況を申し上げますと、本局では２０ワットの出力

で、智恵文サテライト局では出力を３ワットに抑

えております。智恵文峠において両電波がかぶさ

って聞こえづらい状況になっておりますが、人家

がないために大きな障害とはなっておりません。

御質問にありました風連中継局の設置につきまし

ては、設置箇所が地形的に平たんでありまして、

智恵文峠のように電波を分断する状況にないこと

から、エフエムなよろの責任者からも電波の干渉

が発生するなど技術的にも困難であるとの見解を

いただいております。現状では大変難しいものと

考えておりまして、御理解をいただきたいと思い



－235－

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１０番（佐藤 勝議員）

ただきました。順次再質問をさせていただきます。

初めに、仮称ではありますが、農地流動化銀行、

農地バンクというふうな言い方もしているところ

もあるようですが、このことについて改めてお尋

ねをさせていただきます。今御答弁の中で今後農

業委員会等と連携をとりながら、早急に体制を整

えていきたいという非常に前向きな御答弁をいた

だきました。私も先ほど質問の中で申し上げまし

たとおり、なかなか地域の増進組合のあっせん部

会の方が大変御苦労いただいて、売り主、買い主

の方のあっせんに当たっていただいているわけで

すが、なかなか現実相手先が見つからないという

現状が出てきておりまして、そのことが一つなの

ですが、やはり農業に関しては農業委員会がまず

農地ですから第一なのですが、それと同時に農業

経営に関する部分でありますので、農協の部分が

従来農地の移動についてはちょっと後にあったの

かなというふうに思うのです。ですから、私も先

ほど申し上げましたが、今後体制整備をしていく

中ではやはり農協の存在というのが欠かせないと

いうふうに思うのです。農協がやっぱりいろんな

多くの情報を持っておりますので、農協と連携を

することによって、さらに農地の移動がスムーズ

になることが期待できますので、そのあたりの農

協との連携についてのお考えありましたら、お答

えを願います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今新名寄市といい〇経済部長（手間本 剛君）

ましょうか、農業委員会のほうでやられているあ

っせんの実態については十分に承知はしていない

のですけれども、旧風連の部分で限ってお話しさ

せていただきますと、今議員お話ありましたよう

に農協との部分が事場面、次第によっては農協に

声をかけたり、お話を伺ったりというようなこと

がございました。しかし、基本的には農業委員会

が中に入って利用改善組合、各委員さん方のお世

話をいただきながら進めてきたという実態にあり

ます。しかし、今お話しいたしましたように農地

が大変憂慮されておりますので、そんなことも含

めあわせて今後農協の分も含めた形の中で農業委

員会とも十分協議させていただきたいというふう

に思っておりますので、御理解を賜りたいと思っ

ております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひそういう方向で〇１０番（佐藤 勝議員）

進んでいただきたいというふうに思います。

あと、先ほど閲覧する場所です。端末、ＩＴ化

するのであれば端末になるのでしょうが、一覧性

を高める意味ではぜひデータベース化して、閲覧

を非常に簡易にするということはよろしいかと思

いますし、これは個人の財産に係る部分ですので、

御本人の同意はいただくことは当然なのですが、

やはり農協と情報を共有するという意味で、農協

と、それから行政サイド両方に端末を持つべきだ

というふうにも思うわけですが、非常に具体的な

話になるのですが、そのあたりについてのお考え

がありましたら、お答えを願います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今お話しさせても〇経済部長（手間本 剛君）

らいましたように、農業委員会のほうに具体的に

会長含めて皆さん方にお話をまだしておりません。

したがいまして、今後今議員おっしゃったような

ことも含めてまずお話をして、どういうふうなこ

とが一番望ましいのか、個人の情報ということも

あるものですから、そんなことも含めて前向きに

検討させていただきたいと思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この件に関しては最〇１０番（佐藤 勝議員）

後の質問になりますが、今部長のほうから前向き

に検討したいという御答弁をいただいたわけです

が、これから農業委員会のほうにお話をされると

いうことなのですが、このデータベース化といい
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ますか、農地バンクといいますか、そういったも

のが設置される、前向きに検討したいということ

ですので、いつぐらいまでというめどがありまし

たら、お答えを願いたいのですが。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今先ほどお話しさ〇経済部長（手間本 剛君）

せていただきましたように、既存の部分の中では

てしおがわ土地改良区がベースとなる仕組みを持

っております。それをいろんな意味で活用させて

いただいております。そこの部分の中につなげる

のかどうなのか含めて検討していきたいというふ

うに考えておりますので、御理解いただきたいと

思っております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

一刻も早い取り組み〇１０番（佐藤 勝議員）

を期待申し上げます。

それから、次の２番目のふるさと納税に対応す

る寄附条例の制定に関して改めて再質問させてい

ただきますが、これは代表質問の中でも出てきて

おりますので、同じような御答弁をいただいてお

ります。市のほうとしても非常に前向きにとらえ

ているということで期待をしているわけですが、

制定の時期をいつほどにとらえているか、スケジ

ュール的なものがありましたら、お答えを願いた

いのですが、いかがでしょうか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

できましたら、次年〇総務部長（中尾裕二君）

度からスタートできるようなことを想定をしなが

ら整備を進めてまいりたいと考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

ことし１年検討して〇１０番（佐藤 勝議員）

ということかと思いますが、御答弁にもあったと

おりこの条例というのは非常に市民にとっても胸

躍る部分があると思うのです。わくわくする部分

があると思うのです。というのは、我がまちの宝

物を探し出していくわけですから、よく言われる

ようにあなたのまちの魅力が３つあるとすれば３

つ挙げてくださいと言ったら、すぐ挙がるかどう

かというようなことはよくいろんな場面で出てく

るのですが、名寄市の場合は本当にたくさんの魅

力、宝物がありまして、サンピラーもありますし、

モチ米もありますし、アスパラもあるし、大学も

あるし、天文台もあるしということで、カーリン

グもあるしということで、どれをではピックアッ

プして寄附条例にのっけようかということが非常

に楽しい議論になる１年かなというふうに思いま

す。

そこで、御提案なのですが、その中にぜひそん

なことで市民がこぞって参加をして、対外的にア

ピールしていく条例だというふうに思いますので、

市民の方とともに条例の制定を進めていくという

ふうなお考えがあれば御提案願いたいのですが、

いかがでしょうか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

名寄市の魅力という〇総務部長（中尾裕二君）

ことにつきましては、地域で住まいをする市民の

感覚としての魅力と、また名寄市に生まれ育って

他の地に行かれた方が外から見た名寄の魅力とい

うことも当然あろうと思いますので、そうしたこ

とを全体的に相談できる機会を設けて、ぜひ相談

をしたいと考えておりますし、先ほど私次年度と

申し上げたのは２１年４月ということでございま

すので、誤解のなきようひとつお願いしたいと思

います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

誤解はしておりませ〇１０番（佐藤 勝議員）

んので、新年度というのは、まだ旧年度というか、

私の言い方が誤解を招いたのかなというふうに思

いますが、明けて４月以降から見た場合の新年度

ということで理解をしておりますので、鋭意取り

組んでいただきたいというふうに思います。ぜひ

新しい総合計画の中でも協働のまちづくりをイの

一番に挙げているわけですから、市民の皆さんと

新しい名寄市の寄附条例つくる会と市民の会みた

いなものを立ち上げて、そこでけんけんがくがく

１年間かけてやると。市民の皆さんと条例をつく
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って、そしてどうですかというような形をぜひつ

くっていただきたいというふうに御提案を申し上

げますので、鋭意御検討いただきたいというふう

に思います。

続きまして、地域ラジオ局Ａｉｒてっしの放送

エリア外の問題なのですが、今技術的な問題があ

るということでお答えをいただいて、なかなか実

現が難しいということかなというふうに受けとめ

させていただきましたが、今現在風連地区で放送

エリア外となっている戸数を何戸というふうにと

らえているかお答えを願います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

大変申しわけありま〇総務部長（中尾裕二君）

せんが、今手元に資料を持ち合わせておりません

ので、承知をしておりません。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

多分そうだろうなと〇１０番（佐藤 勝議員）

思ってお聞きをした次第なのですが、失礼ではな

いとは思うのですが、これは１９年の風連地区の

戸数なのですが、 ８４８戸、それからエリア外

とされている地区が２区、３区、４区、それから

西風連、それから１１区、１２区、１３区、１５

区です。それを合わせて約３８４戸になります。

これは、パーセントでいうと風連地区の全戸数の

２１％になるわけです。名寄市全体から見ると１

万 ６００戸ということのようですから、 ６％ 

になるわけで、智恵文地区は２００戸で、これは

名寄地区全体からいいますと ４％だったのです。

今現在１万 ６００世今のうち１万 ２００世今、 

約９ ４％が聴取可能ということになっておりま

すが、この風連の ８４８戸のうち２１％に当た

る戸数が放送エリア外にあることについて改めて

御認識をお伺いいたします。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

議員御指摘のとおり、〇総務部長（中尾裕二君）

防災対策も含めた安全、安心のまちづくりから考

えますと、その必要性を十分認識をしております

けれども、ただ技術的な問題と申しますか、地域

のＦＭ局が出力の全体的な規制がかかっていると

いうこともございますし、また地形面等から今の

技術では相当困難性があるということであります

ので、もちろん財政面がないわけではありません

けれども、その前の環境整備としてかなり厳しい

ということでございますので、今後規制緩和がど

のぐらい進むのか、あるいは技術革新がどのぐら

い進むのかというのはまた別の問題としてありま

すけれども、ぜひ必要性は十分認識しております

ので、継続して検討してまいりたいと考えていま

す。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今防災のお話も出ま〇１０番（佐藤 勝議員）

したが、この防災計画の中にも地域ラジオのこと

については書かれてあります。１つには、先ほど

申し上げましたが、この中の３０ページに確実に

情報伝達できるような必要な体制の整備を図ると。

それから、次にはやはり市町村防災無線等の無線

系、戸別受信機を含む、の整備を図るとともに、

有線系へや携今電話も含め、災害時要援護者にも

配慮した多様な手段の整備に努めるということに

なっております。先ほど申し上げましたとおり、

風連地区の２１％、約４００戸にも迫る世今が放

送エリア外にあるということをまずしっかりと認

識をしていただかなければいけないのが１つと技

術的に難しいというのはわかります。ハウリング

が起きる、干渉が起きるというようなお話も伺っ

ておりますが、そこでとまっていたのでは、それ

から技術革新にまつだけでは余りにもちょっと心

もとないなというふうに思うわけです。確かに智

恵文地区とは条件が違いますので、困難なことは

わかるのですが、ただ、今いろんな取り組み部長

のほうからもお話しいただきましたが、１つはや

っぱり特区的な対応です。７ ８でハウリングが

起きるのであれば周波数は変えられないのかとか、

出力については全く問題がないというふうに私は

認識をしておりますので、それはクリアできると。

では、ハウリングできる部分を安定、放送、電波
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の方向を多少調整するとか、あるいは情報特区的

な取り組みで周波数を２つとるとか、そういった

ことの検討はされましたか。いかがですか。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

もともと本局のほう〇総務部長（中尾裕二君）

の出力の規制というのは、それ以上大きくすると

また新たな電波障害を起こす危険性があるという

ことでの法の規制だと考えておりまして、ここの

部分についてはなかなか規制緩和は難しいのかな

と考えております。それから、現行で相談をさせ

ていただいている段階での技術的に極めて困難と

いうことですので、ほかの解消手段が場合によっ

てはとれるのかどうか、あるいは技術的に現行の

手段であってもいろいろ組み合わせをすると何と

か解消ができるのか、これらにつきましてもぜひ

検討してまいりたいと考えておりますので、御理

解をいただきたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

今御答弁の中でほか〇１０番（佐藤 勝議員）

の手段も含めてというふうなお話があったのです

が、そうなのです。ほかの手段もいろいろ考えら

れるというふうに思います。１つは、戸別にアン

テナを上げるということによってかなりこのこと

は難聴地域の解消には役立つのかなと。テレビア

ンテナのような形状になるのかなと思いますが、

そういったことも一つになろうかと思います。

それから、出力については本局と申しますか、

名寄の本体については２０ワット、それから智恵

文については３ワットということなのですが、プ

ラスの部分があって、これは問題ないというふう

に私は認識をしておりますので、これは先ほど戸

別の防災無線の予定もここには書き込まれている

わけですが、これよりははるかに安価で確実に情

報をとれるというような手段にもなろうかと思い

ますので、そのこともあわせて検討していくべき

だというふうに思います。

Ａｉｒてっしのコマーシャルをするわけであり

ませんが、去年１９年において留萌海上保安庁の

ほうから海難防止に大いに貢献したということで

表彰状がＡｉｒてっしのほうに届いているという

ことで、これは日ごろの放送を通して海難防止を

呼びかけた結果、昨年度の留萌海岸における海難

事故が非常に少なくなったということなのです。

同じようなことが日常的に名寄市内について雨が

降って、風が吹いて、雪が降ってという中で、そ

ういった防災情報を流すことによって免れる災害

も出てくるということでありますので、ほかのエ

リア外の所数の官庁からも表彰状をいただいてい

るぐらいの効力のある、働きのある、実績のある

地域ＦＭラジオ局でありますので、もっともっと

技術的な壁をクリアするのには、技術的な壁があ

ってクリアできないからだめだということではそ

こでとまってしまうわけですから、ではどういう

ふうにクリアしようかという部分に進んでいかな

いと新しい展開は出てこないわけです。釈迦に説

法で大変心苦しくは思っていますけれども、やは

り一歩前に出ていただかないとこの２１％の放送

エリア外は埋まらないのです。今度４月に道の駅

がオープンします。その中にサテライトのブース

もありまして、そこからやっぱり電波が出ると。

肝心かなめのあの部分がもう既に難聴の地域に入

りつつあるのです。これは、ちょっとこっけいな

話といえばこっけいな話にもなってしまうわけで

すから、そのあたり道の駅から電波放送が出るこ

とについて、こういった問題が潜在しているとい

うことについてはどのようにお考えでしょうか。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

道の駅の関係と、それ〇副市長（今 尚文君）

から防災の関係含めまして少し答弁をさせていた

だきます。

先般道の駅サミットをやりまして、その中でも

うお聞きだと思いますけれども、ＦＭのブースを

設置すると。しかし、ＦＭの情報発進力にも限り

があります、地域、行政区域内限定型であります

から。それでは、道の駅サミットをやって、上川

数内４０号のルートをどうつなぐかという議論に
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なっていきますけれども、今これは超法規的にも

やるわけにもいきませんし、その辺ではお互い知

恵を出し合って、電波を数理をしている総務省と

の関係、これありでありますから、そこのところ

と各地域における電波のリレーをどうするかとい

うようなことにつながってくるのではないかとい

うふうに思っておりまして、佐藤議員おっしゃる

ようにこれでだめだからあきらめたということで

なくて、これは各単位市町村との連携も必要にな

ってきますけれども、いろんな方法を考えて、道

の駅から発信する情報が少なくても国道４０号全

体の中における防災など、あるいはコミュニケー

ションの役に立てば幸いかなというふうに思って

いますので、ここのところは少しこれからの研究

課題になるなと思っています。

それから、私が車の中でずっと聞いておりまし

て、やや士別の入り口までは国道沿いはいいなと、

こういう感じを持っておりました。まだ山合いに

は入って聞いておりませんけれども、これはエフ

エムなよろさんがかなり各地域全体にわたってど

のくらいの障害があるかどうか調査をしていると

いうふうに聞いておりますから、そことの突き合

わせが必要でないかというふうに思っています。

ただ、道の駅のあたりが難聴地域だということは

私今初めてお聞きしました。私の感じでは、あの

地域は難聴地域でないのだというふうに思ってお

りましたので、その課題は持っておりませんでし

た。その課題については、せっかくＦＭのブース

をつくるわけでありますから、エフエムなよろさ

んとの協議をさせていただけたらというふうに思

っているところであります。

また、防災の関係でありますけれども、ＦＭは

残念ながらラジオでございますから、好みによっ

て聞く人も聞かない人もいる。ただ、防災があっ

たときにこのＦＭを通じて流しますよということ

になりますと、これは災害があったときには関心

を持っていただけるかなというふうに思っており

ますけれども、ＦＭがあろうがなかろうが、やは

り適切な情報の伝達手段というのは持たなければ

ならないと思っております。防災無線にまで至り

ませんけれども、従来までも災害があった場合に

はこういう伝達方法をしようという方法は実はあ

るわけであります。例えば町内会組織を通じる。

主にそこでありますけれども、そういった方法は

持っていると。さらに、防災計画に書き込まれて

いますのは、やっぱりＦＭを使って、情報を使っ

てやっていこうということになっておりますので、

情報はできるだけ細かく伝えられればそれにこし

たことございませんから、ぜひ先ほど来総務部長

が答弁したようにいろんな方法もまた研究を進め

ていくべきというふうに思っております。くどく

なりましたけれども、道の駅そのものが、あの場

所が難聴地今だという認識ございませんでしたの

で、ぜひその辺についてはＦＭさんとの協議を進

めさせていただきたいというふうに思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

これはエリア図なの〇１０番（佐藤 勝議員）

ですが、ちょうど今私が言ったのは道の駅がとい

うことではなくて、道の駅のあのエリアがという

意味で広くとらえておりますので、誤解のないよ

うにお願いしたいのですが、ここが風連市街の入

り口になるわけですから、ちょうどここのライン

がかかっております。ですから、境界線になろう

かというふうに思います。そんなことで、いずれ

にしても市民ひとしく放送文化に接したいという

希望もあることですし、それから市民の安心、安

全の部分からいってもエリア拡大はやはり市の緊

急の課題として取り上げていかなければいけない

というふうに考えているわけですが、智恵文地区

のアンテナについては８００万円ほどの予算がか

かっているわけですが、予算措置も含めて早急に

これについても検討課題として机上に上げるべき

だというふうに思いますが、最後にこのことにつ

いて具体的な今後の考え方をお答えを願います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

御質問をいただいて〇総務部長（中尾裕二君）
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おります風連地区の解消につきましては、智恵文

地区では８００万円ないし ０００万円で解消で

きましたけれども、技術的に現状で困難というこ

とですので、この金額でということではなかなか

金額として予算をつけて解消できるということに

現時点ではなっておりませんので、どういう方法

がとれるのか、ぜひちょっと時間はかかるかもし

れませんけれども、検討させていただいて、対応

してまいりたいと考えております。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

この問題については、〇１０番（佐藤 勝議員）

これからもその都度どういう状況かについてお尋

ねをしてまいりたいというふうに考えております。

最後になりますが、道の駅の外壁のことについ

てお答えをいただきました。初めに、副市長にお

尋ねしたいのですが、どちらの副市長にお尋ねし

たらいいのか私判断できませんが、この外壁の変

更したことについての事務分掌といいますか、所

数についてはどちら、建設なのでしょうか、経済

なのでしょうか。私は、建設かなというふうに思

っているのですけれども、いかがですか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

色を選定する段階で、〇副市長（小室勝治君）

それぞれ集まって検討会を開きました。それで、

壁はどういう色にしようと、そういった検討を重

ねていったわけでございますが、上の部分がイメ

ージ図では茶色っぽいイメージ図が載っていたと

いうようなことで、調べてみますとその部分で耐

火性の焼きつけの塗装をしているところは２社し

かないということが判明しまして、イメージ図の

色と変わったという部分でございまして、壁の色

については指定数理を受けております特産館の社

長さんも入っていただきながら、将来のこともあ

りますから、壁の色は決めさせていただいたとい

う経過になっておりますし、また今手間本部長の

ほうからお話あったとおり、上のパラペットの部

分がそういった事情で変更になっていたというこ

とでございますが、これについてはちょっと私た

ちも心配したわけでございますけれども、それを

色を新たにつくって焼きつけをしているのでは工

事には間に合わないというようなことも含めてあ

ったわけでございますし、またせっかく焼きつけ

で塗装しているものをペンキを後から塗るという

のもこれいかがなものかということで、そのまま

進まさせていただいたということでございますが、

イメージ図は色はどんな色でも載るわけでござい

まして、それが目についているものですから、ち

ょっと感じとしては違うイメージが与えられたの

かなと、このような思いをしております。また、

今冬場でございますから、白っぽい色になってお

りますけれども、これがグリーンになると非常に

映えるのではないかという意見もございますから、

色彩的な感覚も含めて考えておりますので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

建設部なのか経済部〇１０番（佐藤 勝議員）

なのかよくわからない。結局わからないで、今ま

た再質問に立ったわけですけれども、昨年の７月

２日に第３回の臨時会が開かれて、工事請負契約

の締結についてということで議決がなされていま

す。そのときの外観パース、これ説明資料いただ

いております。外観パースということでこのよう

に出ているのですが、これは鳥のような目から見

た部分です。茶色になっています。それから、こ

れは水平面で見た外観パース、これも茶色です。

さらには、いろんな形で一貫して茶色、これは道

の駅もち米の里☆なよろということで非常に大き

な形で出てきております。これもごらんいただい

たとおり茶色です。でき上がったものは、私先日

写真を写しました。小さいので、ちょっとごらん

になりにくいかなと思いますけれども、これは今

御答弁いただいたとおり若干見た印象が違うとい

うレベルの違いではなくて、この外観パースとで

き上がったものはとてもとても同じ建物というふ

うには私は思えません。やはり茶系、ブラウンと

いうのは大地の色でもありますし、非常に重量感
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もありますし、落ちつきもあると。土の色でもあ

るということなのですが、反してこちらは無機質

な、夏になれば見ばえするというようなお話なの

ですが、それはいろんな見解の相違はあろうかと

思いますが、私はなかなかそういう考えはできま

せん。これが今お話の中では間に合わないという

ことなのですが、ではこれ７月２日に２き ２６

０万円で落ちているのですけれども、当局として

どういうふうな見積もりを持っていたのかなとい

うふうになるのです。当然この部分にはこの部材

を、建材をということで、そこも積算の結果盛っ

ていたと思うのです、この締結に当たっては。そ

のあたりいかがでしょうか。あくまでもそうでは

ないというふうな見解しか出てこないのか、いか

がですか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

設計の段階での積〇経済部長（手間本 剛君）

算についてのお尋ねだったというふうに受けとめ

させてもらいましたけれども、当初につきまして

は全体面積で張る部分の面積は３６０平方メート

ルでございまして、単価当たり１万 ０００円と

いうことで積算をさせていただいておりました。

そんなことで御理解をいただきたいと思っており

ます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

要するにいつの時点〇１０番（佐藤 勝議員）

で茶系からこのシルバーに変わったのか。そうい

った連絡、私も以前前回のガスの配数問題で総務

部長とお話しさせていただいて、議論させていた

だいた経過の中では、報連相、報告、連絡、相談

という形を今後総務部長の御答弁でも強めていく

というようなお話があったのですが、私は大きな

設計変更だと思うのですが、こういったものがど

ういうふうに伝えられていったのか、そのあたり

いかがでしょうか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

今いつの時点で従〇経済部長（手間本 剛君）

来のパーツから白っぽいといいましょうか、ふう

に変わったのかというお尋ねだったと思いますけ

れども、その部分につきましては先ほどお話しさ

せていただきましたように１０月の下旬に建物全

体が建ち上がってくるだろうということで、さて

色を決めなければならないというようなことでご

ざいまして、１０月中旬から現地のほうにたびた

び関係者と足を運んで、こういった色合いでどう

だろうかというようなことで、パネル見本も出し

て具体的に検討させていただいたのが１０月中旬

以降でございます。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

１０月中旬以降に変〇１０番（佐藤 勝議員）

更を決定したということなのですが、これは議会

のほうに伝えられたのはいつですか。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

改めて議会のほう〇経済部長（手間本 剛君）

に、所数の委員会といいましょうか、そちらのほ

うにはお話はしたというふうには受けとめており

ません。パーツにつきましては、こういったイメ

ージでと。外観図、想定図で今取り組んでおりま

すということで、早い段階では記憶ちょっとはっ

きりはしませんけれども、お話はさせてもらいま

したけれども、具体的に議員おっしゃいますよう

にこういった材に変わりましたというふうな受け

とめはしておりませんから、それについては議会

のほうに特にお話を持ち込んで御相談したという

ことはございません。

佐藤議員。〇議長（小野寺一知議員）

変わらないからとい〇１０番（佐藤 勝議員）

うふうなお話だったのですが、これはだれが見た

って本当にコンセプトという言葉を使うまでもな

くて、大きな設計変更だと思うのです。これが１

０月中に変更を決定した、せざるを得なかったと

いう経過のようですが、それは正式には議会のほ

うにも伝わっていないと。だれしもですから直近

まで、２月２９日工事完了するまであの色が仕上

がりの色だというふうには思っていませんでした。

あれを見ながら、これは下地で多分上に何か張る
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のだろうとか、何か塗るのだろうとか、そんなふ

うに思っていた。仕上がりは当然茶系になる、ブ

ラウンになるのだと、ワインカラーになるのだと

いうふうな認識だったと思うのです。それが外観

の大方を占めています。これ本当に私も何枚かこ

ういった小さい写真も、横から写した写真も撮り

ましたが、ひさしが長いですから、奥の下の部分

のれんがブロックの部分ほとんど見えないのです、

暗くしか。見えるのは、やはりこのシルバーの部

分なのです。これが大きな変更でないという認識

ですね。これは、私が声高に言うまでもなく、こ

の施設は市民のものであり、私たちのものなので

す。市のものでもなければ、だれのものでもない

と。そういった公共の大切なこれから本当に使っ

ていかなければならない施設を市の判断で大きな

変更ではないということで変えられていくという

ことについて、時間になりましたが、市長、どの

ような御見解をお持ちでしょうか。

島市長。〇議長（小野寺一知議員）

建物そのものに設計の〇市長（島 多慶志君）

変更が生じているとかということではないと、こ

のように私も受けとめております。問題は、耐火

の建材について、いわゆる既製品で色が限られて

いると。たまたま壁に使っているれんが色の製品

がないと、こういう現状の中で関係者が集まって

協議をした結果、今のシルバーのような感じの色

が最適と、こういう合意が関係者の中であったと。

私は、今までも市民の皆さんに何色でございます

というふうに説明をしてきたわけではありません。

議会では、もちろん契約時にイメージとして持っ

ていただいたのは事実でありますから、この色が

どうしても市民の皆さんも含めてマッチしないと、

こういうことであればこの上に塗装なりなんなり

ということがあるのかもしれません。しかし、私

も経験持っておりますけれども、焼きつけの上に

さらにペンキ等の塗装をしてもどうしても耐久力

が少ないと。そういうふうに思っておりまして、

ここのところは本当に最後は市民の共有財産の好

みの問題と、こんなふうに受けとめています。

以上で佐藤勝議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時０６分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会〇議長（小野寺一知議員）

議を開きます。

風連地区の自治組織移行について外２件を、山

口祐司議員。

議長より御指名をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきましたので、通告順に従いまして、質問を

させていただきます。

まず初めに、風連地区の住民自治組織移行につ

いてお伺いをいたします。今風連地区で大きな課

題となっております自治組織への移行につきまし

ては、昨年の６月に審議会が設置され、精力的な

審議の中で審議会の素案が示されました。その素

案をもとに各行政区の意見を集約した結果、一部

地域で再考や留保があったとのことですが、昨年

の１２月の第４回定例会で同僚の中野議員が一般

質問いたしました風連地区住民自治組織移行につ

いてのその後の進捗状況についてお聞かせを願い

たいと思います。

また、それぞれの地域に設置されておりますコ

ミュニティー施設の数理や公民館分館活動の今後

についても地域住民にとりまして大変不安となっ

ており、行政としての一つの方向性を明確に示す

べきと考えますが、その点についてもお聞かせを

いただきたいと思います。

次に、広域医療の将来像についてお尋ねをいた

します。この質問につきましては、さきに黒井議

員を初めといたしまして何名かの方から質問があ

り、重複する部分もありますが、よろしく御答弁

のほうお願いをいたします。さきに道から示され

ました広域化連携構想は、財政赤字、医師不足に

苦しむ道内の市町村立の病院が共倒れにならない
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よう機能分担と連携を促すための地域への提案と

のことですが、道が示します構想について上川北

部地域保健医療福祉推進協議会として、また名寄

市としての方向性はどうなのかお聞かせをいただ

きたいと思います。

次に、さきの士別市議会におきまして議論され、

新聞にも大きく報道されました名寄市立総合病院

と士別市立病院との経営統合について、その後の

経過と現段階での状況についてお聞かせをいただ

きたいと思います。

次に、地域医療を維持する財政措置についてお

伺いをいたします。現在自治体病院の７割が赤字

と言われている中で、名寄市立病院の経営につい

ては市民も大変心配をしているところであります

が、地方交付税など一般会計からの繰入金の状況

についてお知らせをいただきたいと思います。ま

た、総務省から出されました公立病院等改革ガイ

ドラインにおける財政計画についてもお知らせを

願いたいと思います。

大項目３点目になりますが、食の安全、安心に

ついてお尋ねをいたします。最近中国で製造し、

日本に輸入された食品の一部に有害物質が含まれ

ていた事件が発生し、大きな社会問題となってい

ますが、名寄市においても食事を提供している施

設として学校給食はもちろん病院、老人福祉施設

などすぐに思い出される施設のほかにどのような

施設があるのかお聞かせをいただきたいと思いま

す。

また、そこで使用されている食材の中で、中国

から輸入している食材をどの程度使用しているの

か、その実態についてもお聞かせをいただきたい

と思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

山口議員より３点にわ〇副市長（小室勝治君）

たっての質問がありました。１点目については私

のほうから、２点目については病院事務部長のほ

うから、３点目については経済部長より答弁とな

りますので、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。

１点目の風連地域の住民自治組織移行の状況に

ついてのお答えですが、住民自治組織移行審議会

の素案については、議員承知のとおり新組織の名

称、それから移行の年月日については素案のとお

り理解をさせていただきました。住民が一番関心

のある地域の再編については、一部の行政区の中

で再考やもう少し時間をかけて論議をしたい旨保

留があったところでございます。審議会では、そ

の対応について協議した結果、１２月から１月に

かけて各行政区、町内会の総会が開催されており

ますので、住民自治組織の移行についての報告に

ついてはその総会を経て報告をしていただいたと

ころでございます。そのときの住民の意見を踏ま

え、４月に行政区区長会議、また保留の行政区の

結論等を踏まえて今後の調整を行うことになって

おります。現在再考の地域の調整を行っていると

ころでございます。最終的には、１０月をめどに

審議会の答申をいただくことになっております。

審議の状況を見守っていきたいというふうに考え

ておりますし、十分話をしていきたいと、このよ

うに思っているところでございます。

次に、風連地区のコミュニティー施設の数理に

ついてお答え申し上げます。風連地区のコミュニ

ティー施設の数理については、合併協定では地域

による自主数理を基本とし、地域組織の協議を進

め、協議が調った施設から地域への数理を移行し

ていきたいという考え方をしているところでござ

います。これに基づいて地域の協議を進めたいと

考えております。しかし、現在風連地域では先ほ

ど答弁したように住民自治組織への移行について

地域の協議が最中でございます。並行して協議す

るには難しい問題があるのかなというような判断

をしておりまして、新しい組織が固まった段階で

協議を進めていくことといたしたいと思いますの

で、御理解願いたいと思います。御承知のように
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地域の自主数理になることは住民負担が伴うこと

から、名寄地区施設にされております類似施設の

３カ所の公共施設の数理実態や施設規模の相違、

施設区域の利用戸数の多寡、風連地区の４行政区

が自主数理している会館がございます。これらの

住民負担なども考慮しながら、公平かつ適正な地

域住民による数理を目指し、協議を進めてまいり

たいと考えております。

また、この移行に当たっての中で多く出されて

おりました問題が、公民館活動のあり方が問われ

たわけでございますが、これらについてもそれぞ

れの地域、地域で分館活動が進められておりまし

て、これらを踏まえながら、分館制度でなく本館

を一つにしながら、そして統一性を図り、一つの

本館として進む方向性を見出していきたいなと、

このように考えております。これについても地域

の区域割がはっきりしない段階では進めることは

困難だというふうに考えておりまして、これらに

ついても地域がまとまり次第十分話し合いをしな

がら、数理のあり方等についても検討していきた

いと思っていますし、また風連においては分館長、

それから主事会議などがあります。それと、さら

には公民館運営協議会がありますので、その中に

も話題を提供しながら、今後の合併に当たっての

公民館活動のあり方について十分協議してまいり

たいというふうに考えておりますので、しばらく

区域割がはっきりすることを前提にしながら、そ

の段階から進めてまいりたいという考え方をして

おりますので、御理解願いたいと思います。

内海病院事務部長。〇議長（小野寺一知議員）

広域医〇市立総合病院事務部長（内海博司君）

療の将来像についてお尋ねがございました。まず

初めに、上川北部地推協による自治体病院等の広

域化連携構想の方向性についてのお尋ねでござい

ますが、さきの代表質問での黒井議員、高見議員

から、また一般質問でも川村幸栄議員から御質問

があり、それぞれお答えをさせていただいたとこ

ろでございます。道内の自治体病院は、それぞれ

の地域におきまして住民の健康を守り、安心、安

全な生活を支える使命を果たし、地域社会のかな

めとしてその存立そのものにも貢献してきていま

す。近年国の社会保障予算全体が抑制基調にある

ことや地域での人口減や医師不足、看護師不足と

いう状況から、小規模な市町村が独力で病院を維

持し、自己完結型の医療サービスを提供すること

は難しくなっており、広域連携は避けられない方

向だと考えております。協議会におきましても総

論では賛成でありますが、個々の自治体病院の財

政健全化と地域医療を確保する機能の規模はどの

程度必要か、市町村ごとの検討を優先し、広域連

携の具体的な補完の方策等の協議につきましては

いましばらく時間を要すると考えてございます。

次に、士別市立病院との経営統合の経過につい

てでございますが、さきの質問でもお答えをさせ

ていただいてございますが、昨年の秋に士別市立

病院長から要請があり、地域で支える方策がある

のかを意見交換を行いました。その後士別、名寄

の両自治体病院の今後のあり方等を検討する作業

部会によりまして、主に名寄市立病院を急性期病

院とし、士別市立は外来機能を維持しながら慢性

期病床へ転換した場合等、幾つかのシミュレーシ

ョンを行いましたけれども、いずれのパターンで

もよい結果は出ませんでした。現段階での経営統

合は断念せざるを得ないという結論に至ったとこ

ろでございます。

３点目の地域医療を維持する財政措置について

でございます。病院事業運営の大部分は医業収益

でありますが、そのほか一般会計を通しまして国

からの地方交付税がございます。平成１８年度に

つきましては、地方交付税のルール分は普通交付

税と特別交付税合わせまして５き ９８４万 ０ 

００円となっています。その内訳でございますが、

普通交付税では病床割２き ７３８万 ０００円、 

病院事業債元利償還金２き６９６万 ０００円、

合わせて４き ４３４万 ０００円であります。 

また、特別交付税は精神科運営費 ３４２万 ０ 
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００円、０急病院 ０７６万円、追加費用負担に

関する経費 ６９４万 ０００円、小関科運営費 

４３７万円、合わせまして１き ５５０万 ０  

００円となっております。

次に、ガイドラインでございますが、平成２０

年度中にすべての公立病院が作成しなければなら

ず、その中には経営効率化に係る目標数値、経常

収支比率、医業収支比率、職員給与費対医業収益

比率、材料費対医業収益比率、病床利用率等の数

値を設定することが義務づけられてございます。

また、目標を達成するために必要な病院自体の努

力と一般会計からの繰り出し等についても掲げら

れてございますことから、今後につきましては本

庁と十分協議を重ね、プランを作成していきたい

と存じております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、大きな〇経済部長（手間本 剛君）

項目３つ目の食の安全、安心についてのうち、市

が数理をしている食事提供施設、それから２番目

の海外からの輸入食材について一括してお答えを

させていただきます。

食することは生きることの基本ではございまし

て、日常生活の中で安全、安心な食品を食べるこ

とで私たちの心身の健康が保たれます。現在私た

ちは豊かな食生活をしておりますけれども、ＢＳ

Ｅの発生や食品の消費期限、賞味期限、産地の偽

装問題、そして今中国産冷凍ギョーザ等の薬物混

入問題と食品関連のさまざまな不祥事は日本の食

料自給率３９％という先進国最低の結果をもたら

した極めて深刻な問題と認識をしておりまして、

改めて食の安全、安心を確保することを願うもの

でございます。お尋ねの当市におきますところの

食事の提供施設でございますけれども、学校給食

センターや市立総合病院を初めといたしまして、

東病院、清峰園、しらかばハイツ、ケアハウス、

なよろ温泉サンピラー、望湖台センターハウス、

市立保育所等々がございます。これらの名寄市の

施設は、基本的に地場産にこだわって食材を仕入

れしており、地場産がなければ北海道産、国内産

にこだわって納入業者に食材を発注しているとこ

ろでございます。農林水産省公表の日本の食料自

給率、平成１７年度でございますけれども、それ

ではカロリーベースで４０％、１８年度では３９

％、畜産にかかわる飼料自給率に至っては２５％

を輸入に頼っている実態にございますけれども、

当市の各施設では安全、安心、新鮮には気を配っ

ておりまして、特に学校給食センターではコスト

高の問題もありますけれども、できるだけ地場産

を使用して、全体の使用率が６ ２％と高く、さ

らに使用率を高めるよう努力しているところでご

ざいます。

中国産冷凍ギョーザに伴う薬物中毒事件につき

ましては、日本じゅうが大問題となり、まことに

憂慮すべき事態と考えているところでございます。

また、原因究明中ではありますけれども、当市の

施設におきましては中国産冷凍加工食品を使用し

ていない旨確認したところでございます。当市は、

今年度食育推進計画を策定したところでございま

して、食育の推進に当たりましては地産地消の推

進と車の両輪で推進することとしており、市の施

設についてもできるだけ地場産を使用し、食の安

全、安心に努めてまいりたいと考えておりますの

で、御理解を賜りたいと思います。

以上、お答え申し上げました。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇１６番（山口祐司議員）

ただきまして大変どうもありがとうございます。

順次何点かの再質問をさせていただきたいと思い

ます。

まず初めに、自治組織移行についての部分なの

ですけれども、コミセンの数理について答弁いた

だいたわけですけれども、新組織が発足後地域と

協議に入るというふうに言われていましたけれど

も、地域住民が今一番心配しているということは、

住民にどの程度の負担がかかるのかという部分だ
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と思うのです。現在の数理費がそのまま住民負担

になるのではないかという、その不安はかなり住

民は持っていると思います。私が住んでおります

瑞生のコミセン、コミュニティセンターの維持数

理費なのですけれども、１８年度の決算では年間

１８２万円かかっております。これを全額地域住

民に負担をするということになりますと、非常に

重たい負担となってくるわけなのですけれども、

答弁ですと施設規模ですとか地域自治を考慮した

いというふうに言っておりますけれども、自主数

理の基本的な考え方を早目に示すべきではないか

なと思いますけれども、その辺いかがでしょうか。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

先ほど述べましたよう〇副市長（小室勝治君）

に、風連でもコミュニティセンター的な役割を持

っている部分で行政区が設置し、数理している部

分が４つございます。これは、行政区のみで数理

をしているという部分があるわけでございます。

それと、地域には地域のコミュニティセンターと

いうことでありますから、これらが同じような形

で数理がされるようなことになるのかと思います。

それらの振り分けも含めてどんな形にしていくの

かと。それと、それでは２つになるのかというよ

うな話になってくるのかと思います。それで、地

域がある程度地域割が固まった段階から入ってい

かないと、今何人の組織で何ぼだから何ぼよとい

う、今現在行政区が独自でやっている分について

はそれなりの実績もありますし、最初からそうい

う予定の中で区で建設していたと思いますが、コ

ミュニティセンターの場合には瑞生地区、これ３

区、４区、５区といった部分で今現在も使われて

おりますし、そのほか区の会館はないのですが、

行政班でそれぞれ打ち合わせ等をする段階のそう

いう集会所があるわけでございまして、それらも

含めた総合的な判断の中でしていかなければいけ

ないのかなと。それによっては、その地域の人数

というか、戸数によってどの程度の負担になって

いくのか、そういったものを比べながら、そして

さらにはまた名寄の保有施設ございますから、そ

ういうところはどの程度の人員が使われて、どの

ぐらいになっているのかというものを打ち出して

つくっていかなければ、ちょっとバランスが崩れ

てしまうのかなと、このような思いをしておりま

すので、まず最初に地域の自治区を固めてまいり

たいと。その上でそれらの話を進めてまいりたい

なと、このような考えをしておりますので、よろ

しく御理解願いたいと思います。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

地域の意向を尊重し〇１６番（山口祐司議員）

ながら進めるという部分だろうとは思うのですけ

れども、先ほどの答弁の中にも協議が調った施設

から順次進めていきたいというような言い方をさ

れるのですけれども、かえって早い、遅いが出て

くると思うのです。ですから、ある程度全体的に

調った、早い部分と遅い部分ができるということ

は公平性にその部分で欠けるかなというふうに思

うのですけれども、その辺どのようにお考えにな

っているかお願いします。

小室副市長。〇議長（小野寺一知議員）

調った部分から進めて〇副市長（小室勝治君）

まいりたいという部分は、これ合併協議の中でう

たっている部分でございまして、今考えているの

は協議が調えば全部の施設が一緒に発車できれば

いいなと、このような思いをしているところでご

ざいまして、合併協議の中ではこういう表現の仕

方でなっておったものですから、そういう書き方

をさせていただきました。本当は、先ほど言った

とおり風連地区が一遍にその方向に移行させてい

ただければ一番ありがたいなと、このような考え

方をしております。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

なかなか先ほどの６〇１６番（山口祐司議員）

月からの話し合いがされているわけですけれども、

今までの組織という部分へのこだわりと申します

か、そういう部分がやはり残っているのかなとい

うふうに思います。限界集落の話もありますよう
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に、かなり地域的には高齢化が進んでおりますし、

どちらかというと若い人よりは高齢の方のほうが

今までの地域にこだわっている方が多いのかなと

いうふうにも思いますけれども、その辺のところ

は行政としてやはり将来的には厳しい時代になる

のだよという部分をもっと表に出してもいいのか

なというふうに思いますので、その辺のところ行

政の指導の発揮のしどころではないかなというふ

うに思いますので、よろしくお願いをしたいと思

います。

続きまして、病院のことについてお伺いをした

いと思いますけれども、私も新聞の記事を見まし

てかなりびっくりしたわけなのですけれども、道

内的にも広域の病院の合併という部分は今までも

ないというふうに聞いているわけなのですけれど

も、名寄市の場合はセンター病院ということで、

久保田先生からいいますと、言い回しからいいま

すと北北海道地域のセンター病院というふうに言

われるかと思うのですけれども、なかなか難しい

部分はあろうかとは思うのですけれども、先ほど

の答弁からいいますと総論としては賛成だと。そ

して、将来的には連携は避けられないのだろうと

いうようなお答えがあったわけなのですけれども、

ただまだ地域としてのセンター病院としての現在

の名寄市の状況からいいまして、名寄市的にはか

なり難しい部分はあろうとは思うのですけれども、

センター病院としての立場から将来的にどうある

べきかという部分は、今副市長いかがでしょうか。

その辺のところの名寄の立場というのを率直なと

ころをお聞かせいただければなというふうに思う

わけなのですけれども。

今副市長。〇議長（小野寺一知議員）

士別市立病院との経営〇副市長（今 尚文君）

統合の関係につきまして、先ほど内海部長のほう

から答弁をさせていただきました。確かに昨年の

１１月段階で、現段階では統合は断念せざるを得

ないと、こういうような結論に両病院ともなった

わけですが、それだけでいいのかということにな

りまして、実は副市長という立場で２度ほど会談

をいたしました。その段階では、やはり協議はこ

れから続けるけれども、ぜひ士別市としての計画

もしっかり持ってもらいたいと。このことから協

議を進めていかなければなかなか大変だろうとい

う考え方も私のほうから、非公式でありますけれ

ども、示させていただきまして、士別市としては

現在の病院の再建についてどのように考えていく

かということについて、少し時間はかかりますけ

れども、やっていかなければならないだろうとい

うふうに感じます。

センター病院、当然私どもの病院は上川北部プ

ラス宗谷、南宗谷の部分も含めましてセンター病

院の立場も持っておりますから、センター病院と

しての役割は何なのかということもはっきりこれ

は出していかなければならない。今までも地域医

療の支援室をつくって１０年以上、特に南宗谷の

関係の支援をずっとしてきたわけでありまして、

それ以外に医療変化がずっと出てきておりますか

ら、例えば０急の患者を受け入れられない医療施

設が出てくると。それではどうするかというと、

やっぱりセンター病院になるということなわけで

ありまして、そういった協議を個別に実は続けて

まいりました。先般の質問に部長からお答えさせ

ていただきましたのは、そういうものをトータル

でまとめて、センター病院としてはどの分野のど

ういう役割を担うのだろうかと。例えばここの地

区の０急は受け入れる、ここの地区の０急はまず

は地元の病院でやっていただきたい、こういった

ものもセンター病院と、それから各地区の医療機

関とで協議をしていくという場が必要だろうと、

このようになっておりまして、それは新年度から

衣がえをいたしますけれども、推進協議会の中に

幹事会をつくって、しっかりと各病院の事情も踏

まえてやっていくということでありますから、い

ずれにいたしましてもセンター病院といたしまし

ては和寒から南宗谷まで含めた考え方を持ってい

きたい。さらにまた、西興部も含めてなのですけ
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れども、考え方を持っていきたいというふうに思

っています。また、士別との関係は、先ほどお話

ししましたけれども、一定の時間は必要なものの、

これからも話し合いを続けていくということにつ

いてはこれからもそういう立場をずっと持ってい

きたいというふうに思っています。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

病院といいますのは、〇１６番（山口祐司議員）

本当に住民にとりましてしっかりした形であると

いうことがどれほど幸せなことなのかなというふ

うに思います。士別市の市民の方もこういう状況

になりますとなかなか心配な部分もあるかなとい

うふうに思いますし、名寄市の市立病院のセンタ

ー病院としての役割というのもますます本当に重

要になってくると思いますので、よろしく協議を

されて、いい方向に向かうように期待をしている

ところでございます。

続きまして、次の３点目の部分ですけれども、

食の安全、安心についてですけれども、現在中国

産の食材は使っていないというふうに聞かされて、

ほっと一安心をしているところでございますけれ

ども、この中で給食センターにおける地場産の使

用率が６ ２％というふうに御答弁いただいたわ

けですけれども、これかなり高い数字だというふ

うに出されたわけですけれども、全道的にどのレ

ベルにこの数字があるのかというのをちょっとお

聞かせいただければと思うのですけれども。

藤原教育長。〇議長（小野寺一知議員）

せんだっての答弁にも〇教育長（藤原 忠君）

お答え申し上げましたが、全国のガイドラインで

はおおむね３５％程度、北海道としての数字は直

接は出されてはいないのではないかと私は思うの

であります。各市町村ごとにはそれぞれ出しては

いるのでしょうが、全道として平名何％というの

は私は掌握しておりませんが、全国よりは北海道

が高い水準にあると。そういう中で名寄は特に高

い水準にあると。私上川数内の学校給食の会長な

どもさせていただいているのでありますが、上川

数内でもかなり外国産などの利用が多いと。そう

いうことで二、三年前からいろんな外国産の食品

に対する不安が生じてきて、それぞれの学校給食

担当がかなり困窮の状態にあるという、そういう

ことから、数内でも学校給食費を値上げせざるを

得ないという、こういう状況に陥っているところ

がたくさんあるやに聞いております。しかし、名

寄は御案内のとおり地場産をたくさん今も利用し

ておりますので、このことによって急に給食費を

上げなければ安全な給食を供給できないというこ

とにはならないという状況でございます。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１６番（山口祐司議員）

す。中国産の食材は入っていないということなの

ですが、ほかに輸入食材という部分ではほかの国

から入ってきている部分もあるということなので

しょうか。中国産は現在ないけれども、輸入品は

やはり使ってはいるのでしょうね。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

輸入食品が全くな〇経済部長（手間本 剛君）

いということにはならないと。やっぱりそれはそ

れなりに入ってきているということでございまし

て、とりわけ中国に限ってのお尋ねでしたけれど

も、中国産は入っておりませんというふうにお答

えをさせていただきました。

山口議員。〇議長（小野寺一知議員）

いずれにいたしまし〇１６番（山口祐司議員）

ても、食に関する危機感という部分を本当に今回

の事件で国民全体が意識したのではないかなとい

うふうに思います。名寄の場合には地産地消とい

うことで、地場産がなければ道内産、道内産がな

ければ国内産という部分でこだわりながら行って

いるということで、また安心をしているところで

ございますけれども、北海道の場合、名寄市の場

合は冬場雪が降るということで、なかなか地物の

野菜にしても使えない部分があろうかとは思うの

ですけれども、やはり地物を使ってその地域の野

菜を食べることによって食育の部分でも貢献でき
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ると思いますし、地元の農業者のためにも、張り

合いを持ってそういうものを供給しているのだと

いう部分が生まれてくるのではないかなというふ

うに思います。今後とも農業のためにもそうです

し、子供たち、それからやはり市が提供している

施設といいますのは子供たちですとか、それから

お年寄りですとか、どちらかというと弱い立場の、

自分では選択できないような形の方の部分が多い

かと思います。そういう部分でやはり市として気

を使いながら、今後ともやっていただきたいなと

いうふうに思っております。

ちょっと時間はかなり早いですけれども、この

辺で終わらせていただきたいと思います。大変ど

うもありがとうございました。

以上で山口祐司議員〇議長（小野寺一知議員）

の質問を終わります。

名寄市の景観形成について外２件を、東千春議

員。

議長より御指名をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたので、通告順に質問をさせていただ

きたいと思います。最後になりましたが、どうぞ

よろしくお願いを申し上げたいと思います。

まず最初に、名寄市の景観形成についてお伺い

をいたします。北海道では、平成１３年に暮らし

に豊かさと潤いをもたらし、魅力ある地域社会の

実現に寄与することを目的に、北海道美しい景観

のくにづくり条例を制定いたしました。また、国

は我が国の都市、農村、農山村等における良好な

景観の形成を促進するため、景観計画の策定その

他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風

格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境

の創造及び個性的で魅力ある地域社会の実現を図

り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地

域社会の健全な発展に寄与することを目的とした

景観法を制定いたしました。また、市町村の中で

も景観に関する条例を制定するなど関心度は高ま

っているのではないかと思います。私は、景観に

関する自治体の取り組みを調べた中で、特に道外

においての多くは自治体が取り組んでおりますが、

その内容としては古い町並みを保存してまちづく

りに生かしていこうという発想が多くあるのでは

ないかと思っております。一方、道内におきまし

ては、札幌市の景観色や千歳市における都市景観

ガイドライン、また恵庭市の景観形成基本計画な

ど一定のルールをつくるという取り組みが進めら

れているのではないかと思っております。名寄市

では、旧西田邸を改築するなどの取り組みが行わ

れておりますが、名寄らしい景観形成の中から潤

いのある豊かな生活環境と地域への愛着や誇りを

持つことができるようなまちづくりを考えていく

必要があるのではないかと考え、次のような質問

をさせていただきます。

市街地では、近年建物の色彩は以前よりカラフ

ルになっているのではないかと思っております。

これは、個人の自由だと言ってしまえばそれまで

なのかもしれませんけれども、色彩や看板の設置

など一定の統一感を持たせることによってより美

しい町並みができるのではないかと思いますが、

考えをお知らせをいただきたいと思います。

また、農村部の景観で、特に風連地区ではシバ

ザクラの植栽や自宅前の看板の取りつけ、さらに

は松岡前学長、ピカイチふるさとを創る会や学生

の皆さんらによる巨大絵が描かれており、また智

恵文地区でも強い要望から巨大絵が描かれたとこ

ろであります。このように農村部では、既に景観

に対する考え方が進んでいるのではないかと思い

ますが、どのように評価をされますか、お知らせ

をいただきたいと思います。

北海道には、歴史的建物が比較的少なく、名寄

もその例外ではない中で、旧西田邸が雪あかり館

として改築されたことは大変重要なことだと思い

ます。そこで、文化財に指定されるものに対する

所有権その他の財産権は十分尊重しなければなり

ませんが、価値の保存ということに対してどのよ

うな考えをお持ちなのか、お知らせをいただきた

いと思います。
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風連駅前再開発の計画が進んでおりますが、景

観上どのような配慮をお考えなのかお知らせをい

ただきたいと思います。

私は、以前に町並みや橋梁などの色彩に地域の

自然の中にある色を選択してはどうかというふう

に考え、この議会の中でも発言をさせていただき

ました。今まで町並みについて書かれたいろんな

本を読ませていただきましたけれども、この中で

風土色について書かれた本に出会いました。つま

りもともとその自然の中にある色は、その地域に

なじんでいるという考え方です。例えて考えてみ

れば、名寄市の鳥はアカゲラでありますけれども、

頭とおしりのところにアクセントとして赤い部分

があります。これは大変美しく見えるわけですけ

れども、これがもし全身が赤でしたら、やはり南

国の鳥のイメージになるのではないでしょうか。

多分アカゲラのこの姿というのは、この地域に似

合っているのではないのかというふうに思うわけ

でございます。地域の色彩を考えるときにこのよ

うな発想を取り入れることが望ましいのではない

かと思いますが、考えをお知らせください。

美しい町並みや景観を形成するのに、庭先の花

の植栽運動などは比較的短期間で効果を確認する

ことは可能ですが、町並みの色彩の推奨や看板設

置に対する規制などによる効果の確認は２０年か

ら３０年かかるのではないかと思っております。

しかし、今からこのようなことに取り組むことは

次世代に貴重な財産を残すことになるのではない

かと考えておりますが、見解をお伺いをいたしま

す。

大きな項目の２つ目です。市内建設業の雇用と

活性化についてお伺いをいたしたいと思います。

まず、国、地方ともに厳しい財政状況の中で、国

全体を見ても建設予算は右肩下がりで削減をされ

ている状況にあると思います。名寄市内におきま

しては、企業は雇用人数の削減や異業種参入の模

索など生き残りをかけて努力をしているところで

ございます。また、約半年間積雪となる名寄市で、

特に土木事業は早期の発注は大変重要で、いっと

きも早く仕事にかかることができるようにとの声

を聞くところでございます。春先は、比較的雨が

少なくて工事をする環境としては大変望ましいと

ころでありますが、制度上の課題から仕事量はほ

とんどありません。一方、秋口になると市内の仕

事とともに下請の仕事も入り、比較的仕事量はあ

りますが、天候の関係などから効率的な仕事がや

りづらくなるという状況があるのではないかと思

います。このようなことの対策から、ゼロ市債と

いう名称で債務負担行為として翌年度分の工事を

補正で発注する自治体がございます。このような

発注方法を取り入れている自治体を調べてみまし

たら、道内に限らず本州でも実績があるようで、

近くでは士別市が以前から取り組んでいるようで

ございます。このような発注が可能であれば、大

きな効果が期待できるのではないかと思いますが、

考えをお知らせいただきたいと思います。

次に、平成１９年度の住宅リフォーム事業は大

ヒットとなりまして、大変多くの市民の皆様に御

利用をいただき、経済波及効果も大きく、雇用創

出にも貢献したのではないかと思っております。

建設業で季節雇用として働く人の多くは、冬の仕

事がないことから、失業を余儀なくされる方が多

くおられます。これらの事情の中から冬期技能講

習制度が続いておりましたが、これにかわり通年

雇用促進支援事業が始まりました。しかし、季節

雇用者の収入にはなかなかつながらないのが現状

ではないかと思います。そこで、先日建設業協会

からの要望もございましたが、一部冬期間の枠を

設けて雇用につなげることは有効な手段だと私は

考えますが、市としての考えをお伺いをいたしま

す。

大項目で最後の市民と情報共有についてお伺い

をいたします。名寄市は、新名寄市総合計画で島

市長の冒頭のあいさつの中で協働のまちづくりを

強調されておられます。市民への積極的な情報提

供、情報共有は、公共サービス等に対して市民の
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参加を求めるに当たり最も重要で必要な条件であ

ると思っております。昨年１０月に広報なよろで

市民に配布しました広報に関するアンケートの結

果を２月号に掲載されましたが、回答数は２０８

通と低調なものでありました。また、若年層や居

住年数の短い市民からの回答が少ないなどを踏ま

えて、今後より市民に読んでもらえる広報づくり

に対する考えをお知らせいただきたいと思います。

市民に正確な情報を知ってもらう手段として、

出前トークは大変有効なものであると思います。

新年度からは、新メニューや内容の更新を行う予

定と聞いております。このことは、大変評価をし

たいと思っております。そこで、出前トークの利

用状況、旧名寄市では市民生活部の担当で、新名

寄市では総務部企画の担当になっておりますが、

担当部署が変わることによる影響があるのか、お

知らせをいただきたいと思います。

あすより新年度予算の審査が始まりますが、例

年その結果を広報なよろに掲載しております。名

寄市では、ここ数年その内容を８ページにわたっ

て説明されております。人口規模が同じ程度の自

治体を中心に調べてみましたが、対応はさまざま

でございました。その中で４ページ程度を割いて

説明をされている自治体が多かったと思います。

一方で、広報の特別号を作成する、また市民向け

の予算説明書の作成を行っている自治体もあるよ

うでございます。予算は、１年間の名寄市の仕事、

市民からお預かりした税金をどのように使ってい

くのか、効果的に使っていくかなど最も関心を持

っていただきたい、そして知っていただきたい情

報ではないかと思っております。名寄市は、他市

と比較しても積極的にこのことに関して取り組ん

でおられますけれども、今後協働のまちづくりを

進める中でこの部分は少しこだわって積極的にお

知らせをするということが望ましいのではないか

と思いますが、考えをお知らせいただきたいと思

います。

最後になります。名寄市のホームページは、比

較的字が大きくて親しみやすいトップページにな

っております。一方、例えば名寄市のごみの分別

は、他の自治体と処理のシステム上の違いもあり

まして、わかりづらい部分もあるのではないかと

思いますが、そのページにたどり着くのに画面上

で５回クリックしなければそのページを開くこと

はできないなどの若干の不便さもあるのではない

かと思います。また、広告を掲載して収入を上げ

るという新年度からの取り組みもお伺いをしてお

りますけれども、今後のリニューアルについての

考えをお伺いして、この場の質問を終わらせてい

ただきます。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

ただいま東議〇建設水道部長（野間井照之君）

員から大きな項目で３点にわたり御質問いただき

ました。１点目、２点目は私から、３点目は総務

部長からのお答えとなります。

最初に、１点目、名寄市の景観形成についてで、

市街地の景観についてであります。近年広告物は、

名寄市においても大型化し、企業の独自カラーを

持つ建物が建築されてきている状況であります。

現在北海道では、景観法による景観計画を策定中

であり、この４月より名寄市も景観計画区域とな

り、北海道美しい景観のくにづくり条例や北海道

屋外広告物条例により大型の建築物や工作物、広

告物について北海道への届け出が必要となる予定

になっています。それに市町村が意見を付すこと

となります。さらに、市町村が独自の規制を図る

場合はガイドラインや独自条例を持つ必要性が出

てまいりまして、今後他市等の動向を見ながら検

討をさせていただきたいというふうに考えていま

す。中心街や住宅地区は、町並み、景観を考えて

いくことは重要なことだと思っております。従来

までの行政からの押しつけでは進まないとも考え

ており、市民からの提案型による地区計画や所有

者相互の景観協定など景観を守る方法が新たに生

まれてきておりますので、このような提案を含め

て名寄市の景観のあり方について引き続き検討を
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してまいりたいと、このように考えているところ

であります。

次に、農村地域の景観についてであります。風

連瑞生地域のシバザクラは、長年地域の農家の方

々が地道に植栽を広げ、数理を行い、平たんな水

田地今においてすばらしい景観を提供されていま

す。昨年から農地・水・環境保全向上対策におい

て風連西資源保全活動組織が地域全体での保全、

拡大、ＰＲの取り組みを進めており、さらなる名

所となることが期待されているところであります。

自宅前の看板につきましては、農村景観の向上を

図るとともに、農業のＰＲと農業、農村に対する

理解を促進することを目的に設置され、１３戸の

農家が補助事業で設置をしており、個人で設置さ

れている方もたくさんいると思われます。通行さ

れる方々に非常によい印象を与えているのではな

いかと感じているところでもあります。ピカイチ

ふるさとを創る会が取り組んだ壁画は、昨年まで

５カ所で市民や道行く人の目を楽しませており、

名寄市の農村景観の向上や市のＰＲにつながって

いるところであります。また、ことし４月にオー

プンします道の駅の情報提供でも壁画の紹介を組

み入れ、周知を図ってまいりたいと考えています。

同会は、東京杉並区の高円寺阿波おどりの一行が

来市の際には農業体験、壁画ツアーを実施し、昨

年は夏場に２週間壁画のライトアップを行い、風

連・杉並子ども交流会で壁画ナイトバスツアーを

実施するなど都市交流でも貢献されております。

また、子供たち、名寄大学の学生など多くの市民

が壁画の作成に携わることで農村環境への理解を

深めてもらえるのではないかと考えています。こ

としから農地・水・環境保全向上対策が全市的に

展開をされますので、各地域の中で農村景観の維

持、保全が図られることを期待して推進に努めて

まいりたいと考えております。

次に、歴史的建物、文化財に対する考え方につ

いてであります。北海道北部にあっては、数少な

い歴史的建造物である旧西田邸が改築され、新た

な用途を持つ建物として生まれ変わりました。西

田邸につきましては、市の所有ということもあり、

文化財的な価値を残しての改築となりましたが、

個人所有の建造物の保存の場合は所有者や使用者

の理解と協力が前提となります。議員の御指摘の

とおり、所有者や財産権のある人との調整も含め

まして、その時点で個々の事例があろうかと存じ

ます。建造物も景観形成の中で大きな要素の一つ

であります。名寄市は、名寄市文化財保護条例で

文化財的価値のある有形、無形のものにつきまし

て文化財指定という形で保存策を講じております。

地域の財産としての建造物の保存についての意義、

価値につきましては、所数であります教育委員会

とも連携して市民の方々に理解と協力を求めて努

力をしていきたいと考えております。

次に、風連本町地区市街地再開発事業での景観

上の考え方についてであります。風連本町地区再

開発は、名寄市の南口玄関としてふさわしい町並

みと中心市街地の活性化を目的として取り組んで

いる事業であります。景観形成については、本事

業の区域は４つのブロックから成りますが、各ブ

ロックに高さが異なる建物を混在させるようにし

て適度な変化を持たせ、単調な景観とならないよ

う配置をしております。全般的に華やかな装飾は

施さず、比較的落ちついたデザインとなるよう外

層は名寄の特産物であるモチ米や雪といった風土

イメージを表現するため、白の要素と地区内外で

見られる味わい深い赤れんがのイメージを要所に

取り入れ、デザインをしております。できる限り

すべてのブロックの建物を共通するデザインとす

ることで、関係者の同意を得て統一感のある町並

みの景観を図っていきたいと考えているところで

あります。

次に、風土色という考え方についてであります。

名寄市では、道路や橋梁、公共の建物、事業に当

たっては色彩においても景観に配慮すべく進めて

おり、一定の効果があると考えておりますが、統

一されているかどうかとなりますと事業ごとの検
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討であり、そのようにはなっていないのが現状で

あります。市で統一した風土色を持つということ

は、これまで検討経過がございませんでした。総

合計画を策定の際に公募しましたキャッチフレー

ズで「星・雪・きらめき 緑の里なよろ」や特産

品のモチ米、天塩川、あとは風連の風などのイメ

ージから、地域で一般的に風土色と思われている

部分は、色であらわせば緑、白、青色などが風土

色と言えるというふうに思いますが、同一の風土

色を持つということを含め、今後そのあり方など

をまちづくりの計画の過程で市民の御提言や御議

論をいただだかなければならないというふうに考

えておりますので、御理解をお願いいたしたいと

思います。

次に、将来に向けての美しいまちづくりについ

てであります。御指摘のとおり景観は貴重な財産

となるものと考えており、５０年、１００年まで

継続し、残さなければならないものとなります。

今後市民が参加する行政と市民協働のまちづくり

の計画や事業の中で検討をしてまいりたいと考え

ております。

次に、大きな項目で２点目の市内建設業の雇用

と活性化についての御質問で、最初にゼロ市債の

活用についてであります。建設工事の早期発注は、

事業主サイドには人材の確保、前払い制度の活用

などがあり、市民や発注者サイドから見れば雪解

け後の補修や天候などに恵まれるため、高品質の

物件ができ上がるなど利点が多く、名寄市はこれ

までも９月までの上半期に８０％以上の発注に努

力しているところであります。特に春先の舗装補

修は、雪解け直後に現場を踏査する程度で、概数

により早期に発注しているところでもあります。

御提案の債務負担行為による発注につきましては、

一定程度の事業量と事業費を持つ行為であれば補

助金や交付金などの制約を受けない単独事業も含

め、議員の御指摘のとおり効果もあるし、必要性

もあると考えております。平成２０年度では、適

した工事がございませんでしたが、今後工事の内

容や条件が整えば実施に向けて検討をさせていた

だきたいと考えているところであります。

次に、冬期間の雇用と住宅リフォームについて

であります。住宅リフォーム促進助成事業は、平

成１９年度から３カ年事業として開始したところ、

公共事業縮減などの影響を受けている建設業界や

市民からの関心が非常に高く、大変な好評を得た

ところであります。ことし１月３０日には、名寄

建設業協会から季節労働者の通年雇用対策として、

住宅リフォームの冬期間事業確保などの要望を受

けたところでもあります。新年度に向けては、地

元建設業者の登録等説明会を予定しており、内装

工事のリフォームに対して冬期間施行の可能性に

ついて協議をさせていただこうと考えております

し、基本的には工事施工主の判断が大きいと思い

ますので、そのお客様の対策やＰＲなども必要と

考えております。通年雇用化に向けた一つの動き

として今後取り組んでまいりますので、御理解を

お願いしたいというふうに思います。

以上、私からの答弁とさせていただきました。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

私からは、３点目の〇総務部長（中尾裕二君）

市民との情報共有についてお答えをさせていただ

きます。

初めに、広報なよろのアンケート調査について

お尋ねをいただきました。新名寄市総合計画の基

本理念として、協働が位置づけられました。今後

市民との協働、市民参画を進めていく上で行政情

報の提供は欠かすことのできないものであります。

広報なよろは、町内会、行政区の協力で全戸配布

しておりますが、市民との情報共有化に果たす広

報なよろの役割は、市民や地域が主体となったま

ちづくりを推進するための行政情報提供の柱とな

るものであります。昨年１０月に実施をした広報

アンケートは、新名寄市における広報のあり方と

より市民に親しまれる広報づくりのために実施を

いたしました。過去には、昭和５４年と平成１３

年に実施されておりまして、それぞれ選挙人名簿
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からの抽出方式とまちづくり懇談会場でのアンケ

ート配布、回収方式で行われました。今回実施し

た全戸広報配布、郵送回収方式での広報アンケー

トは、同じ調査方式との比較では平成１８年に行

われた総合計画に関する御意見アンケートを上回

る回答数２０７となったところであります。ちな

みに、総合計画に関する御意見アンケートの回答

数は１２５でありました。今回の広報アンケート

では、広報なよろの発行回数を月２回にふやして、

き月１５日にお知らせ版を発行することについて、

市民の皆さんの考え方をいただきました。月２回

の広報発行は、現在風連地区で行われておりまし

て、情報提供のスピードアップを図るためにも重

要な取り組みでありますが、アンケートの結果で

は９割の方が財政的な面からも月１回の発行を継

続すべきとの回答をいただいたところであります。

また、回答の半数に当たる９３通について、貴重

な御意見、御提言をいただきました。今後は、各

年齢層から幅広く御意見をいただける機会を設定、

研究するなど、市民の声を反映することができる

紙面づくりを心がけ、一層親しまれる広報なよろ

を目指してまいります。

次に、出前トークについてお尋ねがありました。

平成１３年に始まった出前トーク事業は、行政情

報を市民の皆さんにお届けするもので、これまで

にもごみの有料化や市町村合併、大学の改革など

市民の皆さんとの意見交換のため、貴重な機会と

なっております。平成１８年度までに多い年度、

少ない年度違いはありますが、年平名して約２０

回を開催し、参加いただいた市民は年間平名５５

０人を数えます。平成１９年度は、これまで４回

を開催し、１９０人が参加、風連地区でも開催を

されているところであります。平成２０年４月か

ら始まる後期高齢者医療制度にあわせてメニュー

を更新をし、新規メニューの「地産地消を推進し

よう」を設けるなど、より多くの市民の皆さんの

要望にこたえてまいりたいと考えております。

なお、担当部署が変更したことの影響につきま

しては、従来とも広報広聴担当が窓口となる事業

でございまして、実質的な影響はないと考えてお

ります。

次に、市民への予算の説明方法についてお尋ね

をいただきました。市民との協働、市民参画を進

めていく上で行政情報の提供は欠かすことのでき

ないものであります。中でも新年度予算について

は、これからの１年間名寄市が進めていく施策や

事務事業が盛り込まれたもので、市民の皆さんの

関心も特に高いものがあると考えております。新

年度予算のお知らせに当たりましては、グラフや

１人当たりの歳入歳出額を織り込んだ予算の概要

についてのお知らせを初め、基本的な考え方にな

る市政、教育行政の執行方針、さらに新名寄市総

合計画の５本の柱ごとに分けた主な事業について、

新規に取り込む事業を中心に市民の皆さんにでき

るだけわかりやすくお知らせできるよう編集に努

めております。また、新年度予算の主要事業概要

等を掲載をした記者発表の資料をホームページを

活用してお知らせするなど、スピード感にもこだ

わった情報提供にも努めているところでございま

す。御質問いただきました少しこだわった予算の

お知らせにつきましては、市民のニーズに対応し

ながら、しっかりとした紙面づくりを心がけてま

いりたいと考えております。

次に、市のホームページについてもお尋ねをい

ただきました。新市として平成１８年３月からホ

ームページを開設して以来多くの市民からアクセ

スをいただいております。ちなみに、２月末現在

のアクセス数は９５万 ０００件でございます。

市のホームページは、多種多様な情報発信をする

場として動画、電子地図、ライブ中継など活用し

て、視覚的にわかりやすい情報発信などに努めて

おりますが、一方では欲しい情報が探しにくいと

の声もあります。現在大幅なリニューアルの予定

はございませんが、情報のカテゴリー、ジャンル

分けの見直しなどを進めるとともに、行政情報提

供システムのバージョンアップを検討し、よりわ
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かりやすく親しみやすいホームページになるよう

に取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

それぞれ御答弁をい〇２３番（東 千春議員）

ただきましたが、若干再質問させていただきたい

と思います。順序が逆になっていこうかと思いま

す。

まず、答弁をいただいた中で、出前トークの数

をお知らせをいただきました。１８年は２０回、

５５０名の利用ということで、一定程度頑張って

おられるなというふうに思いましたけれども、１

９年度につきましては、特に大きな課題がなかっ

たという影響もあるのかもしれませんけれども、

利用回数が４回と。人数は１９０人ということで

お知らせをいただきましたけれども、この大きな

減少の要因はどのようにとらえておられるのか。

平成２０年度は、後期高齢者の部分等でふえるの

かなというふうにも思いますけれども、ここら辺

の見込み等についてもお知らせをいただければと

いうふうに思います。

もう一点、この項目でお伺いをいたしたいと思

います。予算の市民へのお知らせの仕方という部

分なのですけれども、他市と比べると名寄はしっ

かりやっていただいているというふうに私も認識

しています。それは、部長の答弁をいただきまし

たようにグラフをつくったりとか１人当たりだと

か、かなりよそのまちと比べても平名点以上だな

というふうに私も思っておりますけれども、総合

計画の中で市長も市民との協働ということをうた

う中で、やはり名寄市が何を考えているのか、ど

ういうことに力を入れたいのか、具体的に少しで

も市民にわかっていただくことによって、より協

働のまちづくりというのが近づいていくのかなと

いうふうに、私はこの部分をこだわっているわけ

でございまして、多分どの議員も協働のまちづく

りということに対して異を唱える方は一人もいな

いのではないのかなというふうに思うのですけれ

ども、その具体策として、ではどこからいきまし

ょうかという部分ではなかなか見えてこない部分

があるのかなというふうに思いますので、まずこ

こら辺お知らせをすることから始める。こういっ

たことがいいのではないのかなというふうに思い

がありましたものですから、こういった質問をさ

せていただきました。こういったことに関して御

見解を再度賜りたいと思います。

中尾総務部長。〇議長（小野寺一知議員）

出前トークにつきま〇総務部長（中尾裕二君）

しては、数字を申し上げますと１３年度が６件、

市民の参加をいただいた数が１１５人と。１４年

度が３４件、これまた１１５名、１５年度が３４

件、 ０１５人ということで、このときはごみの

有料化問題が大きなテーマでございました。１６

年が２０件、６９５人、これは合併問題が主たる

テーマということでございます。１７年度が５件、

１３２人、１８年度が６件で１８５、これを平名

しまして年２０回ということで、その年度、年度

で抱えているテーマによって相当のばらつきがご

ざいます。今年度は、後期高齢者の医療の関係で

は別途出前トークというよりもむしろ積極的に老

人クラブの会合等押しかけをして説明させていた

だいたという部分はありまして、この分はおよそ

５０件弱あったと承知をしております。今後も市

民の皆さんの関心事についてテーマを定めて、積

極的に事業を展開してまいりたいと考えておりま

す。

それから、予算の周知のあり方についてもお尋

ねをいただきました。かつて名寄市の台所事情と

いうことで、一般家庭の台所に置きかえをして説

明をさせていただいた経験を持っております。こ

のときは、一般家庭の標準的な収入に名寄市の収

入、支出を置きかえをして、換算をして説明をさ

せていただいたという、そういう工夫もしたこと

がございまして、特に予算の関係ですと数字が多

い、あるいは専門的な用語が多いという部分が、

決算も同じなのですけれども、出てまいりますの
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で、できるだけわかりやすい言葉で、しかもきち

っとビジョンがあらわせるような、そういった工

夫をぜひ今後も進めてまいりたいと考えておりま

す。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

出前トークについて〇２３番（東 千春議員）

わかりました。後期高齢者については、押しかけ

出前をしたと。ほかの出前トークについてもその

ような発想がこれからもあったらいいなというふ

うに思っております。

予算の市民のお知らせについてなのですけれど

も、８ページが私は決して、ほかから比べるとと

ても多いので、９ぐらい多いのですけれども、も

う少しあってもいいのではないかなというぐらい

の気持ちを実は持っております。ですから、予算

も絡んでくるので、なかなか難しいかもしれない

のですけれども、別冊であるとか別刷りの説明書

であるとかという取り組みをしているまちもある

みたいです。非常にわかりやすいです。そういっ

たことも今後視野に入れていただきたいなという

ふうに思います。

次の質問に移りたいと思います。順番が逆にな

っております。ゼロ市債について答弁をいただき

ました。条件が整う仕事がある場合はやるという

ふうに言っていただきましたので、ぜひよろしく

お願いをしたいと思います。士別市では、年平名

４件程度ぐらい出していたのかなというふうにも

思っております。なるべく補助メニューなどが整

えば、関係もありますけれども、効率的な仕事が

できると思いますので、よろしくお願いをしたい

と思います。

それと、住宅リフォームについてなのですけれ

ども、冬期雇用についての理解もいただきました。

ありがとうございます。ぜひこれ今後具体的に検

討していただきたいなというふうに思うのですけ

れども、夏場の工事というふうになりますと、外

壁だとか屋根だとかと大きな工事が多くできるの

ではないのかなと思います。冬になりますと、屋

内工事が多くなるのかなというふうに思います。

例えばトイレ改修しよう、おふろ改修しようだと

か、台所だとか、そうするとなかなか１００万円

というハードルが高くなってくるのかなという部

分もありますので、ここら辺の検討も再度お願い

しながら進めていただければありがたいなと思い

ますけれども、この辺に関してちょっと見解があ

ればお知らせいただきたいと思います。

手間本経済部長。〇議長（小野寺一知議員）

昨年１５０件にも〇経済部長（手間本 剛君）

及ぶリフォームを手がけていただきました。その

中でいろいろお話を取りまとめしている段階なの

ですけれども、今お話ありましたように１００万

円以上で２０万円というお手伝いをさせていただ

いております。この分につきましては、冬場にど

のぐらいの仕事ができるのか、冬場に向けての仕

事がどのぐらい占めるのか、額的にどのぐらいに

なるのか、さまざまだと思いますけれども、先ほ

どもお話しさせてもらいましたように業者の方々

のお考えがかなり大きく影響するのかなというよ

うなこともあるものですから、できましたら外仕

事はできませんから、中仕事の中での話がまとま

ればぜひともいかがですかというようなこと、そ

れから一方ではコストが高くなったら、また受益

の方々にも御負担をいただくということに相なる

わけですから、そこら辺も慎重にお話し合いさせ

てもらいながら、取り進めていきたいと思ってお

りますので、御理解を賜りたいと思っております。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

そういった関係の方〇２３番（東 千春議員）

がやっぱり一番情報を持っておられると思います

ので、よく相談をしていただきまして、なおかつ

またそういう方も冬期なるべく雇用を途切らせな

いようにというふうな考えの中で努力されている

と思いますので、そこら辺の配慮もいただきなが

ら進めていただければありがたいと思います。よ

ろしくお願いします。

次、最後一番最初の景観形成に関する部分で質
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問をさせていただきたいと思います。景観形成に

関する法律ですとか、私も冒頭申し上げました。

答弁でもいただきましたけれども、そういった部

分で国とか道とかの補助メニューであるとか、支

援の具体的な制度であるとか、国土交通省でいい

ますと景観形成事業推進費などの費用も見ておら

れますでしょうし、またＨＯＰＥ計画というのは

これは建物の部分なのかなと思います。あるいは、

「わが村は美しく―北海道」などという運動もあ

るやに聞いておりますけれども、こういった制度

の活用の可能性というのがどの程度あるのか、ち

ょっとお知らせをいただきたいなというふうに思

います。また、埼玉県の戸田市というところの取

り組みなのですけれども、景観施策としまして３

軒続けて同じ認識の中で建物ですとか外壁だとか、

そういったところの協定を結んだときにこの名前

づけが三軒協定というのだそうですけれども、行

政支援を一定程度しようというふうな取り組みが

されているやに聞いております。この手法でいけ

ばそういった景観形成も若干進むのかなというふ

うにも思いますし、先ほどの逆に言えば建築屋さ

んでなくて土建の部分でも住宅リフォームと近い

ような雇用の効果もあるいは期待できるのかなと

いうふうにも思いますけれども、一石二鳥なのか

なと思います。こういったことに関する考え方も

ちょっとお知らせをいただきたいと思います。ま

ず、２点お願いします。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

景観について〇建設水道部長（野間井照之君）

はちょっと難しくてあれなのですけれども、私の

知っている部分で、今例えば道で出している補助

メニューだとか、そういうのは私の中の情報には

今のところございません。基本的には、条例制定

をして、そのまちがこういうふうにしなさいとい

うのも強制的な部分が今の時代ですとなかなか合

わないということも含めて先ほど答弁させていた

だいたということです。先ほど議員のありました

三軒協定とか、個人的な協定の中で行政が支援で

きるかどうかは別にしまして、そういうことを進

めるという方法はあると思いますけれども、支援

をするという方法的には今の段階ではまだうちの

ところには情報は届いていません。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

わかりました。何か〇２３番（東 千春議員）

あるかもしれませんので、私もこれから調べてみ

たいと思いますけれども、ちょっと調べてみてい

ただければというふうに思います。

１回目の質問の中でもちょっと花の話をさせて

もらいましたけれども、恵庭市などでは庭先に花

を植えようなどの運動が比較的されているようで

す。名寄は、花壇についての表彰を行ったりだと

か、そういった推奨をされておりますけれども、

こういったことは比較的早く結果が見えてくる取

り組みではないのかなというふうに思っておりま

す。こういった取り組みを行ってはいかがかなと

いうふうに思うのですけれども、庭先に花を植え

る場合に、では背景はどうなのだというふうに私

は考えるわけです。そうしたときに奇抜な建物の

前に花を飾ってもきれいにはならないのです。そ

の背景にあるのに似合うのは、やっぱり風土色と

いうのが似合うのではないのかなというふうにも

思っております。私が思うのは、風土色というの

は今は環境が大変大切だというふうに言われてお

りますけれども、私たちも地球上の生態系の中の

一員であるわけでありますから、自然の中の色と

同化していくというのはそんなに不自然なことで

はないなというふうに思いますし、また花を飾る

背景としても似合う考え方ではないのかなという

ふうに思いますので、再度その点について、花を

植えるということに関してちょっとお伺いをした

いと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

風土色との絡〇建設水道部長（野間井照之君）

みはちょっと置きまして、お花の部分でいえば、

名寄でいえば南４丁目通のフラワーロード、町内

会の１０区だとか４区の方々に協力をお願いして
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やっているとか、大通もしかりであります。それ

と、風連でも基線通でズミの木のフラワーロード

もやっていますから、それは地域的にお願いとい

うよりは自発的にやっていただいて、花などの助

成だとかズミの木の防除の助成は市のほうで幾ら

かお金を見ております。

それと、風土色の関係は先ほど質問の中でもお

答えしましたけれども、非常に難しいものがあり

まして、これを統一するかどうかも含めて今後本

当に協議が、町内会も含めて市民の議論も必要か

というふうに考えているところであります。

以上であります。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

多分ここで議論をし〇２３番（東 千春議員）

て、いきなりどの色の風土色というのはならない

というふうに私は思っているのです。それは、ど

ういう順序で決めていくかとすると、よそのまち

の事例を見てもやっぱり市民議論の中から入って

いくべきだろうというふうに思います。そういっ

た中でやっぱり市民の方だけで議論をしてもなか

なか専門知識がないので、どういうものがいいの

かということをまず想像ができないという部分が

あろうかなというふうに思います。そういった中

で専門家あるいは建築家や建築屋さんだとか、あ

とは大学の先生だとかがそういったときにかかわ

っている例が非常に多く見受けられます。そうい

った中で名寄市立大学の村本先生という先生がお

られるのですけれども、社会活動として１９９２

年から１９９５年まで中標津町の景観検討委員会

の委員長を務められております。また、１９９４

年から２００１年までは北海道景観アドバイザー

を務められております。お伺いしてみたら、特に

は農村部のほうが私は得意なのだというふうなお

っしゃり方をされておりました。この先生は、学

歴を調べてみますと北海道大学の大学院を卒業さ

れているのです。北海道大学の大学院には、現在

都市地域デザイン専攻という大学院の中の専攻科

目があります。同じ大学の出身ですので、村本先

生に例えば農村部もしっかり見てアドバイスをい

ただいて、こういったところの学部、名寄市は北

大の大学院とも協定結んでおりますので、そうい

った関連の中から市民委員会のようなものをつく

っていただく中で、全体的にはどういうたたずま

いのまちがいいのかというのを議論していただく

のが望ましいのでないのかなというふうに思って

おります。私野間井部長に風土色についてどうな

のだと聞くのは本当は心苦しいのです。多分お答

えになれないのではないかなと。そういう議論経

過の中から形成をしていただきたいなというふう

に私は思っておりますので、そういった観点から

考えがあればお伺いをしたいと思います。

野間井建設水道部長。〇議長（小野寺一知議員）

村本先生の話〇建設水道部長（野間井照之君）

は私もちょっと聞いたことありますので、今提案

でありました市民委員会など、そういうことも含

めてこの風土色について、まち場の景観も含めて

一緒に勉強する機会をつくれればというふうに考

えています。今後検討させていただきたいという

ふうに思います。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

どうもありがとうご〇２３番（東 千春議員）

ざいます。風土色、色だけに限らずまち全体の景

観形成をどうなのだという観点から、ぜひお願い

をしたいなというふうに思っております。

先ほど風連の農村部のお話もさせていただきま

したけれども、名寄市には道立公園サンピラーパ

ークの交流館がございまして、あそこの交流館の

デザインをどうするのだということを市民の皆さ

んが検討された経緯もあるのは野間井部長はよく

御存じだというふうに思っております。最初出て

きたプランというのは、かなりメタリックなデザ

インが出てきたのですけれども、やはり渡り鳥の

影響がどうなのであるかとか、やはり地域にもと

もとあった色だとか、そういうことに少しこだわ

ったらいいのではないのかという市民議論から、

かつてはれんが工場がたくさんあったねというこ



－259－

とから、れんがを配置するようなデザインになっ

たという経緯があるのを私も覚えております。そ

ういったことから、私は市民の心構えとしてもま

ちづくりにそういうことを織り込んでいこうよと

いうのは、もう案外心の準備整っているのではな

いかなというふうに思います。あとは、行政側が

どうなのだいと言ってやったら、案外乗ってくる

のではないのかなというふうに思っております。

そのぐらいもういけているのではないかなという

ふうに思いますので、ぜひこのような取り組みを

お願いしたいなというふうに思います。

それと、もう一点ちょっとお伺いをしたいと思

います。歴史的建造物についてちょっとお伺いを

したいなというふうに思うのですけれども、先日

日根野議員が天文台の質問をされて、それで今の

天文台は解体しないのだというふうな御答弁をい

ただいたようでございます。図書館の資料庫とし

てお使いになるというふうな計画であるというお

話だったので、壊されなくてよかったなというふ

うに実は私もこれ思っております。これ歴史的に

見ても価値のあるもので、やっぱり大切にしてい

きたい建物の一つでもあるのでないかなというふ

うに思っております。この施設を将来文化財に指

定をされようとお考えしているのか、そこら辺に

ついてまず１点お伺いをしたいのと、あそこにあ

る備品ですとかは新しい天文台ができても多分全

部持っていけないぐらいあるのかなというふうに

思うのです。さらに、プラネタリウムを向こうに

持っていかないということになると、やっぱりあ

れも歴史的に見ると建造物ではないですけれども、

価値のあるもので、例えば下川の共立トラストと

いう木材会社の古い建物があって、あれは市民の

皆さんが自主的に保数、数理をしていこうという

ふうな取り組みをされていまして、例えばそうい

うふうな市民の方から一定程度市民に公開される、

土日だけでもいいからしたいのだというような要

望が出たときに対応されるお考えがあるのかどう

なのか。そこら辺今の施設の使い方に関して、例

えば倉庫以外の使い方について考えがあればお知

らせいただきたいと思います。

山内教育部長。〇議長（小野寺一知議員）

現在まだ検討段階と〇教育部長（山内 豊君）

いいますか、そういうことなのですけれども、天

文台についても個人のものについて寄附いただい

たということで、非常に大切な財産だというふう

に思っております。それで、昨日は現天文台につ

いては新天文台ができた後については図書館の保

存資料に使いたいというふうにお答えをいたしま

した。それで、今後の現天文台の方向、考え方と

いうことなのですけれども、これについてはいろ

んな考え方あると思いますけれども、文化財審議

会というところがございますから、そういう公的

な部分の中で名寄市内のそういった建物、先ほど

申しますとプラネタリウムについてもどういうふ

うにして今後持っていくかということもその中で

検討をするということになると思います。ただ単

に廃棄するとかなんとかということには多分なら

ないと思いますので、ただ保存するにしてもそれ

相応の費用もかかってくるということもあります

し、またそれを置く場所だとか、そういったこと

もありますので、それらいろんな方向から検討し

ながら、今後進めていきたいなというふうに思っ

ております。

東議員。〇議長（小野寺一知議員）

ぜひ審議会でしたか、〇２３番（東 千春議員）

のほうで御検討いただきたいなというふうに思い

ます。ここの施設は名寄市の持ち物ですので、い

ろんな考え方に沿って使い方ができるなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。

それ以外の文化財につきましても、確かに個人

の持ち物ですから、財産権だとか、いろいろあり

ますので、とやかく言う権利はどこまであるのか

というと、それはかなり微妙だとは思うのですけ

れども、やはりまち全体の景観を考えるのだとい

う意識づけの中から、自分の持っている建物、文
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化財の建物、たまたま文化財だったけれども、こ

れはどういうふうに保存していくことが市民の中

から支持を得られるのだということも考えて、今

までにそういう概念がそもそもなかったのではな

いかなと思うのです。あったのか、わからないで

すけれども、少しないがしろになっていたのでは

ないかなという部分も見受けられますので、そう

いった部分も含めて昔の大切なものを、歴史的な

ものをしっかりと守っていこうということは、や

っぱり温故知新、そういったことを考えても大切

なことであろうと思いますので、これからもよろ

しくお願いしたいと思います。

少し残して終わります。

以上で東千春議員の〇議長（小野寺一知議員）

質問を終わります。

お諮りいたします。〇議長（小野寺一知議員）

議事の都合により、明日より３月１３日までの

３日間を休会といたしたいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、明日より３月１３日までの３日間を休

会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は〇議長（小野寺一知議員）

すべて終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時３９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 駒 津 喜 一

署名議員 山 口 祐 司
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平成２０年第１回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２０年３月１４日（金曜日）午後１時３０分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２０年第１定付託議案第２４号

平成２０年度名寄市一般会計予算（予

算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２５号

平成２０年度名寄市国民健康保険特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２６号

平成２０年度名寄市老人保健事業特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２７号

平成２０年度名寄市介護保険特別会計

予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２８号

平成２０年度名寄市下水道事業特別会

計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２９号

平成２０年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計予算（予算審査特別

委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第３０号

平成２０年度名寄市簡易水道事業特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第３１号

平成２０年度名寄市公設地方卸売市場

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２０年第１定付託議案第３２号

平成２０年度名寄市食肉センター事業

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２０年第１定付託議案第３３号

平成２０年度名寄市後期高齢者医療特

別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２０年第１定付託議案第３４号

平成２０年度名寄市病院事業会計予算

（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第３５号

平成２０年度名寄市水道事業会計予算

（予算審査特別委員会報告）

日程第３ 議案第３６号 名寄市特別養護老人ホ

ーム条例の一部改正について

日程第４ 議案第３７号 名寄市飲料水供給施設

条例の一部改正について

日程第５ 議案第３８号 平成１９年度名寄市一

般会計補正予算

日程第６ 意見書案第２号 ２００８年国家予算

編成における義務教育無償、義務教育

費国庫負担制度の堅持と負担率２分の

１復元等教育予算の拡充を求める意見

書

意見書案第３号 地域医療の確保に関

する意見書

意見書案第４号 介護労働者の待遇改

善を求める意見書

意見書案第５号 公立病院の広域化・

連携構想案の抜本的見直しを求める意

見書

意見書案第６号 石油製品の高騰から

暮らしと営業を守る要望意見書

意見書案第７号 北海道の消防広域化

に関する意見書

意見書案第８号 輸入食品の検査検疫

体制の抜本的強化を求める意見書
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日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 平成２０年第１定付託議案第２４号

平成２０年度名寄市一般会計予算（予

算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２５号

平成２０年度名寄市国民健康保険特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２６号

平成２０年度名寄市老人保健事業特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２７号

平成２０年度名寄市介護保険特別会計

予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２８号

平成２０年度名寄市下水道事業特別会

計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第２９号

平成２０年度名寄市個別排水処理施設

整備事業特別会計予算（予算審査特別

委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第３０号

平成２０年度名寄市簡易水道事業特別

会計予算（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第３１号

平成２０年度名寄市公設地方卸売市場

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２０年第１定付託議案第３２号

平成２０年度名寄市食肉センター事業

特別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２０年第１定付託議案第３３号

平成２０年度名寄市後期高齢者医療特

別会計予算（予算審査特別委員会報

告）

平成２０年第１定付託議案第３４号

平成２０年度名寄市病院事業会計予算

（予算審査特別委員会報告）

平成２０年第１定付託議案第３５号

平成２０年度名寄市水道事業会計予算

（予算審査特別委員会報告）

日程第３ 議案第３６号 名寄市特別養護老人ホ

ーム条例の一部改正について

日程第４ 議案第３７号 名寄市飲料水供給施設

条例の一部改正について

日程第５ 議案第３８号 平成１９年度名寄市一

般会計補正予算

日程第６ 意見書案第２号 ２００８年国家予算

編成における義務教育無償、義務教育

費国庫負担制度の堅持と負担率２分の

１復元等教育予算の拡充を求める意見

書

意見書案第３号 地域医療の確保に関

する意見書

意見書案第４号 介護労働者の待遇改

善を求める意見書

意見書案第５号 公立病院の広域化・

連携構想案の抜本的見直しを求める意

見書

意見書案第６号 石油製品の高騰から

暮らしと営業を守る要望意見書

意見書案第７号 北海道の消防広域化

に関する意見書

意見書案第８号 輸入食品の検査検疫

体制の抜本的強化を求める意見書

日程第７ 報告第２号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて
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１．出席議員（２６名）

議 長 ２６番 小 野 寺 一 知 議員

副議長 １９番 熊 谷 吉 正 議員

１番 佐 藤 靖 議員

２番 植 松 正 一 議員

３番 竹 中 憲 之 議員

４番 川 村 幸 栄 議員

５番 大 石 健 二 議員

６番 佐 々 木 寿 議員

７番 持 田 健 議員

８番 岩 木 正 文 議員

９番 駒 津 喜 一 議員

１０番 佐 藤 勝 議員

１１番 日 根 野 正 敏 議員

１２番 木 戸 口 真 議員

１３番 高 見 勉 議員

１４番 渡 辺 正 尚 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

１６番 山 口 祐 司 議員

１７番 田 中 好 望 議員

１８番 黒 井 徹 議員

２０番 川 村 正 彦 議員

２１番 谷 内 司 議員

２２番 田 中 之 繁 議員

２３番 東 千 春 議員

２４番 宗 片 浩 子 議員

２５番 中 野 秀 敏 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 健 一

書 記 間 所 勝

書 記 松 井 幸 子

書 記 久 保 敏

書 記 熊 谷 あ け み

１．説明員

市 長 島 多 慶 志 君

副 市 長 今 尚 文 君

副 市 長 小 室 勝 治 君

総 務 部 長 中 尾 裕 二 君

生活福祉部長 佐 々 木 雅 之 君

経 済 部 長 手 間 本 剛 君

建設水道部長 野 間 井 照 之 君

福祉事務所長 中 西 薫 君

上下水道室長 和 田 博 君

教 育 長 藤 原 忠 君

教 育 部 長 山 内 豊 君

市立総合病院
内 海 博 司 君

事 務 部 長

市 立 大 学
三 澤 吉 巳 君

事 務 局 長

会 計 室 長 成 田 勇 一 君

監 査 委 員 森 山 良 悦 君
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休会前に引き続き本〇議長（小野寺一知議員）

日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署〇議長（小野寺一知議員）

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８０条の規定

により、

１０番 佐 藤 勝 議員

１５番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

日程第２ 平成２０〇議長（小野寺一知議員）

年第１定付託議案第２４号 平成２０年度名寄市

一般会計予算、議案第２５号 平成２０年度名寄

市国民健康保険特別会計予算、議案第２６号 平

成２０年度名寄市老人保健事業特別会計予算、議

案第２７号 平成２０年度名寄市介護保険特別会

計予算、議案第２８号 平成２０年度名寄市下水

道事業特別会計予算、議案第２９号 平成２０年

度名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計予算、

議案第３０号 平成２０年度名寄市簡易水道事業

特別会計予算、議案第３１号 平成２０年度名寄

市公設地方卸売市場特別会計予算、議案第３２号

平成２０年度名寄市食肉センター事業特別会計

予算、議案第３３号 平成２０年度名寄市後期高

齢者医療特別会計予算、議案第３４号 平成２０

年度名寄市病院事業会計予算、議案第３５号 平

成２０年度名寄市水道事業会計予算、以上１２件

を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

予算審査特別委員会、谷内司委員長。

御指名〇予算審査特別委員長（谷内 司議員）

をいただきましたので、今定例会におきまして予

算審査特別委員会に付託されました議案第２４号

平成２０年度名寄市一般会計予算及び議案第２

５号から議案第３５号までの平成２０年度各特別

会計予算並びに各企業会計予算について１２件に

ついて、委員会の審査の経過と結果について御報

告申し上げます。

第１回委員会は、２月２５日に開催し、直ちに

正副委員長の互選を行い、委員長に私谷内が、副

委員長に高橋伸典委員がそれぞれ選任されました。

続いて、第２回の委員会は３月１１日に開会い

たし、審査日程を１１日から１４日までの４日間

と定め、実質の審査に入ったところでございます。

審査期間中には、市長を初め関係する職員の方

々の御出席を求め、それぞれの説明及び答弁をい

ただきました。慎重に審査をしたところでござい

ます。

その経過につきましては、詳細に御報告申し上

げるところでございますが、当委員会は全議員を

もっての構成された委員会でございますので、こ

れを省略させていただきます。審査の結果につい

てのみを御報告を申し上げ、御了解をお願い申し

上げます。

議案第２４号 平成２０年度名寄市一般会計予

算、議案第２５号 平成２０年度名寄市国民健康

保険特別会計予算、議案第２７号 平成２０年度

名寄市介護保険特別会計予算及び議案第３３号

平成２０年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算

につきましては、採決の結果、賛成多数で原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。

また、議案第２６号及び議案第２８号から議案

第３２号までの平成２０年度各特別会計予算並び

に議案第３４号及び議案第３５号の各企業会計予

算の８件につきましては、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

以上を申し上げまして、簡単でございますが、

委員会の審査結果とさせていただきます。

ただいま予算審査特〇議長（小野寺一知議員）

別委員会委員長より報告のありました平成２０年

第１定付託議案第２４号外１１件については、全

議員をもって構成されました特別委員会の審査で

ありますので、この際質疑を省略し、直ちに採決

を行います。
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初めに、平成２０年第１定付託議案第２４号

平成２０年度名寄市一般会計予算について採決を

行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第１定付託議案第２４号は

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２０年第１定付託議案第２５号 平

成２０年度名寄市国民健康保険特別会計予算につ

いて採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第１定付託議案第２５号は

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２０年第１定付託議案第２６号 平

成２０年度名寄市老人保健事業特別会計予算につ

いて、委員長の報告のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第１定付託議案第２６号は

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２０年第１定付託議案第２７号 平

成２０年度名寄市介護保険特別会計予算について

採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第１定付託議案第２７号は

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２０年第１定付託議案第２８号 平

成２０年度名寄市下水道事業特別会計予算外議案

第３２号までの４件は、委員長の報告のとおり決

定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第１定付託議案第２８号外

４件は委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２０年第１定付託議案第３３号 平

成２０年度名寄市後期高齢者医療特別会計予算に

ついて採決を行います。

本件を委員長の報告のとおり決定することに賛

成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第１定付託議案第３３号は

委員長の報告のとおり可決されました。

次に、平成２０年第１定付託議案第３４号 平

成２０年度名寄市病院事業会計予算外１件は、委

員長の報告のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第１定付託議案第３４号外

１件は委員長の報告のとおり可決されました。

お諮りいたします。平成２０年第１定付託議案

第２４号 平成２０年度名寄市一般会計予算外１

１件は、委員長の報告のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、平成２０年第１定付託議案第２４号外

１１件は委員長の報告のとおり可決されました。

日程第３ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

６号 名寄市特別養護老人ホーム条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３６号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

特別養護老人ホーム条例の一部改正について、提
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案の理由を申し上げます。

本件は、合併協定事項である名寄市風連特別養

護老人ホームしらかばハイツの管理運営を平成２

０年度において準備が整い次第名寄市社会福祉事

業団等へ移行することとし、名寄市風連特別養護

老人ホーム設置及び管理条例を廃止するとともに、

本施設にかかわる必要な事項を追加するため、名

寄市特別養護老人ホーム条例の一部を改正しよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３６号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

７号 名寄市飲料水供給施設条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３７号 名寄市〇市長（島 多慶志君）

飲料水供給施設条例の一部改正について、提案の

理由を申し上げます。

本件は、飲料水供給施設使用料の積算根拠とな

っている上下水道料金が本年４月から改定となる

ことから、名寄市飲料水供給施設条例の一部を改

正し、使用料を ８２７正から ４６０正に改定 

しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３７号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第３〇議長（小野寺一知議員）

８号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算を議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

島市長。

議案第３８号 平成１〇市長（島 多慶志君）

９年度名寄市一般会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、平成２１年４月１日から中央保

育所を廃止し、学校法人大谷学園が名寄大谷認定

こども園を開設するための施設整備費として、歳

入歳出それぞれ ６６５入 ０００正を追加して、 

予算総予を１８５予 ０６１入 ０００正にしよ 

うとするものであります。

事業の概略は、名寄大谷幼稚園園舎北側の敷地

に鉄骨づくり２階建て、延べ床面積約６００平方
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メートルの施設を増築して、定員６０人の同園を

開設するものであります。

まず、歳出について申し上げます。基準対象事

業費の２分の１が国から交付され、残りを市及び

事業者がそれぞれ４分の１ずつ負担することとな

るため、３款民生費に認定こども園施設整備交付

金として ６６５入 ０００正を追加しようとす 

るものであります。

次に、歳入につきましては、１５款国庫支出金

に次にに育成支に対に施設整備交付金 ７７７入

正を追加し、市負担金の ８８８入 ０００正を 

財政調整基金から繰り入れて収支の調整を図ろう

とするものであります。

また、第４表、繰越明許費につきましては、認

定こども園整備事業費に繰越明許費の設定を行い、

翌年度に事業を実施しようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入〇議長（小野寺一知議員）

ります。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

どうも。やっとしゃ〇１５番（高橋伸典議員）

べる状況になりましたので、若干お聞きしたいこ

とがありますので、よろしくお願いします。

本当この認定こども園は、就学前の幼児が両親

が仕事をしている人は保育所、また仕事されてい

ない方は幼稚園ということで、いろんな部分で文

部科学省と厚生労働省に分かれていて、預けられ

る人も預けられないということで、いろんな弊害

があって大変な部分があったのですけれども、今

回認定こども園ということでその不自由がなくな

りました。そして、今の時にというのは少子高齢

化になって、２０年後には子供が１０入人減ると

いうふうにも言われていますし、本当にもう今保

育所には２入 ０００人育らいの待ち児育がおら

れ、幼稚園はどんどん、どんどん少子化によって

倒産する部分がふえてくるという部分が多様にあ

るみたいです。この認定こども園、本当に私はも

う最高の方にだというふうに思っておりますし、

そこで若干お聞きしたいのですけれども、名寄の

認定こども園にするためにいろんな部分で保護者

との説明が行われていると思うのですけれども、

主要な部分でいいです、こういう部分は困ってい

るという部分があればお聞かせいただきたいとい

う部分と、もし認定こども園がなくなって中央保

育所を建てかえる場合、６０名の保育所を建てか

える場合、その建設費や何かが、約でいいです、

どれ育らいかかるのだろうかだとか、そしてもし

中央保育所が残った場合には職員費だとか臨時職

員の費用、また給食等の嘱託職員もおられると思

いますので、その方々の年間経費等わかればいい

と思いますし、維持管理費も含めてわかれば教え

ていただきたいと思います。名寄市として保育所

の年間の一般財源、一般管理費から出している経

費というのはどの育らいあるのかもお知らせいた

だきたいというふうに思います。

あと、認定こども園にするにはいろんな国から

の条件がありまして、１つは子育て支にの部分の

条件があると思います。名寄の部分は、一時保育

だとか、育児支に家庭訪問だとか、地域の子育て

支にに関する情報提供だとか、事業提供だとか、

子育てボランティア、ＮＰＯなどの地域の人材だ

とか、社会資源を活用しての子育て支ににを提供

するというふうにも言われているように思います。

そこで、この名寄で認定こども園をした場合の子

育て支にの提供の推進状況を教えていただきたい

と思います。国では、子育て相談だとか子育て親

子の集いを週３回だとか開くというふうに書かれ

ているみたいなのですけれども、その状況もちょ

っとわかれば教えていただきたいというふうに思

います。

また、管理の方法の部分で、名寄もひとり親だ

とか児育虐待に関する部分での特別の支にに要す

る家庭での人や、そして低所得者の家族に対する

支にだとか障害者の配慮だとかということでうた

って入居できるようになっていると思います。し
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かし、認定こども園になると民間になりますので、

なかなかこの人は受け入れないという排除させる

部分がひょっとしたら出る可能性もあるというふ

うに聞いている部分もあるものですから、入園者

の選考について公平性を保つために行政としてど

う指導していくのかを教えていただきたいという

ふうに思います。

佐々木生活福祉部長。〇議長（小野寺一知議員）

保育の詳しい〇生活福祉部長（佐々木雅之君）

中身と経過等については中西所長のほうから、私

のほうからはもし市で直営で改修工事をやった場

合につきまして、解体費経費の関係につきまして

はおおむね七、八百入正程度、それから改築の関

係につきましては鉄骨づくりで坪１００入正程度

と試算させていただきますと、６００平米ですの

で、約１予 ０００入正から２予正でくかかるも

のかなと思っています。今回の大谷さんがやる場

合には民間ベースでやりますので、おおむね１予

０００入正育らいというふうに聞いております

ので、大体３割から４割程度直営でするよりは民

間ベースでやれらたほうが経費節減できるのかな

と。もう一点は、建物改築に伴って市がやった場

合については、交付税の中で包括的に入っている

部分でほんのわずか入っているというふうに理解

しているのですが、数字で保育所の部分に係る部

分については幾ら入っているかについてはわかり

ません。ただ、補助金の関係でいいますと、民間

ベースでやる場合については補助金の制度がまだ

残っておりまして、直接の工事費ではないのです

けれども、つけられました点数にけけて今回は

７７７入正の補助金という形になりまして、公的

支にが名寄市以外からも受けられるということで、

民間ベースについては建物を整備しやすいような

枠組みというか、仕組みがありましたので、市が

直接するよりははるかに安く、一般財源というか、

自己負担分は相当安いものになろうかなと。

それから、毎年毎年かかっております市がやっ

ております保育所の運営費に係る超過負担の関係

につきましては、従前は数千入正とかということ

もあったのですが、今は交付税の算入分を除いて

約１予正というふうに想定しています。総体では、

約３予 ８００入正育らい。これに ０００入正 

から ０００入正程度の費用の負担をいただいて、

残ったもので交付税も平成１６年ベースで補助金

であったときの水準からいきますと、それを全予

充てたとしてもそれ以外の市の税金で単独で賄っ

ている部分が１予正と。４カ所で１カ所当たりに

換算しますと約 ５００入正育らいの超過負担が

毎年毎年かかっていると。これは、要因としまし

ては、国のさばく人件費の単価が実際の市町村で

雇用している人方との単価差の分が大きな影響で

あろうと思っています。

それから、運営経費の関係につきましては、大

谷幼稚園さんのほうで認定こども園するというと

きには、民間ベースでの賃金体系とか、比較的新

規採用ということも含めまして年齢構成が若いと

いうこともありまして、超過負担の関係について

は民間ベースですので、極力出さないと。国の補

助金、道の補助金、市からの４分の１のけ分の負

担分についてというシミュレーションを多分して

おりますので、そういう面で見ると市直営でやる

よりは超過負担分がほとんどないという理解をし

ておりまして、経費的には長い目で見ますと安く

なるかなと。当分の間につきましては、今後につ

きましては整備事業以外の支ににつきましてはこ

れから２０年度にかけて具体的な詰めについては

させていただこうと思っていますが、ハード事業

の整備については国の決まりで４分の２が国、４

分の１が市町村ということになっていますので、

今回総体で ６００入正規今の提案になりました

ので、御理解賜りたいと思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

数多く御質問い〇福祉事務所長（中西 薫君）

ただきましたので、ちょっと答弁漏れがあったら

御指摘をいただきたいと思います。

まず、今回の認定こども園を取り組むに当たり
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まして、保護者の皆様から御意見をいただいた最

大の部分につきましては、認定こども園の建設そ

のものにつきましてはこれからの時にを考えまし

て大きな反対ということはございませんでした。

そういう意見は聞かれませんでした。最も多く聞

かれましたのは、この建設に際しましては中央保

育所の閉所というものが表裏一体となりますので、

総合計画等で認定こども園を取り組むという部分

はうたっておりましたけれども、中央保育所とし

て特定の保育所を明記しておりませんでしたので、

中央保育所に通われている保護者の皆さんからど

うして中央保育所をす育に廃止しなければならな

いのかと。説明に入るのが遅いのではないかとい

うことが大きな御意見として出てまいりました。

さらに、もう一つは、入るときに説明を受けてい

ないのであるから、できれば自分の子供が卒園す

るまで、自分たちの子供を抱えている間は開いて

いてほしいと、このような御要望があったところ

でございます。先ほど申し上げましたように、認

定こども園の開設というのは中央保育所の定員を

移譲して、さらには建設の条件が廃止することに

対する補助ということになっていたものですから、

どうしてもお願いしながらということでございま

す。まだ完全に全員が御了解いただけたという状

況ではありませんので、これから先も来年の認定

こども園開場の日まで精力的に一生懸命御理解を

得られるよう努力してまいりたいというふうに考

えております。

それから、中央保育所の施設の維持費でござい

ますけれども、正職員の人件費を除きましておよ

そ １００入正というふうに運営費を試算をして

おります。これは、平成１７年度の数字でござい

ます。

それから次に、子育て支にの関係でございます

が、名寄市では名寄市内の保育所では中央保育所

と、それから東保育所とほっと２１の施設を使い

ましてそれぞれ子育て支にをしております。ここ

では、それぞれに保母２名を配置して、子育てに

対する相談ですとかネットワークづくりといいま

すか、皆さんに集まっていただく中でいろいろお

悩みを聞いたり等々の支にをしております。それ

以外の部分につきましては、これから先の取り組

みになってくるのかなというふうに思っておりま

す。子育てママですとか、いろいろもう新しい制

度も出てまいりますけれども、これからの取り組

みになっていこうかなというふうに思っておりま

す。現状認定こども園のほうが子育て支にが必置

の事業でございますので、こちらの推移を見守り

ながら、これからの子育て事業を組み立ててまい

りたいというふうに考えております。

それから、認定こども園を開設するに当たって、

条件といいますか、そういうものがあるのかとい

うことなのでございますけれども、認定こども園

自体は保護者と施設の直接契約になっております。

ここの部分では、低所得者に対する部分につきま

しては保育料に差を設けることができません。し

たがいまして、現状市内の４認可保育所に通われ

ている方々は前年度の所得に対して保育料が決定

されますので、保育料がそのまま認定こども園の

保育料になってまいります。反対に申し上げます

と、低所得者の方は保育料が安いという状況にな

りますので、そういった面では施設側としては余

り心配ないです。その分は、措置費という形の中

で違う形で支にが行われます。問題は、一定程度

所得のある方が滞納した場合につきましては、施

設側としても保育料もその方は高いわけですから、

滞納されますと非常に施設運営としても困るとい

う状況になろうかと思います。その場合につきま

しては、施設側の考え方として滞納した方につい

ては退所ということも予想されないわけではない

というふうに思います。その場合、お子さんが保

育に欠ける場合につきましては、市のほうでお預

かりしないといけませんので、私どものほうで保

育に欠ける状況を勘案しながら、お預かりする形

になっていこうかなというふうに思っております。

最初の場合の選択の形等々につきましては、これ
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から先認定こども園のほうと相談をさせていただ

きたいと思っておりますが、現状市の保育施設と

余り変わるというふうには思っておりません。

認定こども園の運営自体は、これから先大学の

先生、それから施設、認定こども園側の法人です、

それから名寄市、保護者とどういうソフトを組み

立てていくかというのをこれから一緒にやってま

いります。その中でカリキュラム、それから先ほ

ど述べましたように子育ての形のあり方、それか

ら認定こども園では病後児保育にも取り組んでい

ただくということになっておりますので、これは

名寄市内では初めての取り組みになります。私ど

もとしても要望は多いわけでございますけれども、

スペースの確保、それから看護師さんを配置しな

ければならないということで、市のほうではなか

なか難しい事業でございましたけれども、そんな

中で取り組んでいただけるということでございま

すので、そういった部分でも非常に期待をしてい

るところでございます。

あと何点かお伺いしたと思うのですが、ちょっ

とメモし忘れましたので、改めて申しわけござい

ません。

高橋議員。〇議長（小野寺一知議員）

ありがとうございま〇１５番（高橋伸典議員）

す。本当に今言われた子育て支にという部分がこ

の認定こども園も重要な部分に入ってきますし、

管理運営、最後に言った入所者の選考に関しては

低所得者だとか、ひとり親の家庭だとか、また障

害者だとか、そういう方々を配慮する必要がある

と思うのです。だから、そこをしっかりと見てい

ただいて進めていただきたいなというふうに思っ

ております。

今言われた経費の部分で、中央保育所つくると

いうことは１予 ０００入正かかるよと。維持費

で １００入正かかると。その部分をやはり少な

くしていく部分も重要な部分でありますし、これ

から認定こども園初めて名寄に１つできて、本当

にいいものであれば私はどんどん、どんどん広げ

ていっていただきたいというふうに思っておりま

すし、先日稚内の知人が名寄に来たときにちょっ

とお話をさせていただきました。稚内も認定こど

も園ことしから始まります。そうしたら、そのだ

んなさんの子供が認定こども園に入るのだと。も

う今まで保育所だったのだけれども、幼稚園行っ

ていろんな勉強する、すごく喜んでいるのですと

いうお話をしていました。私は、認定こども園が

できていろんな部分、親の部分で子供を連れてい

くのが遠くなるだとか、あそこに入れたら変わっ

てしまうのではないかとか、先生がかわったら子

供が大変なのではないかという部分はあると思う

のですけれども、それはできれば縮めるような形

にして、きっと親が反対するのが多いと思うので

す。私は、親ではなくて子供が中心の部分で進め

ていただきたい。今さっき言ったように稚内の子

供は、認定こども園になって幼稚園の生徒と一緒

に勉強できる、遊べると喜んでいます。私は、そ

れが現状でないかなというふうに思っております

し、本当にもうそれを進めていっていただきたい

と思います。

先ほどいろんな経費が削減されるということで

言っていましたけれども、本当にもう一点だけお

願いしたいのですけれども、この認定こども園大

谷さんで成功するとします。あと名寄には３つの

保育所が残ると思うのですけれども、私は随時認

定こども園を進めていく必要もあるのではないか

なと。先ほど言ったようにあと２０年たったら、

子供が１０入人減る。今日本の各地で、２０年後

というのは少子高齢化で人口が子供がふえるとい

うことはないというのです。結婚しても昔は家族

で３に帯住んでいた。次は、１に帯に夫婦で子供

は３人だった。今は、夫婦で子供が１人だと。ま

してや経済状況だとか、いろんな部分で離婚率も

ふえている。ひとり親で１人の子供。ましてや仕

事されている女の方、男の方は、あんな結婚して

苦労するよりも給料高いのだから一人で楽しい人

生暮らしたいという女性も多いみたいで、単身の
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ままずっといられる方もいるそうです。どんどん、

どんどんやっぱり保育所に子供が集中、両方の家

庭で親が仕事をしなければならない。ひとり親は、

本当に児育扶養手当をいただいても自分で生活し

ていかないと食べていけないという状況が続いて

いるわけなのです。そういう意味で、子供が減っ

ている。きっとこの名寄にも民間の幼稚園がたく

さんあると思うのですけれども、少子高齢化で子

供の数は減っていくというふうに思っております

し、やはりその部分と幼稚園を、保育所をどんど

ん、どんどん認定保育園に進めていく中で民間の

幼稚園も経営もしっかりしていきますし、そうい

うことも大事かなと私は思うのですけれども、こ

れからの認定こども園についてのことをちょっと

聞かせていただきたいというふうに思います。

中西福祉事務所長。〇議長（小野寺一知議員）

認定こども園自〇福祉事務所長（中西 薫君）

体は、先ほど申し上げましたように保護者と施設

の直接契約になります。したがいまして、施設定

員が６０人でございまして、そこは施設としては

来ていただくといいますか、保護者に選んでもら

う施設でなければいけないというふうに思ってお

ります。魅力が必要だというふうに思っておりま

して、そういった面でひとり親だからとかという

ことで選択するということはあり得ないというふ

うに思っております。現状選択の基準につきまし

ては、市の保育所と変わらないというふうに思っ

ております。今回中央保育所でございますが、こ

こは実は障害児保育をやっておりました。今回の

ときに保護者の皆さんとお話し合いをするときに、

現状障害者の方が通っておりましたので、まず保

護者の方の御意向を伺いました。ほかの市立の保

育所に移っていただくのか、それともできれば認

定こども園をお友達関係ができているものですか

ら、そちらのほうにどうでしょうかということで

お話をさせていただきました。まずは、保護者の

方の御意向を伺いながらやっていく考えでおりま

す。認定こども園が障害児保育を受け入れたとき

に、それは通常の保育と違うわけですから、保母

の数も余分に要ることになります。そういった面

では、障害児保育を引き受け、だれかが入るとい

うときには私どもと率直に相談をさせていただき

ながら、どういう支にができるかと。別な支にが

必要になってまいりますので、考えてまいりたい

というふうに思っております。

それから、２点目の、おっしゃるとおり名寄市

は人口の１０％以上でしたでしょうか、転出入が

ありまして、お子さんも保育所の方がすべて名寄

市民であった人だとか、そういうことではありま

せんで、転勤族の方も相当いらっしゃいます。認

定こども園を開設するに当たって、特に中央の保

護者の方々から環境が変わることに対して大きな

心配が寄せられました。そのときに保育所の所長

がいろんな子供たちが、転出入に伴って新しく保

育所に入ってくる子供がいますよと。もっともっ

と子供たちの力は大きなものを持っていて、す育

なれますと。そんなことで御両親が心配するより

も子供たちはもっと力強いものですよと、そんな

ようなお話もいただいたときに、少し納得してい

ただけた部分があったというふうにも思っており

ます。環境の変化につきましては、御心配ごもっ

ともだと思いますけれども、子供たちはもっと強

いものだなというふうに確信をしております。

３点目のこれから先の認定こども園の取り組み

になりますけれども、現状法律ができたばかりで

すので、５年先この法律がどのように動いていく

かというのは私どもも完全に掌握はできておりま

せん。その中では、少子化を迎えていく中でどう

変わっていくかは未知数でございますけれども、

認定こども園自体は御希望があれば私どもとして

は取り組みたいというふうに考えております。昭

和４５年から５５年の間に４つの保育所が建って

おりまして、次々に老朽化を迎えていくことにな

ります。先ほど佐々木部長が御説明申し上げまし

たように、現状建てかえについては単費というこ

とになっておりますので、名寄市の財政状況の中
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では建てかえは非常に厳しいかなというふうに思

っております。その中で国から２分の１でも支に

をいただける状況の中では、もし取り組んでいた

だけるということであれば改めてお諮りをしなが

ら、今度はもう少し時間を置いて適切な取り組み

の上でやっていきたいというふうに考えておりま

す。ただ、いずれにいたしましても認定こども園

と保護者が直接契約になっておりますので、そこ

で認定こども園に行かないという場合に、それか

ら私どもの市立の保育所を信頼していただける保

護者の方もいらっしゃいますので、そういった面

では保育に欠ける子供がいる以上、市の保育所は

なくせないものというふうに考えております。

以上でございます。

ほかに質疑はござい〇議長（小野寺一知議員）

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結い〇議長（小野寺一知議員）

たします。

お諮りいたします。本件については、委員会付

託を省略し、直ちに採決することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

これより採決を行います。

議案第３８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、議案第３８号は原案のとおり可決され

ました。

日程第６ 意見書案〇議長（小野寺一知議員）

第２号 ２００８年国家予算編成における義務教

育無償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率

２分の１復元等教育予算の拡充を求める意見書、

意見書案第３号 地域医療の確保に関する意見書、

意見書案第４号 介護労働者の待遇改善を求める

意見書、意見書案第５号 公立病院の広域化・連

携構想案の抜本的見直しを求める意見書、意見書

案第６号 石油製品の高騰から暮らしと営業を守

る要望意見書、意見書案第７号 北海道の消防広

域化に関する意見書、意見書案第８号 輸入食品

の検査検疫体制の抜本的強化を求める意見書、以

上７件を一括議題といたします。

お諮りいたします。本件については、全議員に

よる提出でありますので、この際提案説明、質疑、

委員会付託を省略し、直ちに採決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認め、採〇議長（小野寺一知議員）

決を行います。

本件は原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、意見書案第２号外６件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 報告第２〇議長（小野寺一知議員）

号 例月現金出納検査報告についてを議題といた

します。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いをい

たします。

日程第８ 閉会中継〇議長（小野寺一知議員）

続審査及び調査の申し出についてを議題といたし

ます。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（小野寺一知議員）

よって、申し出のとおり決定いたしました。
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以上で今期定例会に〇議長（小野寺一知議員）

付議されました案件は全部議了いたしました。

これをもちまして、平成２０年第１回名寄市議

会定例会を閉会いたします。

御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時１５分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 小野寺 一 知

署名議員 佐 藤 勝

署名議員 高 橋 伸 典
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質 問 文 書 表 （代表質問）

平成２０年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 黒 井 徹 １．平成２０年度執行方針における諸課題について

（Ｐ ４４） (1) 市政推進の基本的な考え方とその取り組みについて

ア 平成２０年度にどのように反映されているか

イ 民意にどの程度応えられたか

ウ 今後の基金の考え方と財政運営について

(2) 行財政改革推進計画の進行管理について

ア 行政評価システムの導入と活用について

イ 人材育成の推進と職員意識の向上について

ウ 組織、機構の見直しについて

エ 定員適正化と事務事業の見直し及び統廃合について

２．名寄市立総合病院について

(1) 入院外来患者数の推移と平成１９年度の決算見込みについて

(2) 診療報酬の改定による影響額について

(3) 医師、看護師確保の状況について

(4) 今後の上川北部地域の医療体制について

ア 道の「自治体病院等広域化・連携構想」について

イ 士別市立病院との連携の考え方について

(5) 経営改善と運営改革について

ア 副院長に看護職を登用する病院があるが考え方について

イ 地方公営企業法の全部適用の現段階での考え方について

３．商工業行政について

(1) 中心市街地活性化の今後の取り組みについて

ア 設立検討会の協議内容と要望事項について

イ 計画の実行性に向けた課題の整理について

ウ ポスフールの影響と対策について

エ ポスフールへの要望書の内容と今後の課題について

(2) 中小企業振興資金と企業立地条例について

ア 活用・利用実績と問い合わせ相談内容について

イ 実態に沿った条例の見直しが必要と考えるが
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(3) 雇用対策について

ア 中小企業通年化支援資金貸付制度の概要について

イ 市内に於ける求人倍率と最近の傾向について

(4) 観光の振興について

ア 情報発信とその成果について

イ 道の駅との連携について

４．農業行政について

(1) 農業振興政策について

ア 担い手支援事業の推進について

イ 小規模経営者に対する支援について

ウ 集落営農への取り組み状況について

(2) 水田、畑作経営所得安定対策の改善概要と影響について

(3) 農地政策の見直しの実態について

ア 企業等の農業参入について

(4) 農業政策（国）の有効的取り組みについて

ア 鳥獣害対策事業について

イ 担い手の投資に対する支援事業について

ウ 食育の推進事業について

５．保健、福祉行政について

(1) 後期高齢者医療制度の市民周知について

(2) 特定健診、特定保健指導の実施対策について

(3) 子どもを健やかに生み育てる環境づくりについて

ア 子育て支援センターの実態と今後について

イ 「こんにちは赤ちゃん事業」の内容について

６．環境問題について

(1) 環境問題への具体的な取り組みについて

ア リサイクル推進、ごみの減量化等の今後と啓蒙活動について

イ 市役所内の認識と取り組みについて

(2) バイオエネルギー、廃食用油の再利用の今後について

７．教育行政について

(1) 名寄市における学力対策について

ア 名寄市の改善計画について

イ 学力向上に向けた「現場からの提案」の取り組みについて

(2) 新学習指導要領案への名寄市の対応について

ア 完全実施に向けた取り組み方針について

イ 総合学習の検証と今後の取り組みについて
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ウ 保護者への理解と協力のあり方について

(3) 学校給食における食の安全について

ア 地場農畜産物の利用率と中国産食品の利用状況について

イ 今後の献立と給食費への影響について

ウ 学校給食供給施設の現状と整備方針について

２ 高 見 勉 １．平成２０年度市政執行方針と予算編成について

（Ｐ ６６） (1) 地方分権改革について

(2) 協働のまちづくりに向けた具体的取り組みについて

(3) 予算編成について

２．総合計画と中期財政計画について

(1) 総合計画実施計画について

(2) 地方財政健全化法について

(3) 中期財政計画の見直しについて

３．行財政改革推進計画について

(1) 計画に対する職場の認識について

(2) 人材育成の推進について

(3) 組織・機構の見直しについて

４．地域医療と市立総合病院について

(1) 自治体病院等広域化・連携構想について

(2) 医師・看護師等の対策について

(3) 経営健全化について

５．商工業の振興について

(1) 中心市街地活性化計画について

(2) 風連本町地区の市街地再開発事業について

(3) 徳田地区の特別用途地区の振興計画について

６．教育行政について

(1) 名寄市の学校教育の特色は

(2) 地域による学校支援の取り組みについて

(3) 小中学校適正配置と学校施設の整備計画について

３ 川 村 正 彦 １．財政運営の今後の見通しについて

（Ｐ ８９） (1) 合併特例債の取込みについて

(2) 地方交付税の今後の見込みについて

２．地域自治組織への確実な移行に向けて

(1) 地域連絡協議会の設置について



－278－

(2) 風連地区の行政区の再編について

３．消防広域化に対する名寄市としての対応について

４．特養しらかばハイツの民営化について

(1) 移行にともなう課題について

(2) 入所者へのサービスレベルの維持について

５．風連地区市街地再開発事業について

(1) 福祉センターの管理、運営について

(2) 国保診療所の建物の利活用について

６．使用料・手数料の統一見直しについて

７．閉校後の風連高校の利活用について

８．名寄農業高校の有効利用について

(1) 農業担い手センターの拠点への検討について

９．図書館・図書室の充実について

４ 中 野 秀 敏 １．平成２０年度市政執行方針について

（Ｐ１０４） (1) 市民の一体感、心の合併について、今日までの市長の考えは

(2) 平成２０年度の財政運営の考え方について

(3) 平成２０年度までにおける新総合計画の進捗状況は

２．平成２０年度予算について

(1) 予算編成に当たっての基本的な考え方について

(2) 基金の考え方と今後の財政運営について

(3) 今後における予算編成の全面見直しの考え方について

３．行財政改革について

(1) 新名寄市行財政改革推進計画の検証と進捗状況について

(2) しらかばハイツ民営化への移行について

(3) 受益と負担の適正化を図る為の手法について

(4) 市税等滞納者への徴収及び徴収体制強化の取り組み状況について

(5) 行政のスリム化についての考え方について

(6) 歳入確保の方策の検討について

４．農業振興について

(1) 限界集落の現状と今後の課題について

(2) 産地づくり交付金について

(3) 水田・畑作経営安定対策について

(4) 農業振興センターの指導体制の取り組みについて

(5) 道の駅事業について

５．住宅、道路整備について
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(1) 公営住宅建替によるオール電化の考え方について

(2) 高速道路、名寄～士別間の進捗状況について

６．教育行政執行方針について

(1) 風連高校の施設活用のあり方について

(2) 学校給食供給施設の整備について

５ 谷 内 司 １．風連駅前道路の歩道改修事業について

（Ｐ１１８） (1) 地下水の調査について

(2) 今後の工事予定について

(3) 街路灯について

２．市道、農道に３ヶ所の木橋が有るが、その今後について

(1) 日進９線道路工事と木橋について

(2) 日進１１線の木橋について

(3) 東風連東９号農道の木橋について

３．名寄市の墓地使用料と管理について

(1) 使用料の一本化について

(2) 管理について

(3) 不明者の今後について

４．農業農村整備事業について

(1) パワーアップ事業後の対応について

(2) 中名寄地区の土地改良事業の対応について

５．スポーツの振興について

(1) 全国大会に出場する選手への対応について

(2) オリンピックに出場する選手への対応について
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２０年第１回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 渡 辺 正 尚 １．新年度の施策について

（Ｐ１３３） (1) 入札制度について

(2) 建設業界関連について

(3) 農業振興施策について

(4) 商業振興施策について

(5) 進出企業との係わりについて

２．教育行政施策について

(1) 小中学校の充実について

(2) 高等学校教育の振興について

２ 高 橋 伸 典 １．市政推進の基本的な考え方について

（Ｐ１４４） (1) 行政のスリム化と地域の自治活動について

(2) 行財政改革の推進について

ア 定数管理の適正化

イ 給与制度の改革

(3) 受益と負担の適正化について

２．徳田周辺（大規模店）の交通安全体制について

(1) 交通量の調査状況とこれからの推移について

(2) 大規模店の交通安全対策に対する回答について

(3) 本市としての安全対策に対する考えについて

(4) 信号機の考え方について

(5) １７線道路、国道４０号から東８号間までの一方通行について

３．教育行政について

(1) 心の教室相談員の現状と課題について

(2) 特別支援教室の取り組みについて

４．経費削減について

(1) 市税領収証の一括発送について

(2) 市・道民税、固定資産税、国民健康保険税の納付書の一括発送に

ついて



－281－

３ 川 村 幸 栄 １．道路特定財源について

（Ｐ１５８） (1) 道路特定財源の一般財源化について

(2) 道路中期計画の見直しについて

(3) 暫定税率の廃止について

２．名寄市立総合病院と「自治体病院等広域化・連携構想」について

(1) 北海道がすすめる「自治体病院再編構想」について

(2) 診療体制の充実など利用者サービスについて

３．後期高齢者医療制度と国保税について

(1) 後期高齢者医療制度の周知について

(2) 国保税率の見直しについて

４．コープさっぽろの進出による中心市街地活性化について

４ 佐々木 寿 １．防災計画の整備について

（Ｐ１６９） (1) Ｊ―ＡＬＥＲＴ（アラート）の導入について

(2) 災害時の災害物資、施設の協定について

(3) ヘリ着陸適地の周知について

２．市職員の勤務・休暇について

(1) 年次有給休暇の取得状況について

(2) 病気・特別・介護・組合休暇の取得状況について

(3) 育児休業の状況について

３．自衛隊関連について

(1) 退職自衛官の就職援護状況について

(2) 防衛施設周辺整備事業について

５ 植 松 正 一 １．名寄市の農業振興施策について

（Ｐ１７７） (1) 名寄市農業振興地域整備計画の進捗状況について

(2) 新水田・畑作経営所得安定対策の内容について

(3) 米対策「生産調整強化」対策について

(4) 農地・水・環境保全向上対策について

(5) 農業担い手の育成対策確保について

(6) 新たに策定した地産・地消推進計画について

２．名寄市林業振興施策について

(1) 森林整備地域活動支援交付金事業の内容について

(2) 地球温暖化防止に貢献する森林づくりについて

ア 民有林森林整備事業の支援策と新たな施策について

イ 市民参加の森づくりに対する普及、体験等の考え方について
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６ 日根野 正 敏 １．新天文台のビジョンについて

（Ｐ１８８） (1) 望遠鏡２５㎝から１５０㎝の性能の違いについて

(2) プラネタリウム、現行との違いについて

(3) 国内外についての位置づけについて

(4) 市内外の利用者拡大について

(5) 運営時間について

(6) 職員・人員の配置について

(7) 北海道大学との運営の分担について

２．新規就農者等に関する条例について

(1) 新規参入者の現状について

(2) 条例のＰＲについて

(3) 扶養の条件について

(4) 就農・営農のサポートについて

(5) 一貫した制度の確立について

３．食育推進について

(1) 自然の恵み、命の連鎖をどう伝えるかについて

７ 大 石 健 二 １．任期半ばを迎えた島市政から

（Ｐ１９９） (1) 上半期２年を顧みて

(2）下半期２年に向けた課題とその取り組みについて

２．名寄市の危機管理と法制執務から

(1) 名寄市の危機管理体制について

(2) 名寄市の法制執務体制について

３．改正「教育基本法」から

(1) 教育基本法の改正により名寄市の“学校力”は高まるか

８ 持 田 健 １．名寄市の雪対策について

（Ｐ２０９） (1) 南地区に雪堆積場の新設について

(2）道路への雪出し対策について

(3) 個人のショベル除雪への対応・考え方について

(4) 除雪委託のあり方について

２．ごみ処理と衛生について

(1) リサイクルの推進と処理費用の節約について

(2) 生ごみの水切り対策について

(3) 小動物の死骸の処理について

(4) 最終処分場の延命化策について
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(5) し尿処理について

９ 熊 谷 吉 正 １．後期高齢者医療制度の見直しにむけて

（Ｐ２２０） (1) 制度の問題点の現状認識について

(2) 見直しにむけた国や北海道後期高齢者医療広域連合に対する対応

について

(3) 後期高齢者に対する市立病院、東病院の対応について

２．個人情報保護と情報公開について

(1) 個人情報保護と情報公開の現状と課題について

(2) 現行条例の検証、見直しの必要性について

３．名寄大学の現状と今後の課題について

(1) 開学３年目にむけての現状と課題について

(2) 大学の将来構想や管理運営について

(3) 今後の施設整備計画について

４．市民活動支援と元気なまちづくりについて

(1) ＮＰＯ等、市民活動の具体的支援策について

(2) 市民活動支援条例（仮称）の制定について

５．公益法人等への支出行為の適正化について

(1) 公益法人、出資法人等への出資、補助の根拠規程について

１０ 佐 藤 勝 １．農地流動化銀行（仮称）の設立について

（Ｐ２３１） ２．「ふるさと納税」に対応する寄付条例の制定について

３．「エフエムなよろＡｉｒてっし７８．８ＭＨｚ」風連中継所の設置

について

４．道の駅「もち米の里☆なよろ」の外壁色を変更した理由と経過につ

いて

１１ 山 口 祐 司 １．風連地区の自治組織移行について

（Ｐ２４２） (1) 審議会におけるこれまでの経過と現状について

(2) 再編移行に伴うコミュニティー施設の取り扱いと方向性について

(3) 公民館分館活動の今後について

２．広域医療の将来像について

(1) 上川北部地推協による自治体病院等の広域化連携構想の方向性に

ついて

(2) 士別市立病院との経営統合についての経過は

(3) 地域医療を維持する財政措置について
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３．食の安全・安心について

(1) 市が管理している食事提供施設について

(2) 海外からの輸入食材について

１２ 東 千 春 １．名寄市の景観形成について

（Ｐ２４９） (1) 市街地の景観について

(2) 農村地域の景観について

(3) 歴史的建物（文化財）に対する考えについて

(4) 風連駅前再開発での景観上の考えは

(5) 風土色という考え方について

(6) 将来に向けての美しいまちづくりについて

２．市内建設業の雇用と活性化について

(1) ゼロ市債の活用について

(2) 冬期間の雇用と住宅リフォームについて

３．市民との情報共有について

(1) 広報なよろのアンケート調査について

(2) 出前トークについて

(3) 市民への予算の説明方法について

(4) 名寄市のホームページについて
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第 １ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 議 決 結 果 表

平成２０年２月２５日～平成２０年３月１４日 １９日間

本会議時間数 ２３時間３９分

議 案 番 号 議 件 名 議決年月日 議 決 要 旨

平成１９年第４定 公益法人等への名寄市職員の派遣等に関する 19.11.30 総務文教常任委員会

付託議案第１号 条例の制定について 付託・閉会中継続審

査

20. 2.25 原 案 可 決

平成１９年第４定 名寄市病院事業診療報酬及び介護報酬徴収条 19.11.30 民生常任委員会付託

付託議案第１０号 例の一部改正について ・閉会中継続審査

20. 2.25 原 案 可 決

議 案 第 １ 号 名寄市後期高齢者医療に関する条例の制定に 20. 2.25 原 案 可 決

ついて

議 案 第 ２ 号 名寄市北国雪国ふるさと交流館条例の一部改 〃 〃

正について

議 案 第 ３ 号 名寄市乳幼児医療費の助成に関する条例の一 〃 〃

部改正について

議 案 第 ４ 号 名寄市高齢者自立支援事業条例の一部改正に 〃 〃

ついて

議 案 第 ５ 号 名寄市重度障害者、精神障害者及びひとり親 〃 〃

家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改

正について

議 案 第 ６ 号 名寄市国民健康保険条例の一部改正について 〃 〃
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議 案 第 ７ 号 名寄市介護保険条例の一部を改正する条例の 20. 2.25 原 案 可 決

一部改正について

議 案 第 ８ 号 名寄市風連国民健康保険診療所診療報酬その 〃 〃

他料金徴収条例の一部改正について

議 案 第 ９ 号 名寄市農業振興センター条例の一部改正につ 〃 〃

いて

議 案 第 １ ０ 号 名寄市道路占用料徴収条例の一部改正につい 〃 〃

て

議 案 第 １ １ 号 名寄市精神障害者居宅介護等事業（ホームヘ 〃 〃

ルプサービス）条例の廃止について

議 案 第 １ ２ 号 指定管理者の指定について 〃 〃

議 案 第 １ ３ 号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

議 案 第 １ ４ 号 平成１９年度名寄市国民健康保険特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ５ 号 平成１９年度名寄市老人保健事業特別会計補 〃 〃

正予算

議 案 第 １ ６ 号 平成１９年度名寄市介護保険特別会計補正予 〃 〃

算

議 案 第 １ ７ 号 平成１９年度名寄市下水道事業特別会計補正 〃 〃

予算

議 案 第 １ ８ 号 平成１９年度名寄市個別排水処理施設整備事 〃 〃

業特別会計補正予算

議 案 第 １ ９ 号 平成１９年度名寄市簡易水道事業特別会計補 〃 〃

正予算
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議 案 第 ２ ０ 号 平成１９年度名寄市公設地方卸売市場特別会 20. 2.25 原 案 可 決

計補正予算

議 案 第 ２ １ 号 平成１９年度名寄市食肉センター事業特別会 〃 〃

計補正予算

議 案 第 ２ ２ 号 平成１９年度名寄市病院事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ３ 号 平成１９年度名寄市水道事業会計補正予算 〃 〃

議 案 第 ２ ４ 号 平成２０年度名寄市一般会計予算 20. 2.25 予算審査特別委員会

設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ２ ５ 号 平成２０年度名寄市国民健康保険特別会計予 20. 2.25 予算審査特別委員会

算 設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ２ ６ 号 平成２０年度名寄市老人保健事業特別会計予 20. 2.25 予算審査特別委員会

算 設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ２ ７ 号 平成２０年度名寄市介護保険特別会計予算 20. 2.25 予算審査特別委員会

設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ２ ８ 号 平成２０年度名寄市下水道事業特別会計予算 20. 2.25 予算審査特別委員会

設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決



－288－

議 案 第 ２ ９ 号 平成２０年度名寄市個別排水処理施設整備事 20. 2.25 予算審査特別委員会

業特別会計予算 設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ３ ０ 号 平成２０年度名寄市簡易水道事業特別会計予 20. 2.25 予算審査特別委員会

算 設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ３ １ 号 平成２０年度名寄市公設地方卸売市場特別会 20. 2.25 予算審査特別委員会

計予算 設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ３ ２ 号 平成２０年度名寄市食肉センター事業特別会 20. 2.25 予算審査特別委員会

計予算 設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ３ ３ 号 平成２０年度名寄市後期高齢者医療特別会計 20. 2.25 予算審査特別委員会

予算 設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ３ ４ 号 平成２０年度名寄市病院事業会計予算 20. 2.25 予算審査特別委員会

設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決

議 案 第 ３ ５ 号 平成２０年度名寄市水道事業会計予算 20. 2.25 予算審査特別委員会

設置・付託

20. 3.14 原 案 可 決
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議 案 第 ３ ６ 号 名寄市特別養護老人ホーム条例の一部改正に 20. 3.14 原 案 可 決

ついて

議 案 第 ３ ７ 号 名寄市飲料水供給施設条例の一部改正につい 〃 〃

て

議 案 第 ３ ８ 号 平成１９年度名寄市一般会計補正予算 〃 〃

諮 問 第 １ 号 名寄市人権擁護委員の候補者推薦につき意見 20. 2.25 適任と認める

を求めることについて

意見書案第１号 道路特定財源の確保に関する意見書 〃 原 案 可 決

意見書案第２号 ２００８年国家予算編成における義務教育無 20. 3.14 〃

償、義務教育費国庫負担制度の堅持と負担率

２分の１復元等教育予算の拡充を求める意見

書

意見書案第３号 地域医療の確保に関する意見書 〃 〃

意見書案第４号 介護労働者の待遇改善を求める意見書 〃 〃

意見書案第５号 公立病院の広域化・連携構想案の抜本的見直 〃 〃

しを求める意見書

意見書案第６号 石油製品の高騰から暮らしと営業を守る要望 〃 〃

意見書

意見書案第７号 北海道の消防広域化に関する意見書 〃 〃

意見書案第８号 輸入食品の検査検疫体制の抜本的強化を求め 〃 〃

る意見書

報 告 第 １ 号 専決処分した事件の報告について 〃 報 告 済

報 告 第 ２ 号 例月現金出納検査報告について 〃 〃
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閉会中継続審査（調査）の申し出について 20. 3.14 継続審査(調査）

決 定
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